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第１ 災害記録に関する資料 

 

１ 日本で発生した主な被害地震 

発 生 年 月 日 和  歴 規模(Ｍ) 地  域 被 害 ・ 摘 要 

６８４.１１.２９ 天武１３ ８.３ 

土佐その

他南海・ 

東海・西海

地方 

山崩れ、家屋社寺の倒潰、人畜の死傷多

く、津波来襲して土佐の船多数沈没した。 

土佐で田苑５０余万頃（約１２㎢）沈下

して海となった。 

南海トラフ沿いの巨大地震と思われる。 

８８７. ８.２６ 仁和 3 

８.０

～ 

８.５ 

五畿・七道 

京都で民家等の倒潰多く、圧死多数、津

波が沿岸を襲い溺死多数、特に摂津で津波

の被害が大きかった。 

南海トラフ沿いの巨大地震と思われる。 

１０９６.１２.１７ 永長 1 

８.０

～ 

８.５ 

畿内・ 

東海道 

大極殿小破、東大寺巨鐘や近江勢多橋落下。  

京都の諸寺に被害があった。 

津波が伊勢・駿河を襲い駿河で社寺・民

家の流出４００余。余震が多かった。 

東海沖の巨大地震と思われる。 

１０９９. ２.２２ 康和 １ 
８.０
～ 
８.３ 

南海道・ 

畿内 

興福寺・摂津天王寺で被害 

土佐で田千余町みな海に沈む。 

津波があったらしい。 

１３３１. ８.１５ 元弘 １ ７.０ 紀伊 
紀伊国千里浜（田辺市の北）の遠干潟２

０余町が隆起して陸地となった。 

１３６０.１１.２２ 正平１５ 
７.５
～ 
８.０ 

紀伊・摂津 

４日に大震、５日に再震、６日の六ツ時

過ぎに津波が熊野尾鷲から摂津兵庫まで来

襲し、人馬牛の死が多かった。 

 

１３６１. ８. ３ 
正平１６ 

８.３ 

～ 

８.５ 

畿内・土

佐・阿波 

摂津四天王寺の金堂転倒し、圧死５ 

その他、諸寺諸堂に被害が多かった。 

津波で摂津・阿波・土佐に被害、特に阿

波の雪（由岐）湊で流失１,７００戸、流死

６０余、余震多数 

南海トラフ沿いの巨大地震と思われる。 

１４９８. ９.２０ 明応 ７ 

８.２

～ 

８.４ 

東海道 

全般 

紀伊から房総にかけての海岸と甲斐で振

動が大きかったが被害はそれほどでもない。 

津波が紀伊から房総の海岸を襲い、家屋

流失 1千戸、溺流死 4万 1 千など 

南海トラフ沿いの巨大地震と思われる。 

１５８６. １.１８ 天正１３ ７.８ 

畿内・東

海・東山・

北陸諸道 

飛騨白川谷で大山崩れ、帰雲山城、民家

300 余戸埋没し死多数 

飛騨・美濃・伊勢・近江など広域で被害。 

阿波でも地割れを生じ余震は翌年まで続いた。 

１６０５. ２. ３ 慶長 ９ ７.９ 

東海・ 

南海・ 

西海諸道 

『慶長地震』 

地震の被害としては淡路島安坂村千光寺

の諸堂倒れ、仏像が飛散したとあるのみ 

津波が犬吠先から九州までの太平洋岸に

来襲し死多数 

阿波宍喰で波高２丈、死１,５００余など 
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発 生 年 月 日 和  歴 規模(Ｍ) 地  域 被 害 ・ 摘 要 

１７０７.１０.２８ 宝永 ４ ８.６ 五畿・七道 

『宝永地震』 

我が国最大級の地震の一つで、全体で少

なくとも死２万、潰家６万、流出家２万 

震害は東海道・伊勢湾・紀伊半島で最も

ひどく、津波が紀伊半島から九州までの太

平洋沿岸や瀬戸内海を襲った。 

津波の被害は土佐が最大。室戸・串本・

御前崎で１～２ｍ隆起し、高知市の東部の

地約２０㎢が最大２ｍ沈下した。 

遠州灘沖および紀伊半島沖で二つの巨大

地震が同時に起こったとも考えられる。 

１７８９. ５.１１ 寛政 １ ７.０ 阿波 

阿波富岡町で文珠院や町屋の土蔵に被

害、山崩れがあった。 

南部の沿岸地方、土佐室津に被害 

震央は紀伊水道の可能性もある。 

１８５４.１２.２３ 

安政 １ 

８.４ 

東海・ 

東山・ 

南海諸道 

『安政東海地震』 

被害は関東から近畿に及び、特に沼津か

ら伊勢湾にかけての海岸がひどかった。 

津波は房総から土佐までの沿岸を襲い、

被害をさらに大きくした。 

この地震による居宅の潰・焼失は約３万

軒、死者は２～３千人と思われる。 

１８５４.１２.２４ ８.４ 

畿内・ 

東海・ 

東山・ 

北陸・ 

南海・ 

山陰・ 

山陽道 

『安政南海地震』 

東海地震の３２時間後に発生、近畿付近

では二つの地震の被害をはっきりと区別で

きない。被害地域は中部から九州に及ぶ。 

津波が大きく、波高は串本で１５ｍ、久

礼で１６ｍ、種崎で１１ｍなど 

室戸・紀伊半島は南上がりの傾動を示し、

室戸・串本で約１ｍ隆起、甲浦・加太で約

１ｍ沈下した。 

１９２７. ３. ７ 昭和 ２ ７.３ 
京都府 

北部 

『北丹後地震』 

被害は丹後半島が最も激しく淡路･福井･

岡山･米子･徳島･三重･香川･大阪に及ぶ。 

全体で死２,９２５、家屋全潰１２,５８４ 

郷村断層（長さ１８km、水平づれ最大２.

７ｍ）とそれに直行する山田断層（長さ７

km）を生じた。 

１９４４.１２. ７ 昭和１９ ７.９ 
紀伊半島

南東沖 

『東南海地震』 

静岡・愛知・三重などで合わせて死・不

明１２２３ 

住家全壊１７,５９９、半壊３６,５２０ 

津波が各地に襲来し、波高は熊野灘沿岸

で６～８ｍ、遠州灘沿岸で１～２ｍ 

紀伊半島東岸で３０～４０㎝地盤沈下 



《美馬市地域防災計画（資料編）  第１ 災害記録に関する資料》 

3 

 

発 生 年 月 日 和  歴 規模(Ｍ) 地  域 被 害 ・ 摘 要 

１９４６.１２.２１ 昭和２１ ８.０ 
紀伊半島

南方沖 

『南海地震』 

被害は中部以西の日本各地にわたり、死

１,３３０、家屋全壊１１,５９１、半壊２３,

４８７、流失１,４５１、焼失２,５９８ 

津波が静岡県から九州の海岸に来襲し、

高知・三重・徳島沿岸で４～６ｍに達した。 

室戸で１.２７ｍ、潮岬で０.７ｍ上昇、須

崎・甲浦で約１ｍ沈下 

高知付近で田園１５㎢が海面下に没下 

１９５５. ７.２７ 昭和３０ ６.４ 
徳島県 

南部 

死者１、負傷者８ 

山崩れ多く、道路の破損・亀裂、トンネ

ル崩壊などの小被害があった。 

１９６０. ５.２３ 昭和３５ ８.５ チリ沖 

『チリ地震津波』 

２４日２時頃から津波が日本各地に襲

来、波高は三陸沿岸で５～６ｍ、その他で

３～４ｍ 

北海道南岸・三陸沿岸・志摩半島付近で

被害が大きく、日本全体で死・不明１４２、

家屋全壊１,５００余、半壊２,０００余 

１９９５. １.１７ 平成 ７ ７.３ 
兵庫県 

南部 

『平成 7 年兵庫県南部地震』 

『阪神・淡路大震災』 

活断層の活動による直下型地震。現地調

査で震度７の地域があったことが判明 

高速道路、新幹線を含む鉄道線路も崩壊 

死６,４３３、不明３、傷４３,７９２ 

住家全壊１０４,９０６、半壊１４４,２７

４、住家全半焼６千以上など。早朝のため、

死者の多くは家屋倒壊と火災による。 

１９９７. ３.２６ 

平成 ９ 

６.６ 
鹿児島県 

薩摩地方 

最大震度５強 

負傷者３７ 

住宅全壊４、半壊３４ 

１９９７. ５.１３ ６.４ 
鹿児島県 

薩摩地方 

 最大震度６弱 

 負傷者７４ 

 住宅全壊４、半壊３１ 

２０００.１０. ６ 平成１２ ７.３ 
鳥取県 

西部 

『鳥取県西部地震』 

 最大震度６強 

 負傷者１８２ 

 住宅全壊４３５、半壊３,１０１ 

２００１. ３.２４ 平成１３ ６.７ 安芸灘 

『芸予地震』 

 最大震度６弱 

 死者２、負傷者２８８ 

 住宅全壊７０、半壊７７４ 

２００３. ７.２６ 平成１５ ６.４ 
宮城県 

北部 

最大震度６強 

負傷者６７７ 

住宅全壊１,２７６、半壊３,８０９ 
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発 生 年 月 日 和  歴 規模(Ｍ) 地  域 被 害 ・ 摘 要 

２００３. ９.２６ 平成１５ ８.０ 十勝沖 

『十勝沖地震』 

 最大震度６弱 

 死者１、行方不明１、負傷者８４９ 

住宅全壊１１６、半壊３６８ 

２００４.１０.２３ 平成１６ ６.８ 
新潟県 

中越地方 

『平成１６年新潟県中越地震』 

 最大震度７ 

 死者６８、負傷者４,８０５ 

 住宅全壊３,１７５、半壊１３,８１０ 

２００５. ３.２０ 平成１７ ７.０ 
福岡県 

西方沖 

最大震度６弱 

死者１、負傷者１,２０４ 

住宅全壊１４４、半壊３５３ 

２００７. ３.２５ 

平成１９ 

６.９ 能登半島沖 

『平成１９年能登半島地震』 

 最大震度６強 

死者１、負傷者３５６ 

 住宅全壊６８６、半壊１,７４０ 

２００７. ７.１６ ６.８ 
新潟県 

上中越沖 

『平成１９年新潟県中越沖地震』 

 最大震度６強 

 死者１５、負傷者２,３４６ 

 住宅全壊１,３３１、半壊５,７１０ 

２００８. ６.１４ 

平成２０ 

７.２ 
岩手県 

内陸南部 

『平成２０年岩手・宮城内陸地震』 

 最大震度６強 

 死者１７、行方不明６、負傷者４２６ 

 住宅全壊３０、半壊１４６ 

２００８. ７.２４ ６.８ 
岩手県 

沿岸北部 

 最大震度６弱 

 死者１、負傷者３５６ 

 住宅全壊６８６、半壊１,７４０ 

２００９. ８.１１ 平成２１ ６.５ 駿河湾 

 最大震度６弱 

 死者１、負傷者３１９ 

 住宅全壊６、半壊８,６７２ 

２０１１. ３.１１ 

平成２３ 

９.０ 三陸沖 

『平成２３年東北地方太平洋沖地震』 

『東日本大震災』 

 最大震度７ 

死者不明者１９,７２９ 

行方不明２,５５９、負傷者６,２３３ 

全壊１２１,９９６、半壊２８２,９４１ 

住宅一部損壊７４８,４６１ 

（令和２年３月１日現在） 

※ 被害の多くは巨大津波によるもの 

２０１１. ３.１２ ６.７ 
長野県・新

潟県境付近 

最大震度６強 

 死者３、負傷者５７ 

住宅全壊７３、半壊４２７ 

２０１１. ３.１５ ６.４ 
静岡県 

東部 

最大震度６強 

 負傷者８０ 

住宅全壊１８、半壊３,４７５ 

住宅一部損壊３,４７５ 
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発 生 年 月 日 和  歴 規模(Ｍ) 地  域 被 害 ・ 摘 要 

２０１１. ４. ７ 

平成２３ 

７.２ 宮城県沖 

最大震度６強 

 死者４、負傷者２９６ 

 ※物的被害は東日本大震災の被害に包含 

２０１１. ４.１１ ７.０ 
福島県 

浜通り 

最大震度６弱 

 死者４、負傷者１０ 

 ※物的被害は東日本大震災の被害に包含 

２０１１. ６.３０ ５.４ 
長野県 

中部 

最大震度５強 

 死者１、負傷者１７ 

住宅半壊２４、住宅一部損壊６,１１７ 

２０１２. ３.１４ 

平成２４ 

６.１ 
千葉県 

東方沖 

最大震度５強 

 死者１、負傷者１ 

住宅一部損壊３ 

２０１２.１２. ７ ７.３ 三陸沖 

最大震度５弱 

 死者１、負傷者１５ 

住宅一部損壊１ 

２０１３. ４.１３ 平成２５ ６.３ 
淡路島 

付近 

最大震度６弱 

 負傷者３５ 

住宅全壊８、半壊１０１ 

住宅一部損壊８,３０５ 

２０１４.１１.２２ 平成２６ ６.７ 
長野県 

北部 

最大震度６弱 

 負傷者４６ 

住宅全壊７７、半壊１３７ 

２０１６. ４.１４ 

平成２８ 

６.５ 
熊本県 

熊本地方 

『平成２８年熊本地震』 

 前震で震度７、本震でも震度７を記録 

 死者２７３、負傷者２,８０９ 

住宅全壊８,６６７、半壊３４,７１９ 

住宅一部損壊１６２,５００ 
２０１６. ４.１６ ７.３ 

２０１６.１０.２１ ６.６ 
鳥取県 

中部 

最大震度６弱 

 負傷者３２ 

住宅全壊１８、半壊３１２ 

住宅一部損壊１５,０９５ 

２０１８. ９. ６ 平成３０ ６.７ 
北海道 

胆振地方 

『平成３０年北海道胆振東部地震』 

 最大震度７ 

死者４３、負傷者７８２ 

全壊４６９、半壊１６６０ 

２０１９. ６.１８ 令和元年 ６.７ 山形県沖 

最大震度６強 

 負傷者４３ 

住宅半壊２８、住宅一部損壊１,５８０ 

２０２１. ２.１３ 令和 ３ ７.３ 

福島県沖 

最大震度６強 

 死者１、負傷者１８７ 

住宅全壊６９、半壊７２９ 

２０２２. ３.１６ 令和 ４ ７.４ 

最大震度６強 

 死者３、負傷者２４７ 

住宅全壊２０４、半壊４,０８５ 

住宅一部損壊４５,３３５ 
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発 生 年 月 日 和  歴 規模(Ｍ) 地  域 被 害 ・ 摘 要 

２０２２. ６.１９ 
令和 ４ 

５.４ 石川県 

能登地方 

最大震度６弱（珠洲市） 

 負傷者７ 

 住宅一部破損６２棟 ２０２２. ６.２０ ５.０ 

２０２３. ５. ５ 令和 ５ ６.５ 
石川県 

能登地方 

最大震度６強（珠洲市） 

死者１、負傷者４８ 

住宅全壊３０棟、住宅一部破損５５６棟 

２０２４. １. １ 令和 ６ ７.６ 
石川県 

能登地方 

最大震度７（輪島市、志賀町） 

死者２３２（6.1.20現在） 

住宅全壊６５棟（6.1.20現在） 

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     
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発 生 年 月 日 和  歴 規模(Ｍ) 地  域 被 害 ・ 摘 要 

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     

（追記）     
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２ 平成（１９８９年）以降の県内における風水害 

発 生 年 月 日 災害原因 
観測値（徳島地方気象台） 

日最大降水量(㎜) 期間降水量(㎜) 
最低気圧(hPa) 最大風速(m/s) 最大瞬間風速(m/s) 

Ｈ １. ８.２６～２７ 台風１７号 ９７８.０ １５.３ ２８.９ ３３８.０ １４２６.０ 

Ｈ ２. ９.１６～２０ 台風１９号 ９７８.８ １４.２ ３１.６ ４７９.０ ９６０.０ 

Ｈ ２.１０. ４～ ８ 台風２１号 ９９３.０ １０.１ １９.３ ２３２.０ ３３９.０ 

Ｈ ３. ９.２６～２８ 台風１９号 ９８９.０ ２１.２ ３９.７ ２９２.０ ４０６.０ 

Ｈ ５. ７.２６～２８ 台風  ５号 １００６.０ １３.２ ２３.０ ３７９.０ ８０１.０ 

Ｈ ５. ７.２９～３０ 台風  ６号 １００２.９ １４.０ ２３.０ １５９.０ １６５.０ 

Ｈ ５. ８. ８～１０ 台風  ７号 ９９５.２ １８.８ ３４.９ ３６５.０ ５９５.０ 

Ｈ ６. ９.２８～３０ 台風２６号 ９８３.３ １１.９ ２３.４ ３３８.０ ４３５.０ 

Ｈ ８. ８.１３～１５ 台風１２号 ９８５.８ １９.４ ４０.７ ２６２.０ ４７２.０ 

Ｈ ９. ９.１４～１７ 台風１９号 ９９６.５ １６.７ ３４.２ ４６３.０ ５６３.０ 

Ｈ１０. ５.１６～１７ 低気圧･前線 １０１２.０ ８.３ １４.６ ３７２.０ ３７４.０ 

Ｈ１６. ７.３０～８.２ 台風１０号 ９９９.３ １５.０ ２８.１ ５８８.０ １２３４.０ 

Ｈ１６. ８.２８～３１ 台風１６号 ９８１.９ ２７.６ ５４.１ ４１１.０ ４８５.０ 

Ｈ１６. ９. ４～ ７ 台風１８号 ９８９.１ ２３.２ ４５.４ ２７５.０ ５４２.０ 

Ｈ１６.１０.１８～２０ 台風２３号 ９６９.４ １６.９ ３６.１ ４７０.０ ５５０.０ 

Ｈ１７. ９. ４～ ７ 台風１４号 ９９０.５ ２２.４ ４１.８ ４１４.０ ７９４.０ 

Ｈ１９. ７.１２～１５ 台風  ４号 ９７８.６ １５.９ ２９.２ ５３１.０ ６２７.０ 

Ｈ２０. ６.２６～２９ 梅 雨 前 線 １００１.３ ８.８ １４.１ ２６７.０ ２８３.０ 

Ｈ２１. ８. ９～１０ 台風  ９号 １００３.５ ６.０ １２.９ ４６１.０ ７７０.５ 

Ｈ２３. ７.１８～２１ 台風  ６号 ９７８.１ １６.７ ２７.８ ６４１.５ ８１５.０ 

Ｈ２３. ９. １～ ４ 台風１２号 ９８５.４ １６.３ ２８.６ ５３２.５ ９０９.５ 

Ｈ２３. ９.１９～２１ 台風１５号 ９８８.６ １２.９ ２３.２ ４２９.５ ５９８.５ 

Ｈ２６. ８. １～ ６ 台風１２号 １００６.４ ７.６ １２.２ ４９０.０ ７０５.０ 

Ｈ２６. ８. ８～１０ 台風１１号 ９７３.１ ２１.２ ３３.２ ３６６.５ ８１５.０ 

Ｈ２６.１２. ５～ ６ 大 雪 １０１２.７ ８.９ １６.４ 最深積雪：７４.５(池田) 

Ｈ２７. ７.１６～１７ 台風１１号 ９８４.３ １８.１ ３２.０ ４２５.０ ５１２.５ 

Ｈ２８. ９.１７～２０ 台風１６号・前線 ９９３.４ １３.３ ２４.３ ２５０.５ ３８７.０ 

Ｈ２９.１０.２０～２３ 台風２１号・前線  ９８６.４ １０.５ ２０.０ ３１７.０ ４８６.５ 

Ｈ３０. ６.２８～７.８ 台風７号・前線等 ９９９.７ １４.９ ２４.４ ３２６.０ １３６５.５ 

（追記）       

（追記）       

（追記）       

（追記）       

（追記）       

（追記）       
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人 的 被 害 （人） 住 家 被 害 （棟） 被害額 

(億円) 

災害救助法 

適用市町村 死者(不明) 負 傷 者 全壊･全焼･流出 半壊･半焼 床上浸水 

１ １   ５   

１ １ １ ２ ６０   

３ １   １２１   

 ２ １ ９８ ２   

３  １ ２ ２５ １０９.２ ※５号･６号の合算被害 

 １ １ ３ １２３   

１   １ １ ５２  

１ ２    １１.４  

１ １   ９   

１  １ １ １９３ ５６.５  

２ ２ ９ １６ ５  上那賀町･木沢村 

 １５ ３ ６ ６５   

 ６ １ ４ ６   

３ １ ５ ２３４ １,５８９  徳島市･鳴門市･小松島市･吉野川市  

１ ４   ３２ ９５.６  

１     ２４  

 ２ １  １３ ２.９  

３ １ ３  １５３ １８.３  

 ２   ３ ３４.７  

３ １  １ ３７ ４２.３  

 ２ １  １５５ ３６.２  

１   １ ２６１ 
８８ 

 

 １ ６ １５９ ２９９ 那賀町 

２     １.６ 三好市･つるぎ町･東みよし町 

 ２  ４ ５４ ３９.４  

 ２   ９７ １６  

 １   １ １４.９  

  ３ ４ ３ ５７  

（追記）       

（追記）       

（追記）       

（追記）       

（追記）       

（追記）       
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３ 美馬市内で発生した林野火災（昭和以降） 

出 火 年 月 日 出 火 ⇒ 延 焼 場 所 焼失面積 出 火 原 因 等 

S１８. ２.２４ 岩倉山黒北の山林 約５０㌶  

S３５. ２.１４ 梨子木の山林⇒井口東の私有林 約３０㌶  

S４０. ４.１６ 西赤谷五大谷奥の雑木林 約９０㌶ 近くの炭焼きの火が飛び火  

S４５. １.２５ 段の養鶏場裏山の雑木林 約２０㌶  

S４５. ５. １ 大滝山の山林 約２０㌶  

S５８.１１.２８ 北星の山林⇒小星山の雑木林 約 ４㌶  

S５９. ４.２５ 西俣名の山林 約 ９㌶  

S５９. ９. ２ 東俣名の山林 約１０㌶  

H ３. ４.２１ 小星の山林⇒滝山､津山､井口地区 約３０㌶ 
現場は標高 200～600㍍で消防水利がなく３日間延焼  

陸自ヘリ４機が消化剤空中散布 

H１７. ４.２８ 穴吹町古宮の山林 約 ６㌶  

（追記）    

（追記）    

（追記）    

（追記）    

（追記）    

（追記）    

（追記）    

（追記）    
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第２ 気象等に関する資料 

 

１ 四国の地形区分 

    

２ 徳島県の地形区分（防災気象情報の発表対象地域等） 
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３ 徳島県内の観測所配置（徳島地方気象台） 
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４ 月別合計降水量（気象庁「過去の気象データ」・穴吹町初草観測所） 

 

 

５ 月別平均気温（気象庁「過去の気象データ」・穴吹町初草観測所） 
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６ 月別合計日照時間（気象庁「過去の気象データ」・穴吹町初草観測所） 

 

 

７ 台風の四国地方への月別接近数（気象庁ＨＰ「各種データ・資料」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 台風の中心が、徳島県、香川県、愛媛県、高知県のいずれかの気象官署から３００㎞

以内に入った場合を、「四国地方に接近した台風」としている。 
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８ 地震発生回数（徳島地方気象台「徳島県の地震」） 

 

 

９ 美馬市区域大雨警報発表回数（徳島地方気象台「徳島県の年報」） 

 
※ 美馬市区域に対して『大雨特別警報』が発表されたことは、特別警報制度創設（２０１３年）以来、１度もない。 
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１０ 想定される主な海溝型地震の発生確率（地震調査研究推進本部） 

 

 

 

※ 南海トラフ地震の今後３０年以内の発生確率：７０～８０％ 
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１１ 中央構造線・活断層地震の発生確率（地震調査研究推進本部） 

 

区間 区 間 名 
地震の規模 
（程度） 

地震発生確率 
（今後３０年以内） 

平 均 活 動 間 隔 

① 金 剛 山 地 東 縁 区 間 Ｍ６．８ ほ ぼ ０ ％ 約 6000～7600 年 

② 五 条 谷 区 間 Ｍ７．３ 不 明 不 明 

③ 根 来 区 間 Ｍ７．２ 0.008～0.3％ 約 2500～2900 年 

④ 紀淡海峡～鳴門海峡区間 Ｍ７．５ ０．００5～１％ 約 4000～6000 年 

⑤ 讃岐山脈南縁東部区間 Ｍ７．７ １ ％ 以 下 約 900～1200 年 

⑥ 讃岐山脈南縁西部区間 
Ｍ８．０ 

若しくはそれ以上 
ほぼ０～０．４％ 約 1000～1500 年 

⑦ 石 鎚 山 脈 北 縁 区 間 Ｍ７．３ ０．０１％以下 約 1500～1800 年 

⑧ 石鎚山脈北縁西部区間 Ｍ７．５ ほぼ０～１２％ 約 700～1300 年 

⑨ 伊 予 灘 区 間 
Ｍ８．０ 

若しくはそれ以上 
ほ ぼ ０ ％ 約 2900～3300 年 

⑩ 豊予海峡～湯布院区間 Ｍ７．８ ほ ぼ ０ ％ 約 1600～1700 年 
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１２ 南海トラフ地震で想定される主な全国の被害（中央防災会議のワーキンググループ） 

被   害   項   目 被   害   の   最   大   値 

全焼・焼失 約２３８万６０００棟（冬・夕方に発生） 

死 者 約３２万３０００人（冬・深夜に発生） 

上水道（断水） 約３４４０万人 

下水道（利用困難） 約３２１０万人 

電力（停電） 約２７１０万軒 

固定電話（通話不能） 約９３０万回線 

都市ガス（供給停止） 約１８０万戸 

避難者 約９５０万人 

食料不足 約３２００万食 

飲料水不足 約４８００万㍑ 

災害廃棄物 約２億５０００万㌧ 

資産等への影響（経済被害） １６９兆５０００億円 

経済活動への影響（経済被害） ４４兆７０００億円 

【総括】 

超広域にわたる強い揺れと巨大な津波の発生により、東日本大震災を超える甚大

な人的・物的被害が発生し、我が国全体の国民生活・経済活動に極めて深刻な影響

が生じる、まさに「国難」とも言える巨大災害になるものと想定されている。 

 

１３ 我が国の活火山分布（内閣府防災情報のページ） 
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１４ 震度と揺れ等（気象庁「気象庁震度階級の解説（平成２１年３月）」２頁） 

震度階級 絵   等   に   よ   る   解   説 

震 度 ０ 

 

震 度 １ 

 

震 度 ２ 

 

震 度 ３ 

 

震 度 ４ 

 

震度５弱 

 

震度５強 

 

震度６弱 

 

震度６強 

 

震度７ 
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１５ 気象庁震度階級の解説の細部（気象庁ＨＰ「知識・解説－震度について」） 

計測震度 階級 人  間 屋 内 の 状 況 屋 外 の 状 況 

 

0.5 

 

1.5 

 

 

2.5 

 

 

 

3.5 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

 

5.0 

 

 

 

 

 

5.5 

 

 

6.0 

 

 

6.5 

0 
人は揺れを感じないが、地震計

には記録される。 
  

1 
屋内で静かにしている人の中

には揺れをわずに感じる人がいる。  
  

2 

屋内で静かにしている人の大

半が揺れを感じる。 

眠っている人の中には、目を覚

ます人もいる。 

電灯などのつり下げ物がわず

かに揺れる。 
 

3 

屋内にいる人のほとんどが揺

れを感じる。 

歩いている人の中には揺れを

感じる人がいる。 

眠っている人の大半が目を覚

ます。 

棚にある食器類が音を立てる

ことがある。 
電線が少し揺れる。 

4 

ほとんどの人が驚く。 

歩いている人のほとんどが揺

れを感じる。 

眠っている人のほとんどが目

を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は大き

く揺れ、棚にある食器類は音を立

てる。 

座りの悪い置物が倒れること

がある。 

電線が大きく揺れる。 

自動車を運転していて、揺れに

気付く人がいる。 

5

弱 

大半の人が恐怖を覚え、物につ

かまりたいと感じる。 

電灯などのつり下げ物は激し

く揺れ、棚にある食器類、書棚の

本が落ちることがある。 

座りの悪い置物の大半が倒れ

る。 

固定していない家具が移動す

ることがあり、不安定なものは倒

れることがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ち

ることがある。 

電柱が揺れるのがわかる。 

道路に被害が生じることがあ

る。 

5

強 

大半の人が物につかまらない

と歩くことが難しいなど、行動に

支障を感じる。 

棚にある食器類や書棚の本で、

落ちるものが多くなる。 

テレビが台から落ちることが

ある。 

固定していない家具が倒れる

ことがある。 

窓ガラスが割れて落ちること

がある。 

補強されていないブロック塀

が崩れることがある。 

据え付けが不十分な自動販売

機が倒れることがある。 

自動車の運転が困難となり、停

止する車もある。 

6

弱 
立っていることが困難になる。 

固定していない家具の大半が

移動し、倒れるものもある。 

ドアが開かなくなることがあ

る。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、

落下することがある。 

6

強 立っていることができず、はわ

ないと動くことができない。 

揺れに翻弄され、動くこともで

きず飛ばされることもある。 

固定していない重い家具のほ

とんどが移動、転倒する。戸が外

れて飛ぶことがある。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、

落下する建物が多くなる。 

補強されていないブロック塀

のほとんどが崩れる。 

7 
ほとんどの家具が大きく移動

し、飛ぶものもある。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、

落下する建物がさらに多くなる。 

補強されているブロック塀も

破損するものがある。 
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計測震度 階級  木造建物（住宅） 鉄筋ｺﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ建造物 ライフライン 地 盤 ・ 斜 面 

0.5 

1.5 

2.5 

3.5 

4.5 

 

5.0 

 

5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.0 

 

 

 

 

 

 

6.5 

0     

1     

2     

3     

4   震度４程度以上の
揺れがあった場合に
は、鉄道、高速道路な
どで安全確認のため
運転見合わせや速度
規制、通行規制が、各
自事業者の判断（安全
確認のための基準は、
事業者や地域によっ
て異なる。）によって
行われる。 

 
安全装置のあるガ

スメーター（マイコン
メーター）が震度５弱
程度以上の揺れで作
動し、ガスの供給を停
止する。 

 
震度５弱程度以上

の揺れがあった地域
では、断水、停電が発
生することがある。 

 
地震災害が発生し

た場合、揺れの強い地
域やその周辺の地域
において電話・インタ
ーネット等による安
否確認、見舞い、問合
せが増加し、電話が繋
がりにくい状況（輻
輳）が起こることがあ
る。 

 
震度５弱程度以上

の揺れがあった場合、
地震管制装置付きの
エレベーターは安全
のため自動停止する。
運転再開には、安全確
認などのため時間が
かかることがある。 

 
震度６弱程度以上

の揺れがあった地震
などの発生時に、通信
事業者により災害用
伝言ダイヤルや災害
用伝言板などの提供
が行われる。 

 

5

弱 

耐震性の低い住宅で
は、壁などに軽微なひび
割れ・亀裂がみられるこ
とがある。 

 
斜面等において落

石やがけ崩れが発生
することがある。 

 
地盤に亀裂や液状

化が生じることがあ
る。 

5

強 

耐震性の低い住宅で
は、壁などにひび割れ・
亀裂がみられることが
ある。 

耐震性の低い建造物では、
壁、梁、柱などの部材にひび
割れ・亀裂が入ることがあ
る。 

6

弱 

耐震性の低い住宅で
は、壁などにひび割れ・
亀裂が多くなる。 
耐震性の低い住宅で

は、壁などに大きなひび
割れ・亀裂が入ることが
ある。 
耐震性の低い住宅で

は、瓦が落下したり、建
物が傾いたり、倒れるも
のもある。 
耐震性の高い住宅で

も、壁などにひび割れ・
亀裂がみられることが
ある。 

耐震性の低い建造物では、
壁、梁、柱などの部材にひび
割れ・亀裂が多くなる。 
耐震性の高い建造物でも、

壁、梁（はり）、柱などにひ
び割れ・亀裂が入ることがあ
る。 

斜面等においてが
け崩れや地すべりが
発生することがあ
る。 

 
地盤に地割れが生

じることがある。 

6

強 

耐震性の低い住宅で
は、壁などにひび割れ・
亀裂が入るものが多く
なる。 
耐震性の低い住宅で

は、傾くものや倒れるも
のが多くなる。 
耐震性の高い住宅で

も、壁などにひび割れ・
亀裂が見られることが
ある。 

耐震性の低い建造物では、
壁、梁、柱などの部材に斜め
やＸ状のひび割れ・亀裂が見
られることがある。 
耐震性の低い建造物では、

１階あるいは中間階の柱が
崩れ、倒れるものがある。 
耐震性の高い建造物でも、

壁、梁、柱などの部材にひび
割れ・亀裂が多くなる。 

斜面等においてが
け崩れが多発し、大
規模な地すべりや山
体の崩壊が発生する
ことがある。 

 
地盤に大きな地割

れが生じることがあ
る。 

7 

耐震性の低い住宅で
は、傾くものや倒れるも
のがさらに多くなる。 
耐震性の高い住宅で

も、壁などにひび割れ・
亀裂が多くなり、またま
れに倒れることがある。 

耐震性の低い建造物では、
壁、梁、柱などの部材に斜め
やＸ状のひび割れ・亀裂が多
くなる。 
耐震性の低い建造物では、

１階あるいは中間階の柱が
崩れ、倒れるものが多くな
る。 
耐震性の高い建造物でも、

壁、梁、柱などの部材にひび
割れ・亀裂が更に多くなる。 
耐震性の高い建造物でも、

１階あるいは中間階が変形
し、まれに傾くものがある。 
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１６ 雨の強さと降り方（気象庁ＨＰ「知識・解説－天気予報で用いる用語(予報用語)」） 
１時間雨量 

（㎜） 

雨 の 強 さ 

(予報用語 ) 

人の受ける 

イメージ 
人 へ の 影 響 

屋 内 

( 木 造 住 宅 ) 
屋 外 の 様 子 車に乗っていて 

１０～２０ やや強い雨 ザーザーと降る 

地面からの跳ね返

りで足下が濡れる 

 

雨の音で話し声が

良く聞き取れない 

 

地面一面に水たま

りができる 

 

 

２０～３０ 強 い 雨 どしゃ降り 

傘をさしていても

濡れる 

 

寝ている人の半数

くらいが雨に気が

つく 

 

ワイパーを速くし

ても見づらい 

 

３０～５０ 激 し い 雨 
バケツをひっくり  

返 し た よ う に 降 る 

道路が川のように

なる 

 

高速走行時、車輪と路面 

の間に水膜が生じ 

ブレーキが効かなくなる 

(ハイドロプレーニング現象) 

 

５０～８０ 非常に激しい雨 
滝のように降る

(ゴーゴーと降り続く) 

傘はまったく役に

立たなくなる 

 

水しぶきであたり

一面が白っぽくな

り視界が悪くなる 

 

車の運転は危険 

 

８０～ 猛 烈 な 雨 
息苦しくなるような 

圧迫感がある。恐怖を感ずる 
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１７ 風の強さと吹き方（気象庁ＨＰ「知識・解説－天気予報で用いる用語(予報用語)」） 
風 の 強 さ 

(予報用語) 

平均風速 

（m/s） 
おおよその時速 速さの目安 人 へ の 影 響 屋外・樹木の様子  走 行 中 の 車 建 造 物 

やや強い風 
１０以上 

１５未満 
～５０㎞/h 

一般道路

の自動車 

風に向かって歩

きにくくなる。 

傘がさせない。 

 

樹木全体が揺れ

始める。電線が

揺れ始める。 

 

道路の吹き流しの角度
が水平になり、高速

運転中では横風に流
される感覚を受ける。 

 

樋（とい）が揺

れ始める。 

 

強 い 風 
１５以上 

２０未満 
～７０㎞/h 

風に向かって歩
けなくなり、転
倒する人も出
る。高所での作
業は極めて危険 

 

電線が鳴り始め

る。看板やトタ

ン板が外れ始める。 

 

高速運転中では、

横風に流される感覚

が大きくなる。 

 

屋根瓦・屋根葺材が
はがれるものがある。
雨戸やシャッタ
ーが揺れる。 

 

高速道路

の自動車 

非常に強い風 

２０以上 

２５未満 
～９０㎞/h 

何かにつかまっ

ていないと立っ

ていられない。

飛来物によって

負傷するおそれ

がある。 

 

細い木の枝が折

れたり、根の張

っていない木が

倒れ始める。 

看板が落下・飛

散する。 

道路標識が傾

く。 

 

通常の速度で運

転するのが困難

になる。 

 

屋根瓦・屋根葺材が飛散

するものがある。

固定されていないプレハ

ブ小屋が移動・転倒する。

ビニールハウスのフィルム

（被覆材）が広範囲に破れる。 

 
２５以上 

３０未満 
～１１０㎞/h 

特急電車 

屋外での行動は

極めて危険。 

 

走行中のトラッ

クが横転する。 

 

固定の不十分な

金属屋根の葺材

がめくれる。 

養生の不十分な

仮設足場が崩落

する。 

 

猛 烈 な 風 

３０以上 

３５未満 
～１２５㎞/h 

３５以上 

４０未満 
～１４０㎞/h 

多くの樹木が倒

れる。 

電柱や街灯で倒

れるものがあ

る。 

ブロック壁で倒

壊するものがあ

る。 

 

外装材が広範囲にわ

たって飛散し、下地

材が露出するものがある。 

 

４０以上 １４０㎞/h～ 

住家で倒壊する

ものがある。 
鉄骨構造物で変形す
るものがある。 
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１８ 防災気象情報・避難情報と住民がとるべき行動（気象庁） 

  

１９ 地震から身を守るための日頃からの備えの例（気象庁） 
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２０ 『大雨からの避難を学ぶ（気象庁ｅラーニング教材）』の紹介 
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第３ 通信施設に関する資料 

 

１ 無線局の局名、識別信号及び設置場所等 

種  別 識  別  信  号 設  置  場  所 所  属 

統 制 局 ぼうさいとくしまほんぶ 
徳島市万代町１丁

目１番地 
徳島県庁 

中 継 局 

〃  りゅうおう 
美馬市美馬町字入

倉 813番地の 46 
 

〃  かわい 
美馬市木屋平字大

北 402-1 
 

支 部 局 〃  せいぶしぶみま 
美馬市脇町大字猪

尻字建神社下南 73 

西部総合県民局 

美馬庁舎 

県 出 先 局 

〃  こやだいらつめしょ 
美馬市木屋平字川

井 161番地 

西部総合県民局 

木屋平詰所 

〃  なつこだむ 
美馬市脇町字西俣

名 2570 
夏子ダム管理所 

市 町 村 局 〃  みまし 
美馬市穴吹町穴吹

字九反地 5番地 
美馬市 

消防本部局 

〃  みましょうぼう 
美馬市脇町字拝原

1742-1 
美馬市消防本部 

〃  みませいぶしょうぼう 
美馬市美馬町字天

神 119 
美馬西部消防組合 

デジタル 

簡易無線局 
四括Ｋ第 19号 

美馬市穴吹町穴吹

字九反地５番地 
美馬市 

アマチュア局 ＪＲ５ＹＤＪ 
美馬市穴吹町穴吹

字九反地５番地 

美馬市職員無線

クラブ 

 

２ 地球局の局名、識別信号及び設置場所等 

無  線  局  名 識  別  信  号 設 置 場 所 機  関  名 

徳 島 県 美 馬 市 

可搬地球局 

LASCOM 徳島県 

徳島ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｰﾄﾞ可搬地球Ｖ41 

美馬市穴吹町 

穴吹字九反地 5 
美馬市役所 

徳 島 県 美 馬 市 

木屋平可搬地球局 

LASCOM 徳島県 

徳島ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｰﾄﾞ可搬地球Ｖ42 

美馬市木屋平 

字川井 161 
木屋平市民ＳＣ  



《美馬市地域防災計画（資料編）  第３ 通信施設に関する資料》 

28 

３ 公衆電話設置場所一覧表（市内） 

№ 公 衆 電 話 の 設 置 場 所 住 所 屋内外区分 終日利用可否区分 

１ 

美馬市 

美 馬 町 

字下突出 151-1 

屋 外 可 ２ 字寺ノ下 24-1 

３ 字大泉 53-3 

４ 字谷ヨリ西 80 屋 内 不 可 

５ 字天神 121 

屋 外 
可 ６ 字道ノ上 41 

７ 字八幡 143-2 

８ 

脇 町 

岩倉 2879 ほぼ可 

９ 字国見丸 30-2 
屋 内 不 可 

10 字小星 672-2 

11 字西赤谷 1002 

屋 外 可 12 字西赤谷 2949-7 

13 字西俣名 2585-2 

14 字曽江名 359-41 屋 内 不 可 

15 字曽江名 416-2 

屋 外 

可 
16 字拝原 2054 

17 大字猪尻字建神社下南 5-2 

18 大字猪尻字西ノ久保 36-3 

19 大字猪尻字西ノ久保 78 ほぼ可 

20 大字北庄 551-2 
可 

21 馬木 787-2 

22 

穴 吹 町 

穴吹字九反地５番地 
屋 内 不 可 

23 穴吹字井口 23 

24 穴吹字市ノ下 73-2 

屋 外 可 
25 穴吹字明連 680-2 

26 穴吹字藪ノ下 15 

27 口山字宮内 8-1 
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４ 事前設置型特設公衆電話設置場所一覧表 

NO. 施   設   名 住    所 回線数 電話機台数 

1 美馬中学校（美馬小学校含む） 美馬市美馬町字谷ヨリ西６８ 2 2 

2 谷口公民館 美馬市木屋平字谷口３５－１ 1 1 

3 三ツ木集会所 美馬市木屋平字三ツ木２３９－１ 1 1 

4 木屋平小学校     （★） 美馬市木屋平字谷口２３５ 1 1 

5 木屋平複合施設等 美馬市木屋平字川井２２４ 1 1 

6 重清西地域活動センター 美馬市美馬町字八幡１１５ 1 1 

7 重清東地域活動センター 美馬市美馬町字大泉４８－１ 1 1 

8 喜来地域活動センター 美馬市美馬町字天神６３－１ 1 1 

9 郡里地域活動センター 美馬市美馬町字玉振前１－１ 1 1 

10 芝坂地域活動センター 美馬市美馬町字南原２２－１ 1 1 

11 江原南小学校 美馬市脇町字拝原８２９ 1 1 

12 江原中学校 美馬市脇町字曽江名３５９ー４１ 1 1 

13 江原北小学校 美馬市脇町字西赤谷３７４４ー２ 1 1 

14 清水地域活動センター 美馬市脇町字西俣名１０６９ 1 1 

15 脇町小学校 美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保 116 1 1 

16 脇町中学校 美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保 78 1 1 

17 岩倉小学校 美馬市脇町２８７９ 1 1 

18 岩倉中学校 美馬市脇町別所３４０６ 1 1 

19 三島小学校 美馬市穴吹町三島字三谷３７４ 1 1 
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20 三島中学校 美馬市穴吹町三島字三谷３５６ 1 1 

21 穴吹小学校 美馬市穴吹町穴吹字柏４０ 1 1 

22 穴吹中学校 美馬市穴吹町穴吹字井口２３ 1 1 

23 穴吹林業総合センター （★） 美馬市穴吹町三島三谷３０３ 1 1 

24 穴吹スポーツセンター 美馬市穴吹町穴吹字藪ノ下５ 2 2 

25 うだつアリーナ 美馬市脇町新町１９６ 2 2 

26 美馬町市民サービスセンター 美馬市美馬町字天神１２１ 1 1 

27 重清北交流館 美馬市美馬町字狙ヶ内２６－３ 1 1 

28 寺町防災交流センター 美馬市美馬町字寺ノ下２０－１ 1 1 

29 美馬竜王の郷 美馬市美馬町字入倉６５７ 1 1 

30 地域交流センター ミライズ 美馬市脇町大字猪尻字西分 116-1 1 1 

31 地域共生交流施設 小星ベース 美馬市脇町字小星６９２－１ 1 1 

32 中ノ谷ふれあいの里 美馬市脇町字川原柴２２１ 1 1 

33 大谷せせらぎの里 美馬市脇町字西大谷４３７ 1 1 

34 東俣ふれあいの里 美馬市脇町字東俣名３２０ 1 1 

35 穴吹農村環境改善センター 美馬市穴吹町穴吹字安成７３ 1 1 

36 初草ふれあい館 美馬市穴吹町口山字初草１４４ 1 1 

37 西渕ふれあいの里 美馬市穴吹町口山字渕名４８５ 1 1 

38 宮内交流の里 美馬市穴吹町口山字宮内５２ 1 1 

39 古宮生活改善センター 美馬市穴吹町古宮字長尾 559-1 1 1 

合    計 42 42 

（★）：サブ避難所 
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第４ 災害危険区域等に関する資料 

１ 土砂災害（特別）警戒区域指定箇所一覧表 
<急傾斜地の崩壊>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

Ｉ-738 美馬市 脇町 曽江名 曽江名（１） 急傾斜地の崩壊 H20.3.4  117 H20.3.4  117

ＩＩ-3518 美馬市 脇町 曽江名 曽江名（１０） 急傾斜地の崩壊 H20.3.4  117 H20.3.4  117

Ｉ-756 美馬市 脇町 脇町 新町（２） 急傾斜地の崩壊 H23.3.24  168 H23.3.24  170

Ｉ-757 美馬市 脇町 脇町 大工町 急傾斜地の崩壊 H23.3.24  168 H23.3.24  170

ＩI-3581 美馬市 脇町 脇町 畳屋敷 急傾斜地の崩壊 H23.3.24  168 H23.3.24  170

Ｉ-758 美馬市 脇町 脇町 東城山（１） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3584 美馬市 脇町 脇町 ヒビノ木 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3585 美馬市 脇町 脇町 脇町 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3587 美馬市 脇町 脇町 佐尾原（２） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3591 美馬市 脇町 脇町 西城山（２） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3595 美馬市 脇町 脇町 東城山（２） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

Ｉ-754 美馬市 脇町 脇町 佐尾原（１） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3588 美馬市 脇町 小丸、脇町 佐尾原 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3590 美馬市 脇町 脇町、新山 西城山（１） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3578 美馬市 脇町 小丸、脇町 小丸（１） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3620 美馬市 脇町 木ノ内、井口 井口（９） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3586 美馬市 脇町 新山 国見丸 急傾斜地の崩壊 H23.3.24  168 H23.3.24  170

Ｉ-749 美馬市 脇町

猪尻字西上野、

若宮南、建神社

下南

西上野（３） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

Ｉ-751 美馬市 脇町

猪尻字建神社

下南、西上野、

北庄、庄、拝原

猪尻 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

Ｉ-734 美馬市 脇町 西赤谷 落合 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

Ｉ-735 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（２） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3465 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（１２） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3466 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（１３） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3467 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（１４） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3468 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（１５） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3469 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（１６） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3470 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（１７） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3479 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（２６） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3480 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（２７） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3481 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（２８） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3482 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（２９） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3488 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（３５） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3489 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（３６） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3490 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（３７） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3491 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（３８） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3498 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（４５） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3500 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（４７） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3501 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（４８） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3502 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（４９） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3503 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（５０） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3504 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（５１） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3505 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（５２） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3506 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（５３） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3507 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（５４） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3508 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（５５） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩI-3509 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷（５６） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

Ｉ-726 美馬市 美馬町 谷口 谷口 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

Ｉ-727 美馬市 美馬町 竹ノ内 竹ノ内 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

Ｉ-728 美馬市 美馬町 八幡 八幡 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

Ｉ-729 美馬市 美馬町 八幡 八幡（２） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

Ｉ-730 美馬市 美馬町 露口 露口 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-3306 美馬市 美馬町 露口 露口（２） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-3287 美馬市 美馬町 吉水 吉水（１） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-3288 美馬市 美馬町 吉水 吉水（２） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-3290 美馬市 美馬町 吉水 吉水（４） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-3297 美馬市 美馬町 栂尾 栂尾（１） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-3298 美馬市 美馬町 栂尾 栂尾（２） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

Ｉ-711 美馬市 美馬町 清田 石仏（３） 急傾斜地の崩壊 H23.3.24  168 H23.3.24  170

Ｉ-722 美馬市 美馬町 滝ノ宮 滝宮 急傾斜地の崩壊 H23.3.24  168 H23.3.24  170

ＩＩ-3279 美馬市 美馬町 中横尾 中横尾 急傾斜地の崩壊 H26.11.26  789 －　  －　 

ＩＩ-3281 美馬市 美馬町 下突出 突出 急傾斜地の崩壊 H26.11.26  789 H26.11.26 790

ＩＩ-3276 美馬市 美馬町 下突出 上突出 急傾斜地の崩壊 H26.11.26  789 H26.11.26 790

ＩＩ-3284 美馬市 美馬町 下後谷 下後谷 急傾斜地の崩壊 H26.11.26  789 H26.11.26 790

ＩＩ-3292 美馬市 美馬町 山嫁坂 山嫁坂（２） 急傾斜地の崩壊 H26.11.26  789 H26.11.26 790

ＩＩ-3299 美馬市 美馬町 山嫁坂 坊ヶ谷（１） 急傾斜地の崩壊 H26.11.26  789 H26.11.26 790

ＩＩ-3293 美馬市 美馬町 倉尾 倉尾 急傾斜地の崩壊 H26.11.26  789 H26.11.26 790

ＩＩ-3300 美馬市 美馬町 坊ヶ谷 坊ヶ谷（２） 急傾斜地の崩壊 H26.11.26  789 H26.11.26 790

ＩＩ-3301 美馬市 美馬町 坊ヶ谷 坊ヶ谷（３） 急傾斜地の崩壊 H26.11.26  789 H26.11.26 790

ＩＩ-3249 美馬市 美馬町 猿坂 猿坂（１） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31 240

ＩＩ-3250 美馬市 美馬町 猿坂 猿坂（２） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31 240

ＩＩ-3251 美馬市 美馬町 猿坂 猿坂（３） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31 240

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

類

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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<急傾斜地の崩壊>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

ＩＩ-3252 美馬市 美馬町 猿坂 猿坂（４） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31 240

ＩＩ-3253 美馬市 美馬町 猿坂、狙坂 猿坂（５） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31 240

ＩＩ-3267 美馬市 美馬町 猿坂 猿坂（６） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31 240

ＩＩ-3258 美馬市 美馬町 横尾 横尾（２） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31 240

ＩＩ-3262 美馬市 美馬町 横尾 横尾（６） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31 240

ＩＩ-3263 美馬市 美馬町 横尾 横尾（７） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31 240

ＩＩ-3265 美馬市 美馬町 横尾、平尾 横尾（８） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31 240

ＩＩ-3264 美馬市 美馬町 平尾 平尾（２） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 － －　　 

Ｉ-642 美馬市 穴吹町 三島字小島 不定 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

Ｉ-639 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（１） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

Ｉ-640 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（２） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

Ｉ-641 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（３） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2756 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（４） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2757 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（５） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2758 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（６） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2759 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（７） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2760 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（８） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2761 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（９） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2762 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（１０） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2764 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（１２） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2765 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（１３） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2766 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（１４） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2770 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（１８） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2771 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（１９） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2772 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（２０） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2773 美馬市 穴吹町 三島字小島 小島（２１） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

Ｉ-2024 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷（４） 急傾斜地の崩壊 H23.3.24  168 H23.3.24  170

Ｉ-670 美馬市 穴吹町 穴吹字藪の下 穴吹 急傾斜地の崩壊 H23.3.24  168 H23.3.24  170

Ｉ-672 美馬市 穴吹町 穴吹字井口 土場 急傾斜地の崩壊 H23.3.24  168 － －

Ｉ-695 美馬市 穴吹町 口山字調子野 調子野（１） 急傾斜地の崩壊 H23.3.24  168 H23.3.24  170

Ｉ-685 美馬市 穴吹町 口山字西谷 西山（１） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

Ｉ-687 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（１） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

Ｉ-688 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（２） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2915 美馬市 穴吹町 口山字西山 西山（３） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2916 美馬市 穴吹町 口山字西山 西山（４） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2917 美馬市 穴吹町 口山字西山 西山（５） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2918 美馬市 穴吹町 口山字西山 西山（６） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2928 美馬市 穴吹町 口山字西谷 西山（１６） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2929 美馬市 穴吹町 口山字西谷 西山（１７） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2930 美馬市 穴吹町 口山字西谷 西山（１８） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2931 美馬市 穴吹町 口山字西谷 西山（１９） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2933 美馬市 穴吹町 口山字西谷 西山（２１） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2935 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（３） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2936 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（４） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2937 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（５） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2939 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（７） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2940 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（８） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2941 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（９） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2942 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（１０） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2943 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（１１） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2944 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（１２） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2945 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（１３） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2946 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（１４） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2949 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（１７） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 －  － 

ＩＩ-2950 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（１８） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2952 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（２０） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2954 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（２２） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2955 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（２３） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2956 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（２４） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2957 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（２５） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2958 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（２６） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2959 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（２７） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2960 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（２８） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2961 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（２９） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2962 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（３０） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2963 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（３１） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2964 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名（３２） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

I-690 美馬市 穴吹町 口山字首野 首野（１） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

I-693 美馬市 穴吹町 口山字首野 首野（４） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

II-2978 美馬市 穴吹町 口山字首野 首野（５） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

II-2979 美馬市 穴吹町 口山字首野 首野（６） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

II-2980 美馬市 穴吹町 口山字首野 首野（７） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

II-2981 美馬市 穴吹町 口山字首野 首野（８） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

II-2982 美馬市 穴吹町 口山字首野 首野（９） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

II-2983 美馬市 穴吹町 口山字首野 首野（１０） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

II-2984 美馬市 穴吹町 口山字首野 首野（１１） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

II-2985 美馬市 穴吹町 口山字首野 首野（１２） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

II-2986 美馬市 穴吹町 口山字首野 首野（１３） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

II-2987 美馬市 穴吹町 口山字首野 首野（１４） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

II-2988 美馬市 穴吹町 口山字首野 首野（１５） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

Ｉ-703 美馬市 穴吹町 古宮字長尾 古宮 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3038 美馬市 穴吹町 古宮字長尾 古宮（２） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

類

警戒区域告示 特別警戒区域告示

 



《美馬市地域防災計画（資料編）  第４ 災害危険区域等に関する資料》 

33 

<急傾斜地の崩壊>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

Ｉ-704 美馬市 穴吹町 古宮字長尾 小谷 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3073 美馬市 穴吹町 古宮字長尾 小谷（２） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3074 美馬市 穴吹町 古宮字長尾 長尾（１） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3075 美馬市 穴吹町 古宮字長尾 長尾（２） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3077 美馬市 穴吹町 古宮字長尾 長尾（４） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3078 美馬市 穴吹町 古宮字長尾 長尾（５） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3079 美馬市 穴吹町 古宮字長尾 長尾（６） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3080 美馬市 穴吹町 古宮字長尾 長尾（７） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3081 美馬市 穴吹町 古宮字長尾 長尾（８） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3082 美馬市 穴吹町 古宮字北又 北又（１） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3083 美馬市 穴吹町 古宮字北又 北又（２） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3085 美馬市 穴吹町 古宮字北又 北又（４） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3086 美馬市 穴吹町 古宮字北又 北又（５） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3087 美馬市 穴吹町 古宮字北又 北又（６） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3088 美馬市 穴吹町 古宮字葛生 葛生（１） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3089 美馬市 穴吹町 古宮字葛生 葛生（２） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3092 美馬市 穴吹町 古宮字葛生 葛生（５） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3093 美馬市 穴吹町 古宮字葛生 喜来（１） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3094 美馬市 穴吹町 古宮字葛生 喜来（２） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

Ｉ-705 美馬市 穴吹町 古宮字田野内 田野内（１） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3095 美馬市 穴吹町 古宮字田内野 田野内（２） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3096 美馬市 穴吹町 古宮字田内野 田野内（３） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3097 美馬市 穴吹町 古宮字田内野 田野内（４） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3098 美馬市 穴吹町 古宮字内田 内田（１） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3099 美馬市 穴吹町 古宮字内田 内田（２） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3100 美馬市 穴吹町 古宮字内田 内田（３） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3101 美馬市 穴吹町 古宮字内田 内田（４） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3102 美馬市 穴吹町 古宮字内田 内田（５） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3103 美馬市 穴吹町 古宮字内田 内田（６） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3104 美馬市 穴吹町 古宮字平谷 平谷（１） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3105 美馬市 穴吹町 古宮字平谷 平谷（２） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3050 美馬市 穴吹町 古宮 生子屋敷（１） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3051 美馬市 穴吹町 古宮 生子屋敷（２） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3052 美馬市 穴吹町 古宮 川瀬（１） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3053 美馬市 穴吹町 古宮 川瀬（２） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3054 美馬市 穴吹町 古宮 川瀬（３） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3055 美馬市 穴吹町 古宮 川瀬（４） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

Ｉ-702 美馬市 穴吹町 古宮 大平（１） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3056 美馬市 穴吹町 古宮 大平（２） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3058 美馬市 穴吹町 古宮 大平（３） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3059 美馬市 穴吹町 古宮 大平（４） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3060 美馬市 穴吹町 古宮 大平（５） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3061 美馬市 穴吹町 古宮 大平（６） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3062 美馬市 穴吹町 古宮 大平（７） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3063 美馬市 穴吹町 古宮 大平（８） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3064 美馬市 穴吹町 古宮 大平（９） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3067 美馬市 穴吹町 古宮 半平（３） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3068 美馬市 穴吹町 古宮 半平（４） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3071 美馬市 穴吹町 古宮 半平（７） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

ＩI-3072 美馬市 穴吹町 古宮 半平（８） 急傾斜地の崩壊 H28.11.1  672 H28.11.1  673

II-3046 美馬市 穴吹町 古宮字新名 大内（８） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3041 美馬市 穴吹町 古宮字新名 新名 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2838 美馬市 穴吹町 穴吹字田ノ浦 田ノ浦 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

I-665 美馬市 穴吹町
穴吹字山神前、

山神東
山神前（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

I-666 美馬市 穴吹町
穴吹字山神東、

仙田
山神前（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2828 美馬市 穴吹町 穴吹字新開 新開（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2829 美馬市 穴吹町 穴吹字新開 新開（３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2830 美馬市 穴吹町 穴吹字新開 新開（４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2831 美馬市 穴吹町 穴吹字新開 新開（５） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2832 美馬市 穴吹町 穴吹字新開 新開（６） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2833 美馬市 穴吹町 穴吹字新開 新開（７） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2834 美馬市 穴吹町 穴吹字新開 新開（８） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2835 美馬市 穴吹町 穴吹字新開 新開（９） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2836 美馬市 穴吹町 穴吹字新開 新開（１０） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2837 美馬市 穴吹町 穴吹字新開 新開（１２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2848 美馬市 穴吹町 穴吹字平間 平間（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2849 美馬市 穴吹町 穴吹字平間 平間（３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2850 美馬市 穴吹町 穴吹字平間 平間（４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2851 美馬市 穴吹町 穴吹字平間 平間（５） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2976 美馬市 穴吹町 穴吹字寺前 寺前（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2977 美馬市 穴吹町
穴吹字寺前、葉

佐古
寺前（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2844 美馬市 穴吹町 穴吹字仙田 仙田 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2845 美馬市 穴吹町 穴吹字川原田 川原田 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

I-689 美馬市 穴吹町 口山字支納 支納（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2965 美馬市 穴吹町 口山字支納 支納（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2966 美馬市 穴吹町 口山字支納 支納（３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2967 美馬市 穴吹町 口山字支納 支納（４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2968 美馬市 穴吹町 口山字支納 支納（５） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2969 美馬市 穴吹町 口山字支納 支納（６） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

類

警戒区域告示 特別警戒区域告示

 



《美馬市地域防災計画（資料編）  第４ 災害危険区域等に関する資料》 

34 

<急傾斜地の崩壊>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

II-2970 美馬市 穴吹町 口山字支納 支納（７） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2971 美馬市 穴吹町 口山字支納 支納（８） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2972 美馬市 穴吹町 口山字支納 支納（９） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2973 美馬市 穴吹町 口山字支納 支納（１０） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2974 美馬市 穴吹町 口山字支納 支納（１１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2975 美馬市 穴吹町 口山字支納 支納（１２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

I-679 美馬市 穴吹町 口山字仕出原 仕出原（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2869 美馬市 穴吹町 口山字仕出原 仕出原（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2870 美馬市 穴吹町 口山字仕出原 仕出原（３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2872 美馬市 穴吹町 口山字仕出原 仕出原（５） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2873 美馬市 穴吹町 口山字仕出原 仕出原（６） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

I-694 美馬市 穴吹町 口山字梶山 梶山（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3002 美馬市 穴吹町 口山字梶山 梶山（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3003 美馬市 穴吹町 口山字梶山 梶山（３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3004 美馬市 穴吹町 口山字梶山 梶山（４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3005 美馬市 穴吹町 口山字梶山 梶山（５） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3007 美馬市 穴吹町 口山字梶山 梶山（７） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3008 美馬市 穴吹町 口山字梶山 梶山（８） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3010 美馬市 穴吹町 口山字梶山 梶山（１０） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3011 美馬市 穴吹町 口山字梶山 梶山（１１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3013 美馬市 穴吹町 口山字梶山 梶山（１３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3014 美馬市 穴吹町 口山字梶山 梶山（１４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3015 美馬市 穴吹町 口山字梶山 梶山（１５） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

I-684 美馬市 穴吹町 口山字中野 中野（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2886 美馬市 穴吹町 口山字中野 中野（５） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2887 美馬市 穴吹町 口山字中野 中野（６） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2888 美馬市 穴吹町 口山字中野 中野（７） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2889 美馬市 穴吹町 口山字西山 中野（８） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2890 美馬市 穴吹町 口山字西山 中野（９） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2892 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2893 美馬市 穴吹町 口山字中野 中野宮（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2894 美馬市 穴吹町 口山字西山 中野宮（３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2895 美馬市 穴吹町 口山字西山 中野宮（４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2897 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（６） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2900 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（９） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2901 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（１０） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2902 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（１１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2903 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（１２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2904 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（１３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2905 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（１４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2906 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（１５） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 － －

II-2907 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（１６） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2908 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（１７） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2909 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（１８） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2910 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（１９） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2911 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（２０） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2912 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（２１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2913 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（２２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2914 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮（２３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2874 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 初草（４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

I-686 美馬市 穴吹町 口山字西山 西山（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2920 美馬市 穴吹町 口山字西山 西山（８） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2923 美馬市 穴吹町 口山字西山 西山（１１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2924 美馬市 穴吹町 口山字西山 西山（１２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2925 美馬市 穴吹町 口山字西山 西山（１３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2926 美馬市 穴吹町 口山字西山 西山（１４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 － －

II-2927 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 西山（１５） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

I-683 美馬市 穴吹町 口山字丸山 丸山（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2878 美馬市 穴吹町 口山字丸山 丸山（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2879 美馬市 穴吹町 口山字丸山 丸山（３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2880 美馬市 穴吹町 口山字丸山 丸山（４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2881 美馬市 穴吹町 口山字丸山 丸山（５） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2882 美馬市 穴吹町 口山字丸山 丸山（６） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2991 美馬市 穴吹町
口山字田方、宮

内
田方（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2992 美馬市 穴吹町 口山字田方 田方（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2993 美馬市 穴吹町 口山字田方 田方（３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2995 美馬市 穴吹町 口山字田方 田方（５） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2996 美馬市 穴吹町 口山字田方 田方（６） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2997 美馬市 穴吹町 口山字田方 田方（７） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-2999 美馬市 穴吹町 口山字大内 田方（９） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3000 美馬市 穴吹町 口山字大内 田方（１０） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3001 美馬市 穴吹町 口山字大内 田方（１１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3028 美馬市 穴吹町 口山字猿飼 猿飼（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3029 美馬市 穴吹町 口山字猿飼 猿飼（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3030 美馬市 穴吹町 口山字猿飼 猿飼（３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3031 美馬市 穴吹町 口山字猿飼 猿飼（４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3032 美馬市 穴吹町 口山字猿飼 猿飼（５） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3033 美馬市 穴吹町 口山字猿飼 猿飼（６） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

I-699 美馬市 穴吹町
口山字知野、宮

内
知野（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3039 美馬市 穴吹町
口山字知野、宮

内
知野（３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

類

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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<急傾斜地の崩壊>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

II-3040 美馬市 穴吹町
口山字知野、宮

内
知野（４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

I-700 美馬市 穴吹町 口山字大内 大内（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

I-701 美馬市 穴吹町 口山字大内 大内（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3057 美馬市 穴吹町 口山字大内 大内（３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3042 美馬市 穴吹町 口山字大内 大内（４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3043 美馬市 穴吹町 口山字大内 大内（５） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3044 美馬市 穴吹町 口山字大内 大内（６） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3047 美馬市 穴吹町 口山字大内 大内（９） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3048 美馬市 穴吹町 口山字大内 大内（１０） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

II-3049 美馬市 穴吹町 口山字大内 大内（１１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩＩ-2548 美馬市 木屋平 ケヤキヒラ けやきひら（１） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2549 美馬市 木屋平 樫原 けやきひら（２） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

Ｉ-606 美馬市 木屋平 樫原 樫原（１） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

Ｉ-608 美馬市 木屋平 樫原 樫原（３） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2550 美馬市 木屋平 樫原 樫原（４） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2554 美馬市 木屋平 樫原 樫原（８） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2555 美馬市 木屋平 樫原 樫原（９） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2556 美馬市 木屋平 樫原 樫原（１０） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2557 美馬市 木屋平 樫原 樫原（１１） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2558 美馬市 木屋平 樫原 樫原（１２） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2559 美馬市 木屋平 樫原 樫原（１３） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2560 美馬市 木屋平 樫原 樫原（１４） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2561 美馬市 木屋平 樫原 樫原（１５） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2562 美馬市 木屋平 樫原 樫原（１６） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2563 美馬市 木屋平 樫原 樫原（１７） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2565 美馬市 木屋平 樫原 樫原（１９） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2566 美馬市 木屋平 樫原 樫原（２０） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2567 美馬市 木屋平 樫原 樫原（２１） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2568 美馬市 木屋平 向樫原 向樫原（１） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2569 美馬市 木屋平 向樫原 向樫原（２） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

Ｉ-614 美馬市 木屋平 南張 南張（１） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2599 美馬市 木屋平 南張 南張（２） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2600 美馬市 木屋平 南張 南張（３） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2601 美馬市 木屋平 南張 南張（４） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2602 美馬市 木屋平 南張 南張（５） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2603 美馬市 木屋平 南張 南張（６） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2604 美馬市 木屋平 南張 南張（７） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2605 美馬市 木屋平 南張 南張（８） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2606 美馬市 木屋平 南張 南張（９） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

ＩＩ-2607 美馬市 木屋平 南張 南張（１０） 急傾斜地の崩壊 H20.12.11  730 H20.12.11  731

Ｉ-621 美馬市 木屋平 櫟の木 櫟の木（１） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2638 美馬市 木屋平 櫟の木 櫟の木（２） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2639 美馬市 木屋平 櫟の木 櫟の木（３） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2640 美馬市 木屋平 櫟の木 櫟の木（４） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2641 美馬市 木屋平 櫟の木 櫟の木（５） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2642 美馬市 木屋平 櫟の木 櫟の木（６） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2643 美馬市 木屋平 櫟の木 櫟の木（７） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2644 美馬市 木屋平 櫟の木 櫟の木（８） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2645 美馬市 木屋平 櫟の木 櫟の木（９） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

Ｉ-625 美馬市 木屋平 森遠 森遠（１） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

Ｉ-626 美馬市 木屋平 森遠 森遠（２） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

Ｉ-627 美馬市 木屋平 森遠 森遠（３） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 － －

ＩＩ-2676 美馬市 木屋平 森遠 森遠（４） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 － －

ＩＩ-2677 美馬市 木屋平 森遠 森遠（５） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2678 美馬市 木屋平 森遠 森遠（６） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2679 美馬市 木屋平 森遠 森遠（７） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2681 美馬市 木屋平 森遠 森遠（９） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2682 美馬市 木屋平 森遠 森遠（１０） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2683 美馬市 木屋平 森遠 森遠（１１） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2685 美馬市 木屋平 森遠 森遠（１３） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2686 美馬市 木屋平 森遠 森遠（１４） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2687 美馬市 木屋平 森遠 森遠（１５） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2688 美馬市 木屋平 森遠 森遠（１６） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2689 美馬市 木屋平 森遠 森遠（１７） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2690 美馬市 木屋平 森遠 森遠（１８） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2691 美馬市 木屋平 森遠 森遠（１９） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2692 美馬市 木屋平 森遠 森遠（２０） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2693 美馬市 木屋平 森遠 森遠（２１） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2695 美馬市 木屋平 森遠 森遠（２３） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2696 美馬市 木屋平 森遠 森遠（２４） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2697 美馬市 木屋平 森遠 森遠（２５） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2698 美馬市 木屋平 森遠 森遠（２６） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2699 美馬市 木屋平 森遠 森遠（２７） 急傾斜地の崩壊 H22.3.19  139 H22.3.19  140

ＩＩ-2631 美馬市 木屋平 麻衣 麻衣（１） 急傾斜地の崩壊 H28.3.31  230 H28.3.31  231

ＩＩ-2632 美馬市 木屋平 麻衣 麻衣（２） 急傾斜地の崩壊 H28.3.31  230 H28.3.31  231

ＩＩ-2633 美馬市 木屋平 麻衣 麻衣（３） 急傾斜地の崩壊 H28.3.31  230 H28.3.31  231

ＩＩ-2634 美馬市 木屋平 麻衣 麻衣（４） 急傾斜地の崩壊 H28.3.31  230 H28.3.31  231

ＩＩ-2635 美馬市 木屋平 麻衣 麻衣（５） 急傾斜地の崩壊 H28.3.31  230 H28.3.31  231

ＩＩ-2636 美馬市 木屋平 麻衣 麻衣（６） 急傾斜地の崩壊 H28.3.31  230 H28.3.31  231

ＩＩ-2637 美馬市 木屋平 麻衣 麻衣（７） 急傾斜地の崩壊 H28.3.31  230 H28.3.31  231

Ｉ-623 美馬市 木屋平 弓道 弓道（１） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

Ｉ-624 美馬市 木屋平 弓道 弓道（２） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2668 美馬市 木屋平 弓道 弓道（５） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

類

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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<急傾斜地の崩壊>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

ＩＩ-2669 美馬市 木屋平 弓道 弓道（６） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2671 美馬市 木屋平 弓道 弓道（８） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2672 美馬市 木屋平 弓道 弓道（９） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2673 美馬市 木屋平 弓道 弓道（１０） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2674 美馬市 木屋平 弓道 弓道（１１） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

Ｉ-628 美馬市 木屋平 谷口カケ 谷口（１） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2666 美馬市 木屋平 谷口カケ 弓道（３） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2667 美馬市 木屋平 谷口カケ 弓道（４） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2670 美馬市 木屋平 谷口カケ 弓道（７） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2710 美馬市 木屋平 谷口カケ 谷口カケ（１） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2711 美馬市 木屋平 谷口カケ 谷口カケ（２） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2712 美馬市 木屋平 谷口カケ 谷口カケ（３） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2713 美馬市 木屋平 谷口カケ 谷口カケ（４） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2714 美馬市 木屋平 谷口カケ 谷口カケ（５） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2715 美馬市 木屋平 谷口カケ 谷口カケ（６） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

Ｉ-635 美馬市 木屋平 川上 川上（１） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

Ｉ-636 美馬市 木屋平 川上 川上（２） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

Ｉ-637 美馬市 木屋平 川上 川上（３） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

Ｉ-638 美馬市 木屋平 川上 川上（４） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2741 美馬市 木屋平 川上 川上（５） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2742 美馬市 木屋平 川上 川上（６） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2744 美馬市 木屋平 川上 川上（８） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2745 美馬市 木屋平 川上 川上（９） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2746 美馬市 木屋平 川上 川上（１０） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 －  － 

ＩＩ-2747 美馬市 木屋平 川上 川上（１１） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2748 美馬市 木屋平 川上 川上（１２） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2749 美馬市 木屋平 川上カケ 川上（１３） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2750 美馬市 木屋平 川上カケ 川上（１４） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2751 美馬市 木屋平 川上カケ 川上（１５） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2752 美馬市 木屋平 川上 川上（１６） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2753 美馬市 木屋平 川上 川上（１７） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2754 美馬市 木屋平 川上カケ 川上カケ（１） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

ＩＩ-2755 美馬市 木屋平 川上カケ 川上カケ（２） 急傾斜地の崩壊 H26.3.28  202 H26.3.28  203

Ｉ-615 美馬市 木屋平 大北 大北（１） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2608 美馬市 木屋平 大北 大北（２） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2609 美馬市 木屋平 大北 大北（３） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2610 美馬市 木屋平 大北 大北（４） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2611 美馬市 木屋平 大北 大北（５） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2613 美馬市 木屋平 大北 大北（７） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2614 美馬市 木屋平 大北 大北（８） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2615 美馬市 木屋平 大北 大北（９） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2616 美馬市 木屋平 大北 大北（１０） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2617 美馬市 木屋平 大北 大北（１１） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2618 美馬市 木屋平 大北 大北（１２） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2619 美馬市 木屋平 大北 大北（１３） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

Ｉ-616 美馬市 木屋平 川井 川井（１） 急傾斜地の崩壊 H23.3.24  168 H23.3.24  170

Ｉ-617 美馬市 木屋平 川井 川井（２） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

Ｉ-620 美馬市 木屋平 川井 川井（５） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2623 美馬市 木屋平 川井 川井（９） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2624 美馬市 木屋平 川井 川井（１０） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2625 美馬市 木屋平 川井 川井（１１） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2626 美馬市 木屋平 川井 川井（１２） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2627 美馬市 木屋平 川井 川井（１３） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2628 美馬市 木屋平 川井 川井（１４） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2629 美馬市 木屋平 川井 川井（１５） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2630 美馬市 木屋平 川井 川井（１６） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

Ｉ-629 美馬市 木屋平 谷口 谷口（２） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

Ｉ-630 美馬市 木屋平 谷口 谷口（３） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2700 美馬市 木屋平 谷口 谷口（４） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2701 美馬市 木屋平 谷口 谷口（５） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2702 美馬市 木屋平 谷口 谷口（６） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2703 美馬市 木屋平 谷口 谷口（７） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2704 美馬市 木屋平 谷口 谷口（８） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2705 美馬市 木屋平 谷口 谷口（９） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2706 美馬市 木屋平 谷口 谷口（１０） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2707 美馬市 木屋平 谷口 谷口（１１） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2708 美馬市 木屋平 谷口 谷口（１２） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2709 美馬市 木屋平 谷口 谷口（１３） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2658 美馬市 木屋平 下名 下名（８） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

ＩＩ-2675 美馬市 木屋平 下名 下名（９） 急傾斜地の崩壊 H22.10.6  584 H22.10.6  585

Ｉ-622 美馬市 木屋平 下名 下名（１） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2657 美馬市 木屋平 八幡 八幡（１） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2659 美馬市 木屋平 八幡 八幡（３） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2660 美馬市 木屋平 八幡 八幡（４） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2661 美馬市 木屋平 八幡 八幡（５） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2662 美馬市 木屋平 八幡 八幡（６） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2663 美馬市 木屋平 八幡 八幡（７） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2664 美馬市 木屋平 八幡 八幡（８） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2665 美馬市 木屋平 八幡 八幡（９） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

Ｉ-631 美馬市 木屋平 太合 太合（１） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

Ｉ-632 美馬市 木屋平 太合 太合（２） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

Ｉ-633 美馬市 木屋平 太合 太合（３） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

Ｉ-634 美馬市 木屋平 太合 太合（４） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2716 美馬市 木屋平 太合 太合（５） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2717 美馬市 木屋平 太合 太合（６） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

類

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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<急傾斜地の崩壊>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

ＩＩ-2718 美馬市 木屋平 太合 太合（７） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2719 美馬市 木屋平 太合 太合（８） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2720 美馬市 木屋平 太合 太合（９） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2721 美馬市 木屋平 太合 太合（１０） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2722 美馬市 木屋平 太合 太合（１１） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2723 美馬市 木屋平 太合 太合（１２） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2724 美馬市 木屋平 太合 太合（１３） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2725 美馬市 木屋平 太合 太合（１４） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2726 美馬市 木屋平 太合 太合（１５） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2727 美馬市 木屋平 太合 太合（１６） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2728 美馬市 木屋平 太合 太合（１７） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2729 美馬市 木屋平 太合 太合（１８） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2730 美馬市 木屋平 太合 太合（１９） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2731 美馬市 木屋平 太合 太合（２０） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2735 美馬市 木屋平 太合 太合（２４） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2736 美馬市 木屋平 太合 太合（２５） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2732 美馬市 木屋平 太合カケ 太合（２１） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2733 美馬市 木屋平 太合カケ 太合（２２） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2734 美馬市 木屋平 太合カケ 太合（２３） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2737 美馬市 木屋平 太合カケ 太合カケ（１） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2738 美馬市 木屋平 太合カケ 太合カケ（２） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2739 美馬市 木屋平 太合カケ 太合カケ（３） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

ＩＩ-2740 美馬市 木屋平 太合カケ 太合カケ（４） 急傾斜地の崩壊 H27.3.31  239 H27.3.31  240

Ｉ-609 美馬市 木屋平 市初 市初（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2577 美馬市 木屋平 市初 市初（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

Ｉ-611 美馬市 木屋平 三ツ木 三ツ木（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

Ｉ-612 美馬市 木屋平 三ツ木 三ツ木（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 － －

Ｉ-613 美馬市 木屋平 三ツ木 三ツ木（３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2590 美馬市 木屋平 三ツ木 三ツ木（４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2591 美馬市 木屋平 三ツ木 三ツ木（５） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2594 美馬市 木屋平 三ツ木 三ツ木（８） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2595 美馬市 木屋平 三ツ木 三ツ木（９） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

Ｉ-607 美馬市 木屋平 三ツ木 樫原（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2552 美馬市 木屋平 三ツ木 樫原（６） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2553 美馬市 木屋平 尾山 樫原（７） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2571 美馬市 木屋平 杖谷 杖谷（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2572 美馬市 木屋平 杖谷 杖谷（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2573 美馬市 木屋平 桑柄 杖谷（３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2574 美馬市 木屋平 杖谷 杖谷（４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2575 美馬市 木屋平 尾山 尾山（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2576 美馬市 木屋平 尾山 尾山（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2578 美馬市 木屋平 管蔵 菅蔵（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2579 美馬市 木屋平 管蔵 管蔵（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2580 美馬市 木屋平 二戸 二戸（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2581 美馬市 木屋平 二戸 二戸（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2582 美馬市 木屋平 二戸 二戸（３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2584 美馬市 木屋平 貢 貢（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2585 美馬市 木屋平 貢 貢（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

Ｉ-610 美馬市 木屋平 今丸 今丸（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2586 美馬市 木屋平 今丸 今丸（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2587 美馬市 木屋平 今丸 今丸（３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2588 美馬市 木屋平 今丸 今丸（４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2589 美馬市 木屋平 小日浦 今丸（５） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2543 美馬市 木屋平 葛尾 葛尾（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2544 美馬市 木屋平 葛尾 葛尾（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2545 美馬市 木屋平 葛尾 葛尾（３） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2546 美馬市 木屋平 葛尾 葛尾（４） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2596 美馬市 木屋平 小日浦 小日浦（１） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2597 美馬市 木屋平 小日浦 小日浦（２） 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2547 美馬市 木屋平 カゴミ かごみ 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2570 美馬市 木屋平 桑柄 桑柄 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

ＩI-2583 美馬市 木屋平 ビヤガイチ びやがいち 急傾斜地の崩壊 H29.3.17  131 H29.3.17  132

Ⅰ-696 美馬市 穴吹町 口山字宮内 宮内(1) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-697 美馬市 穴吹町 口山字宮内 宮内(2) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3016 美馬市 穴吹町 口山字調子野 調子野(2) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3017 美馬市 穴吹町 口山字調子野 調子野(3) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3018 美馬市 穴吹町 口山字調子野 調子野(4) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3019 美馬市 穴吹町 口山字調子野 調子野(5) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3020 美馬市 穴吹町 口山字調子野 調子野(6) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3021 美馬市 穴吹町 口山字調子野 調子野(7) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3022 美馬市 穴吹町 口山字調子野 調子野(8) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3023 美馬市 穴吹町 口山字調子野 調子野(9) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3024 美馬市 穴吹町 口山字調子野 調子野(10) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3025 美馬市 穴吹町 口山字調子野 調子野(11) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3026 美馬市 穴吹町 口山字調子野 調子野(12) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3027 美馬市 穴吹町 口山字調子野 調子野(13) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-675 美馬市 穴吹町 口山字馬内 馬内(1) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-676 美馬市 穴吹町 口山字初草 平野(1) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-677 美馬市 穴吹町 口山字平野 平野(2) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221

Ⅰ-678 美馬市 穴吹町 口山字平野 平野(3) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-680 美馬市 穴吹町 口山字初草 初草 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-682 美馬市 穴吹町 口山字初草 初草(3) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2862 美馬市 穴吹町 口山字初草 馬内(3) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2863 美馬市 穴吹町 口山字初草 平野(4) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2865 美馬市 穴吹町 口山字平野 平野(6) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221

Ⅱ-2868 美馬市 穴吹町 口山字初草 平野(9) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2875 美馬市 穴吹町 口山字初草 初草(5) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

類

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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<急傾斜地の崩壊>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

Ⅱ-2877 美馬市 穴吹町 口山字初草 初草(7) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

I-618 美馬市 木屋平 字川井 川井(3) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

I-619 美馬市 木屋平 字川井 川井(4) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2612 美馬市 木屋平 字川井 大北(6) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2620 美馬市 木屋平 字川井 川井(6) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2621 美馬市 木屋平 字川井 川井(7) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2646 美馬市 木屋平 字下名 下名(2) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2647 美馬市 木屋平 字下名 下名(3) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2648 美馬市 木屋平 字下名 下名(4) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2649 美馬市 木屋平 字下名 下名(5) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2650 美馬市 木屋平 字下名 下名(6) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2651 美馬市 木屋平 字下名 下名(7) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2652 美馬市 木屋平 字竹尾 竹尾(1) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2653 美馬市 木屋平 字竹尾 竹尾(2) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2654 美馬市 木屋平 字竹尾 竹尾(3) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2655 美馬市 木屋平 字竹尾 竹尾(4) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2656 美馬市 木屋平 字竹尾 竹尾(5) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-658 美馬市 穴吹町 穴吹字戎 戎(1) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-659 美馬市 穴吹町 穴吹字戎 戎(2) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2820 美馬市 穴吹町 穴吹字戎 戎(3) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-653 美馬市 穴吹町 口山字尾山 尾山(1) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-656 美馬市 穴吹町 口山字尾山 尾山(4) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221

Ⅱ-2809 美馬市 穴吹町 口山字尾山 尾山(7) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2812 美馬市 穴吹町 口山字尾山 尾山(10) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2813 美馬市 穴吹町 口山字尾山 尾山(11) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2814 美馬市 穴吹町 口山字尾山 尾山(12) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2815 美馬市 穴吹町 口山字尾山 尾山(13) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2817 美馬市 穴吹町 口山字尾山 尾山(15) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2818 美馬市 穴吹町 口山字尾山 尾山(16) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-667 美馬市 穴吹町 穴吹字遠所 遠所(1) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-668 美馬市 穴吹町 穴吹字遠所 遠所(2) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-2843 美馬市 穴吹町 穴吹字遠所 遠所(3) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-698 美馬市 穴吹町
口山字知野、字

中野宮、字宮内
知野 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3403 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(5) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3410 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(12) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3411 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(13) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3412 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(14) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3413 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(15) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3414 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(16) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3415 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(17) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3416 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(18) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3417 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(19) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3418 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(20) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3419 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(21) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3420 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(22) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3421 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(23) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3422 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(24) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3310 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(4) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3311 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(5) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3312 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(6) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3313 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(7) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3314 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(8) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3315 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(9) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3316 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(10) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3317 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(11) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3318 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(12) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3319 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(13) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3320 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(14) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3399 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(1) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3402 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(4) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3404 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(6) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3405 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(7) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3406 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(8) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3407 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(9) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3408 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(10) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3409 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(11) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-741 美馬市 脇町 字西俣名 広棚 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3439 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(41) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3440 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(42) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3441 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(43) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3442 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(44) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3443 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(45) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3444 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(46) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3445 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(47) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3446 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(48) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3447 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(49) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3511 美馬市 脇町
字西赤谷、字東

大谷
西赤谷(58) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3331 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(25) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3333 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(27) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3334 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(28) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3335 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(29) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3336 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(30) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3337 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(31) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3338 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(32) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3340 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(34) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

類

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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<急傾斜地の崩壊>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

Ⅱ-3341 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(35) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3342 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(36) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3343 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(37) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3344 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(38) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3345 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(39) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3346 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(40) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3347 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(41) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3348 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(42) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3349 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(43) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3350 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(44) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3351 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(45) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3352 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(46) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3683 美馬市 脇町 字横倉 横倉(1) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3684 美馬市 脇町 字横倉 横倉(2) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3686 美馬市 脇町 字横倉 横倉(4) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3687 美馬市 脇町 字横倉 横倉(5) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3688 美馬市 脇町 字横倉 横倉(6) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3689 美馬市 脇町 字横倉 横倉(7) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3690 美馬市 脇町 字横倉 横倉(8) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3692 美馬市 脇町 字横倉 横倉(10) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3693 美馬市 脇町 字横倉 横倉(11) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3694 美馬市 脇町 字横倉 横倉(12) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3695 美馬市 脇町 字横倉 横倉(13) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3696 美馬市 脇町 字横倉 横倉(14) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3697 美馬市 脇町 字横倉 横倉(15) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3699 美馬市 脇町 字横倉 横倉(17) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221

Ⅰ-769 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(1) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3700 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(2) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3701 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(3) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3702 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(4) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3703 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(5) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3704 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(6) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3705 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(7) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3706 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(8) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3707 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(9) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3708 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(10) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3709 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(11) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3710 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(12) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3711 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(13) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3712 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(14) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3713 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(15) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3714 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(16) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3715 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(17) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3716 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(18) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3717 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(19) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3718 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(20) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3719 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(21) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3721 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(23) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3722 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(24) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3723 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(25) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3724 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(26) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3725 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(27) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3726 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(28) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3727 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(29) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3729 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(31) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3730 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(32) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3731 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(33) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3732 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(34) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3733 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子(35) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-767 美馬市 脇町 字暮畑 川原柴(1) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-768 美馬市 脇町 字暮畑 川原柴(2) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3663 美馬市 脇町 字暮畑 暮畑(1) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3664 美馬市 脇町 字暮畑 暮畑(2) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3665 美馬市 脇町 字暮畑 暮畑(3) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3666 美馬市 脇町 字暮畑 暮畑(4) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3673 美馬市 脇町 字川原柴 川原柴(3) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3674 美馬市 脇町 字川原柴 川原柴(4) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3675 美馬市 脇町 字川原柴 川原柴(5) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3676 美馬市 脇町 字川原柴 川原柴(6) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3677 美馬市 脇町 字川原柴 川原柴(7) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3678 美馬市 脇町 字川原柴 川原柴(8) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3679 美馬市 脇町 字川原柴 川原柴(9) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3680 美馬市 脇町 字川原柴 川原柴(10) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3681 美馬市 脇町 字川原柴 川原柴(11) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3682 美馬市 脇町 字川原柴 川原柴(12) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-654 美馬市 穴吹町 口山字尾山 尾山(2) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-764 美馬市 脇町 字上中野 上中野(1) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-765 美馬市 脇町 字上中野 上中野(2) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221

Ⅱ-3644 美馬市 脇町 字下中野 下中野(1) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3645 美馬市 脇町 字下中野 下中野(2) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3646 美馬市 脇町 字下中野 下中野(3) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3647 美馬市 脇町 字上中野 上中野(3) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3648 美馬市 脇町 字上中野 上中野(4) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3649 美馬市 脇町 字上中野 上中野(5) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3650 美馬市 脇町 字上中野 上中野(6) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3651 美馬市 脇町 字上中野 上中野(7) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3652 美馬市 脇町 字上中野 上中野(8) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

類

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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<急傾斜地の崩壊>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

Ⅱ-3653 美馬市 脇町 字上中野 上中野(9) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3654 美馬市 脇町 字上中野 上中野(10) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3655 美馬市 脇町 字上中野 上中野(11) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3657 美馬市 脇町 字上中野 上中野(13) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3658 美馬市 脇町 字上中野 上中野(14) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3659 美馬市 脇町 字上中野 上中野(15) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3660 美馬市 脇町 字上中野 上中野(16) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅱ-3728 美馬市 脇町 字下中野 平帽子(30) 急傾斜地の崩壊 H30.3.29 221 H30.3.29 222

Ⅰ-731 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅰ-733 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3354 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(4) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3355 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(5) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3356 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(6) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3357 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(7) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3358 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(8) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3359 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(9) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3360 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(10) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3361 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(11) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3362 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(12) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3364 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(14) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3365 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(15) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3366 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(16) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3367 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(17) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3368 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(18) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3370 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(20) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3371 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(21) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3374 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(24) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3375 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(25) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3376 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(26) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3377 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(27) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3378 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(28) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3380 美馬市 脇町 東赤谷名 東俣名(48) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3397 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(47) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3476 美馬市 脇町 東赤谷名 西赤谷(23) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3477 美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(52) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

危険箇所番

号なし
美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(53) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

危険箇所番

号なし
美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(51) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

危険箇所番

号なし
美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(49) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

危険箇所番

号なし
美馬市 脇町 東赤谷名 東赤谷名(50) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157

Ⅰ-742 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅰ-743 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅰ-744 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅰ-745 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(4) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3522 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(6) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3523 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(7) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3524 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(8) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3527 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(11) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3529 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(13) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3530 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(14) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3531 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(15) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3532 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(16) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3533 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(17) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3534 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(18) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3535 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(19) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3536 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(20) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3537 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(21) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3538 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(22) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3539 美馬市 脇町 西大谷 西大谷口(23) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3540 美馬市 脇町 西大谷 西大谷口(24) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3541 美馬市 脇町 西大谷 西大谷口(25) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3542 美馬市 脇町 西大谷 西大谷口(26) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3543 美馬市 脇町 西大谷 西大谷口(27) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3544 美馬市 脇町 西大谷 西大谷口(28) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3545 美馬市 脇町 西大谷 西大谷口(29) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3546 美馬市 脇町 西大谷 西大谷口(30) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3547 美馬市 脇町 西大谷 西大谷口(31) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3548 美馬市 脇町 西大谷 西大谷口(32) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3549 美馬市 脇町 西大谷 芋尻(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3423 美馬市 脇町 西俣名 西俣名(25) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3424 美馬市 脇町 西俣名 西俣名(26) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3425 美馬市 脇町 西俣名 西俣名(27) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3426 美馬市 脇町 西俣名 西俣名(28) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3427 美馬市 脇町 西俣名 西俣名(29) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3428 美馬市 脇町 西俣名 西俣名(30) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3429 美馬市 脇町 西俣名 西俣名(31) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3430 美馬市 脇町 西俣名 西俣名(32) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3432 美馬市 脇町 西俣名 西俣名(34) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3433 美馬市 脇町 西俣名 西俣名(35) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3452 美馬市 脇町 西俣名 西俣名(54) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3453 美馬市 脇町 西俣名 西俣名(55) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3434 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(36) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3435 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(37) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3436 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(38) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3448 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(50) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

類

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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<急傾斜地の崩壊>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

Ⅱ-3449 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(51) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3450 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(52) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3451 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(53) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3454 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(56) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3455 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(57) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3471 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(18) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3472 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(19) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3473 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(20) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3474 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(21) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3475 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(22) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3499 美馬市 脇町 字西俣名 西赤谷(46) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3510 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(57) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅰ-746 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3526 美馬市 脇町 東大谷 西大谷(10) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3557 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3558 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3559 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(4) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3560 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(5) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3561 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(6) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3562 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(7) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3563 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(8) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3564 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(9) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3565 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(10) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3566 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(11) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3567 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(12) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3568 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(13) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3569 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(14) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3570 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(15) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3572 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(17) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3573 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(18) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3574 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(19) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3575 美馬市 脇町 東大谷 東大谷(20) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3353 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(47) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3379 美馬市 脇町 字東赤谷名 東赤谷名(29) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3381 美馬市 脇町 字東赤谷名 東赤谷名(31) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3382 美馬市 脇町 字東赤谷名 東赤谷名(32) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3383 美馬市 脇町
字東赤谷名、字

東俣名
東赤谷名(33) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3384 美馬市 脇町 字東赤谷名 東赤谷名(34) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3385 美馬市 脇町 字東赤谷名 東赤谷名(35) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3386 美馬市 脇町 字東赤谷名 東赤谷名(36) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3387 美馬市 脇町 字東赤谷名 東赤谷名(37) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3389 美馬市 脇町 字東赤谷名 東赤谷名(39) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3390 美馬市 脇町 字東赤谷名 東赤谷名(40) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3391 美馬市 脇町 字東赤谷名 東赤谷名(41) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3392 美馬市 脇町 字東赤谷名 東赤谷名(42) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3393 美馬市 脇町 字東赤谷名 東赤谷名(43) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3394 美馬市 脇町 字東赤谷名 東赤谷名(44) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3395 美馬市 脇町 字東赤谷名 東赤谷名(45) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3307 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3308 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3309 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3322 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(16) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3323 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(17) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3324 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(18) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3325 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(19) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3326 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(20) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3327 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(21) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3328 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(22) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3329 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(23) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3330 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(24) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3332 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(26) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3339 美馬市 脇町 字東俣名 東俣名(33) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅰ-707 美馬市 美馬町 字清田 清田(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3110 美馬市 美馬町 字入倉 清田(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3111 美馬市 美馬町 字清田 清田(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3112 美馬市 美馬町 字清田 清田(4) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3113 美馬市 美馬町 字清田 清田(5) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3115 美馬市 美馬町 字清田 清田(7) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3116 美馬市 美馬町 字清田 清田(8) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3119 美馬市 美馬町 字清田 清田(11) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3127 美馬市 美馬町 字清田 清田(19) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3128 美馬市 美馬町 字清田 清田(20) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3129 美馬市 美馬町 字清田 清田(21) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅰ-760 美馬市 脇町 井口 井口(7) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅰ-761 美馬市 脇町 井口 小兵 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3613 美馬市 脇町 井口 井口(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3614 美馬市 脇町 井口 井口(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3615 美馬市 脇町 井口 井口(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3616 美馬市 脇町 井口 井口(4) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3617 美馬市 脇町 井口 井口(5) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3618 美馬市 脇町 井口 井口(6) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3619 美馬市 脇町 井口 井口(8) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3624 美馬市 脇町 小星 小星(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅰ-766 美馬市 脇町
字中八、字宮ノ

尾
中八(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3661 美馬市 脇町 字中八 中八(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3662 美馬市 脇町 字中八 中八(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

類

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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<急傾斜地の崩壊>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

Ⅱ-3667 美馬市 脇町 字梨子木 梨子ノ木(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3669 美馬市 脇町 字梨子木 梨子ノ木(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3670 美馬市 脇町 字梨子木 梨子ノ木(4) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3671 美馬市 脇町 字梨子木 梨子ノ木(5) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3672 美馬市 脇町 字梨子木 梨子ノ木(6) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅰ-759 美馬市 脇町 天神 上ノ原(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅰ-762 美馬市 脇町 馬木 滝下(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3608 美馬市 脇町 天神 上ノ原(5) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3609 美馬市 脇町 天神 上ノ原(6) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3610 美馬市 脇町 馬木 東山(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3612 美馬市 脇町 馬木 東山(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3630 美馬市 脇町 馬木、田上 滝下(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3632 美馬市 脇町 馬木 滝下(4) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅰ-708 美馬市 美馬町 入倉 入倉(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3130 美馬市 美馬町 入倉 入倉(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3131 美馬市 美馬町 入倉 入倉(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3132 美馬市 美馬町 入倉 入倉(4) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3133 美馬市 美馬町 入倉 入倉(5) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3134 美馬市 美馬町 入倉 入倉(6) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3135 美馬市 美馬町 入倉 入倉(7) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3136 美馬市 美馬町 入倉 入倉(8) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3137 美馬市 美馬町 入倉 入倉(9) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3139 美馬市 美馬町 入倉 入倉(11) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3140 美馬市 美馬町 入倉 入倉(12) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3141 美馬市 美馬町 入倉 入倉(13) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3142 美馬市 美馬町 入倉 入倉(15) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3143 美馬市 美馬町 入倉 入倉(16) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3144 美馬市 美馬町 入倉 入倉(17) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3145 美馬市 美馬町 入倉 入倉(18) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3146 美馬市 美馬町 入倉 入倉(19) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-3147 美馬市 美馬町 入倉 入倉(20) 急傾斜地の崩壊 H31.3.19 157 H31.3.19 158

Ⅱ-2827 美馬市 穴吹町 穴吹字岡ノ上 新開(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-2842 美馬市 穴吹町 穴吹字岡ノ上 岡の上(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅰ-715 美馬市 美馬町

字惣田、字西ノ

谷、字栗林宗、

字惣田宗

惣田(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅰ-716 美馬市 美馬町
字西ノ谷、字宮

ノ岡、字惣田
惣田(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅰ-718 美馬市 美馬町

字山西屋敷、字

長地、字藤宇、

字黒砂、字葛尾

木、字中岡、字

橋谷

黒砂 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3192 美馬市 美馬町 字茅原 茅原(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3193 美馬市 美馬町 字茅原 茅原(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3194 美馬市 美馬町 字茅原 茅原(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3195 美馬市 美馬町 字藤宇 宮ノ岡(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3196 美馬市 美馬町 字東筋、字藤宇 宮ノ岡(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3197 美馬市 美馬町 字芹佐古 芹佐古 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3199 美馬市 美馬町 字川ノ上 川ノ上(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3200 美馬市 美馬町 字川ノ上 川ノ上(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3202 美馬市 美馬町 字大上 川ノ上(5) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3203 美馬市 美馬町 字大上 川ノ上(6) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3206 美馬市 美馬町
字山西屋敷、字

黒砂
大前(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3208 美馬市 美馬町
字大池、字芹佐

古
大池(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171

Ⅱ-3212 美馬市 美馬町
字芹佐古、字田

ノ岡
田ノ岡(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3213 美馬市 美馬町

字田ノ岡、字上

野田ノ井、字大

上

田ノ岡(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3214 美馬市 美馬町 字前坂 藤宇 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3215 美馬市 美馬町 字押上 押上(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3216 美馬市 美馬町 字押上 押上(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3228 美馬市 美馬町
字中岡、字葛尾

木
中岡(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3229 美馬市 美馬町 字中岡 中岡(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3234 美馬市 美馬町
字黒砂、字山西

屋敷
長地(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3235 美馬市 美馬町
字橋谷、字狙ヶ

内、字藤宇
長地(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3236 美馬市 美馬町 字東筋 東筋 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3241 美馬市 美馬町 字平野 平野(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3243 美馬市 美馬町 字平野 平野(4) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3245 美馬市 美馬町 字味噌ヶ久保 味噌ヶ久保 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-2776 美馬市 穴吹町 三島字舞中島 横野(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-2777 美馬市 穴吹町 三島字舞中島 横野(4) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-2778 美馬市 穴吹町 三島字大重 横野(5) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-2779 美馬市 穴吹町 三島字大重 横野(6) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-2805 美馬市 穴吹町 三島字舞中島 大重(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-2806 美馬市 穴吹町 三島字大重 大重(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-2807 美馬市 穴吹町 三島字大重 大重(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3431 美馬市 脇町 字西俣名 西俣名(33) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3478 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(25) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3571 美馬市 脇町 字西赤谷 東大谷(16) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3521 美馬市 脇町 西大谷 西大谷(5) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3551 美馬市 脇町 芋尻 芋尻(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

類

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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<急傾斜地の崩壊>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

Ⅱ-3552 美馬市 脇町 羽出床 羽出床(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3576 美馬市 脇町 白木 白木(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅰ-753 美馬市 脇町 段 佐城 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3555 美馬市 脇町 段 段(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3556 美馬市 脇町 段 段(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3579 美馬市 脇町 段 小丸(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3582 美馬市 脇町 中段 中段(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3583 美馬市 脇町 中段 中段(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3483 美馬市 脇町
字西赤谷、字東

大谷
西赤谷(30) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3484 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(31) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3485 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(32) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3486 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(33) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3623 美馬市 脇町 小星 小星(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3626 美馬市 脇町 小星 小星(4) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3627 美馬市 脇町 小星 小星(5) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171

Ⅱ-3628 美馬市 脇町 小星 小星(6) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3629 美馬市 脇町 小星 小星(7) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3668 美馬市 脇町 梨子木 梨子ノ木(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅰ-763 美馬市 脇町 字芋穴 芋穴(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3602 美馬市 脇町 字井口 井口東(4) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3634 美馬市 脇町 字芋穴 芋穴(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3635 美馬市 脇町 字芋穴 芋穴(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3636 美馬市 脇町 字芋穴 芋穴(4) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3637 美馬市 脇町 字芋穴 芋穴(5) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3638 美馬市 脇町 字芋穴 芋穴(6) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3639 美馬市 脇町 字芋穴 芋穴(7) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3640 美馬市 脇町 字芋穴 芋穴(8) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3641 美馬市 脇町 字芋穴 芋穴(9) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171

Ⅱ-3642 美馬市 脇町 字芋穴 芋穴(10) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3643 美馬市 脇町 字芋穴 芋穴(11) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-2788 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(20) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-2789 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(21) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-2794 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(26) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-2796 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(28) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-2797 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(29) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-2798 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(30) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3631 美馬市 脇町 馬木 滝下(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3633 美馬市 脇町 馬木 滝下(5) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅰ-710 美馬市 美馬町 切久保 石仏(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅰ-714 美馬市 美馬町 惣後 惣後(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3148 美馬市 美馬町 入倉 入倉(14) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3182 美馬市 美馬町 惣後 惣後(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3184 美馬市 美馬町 惣後 惣後(4) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3185 美馬市 美馬町 惣後 惣後(5) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3186 美馬市 美馬町 惣後 惣後(6) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3188 美馬市 美馬町 惣後 惣後(8) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3189 美馬市 美馬町 立見山 立見山(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3190 美馬市 美馬町 立見山 立見山(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3191 美馬市 美馬町 立見山 立見山(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅰ-709 美馬市 美馬町 切久保 石仏 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅰ-712 美馬市 美馬町 切久保 切久保(1) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3149 美馬市 美馬町 切久保 切久保(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3150 美馬市 美馬町 切久保 切久保(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3151 美馬市 美馬町 切久保 切久保(4) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3152 美馬市 美馬町 切久保 切久保(5) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3153 美馬市 美馬町 切久保 切久保(6) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3154 美馬市 美馬町 切久保 切久保(7) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3155 美馬市 美馬町 切久保 切久保(8) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3156 美馬市 美馬町 切久保 切久保(9) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3157 美馬市 美馬町 切久保 切久保(10) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3159 美馬市 美馬町 大久保 大久保(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3166 美馬市 美馬町 大久保 大久保(10) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3167 美馬市 美馬町 大久保 大久保(11) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3168 美馬市 美馬町 大久保 大久保(12) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3169 美馬市 美馬町 大久保 大久保(13) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3171 美馬市 美馬町 大久保 大久保(15) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3172 美馬市 美馬町 大久保 大久保(16) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3173 美馬市 美馬町 大久保 大久保(17) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3178 美馬市 美馬町 正部 正部(2) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3179 美馬市 美馬町 正部 正部(3) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3180 美馬市 美馬町 正部 正部(4) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3181 美馬市 美馬町 正部 正部(5) 急傾斜地の崩壊 H31.3.25 171 H31.3.25 172

Ⅱ-3244 美馬市 美馬町 字平野、字狙ヶ 平野(5) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398
Ⅰ-717 美馬市 美馬町 字大佐古、字観 観音 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3210 美馬市 美馬町 字大北 大北(1) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3211 美馬市 美馬町 字西浦 大北(2) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3217 美馬市 美馬町 字場シ所 岡ノ内(1) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3218 美馬市 美馬町
字場シ所、字白

地、字岡ノ内
岡ノ内(2) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3219 美馬市 美馬町 字岡ノ内 岡ノ内(3) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3220 美馬市 美馬町 字下白地 下白地 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3221 美馬市 美馬町
字西浦、字家ノ

前、字水ノ岡
惣田(1) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3223 美馬市 美馬町
字西浦、字南

畠、字家ノ前
西浦(3) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

類

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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<急傾斜地の崩壊>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

Ⅱ-3226 美馬市 美馬町
字薬師ヶ久保、

字南畠
炭釜 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3230 美馬市 美馬町 字中野 中野(1) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3231 美馬市 美馬町 字中野 中野(2) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396

Ⅱ-3232 美馬市 美馬町 字中野 中野(3) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3233 美馬市 美馬町 字中野 中野(4) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3237 美馬市 美馬町 字南畠 南畠(1) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3238 美馬市 美馬町 字南畠、字西浦 南畠(2) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3239 美馬市 美馬町 字白地 南畠(3) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3240 美馬市 美馬町
字白地、字下白

地、字野田ノ井
白地 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3247 美馬市 美馬町 字薬師ヶ久保 薬師ヶ久保(2) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3254 美馬市 美馬町
字滝ノ上、字水

ノ岡
家前 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3255 美馬市 美馬町
字外墓、字滝ノ

上
外墓(1) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3256 美馬市 美馬町 字外墓 外墓(2) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3285 美馬市 美馬町 字夏弥喜 夏弥喜 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅰ-2027 美馬市 穴吹町 穴吹字池ノ奥 池ノ奥(1) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2852 美馬市 穴吹町 穴吹字池ノ奥 池ノ奥(3) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2853 美馬市 穴吹町 穴吹字池ノ奥 池ノ奥(4) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2854 美馬市 穴吹町 穴吹字池ノ奥 池ノ奥(5) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2856 美馬市 穴吹町 穴吹字奈良坂 奈良坂(4) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅰ-644 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(2) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅰ-648 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(7) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅰ-649 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(8) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅰ-650 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(9) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅰ-651 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(10) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2780 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(12) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2781 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(13) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2782 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(14) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2785 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(17) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2786 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(18) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2787 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(19) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2799 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(31) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2800 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(32) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2801 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(33) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2802 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(34) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2803 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(35) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅰ-706 美馬市 美馬町 字丈寄 丈寄(1) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3108 美馬市 美馬町 字丈寄 丈寄(4) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3109 美馬市 美馬町 字丈寄 丈寄(5) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3120 美馬市 美馬町 字清田、字丈寄 清田(12) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3121 美馬市 美馬町 字丈寄 清田(13) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3122 美馬市 美馬町 字丈寄 清田(14) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3123 美馬市 美馬町 字丈寄 清田(15) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3124 美馬市 美馬町 字丈寄 清田(16) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3125 美馬市 美馬町 字丈寄 清田(17) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3126 美馬市 美馬町 字丈寄 清田(18) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅰ-645 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(3) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2790 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(22) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2792 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(24) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2793 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(25) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅰ-720 美馬市 美馬町 梅ヶ久保 梅ヶ久保 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅰ－713 美馬市 美馬町 大久保 大久保(1) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3158 美馬市 美馬町
大久保、脇町中

八
大久保(2) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-3176 美馬市 美馬町 大久保 大久保(20) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2823 美馬市 穴吹町 穴吹字東成戸 東成戸(1) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2825 美馬市 穴吹町 穴吹字東成戸 東成戸(3) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅱ-2826 美馬市 穴吹町 穴吹字西成戸 東成戸(4) 急傾斜地の崩壊 H31.9.24 396 H31.9.24 398

Ⅰ-671 美馬市 穴吹町 穴吹字池ノ奥 池ノ奥(2) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅰ-669 美馬市 穴吹町

穴吹字葉佐古_

平間_美少田_宮

ノ下

葉佐古 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-2846 美馬市 穴吹町
穴吹字藤ノ本_

龍王
藤ノ本 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-2998 美馬市 穴吹町
口山字宮内、字

田方
田方(8) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅰ-674 美馬市 穴吹町 穴吹字奈良坂 奈良坂(2) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-2839 美馬市 穴吹町
穴吹字井口、口

山字初草、平野
井口(1) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-2840 美馬市 穴吹町 口山字井口 井口(2) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490

Ⅱ-2841 美馬市 穴吹町 口山字井口 井口(3) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-2855 美馬市 穴吹町 貞光字三木枋 奈良坂(3) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490

Ⅱ-2857 美馬市 穴吹町 穴吹字奈良坂 奈良坂(5) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-2858 美馬市 穴吹町 穴吹字奈良坂 奈良坂(6) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490

Ⅱ-2860 美馬市 穴吹町 穴吹字奈良坂 奈良坂(8) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-2864 美馬市 穴吹町 口山字平野 平野(5) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490

Ⅰ-643 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(1) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅰ-647 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(6) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-2783 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(15) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-2784 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(16) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-2791 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷(23) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3554 美馬市 脇町 大字北庄 柴床 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3589 美馬市 脇町 新山 新山 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3592 美馬市 脇町 新山 池の奥 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3594 美馬市 脇町 田上 西田上(2) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3596 美馬市 脇町 田上 東田上(1) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

類

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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<急傾斜地の崩壊>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

Ⅱ-3597 美馬市 脇町 田上 東田上(2) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3598 美馬市 脇町 田上 東田上(3) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3599 美馬市 脇町 新山 福堂 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3398 美馬市 脇町 字東赤谷名 東赤谷名(48) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3456 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(3) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3457 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(4) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3458 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(5) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅰ-739 美馬市 脇町
字曽江名、字西

赤谷
曽江名(2) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅰ-740 美馬市 脇町
字曽江名、大字

北庄
曽江名(3) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3492 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(39) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3493 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(40) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3494 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(41) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3496 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(43) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3497 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(44) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3512 美馬市 脇町 字曽江名 曽江名(4) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3513 美馬市 脇町 字曽江名 曽江名(5) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3514 美馬市 脇町 字曽江名 曽江名(6) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3515 美馬市 脇町 字曽江名 曽江名(7) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3516 美馬市 脇町 字曽江名 曽江名(8) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3519 美馬市 脇町
字曽江名、字西

赤谷
曽江名(11) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅰ-755 美馬市 脇町 新町 新町(1) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3593 美馬市 脇町 田上、福堂 西田上(1) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3600 美馬市 脇町 井口東 井口東(2) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3601 美馬市 脇町 井口東 井口東(3) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3603 美馬市 脇町 井口東 井口東(5) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3604 美馬市 脇町 井口東 井口東(6) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3605 美馬市 脇町 上ノ原 上ノ原(2) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3606 美馬市 脇町 上ノ原 上ノ原(3) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3607 美馬市 脇町 上ノ原 上ノ原(4) 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3622 美馬市 脇町 井口東 井口東 急傾斜地の崩壊 H31.11.11 490 H31.11.11 492

Ⅱ-3296 美馬市 美馬町 中尾 中尾（２） 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅰ-660 美馬市 穴吹町 穴吹字市ノ下 市の下 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅰ-661 美馬市 穴吹町 穴吹字市ノ下 市の下(2) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅰ-662 美馬市 穴吹町 穴吹字市ノ下 市の下(3) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅰ-747 美馬市 脇町 猪尻字西上野 西上野(1) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅰ-748 美馬市 脇町 猪尻字西上野 西上野(2) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅰ-750 美馬市 脇町 猪尻字西上野 西上野(4) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3520 美馬市 脇町 曽江名 曽江名(12) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3580 美馬市 脇町 北庄 上庄 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3460 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(7) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3461 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(8) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3462 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(9) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅰ-736 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷（2） 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595

Ⅰ-737 美馬市 脇町
字曽江名、大字

北庄、字拝原
下曽江 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅰ-752 美馬市 脇町 字拝原 拝原 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3463 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷(10) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3611 美馬市 脇町 東山 東山(2) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅰ-724 美馬市 美馬町 東宗重、高畑 東宗重 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3280 美馬市 美馬町 東段 東段 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3271 美馬市 美馬町 池ノ浦 駅 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅰ-723 美馬市 美馬町
滝ノ宮、北土ヶ

久保
土ヶ久保 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅰ-721 美馬市 美馬町 岡、轟、小長谷 小長谷 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3269 美馬市 美馬町 ノリコヘ、丸山 ノリコヘ(1) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3270 美馬市 美馬町 丸山 ノリコヘ(2) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595

Ⅱ-3272 美馬市 美馬町 丸山 丸山(1) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3273 美馬市 美馬町 丸山 丸山(2) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3274 美馬市 美馬町
明神原、薬師、

岡、笠仏
丸山(3) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅰ-725 美馬市 美馬町 坊僧 坊僧(1) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3282 美馬市 美馬町 坊僧、轟、岡 坊僧(2) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3283 美馬市 美馬町 坊僧 坊僧(3) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3277 美馬市 美馬町 滝ノ宮 滝宮(2) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅰ-2025 美馬市 穴吹町 穴吹字岡 岡(1) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅰ-2026 美馬市 穴吹町 穴吹字市ノ下 西成戸(1) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595

Ⅱ-2821 美馬市 穴吹町 穴吹字市ノ下 西成戸(3) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-2822 美馬市 穴吹町 穴吹字西成戸 西成戸(4) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅰ-657 美馬市 穴吹町 口山字尾山 尾山(5) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-2811 美馬市 穴吹町 口山字尾山 尾山(9) 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

Ⅱ-3464
美馬市

阿波市

脇町

阿波町

西赤谷

西長峰、植桜
西赤谷(11)※ 急傾斜地の崩壊 H31.12.20 595 H31.12.20 597

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

類

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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<土石流>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

脇町-Ｉ-20 美馬市 脇町 曽江名 大塩谷 土石流 H18.11.10  1210 － －

脇町-Ｉ-09 美馬市 脇町 脇町 城の谷 土石流 H23.3.24  168 H23.3.24  170

脇町-Ｉ-10 美馬市 脇町 脇町 城ノ谷 土石流 H23.3.24  168 H23.3.24  170

脇町-Ｉ-11 美馬市 脇町 脇町 東林寺谷 土石流 H23.3.24  168 － －

脇町-ＩI-09 美馬市 脇町 脇町 山根谷 土石流 H23.3.24  168 － －

脇町-Ｉ-12 美馬市 脇町 脇町 小麦谷 土石流 H27.3.31  239 H27.3.31  240

脇町-Ｉ-15 美馬市 脇町

猪尻字西上野、

若宮南、建神社

下南

日野谷 土石流 H27.3.31  239 － －

脇町-Ｉ-25 美馬市 脇町 西赤谷 五台谷 土石流 H27.3.31  239 H27.3.31  240

脇町-Ｉ-26 美馬市 脇町 西赤谷 西赤谷 土石流 H27.3.31  239 H27.3.31  240

脇町-Ｉ-17 美馬市 脇町 拝原 土井谷 土石流 H23.3.24  168 H23.3.24  170

脇町-Ｉ-18 美馬市 脇町 拝原 角助谷 土石流 H23.3.24  168 H23.3.24  170

美馬-Ｉ-01 美馬市 美馬町 中山 黒谷 土石流 H20.12.11  730 H20.12.11  731

美馬-Ｉ-02 美馬市 美馬町 露口 露の谷一号 土石流 H20.12.11  730 H20.12.11  731

美馬-Ｉ-03 美馬市 美馬町 露口 露の谷二号 土石流 H20.12.11  730 H20.12.11  731

美馬-Ｉ-04 美馬市 美馬町 露口 露の谷三号 土石流 H20.12.11  730 H20.12.11  731

危険箇所番

号なし
美馬市 美馬町 屋内 深谷 土石流 H20.12.11  730 H20.12.11  731

美馬-ＩＩ-01 美馬市 美馬町 城 船屋谷川 土石流 H20.12.11  730 H20.12.11  731

美馬-Ｉ-11 美馬市 美馬町 滝ノ宮 姥ヶ谷（西） 土石流 H23.3.24  168 H23.3.24  170

美馬-Ｉ-12 美馬市 美馬町 北土ヶ久保 篠谷 土石流 H23.3.24  168 H23.3.24  170

美馬-Ｉ-13 美馬市 美馬町 北土ヶ久保 姥母ヶ谷 土石流 H23.3.24  168 H23.3.24  170

美馬-Ｉ-14 美馬市 美馬町 北土ヶ久保 姥ヶ谷 土石流 H23.3.24  168 － －

美馬-Ｉ-15 美馬市 美馬町 宗重 棋穀谷 土石流 H23.3.24  168 H23.3.24  170

美馬-ＩＩ-11 美馬市 美馬町 岡 轟谷 土石流 H23.3.24  168 H23.3.24  170

美馬-Ｉ-8 美馬市 美馬町

横尾、猿坂、狙

坂、上突出、井

ノ神

井出谷 土石流 H27.3.31  239 H27.3.31  240

美馬-Ｉ-7 美馬市 美馬町 横尾 猿ヶ谷 土石流 H26.11.26 789 H26.11.26 790

美馬-ＩＩ-2 美馬市 美馬町 里平野 荒川谷 土石流 H26.11.26 789 －　　  －　　 

美馬-ＩＩ-3 美馬市 美馬町 里平野 三ツ久谷川 土石流 H26.11.26 789 H26.11.26 790

美馬-ＩＩ-4 美馬市 美馬町 里平野 西猿ヶ谷 土石流 H26.11.26 789 －　　  －　　 

美馬-ＩＩ-5 美馬市 美馬町 北東原 北東原谷 土石流 H26.11.26 789 H26.11.26 790

美馬-ＩＩ-6 美馬市 美馬町 井ノ神 井ノ神谷 土石流 H26.11.26 789 H26.11.26 790

危険箇所番

号なし
美馬市 美馬町 山嫁坂 嫁坂谷 土石流 H26.11.26 789 H26.11.26 790

美馬-Ｉ-6 美馬市 美馬町 山嫁坂 手水谷 土石流 H26.11.26 789 －　　  －　　 

1 美馬市 穴吹町 三島字小島 本楽寺谷 土石流 H20.12.11  730 H20.12.11  731

2 美馬市 穴吹町 三島字小島 寺尾谷 土石流 H20.12.11  730 － －

3 美馬市 穴吹町 三島字小島 不定谷 土石流 H20.12.11  730 H20.12.11  731

4 美馬市 穴吹町 三島字小島 一の谷 土石流 H20.12.11  730 H20.12.11  731

5 美馬市 穴吹町 三島字小島 中村谷 土石流 H20.12.11  730 H20.12.11  731

6 美馬市 穴吹町 三島字小島 石神谷 土石流 H20.12.11  730 H20.12.11  731

7 美馬市 穴吹町 三島字小島 阿弥陀堂谷 土石流 H20.12.11  730 － －

8 美馬市 穴吹町 三島字小島 東分谷 土石流 H20.12.11  730 H20.12.11  731

9 美馬市 穴吹町 三島字小島 神田谷 土石流 H20.12.11  730 － －

10 美馬市 穴吹町 三島字小島 神田谷（２） 土石流 H20.12.11  730 H20.12.11  731

14 美馬市 穴吹町 三島字三谷 第一楠谷川 土石流 H23.3.24  168 H23.3.24  170

15 美馬市 穴吹町 三島字三谷 宮の谷 土石流 H23.3.24  168 H23.3.24  170

20 美馬市 穴吹町 穴吹字八本松 穴吹谷 土石流 H23.3.24  168 H23.3.24  170

21 美馬市 穴吹町 穴吹字八本松 風呂の谷 土石流 H23.3.24  168 H23.3.24  170

67 美馬市 穴吹町 穴吹字奈良坂 奈良坂谷 土石流 H23.3.24  168 H23.3.24  170

49 美馬市 穴吹町 口山字田方 田方谷川 土石流 H23.3.24  168 H23.3.24  170

27 美馬市 穴吹町 口山字渕名 西谷 土石流 H26.3.28  202 H26.3.28  203

28 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名谷 土石流 H26.3.28  202 H26.3.28  203

29 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名１号支谷 土石流 H26.3.28  202 H26.3.28  203

30 美馬市 穴吹町 口山字渕名 渕名２号支谷 土石流 H26.3.28  202 H26.3.28  203

44 美馬市 穴吹町 古宮字長尾 伊加谷 土石流 H28.11.1  672 H28.11.1  673

45 美馬市 穴吹町 古宮字田野内 田野内１号谷 土石流 H28.11.1  672 H28.11.1  673

46 美馬市 穴吹町 古宮字田野内 田野内２号谷 土石流 H28.11.1  672 H28.11.1  673

47 美馬市 穴吹町 古宮 山の瀬谷川 土石流 H28.11.1  672 H28.11.1  673

48 美馬市 穴吹町 古宮 大佐古谷 土石流 H28.11.1  672 H28.11.1  673

73 美馬市 穴吹町 古宮 栃谷 土石流 H28.11.1  672 H28.11.1  673

穴吹-I-37 美馬市 穴吹町 口山字梶山 アセヨウチ谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

穴吹-I-38 美馬市 穴吹町 口山字梶山 ドウノオク谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

穴吹-II-39 美馬市 穴吹町 口山字梶山 峠谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

穴吹-II-40 美馬市 穴吹町 口山字梶山 上浦谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

穴吹-II-68 美馬市 穴吹町 口山字梶山 大日浦谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

穴吹-II-55 美馬市 穴吹町 口山字仕出原 仕出原１号谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

穴吹-II-74 美馬市 穴吹町 口山字仕出原 仕出原２号谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

穴吹-I-54 美馬市 穴吹町 口山字仕出原 仕出原３号谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

穴吹-I-53 美馬市 穴吹町 口山字仕出原 仕出原４号谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

穴吹-II-34 美馬市 穴吹町 口山字支納 調子野２号支谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

穴吹-II-35 美馬市 穴吹町 口山字支納 調子野３号支谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

穴吹-II-26 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 中野宮谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

穴吹-II-31 美馬市 穴吹町 口山字中野宮 弓立谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

穴吹-I-52 美馬市 穴吹町
口山字宮内、知

野
知野１号谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

穴吹-I-51 美馬市 穴吹町
口山字宮内、知

野
知野２号谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

穴吹-II-50 美馬市 穴吹町
口山字宮内、知

野
知野３号谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

101 美馬市 木屋平 樫原 樫原谷 土石流 H20.12.11  730 H20.12.11  731

103 美馬市 木屋平 南張 南張谷 土石流 H20.12.11  730 H20.12.11  731

104 美馬市 木屋平 櫟の木 櫟木谷 土石流 H22.3.19  139 － － 

106 美馬市 木屋平 瀬津原 瀬津原谷 土石流 H22.3.19  139 H22.3.19  140

107 美馬市 木屋平 瀬津原 森遠下谷 土石流 H22.3.19  139 H22.3.19  140

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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<土石流>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

108 美馬市 木屋平 森遠 大島谷 土石流 H22.3.19  139 H22.3.19  140

109 美馬市 木屋平 谷口 羽向谷川 土石流 H22.10.6  584 H22.10.6  585

110 美馬市 木屋平 谷口 谷口中谷 土石流 H22.10.6  584 － － 

111 美馬市 木屋平 谷口 谷口局谷 土石流 H22.10.6  584 H22.10.6  585

112 美馬市 木屋平 谷口 加美谷 土石流 H22.10.6  584 － － 

114 美馬市 木屋平 谷口 滝の宮谷 土石流 H27.3.31  239 H27.3.31  240

130 美馬市 木屋平 川井 吉田谷 土石流 H22.10.6  584 H22.10.6  585

131 美馬市 木屋平 川井 川井谷 土石流 H22.10.6  584 H22.10.6  585

132 美馬市 木屋平 川井 川井下谷 土石流 H22.10.6  584 H22.10.6  585

121 美馬市 木屋平 川上 佐古谷 土石流 H26.3.28  202 H26.3.28  203

122 美馬市 木屋平 川上 上屋敷谷 土石流 H26.3.28  202 H26.3.28  203

123 美馬市 木屋平 川上 西平谷 土石流 H26.3.28  202 H26.3.28  203

124 美馬市 木屋平 川上 茗荷谷 土石流 H26.3.28  202 H26.3.28  203

125 美馬市 木屋平 川上 安土谷 土石流 H26.3.28  202 H26.3.28  203

118 美馬市 木屋平 川上 赤石谷 土石流 H26.3.28  202 －  － 

119 美馬市 木屋平 川上 神谷 土石流 H26.3.28  202 H26.3.28  203

120 美馬市 木屋平 川上 追詰谷 土石流 H26.3.28  202 H26.3.28  203

115 美馬市 木屋平 寺内 太合１号支谷 土石流 H27.3.31  239 H27.3.31  240

116 美馬市 木屋平 太合 太合２号支谷 土石流 H27.3.31  239 H27.3.31  240

117 美馬市 木屋平 太合 太合３号支谷 土石流 H27.3.31  239 H27.3.31  240

126 美馬市 木屋平 内字天 八幡４号谷 土石流 H27.3.31  239 H27.3.31  240

127 美馬市 木屋平 八幡 八幡３号谷 土石流 H27.3.31  239 H27.3.31  240

128 美馬市 木屋平 有氏 八幡２号谷 土石流 H27.3.31  239 H27.3.31  240

129 美馬市 木屋平 有氏 八幡１号谷 土石流 H27.3.31  239 H27.3.31  240

木屋平-II-

102
美馬市 木屋平 尾山 尾山谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

木屋平-II-

133
美馬市 木屋平 小日浦 小日浦谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

木屋平-II-

134
美馬市 木屋平 二戸、今丸 南二戸谷 土石流 H29.3.17  131 － －

木屋平-II-

135
美馬市 木屋平 二戸、今丸 境谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

木屋平-II-

137
美馬市 木屋平 二戸、今丸 二戸１号支谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

木屋平-II-

136
美馬市 木屋平 二戸、今丸 二戸２号支谷 土石流 H29.3.17  131 H29.3.17  132

穴吹-Ⅰ-43 美馬市 穴吹町 口山字宮内 宮内谷 土石流 H30.3.29 221

穴吹-Ⅱ-33 美馬市 穴吹町
口山字調子野、

字支納
調子野1号支谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

穴吹-Ⅱ-36 美馬市 穴吹町 口山字調子野 森下谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

穴吹-Ⅱ-41 美馬市 穴吹町 口山字調子野 黒谷川 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

穴吹-Ⅱ-42 美馬市 穴吹町 口山字調子野 黒川谷 土石流 H30.3.29 221

穴吹-Ⅰ-25 美馬市 穴吹町 口山字初草 初草谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

穴吹-Ⅱ-24 美馬市 穴吹町
穴吹字井口、口

山字初草
平野谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

105 美馬市 木屋平 字下名 下名谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

18 美馬市 穴吹町 穴吹字戎 柳田谷川 土石流 H30.3.29 221

穴吹-Ⅰ-59 美馬市 穴吹町
穴吹字山神前、

字平間、字遠所
市場谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

穴吹-Ⅰ-60 美馬市 穴吹町
穴吹字遠所、字

宮ノ下、字市場
岡の谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

穴吹-Ⅱ-61 美馬市 穴吹町
穴吹字市場、字

宮ノ下
岡ノ上 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

穴吹-Ⅱ-32 美馬市 穴吹町
口山字宮内、字

知野、字中野宮
榎丸谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅰ-30 美馬市 脇町 西俣名 向晴谷 土石流 H30.3.29 221

脇町-Ⅰ-31 美馬市 脇町 西俣名 坂の谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-17 美馬市 脇町 西俣名 平間谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-18 美馬市 脇町 西俣名 俣名小谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-19 美馬市 脇町 西俣名 一本杉谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-20 美馬市 脇町 西俣名 清水谷（1） 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-27 美馬市 脇町 西俣名 清水橋谷 土石流 H30.3.29 221

脇町-Ⅰ-35 美馬市 脇町 字東俣名 上谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-21 美馬市 脇町 字西俣名 清水谷（2） 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-22 美馬市 脇町 字西俣名 奥曽江１号谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-23 美馬市 脇町 字西俣名 奥曽江２号谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-24 美馬市 脇町 字西俣名 清水上橋谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-25 美馬市 脇町 字西俣名 奥曽江３号谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-26 美馬市 脇町 字西俣名 清光橋谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-34 美馬市 脇町 字東俣名 幽剣橋谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-35 美馬市 脇町 字東俣名 白樫橋上谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-36 美馬市 脇町 字東俣名 奥東俣３号谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-37 美馬市 脇町 字東俣名 奥東俣１号谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-38 美馬市 脇町 字東俣名 奥東俣２号谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-39 美馬市 脇町 字東俣名 白樫橋下谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-40 美馬市 脇町 字東俣名 御所神社谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅰ-36 美馬市 脇町 字東俣名 中川原谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-31 美馬市 脇町 字東俣名 花瀬谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅰ-1 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子1号谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅰ-2 美馬市 脇町 字平帽子 平帽子2号谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅱ-3 美馬市 脇町 字暮畑 井口谷 土石流 H30.3.29 221 H30.3.29 222

脇町-Ⅰ-32 美馬市 脇町 東赤谷名 阿瀬比谷(1) 土石流 H31.3.19 157

脇町-Ⅰ-33 美馬市 脇町 東赤谷名 阿瀬比谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

脇町-Ⅰ-37 美馬市 脇町 東赤谷名 黒北小谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

脇町-Ⅱ-28 美馬市 脇町 東赤谷名 阿瀬比谷(2) 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

脇町-Ⅱ-29 美馬市 脇町 東赤谷名 阿瀬比中谷 土石流 H31.3.19 157

脇町-Ⅱ-30 美馬市 脇町 東赤谷名 阿瀬比上谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

脇町-Ⅰ-14 美馬市 脇町 西大谷，東大谷 大谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

脇町-Ⅱ-11 美馬市 脇町 西大谷，東大谷 薬師堂谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

脇町-Ⅰ-28 美馬市 脇町 西俣名 下夏子谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

脇町-Ⅰ-29 美馬市 脇町 西俣名 夏子谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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<土石流>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

脇町-Ⅱ-15 美馬市 脇町 西俣名 土井の池北谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

脇町-Ⅱ-16 美馬市 脇町 西俣名 葛城神社向谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

脇町-Ⅰ-27 美馬市 脇町 字曽江名 広棚谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

脇町-Ⅰ-34 美馬市 脇町 字曽江名 裏の谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

脇町-Ⅱ-32 美馬市 脇町 字曽江名 古屋敷1号谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

脇町-Ⅱ-33 美馬市 脇町 字曽江名 古屋敷2号谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

脇町-Ⅰ-3 美馬市 脇町 井口 柳谷 土石流 H31.3.19 157

脇町-Ⅲ-3 美馬市 脇町 井口東 井口小谷 土石流 H31.3.19 157

脇町-Ⅰ-5 美馬市 脇町 天神 清水谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

脇町-Ⅰ-6 美馬市 脇町 天神 馬木谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

脇町-Ⅰ-7 美馬市 脇町 馬木 上原小谷 土石流 H31.3.19 157

脇町-Ⅰ-8 美馬市 脇町 馬木 滝下3号谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

脇町-Ⅱ-5 美馬市 脇町 馬木 滝下1号谷 土石流 H31.3.19 157

脇町-Ⅱ-6 美馬市 脇町 馬木 滝下2号谷 土石流 H31.3.19 157 H31.3.19 158

美馬-Ⅰ-19 美馬市 美馬町 清田 上入倉谷 土石流 H31.3.19 157

美馬-Ⅰ-10 美馬市 美馬町

字大上、字栗

林、字前坂、字

藤宇、字東筋、

字道ノ下、字惣

後

藤宇谷 土石流 H31.3.25 171 H31.3.25 172

美馬-Ⅱ-9 美馬市 美馬町

字惣田宗、字西

ノ谷、字東筋、

字藤宇、字立見

山

茅原谷 土石流 H31.3.25 171 H31.3.25 172

脇町-Ⅰ-13 美馬市 脇町 中段 上鏡谷 土石流 H31.3.25 171 H31.3.25 172

脇町-Ⅲ-6 美馬市 脇町 中段 段名谷 土石流 H31.3.25 171 H31.3.25 172

脇町-Ⅲ-7 美馬市 脇町 段 段上小谷 土石流 H31.3.25 171 H31.3.25 172

脇町-Ⅱ-2 美馬市 脇町 梨子木 梨子木谷 土石流 H31.3.25 171

美馬-Ⅱ-10 美馬市 美馬町 立見山 立見山谷 土石流 H31.3.25 171 H31.3.25 172

美馬-Ⅰ-18 美馬市 美馬町 切久保 入倉谷 土石流 H31.3.25 171 H31.3.25 172

美馬-Ⅱ-15 美馬市 美馬町 切久保 金山谷 土石流 H31.3.25 171 H31.3.25 172

美馬-Ⅱ-7 美馬市 美馬町

字下白地、字白

地、字野田ノ

井、字鍋倉

(下白地谷) 土石流 H31.9.24 396 H31.9.24 398

美馬-Ⅱ-8 美馬市 美馬町
字押上、字中野

田ノ井、字平野
(押上谷) 土石流 H31.9.24 396 H31.9.24 398

美馬-Ⅱ-16 美馬市 美馬町

字橋谷、字押

上、字狙ヶ内、

字藤宇、字道ノ

下、字鍋倉

(中岡谷) 土石流 H31.9.24 396 H31.9.24 398

穴吹-Ⅰ-16 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三谷川 土石流 H31.9.24 396 H31.9.24 398

脇町-Ⅰ-21 美馬市 脇町 宮ノ谷 土石流 H31.9.24 396 H31.9.24 397

脇町-Ⅰ-22 美馬市 脇町 大塩小谷 土石流 H31.9.24 396 H31.9.24 397

穴吹-Ⅰ-23 美馬市 穴吹町

穴吹字池ノ奥、

盤若、柳佐古、

奈良坂、井口、

柏

小屋谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

穴吹-Ⅰ-57 美馬市 穴吹町

穴吹字寺前_龍

王_葉佐古_藤ノ

本_美少田

猪ノ谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

穴吹-Ⅰ-58 美馬市 穴吹町

穴吹字葉佐古_

藤ノ本_美少田_

宮ノ下

赤子谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

穴吹-Ⅰ-11 美馬市 穴吹町
三島字三谷、字

舞中島
三島1号谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

穴吹-Ⅰ-12 美馬市 穴吹町 三島字三谷 三島2号谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

穴吹-Ⅰ-13 美馬市 穴吹町 三島字三谷 楠谷川 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

脇町-Ⅱ-12 美馬市 脇町 大字北庄 柴床谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

脇町-Ⅲ-8 美馬市 脇町 大字北庄 柴床小谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

脇町-Ⅱ-7 美馬市 脇町 新山 新町谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

脇町-Ⅰ-38 美馬市 脇町 字西赤谷 上曽江谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

脇町-Ⅰ-39 美馬市 脇町 字西赤谷 宇多谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

脇町-Ⅱ-14 美馬市 脇町 字西赤谷 西赤谷下谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

脇町-Ⅰ-19 美馬市 脇町 字曽江名 池の谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

脇町-Ⅰ-23 美馬市 脇町 字曽江名 山彦谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

脇町-Ⅰ-24 美馬市 脇町
字西赤谷、字曽

江名
吉竹谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

脇町-Ⅱ-1 美馬市 脇町 小星 津山谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 491

脇町-Ⅲ-1 美馬市 脇町 小星 小星1号谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 491

脇町-Ⅲ-2 美馬市 脇町 小星 小星2号谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 491

脇町-Ⅱ-8 美馬市 脇町 脇町 裏の谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

脇町-Ⅲ-5 美馬市 脇町 上ノ原 上ノ原2号谷 土石流 H31.11.11 490 H31.11.11 492

19 美馬市 穴吹町 穴吹字八本松 岡の谷川 土石流 H31.12.20 595

22 美馬市 穴吹町 穴吹字般若 大平谷 土石流 H31.12.20 595

64 美馬市 穴吹町 穴吹字西成戸 西成戸谷 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

65 美馬市 穴吹町 穴吹字西成戸 中の谷 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

66 美馬市 穴吹町 穴吹字東成戸 東成戸谷 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

17 美馬市 穴吹町 口山字尾山 尾山谷(2) 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

穴吹-Ⅰ-56 美馬市 穴吹町
穴吹字龍王_魚

帰_藤ノ本
西の谷川 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

穴吹-Ⅰ-62 美馬市 穴吹町 穴吹字市ノ下 市ノ下2号谷 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

穴吹-Ⅱ-63 美馬市 穴吹町 穴吹字市ノ下 市ノ下1号谷 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

脇町-Ⅰ-16 美馬市 脇町 猪尻字西上野 日野谷(2) 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

脇町-Ⅱ-10 美馬市 脇町 段 段谷 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

脇町-Ⅱ-41 美馬市 脇町 字西赤谷 下曽江谷 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

脇町-Ⅱ-13 美馬市 脇町 字拝原 北庄小谷 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

脇町-Ⅰ-4 美馬市 脇町 上ノ原 清谷 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

脇町-Ⅱ-4 美馬市 脇町 岩倉 清水支谷 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

脇町-Ⅲ-4 美馬市 脇町 東山 上ノ原1号谷 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

美馬-Ⅰ-16 美馬市 美馬町 宗重 玉振谷川 土石流 H31.12.20 595

美馬-Ⅰ-17 美馬市 美馬町 坊僧 吉田谷川 土石流 H31.12.20 595

美馬-Ⅱ-12 美馬市 美馬町 岡 西の谷 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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<土石流>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

美馬-Ⅱ-13 美馬市 美馬町 薬師 西野谷 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

美馬-Ⅱ-14 美馬市 美馬町 蕨草 (坊僧谷) 土石流 H31.12.20 595 H31.12.20 597

<地すべり>

危険箇所番号

箇所番号 郡・市 町・村 字 年 月 日 番 号 年 月 日 番 号

303 美馬市 穴吹町 口山 穴吹猿飼 地すべり H30.3.29 221 － －

305 美馬市 穴吹町 口山 首野 地すべり H30.3.29 221 － －

307 美馬市 穴吹町 口山 大内 地すべり H30.3.29 221 － －

292 美馬市 穴吹町 穴吹 成戸 地すべり H31.12.20 595 － －

315 美馬市 穴吹町 古宮 川瀬 地すべり H31.12.20 595 － －
危険箇所番号なし 美馬市 穴吹町 口山 大屋敷 地すべり R4.2.10 75 － －
危険箇所番号なし 美馬市 穴吹町 口山 中野宮 地すべり R4.2.10 75 － －
危険箇所番号なし 美馬市 木屋平 木屋平 麻衣 地すべり R4.2.10 75 － －
危険箇所番号なし 美馬市 木屋平 木屋平 木屋平南張 地すべり R4.2.10 75 － －
危険箇所番号なし 美馬市 木屋平 木屋平 太合北 地すべり R4.2.10 75 － －
危険箇所番号なし 美馬市 木屋平 木屋平 二戸 地すべり R4.2.10 75 － －
危険箇所番号なし 美馬市 木屋平 木屋平 弓道左岸 地すべり R4.2.10 75 － －
危険箇所番号なし 美馬市 木屋平 木屋平 市初 地すべり R4.2.10 75 － －

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

警戒区域告示 特別警戒区域告示

所在地
区域名称

土砂災害の発生因

となる自然現象種

警戒区域告示 特別警戒区域告示
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２ 砂防三法指定区域（地すべり防止区域）指定箇所一覧表（国土交通省所管分）（平成３１年３月３１日現在）  

指定 告示 指定地面積

番号 区域名 現市町村名 旧市町村名 町・大字 字 告示年月日 番号 (ha)

113 暮畑 美馬市 脇町 脇 暮畑 S36.04.11 1002 7.06

176 東大谷 美馬市 脇町 脇 東大谷 S37.09.11 2203 92.50

184 下中野 美馬市 脇町 脇 下中野 S37.09.11 2203 37.50

186 梨子の木 美馬市 脇町 脇 梨子ノ木 S37.09.11 2203 30.10

187 西大谷 美馬市 脇町 脇 西大谷 S37.09.11 2203 84.70

188 東赤谷 美馬市 脇町 脇 東赤谷 S37.09.11 2203 38.80

189 榎久保 美馬市 脇町 脇 東俣名 S37.09.11 2203 23.80

217 東田上 美馬市 脇町 脇 田上 S37.09.12 2204 10.20

240 中釜 美馬市 脇町 脇 西赤谷 S37.09.12 2204 30.80

311 西赤谷 美馬市 脇町 脇 西赤谷 S38.02.18 229 35.60

312 河原柴 美馬市 脇町 脇 川原柴 S38.02.18 229 70.30

313 横倉 美馬市 脇町 脇 横倉 S38.02.18 229 70.10

314 上中野 美馬市 脇町 脇 上中野 S38.02.18 229 42.30

363 猿巣 美馬市 脇町 脇 西赤谷 S38.10.11 2602 16.60

402 段 美馬市 脇町 脇 段 S42.03.31 1279 63.29

412 相栗 美馬市 脇町 脇 平帽子 S43.01.29 72 11.50

103 入倉 美馬市 美馬町 美馬 入倉 S36.04.11 1002 10.86

181 高尾 美馬市 美馬町 美馬 高尾 S37.09.11 2203 39.40

182 大久保 美馬市 美馬町 美馬 大久保 S37.09.11 2203 42.40

183 藤宇 美馬市 美馬町 美馬 藤宇 S37.09.11 2203 81.90

185 丈寄 美馬市 美馬町 美馬 丈寄 S37.09.11 2203 105.80

192 夏弥喜 美馬市 美馬町 美馬 夏弥喜 S37.09.11 2203 42.40

218 美馬中野 美馬市 美馬町 美馬 中野 S37.09.12 2204 20.30

219 切久保 美馬市 美馬町 美馬 切久保 S37.09.12 2204 32.70

220 清田 美馬市 美馬町 美馬 清田 S37.09.12 2204 50.60

315 猿坂 美馬市 美馬町 美馬 猿坂 S38.02.18 229 24.20

316 野田ノ井 美馬市 美馬町 美馬 野田ノ井 S38.02.18 229 42.30

317 夏蕨 美馬市 美馬町 美馬 夏蕨 S38.02.18 229 53.70

376 吉水 美馬市 美馬町 美馬 吉水 S39.03.18 596 31.51

17 北又 美馬市 穴吹町 穴吹 古宮 S34.03.31 774 50.60

76 首野 美馬市 穴吹町 穴吹 口山 S35.08.13 1596 23.33

91 川瀬 美馬市 穴吹町 穴吹 古宮 S36.04.08 998 48.10

105 鍵掛 美馬市 穴吹町 穴吹 口山 S36.04.11 1002 14.22

106 穴吹猿飼 美馬市 穴吹町 穴吹 口山 S36.04.11 1002 16.49

107 支納 美馬市 穴吹町 穴吹 口山 S36.04.11 1002 15.81

108 成戸 美馬市 穴吹町 穴吹 穴吹 S36.04.11 1002 44.00

110 半平 美馬市 穴吹町 穴吹 古宮 S36.04.11 1002 71.56

111 長尾 美馬市 穴吹町 穴吹 古宮 S36.04.11 1002 10.08

112 大内 美馬市 穴吹町 穴吹 口山 S36.04.11 1002 9.36

112 大内(追加) 美馬市 穴吹町 穴吹 口山 H14.03.25 231 196.25

116 尾山 美馬市 穴吹町 穴吹 口山 S36.04.11 1002 24.12

193 東成戸 美馬市 穴吹町 穴吹 穴吹 S37.09.11 2203 38.90

223 平野 美馬市 穴吹町 穴吹 口山 S37.09.12 2204 36.80

229 拝立 美馬市 穴吹町 穴吹 口山 S37.09.12 2204 20.20

230 大佐古 美馬市 穴吹町 穴吹 古宮 S37.09.12 2204 36.20

231 三谷 美馬市 穴吹町 穴吹 三島 S37.09.12 2204 40.50

306 杖立 美馬市 穴吹町 穴吹 古宮 S38.02.18 229 52.50

307 梶山 美馬市 穴吹町 穴吹 口山 S38.02.18 229 77.30

308 丸山 美馬市 穴吹町 穴吹 口山 S38.02.18 229 83.80

309 仕出原 美馬市 穴吹町 穴吹 口山 S38.02.18 229 123.80

所在地

Ｈ３１．３．３１現在
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指定 告示 指定地面積

番号 区域名 現市町村名 旧市町村名 町・大字 字 告示年月日 番号 (ha)

310 不定 美馬市 穴吹町 穴吹 三島 S38.02.18 229 66.20

360 弓立 美馬市 穴吹町 穴吹 口山 S38.10.11 2603 7.40

361 拝村 美馬市 穴吹町 穴吹 穴吹 S38.10.11 2603 54.10

436 八本松 美馬市 穴吹町 穴吹 H27.12.28 1270 23.68

92 内川地 美馬市 木屋平村 木屋平 下名 S36.04.08 998 32.70

93 ビヤガイチ 美馬市 木屋平村 木屋平 びやがいち S36.04.08 998 19.20

94 谷口 美馬市 木屋平村 木屋平 谷口 S36.04.08 998 38.10

95 谷口カゲ 美馬市 木屋平村 木屋平 谷口カゲ S36.04.08 998 55.20

96 向樫原 美馬市 木屋平村 木屋平 向樫原 S36.04.08 998 39.40

104 森遠 美馬市 木屋平村 木屋平 森遠 S36.04.11 1002 80.56

109 木屋平久保 美馬市 木屋平村 木屋平 川井 S36.04.11 1002 36.72

117 竹尾 美馬市 木屋平村 木屋平 竹尾 S36.04.11 1002 19.29

117 竹尾(追加) 美馬市 木屋平村 木屋平 竹尾 H07.07.24 1397 15.16

194 今丸 美馬市 木屋平村 木屋平 今丸 S37.09.11 2203 45.40

224 杖谷 美馬市 木屋平村 木屋平 杖谷 S37.09.12 2204 45.50

227 三ツ木 美馬市 木屋平村 木屋平 三ツ木 S37.09.12 2204 53.40

228 日比宇 美馬市 木屋平村 木屋平 下名 S37.09.12 2204 24.20

304 八幡 美馬市 木屋平村 木屋平 八幡 S38.02.18 229 56.50

305 葛尾 美馬市 木屋平村 木屋平 葛尾 S38.02.18 229 12.20

362 木屋平大北 美馬市 木屋平村 木屋平 大北 S38.10.11 2602 160.20

435 木屋平久保(2) 美馬市 木屋平村 木屋平 川井 H11.03.23 783 18.53

小計 71箇所 3,180.78

Ｈ３１．３．３１現在

所在地
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３ 砂防三法指定区域（地すべり防止区域）一覧表（林野庁所管分）（令和２年６月９日現在）  

　令和２年６月９日現在

郡・市 現町村名 旧町村名 字

16 田ノ内 美馬市 穴吹町 田ノ内 23.90

50 葛生 美馬市 穴吹町 葛生 101.68

87 穴吹西山 美馬市 穴吹町 西山 38.69

109 内田上 美馬市 穴吹町 内田 165.40

120 喜来 美馬市 穴吹町 喜来 79.75

128 藤原 美馬市 穴吹町 平谷 67.70

11 太合右岸 美馬市 木屋平村 太合カゲ 321.44

18 川上 美馬市 木屋平村 川上カゲ 62.25

49 南張 美馬市 木屋平村 南張 24.62

76 樫原 美馬市 木屋平村 樫原 322.60

93 弓道 美馬市 木屋平村 弓道 69.33

134 白枝谷 美馬市 木屋平村 川上 6.46

計 12箇所 1,283.82

整理

番号
区 域 名

指定面積

(ha)
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４ 砂防三法指定区域（急傾斜地崩壊危険区域）一覧表（平成３０年１１月２６日現在） 

所　在　地

現市町村名 旧市町村名

6 落合 美馬市 脇町 S46.08.27 646 2.20 2.58

6 落合（追加） 美馬市 脇町 H05.01.19 28 0.22 0.25

19 猪尻 美馬市 脇町 S46.12.21 964 7.60 8.30

170 南馬木 美馬市 脇町 S53.03.17 222 1.50 1.74

171 佐尾原 美馬市 脇町 S53.03.17 222 2.34 2.80

172 大木のハナ 美馬市 脇町 S53.03.17 222 0.45 0.52

76 西赤谷 美馬市 脇町 S55.04.30 349 4.00 5.87

438 滝下 美馬市 脇町 H19.02.06 91 0.99 1.41

464 新町（２） 美馬市 脇町 H29.2.21 76 1.87 2.20

77 八幡 美馬市 美馬町 S49.03.26 172 0.69 0.77

78 谷口 美馬市 美馬町 S49.03.26 172 2.35 2.97

79 土ケ久保 美馬市 美馬町 S49.03.26 172 1.48 1.72

118 石仏 美馬市 美馬町 S50.04.11 249 0.64 0.73

169 東宗重 美馬市 美馬町 S53.03.17 222 0.29 0.36

226 竹の内 美馬市 美馬町 S57.04.20 317 3.50 3.88

270 突出 美馬市 美馬町 S61.09.26 683 1.54 1.77

340 滝ノ宮 美馬市 美馬町 H05.09.17 731 1.28 1.45

348 露口 美馬市 美馬町 H07.03.27 232 1.66 1.96

17 穴吹 美馬市 穴吹町 S46.12.21 964 21.70 22.82

18 土場 美馬市 穴吹町 S46.12.21 964 1.00 1.05

33 古宮 美馬市 穴吹町 S47.03.28 244 0.45 0.63

34 小谷 美馬市 穴吹町 S47.03.28 244 4.72 6.08

165 知野 美馬市 穴吹町 S53.03.17 222 1.48 1.71

165 知野（追加） 美馬市 穴吹町 H13.03.27 1238 1.73 2.14

166 市の下 美馬市 穴吹町 S53.03.17 222 1.33 1.52

167 不定 美馬市 穴吹町 S53.03.17 222 2.03 2.28

168 初草 美馬市 穴吹町 S53.03.17 222 0.46 0.53

258 三谷 美馬市 穴吹町 S60.10.04 796 3.09 3.61

411 三谷（２） 美馬市 穴吹町 H15.03.20 245 2.18 2.65

420 三谷（３） 美馬市 穴吹町 H17.03.29 239 0.62 0.68

432 三谷（４） 美馬市 穴吹町 H18.02.28 197 1.65 1.83

466 宮内（１） 美馬市 穴吹町 H30.11.26 755 1.36 1.50

467 宮内（２） 美馬市 穴吹町 H30.11.26 755 0.80 0.89

61 久保 美馬市 木屋平村 S48.03.13 165 2.80 3.43

75 三ツ木 美馬市 木屋平村 S49.03.26 172 0.65 0.95

計 35箇所 82.65 95.58

Ｈ３０．１１．２６現在

備考
斜面積

（ｈａ）

水平面積

（ｈａ）

指定

番号
区　域　名 告示年月日 告示番号
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５ 砂防三法指定区域（砂防指定地）一覧表（令和２年６月９日現在） 

告　示 告示 指定地面積
番号 現市町村名 旧市町村名 水系名 幹川名 渓流名 年月日 番号 (ha)

1 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷 曽江谷 T4.3.31 21 143.5000
2 美馬市 脇町 吉野川 大谷 大谷 T4.10.9 63 90.5300
3 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷 曽江谷 T6.7.14 49 2.7300
4 美馬市 脇町 吉野川 大谷 大谷 T10.9.13 173 0.8200
5 美馬市 脇町 吉野川 大谷 大谷 T15.5.12 71 2.5000
6 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷 曽江谷 T15.12.24 242 23.1000
7 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷 曽江谷 T15.12.24 242 3.7000
8 美馬市 脇町 吉野川 大谷 大谷 S4.6.22 206 6.9500
9 美馬市 脇町 吉野川 馬木谷 新町谷 S4.7.25 248 19.3400

10 美馬市 脇町 吉野川 大谷 大谷 S4.7.25 248 0.2100
11 美馬市 脇町 吉野川 井口谷 井口谷 S11.7.24 426 30.8000
12 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷 曽江谷 S18.2.18 96 188.7200
13 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷 吉竹谷 S22.11.28 360 1.9000
14 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷 山彦谷 S22.11.28 360 1.1000
15 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷 曽江谷 S22.11.28 360 18.4000
16 美馬市 脇町 吉野川 土井谷 土井谷 S22.11.28 360 5.5500
17 美馬市 脇町 吉野川 日野谷 日野谷 S22.11.28 360 3.0300
18 美馬市 脇町 吉野川 城ノ谷 城ノ谷 S24.2.10 97 12.7800
19 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷 五大谷 S26.2.12 64 1.2000
20 美馬市 脇町 吉野川 井口谷 芋穴谷 S28.12.26 1534 16.9100
21 美馬市 脇町 吉野川 馬木谷 馬木谷 S29.3.29 283 0.4300
22 美馬市 脇町 吉野川 馬木谷 新町谷 S30.10.3 1213 3.8700
23 美馬市 脇町 吉野川 大谷 小麦谷 S32.9.25 1181 1.3000
24 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷 大塩谷 S32.9.25 1181 1.6000
25 美馬市 脇町 吉野川 清谷 清谷 S37.6.19 1414 2.6000
26 美馬市 脇町 吉野川 東俣谷 椚野谷 S37.6.19 1414 2.4000
27 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷 阿瀬比谷 S39.1.18 51 1.6000
28 美馬市 脇町 吉野川 土井谷 池の谷 S39.1.18 51 1.4000
29 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷 山根谷 S42.3.31 1181 1.0000
30 美馬市 脇町 吉野川 野村谷 (上)中野谷 S42.12.28 4605 4.2600
31 美馬市 脇町 吉野川 土井谷 池の谷 S42.12.28 4605 6.2400

32 美馬市 脇町 吉野川 東俣谷
冬畑谷及び桐
野谷

S42.12.28 4605 5.2400

33 美馬市 脇町 吉野川 井口谷 横倉谷 S47.5.11 930 2.6000
34 美馬市 脇町 吉野川 東俣谷 横野谷 S47.5.11 930 5.4000

35 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷
今杖谷及び今
杖小谷

S47.5.11 930 7.8000

36 美馬市 脇町 吉野川 東俣谷
東俣谷及び栃
谷

S48.2.21 331 6.0000

37 美馬市 脇町 吉野川 土井谷 池の谷 S49.4.22 613 1.6000
38 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷 相立谷 S49.7.4 951 4.8000
39 美馬市 脇町 吉野川 東俣谷 雨夜谷 S52.2.3 93 3.0000
40 美馬市 脇町 吉野川 井口谷 芋穴谷 S53.1.23 50 3.6000
41 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷 藤川谷 S53.1.23 49 1.0000
42 美馬市 脇町 吉野川 野村谷 中八谷 S54.1.27 95 5.4000
43 美馬市 脇町 吉野川 新町谷川 袋谷 S54.4.24 912 1.7800
44 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷川 広棚谷 S56.4.30 959 2.8000

45 美馬市 脇町 吉野川 土井谷
池の谷及び大
塩谷

S56.4.30 959 1.0600

46 美馬市 脇町 吉野川 井口谷 芋穴谷 S57.5.17 1168 0.2000
47 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷 西阿瀬比谷 S57.5.17 1168 0.4000
48 美馬市 脇町 吉野川 新町谷 滝下谷 S57.5.17 1168 0.4100
49 美馬市 脇町 吉野川 野村谷 平帽子谷 S57.5.17 1168 2.6600
50 美馬市 脇町 吉野川 井口谷 蔭の谷 S59.3.29 758 0.5500

51 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷
阿瀬比谷及び
同支川

S59.10.13 1392 0.3400

52 美馬市 脇町 吉野川 井口谷 井口谷 S61.8.15 1418 0.6800
53 美馬市 脇町 吉野川 大谷川 花瀬谷 S61.8.15 1418 0.5200
54 美馬市 脇町 吉野川 野村谷川 野村谷 S61.12.26 2004 1.6000
55 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷 今杖谷 S62.10.26 1838 0.5200
56 美馬市 脇町 吉野川 東俣谷川 東俣栃谷 S62.10.26 1838 1.7200

57 美馬市 脇町 吉野川 井口谷
横倉谷及び同
左支川

H1.10.11 1731 0.4100

58 美馬市 脇町 吉野川 東俣谷 横野谷 H1.10.11 1731 0.2900
59 美馬市 脇町 吉野川 白水谷 小星谷 H4.3.24 786 0.8400
60 美馬市 脇町 吉野川 東俣谷川 松尾畑谷 H4.3.25 831 3.0600
61 美馬市 脇町 吉野川 井口谷 井口谷 H5.1.22 101 0.2200
62 美馬市 脇町 吉野川 東俣谷川 木戸の谷 H5.3.16 763 1.6000
63 美馬市 脇町 吉野川 東俣谷川 東俣花瀬谷 H6.11.28 2264 1.2900
64 美馬市 脇町 吉野川 東俣谷川 上谷 H8.3.21 728 1.3400
65 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷川 裏の谷 H8.3.21 728 0.6500
66 美馬市 脇町 吉野川 井口谷川 柳谷 H12.5.16 1324 0.4100
67 美馬市 脇町 吉野川 大谷川 境谷 H12.8.9 1754 2.3600
68 美馬市 脇町 吉野川 曽江谷川 清水谷 H12.8.9 1754 0.4300
69 美馬市 脇町 吉野川 大谷川 境谷 H13.12.5 1704 0.5700
70 美馬市 脇町 吉野川 江戸川 坂の谷 H18.9.27 1141 0.8398

所在地
備考

Ｒ２．６．９現在
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告　示 告示 指定地面積
番号 現市町村名 旧市町村名 水系名 幹川名 渓流名 年月日 番号 (ha)

71 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 穴吹川 S24.2.10 97 13.6500
72 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 穴吹川 S26.2.12 64 4.7300
73 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 三谷川 S26.12.15 1038 0.3000
74 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 小屋谷 S26.12.15 1038 0.2300
75 美馬市 穴吹町 吉野川 不定谷川 不定谷川 S26.12.15 1038 0.3200
76 美馬市 穴吹町 吉野川 岡の谷 岡の谷 S28.12.14 1487 1.1700
77 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 市場谷 S28.12.26 1534 5.4200
78 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 風呂ノ谷 S29.1.21 22 0.8900
79 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 拝立谷 S29.8.21 1337 1.6600
80 美馬市 穴吹町 吉野川 一ノ谷川 一ノ谷川 S35.8.29 1830 6.4000
81 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 北又谷 S37.6.19 1414 4.8000
82 美馬市 穴吹町 吉野川 西成戸谷 西成戸谷 S38.2.23 271 0.6400
83 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 調子野谷 S41.7.26 2350 9.3500
84 美馬市 穴吹町 吉野川 東成戸谷 東成戸谷 S41.7.26 2350 2.1200
85 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 北又谷 S42.3.31 1181 0.4400
86 美馬市 穴吹町 吉野川 石神谷 石神谷 S45.9.14 1390 4.1400
87 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 猿飼谷 S47.4.17 815 10.2000
88 美馬市 穴吹町 吉野川 中の谷 中の谷 S47.5.11 930 3.7200
89 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 田の内谷 S47.5.11 930 3.2100
90 美馬市 穴吹町 吉野川 東分谷 東分谷 S50.9.8 1230 3.3000
91 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 仕出原谷 S52.2.3 93 2.2000
92 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 下森谷 S52.4.23 746 3.6000
93 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 淵名谷 S52.4.23 746 3.3000
94 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 調子野谷 S52.6.18 929 1.8000

95 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川

北又谷・北又
谷支一号谷及
び北又谷支二
号谷

S52.6.18 929 11.6000

96 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 西の谷 S53.1.23 49 3.6000
97 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 調子野谷 S53.7.19 1201 2.7000
98 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 大内谷 S54.4.24 912 9.0000
99 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 北又小谷 S56.4.30 959 2.5800

100 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 調子野谷 S59.10.13 1392 0.4100
101 美馬市 穴吹町 吉野川 東分谷 阿弥陀堂谷 S61.8.15 1418 0.6900
102 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 梶山谷 S62.12.9 2073 0.6000

103 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川
調子野谷及び
同右支川

S63.2.23 233 1.2300

104 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川
北又谷及び同
左支川

S63.11.8 2161 0.7500

105 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 大内谷 H2.9.10 1549 0.6300
106 美馬市 穴吹町 吉野川 東分谷 阿弥陀堂谷 H3.3.1 371 16.0000
107 美馬市 穴吹町 吉野川 柳田谷川 柳田谷 H4.3.25 831 3.8400
108 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 北又谷 H5.1.22 101 1.4400
109 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 梶山谷 H5.3.16 763 2.2000
110 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 鍵掛谷 H5.11.19 2192 0.9900
111 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 渕名谷 H8.3.21 728 1.9500
112 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川支調 黒川谷 H8.12.10 2224 4.3000
113 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 大平谷 H8.12.10 2224 2.0600
114 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川支北 長尾谷 H8.12.10 2224 1.4300
115 美馬市 穴吹町 吉野川 明連川 尾山谷 H11.2.18 236 0.4400
116 美馬市 穴吹町 吉野川 明連川 宮の谷 H12.8.9 1754 0.3100
117 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 龍王谷 H12.8.9 1754 0.6700
118 美馬市 穴吹町 吉野川 穴吹川 一谷 H13.3.16 249 2.8100
119 美馬市 穴吹町 吉野川 神田谷川 神田谷 H13.3.16 249 2.3200
120 美馬市 穴吹町 吉野川 明連川 三谷川 H15.2.13 121 2.1600
121 美馬市 穴吹町 吉野川 吉野川 神田谷 H22.4.2 314 0.7559
122 美馬市 美馬町 吉野川 高瀬谷 高瀬谷 M44.4.8 184 179.4600
123 美馬市 美馬町 吉野川 高瀬谷 高瀬谷 S3.3.7 42 7.4300
124 美馬市 美馬町 吉野川 中野谷 中野谷 S3.3.7 42 111.5900
125 美馬市 美馬町 吉野川 中野谷 露の谷 S3.3.7 42 4.8700
126 美馬市 美馬町 吉野川 棋穀谷 棋穀谷 S11.7.24 426 6.8700
127 美馬市 美馬町 吉野川 野村谷 入倉谷 S18.6.8 451 9.1100
128 美馬市 美馬町 吉野川 嫁坂谷 嫁坂谷 S22.11.28 360 6.6500
129 美馬市 美馬町 吉野川 棋穀谷 吉田谷 S26.2.12 64 3.0500
130 美馬市 美馬町 吉野川 吉田谷 玉振谷 S26.2.12 64 4.5000
131 美馬市 美馬町 吉野川 鍋倉谷 鍋倉谷 S26.2.12 64 2.9900
132 美馬市 美馬町 吉野川 中野谷 露の谷 S26.2.12 64 5.2400
133 美馬市 美馬町 吉野川 棋穀谷 吉田谷 S26.12.15 1038 3.6000
134 美馬市 美馬町 吉野川 鍋倉谷 鍋倉谷 S27.8.8 1112 1.2000
135 美馬市 美馬町 吉野川 野村谷 野村谷 S27.8.8 1112 1.2000
136 美馬市 美馬町 吉野川 野村谷 野村谷 S28.7.25 1190 4.1000
137 美馬市 美馬町 吉野川 鍋倉谷 井出谷 S29.3.29 283 2.2000
138 美馬市 美馬町 吉野川 嫁坂谷 猿ケ谷 S29.3.29 283 12.9600
139 美馬市 美馬町 吉野川 鍋倉谷 鍋倉谷 S29.3.29 283 9.9800
140 美馬市 美馬町 吉野川 棋穀谷 姥母ケ谷 S29.11.8 1504 0.6200

Ｒ２．６．９現在
所在地

備考
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告　示 告示 指定地面積
番号 現市町村名 旧市町村名 水系名 幹川名 渓流名 年月日 番号 (ha)
141 美馬市 美馬町 吉野川 黒谷川 黒谷川 S33.4.8 1029 1.8000
142 美馬市 美馬町 吉野川 船屋谷 船屋谷 S33.4.8 1029 1.4000
143 美馬市 美馬町 吉野川 野村谷 野村谷 S35.8.29 1830 4.6000
144 美馬市 美馬町 吉野川 入倉谷 神場谷 S37.6.19 1414 2.4000
145 美馬市 美馬町 吉野川 野村谷 野村谷 S38.2.23 271 4.9000
146 美馬市 美馬町 吉野川 棋穀谷 棋穀谷 S42.12.28 4605 35.6000
147 美馬市 美馬町 吉野川 棋穀谷 轟谷 S42.12.28 4605 6.3500
148 美馬市 美馬町 吉野川 中野谷 露の谷 S42.12.28 4605 4.3800
149 美馬市 美馬町 吉野川 野村谷 野村谷 S45.9.14 1390 23.5000
150 美馬市 美馬町 吉野川 嫁坂谷 猿ケ谷 S53.1.23 50 0.7200

151 美馬市 美馬町 吉野川 中野谷
中野谷及び西
大久保谷

S56.4.30 959 8.8800

152 美馬市 美馬町 吉野川 吉田谷 栃谷 S56.4.30 959 1.4700

153 美馬市 美馬町 吉野川 黒谷川
黒谷川及び東
黒谷川

S57.5.17 1168 1.4000

154 美馬市 美馬町 吉野川 野村谷 猪の谷 S58.3.23 758 0.3100
155 美馬市 美馬町 吉野川 船屋谷 船屋谷 S59.10.13 1392 0.5500
156 美馬市 美馬町 吉野川 嫁坂谷 手水谷 S60.7.2 990 0.5600
157 美馬市 美馬町 吉野川 野村谷 日浦谷 S60.7.2 990 0.3500
158 美馬市 美馬町 吉野川 吉田谷川 棋穀谷 S61.12.26 2004 1.2700
159 美馬市 美馬町 吉野川 嫁坂谷 嫁坂谷 S62.10.26 1838 0.8000
160 美馬市 美馬町 吉野川 吉田谷川 西の谷 H1.1.21 83 0.3600
161 美馬市 美馬町 吉野川 中野谷川 倉尾谷 H1.10.11 1731 1.2000

162 美馬市 美馬町 吉野川 吉田谷
玉振谷及び同
左支川

H3.3.1 371 2.1900

163 美馬市 美馬町 吉野川 嫁坂谷 西猿ケ谷 H4.3.25 831 3.8600
164 美馬市 美馬町 吉野川 吉田谷川 西吉田谷 H5.3.16 763 1.5000
165 美馬市 美馬町 吉野川 棋穀谷川 姥ケ谷 H12.5.16 1324 0.5100
166 美馬市 美馬町 吉野川 野村谷川 清田谷 H13.3.16 249 0.5100
167 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 穴吹川 S24.10.25 871 8.1000
168 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 大島谷 S38.2.26 277 0.2000
169 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 竹尾谷 S38.2.26 277 0.3500
170 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 白江谷 S38.2.26 277 3.9500
171 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 太合谷 S39.5.23 1359 1.7000
172 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 大北谷 S41.7.26 2355 3.2700
173 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 谷口カゲ谷 S41.7.26 2355 2.1800

174 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川
今丸谷及び支
川

S42.3.31 1181 2.2700

175 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川
二戸谷、境谷
及び南二戸谷

S42.8.26 2630 23.5700

176 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 内父谷 S47.5.11 930 6.6500
177 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 弓道谷 S48.8.2 1676 2.5600
178 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 穴吹川 S49.4.22 613 3.0000
179 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 穴吹川 S52.4.23 746 8.0000
180 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 川原谷 S52.4.23 746 5.2000
181 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 内川谷 S52.4.23 746 3.6000
182 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 樫原谷 S52.6.18 929 3.6000
183 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 川井谷 S52.6.18 929 3.2500
184 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 滝の宮谷 S54.1.27 95 1.3600
185 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 川原谷 S59.3.29 758 1.9800
186 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 内父谷 S61.8.15 1418 0.7200
187 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 葛尾谷 S62.10.26 1838 0.7000
188 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 今丸谷 S62.10.26 1838 0.6200
189 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 川井谷 S63.11.11 2198 0.6600
190 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 川原谷 H2.9.10 1549 4.3900
191 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 内父谷 H5.1.22 101 2.3700
192 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 小日浦谷 H6.1.28 139 1.4400
193 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 穴吹川 H13.3.16 249 11.4900
194 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 谷口局谷 H13.12.5 1704 0.5400
195 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 川原谷 H14.3.7 155 0.4200
196 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川 南二戸谷 H17.4.15 463 1.9247

197 美馬市 木屋平村 吉野川 穴吹川
谷口局谷(追
加)

H28.5.16 741 0.1459

計 197箇所 1440.7163

Ｒ２．６．９現在
所在地

備考
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６ 地すべり指定地一覧表（農林水産省所管分）（最新告示年月日：令和２年６月５日） 

最新の告示年月日：令和２年６月５日

県内 所　　　在　　　地 所管 指定 告示年月日 指定面積

番号 郡市 町村 大字 事務所 年度 元号 (ha)

15 冬畑 美馬市 脇町 東赤谷名 美馬 S39 S39.4.27 56.18

78 芋穴 美馬市 脇町 芋穴 美馬 S49 S50.3.13 76.76

3 半平 美馬市 穴吹町 大平 美馬 S36 S36.12.12 19.35

13 穴吹平谷 美馬市 穴吹町 古宮 美馬 S38 S38.4.12 37.91

42 渕名 美馬市 穴吹町 口山 美馬 S43 S44.3.31 20.68

49 長尾上 美馬市 穴吹町 古宮 美馬 S45 S46.3.26 24.10

55 大重 美馬市 穴吹町 大重 美馬 S46 S47.3.18 50.00

89 大屋敷 美馬市 穴吹町 口山 美馬 S53 S54.3.31 47.45

96 西谷 美馬市 穴吹町 口山 美馬 S55 S56.2.18 121.80

101 中野宮 美馬市 穴吹町 口山 美馬 S57 S58.3.23 144.00

111 支納左岸 美馬市 穴吹町 支納 美馬 S61 S62.3.25 80.50

2 麻衣 美馬市 木屋平村 麻衣 美馬 S33 S34.3.31 171.90

S38 S38.4.12 129.22

S42 S43.3.18 31.41

25 太合北 美馬市 木屋平村 太合 美馬 S39 S40.1.27 94.48

S42 S43.2.27 50.59

S54 S55.3.17 13.00

40 弓道左岸 美馬市 木屋平村 弓道 美馬 S43 S44.3.31 20.32

83 市初 美馬市 木屋平村 市初 美馬 S51 S52.3.26 46.50

計 17工区 1,236.15

37 二戸 美馬市 木屋平村 二戸 美馬

区域名

14 木屋平南張 美馬市 木屋平村 三ツ木 美馬
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７ 土砂災害危険箇所（地すべり危険箇所）一覧表（国土交通省所管分） 

　 (国土交通省所管分)

64 夏子 吉野川 曽江谷川 曽江谷川 美馬市 脇町 西俣名 92.2

65 鼓尾 吉野川 大谷川 大谷川 美馬市 脇町 鼓尾 100.0

66 下大滝 吉野川 大谷川 大谷川 美馬市 脇町 東大谷 89.1

67 西暮畑 吉野川 井口谷川 井口谷川 美馬市 脇町 暮畑 126.6

68 水谷 吉野川 曽江谷川 曽江谷川 美馬市 脇町 西赤谷 73.3

69 芋尻 吉野川 大谷川 大谷川 美馬市 脇町 大谷 212.0

70 惣後 吉野川 野村谷川 倉谷 美馬市 美馬町 惣後 26.4

71 倉尾 吉野川 中野谷川 中野谷川 美馬市 美馬町 倉尾 128.1

72 野田ノ井下 吉野川 鍋倉谷川 鍋倉谷川 美馬市 美馬町 野田ノ井 101.6

84 穴吹 吉野川 吉野川 吉野川 美馬市 穴吹町 穴吹 106.2

85 小島 吉野川 吉野川 吉野川 美馬市 穴吹町 三島 79.7

86 市の下 吉野川 穴吹川 穴吹川 美馬市 穴吹町 穴吹 97.7

87 馬内 吉野川 穴吹川 穴吹川 美馬市 穴吹町 口山 28.5

88 知野 吉野川 穴吹川 穴吹川 美馬市 穴吹町 口山 53.1

89 首野上 吉野川 穴吹川 穴吹川 美馬市 穴吹町 口山 14.1

90 田方 吉野川 穴吹川 穴吹川 美馬市 穴吹町 口山 93.1

91 首野(2) 吉野川 穴吹川 穴吹川 美馬市 穴吹町 口山 23.4

92 左手 吉野川 半田川 半田川 美馬市 穴吹町 口山 39.1

計 18箇所 1,484.2

河　川　名 位　　　置

面積(ha)
町・字

整理
番号

箇所名
水系名 幹川名 渓流名 現市町村名 旧市町村名
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８ 土砂災害危険箇所（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ）一覧表（国土交通省所管分） 

市町村 旧市町村 町・字 小字

Ⅰ-731 自然斜面 東赤谷名（1） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅰ-732 自然斜面 東赤谷名（2） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅰ-733 自然斜面 東赤谷名（3） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅰ-734 自然斜面 落合 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅰ-735 自然斜面 西赤谷（2） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅰ-736 自然斜面 西赤谷 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅰ-737 自然斜面 下曽江 美馬市 脇町 下曽江

Ⅰ-738 自然斜面 曽江名（1） 美馬市 脇町 曽江名

Ⅰ-739 自然斜面 曽江名（2） 美馬市 脇町 曽江名

Ⅰ-740 自然斜面 曽江名（3） 美馬市 脇町 曽江名

Ⅰ-741 自然斜面 広棚 美馬市 脇町 広棚

Ⅰ-742 自然斜面 西大谷（1） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅰ-743 自然斜面 西大谷（2） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅰ-744 自然斜面 西大谷（3） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅰ-745 自然斜面 西大谷（4） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅰ-746 自然斜面 東大谷（1） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅰ-747 自然斜面 西上野（1） 美馬市 脇町 猪尻 西上野

Ⅰ-748 自然斜面 西上野（2） 美馬市 脇町 猪尻 西上野

Ⅰ-749 自然斜面 西上野（3） 美馬市 脇町 猪尻 西上野

Ⅰ-750 自然斜面 西上野（4） 美馬市 脇町 猪尻 西上野

Ⅰ-751 自然斜面 猪尻 美馬市 脇町 猪尻 猪尻

Ⅰ-752 自然斜面 拝原 美馬市 脇町 拝原

Ⅰ-753 自然斜面 佐城 美馬市 脇町 北庄 佐尾原

Ⅰ-754 自然斜面 佐尾原（1） 美馬市 脇町 脇町 佐尾原

Ⅰ-755 自然斜面 新町（1） 美馬市 脇町 脇町 新町

Ⅰ-756 自然斜面 新町（2） 美馬市 脇町 脇町 新町

Ⅰ-757 自然斜面 大工町 美馬市 脇町 脇町 大工町

Ⅰ-758 自然斜面 東城山（1） 美馬市 脇町 脇町 東城山

Ⅰ-759 自然斜面 上ノ原（1） 美馬市 脇町 上ノ原

Ⅰ-760 自然斜面 井口（7） 美馬市 脇町 井口

Ⅰ-761 自然斜面 小兵 美馬市 脇町 小兵

Ⅰ-762 自然斜面 滝下（1） 美馬市 脇町 滝下

Ⅰ-763 自然斜面 芋穴（1） 美馬市 脇町 芋穴

Ⅰ-764 自然斜面 上中野（1） 美馬市 脇町 上中野

Ⅰ-765 自然斜面 上中野（2） 美馬市 脇町 上中野

Ⅰ-766 自然斜面 中八（1） 美馬市 脇町 中八

Ⅰ-767 自然斜面 川原柴（1） 美馬市 脇町 川原柴

Ⅰ-768 自然斜面 川原柴（2） 美馬市 脇町 川原柴

Ⅰ-769 自然斜面 平帽子（1） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅰ-639 自然斜面 小島（1） 美馬市 穴吹町 三島 小島

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ）

箇所
番号

斜面
区分

箇所名

位置

平成２６年１月１日現在
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市町村 旧市町村 町・字 小字

Ⅰ-640 自然斜面 小島（2） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅰ-641 自然斜面 小島（3） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅰ-642 自然斜面 不定 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅰ-643 自然斜面 三谷（1） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅰ-644 自然斜面 三谷（2） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅰ-645 自然斜面 三谷（3） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅰ-646 自然斜面 三谷（5） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅰ-647 自然斜面 三谷（6） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅰ-648 自然斜面 三谷（7） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅰ-649 自然斜面 三谷（8） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅰ-650 自然斜面 三谷（9） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅰ-651 自然斜面 三谷（10） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅰ-652 自然斜面 三谷（11） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅰ-653 自然斜面 尾山（1） 美馬市 穴吹町 口山 尾山

Ⅰ-654 自然斜面 尾山（2） 美馬市 穴吹町 口山 尾山

Ⅰ-655 自然斜面 尾山（3） 美馬市 穴吹町 口山 尾山

Ⅰ-656 自然斜面 尾山（4） 美馬市 穴吹町 口山 尾山

Ⅰ-657 自然斜面 尾山（5） 美馬市 穴吹町 口山 尾山

Ⅰ-658 自然斜面 戎（1） 美馬市 穴吹町 穴吹 戎

Ⅰ-659 自然斜面 戎（2） 美馬市 穴吹町 穴吹 戎

Ⅰ-660 自然斜面 市の下 美馬市 穴吹町 穴吹 市の下

Ⅰ-661 自然斜面 市の下（2） 美馬市 穴吹町 穴吹 市の下

Ⅰ-662 自然斜面 市の下（3） 美馬市 穴吹町 穴吹 市の下

Ⅰ-663 自然斜面 西成戸（2） 美馬市 穴吹町 穴吹 西成戸

Ⅰ-664 自然斜面 岡の上（1） 美馬市 穴吹町 穴吹 岡の上

Ⅰ-665 自然斜面 山神前（1） 美馬市 穴吹町 穴吹 山神前

Ⅰ-666 自然斜面 山神前（2） 美馬市 穴吹町 穴吹 山神前

Ⅰ-667 自然斜面 遠所（1） 美馬市 穴吹町 穴吹 遠所

Ⅰ-668 自然斜面 遠所（2） 美馬市 穴吹町 穴吹 遠所

Ⅰ-669 自然斜面 葉佐古 美馬市 穴吹町 穴吹 葉佐古

Ⅰ-670 自然斜面 藪の下 美馬市 穴吹町 穴吹 藪の下

Ⅰ-671 自然斜面 池の奥（2） 美馬市 穴吹町 穴吹 池の奥

Ⅰ-672 自然斜面 井口 美馬市 穴吹町 穴吹 井口

Ⅰ-673 自然斜面 奈良坂（1） 美馬市 穴吹町 穴吹 奈良坂

Ⅰ-674 自然斜面 奈良坂（2） 美馬市 穴吹町 穴吹 奈良坂

Ⅰ-675 自然斜面 馬内（1） 美馬市 穴吹町 口山 馬内

Ⅰ-676 自然斜面 平野（1） 美馬市 穴吹町 口山 平野

Ⅰ-677 自然斜面 平野（2） 美馬市 穴吹町 口山 平野

Ⅰ-678 自然斜面 平野（3） 美馬市 穴吹町 口山 平野

Ⅰ-679 自然斜面 仕出原（1） 美馬市 穴吹町 口山 仕出原

箇所名

位置

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ） 平成２６年１月１日現在

箇所
番号

斜面
区分
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市町村 旧市町村 町・字 小字

Ⅰ-680 自然斜面 初草 美馬市 穴吹町 口山 初草

Ⅰ-681 自然斜面 初草（2） 美馬市 穴吹町 口山 初草

Ⅰ-682 自然斜面 初草（3） 美馬市 穴吹町 口山 初草

Ⅰ-683 自然斜面 丸山（1） 美馬市 穴吹町 口山 丸山

Ⅰ-684 自然斜面 中野（1） 美馬市 穴吹町 口山 中野

Ⅰ-685 自然斜面 西山（1） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅰ-686 自然斜面 西山（2） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅰ-687 自然斜面 渕名（1） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅰ-688 自然斜面 渕名（2） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅰ-689 自然斜面 支納（1） 美馬市 穴吹町 口山 支納

Ⅰ-690 自然斜面 首野（1） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅰ-691 自然斜面 首野（2） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅰ-692 自然斜面 首野（3） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅰ-693 自然斜面 首野（4） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅰ-694 自然斜面 梶山（1） 美馬市 穴吹町 口山 梶山

Ⅰ-695 自然斜面 調子野（1） 美馬市 穴吹町 口山 調子野

Ⅰ-696 自然斜面 宮内（1） 美馬市 穴吹町 口山 宮内

Ⅰ-697 自然斜面 宮内（2） 美馬市 穴吹町 口山 宮内

Ⅰ-698 自然斜面 知野 美馬市 穴吹町 口山 知野

Ⅰ-699 自然斜面 知野（2） 美馬市 穴吹町 口山 知野

Ⅰ-700 自然斜面 大内（1） 美馬市 穴吹町 口山 大内

Ⅰ-701 自然斜面 大内（2） 美馬市 穴吹町 古宮 大内

Ⅰ-702 自然斜面 大平（1） 美馬市 穴吹町 古宮 大平

Ⅰ-703 自然斜面 長尾 美馬市 穴吹町 古宮 長尾

Ⅰ-704 自然斜面 長尾 美馬市 穴吹町 古宮 長尾

Ⅰ-705 自然斜面 田野内（1） 美馬市 穴吹町 古宮 田野内

Ⅰ-706 自然斜面 丈寄（1） 美馬市 美馬町 丈寄

Ⅰ-707 自然斜面 清田（1） 美馬市 美馬町 清田

Ⅰ-708 自然斜面 入倉（1） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅰ-709 自然斜面 切久保 美馬市 美馬町 切久保

Ⅰ-710 自然斜面 石仏（2） 美馬市 美馬町 石仏

Ⅰ-711 自然斜面 石仏（3） 美馬市 美馬町 切久保

Ⅰ-712 自然斜面 切久保（1） 美馬市 美馬町 切久保

Ⅰ-713 自然斜面 大久保（1） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅰ-714 自然斜面 惣後（1） 美馬市 美馬町 惣後

Ⅰ-715 自然斜面 惣田（1） 美馬市 美馬町 惣田

Ⅰ-716 自然斜面 惣田（2） 美馬市 美馬町 惣田

Ⅰ-717 自然斜面 観音 美馬市 美馬町 観音

Ⅰ-718 自然斜面 黒砂 美馬市 美馬町 黒砂

Ⅰ-719 自然斜面 平野（1） 美馬市 美馬町 平野

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ） 平成２６年１月１日現在

箇所
番号

斜面
区分

箇所名

位置
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市町村 旧市町村 町・字 小字

Ⅰ-720 自然斜面 梅ヶ久保 美馬市 美馬町 梅ヶ久保

Ⅰ-721 自然斜面 小長谷 美馬市 美馬町 小長谷

Ⅰ-722 自然斜面 滝宮 美馬市 美馬町 滝宮

Ⅰ-723 自然斜面 土ヶ久保 美馬市 美馬町 土ヶ久保

Ⅰ-724 自然斜面 東宗重 美馬市 美馬町 東宗重

Ⅰ-725 自然斜面 坊僧（1） 美馬市 美馬町 坊僧

Ⅰ-726 自然斜面 谷口 美馬市 美馬町 谷口

Ⅰ-727 自然斜面 竹ノ内 美馬市 美馬町 竹ノ内

Ⅰ-728 自然斜面 八幡 美馬市 美馬町 八幡

Ⅰ-729 自然斜面 八幡（2） 美馬市 美馬町 八幡

Ⅰ-730 自然斜面 露口 美馬市 美馬町 露口

Ⅰ-606 自然斜面 樫原（1） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅰ-607 自然斜面 樫原（2） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅰ-608 自然斜面 樫原（3） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅰ-609 自然斜面 市初（1） 美馬市 木屋平村 市初

Ⅰ-610 自然斜面 今丸（1） 美馬市 木屋平村 今丸

Ⅰ-611 自然斜面 三ツ木 美馬市 木屋平村 三ツ木

Ⅰ-612 自然斜面 三ツ木（2） 美馬市 木屋平村 三ツ木

Ⅰ-613 自然斜面 三ツ木（3） 美馬市 木屋平村 三ツ木

Ⅰ-614 自然斜面 南張（1） 美馬市 木屋平村 南張

Ⅰ-615 自然斜面 大北（1） 美馬市 木屋平村 大北

Ⅰ-616 自然斜面 川井（1） 美馬市 木屋平村 川井

Ⅰ-617 自然斜面 川井（2） 美馬市 木屋平村 川井

Ⅰ-618 自然斜面 川井（3） 美馬市 木屋平村 川井

Ⅰ-619 自然斜面 川井（4） 美馬市 木屋平村 川井

Ⅰ-620 自然斜面 川井（5） 美馬市 木屋平村 川井

Ⅰ-621 自然斜面 櫟の木（1） 美馬市 木屋平村 櫟の木

Ⅰ-622 自然斜面 下名（1） 美馬市 木屋平村 下名

Ⅰ-623 自然斜面 弓道（1） 美馬市 木屋平村 弓道

Ⅰ-624 自然斜面 弓道（2） 美馬市 木屋平村 弓道

Ⅰ-625 自然斜面 森遠（1） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅰ-626 自然斜面 森遠（2） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅰ-627 自然斜面 森遠（3） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅰ-628 自然斜面 谷口（1） 美馬市 木屋平村 谷口

Ⅰ-629 自然斜面 谷口（2） 美馬市 木屋平村 谷口

Ⅰ-630 自然斜面 谷口（3） 美馬市 木屋平村 谷口

Ⅰ-631 自然斜面 太合（1） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅰ-632 自然斜面 太合（2） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅰ-633 自然斜面 太合（3） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅰ-634 自然斜面 太合（4） 美馬市 木屋平村 太合

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ） 平成２６年１月１日現在

箇所
番号

斜面
区分

箇所名

位置
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市町村 旧市町村 町・字 小字

Ⅰ-635 自然斜面 川上（1） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅰ-636 自然斜面 川上（2） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅰ-637 自然斜面 川上（3） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅰ-638 自然斜面 川上（4） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅰ-2024 人工斜面 三谷（4） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅰ-2025 人工斜面 岡（1） 美馬市 穴吹町 穴吹 岡

Ⅰ-2026 人工斜面 西成戸（1） 美馬市 穴吹町 穴吹 西成戸

Ⅰ-2027 人工斜面 池の奥（1） 美馬市 穴吹町 穴吹 池の奥

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅰ） 平成２６年１月１日現在

箇所
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斜面
区分

箇所名
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９ 土砂災害危険箇所（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ）一覧表（国土交通省所管分） 

市町村 旧市町村 町・字 小字

Ⅱ-3307 自然斜面 東俣名（1） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3308 自然斜面 東俣名（2） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3309 自然斜面 東俣名（3） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3310 自然斜面 東俣名（4） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3311 自然斜面 東俣名（5） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3312 自然斜面 東俣名（6） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3313 自然斜面 東俣名（7） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3314 自然斜面 東俣名（8） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3315 自然斜面 東俣名（9） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3316 自然斜面 東俣名（10） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3317 自然斜面 東俣名（11） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3318 自然斜面 東俣名（12） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3319 自然斜面 東俣名（13） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3320 自然斜面 東俣名（14） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3321 自然斜面 東俣名（15） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3322 自然斜面 東俣名（16） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3323 自然斜面 東俣名（17） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3324 自然斜面 東俣名（18） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3325 自然斜面 東俣名（19） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3326 自然斜面 東俣名（20） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3327 自然斜面 東俣名（21） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3328 自然斜面 東俣名（22） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3329 自然斜面 東俣名（23） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3330 自然斜面 東俣名（24） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3331 自然斜面 東俣名（25） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3332 自然斜面 東俣名（26） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3333 自然斜面 東俣名（27） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3334 自然斜面 東俣名（28） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3335 自然斜面 東俣名（29） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3336 自然斜面 東俣名（30） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3337 自然斜面 東俣名（31） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3338 自然斜面 東俣名（32） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3339 自然斜面 東俣名（33） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3340 自然斜面 東俣名（34） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3341 自然斜面 東俣名（35） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3342 自然斜面 東俣名（36） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3343 自然斜面 東俣名（37） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3344 自然斜面 東俣名（38） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3345 自然斜面 東俣名（39） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3346 自然斜面 東俣名（40） 美馬市 脇町 東俣名

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在

箇所
番号

斜面
区分

箇所名

位置
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市町村 旧市町村 町・字 小字

Ⅱ-3347 自然斜面 東俣名（41） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3348 自然斜面 東俣名（42） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3349 自然斜面 東俣名（43） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3350 自然斜面 東俣名（44） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3351 自然斜面 東俣名（45） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3352 自然斜面 東俣名（46） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3353 自然斜面 東俣名（47） 美馬市 脇町 東俣名

Ⅱ-3354 自然斜面 東赤谷名（4） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3355 自然斜面 東赤谷名（5） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3356 自然斜面 東赤谷名（6） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3357 自然斜面 東赤谷名（7） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3358 自然斜面 東赤谷名（8） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3359 自然斜面 東赤谷名（9） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3360 自然斜面 東赤谷名（10） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3361 自然斜面 東赤谷名（11） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3362 自然斜面 東赤谷名（12） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3363 自然斜面 東赤谷名（13） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3364 自然斜面 東赤谷名（14） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3365 自然斜面 東赤谷名（15） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3366 自然斜面 東赤谷名（16） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3367 自然斜面 東赤谷名（17） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3368 自然斜面 東赤谷名（18） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3369 自然斜面 東赤谷名（19） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3370 自然斜面 東赤谷名（20） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3371 自然斜面 東赤谷名（21） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3372 自然斜面 東赤谷名（22） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3373 自然斜面 東赤谷名（23） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3374 自然斜面 東赤谷名（24） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3375 自然斜面 東赤谷名（25） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3376 自然斜面 東赤谷名（26） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3377 自然斜面 東赤谷名（27） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3378 自然斜面 東赤谷名（28） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3379 自然斜面 東赤谷名（29） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3380 自然斜面 東赤谷名（30） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3381 自然斜面 東赤谷名（31） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3382 自然斜面 東赤谷名（32） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3383 自然斜面 東赤谷名（33） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3384 自然斜面 東赤谷名（34） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3385 自然斜面 東赤谷名（35） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3386 自然斜面 東赤谷名（36） 美馬市 脇町 東赤谷名

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在

箇所
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斜面
区分

箇所名
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市町村 旧市町村 町・字 小字

Ⅱ-3387 自然斜面 東赤谷名（37） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3388 自然斜面 東赤谷名（38） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3389 自然斜面 東赤谷名（39） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3390 自然斜面 東赤谷名（40） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3391 自然斜面 東赤谷名（41） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3392 自然斜面 東赤谷名（42） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3393 自然斜面 東赤谷名（43） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3394 自然斜面 東赤谷名（44） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3395 自然斜面 東赤谷名（45） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3396 自然斜面 東赤谷名（46） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3397 自然斜面 東赤谷名（47） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3398 自然斜面 東赤谷名（48） 美馬市 脇町 東赤谷名

Ⅱ-3399 自然斜面 西俣名（1） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3400 自然斜面 西俣名（2） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3401 自然斜面 西俣名（3） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3402 自然斜面 西俣名（4） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3403 自然斜面 西俣名（5） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3404 自然斜面 西俣名（6） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3405 自然斜面 西俣名（7） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3406 自然斜面 西俣名（8） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3407 自然斜面 西俣名（9） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3408 自然斜面 西俣名（10） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3409 自然斜面 西俣名（11） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3410 自然斜面 西俣名（12） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3411 自然斜面 西俣名（13） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3412 自然斜面 西俣名（14） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3413 自然斜面 西俣名（15） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3414 自然斜面 西俣名（16） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3415 自然斜面 西俣名（17） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3416 自然斜面 西俣名（18） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3417 自然斜面 西俣名（19） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3418 自然斜面 西俣名（20） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3419 自然斜面 西俣名（21） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3420 自然斜面 西俣名（22） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3421 自然斜面 西俣名（23） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3422 自然斜面 西俣名（24） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3423 自然斜面 西俣名（25） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3424 自然斜面 西俣名（26） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3425 自然斜面 西俣名（27） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3426 自然斜面 西俣名（28） 美馬市 脇町 西俣名

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在

箇所
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斜面
区分

箇所名
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市町村 旧市町村 町・字 小字

Ⅱ-3427 自然斜面 西俣名（29） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3428 自然斜面 西俣名（30） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3429 自然斜面 西俣名（31） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3430 自然斜面 西俣名（32） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3431 自然斜面 西俣名（33） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3432 自然斜面 西俣名（34） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3433 自然斜面 西俣名（35） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3434 自然斜面 西俣名（36） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3435 自然斜面 西俣名（37） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3436 自然斜面 西俣名（38） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3437 自然斜面 西俣名（39） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3438 自然斜面 西俣名（40） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3439 自然斜面 西俣名（41） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3440 自然斜面 西俣名（42） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3441 自然斜面 西俣名（43） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3442 自然斜面 西俣名（44） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3443 自然斜面 西俣名（45） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3444 自然斜面 西俣名（46） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3445 自然斜面 西俣名（47） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3446 自然斜面 西俣名（48） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3447 自然斜面 西俣名（49） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3448 自然斜面 西俣名（50） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3449 自然斜面 西俣名（51） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3450 自然斜面 西俣名（52） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3451 自然斜面 西俣名（53） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3452 自然斜面 西俣名（54） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3453 自然斜面 西俣名（55） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3454 自然斜面 西俣名（56） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3455 自然斜面 西俣名（57） 美馬市 脇町 西俣名

Ⅱ-3456 自然斜面 西赤谷（3） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3457 自然斜面 西赤谷（4） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3458 自然斜面 西赤谷（5） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3459 自然斜面 西赤谷（6） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3460 自然斜面 西赤谷（7） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3461 自然斜面 西赤谷（8） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3462 自然斜面 西赤谷（9） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3463 自然斜面 西赤谷（10） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3464 自然斜面 西赤谷（11） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3465 自然斜面 西赤谷（12） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3466 自然斜面 西赤谷（13） 美馬市 脇町 西赤谷

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-3467 自然斜面 西赤谷（14） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3468 自然斜面 西赤谷（15） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3469 自然斜面 西赤谷（16） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3470 自然斜面 西赤谷（17） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3471 自然斜面 西赤谷（18） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3472 自然斜面 西赤谷（19） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3473 自然斜面 西赤谷（20） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3474 自然斜面 西赤谷（21） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3475 自然斜面 西赤谷（22） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3476 自然斜面 西赤谷（23） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3477 自然斜面 西赤谷（24） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3478 自然斜面 西赤谷（25） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3479 自然斜面 西赤谷（26） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3480 自然斜面 西赤谷（27） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3481 自然斜面 西赤谷（28） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3482 自然斜面 西赤谷（29） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3483 自然斜面 西赤谷（30） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3484 自然斜面 西赤谷（31） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3485 自然斜面 西赤谷（32） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3486 自然斜面 西赤谷（33） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3487 自然斜面 西赤谷（34） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3488 自然斜面 西赤谷（35） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3489 自然斜面 西赤谷（36） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3490 自然斜面 西赤谷（37） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3491 自然斜面 西赤谷（38） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3492 自然斜面 西赤谷（39） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3493 自然斜面 西赤谷（40） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3494 自然斜面 西赤谷（41） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3495 自然斜面 西赤谷（42） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3496 自然斜面 西赤谷（43） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3497 自然斜面 西赤谷（44） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3498 自然斜面 西赤谷（45） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3499 自然斜面 西赤谷（46） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3500 自然斜面 西赤谷（47） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3501 自然斜面 西赤谷（48） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3502 自然斜面 西赤谷（49） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3503 自然斜面 西赤谷（50） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3504 自然斜面 西赤谷（51） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3505 自然斜面 西赤谷（52） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3506 自然斜面 西赤谷（53） 美馬市 脇町 西赤谷

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在

箇所
番号

斜面
区分

箇所名

位置

 
 

 

 

 



《美馬市地域防災計画（資料編）  第４ 災害危険区域等に関する資料》 

69 

市町村 旧市町村 町・字 小字

Ⅱ-3507 自然斜面 西赤谷（54） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3508 自然斜面 西赤谷（55） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3509 自然斜面 西赤谷（56） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3510 自然斜面 西赤谷（57） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3511 自然斜面 西赤谷（58） 美馬市 脇町 西赤谷

Ⅱ-3512 自然斜面 曽江名（4） 美馬市 脇町 曽江名

Ⅱ-3513 自然斜面 曽江名（5） 美馬市 脇町 曽江名

Ⅱ-3514 自然斜面 曽江名（6） 美馬市 脇町 曽江名

Ⅱ-3515 自然斜面 曽江名（7） 美馬市 脇町 曽江名

Ⅱ-3516 自然斜面 曽江名（8） 美馬市 脇町 曽江名

Ⅱ-3517 自然斜面 曽江名（9） 美馬市 脇町 曽江名

Ⅱ-3518 自然斜面 曽江名（10） 美馬市 脇町 曽江名

Ⅱ-3519 自然斜面 曽江名（11） 美馬市 脇町 曽江名

Ⅱ-3520 自然斜面 曽江名（12） 美馬市 脇町 曽江名

Ⅱ-3521 自然斜面 西大谷（5） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3522 自然斜面 西大谷（6） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3523 自然斜面 西大谷（7） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3524 自然斜面 西大谷（8） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3525 自然斜面 西大谷（9） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3526 自然斜面 西大谷（10） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3527 自然斜面 西大谷（11） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3528 自然斜面 西大谷（12） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3529 自然斜面 西大谷（13） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3530 自然斜面 西大谷（14） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3531 自然斜面 西大谷（15） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3532 自然斜面 西大谷（16） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3533 自然斜面 西大谷（17） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3534 自然斜面 西大谷（18） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3535 自然斜面 西大谷（19） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3536 自然斜面 西大谷（20） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3537 自然斜面 西大谷（21） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3538 自然斜面 西大谷（22） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3539 自然斜面 西大谷（23） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3540 自然斜面 西大谷（24） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3541 自然斜面 西大谷（25） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3542 自然斜面 西大谷（26） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3543 自然斜面 西大谷（27） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3544 自然斜面 西大谷（28） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3545 自然斜面 西大谷（29） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3546 自然斜面 西大谷（30） 美馬市 脇町 西大谷

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-3547 自然斜面 西大谷（31） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3548 自然斜面 西大谷（32） 美馬市 脇町 西大谷

Ⅱ-3549 自然斜面 芋尻（1） 美馬市 脇町 芋尻

Ⅱ-3550 自然斜面 芋尻（2） 美馬市 脇町 芋尻

Ⅱ-3551 自然斜面 芋尻（3） 美馬市 脇町 芋尻

Ⅱ-3552 自然斜面 羽出床（1） 美馬市 脇町 羽出床

Ⅱ-3553 自然斜面 羽出床（2） 美馬市 脇町 羽出床

Ⅱ-3554 自然斜面 柴床 美馬市 脇町 北庄 柴床

Ⅱ-3555 自然斜面 段（1） 美馬市 脇町 段

Ⅱ-3556 自然斜面 段（2） 美馬市 脇町 段

Ⅱ-3557 自然斜面 東大谷（2） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3558 自然斜面 東大谷（3） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3559 自然斜面 東大谷（4） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3560 自然斜面 東大谷（5） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3561 自然斜面 東大谷（6） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3562 自然斜面 東大谷（7） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3563 自然斜面 東大谷（8） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3564 自然斜面 東大谷（9） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3565 自然斜面 東大谷（10） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3566 自然斜面 東大谷（11） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3567 自然斜面 東大谷（12） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3568 自然斜面 東大谷（13） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3569 自然斜面 東大谷（14） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3570 自然斜面 東大谷（15） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3571 自然斜面 東大谷（16） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3572 自然斜面 東大谷（17） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3573 自然斜面 東大谷（18） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3574 自然斜面 東大谷（19） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3575 自然斜面 東大谷（20） 美馬市 脇町 東大谷

Ⅱ-3576 自然斜面 白木（1） 美馬市 脇町 白木

Ⅱ-3577 自然斜面 白木（2） 美馬市 脇町 白木

Ⅱ-3578 自然斜面 小丸（1） 美馬市 脇町 小丸

Ⅱ-3579 自然斜面 小丸（2） 美馬市 脇町 小丸

Ⅱ-3580 自然斜面 上庄 美馬市 脇町 北庄 上庄

Ⅱ-3581 自然斜面 畳屋敷 美馬市 脇町 畳屋敷

Ⅱ-3582 自然斜面 中段（1） 美馬市 脇町 中段

Ⅱ-3583 自然斜面 中段（2） 美馬市 脇町 中段

Ⅱ-3584 自然斜面 ヒビノ木 美馬市 脇町 ヒビノ木

Ⅱ-3585 自然斜面 脇町 美馬市 脇町 大木のハチ

Ⅱ-3586 自然斜面 国見丸 美馬市 脇町 国見丸

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-3587 自然斜面 佐尾原（2） 美馬市 脇町 佐尾原

Ⅱ-3588 自然斜面 佐尾原 美馬市 脇町 佐尾原

Ⅱ-3589 自然斜面 新山 美馬市 脇町 新山

Ⅱ-3590 自然斜面 西城山（1） 美馬市 脇町 西城山

Ⅱ-3591 自然斜面 西城山（2） 美馬市 脇町 西城山

Ⅱ-3592 自然斜面 池の奥 美馬市 脇町 池の奥

Ⅱ-3593 自然斜面 西田上（1） 美馬市 脇町 西田上

Ⅱ-3594 自然斜面 西田上（2） 美馬市 脇町 西田上

Ⅱ-3595 自然斜面 東城山（2） 美馬市 脇町 東城山

Ⅱ-3596 自然斜面 東田上（1） 美馬市 脇町 東田上

Ⅱ-3597 自然斜面 東田上（2） 美馬市 脇町 東田上

Ⅱ-3598 自然斜面 東田上（3） 美馬市 脇町 東田上

Ⅱ-3599 自然斜面 福堂 美馬市 脇町 福堂

Ⅱ-3600 自然斜面 井口東（2） 美馬市 脇町 井口東

Ⅱ-3601 自然斜面 井口東（3） 美馬市 脇町 井口東

Ⅱ-3602 自然斜面 井口東（4） 美馬市 脇町 井口東

Ⅱ-3603 自然斜面 井口東（5） 美馬市 脇町 井口東

Ⅱ-3604 自然斜面 井口東（6） 美馬市 脇町 井口東

Ⅱ-3605 自然斜面 上ノ原（2） 美馬市 脇町 上ノ原

Ⅱ-3606 自然斜面 上ノ原（3） 美馬市 脇町 上ノ原

Ⅱ-3607 自然斜面 上ノ原（4） 美馬市 脇町 上ノ原

Ⅱ-3608 自然斜面 上ノ原（5） 美馬市 脇町 上ノ原

Ⅱ-3609 自然斜面 上ノ原（6） 美馬市 脇町 上ノ原

Ⅱ-3610 自然斜面 東山（1） 美馬市 脇町 東山

Ⅱ-3611 自然斜面 東山（2） 美馬市 脇町 東山

Ⅱ-3612 自然斜面 東山（3） 美馬市 脇町 東山

Ⅱ-3613 自然斜面 井口（1） 美馬市 脇町 井口

Ⅱ-3614 自然斜面 井口（2） 美馬市 脇町 井口

Ⅱ-3615 自然斜面 井口（3） 美馬市 脇町 井口

Ⅱ-3616 自然斜面 井口（4） 美馬市 脇町 井口

Ⅱ-3617 自然斜面 井口（5） 美馬市 脇町 井口

Ⅱ-3618 自然斜面 井口（6） 美馬市 脇町 井口

Ⅱ-3619 自然斜面 井口（8） 美馬市 脇町 井口

Ⅱ-3620 自然斜面 井口（9） 美馬市 脇町 井口

Ⅱ-3621 自然斜面 井口（10） 美馬市 脇町 井口

Ⅱ-3622 自然斜面 井口東 美馬市 脇町 井口東

Ⅱ-3623 自然斜面 小星（1） 美馬市 脇町 小星

Ⅱ-3624 自然斜面 小星（2） 美馬市 脇町 小星

Ⅱ-3625 自然斜面 小星（3） 美馬市 脇町 小星

Ⅱ-3626 自然斜面 小星（4） 美馬市 脇町 小星

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在

箇所
番号

斜面
区分

箇所名

位置

 
 

 

 

 



《美馬市地域防災計画（資料編）  第４ 災害危険区域等に関する資料》 

72 

市町村 旧市町村 町・字 小字

Ⅱ-3627 自然斜面 小星（5） 美馬市 脇町 小星

Ⅱ-3628 自然斜面 小星（6） 美馬市 脇町 小星

Ⅱ-3629 自然斜面 小星（7） 美馬市 脇町 小星

Ⅱ-3630 自然斜面 滝下（2） 美馬市 脇町 滝下

Ⅱ-3631 自然斜面 滝下（3） 美馬市 脇町 滝下

Ⅱ-3632 自然斜面 滝下（4） 美馬市 脇町 滝下

Ⅱ-3633 自然斜面 滝下（5） 美馬市 脇町 滝下

Ⅱ-3634 自然斜面 芋穴（2） 美馬市 脇町 芋穴

Ⅱ-3635 自然斜面 芋穴（3） 美馬市 脇町 芋穴

Ⅱ-3636 自然斜面 芋穴（4） 美馬市 脇町 芋穴

Ⅱ-3637 自然斜面 芋穴（5） 美馬市 脇町 芋穴

Ⅱ-3638 自然斜面 芋穴（6） 美馬市 脇町 芋穴

Ⅱ-3639 自然斜面 芋穴（7） 美馬市 脇町 芋穴

Ⅱ-3640 自然斜面 芋穴（8） 美馬市 脇町 芋穴

Ⅱ-3641 自然斜面 芋穴（9） 美馬市 脇町 芋穴

Ⅱ-3642 自然斜面 芋穴（10） 美馬市 脇町 芋穴

Ⅱ-3643 自然斜面 芋穴（11） 美馬市 脇町 芋穴

Ⅱ-3644 自然斜面 下中野（1） 美馬市 脇町 下中野

Ⅱ-3645 自然斜面 下中野（2） 美馬市 脇町 下中野

Ⅱ-3646 自然斜面 下中野（3） 美馬市 脇町 下中野

Ⅱ-3647 自然斜面 上中野（3） 美馬市 脇町 上中野

Ⅱ-3648 自然斜面 上中野（4） 美馬市 脇町 上中野

Ⅱ-3649 自然斜面 上中野（5） 美馬市 脇町 上中野

Ⅱ-3650 自然斜面 上中野（6） 美馬市 脇町 上中野

Ⅱ-3651 自然斜面 上中野（7） 美馬市 脇町 上中野

Ⅱ-3652 自然斜面 上中野（8） 美馬市 脇町 上中野

Ⅱ-3653 自然斜面 上中野（9） 美馬市 脇町 上中野

Ⅱ-3654 自然斜面 上中野（10） 美馬市 脇町 上中野

Ⅱ-3655 自然斜面 上中野（11） 美馬市 脇町 上中野

Ⅱ-3656 自然斜面 上中野（12） 美馬市 脇町 上中野

Ⅱ-3657 自然斜面 上中野（13） 美馬市 脇町 上中野

Ⅱ-3658 自然斜面 上中野（14） 美馬市 脇町 上中野

Ⅱ-3659 自然斜面 上中野（15） 美馬市 脇町 上中野

Ⅱ-3660 自然斜面 上中野（16） 美馬市 脇町 上中野

Ⅱ-3661 自然斜面 中八（2） 美馬市 脇町 中八

Ⅱ-3662 自然斜面 中八（3） 美馬市 脇町 中八

Ⅱ-3663 自然斜面 暮畑（1） 美馬市 脇町 暮畑

Ⅱ-3664 自然斜面 暮畑（2） 美馬市 脇町 暮畑

Ⅱ-3665 自然斜面 暮畑（3） 美馬市 脇町 暮畑

Ⅱ-3666 自然斜面 暮畑（4） 美馬市 脇町 暮畑

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-3667 自然斜面 梨子ノ木（1） 美馬市 脇町 梨子ノ木

Ⅱ-3668 自然斜面 梨子ノ木（2） 美馬市 脇町 梨子ノ木

Ⅱ-3669 自然斜面 梨子ノ木（3） 美馬市 脇町 梨子ノ木

Ⅱ-3670 自然斜面 梨子ノ木（4） 美馬市 脇町 梨子ノ木

Ⅱ-3671 自然斜面 梨子ノ木（5） 美馬市 脇町 梨子ノ木

Ⅱ-3672 自然斜面 梨子ノ木（6） 美馬市 脇町 梨子ノ木

Ⅱ-3673 自然斜面 川原柴（3） 美馬市 脇町 川原柴

Ⅱ-3674 自然斜面 川原柴（4） 美馬市 脇町 川原柴

Ⅱ-3675 自然斜面 川原柴（5） 美馬市 脇町 川原柴

Ⅱ-3676 自然斜面 川原柴（6） 美馬市 脇町 川原柴

Ⅱ-3677 自然斜面 川原柴（7） 美馬市 脇町 川原柴

Ⅱ-3678 自然斜面 川原柴（8） 美馬市 脇町 川原柴

Ⅱ-3679 自然斜面 川原柴（9） 美馬市 脇町 川原柴

Ⅱ-3680 自然斜面 川原柴（10） 美馬市 脇町 川原柴

Ⅱ-3681 自然斜面 川原柴（11） 美馬市 脇町 川原柴

Ⅱ-3682 自然斜面 川原柴（12） 美馬市 脇町 川原柴

Ⅱ-3683 自然斜面 横倉（1） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3684 自然斜面 横倉（2） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3685 自然斜面 横倉（3） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3686 自然斜面 横倉（4） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3687 自然斜面 横倉（5） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3688 自然斜面 横倉（6） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3689 自然斜面 横倉（7） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3690 自然斜面 横倉（8） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3691 自然斜面 横倉（9） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3692 自然斜面 横倉（10） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3693 自然斜面 横倉（11） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3694 自然斜面 横倉（12） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3695 自然斜面 横倉（13） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3696 自然斜面 横倉（14） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3697 自然斜面 横倉（15） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3698 自然斜面 横倉（16） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3699 自然斜面 横倉（17） 美馬市 脇町 横倉

Ⅱ-3700 自然斜面 平帽子（2） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3701 自然斜面 平帽子（3） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3702 自然斜面 平帽子（4） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3703 自然斜面 平帽子（5） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3704 自然斜面 平帽子（6） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3705 自然斜面 平帽子（7） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3706 自然斜面 平帽子（8） 美馬市 脇町 平帽子

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-3707 自然斜面 平帽子（9） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3708 自然斜面 平帽子（10） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3709 自然斜面 平帽子（11） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3710 自然斜面 平帽子（12） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3711 自然斜面 平帽子（13） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3712 自然斜面 平帽子（14） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3713 自然斜面 平帽子（15） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3714 自然斜面 平帽子（16） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3715 自然斜面 平帽子（17） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3716 自然斜面 平帽子（18） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3717 自然斜面 平帽子（19） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3718 自然斜面 平帽子（20） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3719 自然斜面 平帽子（21） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3720 自然斜面 平帽子（22） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3721 自然斜面 平帽子（23） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3722 自然斜面 平帽子（24） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3723 自然斜面 平帽子（25） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3724 自然斜面 平帽子（26） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3725 自然斜面 平帽子（27） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3726 自然斜面 平帽子（28） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3727 自然斜面 平帽子（29） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3728 自然斜面 平帽子（30） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3729 自然斜面 平帽子（31） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3730 自然斜面 平帽子（32） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3731 自然斜面 平帽子（33） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3732 自然斜面 平帽子（34） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3733 自然斜面 平帽子（35） 美馬市 脇町 平帽子

Ⅱ-3106 自然斜面 丈寄（2） 美馬市 美馬町 丈寄

Ⅱ-3107 自然斜面 丈寄（3） 美馬市 美馬町 丈寄

Ⅱ-3108 自然斜面 丈寄（4） 美馬市 美馬町 丈寄

Ⅱ-3109 自然斜面 丈寄（5） 美馬市 美馬町 丈寄

Ⅱ-3110 自然斜面 清田（2） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3111 自然斜面 清田（3） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3112 自然斜面 清田（4） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3113 自然斜面 清田（5） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3114 自然斜面 清田（6） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3115 自然斜面 清田（7） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3116 自然斜面 清田（8） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3117 自然斜面 清田（9） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3118 自然斜面 清田（10） 美馬市 美馬町 清田

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-3119 自然斜面 清田（11） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3120 自然斜面 清田（12） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3121 自然斜面 清田（13） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3122 自然斜面 清田（14） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3123 自然斜面 清田（15） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3124 自然斜面 清田（16） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3125 自然斜面 清田（17） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3126 自然斜面 清田（18） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3127 自然斜面 清田（19） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3128 自然斜面 清田（20） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3129 自然斜面 清田（21） 美馬市 美馬町 清田

Ⅱ-3130 自然斜面 入倉（2） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3131 自然斜面 入倉（3） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3132 自然斜面 入倉（4） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3133 自然斜面 入倉（5） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3134 自然斜面 入倉（6） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3135 自然斜面 入倉（7） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3136 自然斜面 入倉（8） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3137 自然斜面 入倉（9） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3138 自然斜面 入倉（10） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3139 自然斜面 入倉（11） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3140 自然斜面 入倉（12） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3141 自然斜面 入倉（13） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3142 自然斜面 入倉（14） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3143 自然斜面 入倉（15） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3144 自然斜面 入倉（16） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3145 自然斜面 入倉（17） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3146 自然斜面 入倉（18） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3147 自然斜面 入倉（19） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3148 自然斜面 入倉（20） 美馬市 美馬町 入倉

Ⅱ-3149 自然斜面 切久保（2） 美馬市 美馬町 切久保

Ⅱ-3150 自然斜面 切久保（3） 美馬市 美馬町 切久保

Ⅱ-3151 自然斜面 切久保（4） 美馬市 美馬町 切久保

Ⅱ-3152 自然斜面 切久保（5） 美馬市 美馬町 切久保

Ⅱ-3153 自然斜面 切久保（6） 美馬市 美馬町 切久保

Ⅱ-3154 自然斜面 切久保（7） 美馬市 美馬町 切久保

Ⅱ-3155 自然斜面 切久保（8） 美馬市 美馬町 切久保

Ⅱ-3156 自然斜面 切久保（9） 美馬市 美馬町 切久保

Ⅱ-3157 自然斜面 切久保（10） 美馬市 美馬町 切久保

Ⅱ-3158 自然斜面 大久保（2） 美馬市 美馬町 大久保

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-3159 自然斜面 大久保（3） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3160 自然斜面 大久保（4） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3161 自然斜面 大久保（5） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3162 自然斜面 大久保（6） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3163 自然斜面 大久保（7） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3164 自然斜面 大久保（8） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3165 自然斜面 大久保（9） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3166 自然斜面 大久保（10） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3167 自然斜面 大久保（11） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3168 自然斜面 大久保（12） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3169 自然斜面 大久保（13） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3170 自然斜面 大久保（14） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3171 自然斜面 大久保（15） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3172 自然斜面 大久保（16） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3173 自然斜面 大久保（17） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3174 自然斜面 大久保（18） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3175 自然斜面 大久保（19） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3176 自然斜面 大久保（20） 美馬市 美馬町 大久保

Ⅱ-3177 自然斜面 正部（1） 美馬市 美馬町 正部

Ⅱ-3178 自然斜面 正部（2） 美馬市 美馬町 正部

Ⅱ-3179 自然斜面 正部（3） 美馬市 美馬町 正部

Ⅱ-3180 自然斜面 正部（4） 美馬市 美馬町 正部

Ⅱ-3181 自然斜面 正部（5） 美馬市 美馬町 正部

Ⅱ-3182 自然斜面 惣後（2） 美馬市 美馬町 惣後

Ⅱ-3183 自然斜面 惣後（3） 美馬市 美馬町 惣後

Ⅱ-3184 自然斜面 惣後（4） 美馬市 美馬町 惣後

Ⅱ-3185 自然斜面 惣後（5） 美馬市 美馬町 惣後

Ⅱ-3186 自然斜面 惣後（6） 美馬市 美馬町 惣後

Ⅱ-3187 自然斜面 惣後（7） 美馬市 美馬町 惣後

Ⅱ-3188 自然斜面 惣後（8） 美馬市 美馬町 惣後

Ⅱ-3189 自然斜面 立見山（1） 美馬市 美馬町 立見山

Ⅱ-3190 自然斜面 立見山（2） 美馬市 美馬町 立見山

Ⅱ-3191 自然斜面 立見山（3） 美馬市 美馬町 立見山

Ⅱ-3192 自然斜面 茅原（1） 美馬市 美馬町 茅原

Ⅱ-3193 自然斜面 茅原（2） 美馬市 美馬町 茅原

Ⅱ-3194 自然斜面 茅原（3） 美馬市 美馬町 茅原

Ⅱ-3195 自然斜面 宮ノ岡（1） 美馬市 美馬町 宮ノ岡

Ⅱ-3196 自然斜面 宮ノ岡（2） 美馬市 美馬町 宮ノ岡

Ⅱ-3197 自然斜面 芹佐古 美馬市 美馬町 芹佐古

Ⅱ-3198 自然斜面 川ノ上（1） 美馬市 美馬町 川ノ上

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-3199 自然斜面 川ノ上（2） 美馬市 美馬町 川ノ上

Ⅱ-3200 自然斜面 川ノ上（3） 美馬市 美馬町 川ノ上

Ⅱ-3201 自然斜面 川ノ上（4） 美馬市 美馬町 川ノ上

Ⅱ-3202 自然斜面 川ノ上（5） 美馬市 美馬町 川ノ上

Ⅱ-3203 自然斜面 川ノ上（6） 美馬市 美馬町 川ノ上

Ⅱ-3204 自然斜面 大前（1） 美馬市 美馬町 大前

Ⅱ-3205 自然斜面 大前（2） 美馬市 美馬町 大前

Ⅱ-3206 自然斜面 大前（3） 美馬市 美馬町 大前

Ⅱ-3207 自然斜面 大前（4） 美馬市 美馬町 大前

Ⅱ-3208 自然斜面 大池（1） 美馬市 美馬町 大池

Ⅱ-3209 自然斜面 大池（2） 美馬市 美馬町 大池

Ⅱ-3210 自然斜面 大北（1） 美馬市 美馬町 大北

Ⅱ-3211 自然斜面 大北（2） 美馬市 美馬町 大北

Ⅱ-3212 自然斜面 田ノ岡（1） 美馬市 美馬町 田ノ岡

Ⅱ-3213 自然斜面 田ノ岡（2） 美馬市 美馬町 田ノ岡

Ⅱ-3214 自然斜面 藤宇 美馬市 美馬町 藤宇

Ⅱ-3215 自然斜面 押上（1） 美馬市 美馬町 押上

Ⅱ-3216 自然斜面 押上（2） 美馬市 美馬町 押上

Ⅱ-3217 自然斜面 岡ノ内（1） 美馬市 美馬町 岡ノ内

Ⅱ-3218 自然斜面 岡ノ内（2） 美馬市 美馬町 岡ノ内

Ⅱ-3219 自然斜面 岡ノ内（3） 美馬市 美馬町 岡ノ内

Ⅱ-3220 自然斜面 下白地 美馬市 美馬町 下白地

Ⅱ-3221 自然斜面 惣田（1） 美馬市 美馬町 惣田

Ⅱ-3222 自然斜面 西浦（2） 美馬市 美馬町 西浦

Ⅱ-3223 自然斜面 西浦（3） 美馬市 美馬町 西浦

Ⅱ-3224 自然斜面 西大久保（1） 美馬市 美馬町 西大久保

Ⅱ-3225 自然斜面 西大久保（2） 美馬市 美馬町 西大久保

Ⅱ-3226 自然斜面 炭釜 美馬市 美馬町 炭釜

Ⅱ-3227 自然斜面 中岡（1） 美馬市 美馬町 中岡

Ⅱ-3228 自然斜面 中岡（2） 美馬市 美馬町 中岡

Ⅱ-3229 自然斜面 中岡（3） 美馬市 美馬町 中岡

Ⅱ-3230 自然斜面 中野（1） 美馬市 美馬町 中野

Ⅱ-3231 自然斜面 中野（2） 美馬市 美馬町 中野

Ⅱ-3232 自然斜面 中野（3） 美馬市 美馬町 中野

Ⅱ-3233 自然斜面 中野（4） 美馬市 美馬町 中野

Ⅱ-3234 自然斜面 長地（1） 美馬市 美馬町 長地

Ⅱ-3235 自然斜面 長地（2） 美馬市 美馬町 長地

Ⅱ-3236 自然斜面 東筋（1） 美馬市 美馬町 東筋

Ⅱ-3237 自然斜面 南畠（1） 美馬市 美馬町 南畠

Ⅱ-3238 自然斜面 南畠（2） 美馬市 美馬町 南畠

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-3239 自然斜面 南畠（3） 美馬市 美馬町 南畠

Ⅱ-3240 自然斜面 白地 美馬市 美馬町 白地

Ⅱ-3241 自然斜面 平野（2） 美馬市 美馬町 平野

Ⅱ-3242 自然斜面 平野（3） 美馬市 美馬町 平野

Ⅱ-3243 自然斜面 平野（4） 美馬市 美馬町 平野

Ⅱ-3244 自然斜面 平野（5） 美馬市 美馬町 平野

Ⅱ-3245 自然斜面 味噌ヶ久保 美馬市 美馬町 味噌ヶ久保

Ⅱ-3246 自然斜面 薬師ヶ久保（1） 美馬市 美馬町 薬師ヶ久保

Ⅱ-3247 自然斜面 薬師ヶ久保（2） 美馬市 美馬町 薬師ヶ久保

Ⅱ-3248 自然斜面 薬師ヶ久保（3） 美馬市 美馬町 薬師ヶ久保

Ⅱ-3249 自然斜面 猿坂（1） 美馬市 美馬町 猿坂

Ⅱ-3250 自然斜面 猿坂（2） 美馬市 美馬町 猿坂

Ⅱ-3251 自然斜面 猿坂（3） 美馬市 美馬町 猿坂

Ⅱ-3252 自然斜面 猿坂（4） 美馬市 美馬町 猿坂

Ⅱ-3253 自然斜面 猿坂（5） 美馬市 美馬町 猿坂

Ⅱ-3254 自然斜面 家前 美馬市 美馬町 家前

Ⅱ-3255 自然斜面 外墓（1） 美馬市 美馬町 外墓

Ⅱ-3256 自然斜面 外墓（2） 美馬市 美馬町 外墓

Ⅱ-3257 自然斜面 横尾（1） 美馬市 美馬町 横尾

Ⅱ-3258 自然斜面 横尾（2） 美馬市 美馬町 横尾

Ⅱ-3259 自然斜面 横尾（3） 美馬市 美馬町 横尾

Ⅱ-3260 自然斜面 横尾（4） 美馬市 美馬町 横尾

Ⅱ-3261 自然斜面 横尾（5） 美馬市 美馬町 横尾

Ⅱ-3262 自然斜面 横尾（6） 美馬市 美馬町 横尾

Ⅱ-3263 自然斜面 平尾（1） 美馬市 美馬町 平尾

Ⅱ-3264 自然斜面 平尾（2） 美馬市 美馬町 平尾

Ⅱ-3265 自然斜面 平尾（3） 美馬市 美馬町 平尾

Ⅱ-3266 自然斜面 平尾（4） 美馬市 美馬町 平尾

Ⅱ-3267 自然斜面 平尾（5） 美馬市 美馬町 平尾

Ⅱ-3268 自然斜面 チゲジ 美馬市 美馬町 チゲジ

Ⅱ-3269 自然斜面 ノリコヘ（1） 美馬市 美馬町 ノリコヘ

Ⅱ-3270 自然斜面 ノリコヘ（2） 美馬市 美馬町 ノリコヘ

Ⅱ-3271 自然斜面 駅 美馬市 美馬町 駅

Ⅱ-3272 自然斜面 丸山（1） 美馬市 美馬町 丸山

Ⅱ-3273 自然斜面 丸山（2） 美馬市 美馬町 丸山

Ⅱ-3274 自然斜面 丸山（3） 美馬市 美馬町 丸山

Ⅱ-3275 自然斜面 宗重 美馬市 美馬町 宗重

Ⅱ-3276 自然斜面 上突出 美馬市 美馬町 上突出

Ⅱ-3277 自然斜面 滝宮（2） 美馬市 美馬町 滝宮

Ⅱ-3278 自然斜面 池ノ浦 美馬市 美馬町 池ノ浦

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-3279 自然斜面 中横尾 美馬市 美馬町 中横尾

Ⅱ-3280 自然斜面 東段 美馬市 美馬町 東段

Ⅱ-3281 自然斜面 突出 美馬市 美馬町 下突出

Ⅱ-3282 自然斜面 坊僧（2） 美馬市 美馬町 坊僧

Ⅱ-3283 自然斜面 坊僧（3） 美馬市 美馬町 坊僧

Ⅱ-3284 自然斜面 下後谷 美馬市 美馬町 下後谷

Ⅱ-3285 自然斜面 夏弥喜 美馬市 美馬町 夏弥喜

Ⅱ-3286 自然斜面 夏蕨 美馬市 美馬町 夏蕨

Ⅱ-3287 自然斜面 吉水（1） 美馬市 美馬町 吉水

Ⅱ-3288 自然斜面 吉水（2） 美馬市 美馬町 吉水

Ⅱ-3289 自然斜面 吉水（3） 美馬市 美馬町 吉水

Ⅱ-3290 自然斜面 吉水（4） 美馬市 美馬町 吉水

Ⅱ-3291 自然斜面 山嫁坂（1） 美馬市 美馬町 山嫁坂

Ⅱ-3292 自然斜面 山嫁坂（2） 美馬市 美馬町 山嫁坂

Ⅱ-3293 自然斜面 倉尾 美馬市 美馬町 倉尾

Ⅱ-3294 自然斜面 中山 美馬市 美馬町 中山

Ⅱ-3295 自然斜面 中尾（1） 美馬市 美馬町 中尾

Ⅱ-3296 自然斜面 中尾（2） 美馬市 美馬町 中尾

Ⅱ-3297 自然斜面 栂尾（1） 美馬市 美馬町 栂尾

Ⅱ-3298 自然斜面 栂尾（2） 美馬市 美馬町 栂尾

Ⅱ-3299 自然斜面 坊ヶ谷（1） 美馬市 美馬町 坊ヶ谷

Ⅱ-3300 自然斜面 坊ヶ谷（2） 美馬市 美馬町 坊ヶ谷

Ⅱ-3301 自然斜面 坊ヶ谷（3） 美馬市 美馬町 坊ヶ谷

Ⅱ-3302 自然斜面 北東原 美馬市 美馬町 北東原

Ⅱ-3303 自然斜面 里西屋敷（1） 美馬市 美馬町 里西屋敷

Ⅱ-3304 自然斜面 里西屋敷（2） 美馬市 美馬町 里西屋敷

Ⅱ-3305 自然斜面 里西屋敷（3） 美馬市 美馬町 里西屋敷

Ⅱ-3306 自然斜面 露口（2） 美馬市 美馬町 露口

Ⅱ-2756 自然斜面 小島（4） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2757 自然斜面 小島（5） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2758 自然斜面 小島（6） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2759 自然斜面 小島（7） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2760 自然斜面 小島（8） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2761 自然斜面 小島（9） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2762 自然斜面 小島（10） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2763 自然斜面 小島（11） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2764 自然斜面 小島（12） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2765 自然斜面 小島（13） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2766 自然斜面 小島（14） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2767 自然斜面 小島（15） 美馬市 穴吹町 三島 小島

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-2768 自然斜面 小島（16） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2769 自然斜面 小島（17） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2770 自然斜面 小島（18） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2771 自然斜面 小島（19） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2772 自然斜面 小島（20） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2773 自然斜面 小島（21） 美馬市 穴吹町 三島 小島

Ⅱ-2774 自然斜面 横野（1） 美馬市 穴吹町 三島 横野

Ⅱ-2775 自然斜面 横野（2） 美馬市 穴吹町 三島 横野

Ⅱ-2776 自然斜面 横野（3） 美馬市 穴吹町 三島 横野

Ⅱ-2777 自然斜面 横野（4） 美馬市 穴吹町 三島 横野

Ⅱ-2778 自然斜面 横野（5） 美馬市 穴吹町 三島 横野

Ⅱ-2779 自然斜面 横野（6） 美馬市 穴吹町 三島 横野

Ⅱ-2780 自然斜面 三谷（12） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2781 自然斜面 三谷（13） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2782 自然斜面 三谷（14） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2783 自然斜面 三谷（15） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2784 自然斜面 三谷（16） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2785 自然斜面 三谷（17） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2786 自然斜面 三谷（18） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2787 自然斜面 三谷（19） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2788 自然斜面 三谷（20） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2789 自然斜面 三谷（21） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2790 自然斜面 三谷（22） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2791 自然斜面 三谷（23） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2792 自然斜面 三谷（24） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2793 自然斜面 三谷（25） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2794 自然斜面 三谷（26） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2795 自然斜面 三谷（27） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2796 自然斜面 三谷（28） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2797 自然斜面 三谷（29） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2798 自然斜面 三谷（30） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2799 自然斜面 三谷（31） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2800 自然斜面 三谷（32） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2801 自然斜面 三谷（33） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2802 自然斜面 三谷（34） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2803 自然斜面 三谷（35） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2804 自然斜面 三谷（36） 美馬市 穴吹町 三島 三谷

Ⅱ-2805 自然斜面 大重（1） 美馬市 穴吹町 三島 大重

Ⅱ-2806 自然斜面 大重（2） 美馬市 穴吹町 三島 大重

Ⅱ-2807 自然斜面 大重（3） 美馬市 穴吹町 三島 大重

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-2808 自然斜面 尾山（6） 美馬市 穴吹町 口山 尾山

Ⅱ-2809 自然斜面 尾山（7） 美馬市 穴吹町 口山 尾山

Ⅱ-2810 自然斜面 尾山（8） 美馬市 穴吹町 口山 尾山

Ⅱ-2811 自然斜面 尾山（9） 美馬市 穴吹町 口山 尾山

Ⅱ-2812 自然斜面 尾山（10） 美馬市 穴吹町 口山 尾山

Ⅱ-2813 自然斜面 尾山（11） 美馬市 穴吹町 口山 尾山

Ⅱ-2814 自然斜面 尾山（12） 美馬市 穴吹町 口山 尾山

Ⅱ-2815 自然斜面 尾山（13） 美馬市 穴吹町 口山 尾山

Ⅱ-2816 自然斜面 尾山（14） 美馬市 穴吹町 口山 尾山

Ⅱ-2817 自然斜面 尾山（15） 美馬市 穴吹町 口山 尾山

Ⅱ-2818 自然斜面 尾山（16） 美馬市 穴吹町 口山 尾山

Ⅱ-2819 自然斜面 岡（2） 美馬市 穴吹町 穴吹 岡

Ⅱ-2820 自然斜面 戎（3） 美馬市 穴吹町 穴吹 戎

Ⅱ-2821 自然斜面 西成戸（3） 美馬市 穴吹町 穴吹 西成戸

Ⅱ-2822 自然斜面 西成戸（4） 美馬市 穴吹町 穴吹 西成戸

Ⅱ-2823 自然斜面 東成戸（1） 美馬市 穴吹町 穴吹 東成戸

Ⅱ-2824 自然斜面 東成戸（2） 美馬市 穴吹町 穴吹 東成戸

Ⅱ-2825 自然斜面 東成戸（3） 美馬市 穴吹町 穴吹 東成戸

Ⅱ-2826 自然斜面 東成戸（4） 美馬市 穴吹町 穴吹 東成戸

Ⅱ-2827 自然斜面 新開（1） 美馬市 穴吹町 穴吹 新開

Ⅱ-2828 自然斜面 新開（2） 美馬市 穴吹町 穴吹 新開

Ⅱ-2829 自然斜面 新開（3） 美馬市 穴吹町 穴吹 新開

Ⅱ-2830 自然斜面 新開（4） 美馬市 穴吹町 穴吹 新開

Ⅱ-2831 自然斜面 新開（5） 美馬市 穴吹町 穴吹 新開

Ⅱ-2832 自然斜面 新開（6） 美馬市 穴吹町 穴吹 新開

Ⅱ-2833 自然斜面 新開（7） 美馬市 穴吹町 穴吹 新開

Ⅱ-2834 自然斜面 新開（8） 美馬市 穴吹町 穴吹 新開

Ⅱ-2835 自然斜面 新開（9） 美馬市 穴吹町 穴吹 新開

Ⅱ-2836 自然斜面 新開（10） 美馬市 穴吹町 穴吹 新開

Ⅱ-2837 自然斜面 新開（12） 美馬市 穴吹町 穴吹 新開

Ⅱ-2838 自然斜面 田ノ浦 美馬市 穴吹町 穴吹 田ノ浦

Ⅱ-2839 自然斜面 井口（1） 美馬市 穴吹町 穴吹 井口

Ⅱ-2840 自然斜面 井口（2） 美馬市 穴吹町 穴吹 井口

Ⅱ-2841 自然斜面 井口（3） 美馬市 穴吹町 穴吹 井口

Ⅱ-2842 自然斜面 岡の上（2） 美馬市 穴吹町 穴吹 岡の上

Ⅱ-2843 自然斜面 遠所（3） 美馬市 穴吹町 穴吹 遠所

Ⅱ-2844 自然斜面 仙田 美馬市 穴吹町 穴吹 仙田

Ⅱ-2845 自然斜面 川原田 美馬市 穴吹町 穴吹 川原田

Ⅱ-2846 自然斜面 藤野本 美馬市 穴吹町 穴吹 藤野本

Ⅱ-2847 自然斜面 平間（1） 美馬市 穴吹町 穴吹 平間

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-2848 自然斜面 平間（2） 美馬市 穴吹町 穴吹 平間

Ⅱ-2849 自然斜面 平間（3） 美馬市 穴吹町 穴吹 平間

Ⅱ-2850 自然斜面 平間（4） 美馬市 穴吹町 穴吹 平間

Ⅱ-2851 自然斜面 平間（5） 美馬市 穴吹町 穴吹 平間

Ⅱ-2852 自然斜面 池の奥（3） 美馬市 穴吹町 穴吹 池の奥

Ⅱ-2853 自然斜面 池の奥（4） 美馬市 穴吹町 穴吹 池の奥

Ⅱ-2854 自然斜面 池の奥（5） 美馬市 穴吹町 穴吹 池の奥

Ⅱ-2855 自然斜面 奈良坂（3） 美馬市 穴吹町 穴吹 奈良坂

Ⅱ-2856 自然斜面 奈良坂（4） 美馬市 穴吹町 穴吹 奈良坂

Ⅱ-2857 自然斜面 奈良坂（5） 美馬市 穴吹町 穴吹 奈良坂

Ⅱ-2858 自然斜面 奈良坂（6） 美馬市 穴吹町 穴吹 奈良坂

Ⅱ-2859 自然斜面 奈良坂（7） 美馬市 穴吹町 穴吹 奈良坂

Ⅱ-2860 自然斜面 奈良坂（8） 美馬市 穴吹町 穴吹 奈良坂

Ⅱ-2861 自然斜面 馬内（2） 美馬市 穴吹町 口山 馬内

Ⅱ-2862 自然斜面 馬内（3） 美馬市 穴吹町 口山 馬内

Ⅱ-2863 自然斜面 平野（4） 美馬市 穴吹町 口山 平野

Ⅱ-2864 自然斜面 平野（5） 美馬市 穴吹町 口山 平野

Ⅱ-2865 自然斜面 平野（6） 美馬市 穴吹町 口山 平野

Ⅱ-2866 自然斜面 平野（7） 美馬市 穴吹町 口山 平野

Ⅱ-2867 自然斜面 平野（8） 美馬市 穴吹町 口山 平野

Ⅱ-2868 自然斜面 平野（9） 美馬市 穴吹町 口山 平野

Ⅱ-2869 自然斜面 仕出原（2） 美馬市 穴吹町 口山 仕出原

Ⅱ-2870 自然斜面 仕出原（3） 美馬市 穴吹町 口山 仕出原

Ⅱ-2871 自然斜面 仕出原（4） 美馬市 穴吹町 口山 仕出原

Ⅱ-2872 自然斜面 仕出原（5） 美馬市 穴吹町 口山 仕出原

Ⅱ-2873 自然斜面 仕出原（6） 美馬市 穴吹町 口山 仕出原

Ⅱ-2874 自然斜面 初草（4） 美馬市 穴吹町 口山 初草

Ⅱ-2875 自然斜面 初草（5） 美馬市 穴吹町 口山 初草

Ⅱ-2876 自然斜面 初草（6） 美馬市 穴吹町 口山 初草

Ⅱ-2877 自然斜面 初草（7） 美馬市 穴吹町 口山 初草

Ⅱ-2878 自然斜面 丸山（2） 美馬市 穴吹町 口山 丸山

Ⅱ-2879 自然斜面 丸山（3） 美馬市 穴吹町 口山 丸山

Ⅱ-2880 自然斜面 丸山（4） 美馬市 穴吹町 口山 丸山

Ⅱ-2881 自然斜面 丸山（5） 美馬市 穴吹町 口山 丸山

Ⅱ-2882 自然斜面 丸山（6） 美馬市 穴吹町 口山 丸山

Ⅱ-2883 自然斜面 中野（2） 美馬市 穴吹町 口山 中野

Ⅱ-2884 自然斜面 中野（3） 美馬市 穴吹町 口山 中野

Ⅱ-2885 自然斜面 中野（4） 美馬市 穴吹町 口山 中野

Ⅱ-2886 自然斜面 中野（5） 美馬市 穴吹町 口山 中野

Ⅱ-2887 自然斜面 中野（6） 美馬市 穴吹町 口山 中野

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-2888 自然斜面 中野（7） 美馬市 穴吹町 口山 中野

Ⅱ-2889 自然斜面 中野（8） 美馬市 穴吹町 口山 中野

Ⅱ-2890 自然斜面 中野（9） 美馬市 穴吹町 口山 中野

Ⅱ-2891 自然斜面 中野（10） 美馬市 穴吹町 口山 中野

Ⅱ-2892 自然斜面 中野宮（1） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2893 自然斜面 中野宮（2） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2894 自然斜面 中野宮（3） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2895 自然斜面 中野宮（4） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2896 自然斜面 中野宮（5） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2897 自然斜面 中野宮（6） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2898 自然斜面 中野宮（7） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2899 自然斜面 中野宮（8） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2900 自然斜面 中野宮（9） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2901 自然斜面 中野宮（10） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2902 自然斜面 中野宮（11） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2903 自然斜面 中野宮（12） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2904 自然斜面 中野宮（13） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2905 自然斜面 中野宮（14） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2906 自然斜面 中野宮（15） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2907 自然斜面 中野宮（16） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2908 自然斜面 中野宮（17） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2909 自然斜面 中野宮（18） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2910 自然斜面 中野宮（19） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2911 自然斜面 中野宮（20） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2912 自然斜面 中野宮（21） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2913 自然斜面 中野宮（22） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2914 自然斜面 中野宮（23） 美馬市 穴吹町 口山 中野宮

Ⅱ-2915 自然斜面 西山（3） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2916 自然斜面 西山（4） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2917 自然斜面 西山（5） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2918 自然斜面 西山（6） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2919 自然斜面 西山（7） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2920 自然斜面 西山（8） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2921 自然斜面 西山（9） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2922 自然斜面 西山（10） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2923 自然斜面 西山（11） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2924 自然斜面 西山（12） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2925 自然斜面 西山（13） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2926 自然斜面 西山（14） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2927 自然斜面 西山（15） 美馬市 穴吹町 口山 西山

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-2928 自然斜面 西山（16） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2929 自然斜面 西山（17） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2930 自然斜面 西山（18） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2931 自然斜面 西山（19） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2932 自然斜面 西山（20） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2933 自然斜面 西山（21） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2934 自然斜面 西山（22） 美馬市 穴吹町 口山 西山

Ⅱ-2935 自然斜面 渕名（3） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2936 自然斜面 渕名（4） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2937 自然斜面 渕名（5） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2938 自然斜面 渕名（6） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2939 自然斜面 渕名（7） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2940 自然斜面 渕名（8） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2941 自然斜面 渕名（9） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2942 自然斜面 渕名（10） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2943 自然斜面 渕名（11） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2944 自然斜面 渕名（12） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2945 自然斜面 渕名（13） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2946 自然斜面 渕名（14） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2947 自然斜面 渕名（15） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2948 自然斜面 渕名（16） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2949 自然斜面 渕名（17） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2950 自然斜面 渕名（18） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2951 自然斜面 渕名（19） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2952 自然斜面 渕名（20） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2953 自然斜面 渕名（21） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2954 自然斜面 渕名（22） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2955 自然斜面 渕名（23） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2956 自然斜面 渕名（24） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2957 自然斜面 渕名（25） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2958 自然斜面 渕名（26） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2959 自然斜面 渕名（27） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2960 自然斜面 渕名（28） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2961 自然斜面 渕名（29） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2962 自然斜面 渕名（30） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2963 自然斜面 渕名（31） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2964 自然斜面 渕名（32） 美馬市 穴吹町 口山 渕名

Ⅱ-2965 自然斜面 支納（2） 美馬市 穴吹町 口山 支納

Ⅱ-2966 自然斜面 支納（3） 美馬市 穴吹町 口山 支納

Ⅱ-2967 自然斜面 支納（4） 美馬市 穴吹町 口山 支納

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-2968 自然斜面 支納（5） 美馬市 穴吹町 口山 支納

Ⅱ-2969 自然斜面 支納（6） 美馬市 穴吹町 口山 支納

Ⅱ-2970 自然斜面 支納（7） 美馬市 穴吹町 口山 支納

Ⅱ-2971 自然斜面 支納（8） 美馬市 穴吹町 口山 支納

Ⅱ-2972 自然斜面 支納（9） 美馬市 穴吹町 口山 支納

Ⅱ-2973 自然斜面 支納（10） 美馬市 穴吹町 口山 支納

Ⅱ-2974 自然斜面 支納（11） 美馬市 穴吹町 口山 支納

Ⅱ-2975 自然斜面 支納（12） 美馬市 穴吹町 口山 支納

Ⅱ-2976 自然斜面 寺前（1） 美馬市 穴吹町 穴吹 寺前

Ⅱ-2977 自然斜面 寺前（2） 美馬市 穴吹町 穴吹 寺前

Ⅱ-2978 自然斜面 首野（5） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅱ-2979 自然斜面 首野（6） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅱ-2980 自然斜面 首野（7） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅱ-2981 自然斜面 首野（8） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅱ-2982 自然斜面 首野（9） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅱ-2983 自然斜面 首野（10） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅱ-2984 自然斜面 首野（11） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅱ-2985 自然斜面 首野（12） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅱ-2986 自然斜面 首野（13） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅱ-2987 自然斜面 首野（14） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅱ-2988 自然斜面 首野（15） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅱ-2989 自然斜面 首野（16） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅱ-2990 自然斜面 首野（17） 美馬市 穴吹町 口山 首野

Ⅱ-2991 自然斜面 田方（1） 美馬市 穴吹町 口山 田方

Ⅱ-2992 自然斜面 田方（2） 美馬市 穴吹町 口山 田方

Ⅱ-2993 自然斜面 田方（3） 美馬市 穴吹町 口山 田方

Ⅱ-2994 自然斜面 田方（4） 美馬市 穴吹町 口山 田方

Ⅱ-2995 自然斜面 田方（5） 美馬市 穴吹町 口山 田方

Ⅱ-2996 自然斜面 田方（6） 美馬市 穴吹町 口山 田方

Ⅱ-2997 自然斜面 田方（7） 美馬市 穴吹町 口山 田方

Ⅱ-2998 自然斜面 田方（8） 美馬市 穴吹町 口山 田方

Ⅱ-2999 自然斜面 田方（9） 美馬市 穴吹町 口山 田方

Ⅱ-3000 自然斜面 田方（10） 美馬市 穴吹町 口山 田方

Ⅱ-3001 自然斜面 田方（11） 美馬市 穴吹町 口山 田方

Ⅱ-3002 自然斜面 梶山（2） 美馬市 穴吹町 口山 梶山

Ⅱ-3003 自然斜面 梶山（3） 美馬市 穴吹町 口山 梶山

Ⅱ-3004 自然斜面 梶山（4） 美馬市 穴吹町 口山 梶山

Ⅱ-3005 自然斜面 梶山（5） 美馬市 穴吹町 口山 梶山

Ⅱ-3006 自然斜面 梶山（6） 美馬市 穴吹町 口山 梶山

Ⅱ-3007 自然斜面 梶山（7） 美馬市 穴吹町 口山 梶山

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-3008 自然斜面 梶山（8） 美馬市 穴吹町 口山 梶山

Ⅱ-3009 自然斜面 梶山（9） 美馬市 穴吹町 口山 梶山

Ⅱ-3010 自然斜面 梶山（10） 美馬市 穴吹町 口山 梶山

Ⅱ-3011 自然斜面 梶山（11） 美馬市 穴吹町 口山 梶山

Ⅱ-3012 自然斜面 梶山（12） 美馬市 穴吹町 口山 梶山

Ⅱ-3013 自然斜面 梶山（13） 美馬市 穴吹町 口山 梶山

Ⅱ-3014 自然斜面 梶山（14） 美馬市 穴吹町 口山 梶山

Ⅱ-3015 自然斜面 梶山（15） 美馬市 穴吹町 口山 梶山

Ⅱ-3016 自然斜面 調子野（2） 美馬市 穴吹町 口山 調子野

Ⅱ-3017 自然斜面 調子野（3） 美馬市 穴吹町 口山 調子野

Ⅱ-3018 自然斜面 調子野（4） 美馬市 穴吹町 口山 調子野

Ⅱ-3019 自然斜面 調子野（5） 美馬市 穴吹町 口山 調子野

Ⅱ-3020 自然斜面 調子野（6） 美馬市 穴吹町 口山 調子野

Ⅱ-3021 自然斜面 調子野（7） 美馬市 穴吹町 口山 調子野

Ⅱ-3022 自然斜面 調子野（8） 美馬市 穴吹町 口山 調子野

Ⅱ-3023 自然斜面 調子野（9） 美馬市 穴吹町 口山 調子野

Ⅱ-3024 自然斜面 調子野（10） 美馬市 穴吹町 口山 調子野

Ⅱ-3025 自然斜面 調子野（11） 美馬市 穴吹町 口山 調子野

Ⅱ-3026 自然斜面 調子野（12） 美馬市 穴吹町 口山 調子野

Ⅱ-3027 自然斜面 調子野（13） 美馬市 穴吹町 口山 調子野

Ⅱ-3028 自然斜面 猿飼（1） 美馬市 穴吹町 口山 猿飼

Ⅱ-3029 自然斜面 猿飼（2） 美馬市 穴吹町 口山 猿飼

Ⅱ-3030 自然斜面 猿飼（3） 美馬市 穴吹町 口山 猿飼

Ⅱ-3031 自然斜面 猿飼（4） 美馬市 穴吹町 口山 猿飼

Ⅱ-3032 自然斜面 猿飼（5） 美馬市 穴吹町 口山 猿飼

Ⅱ-3033 自然斜面 猿飼（6） 美馬市 穴吹町 口山 猿飼

Ⅱ-3034 自然斜面 宮内（3） 美馬市 穴吹町 口山 宮内

Ⅱ-3035 自然斜面 宮内（4） 美馬市 穴吹町 口山 宮内

Ⅱ-3036 自然斜面 宮内（5） 美馬市 穴吹町 口山 宮内

Ⅱ-3037 自然斜面 宮内（6） 美馬市 穴吹町 口山 宮内

Ⅱ-3038 自然斜面 古宮(2） 美馬市 穴吹町 古宮 長尾

Ⅱ-3039 自然斜面 知野（3） 美馬市 穴吹町 口山 知野

Ⅱ-3040 自然斜面 知野（4） 美馬市 穴吹町 口山 知野

Ⅱ-3041 自然斜面 新名 美馬市 穴吹町 古宮 新名

Ⅱ-3042 自然斜面 大内（4） 美馬市 穴吹町 口山 大内

Ⅱ-3043 自然斜面 大内（5） 美馬市 穴吹町 口山 大内

Ⅱ-3044 自然斜面 大内（6） 美馬市 穴吹町 口山 大内

Ⅱ-3045 自然斜面 大内（7） 美馬市 穴吹町 口山 大内

Ⅱ-3046 自然斜面 大内（8） 美馬市 穴吹町 口山 大内

Ⅱ-3047 自然斜面 大内（9） 美馬市 穴吹町 口山 大内

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-3048 自然斜面 大内（10） 美馬市 穴吹町 口山 大内

Ⅱ-3049 自然斜面 大内（11） 美馬市 穴吹町 口山 大内

Ⅱ-3050 自然斜面 生子屋敷（1） 美馬市 穴吹町 古宮 生子屋敷

Ⅱ-3051 自然斜面 生子屋敷（2） 美馬市 穴吹町 古宮 生子屋敷

Ⅱ-3052 自然斜面 川瀬（1） 美馬市 穴吹町 古宮 川瀬

Ⅱ-3053 自然斜面 川瀬（2） 美馬市 穴吹町 古宮 川瀬

Ⅱ-3054 自然斜面 川瀬（3） 美馬市 穴吹町 古宮 川瀬

Ⅱ-3055 自然斜面 川瀬（4） 美馬市 穴吹町 古宮 川瀬

Ⅱ-3056 自然斜面 大平（2） 美馬市 穴吹町 古宮 大平

Ⅱ-3057 自然斜面 大内（3） 美馬市 穴吹町 口山 大内

Ⅱ-3058 自然斜面 大平（3） 美馬市 穴吹町 古宮 大平

Ⅱ-3059 自然斜面 大平（4） 美馬市 穴吹町 古宮 大平

Ⅱ-3060 自然斜面 大平（5） 美馬市 穴吹町 古宮 大平

Ⅱ-3061 自然斜面 大平（6） 美馬市 穴吹町 古宮 大平

Ⅱ-3062 自然斜面 大平（7） 美馬市 穴吹町 古宮 大平

Ⅱ-3063 自然斜面 大平（8） 美馬市 穴吹町 古宮 大平

Ⅱ-3064 自然斜面 大平（9） 美馬市 穴吹町 古宮 大平

Ⅱ-3065 自然斜面 半平（1） 美馬市 穴吹町 古宮 半平

Ⅱ-3066 自然斜面 半平（2） 美馬市 穴吹町 古宮 半平

Ⅱ-3067 自然斜面 半平（3） 美馬市 穴吹町 古宮 半平

Ⅱ-3068 自然斜面 半平（4） 美馬市 穴吹町 古宮 半平

Ⅱ-3069 自然斜面 半平（5） 美馬市 穴吹町 古宮 半平

Ⅱ-3070 自然斜面 半平（6） 美馬市 穴吹町 古宮 半平

Ⅱ-3071 自然斜面 半平（7） 美馬市 穴吹町 古宮 半平

Ⅱ-3072 自然斜面 半平（8） 美馬市 穴吹町 古宮 半平

Ⅱ-3073 自然斜面 長尾（2） 美馬市 穴吹町 古宮 長尾

Ⅱ-3074 自然斜面 長尾（1） 美馬市 穴吹町 古宮 長尾

Ⅱ-3075 自然斜面 長尾（2） 美馬市 穴吹町 古宮 長尾

Ⅱ-3076 自然斜面 長尾（3） 美馬市 穴吹町 古宮 長尾

Ⅱ-3077 自然斜面 長尾（4） 美馬市 穴吹町 古宮 長尾

Ⅱ-3078 自然斜面 長尾（5） 美馬市 穴吹町 古宮 長尾

Ⅱ-3079 自然斜面 長尾（6） 美馬市 穴吹町 古宮 長尾

Ⅱ-3080 自然斜面 長尾（7） 美馬市 穴吹町 古宮 長尾

Ⅱ-3081 自然斜面 長尾（8） 美馬市 穴吹町 古宮 長尾

Ⅱ-3082 自然斜面 北又（1） 美馬市 穴吹町 古宮 北又

Ⅱ-3083 自然斜面 北又（2） 美馬市 穴吹町 古宮 北又

Ⅱ-3084 自然斜面 北又（3） 美馬市 穴吹町 古宮 北又

Ⅱ-3085 自然斜面 北又（4） 美馬市 穴吹町 古宮 北又

Ⅱ-3086 自然斜面 北又（5） 美馬市 穴吹町 古宮 北又

Ⅱ-3087 自然斜面 北又（6） 美馬市 穴吹町 古宮 北又

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-3088 自然斜面 葛生（1） 美馬市 穴吹町 古宮 葛生

Ⅱ-3089 自然斜面 葛生（2） 美馬市 穴吹町 古宮 葛生

Ⅱ-3090 自然斜面 葛生（3） 美馬市 穴吹町 古宮 葛生

Ⅱ-3091 自然斜面 葛生（4） 美馬市 穴吹町 古宮 葛生

Ⅱ-3092 自然斜面 葛生（5） 美馬市 穴吹町 古宮 葛生

Ⅱ-3093 自然斜面 喜来（1） 美馬市 穴吹町 古宮 喜来

Ⅱ-3094 自然斜面 喜来（2） 美馬市 穴吹町 古宮 喜来

Ⅱ-3095 自然斜面 田野内（2） 美馬市 穴吹町 古宮 田野内

Ⅱ-3096 自然斜面 田野内（3） 美馬市 穴吹町 古宮 田野内

Ⅱ-3097 自然斜面 田野内（4） 美馬市 穴吹町 古宮 田野内

Ⅱ-3098 自然斜面 内田（1） 美馬市 穴吹町 古宮 内田

Ⅱ-3099 自然斜面 内田（2） 美馬市 穴吹町 古宮 内田

Ⅱ-3100 自然斜面 内田（3） 美馬市 穴吹町 古宮 内田

Ⅱ-3101 自然斜面 内田（4） 美馬市 穴吹町 古宮 内田

Ⅱ-3102 自然斜面 内田（5） 美馬市 穴吹町 古宮 内田

Ⅱ-3103 自然斜面 内田（6） 美馬市 穴吹町 古宮 内田

Ⅱ-3104 自然斜面 平谷（1） 美馬市 穴吹町 古宮 平谷

Ⅱ-3105 自然斜面 平谷（2） 美馬市 穴吹町 古宮 平谷

Ⅱ-2543 自然斜面 葛尾（1） 美馬市 木屋平村 葛尾

Ⅱ-2544 自然斜面 葛尾（2） 美馬市 木屋平村 葛尾

Ⅱ-2545 自然斜面 葛尾（3） 美馬市 木屋平村 葛尾

Ⅱ-2546 自然斜面 葛尾（4） 美馬市 木屋平村 葛尾

Ⅱ-2547 自然斜面 かごみ 美馬市 木屋平村 かごみ

Ⅱ-2548 自然斜面 けやきひら（1） 美馬市 木屋平村 けやきひら

Ⅱ-2549 自然斜面 けやきひら（2） 美馬市 木屋平村 けやきひら

Ⅱ-2550 自然斜面 樫原（4） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2551 自然斜面 樫原（5） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2552 自然斜面 樫原（6） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2553 自然斜面 樫原（7） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2554 自然斜面 樫原（8） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2555 自然斜面 樫原（9） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2556 自然斜面 樫原（10） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2557 自然斜面 樫原（11） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2558 自然斜面 樫原（12） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2559 自然斜面 樫原（13） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2560 自然斜面 樫原（14） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2561 自然斜面 樫原（15） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2562 自然斜面 樫原（16） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2563 自然斜面 樫原（17） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2564 自然斜面 樫原（18） 美馬市 木屋平村 樫原

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-2565 自然斜面 樫原（19） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2566 自然斜面 樫原（20） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2567 自然斜面 樫原（21） 美馬市 木屋平村 樫原

Ⅱ-2568 自然斜面 向樫原（1） 美馬市 木屋平村 向樫原

Ⅱ-2569 自然斜面 向樫原（2） 美馬市 木屋平村 向樫原

Ⅱ-2570 自然斜面 桑柄 美馬市 木屋平村 桑柄

Ⅱ-2571 自然斜面 杖谷（1） 美馬市 木屋平村 杖谷

Ⅱ-2572 自然斜面 杖谷（2） 美馬市 木屋平村 杖谷

Ⅱ-2573 自然斜面 杖谷（3） 美馬市 木屋平村 杖谷

Ⅱ-2574 自然斜面 杖谷（4） 美馬市 木屋平村 杖谷

Ⅱ-2575 自然斜面 尾山（1） 美馬市 木屋平村 尾山

Ⅱ-2576 自然斜面 尾山（2） 美馬市 木屋平村 尾山

Ⅱ-2577 自然斜面 市初（2） 美馬市 木屋平村 市初

Ⅱ-2578 自然斜面 菅蔵（1） 美馬市 木屋平村 菅蔵

Ⅱ-2579 自然斜面 菅蔵（2） 美馬市 木屋平村 菅蔵

Ⅱ-2580 自然斜面 二戸（1） 美馬市 木屋平村 二戸

Ⅱ-2581 自然斜面 二戸（2） 美馬市 木屋平村 二戸

Ⅱ-2582 自然斜面 二戸（3） 美馬市 木屋平村 二戸

Ⅱ-2583 自然斜面 びやがいち 美馬市 木屋平村 びやがいち

Ⅱ-2584 自然斜面 貢（1） 美馬市 木屋平村 貢

Ⅱ-2585 自然斜面 貢（2） 美馬市 木屋平村 貢

Ⅱ-2586 自然斜面 今丸（2） 美馬市 木屋平村 今丸

Ⅱ-2587 自然斜面 今丸（3） 美馬市 木屋平村 今丸

Ⅱ-2588 自然斜面 今丸（4） 美馬市 木屋平村 今丸

Ⅱ-2589 自然斜面 今丸（5） 美馬市 木屋平村 今丸

Ⅱ-2590 自然斜面 三ツ木（4） 美馬市 木屋平村 三ツ木

Ⅱ-2591 自然斜面 三ツ木（5） 美馬市 木屋平村 三ツ木

Ⅱ-2592 自然斜面 三ツ木（6） 美馬市 木屋平村 三ツ木

Ⅱ-2593 自然斜面 三ツ木（7） 美馬市 木屋平村 三ツ木

Ⅱ-2594 自然斜面 三ツ木（8） 美馬市 木屋平村 三ツ木

Ⅱ-2595 自然斜面 三ツ木（9） 美馬市 木屋平村 三ツ木

Ⅱ-2596 自然斜面 小日浦（1） 美馬市 木屋平村 小日浦

Ⅱ-2597 自然斜面 小日浦（2） 美馬市 木屋平村 小日浦

Ⅱ-2598 自然斜面 小日浦（3） 美馬市 木屋平村 小日浦

Ⅱ-2599 自然斜面 南張（2） 美馬市 木屋平村 南張

Ⅱ-2600 自然斜面 南張（3） 美馬市 木屋平村 南張

Ⅱ-2601 自然斜面 南張（4） 美馬市 木屋平村 南張

Ⅱ-2602 自然斜面 南張（5） 美馬市 木屋平村 南張

Ⅱ-2603 自然斜面 南張（6） 美馬市 木屋平村 南張

Ⅱ-2604 自然斜面 南張（7） 美馬市 木屋平村 南張

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-2605 自然斜面 南張（8） 美馬市 木屋平村 南張

Ⅱ-2606 自然斜面 南張（9） 美馬市 木屋平村 南張

Ⅱ-2607 自然斜面 南張（10） 美馬市 木屋平村 南張

Ⅱ-2608 自然斜面 大北（2） 美馬市 木屋平村 大北

Ⅱ-2609 自然斜面 大北（3） 美馬市 木屋平村 大北

Ⅱ-2610 自然斜面 大北（4） 美馬市 木屋平村 大北

Ⅱ-2611 自然斜面 大北（5） 美馬市 木屋平村 大北

Ⅱ-2612 自然斜面 大北（6） 美馬市 木屋平村 大北

Ⅱ-2613 自然斜面 大北（7） 美馬市 木屋平村 大北

Ⅱ-2614 自然斜面 大北（8） 美馬市 木屋平村 大北

Ⅱ-2615 自然斜面 大北（9） 美馬市 木屋平村 大北

Ⅱ-2616 自然斜面 大北（10） 美馬市 木屋平村 大北

Ⅱ-2617 自然斜面 大北（11） 美馬市 木屋平村 大北

Ⅱ-2618 自然斜面 大北（12） 美馬市 木屋平村 大北

Ⅱ-2619 自然斜面 大北（13） 美馬市 木屋平村 大北

Ⅱ-2620 自然斜面 川井（6） 美馬市 木屋平村 川井

Ⅱ-2621 自然斜面 川井（7） 美馬市 木屋平村 川井

Ⅱ-2622 自然斜面 川井（8） 美馬市 木屋平村 川井

Ⅱ-2623 自然斜面 川井（9） 美馬市 木屋平村 川井

Ⅱ-2624 自然斜面 川井（10） 美馬市 木屋平村 川井

Ⅱ-2625 自然斜面 川井（11） 美馬市 木屋平村 川井

Ⅱ-2626 自然斜面 川井（12） 美馬市 木屋平村 川井

Ⅱ-2627 自然斜面 川井（13） 美馬市 木屋平村 川井

Ⅱ-2628 自然斜面 川井（14） 美馬市 木屋平村 川井

Ⅱ-2629 自然斜面 川井（15） 美馬市 木屋平村 川井

Ⅱ-2630 自然斜面 川井（16） 美馬市 木屋平村 川井

Ⅱ-2631 自然斜面 麻衣（1） 美馬市 木屋平村 麻衣

Ⅱ-2632 自然斜面 麻衣（2） 美馬市 木屋平村 麻衣

Ⅱ-2633 自然斜面 麻衣（3） 美馬市 木屋平村 麻衣

Ⅱ-2634 自然斜面 麻衣（4） 美馬市 木屋平村 麻衣

Ⅱ-2635 自然斜面 麻衣（5） 美馬市 木屋平村 麻衣

Ⅱ-2636 自然斜面 麻衣（6） 美馬市 木屋平村 麻衣

Ⅱ-2637 自然斜面 麻衣（7） 美馬市 木屋平村 麻衣

Ⅱ-2638 自然斜面 櫟の木（2） 美馬市 木屋平村 櫟の木

Ⅱ-2639 自然斜面 櫟の木（3） 美馬市 木屋平村 櫟の木

Ⅱ-2640 自然斜面 櫟の木（4） 美馬市 木屋平村 櫟の木

Ⅱ-2641 自然斜面 櫟の木（5） 美馬市 木屋平村 櫟の木

Ⅱ-2642 自然斜面 櫟の木（6） 美馬市 木屋平村 櫟の木

Ⅱ-2643 自然斜面 櫟の木（7） 美馬市 木屋平村 櫟の木

Ⅱ-2644 自然斜面 櫟の木（8） 美馬市 木屋平村 櫟の木

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-2645 自然斜面 櫟の木（9） 美馬市 木屋平村 櫟の木

Ⅱ-2646 自然斜面 下名（2） 美馬市 木屋平村 下名

Ⅱ-2647 自然斜面 下名（3） 美馬市 木屋平村 下名

Ⅱ-2648 自然斜面 下名（4） 美馬市 木屋平村 下名

Ⅱ-2649 自然斜面 下名（5） 美馬市 木屋平村 下名

Ⅱ-2650 自然斜面 下名（6） 美馬市 木屋平村 下名

Ⅱ-2651 自然斜面 下名（7） 美馬市 木屋平村 下名

Ⅱ-2652 自然斜面 竹尾（1） 美馬市 木屋平村 竹尾

Ⅱ-2653 自然斜面 竹尾（2） 美馬市 木屋平村 竹尾

Ⅱ-2654 自然斜面 竹尾（3） 美馬市 木屋平村 竹尾

Ⅱ-2655 自然斜面 竹尾（4） 美馬市 木屋平村 竹尾

Ⅱ-2656 自然斜面 竹尾（5） 美馬市 木屋平村 竹尾

Ⅱ-2657 自然斜面 八幡（1） 美馬市 木屋平村 八幡

Ⅱ-2658 自然斜面 八幡（2） 美馬市 木屋平村 八幡

Ⅱ-2659 自然斜面 八幡（3） 美馬市 木屋平村 八幡

Ⅱ-2660 自然斜面 八幡（4） 美馬市 木屋平村 八幡

Ⅱ-2661 自然斜面 八幡（5） 美馬市 木屋平村 八幡

Ⅱ-2662 自然斜面 八幡（6） 美馬市 木屋平村 八幡

Ⅱ-2663 自然斜面 八幡（7） 美馬市 木屋平村 八幡

Ⅱ-2664 自然斜面 八幡（8） 美馬市 木屋平村 八幡

Ⅱ-2665 自然斜面 八幡（9） 美馬市 木屋平村 八幡

Ⅱ-2666 自然斜面 弓道（3） 美馬市 木屋平村 弓道

Ⅱ-2667 自然斜面 弓道（4） 美馬市 木屋平村 弓道

Ⅱ-2668 自然斜面 弓道（5） 美馬市 木屋平村 弓道

Ⅱ-2669 自然斜面 弓道（6） 美馬市 木屋平村 弓道

Ⅱ-2670 自然斜面 弓道（7） 美馬市 木屋平村 弓道

Ⅱ-2671 自然斜面 弓道（8） 美馬市 木屋平村 弓道

Ⅱ-2672 自然斜面 弓道（9） 美馬市 木屋平村 弓道

Ⅱ-2673 自然斜面 弓道（10） 美馬市 木屋平村 弓道

Ⅱ-2674 自然斜面 弓道（11） 美馬市 木屋平村 弓道

Ⅱ-2675 自然斜面 弓道（12） 美馬市 木屋平村 弓道

Ⅱ-2676 自然斜面 森遠（4） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2677 自然斜面 森遠（5） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2678 自然斜面 森遠（6） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2679 自然斜面 森遠（7） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2680 自然斜面 森遠（8） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2681 自然斜面 森遠（9） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2682 自然斜面 森遠（10） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2683 自然斜面 森遠（11） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2684 自然斜面 森遠（12） 美馬市 木屋平村 森遠

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-2685 自然斜面 森遠（13） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2686 自然斜面 森遠（14） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2687 自然斜面 森遠（15） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2688 自然斜面 森遠（16） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2689 自然斜面 森遠（17） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2690 自然斜面 森遠（18） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2691 自然斜面 森遠（19） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2692 自然斜面 森遠（20） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2693 自然斜面 森遠（21） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2694 自然斜面 森遠（22） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2695 自然斜面 森遠（23） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2696 自然斜面 森遠（24） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2697 自然斜面 森遠（25） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2698 自然斜面 森遠（26） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2699 自然斜面 森遠（27） 美馬市 木屋平村 森遠

Ⅱ-2700 自然斜面 谷口（4） 美馬市 木屋平村 谷口

Ⅱ-2701 自然斜面 谷口（5） 美馬市 木屋平村 谷口

Ⅱ-2702 自然斜面 谷口（6） 美馬市 木屋平村 谷口

Ⅱ-2703 自然斜面 谷口（7） 美馬市 木屋平村 谷口

Ⅱ-2704 自然斜面 谷口（8） 美馬市 木屋平村 谷口

Ⅱ-2705 自然斜面 谷口（9） 美馬市 木屋平村 谷口

Ⅱ-2706 自然斜面 谷口（10） 美馬市 木屋平村 谷口

Ⅱ-2707 自然斜面 谷口（11） 美馬市 木屋平村 谷口

Ⅱ-2708 自然斜面 谷口（12） 美馬市 木屋平村 谷口

Ⅱ-2709 自然斜面 谷口（13） 美馬市 木屋平村 谷口

Ⅱ-2710 自然斜面 谷口カケ（1） 美馬市 木屋平村 谷口カケ

Ⅱ-2711 自然斜面 谷口カケ（2） 美馬市 木屋平村 谷口カケ

Ⅱ-2712 自然斜面 谷口カケ（3） 美馬市 木屋平村 谷口カケ

Ⅱ-2713 自然斜面 谷口カケ（4） 美馬市 木屋平村 谷口カケ

Ⅱ-2714 自然斜面 谷口カケ（5） 美馬市 木屋平村 谷口カケ

Ⅱ-2715 自然斜面 谷口カケ（6） 美馬市 木屋平村 谷口カケ

Ⅱ-2716 自然斜面 太合（5） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2717 自然斜面 太合（6） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2718 自然斜面 太合（7） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2719 自然斜面 太合（8） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2720 自然斜面 太合（9） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2721 自然斜面 太合（10） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2722 自然斜面 太合（11） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2723 自然斜面 太合（12） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2724 自然斜面 太合（13） 美馬市 木屋平村 太合

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在
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Ⅱ-2725 自然斜面 太合（14） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2726 自然斜面 太合（15） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2727 自然斜面 太合（16） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2728 自然斜面 太合（17） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2729 自然斜面 太合（18） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2730 自然斜面 太合（19） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2731 自然斜面 太合（20） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2732 自然斜面 太合（21） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2733 自然斜面 太合（22） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2734 自然斜面 太合（23） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2735 自然斜面 太合（24） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2736 自然斜面 太合（25） 美馬市 木屋平村 太合

Ⅱ-2737 自然斜面 太合カケ（1） 美馬市 木屋平村 太合カケ

Ⅱ-2738 自然斜面 太合カケ（2） 美馬市 木屋平村 太合カケ

Ⅱ-2739 自然斜面 太合カケ（3） 美馬市 木屋平村 太合カケ

Ⅱ-2740 自然斜面 太合カケ（4） 美馬市 木屋平村 太合カケ

Ⅱ-2741 自然斜面 川上（5） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅱ-2742 自然斜面 川上（6） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅱ-2743 自然斜面 川上（7） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅱ-2744 自然斜面 川上（8） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅱ-2745 自然斜面 川上（9） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅱ-2746 自然斜面 川上（10） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅱ-2747 自然斜面 川上（11） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅱ-2748 自然斜面 川上（12） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅱ-2749 自然斜面 川上（13） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅱ-2750 自然斜面 川上（14） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅱ-2751 自然斜面 川上（15） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅱ-2752 自然斜面 川上（16） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅱ-2753 自然斜面 川上（17） 美馬市 木屋平村 川上

Ⅱ-2754 自然斜面 川上カケ（1） 美馬市 木屋平村 川上カケ

Ⅱ-2755 自然斜面 川上カケ（2） 美馬市 木屋平村 川上カケ

（急傾斜地崩壊危険箇所Ⅱ） 平成２６年１月１日現在

箇所
番号

斜面
区分

箇所名

位置
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１０ 土砂災害危険箇所（土石流危険渓流Ⅰ）一覧表 

水系名 河川名 渓流名 現市町村名 旧市町村名 渓流長 km 流域面積km2

脇町-Ⅰ- 1 吉野川 野村谷川 （平帽子１号谷） 美馬市 脇町 平帽子 0.17 0.11

脇町-Ⅰ- 2 吉野川 野村谷川 （平帽子２号谷） 美馬市 脇町 平帽子 0.29 0.19

脇町-Ⅰ- 3 吉野川 井口谷川 柳谷 美馬市 脇町 井口 0.13 0.04

脇町-Ⅰ- 4 吉野川 清谷川 清谷 美馬市 脇町 上の原 0.82 0.08

脇町-Ⅰ- 5 吉野川 清谷川 （清水谷） 美馬市 脇町 上の原 1.25 0.60

脇町-Ⅰ- 6 吉野川 清谷川 馬木谷 美馬市 脇町 上の原 1.35 0.62

脇町-Ⅰ- 7 吉野川 清谷川 （上原小谷） 美馬市 脇町 上の原 0.19 0.02

脇町-Ⅰ- 8 吉野川 馬木谷川 （滝下３号谷） 美馬市 脇町 上の原 0.43 0.10

脇町-Ⅰ- 9 吉野川 城の谷川 城の谷 美馬市 脇町 脇町 0.27 0.06

脇町-Ⅰ-10 吉野川 城の谷川 城の谷 美馬市 脇町 脇町 0.88 0.39

脇町-Ⅰ-11 吉野川 山根谷川 小麦谷 美馬市 脇町 脇町 0.51 0.09

脇町-Ⅰ-12 吉野川 大谷川 小麦谷 美馬市 脇町 脇町 1.26 0.34

脇町-Ⅰ-13 吉野川 大谷川 上境谷 美馬市 脇町 中段 0.32 0.11

脇町-Ⅰ-14 吉野川 大谷川 大谷 美馬市 脇町 西大谷 0.82 1.96

脇町-Ⅰ-15 吉野川 日野谷川 日野谷 美馬市 脇町 猪尻 0.49 0.09

脇町-Ⅰ-16 吉野川 日野谷川 日野谷 美馬市 脇町 猪尻 0.35 0.07

脇町-Ⅰ-17 吉野川 土井谷川 土井谷 美馬市 脇町 拝原 0.43 0.07

脇町-Ⅰ-18 吉野川 曽江谷川 （土井小谷） 美馬市 脇町 拝原 0.17 0.04

脇町-Ⅰ-19 吉野川 曽江谷川 池の谷 美馬市 脇町 曽江名 0.11 0.11

脇町-Ⅰ-20 吉野川 曽江谷川 大塩谷 美馬市 脇町 曽江名 0.24 0.17

脇町-Ⅰ-21 吉野川 曽江谷川 大塩谷 美馬市 脇町 曽江名 0.12 0.05

脇町-Ⅰ-22 吉野川 曽江谷川 （大塩小谷） 美馬市 脇町 曽江名 0.12 0.04

脇町-Ⅰ-23 吉野川 曽江谷川 山彦谷 美馬市 脇町 曽江名 0.80 0.25

脇町-Ⅰ-24 吉野川 曽江谷川 吉竹谷 美馬市 脇町 西赤谷 0.12 0.21

脇町-Ⅰ-25 吉野川 曽江谷川 五大谷 美馬市 脇町 西赤谷 0.60 0.34

脇町-Ⅰ-26 吉野川 曽江谷川 西赤谷 美馬市 脇町 西赤谷 0.07 0.05

脇町-Ⅰ-27 吉野川 曽江谷川 広棚谷 美馬市 脇町 西赤谷 1.29 1.44

脇町-Ⅰ-28 吉野川 曽江谷川 下夏子谷 美馬市 脇町 西俣名 1.23 0.61

脇町-Ⅰ-29 吉野川 曽江谷川 夏子谷 美馬市 脇町 西俣名 0.30 0.22

脇町-Ⅰ-30 吉野川 曽江谷川 （向晴谷） 美馬市 脇町 東俣谷 0.14 0.02

脇町-Ⅰ-31 吉野川 曽江谷川 坂の谷 美馬市 脇町 東俣谷 0.27 0.07

脇町-Ⅰ-32 吉野川 東俣谷川 阿瀬比谷 美馬市 脇町 東赤谷名 0.49 0.30

脇町-Ⅰ-33 吉野川 東俣谷川 阿瀬比谷 美馬市 脇町 東赤谷名 0.77 0.86

脇町-Ⅰ-34 吉野川 東俣谷川 裏の谷 美馬市 脇町 東俣名 0.14 0.09

脇町-Ⅰ-35 吉野川 東俣谷川 上谷 美馬市 脇町 東俣名 0.73 0.15

脇町-Ⅰ-36 吉野川 東俣谷川 （中川原谷） 美馬市 脇町 東俣谷 0.08 0.07

脇町-Ⅰ-37 吉野川 野村谷川 （黒北小谷） 美馬市 脇町 東赤谷名 0.14 0.05

脇町-Ⅰ-38 吉野川 曽江谷川 （上曽江谷） 美馬市 脇町 西赤谷 0.65 0.23

脇町-Ⅰ-39 吉野川 曽江谷川 宇多谷 美馬市 脇町 西赤谷 2.19 1.51

美馬-Ⅰ- 1 吉野川 黒谷川 黒谷 美馬市 美馬町 中西 0.53 0.21

美馬-Ⅰ- 2 吉野川 露の谷川 露の谷 美馬市 美馬町 中西 0.66 0.14

美馬-Ⅰ- 3 吉野川 露の谷川 露の谷 美馬市 美馬町 中西 0.41 0.39

美馬-Ⅰ- 4 吉野川 中野谷川 露の谷 美馬市 美馬町 露口 0.34 0.15

美馬-Ⅰ- 6 吉野川 中野谷川 手水谷 美馬市 美馬町 山嫁坂 0.66 0.12

美馬-Ⅰ- 7 吉野川 鍋倉谷川 猿ヶ谷 美馬市 美馬町 北東原 0.71 0.39

美馬-Ⅰ- 8 吉野川 鍋倉谷川 井出谷 美馬市 美馬町 狙坂 0.82 0.34

町・字

所在地渓流名

平成２６年１月１日現在（土石流危険渓流Ⅰ）

渓流番号

渓流概要
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水系名 河川名 渓流名 現市町村名 旧市町村名 渓流長 km 流域面積km2

美馬-Ⅰ-10 吉野川 鍋倉谷川 （藤宇谷） 美馬市 美馬町 北東原 0.60 0.37

美馬-Ⅰ-11 吉野川 姥ヶ谷川 姥ヶ谷 美馬市 美馬町 滝ノ宮 0.35 0.02

美馬-Ⅰ-12 吉野川 姥ヶ谷川 條谷 美馬市 美馬町 土ヶ久保 0.35 0.06

美馬-Ⅰ-13 吉野川 姥ヶ谷川 姥ヶ谷川 美馬市 美馬町 土ヶ久保 0.74 0.16

美馬-Ⅰ-14 吉野川 枳殻谷川 姥ヶ谷川 美馬市 美馬町 北土ヶ久保 0.48 0.07

美馬-Ⅰ-15 吉野川 枳殻谷川 棋殻谷川 美馬市 美馬町 宗重 0.72 0.22

美馬-Ⅰ-16 吉野川 玉振谷川 玉振谷川 美馬市 美馬町 宗重 1.41 0.52

美馬-Ⅰ-17 吉野川 吉田谷川 吉田谷川 美馬市 美馬町 坊僧 0.91 0.13

美馬-Ⅰ-18 吉野川 野村谷川 入倉谷 美馬市 美馬町 入倉 3.35 4.56

美馬-Ⅰ-19 吉野川 野村谷川 上入倉谷 美馬市 美馬町 清田 0.44 0.09

2 吉野川 吉野川 寺尾谷川 美馬市 穴吹町 小島 0.35 0.13

3 吉野川 吉野川 不定谷川 美馬市 穴吹町 小島 1.42 0.39

4 吉野川 吉野川 一の谷川 美馬市 穴吹町 小島 1.12 0.61

5 吉野川 吉野川 中村谷川 美馬市 穴吹町 小島 0.63 0.27

6 吉野川 吉野川 石神谷川 美馬市 穴吹町 小島 1.42 0.74

7 吉野川 吉野川 阿弥陀堂谷川 美馬市 穴吹町 小島 1.57 0.45

8 吉野川 吉野川 東分谷川 美馬市 穴吹町 小島 1.37 1.14

9 吉野川 吉野川 神田谷川 美馬市 穴吹町 三島 0.68 0.24

10 吉野川 吉野川 神田谷川 美馬市 穴吹町 三島 0.93 0.43

11 吉野川 妙連川 （三島１号谷） 美馬市 穴吹町 三谷 0.34 0.10

12 吉野川 妙連川 （三島２号谷） 美馬市 穴吹町 三谷 0.91 0.26

13 吉野川 妙連川 楠谷川 美馬市 穴吹町 三谷 0.44 0.14

15 吉野川 妙連川 （三島３号谷） 美馬市 穴吹町 三谷 0.79 0.30

16 吉野川 妙連川 三谷川 美馬市 穴吹町 三谷 2.04 1.18

18 吉野川 吉野川 柳田谷川 美馬市 穴吹町 穴吹 0.39 0.13

19 吉野川 吉野川 岡の谷川 美馬市 穴吹町 穴吹 0.43 0.09

20 吉野川 穴吹川 （穴吹谷） 美馬市 穴吹町 穴吹 0.14 0.04

21 吉野川 穴吹川 田呂の谷 美馬市 穴吹町 穴吹 0.18 0.05

22 吉野川 穴吹川 大平谷 美馬市 穴吹町 盤若 0.16 0.03

23 吉野川 穴吹川 小屋谷 美馬市 穴吹町 穴吹 1.56 0.53

25 吉野川 穴吹川 初草谷 美馬市 穴吹町 初草 0.87 0.49

27 吉野川 穴吹川 （西谷） 美馬市 穴吹町 西谷 2.06 0.49

28 吉野川 穴吹川 （渕名谷） 美馬市 穴吹町 西谷 7.89 2.20

29 吉野川 穴吹川 （渕名１号支谷） 美馬市 穴吹町 口山 0.55 0.50

30 吉野川 穴吹川 （渕名２号支谷） 美馬市 穴吹町 渕名 1.33 0.51

37 吉野川 穴吹川 アセヨウチ谷 美馬市 穴吹町 梶谷 0.33 0.05

38 吉野川 穴吹川 ドウノオク谷 美馬市 穴吹町 梶谷 0.36 0.08

43 吉野川 穴吹川 （宮内谷） 美馬市 穴吹町 宮内 0.38 0.06

49 吉野川 穴吹川 田方谷川 美馬市 穴吹町 田方 0.20 0.02

（土石流危険渓流Ⅰ） 平成２６年１月１日現在

渓流番号

渓流名 所在地 渓流概要

町・字
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水系名 河川名 渓流名 現市町村名 旧市町村名 渓流長 km 流域面積km2

51 吉野川 穴吹川 （知野２号谷） 美馬市 穴吹町 知野 0.09 0.01

52 吉野川 穴吹川 （知野１号谷） 美馬市 穴吹町 知野 0.04 0.01

53 吉野川 穴吹川 （仕出原４号谷） 美馬市 穴吹町 仕出原 0.10 0.02

54 吉野川 穴吹川 （仕出原３号谷） 美馬市 穴吹町 仕出原 0.33 0.07

56 吉野川 穴吹川 西の谷川 美馬市 穴吹町 魚帰 3.95 1.58

57 吉野川 穴吹川 （龍王谷） 美馬市 穴吹町 美少田 1.24 0.19

58 吉野川 穴吹川 （寺前谷） 美馬市 穴吹町 寺前 0.15 0.03

59 吉野川 穴吹川 市場谷 美馬市 穴吹町 市場 4.80 3.22

60 吉野川 穴吹川 岡の谷 美馬市 穴吹町 田ノ上 0.62 0.13

62 吉野川 穴吹川 （市ノ下２号谷） 美馬市 穴吹町 市ノ下 0.28 0.03

64 吉野川 吉野川 （上成戸谷） 美馬市 穴吹町 西成戸 0.42 0.12

65 吉野川 吉野川 西成戸谷 美馬市 穴吹町 成戸 0.77 0.22

66 吉野川 吉野川 （東成戸谷） 美馬市 穴吹町 西成戸 0.46 0.15

67 吉野川 穴吹川 （奈良坂谷） 美馬市 穴吹町 奈良坂 0.16 0.04

106 吉野川 穴吹川 （瀬津原谷） 美馬市 木屋平村 瀬津原 0.46 0.08

107 吉野川 穴吹川 （森遠下谷） 美馬市 木屋平村 瀬津原 0.14 0.04

109 吉野川 穴吹川 （谷口下谷） 美馬市 木屋平村 谷口 1.84 0.65

110 吉野川 穴吹川 （龍光寺谷） 美馬市 木屋平村 谷口 0.11 0.04

111 吉野川 穴吹川 （谷口局前谷） 美馬市 木屋平村 谷口 1.26 0.46

112 吉野川 穴吹川 （谷口上谷） 美馬市 木屋平村 谷口 0.20 0.06

116 吉野川 太合谷川 （太合２号支谷） 美馬市 木屋平村 太合 0.29 0.09

118 吉野川 穴吹川 （川上上谷） 美馬市 木屋平村 川上カゲ 0.42 0.12

120 吉野川 穴吹川 （川上神社谷） 美馬市 木屋平村 川上 0.70 0.26

122 吉野川 穴吹川 上屋敷谷 美馬市 木屋平村 川上 0.62 0.32

125 吉野川 穴吹川 （川上奥谷） 美馬市 木屋平村 川上 0.34 0.17

131 吉野川 穴吹川 川井谷 美馬市 木屋平村 川井 4.93 1.70

合計 113 箇所

（土石流危険渓流Ⅰ） 平成２６年１月１日現在

渓流番号

渓流名 所在地 渓流概要

町・字
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１１ 土砂災害危険箇所（土石流危険渓流Ⅱ）一覧表 

水系名 河川名 渓流名 現市町村名 旧市町村名 渓流長 km 流域面積km2

脇町-Ⅱ- 1 吉野川 野村谷川 （津山谷） 美馬市 脇町 小星 1.49 0.73

脇町-Ⅱ- 2 吉野川 井口谷川 （梨子木谷） 美馬市 脇町 梨子木 1.74 2.19

脇町-Ⅱ- 3 吉野川 井口谷川 井口谷 美馬市 脇町 暮畑 0.86 1.23

脇町-Ⅱ- 4 吉野川 清水谷川 （清水支谷） 美馬市 脇町 井口 0.53 0.07

脇町-Ⅱ- 5 吉野川 馬木谷川 （滝下１号谷） 美馬市 脇町 上の原 0.24 0.03

脇町-Ⅱ- 6 吉野川 馬木谷川 （滝下２号谷） 美馬市 脇町 上の原 0.28 0.07

脇町-Ⅱ- 7 吉野川 新町谷川 （新町谷） 美馬市 脇町 新山 1.96 2.22

脇町-Ⅱ- 8 吉野川 城の谷川 （城の谷支川） 美馬市 脇町 脇町 0.06 0.03

脇町-Ⅱ- 9 吉野川 山根谷川 （山根支谷） 美馬市 脇町 脇町 0.14 0.05

脇町-Ⅱ-10 吉野川 大谷川 （段谷） 美馬市 脇町 段 0.09 0.06

脇町-Ⅱ-11 吉野川 大谷川 （薬師堂谷） 美馬市 脇町 西大谷 0.19 0.05

脇町-Ⅱ-12 吉野川 大谷川 柴床谷 美馬市 脇町 古作 0.11 0.03

脇町-Ⅱ-13 吉野川 曽江谷川 （北庄小谷） 美馬市 脇町 曽江名 0.12 0.01

脇町-Ⅱ-14 吉野川 曽江谷川 （西赤谷下谷） 美馬市 脇町 西赤谷 0.54 0.48

脇町-Ⅱ-15 吉野川 曽江谷川 （土居の池北谷） 美馬市 脇町 西俣名 0.25 0.15

脇町-Ⅱ-16 吉野川 曽江谷川 （葛城神社向谷） 美馬市 脇町 西俣名 0.25 0.07

脇町-Ⅱ-17 吉野川 曽江谷川 （平間谷） 美馬市 脇町 西俣名 0.14 0.03

脇町-Ⅱ-18 吉野川 曽江谷川 （俣名小谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.66 0.18

脇町-Ⅱ-19 吉野川 曽江谷川 （一本杉谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.14 0.05

脇町-Ⅱ-20 吉野川 曽江谷川 （清水谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.23 0.21

脇町-Ⅱ-21 吉野川 曽江谷川 （上清水谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.70 0.13

脇町-Ⅱ-22 吉野川 曽江谷川 （奥曽江１号谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.53 0.11

脇町-Ⅱ-23 吉野川 曽江谷川 （奥曽江２号谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.48 0.06

脇町-Ⅱ-24 吉野川 曽江谷川 （清水上橋谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.43 0.06

脇町-Ⅱ-25 吉野川 曽江谷川 （奥曽江３号谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.34 0.05

脇町-Ⅱ-26 吉野川 曽江谷川 （清光橋谷） 美馬市 脇町 東俣名 2.20 1.14

脇町-Ⅱ-27 吉野川 曽江谷川 （清水橋谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.10 0.01

脇町-Ⅱ-28 吉野川 東俣谷川 阿瀬比谷 美馬市 脇町 西赤谷 0.20 0.04

脇町-Ⅱ-29 吉野川 東俣谷川 （阿瀬比中谷） 美馬市 脇町 東赤谷名 0.03 0.01

脇町-Ⅱ-30 吉野川 東俣谷川 （阿瀬比上谷） 美馬市 脇町 東赤谷名 0.26 0.07

脇町-Ⅱ-31 吉野川 東俣谷川 花瀬谷 美馬市 脇町 東俣名 1.72 1.80

脇町-Ⅱ-32 吉野川 東俣谷川 （古屋敷１号谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.41 0.10

脇町-Ⅱ-33 吉野川 東俣谷川 （古屋敷２号谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.28 0.14

脇町-Ⅱ-34 吉野川 東俣谷川 （幽剣橋谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.33 0.17

脇町-Ⅱ-35 吉野川 東俣谷川 （白樫橋上谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.46 0.18

脇町-Ⅱ-36 吉野川 東俣谷川 （奥東俣３号谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.19 0.02

脇町-Ⅱ-37 吉野川 東俣谷川 （奥東俣１号谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.13 0.01

脇町-Ⅱ-38 吉野川 東俣谷川 （奥東俣２号谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.69 0.15

脇町-Ⅱ-39 吉野川 東俣谷川 （白樫橋下谷） 美馬市 脇町 東俣名 1.55 0.73

脇町-Ⅱ-40 吉野川 東俣谷川 （御所神社谷） 美馬市 脇町 東俣名 0.72 0.16

脇町-Ⅱ-41 吉野川 曽江谷川 （下曽江谷） 美馬市 脇町 西赤谷 0.22 0.03

美馬-Ⅱ- 1 吉野川 船屋谷川 船屋谷川 美馬市 美馬町 中上 0.41 0.13

美馬-Ⅱ- 2 吉野川 鍋倉谷川 （荒川谷） 美馬市 美馬町 前坂 0.13 0.02

美馬-Ⅱ- 3 吉野川 猿ヶ谷川 嫁坂谷川 美馬市 美馬町 北東原 0.21 0.04

美馬-Ⅱ- 4 吉野川 猿ヶ谷川 西猿ヶ谷 美馬市 美馬町 北東原 0.50 0.05

美馬-Ⅱ- 5 吉野川 猿ヶ谷川 （北東原谷） 美馬市 美馬町 北東原 0.22 0.03

（土石流危険渓流Ⅱ）

渓流番号

渓流概要渓流名

平成２６年１月１日現在

所在地

町・字
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水系名 河川名 渓流名 現市町村名 旧市町村名 渓流長 km 流域面積km2

美馬-Ⅱ- 6 吉野川 鍋倉谷川 （井ノ神谷） 美馬市 美馬町 井ノ神 0.15 0.04

美馬-Ⅱ- 7 吉野川 鍋倉谷川 （下白地谷） 美馬市 美馬町 下白地 0.27 0.20

美馬-Ⅱ- 8 吉野川 鍋倉谷川 （押上谷） 美馬市 美馬町 押上 0.27 0.10

美馬-Ⅱ- 9 吉野川 鍋倉谷川 （茅原谷） 美馬市 美馬町 茅原 0.11 0.22

美馬-Ⅱ-10 吉野川 鍋倉谷川 （立見山谷） 美馬市 美馬町 立見山 0.15 0.06

美馬-Ⅱ-11 吉野川 轟谷川 轟谷 美馬市 美馬町 轟 0.91 0.46

美馬-Ⅱ-12 吉野川 西谷川 西の谷 美馬市 美馬町 岡 0.13 0.02

美馬-Ⅱ-13 吉野川 西谷川 西野谷 美馬市 美馬町 薬師 0.15 0.06

美馬-Ⅱ-14 吉野川 野村谷川 （坊僧谷） 美馬市 美馬町 蕨草 0.29 0.06

美馬-Ⅱ-15 吉野川 野村谷川 金山谷 美馬市 美馬町 切久保 1.40 0.45

美馬-Ⅱ-16 吉野川 鍋倉谷川 （中岡谷） 美馬市 美馬町 野田ノ井 0.62 0.48

1 吉野川 吉野川 （本楽寺谷） 美馬市 穴吹町 小島 0.93 0.47

14 吉野川 妙連川 第一楠谷川 美馬市 穴吹町 三谷 0.49 0.15

17 吉野川 妙連川 尾山谷 美馬市 穴吹町 尾山 0.53 0.06

24 吉野川 穴吹川 （平野谷） 美馬市 穴吹町 平野・奈良坂 0.95 0.28

26 吉野川 穴吹川 （中野宮谷） 美馬市 穴吹町 中野宮 1.67 0.33

31 吉野川 穴吹川 （弓立谷） 美馬市 穴吹町 弓立 0.23 0.04

32 吉野川 穴吹川 （知野橋谷） 美馬市 穴吹町 知野 0.30 0.12

33 吉野川 穴吹川 （調子野１号支谷） 美馬市 穴吹町 支納 1.17 0.21

34 吉野川 穴吹川 （調子野２号支谷） 美馬市 穴吹町 支納 0.57 0.13

35 吉野川 穴吹川 （調子野３号支谷） 美馬市 穴吹町 支納 0.25 0.06

36 吉野川 穴吹川 森下谷 美馬市 穴吹町 調子野 0.42 0.08

39 吉野川 穴吹川 （梶山３号谷） 美馬市 穴吹町 梶谷 0.52 0.12

40 吉野川 穴吹川 （梶山２号谷） 美馬市 穴吹町 梶谷 0.29 0.06

41 吉野川 穴吹川 黒谷川 美馬市 穴吹町 調子野 0.27 0.05

42 吉野川 穴吹川 （黒川谷） 美馬市 穴吹町 調子野 0.25 0.04

44 吉野川 穴吹川 伊加谷 美馬市 穴吹町 古宮 0.17 0.08

45 吉野川 穴吹川 （田野内１号谷） 美馬市 穴吹町 田野内 0.76 0.29

46 吉野川 穴吹川 （田野内２号谷） 美馬市 穴吹町 田野内 0.21 0.04

47 吉野川 穴吹川 山の瀬谷川 美馬市 穴吹町 小宮 0.51 0.15

48 吉野川 穴吹川 大佐古谷 美馬市 穴吹町 大佐古 2.25 0.98

50 吉野川 穴吹川 （知野３号谷） 美馬市 穴吹町 知野 0.10 0.01

55 吉野川 穴吹川 （仕出原１号谷） 美馬市 穴吹町 仕出原 0.62 0.06

61 吉野川 穴吹川 岡ノ上 美馬市 穴吹町 岡ノ上 0.25 0.02

63 吉野川 穴吹川 （市ノ下１号谷） 美馬市 穴吹町 市ノ下 1.18 0.33

68 吉野川 穴吹川 （梶山１号谷） 美馬市 穴吹町 梶山 0.69 0.14

73 吉野川 穴吹川 （円満寺谷） 美馬市 穴吹町 半平 1.31 0.39

74 吉野川 穴吹川 （仕出原２号谷） 美馬市 穴吹町 仕出原 2.84 0.76

101 吉野川 穴吹川 樫原谷 美馬市 木屋平村 樫原 6.27 4.24

（土石流危険渓流Ⅱ） 平成２６年１月１日現在

渓流番号

渓流名 所在地 渓流概要

町・字
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水系名 河川名 渓流名 現市町村名 旧市町村名 渓流長 km 流域面積km2

102 吉野川 穴吹川 （尾山谷） 美馬市 木屋平村 樫原 0.51 0.40

103 吉野川 穴吹川 （南張谷） 美馬市 木屋平村 南張 1.60 1.40

104 吉野川 穴吹川 （櫟木谷） 美馬市 木屋平村 櫟木 0.18 0.15

105 吉野川 穴吹川 （下名谷） 美馬市 木屋平村 内川地 0.36 0.04

108 吉野川 穴吹川 大島谷 美馬市 木屋平村 森遠 0.22 0.28

114 吉野川 穴吹川 滝の宮谷 美馬市 木屋平村 谷口 3.13 0.93

115 吉野川 大合谷川 （太合１号支谷） 美馬市 木屋平村 寺内 0.44 0.11

117 吉野川 太合谷川 （太合３号支谷） 美馬市 木屋平村 太合 0.49 0.20

119 吉野川 穴吹川 （川上谷） 美馬市 木屋平村 川上 0.38 0.08

121 吉野川 穴吹川 上佐古谷 美馬市 木屋平村 川上 0.73 0.20

123 吉野川 穴吹川 西谷川 美馬市 木屋平村 川上 1.92 0.80

124 吉野川 穴吹川 茗荷谷 美馬市 木屋平村 川上 1.56 0.98

126 吉野川 穴吹川 （八幡４号谷） 美馬市 木屋平村 内宇天 0.11 0.01

127 吉野川 穴吹川 （八幡３号谷） 美馬市 木屋平村 八幡 0.45 0.10

128 吉野川 穴吹川 （八幡２号谷） 美馬市 木屋平村 有氏 0.28 0.04

129 吉野川 穴吹川 （八幡１号谷） 美馬市 木屋平村 有氏 0.04 0.02

130 吉野川 穴吹川 （川井上谷） 美馬市 木屋平村 川井 0.23 0.15

132 吉野川 穴吹川 （川井下谷） 美馬市 木屋平村 川井 0.15 0.04

133 吉野川 穴吹川 （小日浦谷） 美馬市 木屋平村 今丸 0.17 0.03

134 吉野川 二戸谷川 南二戸谷 美馬市 木屋平村 南二戸 4.06 2.05

135 吉野川 二戸谷川 境谷 美馬市 木屋平村 二戸 1.56 0.43

136 吉野川 穴吹川 （二戸２号支谷） 美馬市 木屋平村 二戸 0.18 0.03

137 吉野川 穴吹川 （二戸１号支谷） 美馬市 木屋平村 二戸 0.26 0.04

合計 110 箇所

（土石流危険渓流Ⅱ） 平成２６年１月１日現在

渓流番号

渓流名 所在地 渓流概要

町・字
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１２ 土砂災害危険箇所（土石流危険渓流に準ずる渓流）一覧表 

水系名 河川名 渓流名 現市町村名 旧市町村名 渓流長 km 流域面積km2

脇町-Ⅲ-1 吉野川 野村谷川 （小星１号谷） 美馬市 脇町 小星 0.03

脇町-Ⅲ-2 吉野川 野村谷川 （小星２号谷） 美馬市 脇町 小星 0.02

脇町-Ⅲ-3 吉野川 井口谷川 （井口小谷） 美馬市 脇町 井口東 0.07

脇町-Ⅲ-4 吉野川 吉野川 （上ノ原１号谷） 美馬市 脇町 岩倉 0.05

脇町-Ⅲ-5 吉野川 吉野川 （上ノ原２号谷） 美馬市 脇町 岩倉 0.21

脇町-Ⅲ-6 吉野川 大谷川 （段名谷） 美馬市 脇町 左尾 0.21

脇町-Ⅲ-7 吉野川 大谷川 （段上小谷） 美馬市 脇町 白木 0.10

脇町-Ⅲ-8 吉野川 大谷川 （柴床小谷） 美馬市 脇町 古作 0.08

合計 8 箇所

渓流番号

渓流概要所在地

平成２６年１月１日現在

町・字

渓流名

（土石流危険渓流に準ずる渓流）
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１３ 山地災害危険地区（山腹崩壊危険地区）一覧表 

所　　  在　  　地

郡　市 町　村 字

1 苫尾                美馬市    脇町 字苫尾 12.00

2 栗野                    〃        〃    字栗野 12.00

3 西ノ谷                  〃        〃    字ハナオレ 12.00

4 中野                    〃        〃    字ｶﾗﾊﾞｵｶ13 12.00

5 下中野１                〃        〃    字カマガダケ 7.00

6 下中野２                〃        〃    カマガダケ 8.00

7 中八                    〃        〃    字ｶﾐﾉｵｸ30-1 15.00

8 川熊                    〃        〃    字川熊 4.00

9 芋穴                    〃        〃    字芋穴 17.00

10 横倉上                  〃        〃    字芋穴587 18.00

11 横倉中                  〃        〃    字横倉579 13.00

12 横倉下                  〃        〃    字横倉387 9.00

13 川原柴                  〃        〃    字川原柴324 16.00

14 暮畑                    〃        〃    字暮畑 2.00

15 井口東                  〃        〃    字井口東137 11.00

16 安車尾                  〃        〃    字井口東 7.00

17 池の奥                  〃        〃    字ﾌｸﾄﾞｳ29-3 14.00

18 西大谷                  〃        〃    下大滝 1.00

19 下大滝                  〃        〃    字下大滝 45.00

20 神田山                  〃        〃    字神田山 22.00

21 中屋敷                  〃        〃    字ｶｸﾞﾗﾃﾞﾝ21 13.00

22 東大谷                  〃        〃    字井坪48 15.00

23 番匠屋                  〃        〃    字番匠屋 36.00

24 小森下                  〃        〃    字小森 22.00

25 小森                    〃        〃    字中尾34 11.00

26 中尾                    〃        〃    字中尾12 11.00

27 白木                    〃        〃    字上白木 10.00

28 段                      〃        〃    段 8.00

29 柴床                    〃        〃    字柴床 14.00

30 段名                    〃        〃    段名 1.00

31 城谷                    〃        〃    字城山 10.00

32 国見丸                  〃        〃    字新町 6.00

33 大工町                  〃        〃    字大工町 14.00

34 佐尾原                  〃        〃    字佐尾原 3.00

35 清水                    〃        〃    字清水 14.00

36 相立                    〃        〃    字相立 6.00

37 平間                    〃        〃    字平間 6.00

38 夏子                    〃        〃    字夏子 16.00

39 西俣名                  〃        〃    字西俣名 7.00

40 広棚左岸                〃        〃    字西俣名 10.00

41 広棚右岸                〃        〃    字西俣名 5.00

42 広棚                    〃        〃    西赤谷 4.00

43 出葉                    〃        〃    字出葉 25.00

44 釜ノ池１                〃        〃    釜ノ池 12.00

45 釜ノ池２                〃        〃    字釜ノ池 12.00

46 御所野                  〃        〃    字東俣名 20.00

47 古屋敷１                〃        〃    東俣名 7.00

48 古屋敷２                〃        〃    東俣名 5.00

49 古屋敷３                〃        〃    字古屋敷 15.00

50 横野東                  〃        〃    字横野東 10.00

51 横野                    〃        〃    字東俣名 27.00

52 桐野                    〃        〃    字桐野 11.00

53 東阿串左岸          美馬市    脇町 字東赤谷名 11.00

54 東阿串右岸              〃        〃    字東赤谷名 13.00

55 阿串左岸                〃        〃    字東赤谷名 10.00

56 阿串右岸                〃        〃    字東赤谷名 7.00

57 東赤谷名                〃        〃    字東赤谷名 11.00

58 吉竹                    〃        〃    字吉竹 11.00

59 八久保                  〃        〃    字八久保 9.00

60 曽江                    〃        〃    字曽江名 8.00

61 拝原                    〃        〃    字ｷﾀﾉｼｮｳﾊﾗ 2.00

62 庄                      〃        〃    字庄 1.00

63 西赤谷                  〃        〃    西赤谷 5.00

64 上の原     〃        〃    東山 0.60

65 突落                美馬市    美馬町 字突落 3.00

66 八幡西                  〃        〃    字八幡 4.00

　　　令和３年　4月　1日現在　山地に起因する災害危険地一覧表

番号
山腹崩壊危険地区
地区名

面積(ha)
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所　　  在　  　地

郡　市 町　村 字

67 露口１                  〃        〃    字露口 8.00

68 夏弥喜                  〃        〃    字夏弥喜 7.00

69 露口２                  〃        〃    字露口 8.00

70 露口３                  〃        〃    字露口 7.00

71 中村                    〃        〃    字芹佐古 33.00

72 立見山                  〃        〃    字立見山 18.00

73 藤宇東１                〃        〃    字藤宇 12.00

74 藤宇東２                〃        〃    字藤宇 3.00

75 平野                    〃        〃    字野田ノ井 34.00

76 野田ノ井                〃        〃    字ﾔｸｼｶﾞｸﾎﾞ 3.00

77 猿坂北                  〃        〃    観音 6.00

78 猿坂                    〃        〃    猿坂 13.00

79 長江三木尾東            〃        〃    字猿坂 2.00

80 梅ヶ久保１              〃        〃    字梅ヶ久保 11.00

81 梅ヶ久保２              〃        〃    字梅ヶ久保 9.00

82 土ヶ久保                〃        〃    字西段 7.00

83 西段                    〃        〃    字西段 3.00

84 正部１                  〃        〃    字正部 23.00

85 正部２                  〃        〃    字正部 3.00

86 入倉                    〃        〃    字入倉91-1 3.00

87 切久保１                〃        〃    字切久保 8.00

88 切久保２                〃        〃    字切久保 4.00

89 清田上１                〃        〃    字清田 9.00

90 清田上２                〃        〃    字清田 6.00

91 丈寄                    〃        〃    字丈寄251 1.00

92 切久保３                〃        〃    字切久保 11.00

93 坊僧                    〃        〃    字坊僧 9.00

94 岡                      〃        〃    字岡 17.00

95 突出                    〃        〃    下突出 2.00

96 岡２                    〃        〃    岡 1.96

97 葛生１              美馬市    穴吹町 字葛生 4.00

98 葛生向                  〃        〃    字葛生 24.00

99 葛生２                  〃        〃    字葛生 17.00

100 藤原奥                  〃        〃    字藤原 23.00

101 田野内                  〃        〃    字田野内 16.00

102 北又奥上                〃        〃    北又 5.00

103 北又奥                  〃        〃    字北又 17.00

104 北又中                  〃        〃    字北又 13.00

105 北又                    〃        〃    字北又 23.00

106 葛生３                  〃        〃    字葛生 9.00

107 大佐古                  〃        〃    字生子屋敷 13.00

108 生子屋敷西              〃        〃    字生子屋敷 12.00

109 高橋東                  〃        〃    字生子屋敷 8.00

110 高橋                    〃        〃    字高橋 16.00

111 古宮                    〃        〃    字古宮 4.00

112 半平                    〃        〃    字半平 14.00

113 伊加谷                  〃        〃    字伊加谷 14.00

114 鍵掛下                  〃        〃    字鍵掛 14.00

115 鍵掛上                  〃        〃    字鍵掛 34.00

116 左手                    〃        〃    字首野877 6.00

117 蔭四合地                〃        〃    字四合地108 7.00

118 四合地                  〃        〃    字四合地 9.00

119 大内                    〃        〃    字大内 35.00

120 田尾                美馬市    穴吹町 字大内 3.00

121 田方                    〃        〃    字田方 59.00

122 知野                    〃        〃    字知野 2.00

123 調子野１                〃        〃    字調子野 6.00

124 東クロカワ谷            〃        〃    字調子野 12.00

125 調子野２                〃        〃    調子野 14.00

126 宮内１                  〃        〃    字宮内 6.00

127 カミサコ谷              〃        〃    字調子野 9.00

128 宮内２                  〃        〃    字宮内 24.00

129 猿飼                    〃        〃    字猿飼 4.00

130 西谷                    〃        〃    字西谷 21.00

131 中野宮                  〃        〃    字中野宮615 3.00

132 仕出原                  〃        〃    字仕出原 9.00

133 馬内                    〃        〃    馬内 1.00

　山地に起因する災害危険地一覧表 　　　令和３年　4月　1日現在

番号
山腹崩壊危険地区
地区名

面積(ha)
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所　　  在　  　地

郡　市 町　村 字

134 初草                    〃        〃    字初草343 8.00

135 上谷１                  〃        〃    字山神東134 9.00

136 上谷２                  〃        〃    字上谷岡 3.00

137 岡                      〃        〃    字岡 10.00

138 川原田                  〃        〃    字西成戸 4.00

139 三島上                  〃        〃    字三島 19.00

140 三島下                  〃        〃    字三谷 10.00

141 宮城１                  〃        〃    字三谷520-2 10.00

142 宮城２                  〃        〃    字三谷1616-2 10.00

143 宮城３                  〃        〃    字三谷622 7.00

144 宮城４                  〃        〃    字三谷731 8.00

145 丸山                    〃        〃    丸山 6.00

146 平間                    〃        〃    平間 2.00

147 川上                美馬市    木屋平 6.00

148 谷口カケ                〃        〃    字谷口カケ 12.00

149 谷口                    〃        〃    字太合61 10.00

150 日々宇                  〃        〃    字日々宇 19.00

151 麻衣                    〃        〃    字麻衣 9.00

152 大北                    〃        〃    字大北616-33 14.00

153 南張                    〃        〃    南張 16.00

154 ビヤガイチ              〃        〃    字貢 13.00

155 ビヤガイチ西            〃        〃    字貢119 14.00

156 ビヤカイチ東            〃        〃    字貢229 12.00

157 今丸                    〃        〃    字今丸 4.00

158 三ッ木                  〃        〃    字三ッ木 10.00

159 桑柄                    〃        〃    字桑柄 14.00

160 内宇夫                  〃        〃    内宇夫 10.00

161 赤石                    〃        〃    川上 12.00

162 下谷                    〃        〃    川上 10.00

163 槙渕谷(上)              〃        〃    川上 1.00

164 梶荒谷(1)               〃        〃    川上 4.00

165 白枝谷(2)               〃        〃    川上 6.00

166 梶荒谷                  〃        〃    川上 1.00

167 梶荒谷                  〃        〃    川上 5.00

168 ギビジリ谷              〃        〃    川上 11.00

169 白枝谷（下）            〃        〃    川上 4.00

170 川の瀬谷                〃        〃    川上 4.00

171 上川の瀬（右）          〃        〃    川上 4.00

172 上川の瀬（左）          〃        〃    川上 4.00

173 与次郎                  〃        〃    川上 8.00

174 見の越谷                〃        〃    川上 5.00

175 もりもと                〃        〃    川上 4.00

176 陰谷                    〃        〃    川上 14.00

177 葛尾                    〃        〃    桑柄 6.40

小　　計    177 地区 1,902.96

　山地に起因する災害危険地一覧表 　　　令和３年　4月　1日現在

番号
山腹崩壊危険地区

地区名
面積(ha)
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１４ 山地災害危険地区（崩壊土砂流出危険地区）一覧表 
山地に起因する災害危険地一覧表

所　　  在　  　地

郡　市 町　村 字

1 大平上              美馬市    脇町 字大平 0.27

2 大平                    〃        〃    字平帽子 0.96

3 平帽子                  〃        〃    字平帽子 0.68

4 平帽子下                〃        〃    字栗野 8.40

5 上中野                  〃        〃    字上中野 4.32

6 下中野                  〃        〃    字クズガダニ 0.68

7 中八下                  〃        〃    字ツツガサコ 1.17

8 小星西                  〃        〃    字北星 0.29

9 津山                    〃        〃    字北星65 3.00

10 小星                    〃        〃    字井口810 0.72

11 倉井                    〃        〃    字井口 1.19

12 井口西                  〃        〃    字井口西 0.38

13 芋穴                    〃        〃    字芋穴796 1.89

14 横倉東                  〃        〃    字横倉385 5.70

15 川原柴東                〃        〃    字川原柴東 0.50

16 暮畑北                  〃        〃    字暮畑 0.18

17 暮畑下                  〃        〃    字暮畑 1.89

18 暮畑                    〃        〃    字暮畑 3.00

19 暮畑上                  〃        〃    字暮畑 0.93

20 梨子の木１              〃        〃    字梨子の木 1.26

21 梨子の木２              〃        〃    字梨子ノ木西 0.17

22 井口東                  〃        〃    井口東 2.10

23 井口                    〃        〃    井口東 0.90

24 上の原 （井口東）       〃        〃    字井口東 0.65

25 福堂谷                  〃        〃    字馬木 1.08

26 池の奥上１              〃        〃    字池の奥 0.66

27 池の奥上２              〃        〃    新山 0.90

28 黒北谷                  〃        〃    字新町 4.50

29 佐尾原                  〃        〃    字国見丸88 1.80

30 小森下                  〃        〃    字中尾 1.41

31 鼓尾谷                  〃        〃    字下大滝 2.70

32 鼓尾                    〃        〃    字中屋敷 1.44

33 井坪                    〃        〃    字井坪 1.25

34 番匠屋                  〃        〃    字番匠屋 2.85

35 大谷東                  〃        〃    字大谷東 1.44

36 大谷南                  〃        〃    字大谷南 0.53

37 柴床上                  〃        〃    字北庄 0.51

38 段                      〃        〃    段 0.23

39 広棚上                  〃        〃    字西俣名 3.00

40 広棚下                  〃        〃    字西俣名2523 2.73

41 出葉１                  〃        〃    字西赤谷 0.66

42 出葉２                  〃        〃    字西赤谷 1.05

43 出葉３                  〃        〃    字西赤谷 1.28

44 夏子                    〃        〃    字夏子 3.60

45 相立                    〃        〃    字西俣名 3.90

46 相立上                  〃        〃    字西俣名 3.45

47 清水１                  〃        〃    字西俣名 2.25

48 清水２                  〃        〃    字清水 3.30

49 今杖                    〃        〃    字西俣名 2.55

50 花瀬                    〃        〃    東俣名花瀬 1.08

51 花瀬谷                  〃        〃    字東俣名1761 2.91

52 金川                    〃        〃    字東俣名1613 2.00

53 古屋敷                  〃        〃    東俣名 0.27

54 はれの谷                〃        〃    東俣名 0.36

55 松尾畑                  〃        〃    東俣名 2.16

56 御所野１                〃        〃    東俣名御所野 0.63

57 御所野２                〃        〃    字東俣名 0.27

58 御所野３                〃        〃    字東俣名 0.18

59 御所野４                〃        〃    字1054 2.63

60 雨夜                    〃        〃    東俣名雨夜 4.50

61 横野                    〃        〃    字横野 1.04

62 桐野上                  〃        〃    字桐野上 1.23

63 冬畑                    〃        〃    字東赤谷 4.20

64 東阿串                  〃        〃    字東阿串 0.88

65 東赤谷                  〃        〃    東赤谷名1 1.11

66 大場池１                〃        〃    大場池1 0.71

　　　令和３年 4月 1日 現在

番号
崩壊土砂流出危険地区
地区名

面積(ha)
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山地に起因する災害危険地一覧表

所　　  在　  　地

郡　市 町　村 字

67 大場池２            美馬市    脇町 大場池2 0.68

68 大場池３                〃        〃    大場池3 1.20

69 東赤谷名                〃        〃    東赤谷名2 1.50

70 美村                    〃        〃    字西赤谷 1.13

71 五大谷                  〃        〃    東赤谷名3 3.42

72 番所                    〃        〃    字西赤谷3210 1.10

73 貞安                    〃        〃    字西赤谷3184 1.28

74 大木原                  〃        〃    字曽江名 1.93

75 船久保（かりも谷）      〃        〃    字船久保 1.11

76 土井                    〃        〃    字土井 0.42

77 西上野                  〃        〃    字西上野 0.07

78 学の池                  〃        〃    字西上野 0.26

79 田上                    〃        〃    田上 7.25

80 下大滝                  〃        〃    字下大滝 2.70

81 船屋西              美馬市    美馬町 字船屋西 0.99

82 船屋東                  〃        〃    字船屋突落 0.99

83 城西                    〃        〃    字城 0.14

84 突落                    〃        〃    字突落 0.54

85 城東                    〃        〃    字城 0.45

86 城                      〃        〃    字里西屋敷 0.36

87 露の谷                  〃        〃    字里西屋敷 0.45

88 虎枝佐古南              〃        〃    字ｲﾀｽﾞﾘｻﾞｺ 1.05

89 虎枝佐古北              〃        〃    字虎杖佐古 1.68

90 西大久保南              〃        〃    字西大久保 0.84

91 西大久保東          美馬市    脇町 字西大久保 1.26

92 夏弥喜谷                〃        〃    字夏弥喜 2.10

93 夏弥喜谷東              〃        〃    字夏弥喜 2.31

94 倉尾                    〃        〃    字高倉 1.26

95 吉水上                  〃        〃    字蔭浦39 0.45

96 吉水下              美馬市    美馬町 字吉水 0.15

97 後谷下                  〃        〃    字後谷 0.18

98 後谷                    〃        〃    字後谷 1.26

99 東荒川                  〃        〃    字嫁坂 1.68

100 東原西                  〃        〃    字東原 0.27

101 東原                    〃        〃    字東原 0.26

102 東原中                  〃        〃    字東原 0.05

103 東原東                  〃        〃    字横尾 0.60

104 猿ヶ谷                  〃        〃    字横尾59 0.18

105 井出谷                  〃        〃    字大佐古6 0.42

106 白地                    〃        〃    字白地 0.90

107 藤宇１                  〃        〃    字道ノ上1 0.45

108 味噌ヶ久保１            〃        〃    字味噌ヶ久保 0.36

109 味噌ヶ久保２            〃        〃    字味噌ヶ久保 0.75

110 葛尾木　                〃        〃    字藤宇10-5 0.63

111 藤宇２                  〃        〃    字藤宇 0.48

112 立見山                  〃        〃    字立見山 1.05

113 梅ヶ久保                〃        〃    字梅ヶ久保 0.60

114 篠谷                    〃        〃    字滝ノ宮 0.27

115 姥母ヶ谷                〃        〃    池ノ浦 1.68

116 柤殻谷西                〃        〃    字北土ヶ久保 0.36

117 柤殻谷中                〃        〃    字池の浦85 0.24

118 柤殻谷東                〃        〃    字西段160 0.36

119 宗重                    〃        〃    字東段 2.10

120 坊僧                    〃        〃    字東段 2.40

121 入倉上                  〃        〃    字入倉 2.70

122 神場谷                  〃        〃    字入倉 1.62

123 入倉中                  〃        〃    字入倉中 1.89

124 丈寄上                  〃        〃    字丈寄上 1.05

125 切久保                  〃        〃    字正部 1.02

126 大久保１                〃        〃    字大久保 1.68

127 大久保下                〃        〃    字大久保 0.42

128 大久保２                〃        〃    字丸山 0.27

129 西の谷                  〃        〃    字芝坂 0.48

130 内田１              美馬市    穴吹町 字内田奥 1.35

131 内田２                  〃        〃    字内田奥 4.05

132 内田３                  〃        〃    字内田531 1.90

　　　令和３年 4月 1日 現在

番号
崩壊土砂流出危険地区

地区名
面積(ha)
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山地に起因する災害危険地一覧表

所　　  在　  　地

郡　市 町　村 字

133 内田４              美馬市    穴吹町 字内田奥 2.25

134 葛生                    〃        〃    字葛生 0.30

135 平谷下                  〃        〃    字平谷 2.40

136 平谷上                  〃        〃    字平谷 1.50

137 平谷１                  〃        〃    字平谷 3.15

138 平谷２                  〃        〃    字平谷 1.35

139 藤原上                  〃        〃    字平谷50,51 3.00

140 奥北又上                〃        〃    字北又 1.80

141 北又谷川                〃        〃    北又 1.50

142 北又                    〃        〃    字北又 0.45

143 川瀬                    〃        〃    字川瀬119 0.27

144 大佐古                  〃        〃    字生子屋敷 0.36

145 上受下谷                〃        〃    字生子屋敷 0.45

146 中瀬谷                  〃        〃    字生子屋敷 1.50

147 四合地                  〃        〃    字四合地 0.72

148 大内谷川                〃        〃    大内 12.30

149 奥クロイワ谷            〃        〃    字梶山 60.00

150 ホテ谷                  〃        〃    字梶山 0.18

151 コウリ谷                〃        〃    字梶山 7.00

152 オオビラ谷              〃        〃    字梶山 0.18

153 ドウノオク谷            〃        〃    字調子野 2.00

154 アセヨウチ谷            〃        〃    字梶山 8.00

155 カミナナギ谷            〃        〃    字梶山 25.00

156 第２黒川谷              〃        〃    字調子野 8.00

157 宮内                    〃        〃    字宮内570-1 0.36

158 丸山谷                  〃        〃    字猿飼 0.36

159 渕名                    〃        〃    字渕名 0.81

160 西山１                  〃        〃    字西山 0.45

161 西山２                  〃        〃    字西山351 0.27

162 初草                    〃        〃    字初草 1.17

163 仕出原                  〃        〃    字仕出原 2.52

164 境西谷                  〃        〃    字仕出原 0.99

165 空野                    〃        〃    字空野 1.89

166 平野                    〃        〃    字平野 1.32

167 拝村                    〃        〃    字上谷 0.36

168 川原田１                〃        〃    2.10

169 川原田２                〃        〃    字新開 1.80

170 天神谷                  〃        〃    字小島 0.90

171 寺尾谷                  〃        〃    字小島 0.30

172 不定谷                  〃        〃    字小島 0.72

173 一の谷                  〃        〃    字小島 1.26

174 中村谷                  〃        〃    字小島 0.36

175 石神谷                  〃        〃    字小島 1.08

176 アミダ堂谷              〃        〃    字小島 0.72

177 東分谷                  〃        〃    字小島1892-1 0.72

178 堀の谷                  〃        〃    字小島 0.12

179 鎌田谷                  〃        〃    字小島 0.27

180 神田谷                  〃        〃    字小島3018-3 0.90

181 第一楠谷                〃        〃    字三谷 0.30

182 三谷１                  〃        〃    三谷 4.80

183 三谷２                  〃        〃    字小島 0.42

184 尾山                    〃        〃    字尾山91 0.27

185 中野宮                  〃        〃    中野宮 0.27

186 生子屋敷                〃        〃    生子屋敷 0.18

187 左手                    〃        〃    左手 1.80

188 中尾山              美馬市    木屋平 川上 3.00

189 太合                    〃        〃    字太合 0.90

190 太合谷                  〃        〃    字太合 3.60

191 太合不動谷              〃        〃    太合 0.63

192 谷口局谷                〃        〃    字谷口下 3.60

193 内宇夫                  〃        〃    字内宇夫 2.88

194 八幡                    〃        〃    八幡 2.10

195 川原谷                  〃        〃    字八幡 27.75

196 竹尾                    〃        〃    字竹尾 4.80

197 内川地                  〃        〃    内川地 1.56

198 麻衣                    〃        〃    字麻衣 2.10

199 久保                    〃        〃    字川井 3.60

　　　令和３年 4月 1日 現在

番号
崩壊土砂流出危険地区
地区名

面積(ha)
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　　　　　山地に起因する災害危険地一覧表 　　　令和３年 4月 1日 現在

所　　  在　  　地

郡　市 町　村 字

200 川井                美馬市    木屋平 字川井 3.38

201 大北谷                  〃        〃    字大北 3.15

202 大北                    〃        〃    字大北 0.36

203 南張谷                  〃        〃    南張 6.30

204 今丸                    〃        〃    字今丸 0.90

205 南二戸                  〃        〃    字南二戸 0.35

206 野々脇                  〃        〃    野々脇 3.90

207 市初                    〃        〃    字市初 1.98

208 杖谷                    〃        〃    字杖谷 0.56

209 樫原谷                  〃        〃    字樫原谷 4.37

210 向樫原                  〃        〃    向樫原 3.00

211 太合不動谷２            〃        〃    太合 1.80

212 下佐古谷                〃        〃    川上 1.00

213 上佐古谷                〃        〃    川上 1.00

214 上屋敷谷                〃        〃    川上 1.00

215 西平谷                  〃        〃    川上 2.00

216 茗荷谷                  〃        〃    川上 2.00

217 茗荷谷                  〃        〃    川上 1.00

218 屋根又谷                〃        〃    川上 3.24

219 猪の谷                  〃        〃    川上 4.00

220 天狗石谷                〃        〃    川上 1.00

小　　計    220 地区 467.75

番号
崩壊土砂流出危険地区
地区名

面積(ha)
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１５ 山地災害危険地区（地すべり危険地区）一覧表  

山地に起因する災害危険地区一覧表

所　　  在　  　地

郡　市 町　村 字

1 穴吹西山下          美馬市    穴吹町 字西山 35.00

2 穴吹西山上              〃        〃    字西山 13.19

3 内田１                  〃        〃    字内田 60.50

4 内田２                  〃        〃    字内田 29.25

5 内田３                  〃        〃    字内田 75.65

6 葛生下                  〃        〃    字葛生 18.20

7 葛生上                  〃        〃    字葛生 28.70

8 田野内西                〃        〃    字田野内 14.50

9 田野内東                〃        〃    字田野内 9.40

10 藤原下                  〃        〃    字平谷 36.00

11 藤原上                  〃        〃    字平谷 8.90

12 生子屋敷下              〃        〃    字生子屋敷 46.57

13 生子屋敷上              〃        〃    字生子屋敷 58.74

14 下喜来                  〃        〃    字喜来 26.55

15 上喜来                  〃        〃    字喜来 53.20

16 弓道                美馬市    木屋平 字弓道 34.70

17 麻衣西１                〃        〃    字麻衣 65.00

18 麻衣西２                〃        〃    字麻衣 60.00

19 南張                    〃        〃    字南張 41.70

20 東杖立                  〃        〃    字東杖立 20.00

21 南二戸                  〃        〃    字南二戸 25.00

22 樫原１                  〃        〃    字樫原 36.20

23 樫原２                  〃        〃    字樫原 36.80

24 弓道2                   〃        〃    弓道 54.90

25 太合                    〃        〃    太合 321.00

26 富士の池                〃        〃    川上 373.00

小　　計     26 地区 1,582.65

　　　令和 ３ 年　4月　1日現在

地すべり危険地区
地区名

番号 面積(ha)
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１６ 地震時（震度４以上）に緊急点検を行う農業用ダム・農業用ため池一覧表 
１．震度４以上 令和４年３月４日現在

所　在　地 防災重点ため池

市、郡町村名、字、番地等 堤高(m) 堤頂長(m) 総貯水量(m3) 届出の有無 届出年月日 選定の有無

1 岩倉池 いわくらいけ
美馬市脇町字井口東179番地1、脇町字上
ノ原182番2、182番3

自然人 脇町土地改良区 18.3 195 100,500 有 R1.12.27 有

2 夏子ダム なつごだむ 美馬市脇町字曽江谷 徳島県 美馬市 43.8 129 1,600,000 － － －

農業用ため池通し
No

名　称 ふりがな 所有者 管理者
諸　　元

 

 

１７ 地震時（震度５弱以上）に緊急点検を行う農業用ため池一覧表 

２．震度５弱以上 令和４年３月４日現在

所　在　地 防災重点ため池

市、郡町村名、字、番地等 堤高(m) 堤頂長(m) 総貯水量(m3) 届出の有無 届出年月日 選定の有無

3 北の池 きたのいけ 美馬市脇町字北星 不明 脇町土地改良区 10.8 111 66,000 有 R1.12.27 有

4 すり鉢池 すりばちいけ 美馬市脇町字北星80番1 不明 脇町土地改良区 6 34 1,000 有 R1.12.27 有

5 新池 しんいけ 美馬市脇町字小星242番 自然人 脇町土地改良区 3 76 2,400 有 R1.12.27 有

6 奥ノ池 おくのいけ 美馬市脇町字井口東246番、247番 自然人 脇町土地改良区 11.8 68 9,100 有 R1.12.27 有

7 オソノ池 おそのいけ 美馬市脇町字北星9番 自然人 脇町土地改良区 7 20 8,300 有 R1.12.27 有

8 下の池 したのいけ 美馬市脇町字小星221-1地先 不明 脇町土地改良区 8.1 10 16,000 有 R1.12.27 有

9 野村池 のむらいけ 美馬市脇町字小星643番1 自然人 脇町土地改良区 11.4 90 60,000 有 R1.12.27 有

10 古池 ふるいけ 美馬市脇町字小星466番1 自然人 脇町土地改良区 4.5 42 1,700 有 R1.12.27 有

11 天神池 てんじんいけ 美馬市脇町大字北庄字本村440番 自然人 脇町土地改良区 5.5 272 22,000 有 R1.12.27 有

12 大師池 たいしいけ 美馬市脇町字小星 不明 脇町土地改良区 13.2 80 30,000 有 R1.12.27 有

13 佐尾の新池 さおのしんいけ 美馬市脇町大字脇町字佐尾原1438番 自然人 脇町土地改良区 4 100 2,000 有 R1.12.27 有

14 佐尾の大池 さおのおおいけ 美馬市脇町大字脇町字佐尾原1503番 自然人 脇町土地改良区 7 45 9,500 有 R1.12.27 有

15 井口ため池（1） いぐちためいけいち 美馬市脇町字井口481番 自然人 自然人 4.8 18 400 有 R1.10.1 有

16 井口ため池（2） いぐちためいけに 美馬市脇町字井口672番3 自然人 自然人 3.7 25 300 有 R1.10.1 有

17 坊僧池 ぼうそういけ 美馬市美馬町坊僧132番地 坊僧名 美馬町土地改良区 8.5 620 102,000 有 R1.12.24 有

18 滝ノ宮池 たきのみやいけ 美馬市美馬町滝ノ宮43番地1 滝ノ宮名 美馬町土地改良区 4 200 12,000 有 R1.12.24 有

19 谷奥池 たにおくいけ 美馬市穴吹町三島字小島 不明 不明 8 31 3,000 無 有

諸　　元 農業用ため池通し
No

名　称 ふりがな 所有者 管理者
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１８ 保安林配備一覧表 

 

箇所数 箇所数 箇所数

美馬市 96 814 16

小計 136 1,149 21

国有(ha) 国有(ha)

美馬市 558 74 632

小計 2,296 74 2,370
。

（美馬） 73 0 73 2,443
1,738 0 1,738

705
つるぎ町 1,738    

官有(ha) 官有(ha)

西部 73  73

2,324

（２） 国有保安林配備現況
表

令和3年 3月 31日 現在

区分 市町村
水源かん養保安林 土砂流出防備保安林

国有(ha) 官有(ha) 計

8,298
つるぎ町

（美馬）
40

7,497 3,088 37 1,306 10,622

3351,747 380
西部 5,750 2,517 31 926

571 5 6

市町村
水源かん養保安林 その他防災保安林 計土砂崩壊防備保安林

面積(ha) 面積(ha) 面積(ha) 箇所数 面積(ha)

※その他防災保安林（飛砂防備、防風、水害防備、潮害防備、干害防備）

※官有（官行造林地保安林）：国が公有地又は私有地に造林をした分収林であり、林野庁が管理を行っているもの。

(１)民有保安林配備現況表 令和3年 3月 31日 現在

  土砂流出防備保安林   

区分

 
 

１９ 建築基準法による災害危険区域一覧表 

平成 25年３月 31日現在      

 

 

 

 

番号 所在地 区域名 指定年月日 告示番号 

１ 美馬市穴吹町 下森 S54.2.13 105 

２ 〃 左手・四合地 〃 〃 

３ 〃 鍵掛 〃 〃 

計 ３   
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第５ 危険物等に関する資料 

 

１ 高圧ガス大量保有事業所一覧表 

  〔第一種製造者（液石）〕 

事 業 所 名 所 在 地 電 話 番 号 主要貯蔵設備 備 考 

藤田商事(株)脇町充填所 脇町大字馬木字銚子場 1069 53-9117 
貯 槽

(15t,10t) 

充填所 

スタンド 

徳島液化ガス(株)美馬工場 脇町大字猪尻字建神社下南 156-1 52-2811 
貯 槽 

(15t×2) 

充填所 

スタンド 

   ※ 美馬市内には、高圧ガス保安法による「第一種製造者」、「第一種貯蔵所」、「特

定高圧ガス消費者」は、上記以外所在しない。 

   ※ 美馬市内には、「危険物大量貯蔵取扱事業所（第４類危険物１，０００㎘以上）」、

「火薬類製造業者（煙火製造業者・火薬類販売業者）」及び「毒物・劇物製造所」

は所在しない。 

 

２ 毒物・劇物取扱施設一覧表 

業種 
市町村 

一般販売業 農業用品目販売業 特定品目販売業 計 

美馬市 10 6 0 16 

   ※ 毒物・劇物取扱施設の名称や所在地等は、保安上、本計画には記載しないが、

市としてはその細部について把握している。 

 

３ 放射性同位元素保有事業者一覧表 

事 業 所 名 所 在 地 
区 分 

分類 番 号 年 
密 非 発 

(株)第一環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ 美馬町字竹ノ内 208 ○   民 
届 

第 6-3460 
12 
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４ 住民拠点サービスステーション一覧表（市内）   （２０２３年８月３１日現在） 

No. 給 油 所 名 給 油 所 住 所 電 話 番 号 

１ 徳島石油(株) 脇町インター給油所 脇町字拝原 1086-1 55-0511 

２ (有)藤田豊吉商店 脇町西給油所 脇町別所 2766 番地 52-1884 

３ (有)大塩石油 曽江給油所 脇町字曽江名 332 番地 52-2254 

４ 中村石油 脇町西給油所 脇町川原町 4772 の 6 52-1680 

５ 武田一比古 脇町給油所 脇町大字脇町 457 番地 52-1158 

６ 郷司石油 脇町本町給油所 脇町大字脇町 808 の 4 52-1151 

７ トレンディセルフ脇町 脇町大字猪尻字東分 71-1 55-0143 

８ トレンディ脇町 脇町字拝原 2722-1 53-7505 

９ (株)剣山石油 美馬東給油所 脇町字拝原 1588 52-2738 

10 藤田 隆 岩倉給油所 脇町木ノ内 3758-1 52-1686 

11 西部興業(有) 穴吹給油所 穴吹町穴吹字東岩手 13 番地の 4 52-2298 

12 (有)敷島モータース口山給油所 穴吹町口山字調子野 502 番地 1 56-0802 

13 川窪石油 木屋平給油所 木屋平字八幡 193 番地 68-2345 

備考 

１ 住民拠点サービスステーション（住民拠点ＳＳ） 

  『住民拠点ＳＳ』とは、自家発電装置を備え、災害時における被災地住民に

対する燃料供給拠点としての役割を担うガソリンスタンドのことであり、経済

産業省（資源エネルギー庁）が指定している。 

  資源エネルギー庁ホームページにおいて、美馬市をはじめ全国の住民拠点Ｓ

Ｓのデータ（Excel 版又は PDF 版）を閲覧することができる。 
 

２ 住民拠点サービスステーションのホームページ確認要領 

 「住民拠点ＳＳ」で検索すれば、資源エネルギー庁の当該ページのリンクが

検索結果として表示される。 
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第６ 防災資器材等に関する資料 

 

１ 給水可能な貯水槽一覧表 

設 置 場 所 貯 水 槽 の 種 類 型 式 貯水量 鍵の管理 浄水装置の有無 

道の駅  みまの里 密閉式耐震性貯水槽 貯 水 型 ４０㌧ 危機管理課・農林課・水道部 有り 

美 馬 中 学 校 耐 震 性 貯 水 槽 水道水循環型 ６０㌧ 危 機 管 理 課 ・ 中 学 校 ・ 水 道 部 無し 

脇 町 中 学 校 耐 震 性 貯 水 槽 水道水循環型 ６０㌧ 危 機 管 理 課 ・ 中 学 校 ・ 水 道 部 無し 

穴 吹 小 学 校 耐 震 性 貯 水 槽 水道水循環型 ６０㌧ 危機管理課・水道部 無し 

備 考 
 市関係部局及び設置場所施設管理者等は、共同して『貯水槽か
らの給水訓練』を定期的に実施するものとする。 

 

２ 浄水装置備蓄一覧表 

設 置 場 所 ( 避 難 所 等 ) 利 用 水 鍵の管理 浄水装置 保 管 場 所 

穴 吹 水 道 庁 舎 貯 水 槽 水道課 

DASCO 式 

緊急時用

浄水装置 

ＤＣＦ-１ＥＲ 

穴吹水道庁舎倉庫 

宮内交流の里(消防団詰所) 防火水槽(ﾌﾟｰﾙ不可) 

暗証番号 

 

(暗証番

号は危機

管理課に

確認) 

防 災 倉 庫 

古宮生活改善センター 無し（谷水） 防 災 倉 庫 

東 俣 ふ れ あ い の 里 プール可 防 災 倉 庫 

中 ノ 谷 ふ れ あ い の 里 防火水槽 防 災 倉 庫 

大 谷 せ せ ら ぎ の 里 プール可 防 災 倉 庫 

重 清 北 交 流 館 防火水槽(ﾌﾟｰﾙ可) 防 災 倉 庫 

美 馬 竜 王 の 里 プール可 防 災 倉 庫 

木 屋 平 複 合 施 設 防火水槽(旧支所駐車場)  旧木屋平庁舎防災倉庫 

谷 口 公 民 館 防火水槽 １Ｆ駐車場内 

三 ツ 木 集 会 所 無し（谷水） 防 災 倉 庫 

備 考 
 自主防災組織又は自治会等は、市と連携しつつ『浄水装
置の設置運用訓練』を定期的に実施するものとする。 

 

３ 給水容器の備蓄状況（市内） 

区分 

市町 

給水タンク・ウｫーターバルーン等 携 行 容 器 給 水 袋 

～0.9ｔ 1.0～1.4t 1 .5～ 2.0 t 10 ㍑ 18 ㍑ 20 ㍑ 3 ～ 6 ㍑ 10 ㍑ 20㍑ 

美 馬 市 8 ３ 4  ５  1 , 4 0 0   

 

美馬町 6  2    400    

穴吹町 2 2 2    1 , 0 0 0   

脇 町  1   5     

備 考 
 給水袋（１０㍑）を、公益社団法人「日本水道協会 中国四国地方支部 
徳島県支部 美馬市ブロック」で、つるぎ町において２００袋を保有 
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４－１ 市「災害用食料等」備蓄状況（穴吹地区）一覧表（令和５年９月１日現在） 

農
改
セ
ン
タ
ー

三
島
小
学
校

三
島
中
学
校

穴
吹
小
学
校

穴
吹
中
学
校

初
草
ふ
れ
あ
い
館

西
渕
ふ
れ
あ
い
の
里

宮
内
交
流
の
里

古
宮
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー

穴
吹
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー

林
業
総
合
セ
ン
タ
ー

三
島
会
館

穴
吹
認
定
こ
ど
も
園

㈱
東
洋
警
備
保
障

名称 内容量 梱包 単位

水 500ml 500ml 24本入/箱 本

水 2.0L 2.0L 6本入/箱 本 185 300 240 30 90 102 240 118 6

サバイバルフーズ 20食/缶 6缶入/箱 箱 3 4 2 4 4 1 2 1

ビスケット 5枚/食 60食/箱 食 900

ビスコ 15枚/食 60食/箱 食 1,140

災害用備蓄パン 2個/缶 100g 24缶入/箱 缶 48 240

アルファ米（五目ご飯） 100g 50袋入/箱 袋 100 400 400 300 300 200 100 200 100

アルファ米（五目ご飯） ※アレルギー対応（28品目不使用） 100g 50袋入/箱 袋 10

アルファ米（ドライカレー） 100g 50袋入/箱 袋 200 50

アルファ米（ドライカレー） ※アレルギー対応（28品目不使用） 100g 50袋入/箱 袋 100 200 100 100 100 50 50 50 50

アルファ米（わかめご飯） ※アレルギー対応（28品目不使用） 100g 50袋入/箱 袋 300 50 100 100 150 50 50 50 50

アルファ米（田舎ご飯） ※アレルギー対応（28品目不使用） 100g 50袋入/箱 袋 50 50 100 150 50 50 50 50

アルファ米（白がゆ） ※アレルギー対応（28品目不使用） 42g 50袋入/箱 袋 150

アルファ米（梅がゆ） 42g 50袋入/箱 袋 50 100 50 50 50 50 50 50 50

アルファ米（梅がゆ） ※アレルギー対応（28品目不使用） 42g 50袋入/箱 袋 150

アルファ米（塩こんぶがゆ） ※アレルギー対応（28品目不使用） 42g 50袋入/箱 袋 150

ポケットワン（おみそ汁） 9.5g 15袋×4箱/箱 袋 600 180 180 180 120 120 120 120 120

ポケットワン（コーンスープ） 9.8g 15袋×4箱/箱 袋 210 60 60 60 60 60 60 60 60

ポケットワン（わかめスープ） 9.5g 15袋×4箱/箱 袋 30 60 60 60 60 60 60 60 60

鹿肉甘露煮缶詰 110g 24缶入/箱 缶 1,440

乳児用せんべい 20g (2枚×6個)×24袋/箱 袋 168

粉ミルク（キューブ） 27g 16袋×12箱/箱 袋

ほ乳瓶 ほ乳瓶 個

区　　　　　分

穴吹地区

美
馬
市
役
所

指定避難所 その他
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４－２ 市「災害用食料等」備蓄状況（脇町地区）一覧表（令和 5 年９月１日現在） 

ミ
ラ
イ
ズ

脇
町
小
学
校

脇
町
中
学
校

岩
倉
小
学
校

岩
倉
中
学
校

小
星
ベ
ー

ス

中
ノ
谷
ふ
れ
あ
い
の
里

大
谷
せ
せ
ら
ぎ
の
里

清
水
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー

東
俣
ふ
れ
あ
い
の
里

江
原
北
小
学
校

江
原
南
小
学
校

江
原
中
学
校

う
だ
つ
ア
リ
ー

ナ

消
防
本
部

落
合
診
療
所

江
原
認
定
こ
ど
も
園

健
祥
会
家
康

名称 内容量 梱包 単位

水 500ml 500ml 24本入/箱 本

水 2.0L 2.0L 6本入/箱 本 450 204 150 240 420 18 30 30 120 30 60 450 438 42 270 60

サバイバルフーズ 20食/缶 6缶入/箱 箱 15 15 10 5 3 15 10

ビスケット 5枚/食 60食/箱 食 60

ビスコ 15枚/食 60食/箱 食 60

災害用備蓄パン 2個/缶 100g 24缶入/箱 缶 408 72 480 288 72 72 144 72 240 480

アルファ米（五目ご飯） 100g 50袋入/箱 袋 50 100 500 100

アルファ米（五目ご飯） ※アレルギー対応（28品目不使用） 100g 50袋入/箱 袋 150 150 200 150 100 50 50 50 50 150 150

アルファ米（ドライカレー） 100g 50袋入/箱 袋 300 300 100 100 100 150 200 400 300 150

アルファ米（ドライカレー） ※アレルギー対応（28品目不使用） 100g 50袋入/箱 袋 200 200 100 100 100

アルファ米（わかめご飯） ※アレルギー対応（28品目不使用） 100g 50袋入/箱 袋 100 300 100 100 300 300 50 100

アルファ米（田舎ご飯） ※アレルギー対応（28品目不使用） 100g 50袋入/箱 袋 150 200 200 100 200 200

アルファ米（白がゆ） ※アレルギー対応（28品目不使用） 42g 50袋入/箱 袋 150

アルファ米（梅がゆ） 42g 50袋入/箱 袋 100 200

アルファ米（梅がゆ） ※アレルギー対応（28品目不使用） 42g 50袋入/箱 袋 100 50

アルファ米（塩こんぶがゆ） ※アレルギー対応（28品目不使用） 42g 50袋入/箱 袋 150

ポケットワン（おみそ汁） 9.5g 15袋×4箱/箱 袋 660 480 240 240 240 240 120 120 120 120 120 240 240 60

ポケットワン（コーンスープ） 9.8g 15袋×4箱/箱 袋 120 240 120 120 120 120 60 60 60 60 60 120 120 30

ポケットワン（わかめスープ） 9.5g 15袋×4箱/箱 袋 240 240 120 120 120 120 60 60 60 60 60 120 120 30

鹿肉甘露煮缶詰 110g 24缶入/箱 缶

乳児用せんべい 20g (2枚×6個)×24袋/箱 袋 72

粉ミルク（キューブ） 27g 16袋×12箱/箱 袋 384

ほ乳瓶 ほ乳瓶 個 196

区　　　　　分

脇町地区

美
馬
市
総
合
防
災
倉
庫

指定避難所 その他
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４－３ 市「災害用食料等」備蓄状況（美馬地区）一覧表（令和５年９月１日現在） 

美
馬
町
市
民
S
C

重
清
西
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー

重
清
東
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー

重
清
北
交
流
館

喜
来
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー

寺
町
防
災
交
流
セ
ン
タ
ー

美
馬
竜
王
の
郷

美
馬
中
学
校
等

芝
坂
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー

美
馬
認
定
こ
ど
も
園

Ａ
Ｍ
Ｅ
Ｍ
Ｂ
Ｏ
防
災
倉
庫

名称 内容量 梱包 単位

水 500ml 500ml 24本入/箱 本 24

水 2.0L 2.0L 6本入/箱 本 16 360 234 60 180 240 60 36 120 150 60 150

サバイバルフーズ 20食/缶 6缶入/箱 箱 5 3 3 15 1 2 2

ビスケット 5枚/食 60食/箱 食 60

ビスコ 15枚/食 60食/箱 食 60

災害用備蓄パン 2個/缶 100g 24缶入/箱 缶 192 96 192 96 144 96 292 96 320 480 48

アルファ米（五目ご飯） 100g 50袋入/箱 袋 100 100 100

アルファ米（五目ご飯） ※アレルギー対応（28品目不使用） 100g 50袋入/箱 袋 100 50 150 100 100 150 150 200 100

アルファ米（ドライカレー） 100g 50袋入/箱 袋 50 250 100 200 150 150 200 150 150

アルファ米（ドライカレー） ※アレルギー対応（28品目不使用） 100g 50袋入/箱 袋 50 50 100

アルファ米（わかめご飯） ※アレルギー対応（28品目不使用） 100g 50袋入/箱 袋 50 100 50 100

アルファ米（田舎ご飯） ※アレルギー対応（28品目不使用） 100g 50袋入/箱 袋

アルファ米（白がゆ） ※アレルギー対応（28品目不使用） 42g 50袋入/箱 袋 100

アルファ米（梅がゆ） 42g 50袋入/箱 袋

アルファ米（梅がゆ） ※アレルギー対応（28品目不使用） 42g 50袋入/箱 袋 100

アルファ米（塩こんぶがゆ） ※アレルギー対応（28品目不使用） 42g 50袋入/箱 袋 100

ポケットワン（おみそ汁） 9.5g 15袋×4箱/箱 袋 300 120 120 120 60 120 120 120 240 120

ポケットワン（コーンスープ） 9.8g 15袋×4箱/箱 袋 120 60 60 60 60 60 60 60 120 60

ポケットワン（わかめスープ） 9.5g 15袋×4箱/箱 袋 120 60 60 60 120 60 60 60 120 60

鹿肉甘露煮缶詰 110g 24缶入/箱 缶

乳児用せんべい 20g (2枚×6個)×24袋/箱 袋

粉ミルク（キューブ） 27g 16袋×12箱/箱 袋

ほ乳瓶 ほ乳瓶 個

区　　　　　分

美馬地区

指定避難所 その他

郡
里
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー
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４－４ 市「災害用食料等」備蓄状況（木屋平地区）一覧表（令和５年９月１日現在） 

木
屋
平
複
合
施
設
等

三
ツ
木
集
会
所

谷
口
公
民
館

木
屋
平
小
中
学
校

つ
る
ぎ
の
里

名称 内容量 梱包 単位

水 500ml 500ml 24本入/箱 本

水 2.0L 2.0L 6本入/箱 本 174 120 180 36 60

サバイバルフーズ 20食/缶 6缶入/箱 箱 1 1 2

ビスケット 5枚/食 60食/箱 食

ビスコ 15枚/食 60食/箱 食

災害用備蓄パン 2個/缶 100g 24缶入/箱 缶 192 192 192 240

アルファ米（五目ご飯） 100g 50袋入/箱 袋 150 400 100 100

アルファ米（五目ご飯） ※アレルギー対応（28品目不使用） 100g 50袋入/箱 袋 100

アルファ米（ドライカレー） 100g 50袋入/箱 袋

アルファ米（ドライカレー） ※アレルギー対応（28品目不使用） 100g 50袋入/箱 袋 100 100 100

アルファ米（わかめご飯） ※アレルギー対応（28品目不使用） 100g 50袋入/箱 袋 100

アルファ米（田舎ご飯） ※アレルギー対応（28品目不使用） 100g 50袋入/箱 袋

アルファ米（白がゆ） ※アレルギー対応（28品目不使用） 42g 50袋入/箱 袋 100

アルファ米（梅がゆ） 42g 50袋入/箱 袋

アルファ米（梅がゆ） ※アレルギー対応（28品目不使用） 42g 50袋入/箱 袋 100

アルファ米（塩こんぶがゆ） ※アレルギー対応（28品目不使用） 42g 50袋入/箱 袋 100

ポケットワン（おみそ汁） 9.5g 15袋×4箱/箱 袋 180 120 120

ポケットワン（コーンスープ） 9.8g 15袋×4箱/箱 袋 60 60 60

ポケットワン（わかめスープ） 9.5g 15袋×4箱/箱 袋 60 60 60

鹿肉甘露煮缶詰 110g 24缶入/箱 缶

乳児用せんべい 20g (2枚×6個)×24袋/箱 袋

粉ミルク（キューブ） 27g 16袋×12箱/箱 袋

ほ乳瓶 ほ乳瓶 個

区　　　　　分

木屋平地区

指定避難所 その他

 

 

 

 

 



《美馬市地域防災計画（資料編）  第６ 防災資器材等に関する資料》 

118 

５－１ 市「災害用資器材」備蓄状況（穴吹地区）一覧表（令和５年９月１日現在） 

南

館

1

F

東

側

1

F

倉

庫

1

F

玄

関

保

険

健

康

課

1

F

小

会

議

室

1

F

つ

な

が

る
ー

む

2

F

旧

電

算

室

2

F

和

室

名称 仕様 単位 合計

防災倉庫 基 36 1 1 1 1 1 1 1 1

資機材保管カゴ 黄色、浅型 台 6 3

浄水装置 台 11 1 1

テント（日赤寄贈） 3m×6m 個 1 1

間仕切り 4部屋セット 個 15

パーテーション 張 90

ニードプライベートルーム 張 24

簡易テントなごみ 個 355 7 5

折りたたみベッド 個 475 14 8

段ボールベッド 台 17

シート マット 枚 420

シート マット（薄手） 枚 270

避難所用タタミ 枚 40

コードリール SG-30K 台 25 1 1 1 1 1 2 1 1 1

コードリール NR-304D 台 1

発電機 スバルSGI25 台 15 1 1 1 1 1

発電機 ホンダEU24i 台 26 1 1 1 1 1

発電機 ヤマハEF2500I 台 1

発電機 MGC-901GB（カ セットガス式） 台 1

インバーター式発電機 WOTA用 台 1 1

蓄電池 WOTA用 台 1 1

投光器 500W×2灯 台 31 2 1 1 1 1 1 1

投光器 MHN-175D（1灯） 台 1

投光器 MLCX-10KHS 台 10 1 1 1 1

LED投光器 台 26 1 1 1 1 1 1 1 1

LED投光器 車両 台 2

LED投光器 サンダービーム 台 1

懐中電灯 個 84 13

懐中電灯 LED強力ライト 個 95 2 3 3 3 3 3 3 3 3

懐中電灯 ラジオ付LEDライト 個 29 2 1 1 1 1 1 1

避難所開設キット 箱 11 2 1

WOTA R3整備：可搬式シャワー 基 1 1

WOSH R3整備：可搬式手洗い 基 1 1

特設公衆電話 機 37

非常用飲料水袋 6L用（340×340） 袋 1,280 780

非常用飲料水袋 6L用（手提げ） 袋 1,000

非常用飲料水袋 10L用 袋 3,500

非常用飲料水袋 10L用（手提げ） 袋 1,995 600

救急箱 箱 6 1

救急箱 50人用 箱 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1

担架 四つ折りストレッチャー 台 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

担架 スーパーPE担架 枚 89 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

車いす 台 30 1 1 1 1 1 1 1 1

拡声器 台 14 4

一輪車 台 2

三角コーン 個 53

コーンウェイト 個 49

三角コーン用バー 本 4

ブルーシート 枚 726 37 50 50 21

雨合羽 個 123 23

応

急

用

品

区　　　　　分

穴吹地区

庁舎 農改センター 三

島

小

学

校

三

島

中

学

校

穴

吹

小

学

校

穴

吹

中

学

校

初

草

ふ

れ

あ

い

館

西

渕

ふ

れ

あ

い

の

里

宮

内

交

流

の

里

古

宮

生

活

改

善

セ

ン

タ
ー

穴

吹

ス

ポ
ー

ツ

セ

ン

タ
ー

林

業

総

合

セ

ン

タ
ー

三

島

会

館

避

難

所

備

品
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南
館

1
F
東

側

1
F

倉
庫

1
F

玄
関

保
険

健
康
課

1
F

小
会
議

室

1
F

つ
な
が

る
ー

む

2
F

旧
電
算

室

2
F

和
室

名称 仕様 単位 合計

軍手 個 400 400

職員災害対応用ヘルメット 個 22 6

災害救助用工具セット HM27 式 2 1

スコップ 剣・木柄 本 85 54

スコップ 平・木柄 本 10 9

両口ハンマー 3.0kg 個 21 9

バール 900mm 個 12 5

ボルトクリッパー 600mm 個 14 5

替刃式持込ノコギリ 240mm 個 13 4

チェンソー CS35EC3 台 5

木づち 本 3 3

石み 個 21 13

紙おむつ 大人用（M） 枚 116

紙おむつ 大人用（L） 枚 102

尿漏れパット 枚 120

生理用品 枚 1,720

毛布 枚 3,211 20 10 50 50 50 50 50 50 50 120 50

毛布 アルミヒートブランケット 枚 20

タオル 枚 400

ウェットタオル 本 400

シャンプー用手袋 水のいらない泡なしシャンプー 個 400

指定ゴミ袋 詳細は別シート 箱 207

ワンタッチテント ベンリーテント 張 112 10 4 4 4 2 2 2 4

段ボールトイレ エコマル2 個 110 8 4 4 4 2 2 2 4

手すり付きポータブルトイ レ用テント 張 39

手すり付きポータブルトイレ 個 39

和式トイレ 個 15 1 1 1

便処理袋 ベンリー袋 セット 12,000 100 500 400 400 300 600 300 400

便処理袋 マイレット セット 76,400

トイレットペーパー ロール 656 368

紙おむつ 乳児用（S） 枚 328

紙おむつ 乳児用（M） 枚 448 192

紙おむつ 乳児用（L） 枚 378 162

紙おむつ 乳児用（B） 枚 168

下着セット 紳士用（半袖Tシャツ１枚、ボクサーパンツ１枚） セット 220

下着セット 婦人用（半袖Tシャツ１枚、ショーツ１枚） セット 220

長靴 足 22

移動式炊飯器 台 36 1 1 1 1 1 1 1 1

移動式炊飯器「専用鉄板」（日赤寄贈） 台 1

カセットコンロ 台 1

ハイゼックス 枚 1,497 ○ ○ ○

感染症対策キット 体温計、手袋、ハンドソープ、消毒液 箱 45 1 1 1

防護服 目止めテープあり 着 10

防護服 ガウン 着 100

不織布マスク（R2臨時交付金） PFE不織布３層マスク 枚 15,000

不織布マスク(R2臨時交付金） 不織布サージカルマスク 枚 18,400

不織布マスク（寄贈） やわらか肌ざわり快適マスク 枚 6,800

フェイスシールド 個 1,080

デスクパーティション 個 90

燃料 燃料携行缶 10L 缶 39 7 1 1 1 1 1 1

応
急

用
品

区　　　　　分

穴吹地区

庁舎 農改センター 三
島
小

学
校

三
島
中

学
校

穴
吹
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学
校
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吹
中

学
校

初
草
ふ

れ
あ
い

館

西
渕
ふ
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あ
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里

宮
内
交
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セ
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５－２ 市「災害用資器材」備蓄状況（脇町地区）一覧表（令和５年９月１日現在） 

名称 仕様 単位 合計

防災倉庫 基 36 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1

資機材保管カゴ 黄色、浅型 台 6

浄水装置 台 11 1 1 1

テント（日赤寄贈） 3m×6m 個 1

間仕切り 4部屋セット 個 15 15

パーテーション 張 90 20 70

ニードプライベートルーム 張 24 5 6 1

簡易テントなごみ 個 355 195 68

折りたたみベッド 個 475 251 84 10

段ボールベッド 台 17 17

シート マット 枚 420

シート マット（薄手） 枚 270 120

避難所用タタミ 枚 40 20

コードリール SG-30K 台 25 2 1 2 1 1 1 1 1 1

コードリール NR-304D 台 1

発電機 スバルSGI25 台 15 1 1

発電機 ホンダEU24i 台 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

発電機 ヤマハEF2500I 台 1

発電機 MGC-901GB（カ セットガス式） 台 1

インバーター式発電機 WOTA用 台 1

蓄電池 WOTA用 台 1

投光器 500W×2灯 台 31 2 1 1 1 1 1 1 1 1

投光器 MHN-175D（1灯） 台 1

投光器 MLCX-10KHS 台 10 1 1 1 1

LED投光器 台 26 1 1 1 1 1 1 1

LED投光器 車両 台 2

LED投光器 サンダービーム 台 1

懐中電灯 個 84 22

懐中電灯 LED強力ライト 個 95 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3

懐中電灯 ラジオ付LEDライト 個 29 2 1 1 1 1 1 1 1 1

避難所開設キット 箱 11 1 1 1

WOTA R3整備：可搬式シャワー 基 1

WOSH R3整備：可搬式手洗い 基 1

特設公衆電話 機 37 42

非常用飲料水袋 6L用（340×340） 袋 1,280

非常用飲料水袋 6L用（手提げ） 袋 1,000

非常用飲料水袋 10L用 袋 3,500 1,000

非常用飲料水袋 10L用（手提げ） 袋 1,995

救急箱 箱 6

救急箱 50人用 箱 55 5 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

担架 四つ折りストレッチャー 台 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

担架 スーパーPE担架 枚 89 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2

車いす 台 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

拡声器 台 14 5

一輪車 台 2

三角コーン 個 53 53

コーンウェイト 個 49 49

三角コーン用バー 本 4 4

ブルーシート 枚 726 50 50 20 50 50 34

雨合羽 個 123 51

応
急
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品
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脇町地区
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校
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だ
つ

ア
リ
ー
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名称 仕様 単位 合計

軍手 個 400

職員災害対応用ヘルメット 個 22 9

災害救助用工具セット HM27 式 2

スコップ 剣・木柄 本 85 1 5

スコップ 平・木柄 本 10 1

両口ハンマー 3.0kg 個 21 6

バール 900mm 個 12 3

ボルトクリッパー 600mm 個 14 4

替刃式持込ノコギリ 240mm 個 13 4

チェンソー CS35EC3 台 5 1

木づち 本 3

石み 個 21

紙おむつ 大人用（M） 枚 116 116

紙おむつ 大人用（L） 枚 102 102

尿漏れパット 枚 120 120

生理用品 枚 1,720 1,720

毛布 枚 3,211 267 40 50 50 45 50 20 30 50 50 20 60 30 50 380

毛布 アルミヒートブランケット 枚 20

タオル 枚 400 400

ウェットタオル 本 400 400

シャンプー用手袋 水のいらない泡なしシャンプー 個 400 400

指定ゴミ袋 詳細は別シート 箱 207 11 20 176

ワンタッチテント ベンリーテント 張 112 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2

段ボールトイレ エコマル2 個 110 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2

手すり付きポータブルトイ レ用テント 張 39 38 1

手すり付きポータブルトイレ 個 39 38 1

和式トイレ 個 15 1 1 1 1 1 1 1

便処理袋 ベンリー袋 セット 12,000 100 800 1,100 800 300 300 300 500 700 800

便処理袋 マイレット セット 76,400 7,300 3,500 4,200

トイレットペーパー ロール 656 288

紙おむつ 乳児用（S） 枚 328 328

紙おむつ 乳児用（M） 枚 448 256

紙おむつ 乳児用（L） 枚 378 216

紙おむつ 乳児用（B） 枚 168 168

下着セット 紳士用（半袖Tシャツ１枚、ボクサーパンツ１枚） セット 220 220

下着セット 婦人用（半袖Tシャツ１枚、ショーツ１枚） セット 220 220

長靴 足 22 4

移動式炊飯器 台 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

移動式炊飯器「専用鉄板」（日赤寄贈） 台 1 1

カセットコンロ 台 1 1

ハイゼックス 枚 1,497 497 ○

感染症対策キット 体温計、手袋、ハンドソープ、消毒液 箱 45 29 1 1 1 1 1

防護服 目止めテープあり 着 10 10

防護服 ガウン 着 100 100

不織布マスク（R2臨時交付金） PFE不織布３層マスク 枚 15,000 15,000

不織布マスク(R2臨時交付金） 不織布サージカルマスク 枚 18,400 18,400

不織布マスク（寄贈） やわらか肌ざわり快適マスク 枚 6,800 6,800

フェイスシールド 個 1,080 1,080

デスクパーティション 個 90 90

燃料 燃料携行缶 10L 缶 39 4 1 1 1 1 1 1 1 1

応
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美
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倉
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５－３ 市「災害用資器材」備蓄状況（美馬地区）一覧表（令和５年９月１日現在） 

S
C

北
側
倉

庫

宿
直

室

1
F

東
側
階

段
下
倉

庫

公
用

車
駐
車

場

水
道

部

美
馬

竜
王
の

郷

旧
切

久
保
幼

稚
園

名称 仕様 単位 合計

防災倉庫 基 36 2 1 1 1 2 2 1 1

資機材保管カゴ 黄色、浅型 台 6 3

浄水装置 台 11 1 1 1

テント（日赤寄贈） 3m×6m 個 1

間仕切り 4部屋セット 個 15

パーテーション 張 90

ニードプライベートルーム 張 24 6

簡易テントなごみ 個 355 57 3

折りたたみベッド 個 475 73 3

段ボールベッド 台 17

シート マット 枚 420 400 20

シート マット（薄手） 枚 270 70

避難所用タタミ 枚 40 8 12

コードリール SG-30K 台 25 1 1 1 1

コードリール NR-304D 台 1 1

発電機 スバルSGI25 台 15 1 1 1

発電機 ホンダEU24i 台 26 1 1 1 1 1 1 2

発電機 ヤマハEF2500I 台 1

発電機 MGC-901GB（カ セットガス式） 台 1 1

インバーター式発電機 WOTA用 台 1

蓄電池 WOTA用 台 1

投光器 500W×2灯 台 31 1 1 1 1 1 2 1 1

投光器 MHN-175D（1灯） 台 1 1

投光器 MLCX-10KHS 台 10 1 1

LED投光器 台 26 1 1 1 1 1 1 1 1

LED投光器 車両 台 2

LED投光器 サンダービーム 台 1 1

懐中電灯 個 84 14

懐中電灯 LED強力ライト 個 95 3 3 3 3 3 3 3 3

懐中電灯 ラジオ付LEDライト 個 29 2 1 1 1 1 1 1

避難所開設キット 箱 11 1 1

WOTA R3整備：可搬式シャワー 基 1

WOSH R3整備：可搬式手洗い 基 1

特設公衆電話 機 37

非常用飲料水袋 6L用（340×340） 袋 1,280 300 200

非常用飲料水袋 6L用（手提げ） 袋 1,000 1,000

非常用飲料水袋 10L用 袋 3,500 500 2,000

非常用飲料水袋 10L用（手提げ） 袋 1,995 1,000 395

救急箱 箱 6 5

救急箱 50人用 箱 55 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1

担架 四つ折りストレッチャー 台 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1

担架 スーパーPE担架 枚 89 2 3 3 2 3 3 3 2 3

車いす 台 30 1 1 1 1 1 1 1 1

拡声器 台 14 5

一輪車 台 2 2

三角コーン 個 53

コーンウェイト 個 49

三角コーン用バー 本 4

ブルーシート 枚 726 2 24 20 50 148

雨合羽 個 123 29
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S
C
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側
倉

庫

宿
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室

1
F

東
側
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下
倉

庫

公
用

車
駐
車

場

水
道

部

美
馬

竜
王
の

郷

旧
切

久
保
幼

稚

園

名称 仕様 単位 合計

軍手 個 400

職員災害対応用ヘルメット 個 22 7

災害救助用工具セット HM27 式 2 1

スコップ 剣・木柄 本 85 20

スコップ 平・木柄 本 10

両口ハンマー 3.0kg 個 21 6

バール 900mm 個 12 4

ボルトクリッパー 600mm 個 14 5

替刃式持込ノコギリ 240mm 個 13 5

チェンソー CS35EC3 台 5 1 2

木づち 本 3

石み 個 21 8

紙おむつ 大人用（M） 枚 116

紙おむつ 大人用（L） 枚 102

尿漏れパット 枚 120

生理用品 枚 1,720

毛布 枚 3,211 460 10 50 30 160 50 49 100 50 30 40 10

毛布 アルミヒートブランケット 枚 20 20

タオル 枚 400

ウェットタオル 本 400

シャンプー用手袋 水のいらない泡なしシャンプー 個 400

指定ゴミ袋 詳細は別シート 箱 207

ワンタッチテント ベンリーテント 張 112 4 4 4 2 4 4 2 2 4

段ボールトイレ エコマル2 個 110 4 4 4 2 4 4 2 2 4

手すり付きポータブルトイ レ用テント 張 39

手すり付きポータブルトイレ 個 39

和式トイレ 個 15 1 1 1 1 1

便処理袋 ベンリー袋 セット 12,000 100 400 700 400 300 600 800

便処理袋 マイレット セット 76,400 13,600 5,800 6,000 600 7,200 24,500

トイレットペーパー ロール 656

紙おむつ 乳児用（S） 枚 328

紙おむつ 乳児用（M） 枚 448

紙おむつ 乳児用（L） 枚 378

紙おむつ 乳児用（B） 枚 168

下着セット 紳士用（半袖Tシャツ１枚、ボクサーパンツ１枚） セット 220

下着セット 婦人用（半袖Tシャツ１枚、ショーツ１枚） セット 220

長靴 足 22 13

移動式炊飯器 台 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

移動式炊飯器「専用鉄板」（日赤寄贈） 台 1

カセットコンロ 台 1

ハイゼックス 枚 1,497 1,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

感染症対策キット 体温計、手袋、ハンドソープ、消毒液 箱 45 1 1 1 1 1

防護服 目止めテープあり 着 10

防護服 ガウン 着 100

不織布マスク（R2臨時交付金） PFE不織布３層マスク 枚 15,000

不織布マスク(R2臨時交付金） 不織布サージカルマスク 枚 18,400

不織布マスク（寄贈） やわらか肌ざわり快適マスク 枚 6,800

フェイスシールド 個 1,080

デスクパーティション 個 90

燃料 燃料携行缶 10L 缶 39 2 1 1 1 1 1 1 1

応
急
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５－４ 市「災害用資器材」備蓄状況（木屋平地区）一覧表（令和５年９月１日現在） 

複

合

施

設

2

F

倉

庫

総

合

支

所

B

1

F

1

F

基

幹

集

落

セ
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ー

2

F

出

張

所

裏

名称 仕様 単位 合計

防災倉庫 基 36 1 1 1

資機材保管カゴ 黄色、浅型 台 6

浄水装置 台 11 1 1 1

テント（日赤寄贈） 3m×6m 個 1

間仕切り 4部屋セット 個 15

パーテーション 張 90

ニードプライベートルーム 張 24 2 2 2

簡易テントなごみ 個 355 5 5 10

折りたたみベッド 個 475 9 9 14

段ボールベッド 台 17

シート マット 枚 420

シート マット（薄手） 枚 270 80

避難所用タタミ 枚 40

コードリール SG-30K 台 25

コードリール NR-304D 台 1

発電機 スバルSGI25 台 15 1 1 2 1

発電機 ホンダEU24i 台 26

発電機 ヤマハEF2500I 台 1 1

発電機 MGC-901GB（カ セットガス式） 台 1

インバーター式発電機 WOTA用 台 1

蓄電池 WOTA用 台 1

投光器 500W×2灯 台 31 1 1 1 1

投光器 MHN-175D（1灯） 台 1

投光器 MLCX-10KHS 台 10

LED投光器 台 26 1 1 1

LED投光器 車両 台 2 2

LED投光器 サンダービーム 台 1

懐中電灯 個 84 35

懐中電灯 LED強力ライト 個 95 10 3 3

懐中電灯 ラジオ付LEDライト 個 29 1 1 1

避難所開設キット 箱 11 1 1 1

WOTA R3整備：可搬式シャワー 基 1

WOSH R3整備：可搬式手洗い 基 1

特設公衆電話 機 37

非常用飲料水袋 6L用（340×340） 袋 1,280

非常用飲料水袋 6L用（手提げ） 袋 1,000

非常用飲料水袋 10L用 袋 3,500

非常用飲料水袋 10L用（手提げ） 袋 1,995

救急箱 箱 6

救急箱 50人用 箱 55 2 1 2 3

担架 四つ折りストレッチャー 台 35 1 1 1 1

担架 スーパーPE担架 枚 89 2 2 2 2

車いす 台 30 1 1 1

拡声器 台 14

一輪車 台 2

三角コーン 個 53

コーンウェイト 個 49

三角コーン用バー 本 4

ブルーシート 枚 726 50 20

雨合羽 個 123 20
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複
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基

幹
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タ
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F

出
張

所
裏

名称 仕様 単位 合計

軍手 個 400

職員災害対応用ヘルメット 個 22

災害救助用工具セット HM27 式 2

スコップ 剣・木柄 本 85 5

スコップ 平・木柄 本 10

両口ハンマー 3.0kg 個 21

バール 900mm 個 12

ボルトクリッパー 600mm 個 14

替刃式持込ノコギリ 240mm 個 13

チェンソー CS35EC3 台 5 1

木づち 本 3

石み 個 21

紙おむつ 大人用（M） 枚 116

紙おむつ 大人用（L） 枚 102

尿漏れパット 枚 120

生理用品 枚 1,720

毛布 枚 3,211 248 32 60 30 50 10

毛布 アルミヒートブランケット 枚 20

タオル 枚 400

ウェットタオル 本 400

シャンプー用手袋 水のいらない泡なしシャンプー 個 400

指定ゴミ袋 詳細は別シート 箱 207

ワンタッチテント ベンリーテント 張 112 2 2 2 2

段ボールトイレ エコマル2 個 110 2 2 2 2

手すり付きポータブルトイ レ用テント 張 39

手すり付きポータブルトイレ 個 39

和式トイレ 個 15

便処理袋 ベンリー袋 セット 12,000

便処理袋 マイレット セット 76,400 700 1,100 1,900

トイレットペーパー ロール 656

紙おむつ 乳児用（S） 枚 328

紙おむつ 乳児用（M） 枚 448

紙おむつ 乳児用（L） 枚 378

紙おむつ 乳児用（B） 枚 168

下着セット 紳士用（半袖Tシャツ１枚、ボクサーパンツ１枚） セット 220

下着セット 婦人用（半袖Tシャツ１枚、ショーツ１枚） セット 220

長靴 足 22 5

移動式炊飯器 台 36 1 1 1

移動式炊飯器「専用鉄板」（日赤寄贈） 台 1

カセットコンロ 台 1

ハイゼックス 枚 1,497 ○

感染症対策キット 体温計、手袋、ハンドソープ、消毒液 箱 45 1 1 1

防護服 目止めテープあり 着 10

防護服 ガウン 着 100

不織布マスク（R2臨時交付金） PFE不織布３層マスク 枚 15,000

不織布マスク(R2臨時交付金） 不織布サージカルマスク 枚 18,400

不織布マスク（寄贈） やわらか肌ざわり快適マスク 枚 6,800

フェイスシールド 個 1,080

デスクパーティション 個 90

燃料 燃料携行缶 10L 缶 39 1 1 1 1 1

応
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用
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６ 林野火災用空中消火資機材等保有状況一覧表 

 ① 県保有分 

資 機 材 等 名 称 数 量 規 格 等 保 管 場 所 等 

散布装置（水のう型） １４基 中型ヘリ用（７００㍑型） 

○管場所 

 徳島県立防災センター備蓄倉庫 

 

○連絡先 

 ❶徳島県消防学校 

  088-683-2200 

 ❷徳島県立防災センター  

  088-683-2100 

 ❸徳 島 県 消 防 保 安 課 

  088-621-2284 

混 合 機 ４基  

組 立 水 槽 ６基 ２,５００㍑型 

可 動 式 動 力 ポ ン プ ４台 Ｂ-３級 

ホ ー ス ２４本 口径６５㎜ 長さ２０ｍ 

吸  管 ６本 口径７５㎜ 長さ ８ｍ 

消火薬剤（２０㎏入） １００缶 エフアールＳ 

消火薬剤（２０㎏入） １００缶 エフアールＴ 

展 着 剤（２０㎏入） ５０缶 ＣＭＣ 

着 色 剤（ ５㎏入） ４缶  

バ ケ ッ ト ４基 

７,５７０㍑型 
１基（大型ヘリ用） 

保管：徳島県消防防災航空隊 

１,５９０㍑型 ３基（うち２基は海上自衛隊徳島教育航空群に貸与中） 

 ② 市町等保有分 

資 機 材 

団 体 名 
ジェットシュ ーター チ ェ ン ソ ー 

美 馬 市 消 防 本 部      ６０       ６ 

美 馬 西 部 消 防 組 合      ６０       ４ 

徳 島 中 央 広 域 連 合      ３７       ６ 

み よ し 広 域 連 合      ３２       ８ 

美 馬 市       ０       ４ 

三 好 市      ８０ － 

つ る ぎ 町      ２０       ４ 

東 み よ し 町      ２７ － 
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７ 水源一覧表（市内） 

水 源 施 設 名 所   在   地 形  状  寸  法 
施設能力 

（日 /㎥） 

第 １ 水 源 美馬市脇町大字猪尻東分６９ RCφ3.0m×h16.7m 840 

第 ２ 水 源 美馬市脇町大字猪尻東分６４ RCφ3.0m×h13.5m 2,880 

第 ３ 水 源 美馬市脇町大字猪尻東分６９ RCφ4.0m×h 5.0m 2,160 

第 ４ 水 源 美馬市脇町大字猪尻１２４ RCφ3.0m×h13.5m 1,620 

第 ５ 水 源 美馬市脇町下曽江名 50-4 RCφ2.0m×h10.0m 600 

第 ７ 水 源 美馬市脇町八幡神社下南 136-1  RCφ4.0m×h11.0m 3,060 

第１水源（穴吹地区） 美馬市穴吹町穴吹字九反地 RCφ5.0m×h15.0m 4,900 

中 央 水 源 美馬市美馬町字大宮西地先河川敷 RCφ3.0m×h7.05m 4,639 

西部水源（１号井） 美馬市美馬町字竹ノ内９７ RCφ3.0m×h13.85m 555 

西部水源（２号井） 美馬市美馬町字竹ノ内５９－１ RCφ3.0m×h10.50m 1,200 

 

８ 配水池一覧表（市内） 

施 設 名 所  在  地 形   状   寸   法 施 設 能 力 
（㎥） 

上野配水池 美馬市脇町大字猪尻字西上野 42-4 
PC 内径 16.0m×深 6.0m 

SUS8.5m×18.0m×深 5.5m 

V=1,200 

V=400×2 

古作配水池 
美馬市脇町字曽江名５８２－２  PC 内径 10.0m×深 5.2m V=  400 

美馬市脇町字曽江名５８３－６  PC 内径 14.0m×円周部半径 7.0m×深 5.2m V=1,800 

大木原配水池 美馬市脇町字曽江名８２３－３ PC 内径 14.8m×深 6.0m V=1,000 

中央配水池 美馬市穴吹町口山字尾山３９７  PC 内径 15.0m×深 5.5m V=1,200 

中央高区配水池 美馬市美馬町横尾２０－４３ SUS24.0m×9.0m×深 5.78m V=1,000 

上横尾配水池 美馬市美馬町横尾１４－２７  SUS6.0m×4.0m×深 3.0m V=   60 

中央配水池 美馬市美馬町滝ノ宮 145-2・144-3  PC 内径 12.8m×深 5.6m V=  720 

滝ノ宮配水池 美馬市美馬町滝ノ宮 248-2・249-1  SUS17.0m×12.5m×深 3.55m V=  750 

西部配水池 美馬市美馬町城２９－１ SUS21.0m×10.0m×深 4.0m V=  700 

西部高区配水池 美馬市美馬町城 196-14・196-15  SUS7.0m×7.0m×深 3.5m V=  150 

宮北配水池 美馬市美馬町下の段１４－１２  SUS6.0m×7.0m×深 3.0m V=  100 
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９ 木材保有数（県内） 

貯 木 場 名 面  積（㎥） 貯木能力（㎥） 現在量(㎥) 

徳 島 県 木 材 セ ン タ ー 協 同 組 合 
土場   13,300 製品 3,500 1,000 

土場    4,752 素材 400 0 

株 式 会 社 ゲ ン ボ ク 土場  31,750 素材 11,000 1,000 

県 営 貯 木 場 水面  62,600 素材 15,500 0 

徳島県木材団地協同組合連合会 土場   54,196 素材  154,000 4,000 

徳 島 中 央 森 林 組 合 
神 山 本 所 土場   6,630 素材 1,700 500 

勝浦郡支所 土場    3,734 素材 1,000 800 

木頭森林組合（相生及び横石） 土場  27,000 素材 5,500 2,500 

美 馬 郡 木 材 協 同 組 合 土場    15,012 素材 7,000 650 

三好木材センター事業協同組合 土場   45,080 素材 15,000 1,000 

計 
土場面積  201,454 製品 3,500 1,000 

水面面積  62,600 素材 211,100 10,450 
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１０ 災害時の物資の流れ 

  『災害時の物資支援（内閣府）』より 
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１１ プッシュ型支援を含む国からの支援物資一覧表 

   『物資支援の計画概要（内閣府）』から引用 

物 資 区 分 物     資     の     細     部 

食 料 

・アルファ化米      ・保存用パン 

・パン          ・カップ麺 

・おにぎり        ・パック御飯 

・缶詰          ・レトルト（カレー、スープ等） 

・レトルトおかゆ     ・ベビーフード 

・介護食品        ・栄養補助食品 

・ビスケット       ・バナナ 

・米           ・育児用粉ミルク･液体ミルク 

衛 生 用 品 等 

・手指消毒液       ・マスク 

・弾性ストッキング    ・ボディーシート 

・ペーパータオル     ・液体歯磨洗口液 

・歯ブラシ        ・歯磨き粉 

・歯磨きセット      ・歯磨シート 

・エチケット袋      ・ビニール袋 

・ビニール袋（４５ℓ黒） ・ビニール袋（４５ℓ透明） 

・ビニール袋（９０ℓ透明） ・タオル 

・ハンドソープ      ・シャンプー 

・リンス         ・石けん 

・ボディーソープ     ・シャンプー＆リンストラベルセット 

・除菌スプレー      ・箱ティッシュ 

・消臭スプレー      ・身体用消臭剤 

・カミソリ        ・雑巾 

・ほうき         ・ちりとり 

・割り箸         ・（プラ）スプーン 

・ラップ         ・バケツ 

・モップ         ・粘着クリーナー 

・使い捨て手袋      ・ビニール手袋 

・強化ゴム手袋      ・紙コップ 

・紙皿 

ト イ レ 用 品 等 

・仮設トイレ       ・尿取りパッド 

・簡易トイレ･携帯トイレ  ・凝固剤 

・トイレットペーパー   ・トイレ用クリーナー 

・消臭剤         ・簡易マット 

・ビニールシート     ・レジャーシート等 

・トイレ用アタッチメント ・仮設トイレ用消臭液 

・トイレ掃除用洗浄剤   ・トイレブラシ 
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電 化 製 品 等 

・タブレット端末     ・携帯用充電器 

・テレビ         ・電気ポット 

・ヘッドライト      ・ランタン 

・電気式蚊取り線香    ・電源ドラム 

・懐中電灯        ・単一･単二･単三乾電池 

水 等 

・水（２ℓ）       ・水（５００㎖） 

・清涼飲料水       ・野菜ジュース 

・ＬＬ牛乳        ・貯水タンク 

間 仕 切 り 等 

・間仕切り        ・間仕切用段ボール 

・段ボール製簡易ベッド  ・介護ベッド 

・レインコート      ・長靴 

化 粧 水 等 

・化粧水         ・化粧水シート 

・スキンケアセット    ・授乳ブラジャー 

・ベビー用品 

衣 類 等 
・下着類         ・Ｔシャツ 

・衣類用洗剤       ・耳栓 

生 理 用 品 等 
・紙おむつ（乳児･小児）  ・紙おむつ（大人） 

・生理用品 

ロ ー プ 等 
・ロープ         ・ＰＰロープ 

・布（ガム）テープ    ・養生テープ 

ガ ス コ ン ロ 等 ・ガスコンロ       ・ガスボンベ 

毛 布 等 ・毛布          ・マットレス 

カ ー ペ ッ ト 等 ・カーペット       ・タイルカーペット 

漂 白 剤 ・台所用漂白剤      ・塩素系漂白剤 

そ の 他 

・ヘルメット       ・土のう袋 

・油吸着剤        ・カーテン（カーテンレール） 

・軍手          ・使い捨てカイロ 

・住宅用ワイパー     ・ラバーカップ 

・殺虫剤         ・置き型噴霧式防虫剤 

・アレンジケース     ・うちわ 

・スリッパ        ・台車 

・カラーコーン（コーンベット） 

  ※ アンダーライン品目：国のプッシュ型支援の中心となる品目（基本８品目） 

  ※ 基本８品目：被災者の命と生活環境に不可欠な物資 

  ※ 国は、基本８品目以外にも以下の物資を調達し、プッシュ型支援で緊急輸送 

     ① 避難所環境の整備に必要な物資 

     ② 熱中症対策に不可欠な冷房機器 

     ③ 感染症対策に必要なマスクや消毒液 等 
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１２ 基本８品目の調達・供給に関する物資関係省庁等 

  『南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画』から引用 

基 本 ８ 品 目 の 品 目 名 物 資 関 係 省 庁 調 整 先 

食 料 農 林 水 産 省 関係業界団体・関係事業者 

毛 布 
消 防 庁 地方自治体 

経 済 産 業 省 

関係業界団体・関係事業者 
乳児用粉ミルク・乳児用液体ミルク 農 林 水 産 省 

乳児・小児用おむつ 
厚 生 労 働 省 

大人用おむつ 

携帯トイレ・簡易トイレ 
消 防 庁 地方自治体 

経 済 産 業 省 

関係業界団体・関係事業者 トイレットペーパー 経 済 産 業 省 

生理用品 厚 生 労 働 省 

 

１３ 「発災直後～３日後頃」から被災者の生命・健康の維持に関し必要性の高い品目 

  『ラストマイルにおける支援物資輸送・拠点開設・運営ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ（国交省）』から引用 

品     目 
対象者構成比 必 要 量 の 原 単 位 

大 分 類 中 分 類 小 分 類 

ペットボトル入り飲料水（５００㎖） １００％ １人１日４本（２㍑） 

非調理食品 
アルファ化米 

１００％ １人１日３個 
非常食（サバイバルフーズ等） 

ト イ レ 

簡易トイレ（目隠し付き） 

１００％ 

５０人に１台 

簡易トイレ用薬剤・袋 １人１日５個 

トイレットペーパー １人１日 0.11 ロール 

消毒液 １人１日７㎖ 

生 活 用 品 液体歯ミガキ １００％ １人１日４０㎖ 

食 器 類 

紙コップ 

飲料用 
１００％ 

１人１日３個 

液体歯ミガキ用 １人１日１個 

乳児ミルク摂取用 ０．８％ １人１日８個 

紙どんぶり 
１００％ 

１人１日３個 

先割れスプーン １人１日３個 

保 温 用 品 
使い捨てカイロ 

１００％ 
１人１日１個 

毛 布 １人２枚 

女 性 用 品 
生理用品 ６％ 

１人１日６枚 
おりものシート １８％ 

幼 児 用 品 

調整粉乳 ０．８％ １人１日１３０㌘ 

幼児用おむつ 
２．９％ １人１日６枚 

おしりふきシート 

要介護者・
高齢者等用品 

介護用おむつ（パンツ型） 
１．３％ 

１人１日２枚 

尿取りパッド １人１日６枚 
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１４ 「発災直後～３日後頃」において必要と想定される物資の選定理由 

  『ラストマイルにおける支援物資輸送・拠点開設・運営ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ（国交省）』から引用 

品     目 
選 定 理 由 

大 分 類 中 分 類 小 分 類 

ペットボトル入り飲料水（５００㎖） 
○ 生命・健康の維持における必要性が

非常に高い。 

非調理食品 
アルファ化米 ○ 生命・健康の維持における必要性が

非常に高い。 非常食（サバイバルフーズ等） 

ト イ レ 

簡易トイレ（目隠し付き） ○ トイレ環境の不備によって、水・食

料の摂取が抑制されやすいため、衛生

状態の悪化は感染症の発生可能性を

高めることから、生命・健康の維持に

おける必要性が非常に高い。 

簡易トイレ用薬剤・袋 

トイレットペーパー 

消毒液 
○ 消毒液はノロウィルスにも有効な

酸性アルコール消毒剤を用いるべき 

生 活 用 品 液体歯ミガキ ○ 誤嚥性肺炎防止等に必要性が高い。 

食 器 類 

紙コップ 

飲料用 ○ 水がなくコップの洗浄が困難な場

合は、紙コップを使い捨てにする。 

○ 乳児のミルク摂取用の哺乳瓶の確

保が困難な場合は、紙コップ授乳法で

対応することが考えられる。 

液体歯ミガキ用 

乳児ミルク摂取用 

紙どんぶり ○ 水がなく食器の洗浄が困難な場合

は、使い捨ての紙食器類を用いる。 先割れスプーン 

保 温 用 品 
使い捨てカイロ ○ 寒冷期の生命・健康の維持における

必要性が非常に高い。 毛 布 

女 性 用 品 
生理用品 ○ 生理時における必要性が高い。 

おりものシート ○ 非生理時における必要性が高い。 

幼 児 用 品 

調整粉乳 
○ 幼児の生命・健康の維持における必

要性が非常に高い。 

幼児用おむつ ○ 幼児の衛生状態の改善等における

必要性が非常に高い。 おしりふきシート 

要介護者・
高齢者等用品 

介護用おむつ（パンツ型） ○ 要介護者・高齢者等の衛生状態の改

善等における必要性が非常に高い。 尿取りパッド 
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１５ 「発災４日後以降」において被災者の生命・健康の維持に関し必要性の高い品目 

  『ラストマイルにおける支援物資輸送・拠点開設・運営ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ（国交省）』から引用 

品     目 
対象者構成比 必要量の原単位 

大 分 類 中 分 類 小 分 類 

生 活 用 品 

汗拭きシート 

１００％ 

１人１日４枚 

水のいらないシャンプー １人２日１０㎖ 

段ボールベッド １人１個 

肌着類（成人男性用） 
ブリーフ・トランクス 

サイズ別分類 

４４．７％ 

１人１日１枚 

半 袖 シ ャ ツ 

肌着類（成人女性用） 

シ ョ ー ツ 

４５％ スポーツブラ 

半 袖 シ ャ ツ 

肌着類（男児用） 
スパンブリーフ 

４．９％ 
半 袖 シ ャ ツ 

肌着類（女児用） 
シ ョ ー ツ 

４．６％ 
半 袖 シ ャ ツ 

肌着類（乳児用） 長  肌  着 ０．８％ 

履 物 

靴 下 

サイズ別分類 １００％ 

１人１日１足 

ス リ ッ パ 
１人１足 

サ ン ダ ル 
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１６ 「発災４日後以降」において必要と想定される物資の選定理由 

  『ラストマイルにおける支援物資輸送・拠点開設・運営ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ（国交省）』から引用 

品     目 
選 定 理 由 

大 分 類 中 分 類 

生 活 用 品 

汗拭きシート ○ 衛生状態の改善等における必要

性が高い。 水のいらないシャンプー 

段ボールベッド 
○ 健康の維持・疲労防止等におけ

る必要性が高い。 

肌着類（成人男性用） 
ブリーフ・トランクス ○ 衛生状態の改善等における必要

性が高い。  半袖シャツ 

肌着類（成人女性用） 

ショーツ 
○ 衛生状態の改善等における必要

性が高い。 
スポーツブラ 

半袖シャツ 

肌着類（男児用） 
スパンブリーフ 

○ 衛生状態の改善等における必要

性が高い。 

半袖シャツ 

肌着類（女児用） 
ショーツ 

半袖シャツ 

肌着類（乳児用） 長肌着 

履 物 

靴 下 
○ 寒冷期における必要性が高い。 

スリッパ 

サンダル 
○ 外出時等における必要性が高

い。 

 

１７ フォークリフト荷役時間の目安 

  『ラストマイルにおける支援物資輸送・拠点開設・運営ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ（国交省）』から引用 

トラック区分 
区 分 

４㌧車（標準） ４㌧車（ワイド） １０㌧車（標準） 

パ レ ッ ト 積 載 枚 数 ５ 枚 １０枚 １６枚 

荷積み時間・荷卸し時間 １０分 ２０分 ３０分 

備 考 

❶ フォークリフトは、物資拠点において一度に荷役作業

を行えるようトラック台数と同数程度を確保しておくこ

とが望ましい。 

❷ ハンドリフトは、フォークリフトの確保台数を考慮し、

フォークリフトの不足台数分を確保しておくことが望ま

しい。 

❸ この表の荷役時間の目安は、物資が標準的なパレット

であるＴ11 型（1,100 ㎜×1,100 ㎜×144 ㎜）に積

載されていると想定した場合のトラック１台当たりの荷

役時間（荷卸し時間と荷積み時間は同じと仮定）を現し

ている。 
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１８ 地域内物資備蓄輸送拠点の運営 

  『ラストマイルにおける支援物資輸送・拠点開設・運営ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ（国交省）』から引用 
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第７ 避難に関する資料 

 

１－１ 避難情報の発令対象地区の区分（美馬市北部） 

 

 

旧町村 避難情報発令対象地区名 構成地区 即 応 避 難 所 地区避難所 （よく開設する１３箇所） 

美 馬 町 

芝坂・郡里・喜来地区 

芝 坂 地 区 

美馬町市民サービスセンター 

美馬町市民サービスセンター 

郡 里 地 区 

喜 来 地 区 

重清東・重清西地区 
重清東地区 

重清西地区 

切 久 保 地 区 切久保地区 美 馬 竜 王 の 郷 

重 清 北 地 区 重清北地区 重 清 北 交 流 館 

脇 町 

脇町・大谷・江原南地区 

脇 町 地 区 

地域交流センター ミライズ 

地域交流センター  ミライズ 大 谷 地 区 

江原南地区 

江 原 北 地 区 江原北地区 江 原 北 小 学 校 

岩倉地区（平坦部） 
岩 倉 地 区 

地域共生交流施設 小星ベース 

岩倉地区（山間部） 中 ノ 谷 ふ れ あ い の 里 

穴 吹 町 

穴 吹 町  三 島 地 区 三 島 地 区 

穴吹農村環境改善センター 

穴吹農村環境改善センター 
穴 吹 町  穴 吹 地 区 穴 吹 地 区 

穴 吹 町  口 山 地 区 口 山 地 区 宮 内 交 流 の 里 

穴 吹 町  古 宮 地 区 古 宮 地 区 古 宮 生 活 改 善 セ ン タ ー 

木 屋 平 

木 屋 平  三 ツ 木 地 区 三ツ木地区 

木 屋 平 複 合 施 設 等 

三 ツ 木 集 会 所 

木 屋 平  川 井 地 区 川 井 地 区 木 屋 平 複 合 施 設 等 

木 屋 平  木 屋 平 地 区 木屋平地区 谷 口 公 民 館 

切久保地区 

重清北地区 

重清東・重清西地区 

芝坂・郡里・喜来地区 
岩倉地区（平坦部） 

岩倉地区（山間部） 

脇町・大谷・江原南地区 

江原北地区 
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１－２ 避難情報の発令対象地区の区分（美馬市南部） 

 

 

凡 例     ：旧町村の境界        ：避難情報発令対象区域の境界 

 

木屋平 三ツ木地区 

穴吹町 口山地区 

穴吹町 古宮地区 

穴吹町 穴吹地区 

穴吹町 三島地区 

木屋平 川井地区 

木屋平 木屋平地区 
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２ 避難情報等と市民がとるべき行動等 

 『避難情報に関するガイドラインの説明資料〔内閣府〕』より引用 

避 難 情 報 等 発令者 市 民 が と る べ き 行 動 等 

緊急安全確保 

 

(警戒レベル５) 

市 長 

状 況 ● 災害は発生又は切迫 

とるべき行動 

○ 命の危険 直ちに安全確保！ 

 ・ 立ち退き避難することがかえって危険で

ある場合、緊急安全確保する。 

 ・ ただし、災害発生や切迫の状況で緊急安

全確保行動を安全にとることができるとは限

らず、また緊急安全確保行動をとったとして

も身の安全を確保できるとは限らない。 

避 難 指 示 

 

(警戒レベル４) 

状 況 ● 災害のおそれが高い 

とるべき行動 

○ 危険な場所から全員避難 

 ・ 危険な場所から全員避難（立ち退き避難

又は屋内安全確保）する。 

高齢者等避難 

 

(警戒レベル３) 

状 況 ● 災害のおそれあり 

とるべき行動 

○ 危険な場所から高齢者等は避難 

 ・ 高齢者等（避難を完了するのに時間を要

する在宅又は施設利用者の高齢者及び障害

のある人等並びにその人の避難を支援する

者）は、危険な場所から避難（立ち退き避

難又は屋内安全確保）する。 

 ・ 高齢者等以外の人も、必要に応じ出勤等

の外出を控えるなど、普段の行動を見合わ

せ始めたり、避難の準備をしたり又は自主

的に避難するタイミングである。 

大雨注意報等 

 

(警戒レベル２) 

気象庁 

状 況 ● 気象状況悪化 

とるべき行動 

○ 自らの避難行動を確認 

 ・ ハザードマップ等により、自宅や施設等

の災害リスク、避難場所や避難経路、避難

のタイミング等を再確認するとともに、避

難情報の把握手段を再確認･注意するなど、

避難に備え自らの避難行動を確認する。 

早期注意情報 

 

(警戒レベル１) 

状 況 ● 今後、気象状況悪化のおそれ 

とるべき行動 

○ 災害への心構えを高める 

 ・ 防災気象情報等の最新情報に注意する

等、災害への心構えを高める。 
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３ 指定避難所一覧表 

 

 

 

 

即応
避難所

地区
避難所

広域
避難所

洪水
(計画規

模)

洪水
(想定最
大規模)

土砂
災害

地震

1 1 美馬町市民サービスセンター 美馬市美馬町字天神121 61人 ○ ○ ○ ○

2 1 重清西地域活動センター 美馬市美馬町字八幡115 225人 ○ ○ ○ ○

3 1 重清東地域活動センター 美馬市美馬町字大泉48-1 222人 ○ 2階以上 × ○

4 1 重清北交流館 美馬市美馬町字狙ヶ内26-3 167人 ○ ○ ○ ○

5 1 喜来地域活動センター 美馬市美馬町字天神63-1 181人 ○ ○ ○ ○

6 1 郡里地域活動センター 美馬市美馬町字玉振前1-1 140人 2階以上 3階以上 ○ ○

7 1 寺町防災交流センター 美馬市美馬町字寺ノ下20-1 48人 ○ ○ ○ ○

8 1 芝坂地域活動センター 美馬市美馬町字南原22-1 165人 ○ ○ ○ ○

9 1 美馬竜王の郷 美馬市美馬町字入倉657 174人 ○ ○ ○ ○

10 1 美馬中学校等（美馬小学校含む） 美馬市美馬町字谷ヨリ西68 445人 ○ ○ ○ ○

11 1 1 地域交流センター　ミライズ 美馬市脇町大字猪尻字西分116-1 82人 × × ○ ○

12 1 脇町小学校 美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保116 176人 ○ ○ ○ ○

13 1 脇町中学校 美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保78 228人 ○ ○ ○ ○

14 1 岩倉小学校 美馬市脇町岩倉2879 117人 ○ ○ ○ ○

15 1 岩倉中学校 美馬市脇町別所3406 134人 ○ ○ ○ ○

16 1 地域共生交流施設　小星ベース 美馬市脇町字小星692-1 69人 ○ ○ ○ ○

17 1 中ノ谷ふれあいの里 美馬市脇町字川原柴221 51人 ○ ○ ○ ○

18 1 大谷せせらぎの里 美馬市脇町字西大谷437 72人 ○ ○ × ○

19 1 清水地域活動センター 美馬市脇町字西俣名1069 60人 ○ ○ ○ ○

20 1 東俣ふれあいの里 美馬市脇町字東俣名320 67人 ○ ○ ○ ○

21 1 江原北小学校 美馬市脇町字西赤谷3744-2 81人 ○ ○ ○ ○

22 1 江原南小学校 美馬市脇町字拝原829 306人 ○ ○ ○ ○

23 1 江原中学校 美馬市脇町字曽江名359-41 155人 ○ ○ ○ ○

24 1 うだつアリーナ 美馬市脇町新町196 377人 × × ○ ○

脇
町

適用災害

旧
町
村

番
号

避難所区分

住所
想定

収容人数
施設名

美
馬
町
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即応
避難所

地区
避難所

広域
避難所

洪水
(計画規

模)

洪水
(想定最
大規模)

土砂
災害

地震

25 1 穴吹農村環境改善センター 美馬市穴吹町穴吹字安成73 280人 × × ○ ○

26 1 三島小学校 美馬市穴吹町三島字三谷374 126人 ○ 2階以上 × ○

27 1 三島中学校 美馬市穴吹町三島字三谷356 85人 ○ ○ × ○

28 1 穴吹小学校 美馬市穴吹町穴吹字柏40 91人 ○ ○ × ○

29 1 穴吹中学校 美馬市穴吹町穴吹字井口23 139人 ○ ○ × ○

30 1 初草ふれあい館 美馬市穴吹町口山字初草144 106人 ○ ○ ○ ○

31 1 西渕ふれあいの里 美馬市穴吹町口山字渕名485 29人 ○ ○ × ○

32 1 宮内交流の里 美馬市穴吹町口山字宮内52 106人 ○ ○ × ○

33 1 古宮生活改善センター 美馬市穴吹町古宮字長尾559-1 32人 ○ ○ × ×

34 1 穴吹スポーツセンター 美馬市穴吹町穴吹字藪ノ下5 303人 ○ × ○ ○

35 1 1 1
木屋平複合施設等（川井集会
所、木屋平中学校体育館含む）

美馬市木屋平字川井224 102人 ○ ○ ○ ○

36 1 三ツ木集会所 美馬市木屋平字三ツ木239-1 41人 ○ ○ × ○

37 1 谷口公民館 美馬市木屋平字谷口35-1 71人 ○ ○ × ○

4 32 4 5,314人 34 33 26 36合計

施設名

木
屋
平

穴
吹
町

旧
町
村

番
号

避難所区分

住所
想定

収容人数

適用災害
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４ 指定福祉避難所一覧表 

番号 施 設 名 住 所 受入可能人数・対象者 
指 定 日 
（協定締結日又は告示日） 

１ 
特別養護老人ホーム 
健祥会家康 

脇町大字脇町 966 20 高齢者 H23. 6. 1 

２ 
介護老人保健施設 
センターヴィレッジ 

脇町字拝原 1354-5 15 
高齢者・妊産婦
障がい者 

R 3 .  2 .  1 

３ 
障害者支援センター 
小星園 

脇町字小星 748-1 60 要配慮者 R 3 .  2 .  1 

４ 江原認定こども園 脇町字拝原 700-1 20 妊産婦・乳幼児 H25. 4. 1 

５ 
徳島県立池田支援学校 
美馬分校 

美馬町字大宮西100-4 20 要配慮者 R ５. ４.10 

６ 美馬認定こども園 美馬町字中東原 70-1 20 妊産婦・乳幼児 H28. 4. 1 

７ 
老人保健施設 
健祥会ヘルス 

穴吹町三島字舞中島2021 20 要配慮者 R 3.10.20 

８ 穴吹認定こども園 穴吹町穴吹字福戸原１ 20 妊産婦・乳幼児 H31. 4. 1 

９ 
木屋平高齢者生活福祉センター 
つるぎの里 

木屋平字谷口 257-4 10 高齢者 H28. 4. 1 

10 （逐次追加）     

11 （逐次追加）     

12 （逐次追加）     

13 （逐次追加）     

14 （逐次追加）     

15 （逐次追加）     

16 （逐次追加）     

17 （逐次追加）     

18 （逐次追加）     

19 （逐次追加）     

20 （逐次追加）     
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５ 指定緊急避難場所及び車中泊避難場所一覧表 

 

 

 

洪水
(計画
規模)

洪水
(想定
最大
規模)

土砂
災害

地震
大規
模な
火災

1 美馬町市民サービスセンター 駐車場 美馬市美馬町字天神121 2,300㎡ 575人 ○ ○ ○ ○ ○ 不可

2 重清西地域活動センター グラウンド 美馬市美馬町字八幡115 5,500㎡ 1,375人 ○ ○ ○ ○ ○ 可

3 重清東地域活動センター グラウンド 美馬市美馬町字大泉48-1 3,400㎡ 850人 ○ × × ○ ○ 可

4 重清北交流館 グラウンド 美馬市美馬町字狙ヶ内26-3 3,300㎡ 825人 ○ ○ ○ ○ ○ 重複
グラウンド

以外可

5 喜来地域活動センター グラウンド 美馬市美馬町字天神63-1 2,100㎡ 525人 ○ ○ ○ ○ ○ 可

6 郡里地域活動センター グラウンド 美馬市美馬町字玉振前1-1 6,500㎡ 1,625人 × × ○ ○ ○ 可

7 寺町防災交流センター 駐車場 美馬市美馬町字寺ノ下20-1 500㎡ 125人 ○ ○ ○ ○ × 可

8 芝坂地域活動センター グラウンド 美馬市美馬町字南原22-1 2,400㎡ 600人 ○ ○ ○ ○ ○ 可

9 美馬竜王の郷 グラウンド 美馬市美馬町字入倉657 2,500㎡ 625人 ○ ○ ○ ○ ○ 重複
グラウンド

以外可

10
美馬中学校等（美馬小学校
含む）

グラウンド 美馬市美馬町字谷ヨリ西68 22,000㎡ 5,500人 ○ ○ ○ ○ ○ 可

11 美馬福祉センター跡地 空き地 美馬市美馬町字中東原75 1,400㎡ 350人 ○ ○ ○ ○ ○ 可

12 道の駅「みまの里」
観光交流施設、
駐車場

美馬市美馬町字願勝寺72 5,500㎡ 1,375人 ○ ○ ○ ○ ○ 重複
ヘリポート

以外可

13 地域交流センター　ミライズ 駐車場
美馬市脇町大字猪尻字西分
116-1

7,000㎡ 1,750人 × × ○ ○ ○ 可

14 脇町小学校 グラウンド
美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保
116

4,700㎡ 1,175人 ○ ○ ○ ○ ○ 可

15 脇町中学校 グラウンド
美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保
78

10,300㎡ 2,575人 ○ ○ ○ ○ ○ 可

16 岩倉小学校 グラウンド 美馬市脇町岩倉2879 7,900㎡ 1,975人 ○ ○ ○ ○ ○ 可

17 岩倉中学校 グラウンド 美馬市脇町別所3406 10,100㎡ 2,525人 ○ ○ ○ ○ ○ 可

18
地域共生交流施設
　小星ベース

駐車場 美馬市脇町字小星692-1 4,300㎡ 1,075人 ○ ○ ○ ○ ○ 可

19 中ノ谷ふれあいの里 グラウンド 美馬市脇町字川原柴221 1,800㎡ 450人 ○ ○ ○ ○ ○ 重複
グラウンド

以外可

20 大谷せせらぎの里 グラウンド 美馬市脇町字西大谷437 1,700㎡ 425人 ○ ○ × ○ ○ 可

21 清水地域活動センター グラウンド 美馬市脇町字西俣名1069 2,300㎡ 575人 ○ ○ ○ ○ ○ 重複
グラウンド

以外可

22 東俣ふれあいの里 グラウンド 美馬市脇町字東俣名320 1,800㎡ 450人 ○ ○ ○ ○ ○ 重複
グラウンド

以外可

23 江原北小学校 グラウンド 美馬市脇町字西赤谷3744-2 5,900㎡ 1,475人 ○ ○ ○ ○ ○ 重複
グラウンド

以外可

24 江原南小学校 グラウンド 美馬市脇町字拝原829 4,500㎡ 1,125人 ○ ○ ○ ○ ○ 可

25 江原中学校 グラウンド 美馬市脇町字曽江名359-41 14,000㎡ 3,500人 ○ ○ ○ ○ ○ 可

26 うだつアリーナ 公園、駐車場 美馬市脇町新町196 21,700㎡ 5,425人 × × ○ ○ ○ 可

27 道の駅「藍ランドうだつ」 駐車場 美馬市脇町大字脇町55 3,300㎡ 825人 × × ○ ○ ○ 可

脇
町

適用災害

旧
町
村

番
号

施設名 使用部分 住所 面積

想定
収容人数
(1人あたり

4㎡）

へり降着
適地との

重複

美
馬
町

車中泊
避難
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洪水
(計画
規模)

洪水
(想定
最大
規模)

土砂
災害

地震
大規
模な
火災

28 穴吹農村環境改善センター 駐車場 美馬市穴吹町穴吹字安成73 4,800㎡ 1,200人 × × ○ ○ ○ 可

29 三島小学校 グラウンド 美馬市穴吹町三島字三谷374 1,700㎡ 425人 ○ × × ○ ○ 可

30 三島中学校 グラウンド 美馬市穴吹町三島字三谷356 4,300㎡ 1,075人 ○ ○ × ○ ○ 重複
グラウンド

以外可

31 穴吹小学校 グラウンド 美馬市穴吹町穴吹字柏40 4,800㎡ 1,200人 ○ ○ × ○ ○ 可

32 穴吹スポーツセンター 駐車場 美馬市穴吹町穴吹字藪ノ下5 1,300㎡ 325人 ○ × ○ ○ × 可

33 穴吹中学校 グラウンド 美馬市穴吹町穴吹字井口23 9,200㎡ 2,300人 ○ ○ × ○ ○ 重複
グラウンド

以外可

34 初草ふれあい館 グラウンド 美馬市穴吹町口山字初草144 1,700㎡ 425人 ○ ○ ○ ○ ○ 可

35 西渕ふれあいの里 グラウンド 美馬市穴吹町口山字渕名485 800㎡ 200人 ○ ○ × ○ ○ 可

36 宮内交流の里 グラウンド 美馬市穴吹町口山字宮内52 4,000㎡ 1,000人 ○ ○ × ○ ○ 重複
グラウンド

以外可

37 古宮出張所・診療所跡地 空き地 美馬市穴吹町古宮字長尾562-2 500㎡ 125人 ○ ○ × ○ ○ 重複
グラウンド

以外可

38
木屋平複合施設等（川井集
会所、木屋平中学校体育館
含む）

グラウンド、駐
車場

美馬市木屋平字川井224 8,100㎡ 2,025人 ○ ○ ○ ○ ○ 重複
グラウンド

以外可

39 三ツ木集会所 駐車場 美馬市木屋平字三ツ木239-1 800㎡ 200人 ○ ○ × ○ ○ 可

40 谷口公民館 駐車場 美馬市木屋平字谷口35-1 400㎡ 100人 ○ ○ × ○ × 可

201,100㎡ 50,275人 35 32 29 40 37

へり降着
適地との

重複

車中泊
避難

穴
吹
町

旧
町
村

番
号

施設名 使用部分 住所

木
屋
平

適用災害

面積

想定
収容人数
(1人あたり

4㎡）
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６ サブ避難所（補助避難所）一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美
馬
町

1 美馬文化会館 美馬市美馬町字養泉11

脇
町

2 徳島県立脇町高等学校 美馬市脇町大字脇町1270-2

3 三島会館 美馬市穴吹町三島字舞中島1524

4 穴吹林業総合センター 美馬市穴吹町三島字三谷302-5

5 東洋警備保障株式会社トレーニングセンター 美馬市穴吹町穴吹字平ノ内31-1

木
屋
平

6 木屋平小学校・木屋平中学校 美馬市木屋平字谷口235-1

旧
町
村

穴
吹
町

番
号

住所施設名
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７ 一時避難場所一覧表 

 

（集会所等）

1 小長谷集会所 美馬市美馬町字小長谷118

2 東宗重集会所 美馬市美馬町字東宗重206-1

3 駅東コミュニティー 美馬市美馬町字玉振前18-1

4 馬次集会所 美馬市美馬町字駅57

5 中山路北集会所 美馬市美馬町字柿木1-8

6 中山路西集会所 美馬市美馬町字願勝寺10-18

7 妙見神社部落会館 美馬市美馬町字妙見31-1

8 喜来集会所 美馬市美馬町字妙見81-1

9 和進集会所 美馬市美馬町字妙見109-1

10 天神集会所 美馬市美馬町字天神9-1

11 井川集会所 美馬市美馬町字天神北89-5

12 芝坂東集会所 美馬市美馬町字明神原59-27

13 芝坂会館 美馬市美馬町字薬師20

14 蕨草集会所 美馬市美馬町字丸山107-5

15 坊僧集会所 美馬市美馬町字坊僧158-1

16 段池梅集会所 美馬市美馬町池ノ浦273

17 鍵掛滝ノ宮集会所 美馬市美馬町字滝ノ宮231

18 大久保公民館 美馬市美馬町字大久保271-1

19 昭和部落会館 美馬市美馬町字正部21

20 上久保集会所 美馬市美馬町字入倉745-4

21 入倉集会所 美馬市美馬町字入倉270-１

22 清田上集会所 美馬市美馬町字清田365-2

23 清田下集会所 美馬市美馬町字清田197

24 丈寄集会所 美馬市美馬町字丈寄20-2

25 宮北コミュニティセンター 美馬市美馬町字宮前214-1

26 上野集会所 美馬市美馬町字上野

27 中鳥集会所 美馬市美馬町字滝下31-29

住所
番
号

施設名
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28 中上集会所 美馬市美馬町字小原11-7

29 城自治会館 美馬市美馬町字城29-3

30 中西会館 美馬市美馬町字里西屋敷86

31 八幡集会所 美馬市美馬町字八幡7-2

32 谷口部落会館 美馬市美馬町字谷口75-3

33 露口集会所 美馬市美馬町字露口127-3

34 吉水集会所 美馬市美馬町字吉水131-6

35 中野大師堂 美馬市美馬町字中野125

36 宗ノ分自治会館 美馬市美馬町字一ノ宮9

37 美馬高齢者センター 美馬市美馬町字谷尻57-1

38 西荒川集会所 美馬市美馬町字西荒川52

39 東荒川集会所 美馬市美馬町字岸ノ下12-4

40 東原集会所 美馬市美馬町字中東原127-1

41 突出集会所 美馬市美馬町字下突出184

42 猿坂集会所 美馬市美馬町字横尾6-4

43 重清北校区コミュニティセンター 美馬市美馬町字宮ノ岡31-4

44 野田ノ井会館 美馬市美馬町字西浦23

45 中村集会所 美馬市美馬町字芹佐古38-1

46 藤宇会館 美馬市美馬町字宮ノ岡31-2

47 城ヶ丸大師堂 美馬市美馬町字惣後37-2

48 ナロヲ集会所 美馬市美馬町字ナロヲ30

49 加重集会所 美馬市脇町字西赤谷

50 棚田集会所 美馬市脇町字西赤谷2255-24

51 共進集会所 美馬市脇町字西赤谷207-10

52 拝原東集会所 美馬市脇町字拝原2593-4

53 拝中集会所 美馬市脇町字拝原2011-1

54 美奈弥生活改善センター 美馬市脇町字拝原697

55 芳越集会所 美馬市脇町字拝原170

番
号

施設名 住所
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56 曽江生活改善センター 美馬市脇町字曽江名873-1

57 新田集会所 美馬市脇町字曽江名359-92

58 貞安集会所 美馬市脇町字西赤谷2961

59 美村集会所 美馬市脇町字西赤谷2906

60 赤谷集会所 美馬市脇町字東赤谷136-4

61 落合集会所 美馬市脇町字西赤谷2230-6

62 黒北集会所 美馬市脇町字東赤谷名187-2

63 藤川集会所 美馬市脇町字西赤谷1508

64 広棚生活改善センター 美馬市脇町字西俣名120-5

65 中熊集会所 美馬市脇町字西赤谷2005

66 釜の池集会所 美馬市脇町字西赤谷2144

67 宮井集会所 美馬市脇町字西俣名434-2

68 夏子集会所 美馬市脇町字西俣名699-6

69 土井の池集会所 美馬市脇町字西赤谷632-2

70 相平集会所 美馬市脇町字西俣名941-1

71 清水生活改善センター 美馬市脇町字西俣名1145-1

72 御所野集会所 美馬市脇町字東俣名923-2

73 古屋敷集会所 美馬市脇町字東俣名581

74 冬畑集会所 美馬市脇町字東赤谷名992

75 阿串集会所 美馬市脇町字東赤谷名736

76 椚野生活改善センター 美馬市脇町字東赤谷名410-2

77 猪尻公民館 美馬市脇町大字猪尻字東分111-１

78 中樽井大師堂 美馬市脇町大字猪尻字西分123

79 西上野集会所 美馬市脇町大字猪尻字西上野325-2

80 庄農産加工施設 美馬市脇町大字猪尻字庄61

81 土井集会所 美馬市脇町大字猪尻字土井84

82 原集会所 美馬市脇町大字北庄字原946-4

83 北庄集会所 美馬市脇町大字北庄553-2

番
号

施設名 住所
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84 伏見集会所 美馬市脇町大字北庄字伏見793

85 古作農産加工施設 美馬市脇町大字猪尻字古作61-3

86 柴床集会所 美馬市脇町大字北庄198

87 伝統工芸体験館 美馬市脇町大字脇町92

88 佐城集会所 美馬市脇町大字脇町字佐尾原1525

89 段集会所 美馬市脇町字段212

90 芋尻集会所 美馬市脇町字上芋尻6-3

91 新町集会所 美馬市脇町新町327

92 西大谷集会所 美馬市脇町字西大谷205

93 東大谷集会所 美馬市脇町字東大谷19-1

94 田上集会所 美馬市脇町字東田上519

95 馬木集会所 美馬市脇町馬木903-1

96 助松集会所 美馬市脇町助松1299-1

97 上の原集会所 美馬市脇町字東山1646-2

98 岩倉農業担い手センター 美馬市脇町岩倉2936-２

99 別所集会所 美馬市脇町別所2772-1

100 別所浜農産加工施設 美馬市脇町別所3538-1

101 野村集会所 美馬市脇町野村4574-3

102 川原町集会場 美馬市脇町川原町4755-16

103 井口集会所 美馬市脇町字井口402-1

104 小星集会所 美馬市脇町字小星543-1

105 平帽子多目的営農施設 美馬市脇町字平帽子919-4

106 下中野集会所 美馬市脇町字下中野

107 上中野集会所 美馬市脇町字上中野336

108 旧芋穴小学校 美馬市脇町字芋穴

109 梨子木集会所 美馬市脇町字梨子木204-2

110 中ノ谷農産加工施設 美馬市脇町字横倉252-2

111 川原柴集会所 美馬市脇町字川原柴

住所
番
号

施設名
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112 北庄団地集会所 美馬市脇町大字北庄北庄団地444-1

113 中八集会所 美馬市脇町字宮ノ尾12-2

114 城山集会所 美馬市脇町大字脇町東城山1718-2

115 南部集会所 美馬市穴吹町三島字舞中島2333-5

116 観音堂集会所 美馬市穴吹町三島字舞中島264-1

117 舞中島集会所 美馬市穴吹町三島字舞中島1670-1

118 東渓集会所 美馬市穴吹町三島字三谷1081-3

119 繭光・お堂 美馬市穴吹町三島字三谷810-1

120 神田・釈迦堂 美馬市穴吹町三島字小島1713-2

121 東分集会所 美馬市穴吹町三島字小島690-1

122 小島住宅団地集会施設 美馬市穴吹町三島字小島2214-1

123 大師堂＜西分＞ 美馬市穴吹町三島字小島121-8

124 大平台集会所 美馬市穴吹町穴吹字盤若1-12

125 （穴吹）中央集会所 美馬市穴吹町穴吹字遠所65

126 拝村団地集会所（中屋集会所） 美馬市穴吹町穴吹字藤ノ本2-1

127 宝集会所 美馬市穴吹町穴吹字寺前7

128 （新山）大師堂 美馬市穴吹町穴吹字新開186-2

129 成戸集会所 美馬市穴吹町字西成戸65-1

130 尾山農事センター（尾山集会所） 美馬市穴吹町口山字尾山444

131 平野多目的研修集会所 美馬市穴吹町口山字平野68

132 馬内集会所 美馬市穴吹町口山字馬内61

133 初草集会所 美馬市穴吹町口山字初草164-1

134 初草住宅団地集会施設（初草上） 美馬市穴吹町口山字初草29-1

135 仕出原多目的研修集会所 美馬市穴吹町口山字仕出原215

136 中西多目的集会施設 美馬市穴吹町口山字西山707-2

137 中野宮コミュニティ施設 美馬市穴吹町口山字中野宮321-1

138 コミュニティーにしだに 美馬市穴吹町口山字西谷395-1

139 渕名東集会所 美馬市穴吹町口山字渕名

番
号

施設名 住所
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140 文化の里（渕名西集会所） 美馬市穴吹町口山字渕名

141 みさき野菜集出荷施設 美馬市穴吹町口山字調子野348

142 梶山集会所 美馬市穴吹町口山字梶山56

143 宮内西集会所 美馬市穴吹町口山字宮内

144 宮内東集会所 美馬市穴吹町口山字宮内129-1

145 首野集会所 美馬市穴吹町口山字首野393

146 田方集会所 美馬市穴吹町口山字田方115-2

147 大内部落集会所 美馬市穴吹町口山字大内

148 知野集会所 美馬市穴吹町口山字知野70-2

149 猿飼部落集会所 美馬市穴吹町口山字猿飼

150 丸山集会所 美馬市穴吹町口山字丸山

151 半平八幡神社集会室 美馬市穴吹町古宮字半平

152 大師堂（川瀬集会所） 美馬市穴吹町古宮字川瀬

153 北又大師堂 美馬市穴吹町古宮字北又

154 葛生集会所 美馬市穴吹町古宮字葛生

155 樫平神社（集会室） 美馬市穴吹町古宮字内田42

156 大師堂第一集会所 美馬市穴吹町古宮字田野内

157 喜来集会所 美馬市穴吹町古宮字喜来

158 地域関連施設中島集会室 美馬市穴吹町三島字舞中島679-3

159 成戸団地集会所 美馬市穴吹町穴吹字西成戸142-6

160 奈良坂第３団地集会所 美馬市穴吹町穴吹字奈良坂33-1

161 樫原多目的集会所 美馬市木屋平字樫原158-1

162 今丸集会所 美馬市木屋平字今丸155

163 南張消防詰所 美馬氏木屋平字南張627-2

164 大北集会所 美馬市木屋平字大北350-1

165 櫟木集会所 美馬市木屋平字櫟木43-2

166 堂久保集会所 美馬市木屋平字八幡193-2

167 一心会館 美馬市木屋平字下名270

番
号

施設名 住所
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168 八幡多目的集会所 美馬市木屋平字八幡85-1

169 こいと集会所 美馬市木屋平字弓道30

170 高齢者ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 美馬市木屋平字森遠370

171 谷口上集会所 美馬市木屋平字谷口127

172 太合農産物出荷所（太合集会所） 美馬市木屋平字太合397-2

173 川上集会所 美馬市木屋平字川上218-2

（教育集会所）

1 美馬教育集会所 美馬市美馬町字宮前239

2 拝原教育集会所 美馬市脇町字拝原1498-1

3 岩倉教育集会所 美馬市脇町別所字高ムク3512-1

4 三島教育集会所 美馬市穴吹町三島字三谷382番地

（公会堂等）

1 宗重公会堂 美馬市美馬町字玉振前82-2

2 竹ノ内公会堂 美馬市美馬町字竹ノ内142-5

3 山路・天王下公会堂 美馬市脇町大字猪尻字若宮南177-5

4 西ノ丁公会堂 美馬市脇町大字猪尻字東分79-2

5 木ノ内公会堂 美馬市脇町木ノ内字大道南谷西4023-2

6 小島公会堂 美馬市穴吹町三島字小島381-2

番
号

施設名 住所

番
号

施設名 住所

番
号

施設名 住所
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（公園）

1 三頭公園 美馬市美馬町字道ノ上44-3

2 寺町公園 美馬市美馬町字寺ノ下35-1

3 池月公園 美馬市美馬町字西沼田39-1

4 水辺の楽校中鳥川公園
美馬市美馬町字竹ノ内61-1地先、字宮前137-1地先、
字滝下31-9地先

5 猪尻農村公園 美馬市脇町大字猪尻字東分5-4

6 小星農村公園 美馬市脇町字北星80-1

7 秋葉公園 美馬市脇町大字脇町1166-1

8 デ・レイケ公園 美馬市脇町大字脇町1391-2地先

9 穴吹ふれあい広場 美馬市穴吹町穴吹字市ノ下73-2

10 舞中島農村公園 美馬市穴吹町三島字舞中島1416-1

11 貢公園 美馬市木屋平字貢397-5

番
号

施設名 住所
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８ 浸水想定区域内にある要配慮者利用施設一覧表（R5.10.31 現在） 

 （避難確保計画を作成しなければならない要配慮者利用施設） 

 

 

番号 施設名 所在地

1 （医）一樹会　佐藤内科 美馬市脇町字拝原1415-2

2 （医）長寿会　秦眼科 美馬市脇町字拝原1441-1

3 （医）峰寿会　岡内科病院 美馬市脇町字拝原1496-5

4 （医）峰寿会　岡内科病院（通所リハ） 美馬市脇町字拝原1496-5

5 （医）藤野会　成田病院 美馬市脇町字拝原2576

6 （医）藤野会　成田病院（介護療養型） 美馬市脇町字拝原2576

7 （医）藤野会　成田病院（通所リハ） 美馬市脇町字拝原2576

8 （医）藤野会　グループホーム成田 美馬市脇町字拝原2573-1

9 （医）芳越会　ホウエツ病院 美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南130-3

10 （医）芳越会　ホウエツ病院（通所リハ） 美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南130-3

11 （医）芳越会　なかよし保育所 美馬市脇町大字猪尻字若宮南79-1

12 （医）芳越会　デイサービス若宮 美馬市脇町大字猪尻字若宮南79-1

13 （医）芳越会　サービス付き高齢者向け住宅  若宮の里  美馬市脇町大字猪尻字若宮南79-1

14 （医）芳越会　若宮の里グループホーム 美馬市脇町大字猪尻字若宮南80-1

15 （医）芳越会　若宮の里小規模多機能ホーム 美馬市脇町大字猪尻字若宮南80-1

16 市橋内科医院 美馬市脇町大字脇町字中道725-2

17 （医）恵愛会　美馬リハビリテーション病院 美馬市美馬町字沼田75

18 （医）恵愛会　住宅型有料老人ホームはるか 美馬市美馬町字沼田28

19 （医）恵愛会　通所介護はるか 美馬市美馬町字沼田28

20 （医）恵愛会　グループホームのどか 美馬市美馬町字沼田73-1

21 （医）至心会　サンクリニック（通所リハ） 美馬市美馬町字南荒川71

22 ケアホーム　やすらぎの丘 美馬市脇町字拝原1780-1

23 ケアホーム　やすらぎの丘デイサービスセンター 美馬市脇町字拝原1780-1

24 養護老人ホーム　ひかり荘 美馬市脇町大字脇町30-2

25 ケアハウス　健祥会うだつ 美馬市脇町大字脇町962-1

26 健祥会デイサービスセンター　うだつ 美馬市脇町大字脇町962-1

27 特別養護老人ホーム　健祥会家康 美馬市脇町大字脇町966

28 特別養護老人ホーム　健祥会家康（短期入所） 美馬市脇町大字脇町966

29 デイサービスセンター　こはる脇町 美馬市脇町大字脇町字大堀777-1

30 特別養護老人ホーム　ケアプラザみま 美馬市美馬町字高畑8-1

31 特別養護老人ホーム　ケアプラザみま（短期入所） 美馬市美馬町字高畑8-1

32 蓬莱会デイサービスセンターみま 美馬市美馬町字高畑8-1

33 グループホームほうらい 美馬市美馬町字高畑8-1

34 ケアハウスシャングリラ蓬寿 美馬市美馬町字高畑8-1

35 住宅型有料老人ホーム　ぽっかぽか 美馬市美馬町字中通131-1

36 デイサービスセンター　ぽっかぽか 美馬市美馬町字中通131-1

37 老人保健施設　健祥会ヘルス 美馬市穴吹町三島字舞中島2021

38 老人保健施設　健祥会ヘルス（短期入所） 美馬市穴吹町三島字舞中島2021

39 老人保健施設　健祥会ヘルス（通所リハ） 美馬市穴吹町三島字舞中島2021

40 （医）芳越会　清流の里グループホーム 美馬市穴吹町穴吹字市ノ下15-1
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番号 施設名 所在地

41 グループホーム　かしがおか（共同生活援助） 美馬市脇町大字脇町1209-2

42 障害者支援施設　かしがおか 美馬市脇町字拝原2853-1

43 障害者支援施設　かしがおか（生活介護） 美馬市脇町字拝原2853-1

44 障害者支援施設　かしがおか（短期入所） 美馬市脇町字拝原2853-1

45 ピース（放課後デイ） 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南6

46 ピースⅡ（共同生活援助） 美馬市脇町大字脇町980-8

47 ピースⅣ（共同生活援助） 美馬市穴吹町穴吹字岩手21-2

48 ピースⅤ（共同生活援助） 美馬市穴吹町穴吹字岩手21-2

49 こども発達支援事業所　イノセント（児童発達支援） 美馬市脇町馬木字銚子場1182-1

50 こども発達支援事業所　イノセント（放課後デイ） 美馬市脇町馬木字銚子場1182-1

51 障害福祉サービス事業所（共同生活援助）フローラⅠ 美馬市脇町野村4158-1

52 障害福祉サービス事業所（共同生活援助）フローラⅡ 美馬市脇町野村4158-1

53 障害福祉サービス事業所（共同生活援助）フローラⅢ 美馬市脇町野村4158-1

54 障害福祉サービス事業所（共同生活援助）フローラⅣ 美馬市脇町野村4158-1

55 障害福祉サービス事業所（共同生活援助）オプス 美馬市脇町野村4257

56 障害福祉サービス事業所（共同生活援助）テルス 美馬市脇町木ノ内4004-3

57 地域活動支援センター美馬地区共同作業所　やよい寮 美馬市美馬町字助松158

58 児童デイ　ワンハート穴吹（児童発達支援） 美馬市穴吹町穴吹字中25-1

59 児童デイ　ワンハート穴吹（放課後デイ） 美馬市穴吹町穴吹字中25-1

60 美馬第一児童クラブ 美馬市美馬町字大泉48-1

61 美馬第二児童クラブ 美馬市美馬町字大泉48-1

62 なかよし児童クラブ 美馬市穴吹町三島字三谷302-5

63 穴吹認定こども園 美馬市穴吹町穴吹字福戸原1

64 脇町小規模保育所 美馬市脇町大字猪尻字西分116-1

65 ソーレインターナショナル保育園　脇町園 美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南128-6

66 三島小学校 美馬市穴吹町三島字三谷374
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９ 土砂災害（特別）警戒区域内にある要配慮者利用施設一覧表（R5.10.31 現在） 

 （避難確保計画を作成しなければならない要配慮者利用施設） 

 

 

 

 

 

番号 施設名 所在地

1 （医）一樹会　佐藤内科 美馬市脇町字拝原1415-2

2 （医）恵愛会　美馬リハビリテーション病院 美馬市美馬町字沼田75

3 （医）恵愛会　住宅型有料老人ホームはるか 美馬市美馬町字沼田28

4 （医）恵愛会　通所介護はるか 美馬市美馬町字沼田28

5 （医）恵愛会　グループホームのどか 美馬市美馬町字沼田73-1

6 （医）至心会　サンクリニック（通所リハ） 美馬市美馬町字南荒川71

7 グループホーム　サンファミリー 美馬市脇町字拝原1354-2

8 介護老人保健施設　センターヴィレッジ 美馬市脇町字拝原1354-5

9 介護老人保健施設　センターヴィレッジ（通所リハ） 美馬市脇町字拝原1354-5

10 養護老人ホーム　ひかり荘 美馬市脇町大字脇町30-2

11 ケアハウス　健祥会うだつ 美馬市脇町大字脇町962-1

12 健祥会デイサービスセンター　うだつ 美馬市脇町大字脇町962-1

13 特別養護老人ホーム　健祥会家康 美馬市脇町大字脇町966

14 特別養護老人ホーム　健祥会家康（短期入所） 美馬市脇町大字脇町966

15 デイサービス　なかはちの丘 美馬市脇町木ノ内3945-5

16 住宅型有料老人ホーム絆 美馬市脇町字小星1196-19

17 デイサービスセンター絆 美馬市脇町字小星1196-19

18 美馬市穴吹デイサービスセンター　ライフケアたがた 美馬市穴吹町口山字田方110-2

19 美馬市穴吹高齢者生活福祉センター　ライフケアたがた 美馬市穴吹町口山字田方110-2

20 美馬市木屋平デイサービスセンター　つるぎの里 美馬市木屋平字谷口257-4

21 美馬市木屋平高齢者生活福祉センター　つるぎの里 美馬市木屋平字谷口257-4

22 グループホーム　かしがおか（共同生活援助） 美馬市脇町大字脇町1209-2

23 ピース（放課後デイ） 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南6

24 児童デイ　ワンハート穴吹（児童発達支援） 美馬市穴吹町穴吹字中25-1

25 児童デイ　ワンハート穴吹（放課後デイ） 美馬市穴吹町穴吹字中25-1

26 岩倉児童クラブ 美馬市脇町岩倉2901

27 美馬第一児童クラブ 美馬市美馬町字大泉48-1

28 美馬第二児童クラブ 美馬市美馬町字大泉48-1

29 なかよし児童クラブ 美馬市穴吹町三島字三谷302-5

30 木屋平幼稚園 美馬市木屋平字谷口235-1

31 江原北小学校 美馬市脇町字西赤谷3744-2

32 三島小学校 美馬市穴吹町三島字三谷374

33 穴吹小学校 美馬市穴吹町穴吹字柏40

34 木屋平小学校 美馬市木屋平字谷口235-1

35 三島中学校 美馬市穴吹町三島字三谷356

36 穴吹中学校 美馬市穴吹町穴吹字井口23

37 木屋平中学校 美馬市木屋平字谷口235-1
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１０ 災害時における帰宅困難者支援に関する協定書（関西広域連合） 

 

災害時における帰宅困難者支援に関する協定書 

 

（目的） 

第１条 関西広域連合（以下「甲」という。）と                 

（以下「乙」という。）とは、地震発生等（以下「災害時」という。）に交通が途絶した

ため、帰宅するのが困難な者（以下「帰宅困難者」という。）を支援するための災害時

帰宅支援ステーション（以下「支援ステーション」という。）の設置について、必要な

事項を定めるものとする。 

 

（協定の効力） 

第２条 この協定は、参画する府県及び政令市（甲の構成団体である滋賀県、京都府、大

阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、徳島県、京都市、大阪市、堺市及び神戸市並びに甲

に支援ステーションにかかる業務委託を行う三重県をいう。以下同じ。）と乙が個別に

協定を締結した場合と同等の効力を有するものとする。 

 

（支援ステーションの設置） 

第３条 参画する府県及び政令市は、乙に対し、この協定に基づき乙の店舗に支援ステー

ションを設置することを依頼するものとする。 

２ 乙は、フランチャイズチェーン本部として、店舗に最大限の努力を以て協定の履行を

求めるものとするが、甲及び参画する府県及び政令市は、乙に支援ステーション設置を

依頼する前提として、乙にはフランチャイズチェーン契約書の制限から店舗に協定の履

行を強制することが困難な事情があることを承諾するものとする。 

 

（支援の内容） 

第４条 参画する府県及び政令市は、乙に対し、災害時に次の各号について、支援ステー

ションとしての協力を要請することができるものとする。 

（１）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ等の提供をすること。 

（２）乙の店舗において、帰宅困難者に対し、地図等による道路情報、ラジオ等で知り得

た通行可能な道路に関する情報を提供すること。 

２ 前項の規定において、乙の店舗とは支援ステーションの設置に賛同する店舗であり、

前項に掲げる事項の全部又は一部について支援可能な店舗とする。 

３ 参画する府県及び政令市並びに乙は、第１項に定めのない事項について、可能な範囲

で相互に協力を求めることができる。 

 

（支援の実施） 

第５条 乙は、前条の規定により参画する府県及び政令市から支援の協力要請を受けたと

きは、その緊急性に鑑み、可能な範囲内において、帰宅困難者に対し、支援を実施する

ものとする。ただし、参画する府県及び政令市が、乙に対し、通信の途絶等の事由によ
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り要請を行うことができないときは、乙は、参画する府県及び政令市の要請を待たない

で、状況に応じ自主的に可能な範囲において支援を実施することができるものとする。 

 

（支援ステーション・ステッカーの掲出） 

第６条 乙は、広く住民へ支援ステーションの取組みの周知を図り、防災に対する意識啓

発のため、甲が提供する「支援ステーション・ステッカー」を乙の店舗に掲出するもの

とする。 

２ 乙は、乙の店舗に掲出中の「支援ステーション・ステッカー」の劣化を鑑みて、年１

回５月末日までに甲にその年度の必要数を報告し、甲から「支援ステーション・ステッ

カー」の提供を受けるものとする。 

 

（経費の負担） 

第７条 第４条に規定する支援の実施に要した経費は、当該支援を実施した乙又は乙の店

舗が負担するものとする。 

２ 乙は、甲から前条の「支援ステーション・ステッカー」の提供を無償で受けるものと

する。 

 

（情報の交換） 

第８条 甲及び参画する府県及び政令市並びに乙は、この協定が円滑に運用されるよう、

平素から必要に応じて、情報の交換を行うものとする。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定は、協定書締結日から１年間効力を生じるものとする。なお、期間満了

の１ヶ月前までに甲又は乙のいずれか一方からの特段の意思表示がない場合は、この協

定はさらに１年間更新されるものとし、以降も同様とする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙が協

議の上、これを定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各１通を保

有する。 

 

平成  年  月  日 

          

（甲）住 所  大阪府大阪市北区中之島５丁目３番５１号 

                 関西広域連合 

                 広域連合長 仁坂 吉伸 

 

         （乙）住 所 
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１１ 帰宅困難者 NAVI（ナビ）の活用 

① 帰宅困難者 NAVI（ナビ）の概要 

  関西広域連合が運営する『帰宅困難者 NAVI（ナビ）』は、「出発地」と「目的地」

を入力するだけで、徒歩帰宅ルートや沿道の災害時帰宅支援ステーション等をインタ

ーネット上の地図で確認できるものである。 

② 帰宅困難者 NAVI（ナビ）の主な機能 

 ❶ 徒歩帰宅ルート検索や帰宅支援ステーション等を地図上に表示 

 ❷ 帰宅困難者となった際に取るべき行動等を示した「帰宅困難者のガイドライン」

を掲載 

 ❸ 広域連合及び構成府県市の帰宅困難者対策 HP へのリンク 

・ＵＲＬ：https://kansai-kitaku.jp/  

・Ｑ Ｒ： 
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空 白 
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第８ 災害救助に関する資料 

 

１ 災害救助法の適用基準 

被 害 区 分 適  用  基  準  の  細  部 住家滅失世帯 

物 的 被 害 

(家屋被害 ) 

【特定の市町村内での災害を想定した基準】 

美馬市人口に応じて市内で右欄の数以上の世帯

の住家が滅失した場合       〔１号基準〕 

５０世帯 

【都道府県内の一定地域内（例：県西部）にわた

る災害を想定した基準】 

 徳島県の人口に応じて県内で右欄の数以上の世

帯の住家が滅失した場合であって、美馬市の人口に

応じて市内で右欄（ ）内の数以上の世帯の住家が

滅失した場合           〔２号基準〕 

１，０００世帯 

（２５世帯） 

【都道府県全域にわたる災害を想定した基準】 

徳島県の人口に応じて県内で右欄の数以上の世

帯の住家が滅失した場合    〔３号前段基準〕 

５，０００世帯 

【隔絶した地域における災害を想定した基準】 

 災害が隔絶地域に発生し被災者の救護を著しく困難とする特別の

事情がある場合で多数の住家が滅失した場合 〔３号後段基準〕 

人 的 被 害 

【災害による被害の発生前にも適用することができる基準】 

 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ

た場合であって、①災害が発生し又は発生するおそれのある地域に

所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とする場合、若

しくは②被災者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要と

し、又は救出に特殊の技術を必要とする場合 〔４号基準〕 

備 考 

１ 法の目的である「被災者の保護」と「社会の秩序の保全」のた

めには、何よりも迅速な法適用が必要であり、迅速な法適用判断

が可能な〔４号基準〕による適用を積極的に進めるべきである（『災

害救助法の概要（令和２年度）〔内閣府〕』）。 

２ 第１号～第３号に該当する可能性はあっても、夜間等で被害状

況の確認が困難な場合に、多数の者が死傷し又は危険にさらされ、

迅速な救助が必要であれば、第４号に該当することができる（『災

害救助事務取扱要領（令和４年度）〔内閣府〕』７頁）。 

３ 新潟県中越地震（平成１６年）以降、特に大規模地震が発生し

た場合には、一定震度以上を観測した市町村に対して「避難して

継続的に救助を必要とする」状態として、速やかに４号適用する

運用が行われている（『同前取扱要領』８頁）。 
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２ 災害救助事務取扱要領〔内閣府政策統括官（防災担当）〕  

巻末添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害救助事務取扱要領 

（令和５年６月） 
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第９ 医療・防疫に関する資料 

 

１ 病院及び病床数等（市内） 

病 院 名 所 在 地 電 話 番 号 診  療  科 
病  床  数 

総数 一般 療養 精神 

桜 木 病 院 脇町木ノ内３７６３ 52-2583 内科･精神科 185 35  150 

成 田 病 院 脇町字拝原２５７６ 52-1258 
内科･呼吸器科･消化器科･外科

整形外科･皮膚科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 
58  58  

岡内科病院 脇町字拝原１４９－５ 52-0988 
内科･循環器科･消化器科

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 
30  30  

折 野 病 院 美馬町字ナロヲ２５ 63-2569 内科･精神科 192   192 

美馬ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ

ｰ ｼ ｮ ﾝ病院 
美馬町字沼田７５ 63-2026 

内科･外科･整形外科

泌尿器科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 
60 60   

ﾎ ｳ ｴ ﾂ病院 
脇町大字猪尻字八幡

神社下南１３０－３ 
52-1095 

内科･呼吸器科･循環器科
糖尿病内科･脳神経内科
外科･整形外科･脳神経外科
皮膚科･婦人科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
救急科･もの忘れ外来 

65 65   

 

２ 有床診療所及び病床数等（市内） 

診療所名 所 在 地 電 話 番 号 診  療  科 
病  床  数 

総数 一般 療養 精神 

市橋内科医院 脇町大字脇町７２５－２ 53-8105 
内科･循環器科･神経内科

精神科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 
19 19   

佐 藤 内 科 脇町字拝原１４１５－２ 52-1045 内科･精神科 19 19   

秦 眼 科 脇町字拝原１４４１－１ 52-3011 眼科 5 5   

林 ｸ ﾘ ﾆ ｯ ｸ 脇町大字脇町３４０ 52-1001 内科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 19 19   

 

３ 救急病院〔地域災害拠点病院〕（市近傍） 

病 院 名 所 在 地 電 話 番 号 診  療  科 
病  床  数 

総数 一般 療養 精神 

つるぎ町立 

半 田 病 院 
つるぎ町半田字中藪２３４－１ 64-3145 

内科･呼吸器内科･循環器科
消化器科･糖尿病内科･人工透析科
外科･整形外科･皮膚科
泌尿器科･婦人科･眼科
耳鼻咽喉科･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科  

120 120   
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４ 透析施設（市内及び市近傍） 

施  設  名 所    在    地 電 話 番 号 

脇町川島クリニック 脇町大字猪尻字八幡神社下南３９－２ 0883-55-0110 

吉野川医療センター 吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島 120 0883-26-2222 

鴨島川島クリニック 吉野川市鴨島町飯尾字福井３９６－３ 0883-24-8551 

つるぎ町立半田病院 つるぎ町半田中藪２３４-１ 0883-64-3145 

三 加 茂 田 中 病 院 東みよし町加茂１８８３-４ 0883-82-3700 

阿 波 病 院 阿波市市場町市場字岸ノ下１９０－１ 0883-36-5151 

徳島県立三好病院 三好市池田町シマ８１５－２ 0883-72-1131 

 

５ ペースメーカー施設（県内） 

施  設  名 所     在     地 電 話 番 号 

徳 島 大 学 病 院 徳島市蔵本町１-１０-３ 088-631-7151 

徳島県立中央病院 徳島市蔵本町 2 丁目 088-631-3111 

徳 島 赤 十 字 病 院 小松島市小松島町字井利ノ口１０３ 0885-32-2555 

 

６ 三次救急医療機関（救命救急センター等）（県内） 

施  設  名 所     在     地 電 話 番 号 

徳島県立中央病院 徳島市蔵本町 1-10-3 088-631-7151 

徳 島 大 学 病 院 徳島市蔵本町 2 丁目 50-1 088-631-3111(代) 

徳 島 赤 十 字 病 院 小松島市小松島町字井利ノ口 103 0885-32-2555 

徳島県立三好病院 三好市池田町字シマ 815-2 0883-72-1131 
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７ 県備蓄「医薬品」備蓄場所一覧表（県内） 

No. 保  管  場  所 所 在 地 電 話 番 号 

１ 
㈱アスティス 

 徳島営業部 
徳島市川内町平石夷野 224-30  088-666-0600 

２ 
四国アルフレッサ㈱ 

徳島営業部 
徳島市川内町平石夷野 224-29  088-665-3111 

３ 
株式会社よんやく 

 徳島営業部 
徳島市中吉野町 1 丁目 13 088-655-6727 

４ 
㈱幸 耀 

徳島事業部 
徳島市川内町加賀須野 463-23  088-665-3131 

５ 
四国アルフレッサ㈱ 

徳島第一支店徳島西部出張所 
美馬郡つるぎ町貞光字小山北 89-6  0883-63-6111 

６ 
株式会社よんやく 

徳島西部支店 
美馬市美馬町字養泉 14-1 0883-55-2166 

７ 県立海部病院  海部郡牟岐町中村字本村 75-1 0884-72-1166 

８ 海陽町立海南病院 海部郡海陽町四方原字広谷 0884-73-1355 

９ 
美波町国民健康保険 

 美波病院 
海部郡牟岐町中村字杉谷 266 0884-72-1166 

10 県立中央病院 徳島市蔵本町１丁目１０-３ 088-631-7511 

11 徳島県鳴門病院 鳴門市撫養町黒崎字小谷 32 088-683-0011 

1 2 県立三好病院 三好市池田町シマ 815-2 0883-72-1131 

1 3 徳島大学病院 徳島市蔵本町 2-50-1 088-631-3111 

1 4 徳島市民病院 徳島市北常三島町 2-34 088-622-5121 

1 5 つるぎ町立半田病院 つるぎ町半田中藪 234-1 0883-64-3145 

1 6 吉野川医療センター 吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島 120 0883-26-2222 

1 7 阿南医療センター 阿南市宝田町川原６番地１ 0884-28-7777 

 ※ 県備蓄「医薬品」の備蓄保管場所毎の医薬品等品目・数量は、「徳島県地域防災計画

（資料編）」－「第９ 医療・防疫に関する資料」－「9－6 備蓄場所ごとの県備蓄

医薬品等の品目及び数量」を参照のこと。 
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８ 県備蓄「防疫用薬剤・衛生材料」備蓄場所一覧表（県内） 

No. 保  管  場  所 所 在 地 電 話 番 号 

１ 徳島保健所 徳島市新蔵町３丁目 80 088-652-5151 

２ 鳴門県民サービスセンター 鳴門市撫養町立岩七枚 128 088-685-3141 

３ 小松島県民サービスセンター 小松島市堀川町 1-27 0885-32-2135 

４ 南部総合県民局阿南庁舎 阿南市富岡町あ王谷 46 0884-24-4152 

５ 阿南保健所 阿南市領家町野神 319 0884-22-0072 

６ 美波保健所 美波町奥河内字弁財天 17-1 0884-74-7343 

７ 吉野川保健所 吉野川市鴨島町鴨島 106-2 0883-24-1114 

８ 美馬保健所 美馬市穴吹町穴吹字明連 23 0883-52-1017 

９ 三好保健所 三好市池田町マチ 2542-4 0883-72-1122 

10 薬学会館 徳島市中洲町 1 丁目 58 088-655-1100 

 

９ 火葬場一覧表（市内及び市近傍） 

No. 施 設 名 称 炉 数 所 在 地 電 話 番 号 

１ 美馬市葬祭場 ３ 美馬市脇町字西赤谷 2678-2 0883-52-1393 

２ せせらぎの風 3 美馬郡つるぎ町貞光字せせらぎ１ 0883-62-2349 

３ 吉野川市斎場 ３ 吉野川市鴨島町知恵島2137-1 0883-24-2739 

４ 阿 北 火 葬 場 ４ 阿波市市場町香美字西原 15-1 0883-36-4132 

５ 三好東部火葬場 ３ 東みよし町西庄字末石 63-1 0883-79-5340 

６ 池 田 火 葬 場 ３ 三好市池田町字ヤマダ 519-1 0883-72-0969 

７ 祖 谷 火 葬 場 ２ 三好市東祖谷山釣井 490-3 0883-88-5079 
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１０ 徳島ＤＭＡＴ運用計画 

 

徳島ＤＭＡＴ運用計画 

 

（目的） 

第１条 この計画は、徳島県内外で地震、台風等の自然災害や、航空機、列車事故等の大

規模な事故（人為災害 （以下「災害等」という。）といった災害等が発生した時に、迅速

に救出・救助部門と合同して救急治療を行うための専門的な研修として厚生労働省等が実 

施する「日本ＤＭＡＴ隊員養成研修（以下「ＤＭＡＴ研修）を受けた災害派遣医療チーム

（以下「徳島ＤＭＡＴ」という。）を派遣する際の編成及び運営等に関し、必要な事項を定

めることにより、災害時における医療救護体制の充実強化を図ることを目的とする。 

２ この計画は、徳島県地域防災計画に基づき、日本ＤＭＡＴ活動要領の内容を踏まえて、 

徳島ＤＭＡＴの運用に関する事項を具体化したものであり、今後これらの計画等が変更さ 

れた場合には、必要に応じて変更するものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この計画で使用する用語の定義は次のとおりとする。 

（１）ＤＭＡＴの出動 ＤＭＡＴ指定病院の長が、ＤＭＡＴを編成して災害拠点病院や被

災現地に行かせること  

（２）ＤＭＡＴの派遣 被災地外の都道府県知事が、被災地内の都道府県知事の応援要請

に応じて、当該都道府県内のＤＭＡＴ指定病院のＤＭＡＴを要請

元の都道府県に行かせること 

（３）出動要請都 道府県知事が、自県内のＤＭＡＴ指定病院の長に対して、ＤＭＡＴの

出動を要請すること 

（４）派遣要請 被災地内の都道府県から、国又はその他の都道府県に対して、ＤＭＡＴ

の派遣を要請すること 

（５）ＤＭＡＴの自主的出動 ＤＭＡＴ指定病院の長が、第９条第３項及び第４項の規定

に基づき、徳島ＤＭＡＴを出動させること 

２ 前項で定める用語以外については、日本ＤＭＡＴ活動要領で定める用語の定義を準用

するものとする。 

 

（活動範囲）  

第３条 徳島ＤＭＡＴの活動範囲は、主に次の２種類とする。 

（１）徳島県内外の災害等の被災地内での活動 

（２）徳島県内外の災害等の被災地から広域医療搬送等を実施する場合の被災地外での活

動 

 

（活動内容） 

第４条 徳島ＤＭＡＴは原則、被災地内で以下の活動を行う。 

（１）消防機関等と連携し、災害現場における医療情報の収集及び伝達、トリアージ、応



《美馬市地域防災計画（資料編）  第９ 医療・防疫に関する資料》 

168 

急治療及び搬送等（現場活動） 

（２）災害拠点病院等の指揮下での患者の治療等（病院支援） 

（３）被災地内での患者搬送及び搬送中の治療（域内搬送） 

（４）被災地内では対応困難な重症患者に対する根治的な治療を目的とする航空機等を用

いた被災地外への患者搬送（広域医療搬送） 

（５）その他災害現場における救命活動に必要な措置 

 

（指定病院） 

第５条 徳島県知事（以下「知事」という。）は、徳島ＤＭＡＴの設置並びに編成及び運営

につき、依頼に基づき協力を申し出た徳島県の災害拠点病院等を徳島ＤＭＡＴ指定病院（以

下「指定病院」という。）として指定する。 

２ 知事は、県と指定病院との間で徳島ＤＭＡＴの設置並びに編成及び運営に関する協定

を締結する。 

３ 知事は、第１項による指定をしたときは、指定病院に対して指定証（別記様式第１号） 

を交付する。 

 

（編成及び登録） 

第６条 徳島ＤＭＡＴは、指定病院の職員をもって編成することを基本とし、１チーム医

師１～２名、看護師１～３名、業務調整員１～２名の計５名程度で編成するものとする。

必要に応じて、ＤＭＡＴ研修を受けた薬剤師、放射線技師、検査技師等の職員を加えるこ

とができる。 

２ 知事は、指定病院の長からの推薦に基づき、知事が指定するＤＭＡＴ研修を終了した

者を徳島ＤＭＡＴ隊員（以下「隊員」という。）として徳島ＤＭＡＴ隊員登録者名簿（別紙

様式第２号）に登録する。 

３ 隊員は、登録証の記載事項に変更等が生じたときは、指定病院の長を経て、知事に対

して変更届出（別記様式第３号）を行う。 

 

（リーダー及び統轄） 

第７条 徳島ＤＭＡＴの各チームにリーダーを置く。 

２ リーダーは、チームの医療活動を統轄する。 

３ 複数の徳島ＤＭＡＴが派遣要請されるような大規模災害等での活動においては、各チ

ームのリーダーの中から統括を置き、徳島ＤＭＡＴの医療活動全体を統括する。 

 

（出動基準） 

第８条 徳島ＤＭＡＴの出動基準は、次のとおりとする。 

（１）徳島県において、災害等により複数の重症・中等症の傷病者が発生すると見込まれ

る場合 

（２）前号に定める場合のほか、徳島ＤＭＡＴが出動し対応することが効果的であると認

められる場合 

（３）国あるいは他都道府県からの要請に基づき、徳島ＤＭＡＴの出動の必要性が認めら
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れる場合 

 

（出動） 

第９条 知事は、前条の出動基準に照らし、徳島ＤＭＡＴを出動し対応することが効果的

であると判断したときは、指定病院の長に対して、徳島ＤＭＡＴの出動を要請する。 

２ 指定病院の長は、知事からの要請を踏まえ、徳島ＤＭＡＴの出動が可能と判断した場

合には、速やかに知事に連絡するとともに、知事の指示に従い徳島ＤＭＡＴを出動させる。 

３ 指定病院の長は、緊急やむを得ない事情により、知事の要請を受ける前に徳島ＤＭＡ

Ｔを出動させたときは、速やかに知事に報告し、その承認を受けなければならない。 

４ 前項の規定により知事が承認した徳島ＤＭＡＴの出動は、知事の要請に基づく出動と

みなす。 

５ 知事は、徳島ＤＭＡＴの出動要請を行う際には、関係機関と調整の上、徳島ＤＭＡＴ

の想定される業務及び現場の状況等の情報を指定病院に伝える。 

６ 現場での活動が終了した後、出動した徳島ＤＭＡＴは、指定病院の長を経由して徳島

ＤＭＡＴ活動記録報告書（別記様式第４号）により知事に報告する。 

 

（待機要請） 

第１０条 知事は、災害等が発生し、第８条の出動基準に該当することが見込まれる場合、 

指定病院に徳島ＤＭＡＴの待機を要請する。 

２ 待機要請の手順は出動要請の手順に準じて行う。 

３ 次の場合に指定病院の長は、県からの要請を待たずに、徳島ＤＭＡＴ出動のための待

機を行う。 

（１）東京都２３区内で震度５強以上の地震が発生した場合 

（２）その他の地域で震度６弱以上の地震が発生した場合 

（３）津波警報（大津波警報）が発表された場合 

（４）東海地震注意報が発表された場合 

（５）大規模な航空機墜落事故が発生した場合 

（６）徳島ＤＭＡＴが出動を要すると判断するような災害等が発生した場合 

 

（徳島ＤＭＡＴを出動させた指定病院の活動） 

第１１条 指定病院は、徳島ＤＭＡＴを出動させた場合は、次の業務を行う。  

（１）出動した徳島ＤＭＡＴの活動の把握及び必要な支援 

（２）出動した徳島ＤＭＡＴからの現地情報の収集 

（３）収集した現地情報を県及び関係機関へ伝達 

 

（ＤＭＡＴ現地本部） 

第１２条 知事は、徳島県内で災害等が発生し、徳島ＤＭＡＴの出動を要請した場合は、

現地の災害拠点病院等に対して、ＤＭＡＴ現地本部の設置を依頼することができる。 

２ ＤＭＡＴ現地本部は、徳島県の指揮下で活動する。 

３ ＤＭＡＴ現地本部は、次の業務を行う。 
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（１）派遣したＤＭＡＴ及び医療機関とともに被災情報の収集・伝達 

（２）各ＤＭＡＴの業務に係る調整（現地活動、域内搬送、病院支援等） 

（３）必要な資器材の調達に係る調整 

（４）県、市町村及び関係機関等との連絡調整 

４ ＤＭＡＴ現地本部以外に徳島県、市町村の医療本部等において、ＤＭＡＴ本部やＤＭＡ 

Ｔを統括する機能を設置することができる。 

５ 徳島ＤＭＡＴ及び他都道府県からの応援ＤＭＡＴは、原則としてＤＭＡＴ現地本部に

参集する。 

６ 先着した徳島ＤＭＡＴは、徳島県、市町村及び関係機関等と連携しＤＭＡＴ現地本部

の立ち上げを行い、当面の活動責任者（統括ＤＭＡＴ）となる。 

７ 先着した徳島ＤＭＡＴが厚生労働省が認定する統括ＤＭＡＴ登録者でなかった場合は、 

統括ＤＭＡＴ登録者が到着した際に、速やかにＤＭＡＴ現地本部の指揮権等を移譲し、そ 

の後は統括ＤＭＡＴ登録者の指示に基づき医療活動にあたる。 

 

（広域医療搬送等） 

第１３条 県、厚生労働省及び関係省庁は、広域医療搬送拠点にＳＣＵ（ステージングケ

アユニット）を設置するとともに、広域医療搬送を担当するＤＭＡＴを統括するＳＣＵ本

部を設置する。 

２ 広域医療搬送の要請を受けた徳島ＤＭＡＴは、ＳＣＵ本部に参集し、県外から参集し

たＤＭＡＴと連携し、その調整下で活動を行う。 

３ ＳＣＵ本部に参集した徳島ＤＭＡＴは、ＳＣＵにおける患者の症状の安定化を図ると

ともに、搬送時のトリアージを行う。 

４ ＳＣＵ本部は、次の業務を行う。 

（１）広域医療搬送に係る情報収集 

（２）各ＤＭＡＴの活動調整 

（３）輸送手段の確保及び機材などの調達に係る調整 

（４）厚生労働省、県等関係機関との連絡調整 

（５）各ＳＣＵ本部との連絡調整 

５ 航空機内の医療活動を担当する徳島ＤＭＡＴは、ＳＣＵ本部の調整下に入り、航空機

内における患者の症状監視と必要な処置を行う。 

 

（後方支援） 

第１４条 徳島ＤＭＡＴは、移動、医薬品等の医療資器材の調達、生活手段等については、 

自ら確保しながら継続した活動を行うことを基本とする。この場合において、県、消防機

関及び医療機関等は、徳島ＤＭＡＴの活動が効果的なものとなるよう可能な限り、支援、

調整を行う。 

 

（災害等が発生した場合の県の役割） 

第１５条 徳島県医療政策課は、徳島ＤＭＡＴの運用について次の業務を行う。 

（１）徳島ＤＭＡＴの出動要請 
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（２）関係機関との連絡調整 

（３）指定病院等に対する徳島ＤＭＡＴが必要な被災現場に関する情報の提供 

（４）搬送手段の確保等に関する調整及び情報提供 

 

（研修等） 

第１６条 指定病院の長は、徳島ＤＭＡＴ隊員の技術の向上等を図るため、院内外におけ

る研修、訓練に努める。 

２ 知事は、徳島ＤＭＡＴ隊員の資質の向上等を図るため、研修、訓練等の企画及び実施

に努める。 

 

（補償） 

第１７条 徳島ＤＭＡＴの医療救護活動に伴う事故に対応するため、県は、隊員の傷害保

険等に加入する。 

 

（協議） 

第１８条 この計画に定めのない事項、又はこの計画に関し疑義が生じた事項については、 

知事と指定病院の長が協議の上、決定する。 

 

（日本赤十字社徳島県支部との協働） 

第１９条 日本赤十字社徳島県支部が設置する病院の救護班は、同支部の判断により、こ

の計画における徳島ＤＭＡＴと協働して活動するものとする。 

２ 前項の規定により徳島ＤＭＡＴと協働する救護班は、予め徳島ＤＭＡＴ隊員として登

録する。 

 

 

附 則 

この計画は平成２１年７月３１日から適用する。 
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１１ 県知事とホウエツ病院長との間におけるＤＭＡＴの出動に関する協定書 

 

災害派遣医療チーム(ＤＭＡＴ)の出動に関する協定書 

 

徳島県知事（以下「甲」という。）と、医療法人芳越会ホウエツ病院長（以下「乙」とい 

う。）とは、徳島ＤＭＡＴ運用計画（以下「運用計画」という。）第５条第２項に基づき、

次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害等の急性期に専門的な訓練を受けた医師及び看護師等が被災現

場及び拠点病院等に出動し、迅速な医療救護活動を行うことにより、重篤な救急患者の救

命率の向上及び後遺症の軽減を図ることを目的とする。 

 

（派遣要請等） 

第２条 甲は、徳島ＤＭＡＴ運用計画に基づき、徳島ＤＭＡＴが出動し医療救護活動を行

う必要が生じたときは、乙に対して徳島ＤＭＡＴの出動を要請するものとする。 

２ 乙は、甲からの要請を踏まえ、徳島ＤＭＡＴの出動が可能と判断したときには、徳島

ＤＭＡＴを出動させる。 

３ 乙は、緊急やむを得ない事情により、甲の要請を受ける前に徳島ＤＭＡＴを出動させ

たときは、速やかに甲に報告し、その承認を得なければならない。 

４ 前項の規定により甲が承認した徳島ＤＭＡＴの出動は、甲の要請に基づく出動とみな

す。 

 

（指揮命令系統等） 

第３条 乙が出動させた徳島ＤＭＡＴに対する指揮命令及び活動の連絡調整は、甲が指定

する者が行う。 

２ 徳島ＤＭＡＴが被災都道府県からの要請を受けて出動する場合には、被災都道府県の 

ＤＭＡＴ受入れに係る体制の中で活動するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、徳島ＤＭＡＴの活動をする者の身分については、乙の管

理下にあるものとする。 

 

（活動） 

第４条 徳島ＤＭＡＴは次の活動を行うものとする。 

(１) 消防機関等と連携し、情報収集伝達、ﾄﾘｱｰｼﾞ、救急医療等を行うこと（現場活動） 

(２) 被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行うこと（域内搬送） 

(３) 災害拠点病院等の指揮下に入り、患者の治療等を行うこと（病院支援） 

２ 徳島ＤＭＡＴは、前項の活動のほか、必要に応じて被災地内では対応困難な重症患者

に対する根治的な治療を目的に、被災地外に航空機等を用いて搬送を行う際の診療に従事

する。（広域医療搬送） 
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３ 徳島ＤＭＡＴは、移動、医薬品等の医療資機材の調達、生活手段等については、自ら

確保しながら継続した活動を行うことを基本とする。 

４ 甲と乙は徳島県広域災害医療情報システム等を活用して情報を共有し、徳島ＤＭＡＴ

の活動の後方支援を行う。 

 

（費用弁償等） 

第５条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島ＤＭＡＴが、前条に定める活動を実施した

場合に要する次の経費は、甲が弁償するものとする。 

(１) 乙が供給した医薬品等を使用した場合の実費 

(２) 前号に定めるもののほか、この協定の実施のために要した経費のうち甲が必要と認

めた経費 

２ 被災した市町村または他都道府県等（以下「要請元」という。）からの要請に基づき、 

甲が乙に対して徳島ＤＭＡＴの出動を要請した場合は、前項に定める費用について、第一 

義的に甲が乙に対して弁償するものとする。 

 

（災害救助法適用時の実費弁償） 

第６条 甲の要請に基づき乙が出動させた徳島ＤＭＡＴの隊員が、災害救助法第２４条の

規定による救助に関する業務に従事した場合には、甲は、災害救助法第３３条及び同法施

行令第１１条の定めるところにより費用を弁償するものとする。 

 

（待機に係る費用） 

第７条 徳島ＤＭＡＴの待機に要する費用は、県からの要請の有無に関わらず乙の負担と

するものとする。 

 

（損害補償） 

第８条 甲は、甲の要請に基づき乙が出動させた徳島ＤＭＡＴの隊員が、その業務に従事

したために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、「災

害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例（昭和３９年徳島県

条例第６４号）」に定めるところによりその損害を補償するものとする。 

２ 甲は、甲の要請に基づき乙が出動させた徳島ＤＭＡＴの活動における事故等に対応す

るため損害賠償保険に加入するものとする。 

 

（体制の整備） 

第９条 乙は、災害時に迅速な対応がとれるよう、組織内の連絡、徳島ＤＭＡＴの出動体

制の整備に努めるものとする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、

その都度甲乙が協議して定めるものとする。 
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（適用） 

第１１条 この協定は、締結の日から適用し、甲又は乙から文書による特段の意思表示が

ない限り、その効力を継続する。 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有す

る。 

 

 

平成２４年 ７月２４日 

 

 

甲  徳 島 県 

徳島県知事   飯 泉 嘉 門 

 

 

       乙  徳島県美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南１３０番地３ 

医療法人芳越会 ホウエツ病院 

院   長   林   秀 樹 
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１２ 知事が指定する難病指定医・協力難病指定医一覧表（市内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 医師氏名 医療機関名 所在地住所 担当する診療科 備考

難病指定医 大田　耕司
おおた整形外科クリニッ

ク
美馬市脇町馬木1176-3 整形外科，リハビリテーション科

難病指定医 岡　陽子 岡内科病院 美馬市脇町字拝原1496-5

内科，消化器科，循環器科，小児科，放

射線科，リハビリテーション科，リウマチ

科

難病指定医 樫原　道治 ホウエツ病院
美馬市脇町大字猪尻字八幡神

社下南130-3
リハビリテーション科

難病指定医 十亀　徳 ホウエツ病院
美馬市脇町大字猪尻字八幡神

社下南130-3
外科

難病指定医 林　秀樹 ホウエツ病院
美馬市脇町大字猪尻字八幡神

社下南130-3
内科

難病指定医 岡　芳剛 岡内科病院 美馬市脇町拝原1496-5

内科，消化器科，循環器科，小児科，放

射線科，リウマチ科，リハビリテーション

科

難病指定医 國見　欣也 国見医院
美馬市穴吹町穴吹字九反地1ｰ

1
整形外科，リウマチ科

難病指定医 木原　章一 桜木病院 美馬市脇町木ノ内3763 精神科

難病指定医 市橋　俊文 市橋内科医院
美馬市脇町大字脇町725番地

の2

内科，神経内科，循環器内科，リハビリ

科，精神科

難病指定医 秦　裕子 秦眼科 美馬市脇町拝原1441番地1 眼科

難病指定医 秦　聡 秦眼科 美馬市脇町拝原1441番地1 眼科

難病指定医 藤野　正晴 成田診療所
美馬市脇町大字猪尻西ノ久保

37-2

内科,外科,整形外科,小児科,皮膚科,リハ

ビリテーション科,放射線科,呼吸器内科,

消化器内科

難病指定医 藤野　祐子 成田病院 美馬市脇町拝原2576

内科,外科,整形外科,小児科,皮膚科,リハ

ビリテーション科,放射線科,呼吸器内科,

消化器内科

難病指定医 藤野　晴彦 成田病院 美馬市脇町拝原2576

内科,外科,整形外科,小児科,皮膚科,リハ

ビリテーション科,放射線科,呼吸器内科,

消化器内科

難病指定医 山下　雅稔 成田病院 美馬市脇町拝原2576

内科,外科,整形外科,小児科,皮膚科,リハ

ビリテーション科,放射線科,呼吸器内科,

消化器内科

難病指定医 多田　拓司 多田クリニック 美馬市脇町野村4636-1 内科

難病指定医 谷口　博美
美馬リハビリテーション

病院
美馬市美馬町字沼田75番地 整形外科,リハビリテーション科

難病指定医 藤原　真治
美馬市国民健康保険木

屋平診療所
美馬市木屋平字川井295 内科，外科

難病指定医 平野　直彦 平野整形外科 美馬市穴吹町穴吹藪ノ下30-1 整形外科，リハビリテーション科

難病指定医 木下　学 木下内科循環器科 美馬市美馬町字鍵掛45-1 循環器科内科

難病指定医 深田　義夫 脇町川島クリニック
美馬市脇町大字猪尻字建神社

下南39-2
内科

難病指定医 井上　亜希子 脇町中央医院 美馬市脇町大字脇町316-2 内科，呼吸器科

協力難病指定医 佐藤　純瑞 佐々木医院 美馬市美馬町字宗重114-1 内科，外科
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１３ 知事が指定する難病指定医療機関一覧表（市内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 名称 所在地住所
医療機関

コード
備考

病院等 市橋内科医院 美馬市脇町大字脇町725-2 36-0513073

病院等 大島医院 美馬市脇町脇町1301-1 36-0513149

病院等 おおた整形外科クリニック 美馬市脇町馬木字銚子場1176-3 36-0510756

病院等 岡内科病院 美馬市脇町字拝原1496番地5 36-0510053

病院等 折野病院 美馬市美馬町字ナロヲ25番地 36-0510012

病院等 木下医院 美馬市美馬町字喜来市2-1 36-0510616

病院等 木下内科循環器科 美馬市美馬町字鍵掛45-1 36-0510673

病院等 国見医院 美馬市穴吹町穴吹字九反地1番地1 36-0510574

病院等 酒巻耳鼻咽喉科医院 美馬市脇町字拝原1605-1 36-0510731

病院等 桜木病院 美馬市脇町字拝原1605-1 36-0510731

病院等 佐々木医院 佐々木医院徳 36-0510681

病院等 佐藤内科 美馬市脇町拝原1415-2 36-0510657

病院等 サンクリニック 美馬市美馬町字南荒川71 36-0510665

病院等 すずらん歯科 美馬市脇町字西赤谷208-28 36-0532160

病院等 成田クリニック 美馬市脇町猪尻字東分27-1 36-0510640

病院等 成田診療所 美馬市脇町猪尻西ノ久保37番地2 36-0510749

病院等 成田病院 美馬市脇町拝原2576番地 36-0510087

病院等 秦眼科 県美馬市脇町拝原1441番地1 36-0510715

病院等 平野整形外科 美馬市穴吹町穴吹字薮の下30-1 36-0510566

病院等 ホウエツ病院 美馬市脇町猪尻字八幡神社下南130-3 36-0510061

病院等 美馬市国民健康保険　口山診療所 美馬市穴吹町口山字調子野499番地9 36-0510707

病院等 美馬市国民健康保険　木屋平診療所 美馬市木屋平字川井295 36-0510699

病院等 美馬リハビリテーション病院 美馬市美馬町沼田75番地 36-0510095

病院等 脇町川島クリニック 美馬市脇町猪尻字建神社下南39-2 36-0510723

病院等 脇町中央医院 美馬市脇町脇町316-2 36-0513123

病院等 林クリニック 美馬市脇町脇町340番地 36-0510624

薬局 アスカ薬局 美馬市脇町字拝原1605-4 36-0540179

薬局 アスカ薬局　脇高前 美馬市脇町大字脇町1298番4 36-0540138

薬局 薬の調剤薬局　脇町店 美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南129-5 36-0540146

薬局 こうざい薬局 美馬市脇町拝原1413-7 36-0542019

薬局 こやだいら薬局 美馬市木屋平字川井224 36-0540237

薬局 サンコー調剤薬局　猪尻店 美馬市脇町猪尻字東分28番地1 36-0540088

薬局 トマト調剤薬局　穴吹店 美馬市穴吹町穴吹字池田22番1 36-0540195

薬局 トマト調剤薬局　美馬店 美馬市美馬町字喜来市9-10 36-0540104

薬局 なな星調剤薬局 美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南129-5 36-0542068

薬局 菜の花薬局 美馬市脇町野村大師堂4636番5 36-0542050

薬局 ハッピー薬局　美馬店 美馬市美馬町沼田48-5 36-0545169

薬局 アスカ薬局　駅 美馬市美馬町字駅9-1 36-0540211

薬局 サンコー調剤薬局　本店 美馬市脇町馬木字銚子場1176番4 36-0540153

訪問看護等 訪問看護ステーションマリル 美馬市脇町大字脇町字大堀777-1 36-1890024

訪問看護等 訪問看護ステーションみやの 美馬市脇町脇町340 36-1890008
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１４ 知事が指定する小児慢性特定疾病指定医一覧表（市内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 知事が指定する小児慢性特定疾病指定医療機関一覧表（市内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師氏名 医療機関名 所在地住所 担当する診療科 備考

岡　芳剛 岡内科病院 美馬市脇町字拝原1496番地5 小児科

岡　陽子 岡内科病院 美馬市脇町字拝原1496番地5 小児科

秦　聡 秦眼科 美馬市脇町字拝原1441番地1 眼科

秦　裕子 秦眼科 美馬市脇町字拝原1441番地1 眼科

藤野　正晴 成田診療所
美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保37番

地2

内科,外科,整形外科,小児科,皮膚科,リハ

ビリテーション科,放射線科,呼吸器内科,

消化器内科

藤野　晴彦 成田病院 美馬市脇町字拝原2576番地

内科,外科,整形外科,小児科,皮膚科,リハ

ビリテーション科,放射線科,呼吸器内科,

消化器内科

藤原　真治
美馬市国民健康保険木屋平診

療所
美馬市木屋平字川井295 内科，外科

区分 名称 所在地住所
医療機関

コード
備考

病院等 脇町川島クリニック 美馬市脇町猪尻字建神社下南39-2 36-0146100

病院等 岡内科病院 美馬市脇町字拝原1496番地5 36-0510053

病院等 折野病院 美馬市美馬町字ナロヲ25番地 36-0510012

病院等 木下内科循環器科 美馬市美馬町字鍵掛45-1 36-0510673

病院等 酒巻耳鼻咽喉科医院 美馬市脇町字拝原1605番地1 36-0510731

病院等 桜木病院 美馬市脇町木ノ内3763 36-0510020

病院等 多田クリニック 美馬市脇町野村4636-1 36-0510772

病院等 としま小児科 美馬市脇町拝原1774-6 36-0513107

病院等 成田診療所 美馬市脇町猪尻西ノ久保37番地2 36-0510749

病院等 成田病院 美馬市脇町拝原2576番地 36-0510087

病院等 秦眼科 美馬市脇町拝原1441番地1 36-0510715

病院等 まなべ歯科 美馬市脇町字西赤谷208-28 36-0532150

病院等 美馬市国民健康保険　口山診療所 美馬市穴吹町口山字調子野499番地9 36-0510707

病院等 美馬市国民健康保険　木屋平診療所 美馬市木屋平字川井295 36-0510699

薬局 アスカ薬局 美馬市脇町字拝原1605-4 36-0540179

薬局 アスカ薬局　脇高前 美馬市脇町大字脇町1298番4 36-0540138

薬局 薬の調剤薬局　脇町店 美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南129-5 36-0540146

薬局 こうざい薬局 美馬市脇町拝原1413-7 36-0542019

薬局 こやだいら薬局 美馬市木屋平字川井224 36-0540237

薬局 サンコー調剤薬局　猪尻店 美馬市脇町猪尻字東分28番地1 36-0540088

薬局 サンコー調剤薬局　本店 美馬市脇町馬木字銚子場1176番4 36-0540153

薬局 トマト調剤薬局　穴吹店 美馬市穴吹町穴吹字池田22番1 36-0540195

薬局 トマト調剤薬局　美馬店 美馬市美馬町字喜来市9-10 36-0540104

薬局 なな星調剤薬局 美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南129-5 36-0542068

薬局 菜の花薬局 美馬市脇町野村大師堂4636番5 36-0542050

薬局 ハッピー薬局　美馬店 美馬市美馬町沼田48-5 36-0545169

訪問看護等 訪問看護ステーションマリル 美馬市脇町大字脇町字大堀777-1 36-1890024
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１６ 難病に関する相談窓口等（県内及び市内）    ※ 徳島県ホームページから引用 

No. 難病に関する相談窓口等 電 話 番 号 備 考 

１ 
徳島県健康づくり課 
 がん・疾病対策担当 

088-621-2999 
・難病相談に関する総合調整 
・難病に関する普及啓発 等 

２ 美馬保健所 0883-52-1017 
・療養生活相談 
・難病の医療費助成 
・地域関係機関の連絡調整  等 

３ 
徳島大学病院 
 患者支援センター 

088-633-9107 

・専門医療相談 

４ 
国立病院機構 

 徳島病院地域医療連携室 
0883-24-2161 

５ とくしま難病支援ネットワーク  088-692-0016 

・患者支援団体による相談 

６ 徳島スモンの会 088-653-7955 

７ 重症筋無力症患者・家族友の会  088-689-4905 

・患者支援団体による相談 

８ 
膠原病患者・家族交流会 
 「ひまわりの会」 

088-602-8906 

９ 
日本ＡＬＳ協会 

 徳島県支部 
090-2784-6997 

10 
クローン病患者交流会 
 「With SUN」 

088-699-5334 

11 
脊髄小脳変性症患者・家族交流会 
 「SCD とーくしましょう会」  

088-642-0666 

12 
徳島県網膜色素変性症協会 
 「JRPS 徳島」 

088-622-4828 

13 徳島多発性硬化症友の会 088-692-0016 

14 
モヤモヤ病の患者と家族の会 

 （四国ブロック） 
090-8973-1430 

15 徳島県脊柱靱帯骨化症友の会 088-626-5272 

16 徳島潰瘍性大腸炎友の会 088-626-5272 

17 
日本リュウマチ友の会 
 徳島支部 

088-685-0281 

18 徳島肝炎の会 088-637-7011 

19 
パーキンソン病仲間の会 

 「オリーブ」 
090-7629-8881 
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１７ 『とくしま災害支援手帳』 

 

（表紙） 
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（裏表紙） 
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１８ 指定難病病名一覧表            （令和３年１１月現在）〔厚生労働省〕 
番号 病　　　　　名 番号 病　　　　　名

1  球脊髄性筋萎縮症 71  特発性大腿骨頭壊死症
2  筋萎縮性側索硬化症 72  下垂体性ADH分泌異常症
3  脊髄性筋萎縮症 73  下垂体性TSH分泌亢進症
4  原発性側索硬化症 74  下垂体性PRL分泌亢進症
5  進行性核上性麻痺 75  クッシング病
6  パーキンソン病 76  下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症
7  大脳皮質基底核変性症 77  下垂体性成長ホルモン分泌亢進症
8  ハンチントン病 78  下垂体前葉機能低下症
9  神経有棘赤血球症 79  家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）
10  シャルコー・マリー・トゥース病 80  甲状腺ホルモン不応症
11  重症筋無力症 81  先天性副腎皮質酵素欠損症
12  先天性筋無力症候群 82  先天性副腎低形成症
13  多発性硬化症／視神経脊髄炎 83  アジソン病
14  慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー 84  サルコイドーシス
15  封入体筋炎 85  特発性間質性肺炎
16  クロウ・深瀬症候群 86  肺動脈性肺高血圧症
17  多系統萎縮症 87  肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症
18  脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 88  慢性血栓塞栓性肺高血圧症
19  ライソゾーム病 89  リンパ脈管筋腫症
20  副腎白質ジストロフィー 90  網膜色素変性症
21  ミトコンドリア病 91  バッド・キアリ症候群
22  もやもや病 92  特発性門脈圧亢進症
23  プリオン病 93  原発性胆汁性胆管炎
24  亜急性硬化性全脳炎 94  原発性硬化性胆管炎
25  進行性多巣性白質脳症 95  自己免疫性肝炎
26  HTLV-1関連脊髄症 96  クローン病
27  特発性基底核石灰化症 97  潰瘍性大腸炎
28  全身性アミロイドーシス 98  好酸球性消化管疾患
29  ウルリッヒ病 99  慢性特発性偽性腸閉塞症
30  遠位型ミオパチー 100  巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症
31  ベスレムミオパチー 101  腸管神経節細胞僅少症
32  自己貪食空胞性ミオパチー 102  ルビンシュタイン・テイビ症候群
33  シュワルツ・ヤンペル症候群 103  CFC症候群
34  神経線維腫症 104  コステロ症候群
35  天疱瘡 105  チャージ症候群
36  表皮水疱症 106  クリオピリン関連周期熱症候群
37  膿疱性乾癬（汎発型） 107  若年性特発性関節炎
38  スティーヴンス・ジョンソン症候群 108  TNF受容体関連周期性症候群
39  中毒性表皮壊死症 109  非典型溶血性尿毒症症候群
40  高安動脈炎 110  ブラウ症候群
41  巨細胞性動脈炎 111  先天性ミオパチー
42  結節性多発動脈炎 112  マリネスコ・シェーグレン症候群
43  顕微鏡的多発血管炎 113  筋ジストロフィー
44  多発血管炎性肉芽腫症 114  非ジストロフィー性ミオトニー症候群
45  好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 115  遺伝性周期性四肢麻痺
46  悪性関節リウマチ 116  アトピー性脊髄炎
47  バージャー病 117  脊髄空洞症
48  原発性抗リン脂質抗体症候群 118  脊髄髄膜瘤
49  全身性エリテマトーデス 119  アイザックス症候群
50  皮膚筋炎／多発性筋炎 120  遺伝性ジストニア
51  全身性強皮症 121  神経フェリチン症
52  混合性結合組織病 122  脳表ヘモジデリン沈着症
53  シェーグレン症候群 123  禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症
54  成人スチル病 124  皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症
55  再発性多発軟骨炎 125  神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症
56  ベーチェット病 126  ペリー症候群
57  特発性拡張型心筋症 127  前頭側頭葉変性症
58  肥大型心筋症 128  ビッカースタッフ脳幹脳炎
59  拘束型心筋症 129  痙攣重積型（二相性）急性脳症
60  再生不良性貧血 130  先天性無痛無汗症
61  自己免疫性溶血性貧血 131  アレキサンダー病
62  発作性夜間ヘモグロビン尿症 132  先天性核上性球麻痺
63  特発性血小板減少性紫斑病 133  メビウス症候群
64  血栓性血小板減少性紫斑病 134  中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群
65  原発性免疫不全症候群 135  アイカルディ症候群
66  IgＡ 腎症 136  片側巨脳症
67  多発性嚢胞腎 137  限局性皮質異形成
68  黄色靱帯骨化症 138  神経細胞移動異常症
69  後縦靱帯骨化症 139  先天性大脳白質形成不全症
70  広範脊柱管狭窄症 140  ドラベ症候群



《美馬市地域防災計画（資料編）  第９ 医療・防疫に関する資料》 

190 

番号 病　　　　　名 番号 病　　　　　名
141  海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん 212  三尖弁閉鎖症
142  ミオクロニー欠神てんかん 213  心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症
143  ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん 214  心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症
144  レノックス・ガストー症候群 215  ファロー四徴症
145  ウエスト症候群 216  両大血管右室起始症
146  大田原症候群 217  エプスタイン病
147  早期ミオクロニー脳症 218  アルポート症候群
148  遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん 219  ギャロウェイ・モワト症候群
149  片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 220  急速進行性糸球体腎炎
150  環状20番染色体症候群 221  抗糸球体基底膜腎炎
151  ラスムッセン脳炎 222  一次性ネフローゼ症候群
152  ＰＣＤＨ19関連症候群 223  一次性膜性増殖性糸球体腎炎
153  難治頻回部分発作重積型急性脳炎 224  紫斑病性腎炎
154  徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 225  先天性腎性尿崩症
155  ランドウ・クレフナー症候群 226  間質性膀胱炎（ハンナ型）
156  レット症候群 227  オスラー病
157  スタージ・ウェーバー症候群 228  閉塞性細気管支炎
158  結節性硬化症 229  肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性）
159  色素性乾皮症 230  肺胞低換気症候群
160  先天性魚鱗癬 231  α1－アンチトリプシン欠乏症
161  家族性良性慢性天疱瘡 232  カーニー複合
162  類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。） 233  ウォルフラム症候群
163  特発性後天性全身性無汗症 234  ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除く。）
164  眼皮膚白皮症 235  副甲状腺機能低下症
165  肥厚性皮膚骨膜症 236  偽性副甲状腺機能低下症
166  弾性線維性仮性黄色腫 237  副腎皮質刺激ホルモン不応症
167  マルファン症候群 238  ビタミンＤ抵抗性くる病/骨軟化症
168  エーラス・ダンロス症候群 239  ビタミンＤ依存性くる病/骨軟化症
169  メンケス病 240  フェニルケトン尿症
170  オクシピタル・ホーン症候群 241  高チロシン血症1型
171  ウィルソン病 242  高チロシン血症2型
172  低ホスファターゼ症 243  高チロシン血症3型
173  VATER症候群 244  メープルシロップ尿症
174  那須・ハコラ病 245  プロピオン酸血症
175  ウィーバー症候群 246  メチルマロン酸血症
176  コフィン・ローリー症候群 247  イソ吉草酸血症
177  ジュベール症候群関連疾患 248  グルコーストランスポーター1欠損症
178  モワット・ウィルソン症候群 249  グルタル酸血症1型
179  ウィリアムズ症候群 250  グルタル酸血症2型
180  ＡＴＲ－Ｘ症候群 251  尿素サイクル異常症
181  クルーゾン症候群 252  リジン尿性蛋白不耐症
182  アペール症候群 253  先天性葉酸吸収不全
183  ファイファー症候群 254  ポルフィリン症
184  アントレー・ビクスラー症候群 255  複合カルボキシラーゼ欠損症
185  コフィン・シリス症候群 256  筋型糖原病
186  ロスムンド・トムソン症候群 257  肝型糖原病
187  歌舞伎症候群 258  ガラクトース－１－リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症

188  多脾症候群 259  レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症
189  無脾症候群 260  シトステロール血症
190  鰓耳腎症候群 261  タンジール病
191  ウェルナー症候群 262  原発性高カイロミクロン血症
192  コケイン症候群 263  脳腱黄色腫症
193  プラダー・ウィリ症候群 264  無βリポタンパク血症
194  ソトス症候群 265  脂肪萎縮症
195  ヌーナン症候群 266  家族性地中海熱
196  ヤング・シンプソン症候群 267  高ＩｇＤ症候群
197  １p36欠失症候群 268  中條・西村症候群
198  ４p欠失症候群 269  化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群
199  ５p欠失症候群 270  慢性再発性多発性骨髄炎
200  第14番染色体父親性ダイソミー症候群 271  強直性脊椎炎
201  アンジェルマン症候群 272  進行性骨化性線維異形成症
202  スミス・マギニス症候群 273  肋骨異常を伴う先天性側弯症
203  22q11.2欠失症候群 274  骨形成不全症
204  エマヌエル症候群 275  タナトフォリック骨異形成症
205  脆弱Ｘ症候群関連疾患 276  軟骨無形成症
206  脆弱X症候群 277  リンパ管腫症/ゴーハム病
207  総動脈幹遺残症 278  巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変）
208  修正大血管転位症 279  巨大静脈奇形（頚部口腔咽頭びまん性病変）
209  完全大血管転位症 280  巨大動静脈奇形（頚部顔面又は四肢病変）
210  単心室症 281  クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
211  左心低形成症候群 282  先天性赤血球形成異常性貧血
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番号 病　　　　　名 番号 病　　　　　名
283  後天性赤芽球癆 311  先天性三尖弁狭窄症
284  ダイアモンド・ブラックファン貧血 312  先天性僧帽弁狭窄症
285  ファンコニ貧血 313  先天性肺静脈狭窄症
286  遺伝性鉄芽球性貧血 314  左肺動脈右肺動脈起始症
287  エプスタイン症候群 315  ネイルパテラ症候群（爪膝蓋骨症候群）／ＬＭＸ１Ｂ関連腎症

288  自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 316  カルニチン回路異常症
289  クロンカイト・カナダ症候群 317  三頭酵素欠損症
290  非特異性多発性小腸潰瘍症 318  シトリン欠損症 
291  ヒルシュスプルング病（全結腸型又は小腸型） 319  セピアプテリン還元酵素（ＳＲ）欠損症
292  総排泄腔外反症 320  先天性グリコシルホスファチジルイノシトール（GPI）欠損症
293  総排泄腔遺残 321  非ケトーシス型高グリシン血症
294  先天性横隔膜ヘルニア 322  β―ケトチオラーゼ欠損症
295  乳幼児肝巨大血管腫 323  芳香族L－アミノ酸脱炭酸酵素欠損症
296  胆道閉鎖症 324  メチルグルタコン酸尿症
297  アラジール症候群 325  遺伝性自己炎症疾患
298  遺伝性膵炎 326  大理石骨病
299  嚢胞性線維症 327  特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるものに限る。）
300  ＩｇＧ４関連疾患 328  前眼部形成異常
301  黄斑ジストロフィー 329  無虹彩症
302  レーベル遺伝性視神経症 330  先天性気管狭窄症／先天性声門下狭窄症
303  アッシャー症候群 331  特発性多中心性キャッスルマン病
304  若年発症型両側性感音難聴 332  膠様滴状角膜ジストロフィー
305  遅発性内リンパ水腫 333  ハッチンソン・ギルフォード症候群
306  好酸球性副鼻腔炎 334 脳クレアチン欠乏症候群

307  カナバン病 335 ネフロン癆

308  進行性白質脳症 336 家族性低βリポタンパク血症１（ホモ接合体）

309  進行性ミオクローヌスてんかん 337 ホモシスチン尿症

310  先天異常症候群 338 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症

※ 本指定難病は、「難病の患者に対する医療等に関する法律」第５条第１項による指定 

 

難 病 の 番 号 医 療 費 助 成 開 始 年 月 

No.111 ～  No.110 平成２７年  １月から 

No.111 ～  No.306 平成２７年  ７月から 

No.307 ～  No.330 平成２９年  ４月から 

No.331 平成３０年  ４月から 

No.332 ～  No.333 令和  元年  ７月から 

No.334 ～  No.338 令和  ３年１１月から 
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空 白 
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第１０ 交通に関する資料 

 

１ 主要道路交通途絶予想箇所一覧表（市内） 

路  線  名 予想される事態 同 左 区 域 
延長 
(km) 

迂  回  路 

国道４３８号 
山腹崩壊 

道路欠壊 

美馬市木屋平川井 

～美馬市・三好市界 
２９.８０ 

国道１９３号 

美馬市・三好市界 

～三好市・美馬郡界 
２.３０ 

国道１９３号 落  石 

美馬市脇町平間 ０.１０ 

美馬市脇町西俣名 ０.１０ 

国道４９２号 落  石 美馬市穴吹町初草 ０.０４ 

鳴 門 池 田 線 落  石 美馬市美馬町坊僧 ０.１０ 

脇 三 谷 線 冠  水 美馬市脇町 脇町潜水橋 ２.００ 

穴吹塩之江線 落  石 美馬市脇町梨子ノ木 ０.１４ 

 

２ 荷重制限橋梁の状況（橋長１５㍍以上）（市内） 

橋 梁 名 路 線 名 制 限 箇 所 
橋  長 

(m) 
有効幅員 

(m) 
荷重制限 
（ｔ） 

中 央 橋 鳴門池田線 美馬市脇町 ２３ ６.０ １２ 

竜 頭 橋 国道４９２号 美馬市木屋平大北 ３３ ４.０ １２ 

 

３ 防災機能を有する「道の駅」一覧表（市内） 

名 称 路 線 名 所 在 地 備     考 

藍ランドうだつ 

鳴門池田線 

美馬市脇町大字脇町５５ 
①指定緊急避難場所 

②車中泊避難場所 

み ま の 里 美馬市美馬町字願勝寺７２ 

①美馬地区物資供給拠点 

②指定緊急避難場所 

③車中泊避難場所 

④場外離着陸場 
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４ 徳島県雪害防止対策要綱 

 

徳 島 県 雪 害 防 止 対 策 要 綱 

 

第１ 目 的 

   徳島県の地域における雪害防止対策に関しては、徳島県地域防災計画に定めるもの

のほか、この要綱において豪雪時にとるべき具体的措置を定め、災害を未然に防止し、

及び発生した災害の拡大を防御するものとする。 

 

第２ 気象情報の連絡 

   県・市町村並びに各関係行政機関は、相互に連絡を密にして、気象台から発表され

る長期及び短期の気象情報及び現地観測地点の観測結果等に注意し、常時気象変化の

すう勢と現地の正確な状況を認識するように努めるものとする。 

 

第３ 道路除雪対策 

 １．県が行う除雪 

（１）除雪する路線名及び区間 

   県が除雪する路線名及び区間は、次表（美馬市関係分のみ）のとおりとする。 

（平成 27 年 1 月 1 日現在） 

土木事務所名 路 線 名 
除    雪    区    間 

区     間 延長㎞ 

西部総合県民局

美 馬 庁 舎 

国道１９３号 脇町西俣名  ～ 穴吹町岩手 18.1 

国道４３８号 木屋平大北  ～ 美馬町野田ノ井 82.4 

国道３７７号 脇町県境   ～ 脇町西俣名 0.0 

美馬塩之江線 美馬町小長谷 ～ 脇町平帽子 12.4 

鳴 門 池 田 線 脇町拝原   ～ 美馬町境目 20.9 

国道４９２号 穴吹町穴吹  ～ 木屋平川井 30.7 

多 和 脇 線  脇町東俣名  ～ 西赤谷 10.9 

穴吹塩之江線  穴吹町小島  ～ 脇町西大谷  15.3 

美 馬 半 田 線  美馬町長畑  ～ つるぎ町半田松生  0.8 

美 馬 貞 光 線  美馬町    ～ つるぎ町貞光  1.4 

小 島 ( Ｔ ) 線  穴吹町三島  ～ 三島 0.2 

脇 三 谷 線  脇町     ～ 穴吹町三島 2.7 

三ツ木宮倉線 木屋平三ツ木 ～ 西野々脇  7.0 

脇 町 曽 江 線  脇町     ～ 曽江名 3.2 

大 谷 脇 町 線  脇町岩倉   ～ 脇町西大谷  8.9 

田 方 穴 吹 線  穴吹町田方  ～ 口山 7.0 

端山調子野線  つるぎ町貞光端山 ～ 穴吹町口山調子野 11.9 

一 宇 古 宮 線  つるぎ町一宇 ～ 剪宇 3.5 
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西部総合県民局

美 馬 庁 舎 

一 宇 古 宮 線  穴吹町古宮  ～ 北又  4.2 

中野木屋平線 つるぎ町一宇中野 ～ 奥大野 2.7 

中野木屋平線 木屋平太合  ～ 太合 4.5 

 

  （２） 凍結防止剤の配置 

各庁舎が確保しておく凍結防止剤の配置は、次のとおり（美馬市関係分のみ）

とし、交通状況又は道路の凍結状況により計画的に散布し、交通の確保に努め

るものとする。 

 （平成 29 年 1 月 1 日現在） 

土木事務所名 配 置 箇 所 配 置 先 配置数(袋) 

西部総合県民局

美 馬 庁 舎 

美馬市脇町 
美馬警察署清水駐在所 

他美馬市脇町１４箇所 
275 

美馬市美馬町 
三頭トンネル 

他美馬市美馬町２箇所 
180 

美馬市穴吹町 
美馬警察署宮内駐在所 

他美馬市穴吹町５箇所 
95 

美馬市木屋平 
西部総合県民局（美馬）木屋平詰所 

他美馬市木屋平１箇所 
110 

美馬庁舎管内 橋梁箇所 105 

 

  （３）除雪機械投入計画 

ブルドーザ・グレーターその他除雪に使用する建設機械の投入計画は、次のと

おり（美馬市関係分のみ）とする。 

（平成 29 年 1 月 1 日現在） 

土木事務所名 機 械 種 別 台 数 運転日数 備    考 

西部総合県民局

美 馬 庁 舎 

シ ョ ベ ル ３６台 ６０日 借り上げ 

除 雪 車  １台 １７日 つるぎ町移管 

グレーダー  ７台 ７日 借り上げ 

作 業 車  ２台 ３０日 県直営 

合 計 ４０台 － － 
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５ 市の公用車保有台数一覧表（令和５年度末現在） 

車両種別 

 

部区分 

普 通 車 小 型 車 軽自動車 特 殊 車 両 
合 計 

（台） 
普通貨物 普通乗用 小型貨物 小型乗用 軽貨物 軽乗用 普通特殊 軽特殊 ﾄﾗｸﾀｰ 

企 画 総 務 部 １ ５ ５ １１ ６ ８ １   ３７  

保 健 福 祉 部    ２ １ １６    １９  

市 民 環 境 部    ３ ６ ４    １３  

経 済 部    ２ ３ ２    ７  

建 設 部   ３ ４ １ １    ９  

消 防 本 部  ２  １   ２９ ４  ３６  

水 道 部   ２ １ ８  １   １２  

教 育 委 員 会   ２ １ １０ ２   ７ ２２  

議 会 事 務 局  １        １  

農 業 委 員 会    １      １  

木屋平市民ＳＣ  ２ ４ ２  ２    １０  

合 計 １ １０ １６ ２８ ３５ ３５ ３１ ４ ７ １６７  

 ※ 消防本部（消防署を含む常備消防）の保有する「特殊車両」には、消防団（非常備

消防）の使用する車両数を含む。 
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第１１ 消防に関する資料 

 

１ 美馬市消防団組織図 
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２ 美馬西部消防組合消防団組織図 
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３ 消防車両一覧表（令和５年度末現在） 

車 両 種 別 
美 馬 市 消 防 本 部 美馬西部消防組合消防本部 

美馬市消防署 木屋平出張所 美馬西部消防署 一 宇 出 張 所 

水槽付ポンプ自動車 １  １  

ポ ン プ 車 ２ １ １ １ 

救 助 工 作 車 １  １  

高規格救急自動車 ３ １ ２ １ 

患 者 輸 送 車 １  １  

資 機 材 運 搬 車 ２  ２  

公 用 車 １  ２  

査 察 連 絡 車 １    

人 員 搬 送 車 １    

指 令 車 ２  １  

合 計 
１５ ２ １１ ２ 

１７ １３ 

 ※ 消防本部（消防署を含む常備消防）の消防車両数には、消防団（非常備消防）の使

用する車両数を含まない。 

 ※ 消防団の車両は、普通積載車１７台（脇町１０・穴吹５・木屋平２）及び軽積載車

２台（木屋平２）である。 
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４ 美馬市消防本部が保有する主要な消防資機材等一覧表（令和５年度末現在） 

区分 資  器  材  名 保有数 資  器  材  名 保有数 

放水

器具 

消防ホース（４０㎜） ２４ スムースノズル ５ 

消防ホース（５０㎜） １３７ 無反動ノズル ５ 

消防ホース（６５㎜） ２４３ ジェットシューター ６２ 

クアドラフォグノズル ６ 可搬ポンプ ８ 

エコファイターノズル ２ ストレート管鎗 ６ 

ダブコンマークⅡ（予備筒先） １ Ｇ-Ｆｏｒｃｅノズル １ 

放水

補助

器具 

分岐金具（５０㎜） ２ コントロールバルブ ３ 

低水位用ストレーナー ４ ＭＣ分岐管（マルチタイプ） ６ 

スタンドパイプ ５ ホースブリッジ １０ 

照明

器具 

投光器 １５ メタルハイドランプ投光器 １ 

脚立付投光器 ３ ＬＥＤ照明灯（FOXFURY 製） ２ 

発電機 １４ － － 

保安

器具 

空気呼吸器 １８ 訓練用マット（KHFS-B-3型） １ 

個人携帯警報器 １１ 訓練用救助マット １ 

空気呼吸器用ボンベ（１５Ｍ） １８ 送排風機 １ 

空気呼吸器用ボンベ（３０Ｍ） ２９ － － 

はし

ご類 

二連梯子 ３ 鈎付梯子 ４ 

三連梯子 ２ 避難梯子 １ 

防災

機器 

熱画像直視装置 ７ 消防艇ゴムボート（アキレス製） ２ 

動力噴霧機一式 ２ ゴムボート手こぎ用（アキレス製） ２ 

船外機１２（トーハツ製） １ スーパーローリータンク（２,０００ℓ） ３ 

船外機１５（ホンダ製） １ クボタタンク（５００ℓ） １ 

船外機２０（トーハツ製） １ － － 

救助

資機

材 

救命策発射銃 － 空気式救助マット － 

平担架 １ 救助用縛帯 ４ 

カラビナ ６４ ロープ ６ 

シライスリング ５ 滑車 １５ 

検索サブライン ２ バックボード ９ 

台車 ２ プライバシーシート ２ 

可搬式ジャッキ ４ 車両移動器具 ４ 

登山器具一式 １５ グラスソー ５ 

バスケット担架 ２ － － 
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重量

物排

除器

具 

油圧ジャッキ ２ 油圧スプレッダー １ 

可搬式ウィンチ ２ ワイヤーロープ ２ 

マンホール救助器具 １ マット型空気ジャッキ １ 

大型油圧スプレッダー － 救助用支柱器具一式 １ 

切断

器具 

エンジンカッター ６ ガス溶断機 １ 

チェンソー ５ 鉄線カッター １ 

空気鋸 １ 大型油圧切断機 １ 

破壊

器具 

万能斧 １ ハンマー １ 

携帯用コンクリート破壊器具 １ 削岩機 ２ 

ハンマードリル １ － － 

隊員

保護

用器

具 

化学防護服Ａ・Ｂ ４ 耐電衣 ４ 

耐電手袋Ａ・Ｂ ４ 耐電ズボン ４ 

耐電長靴Ａ・Ｂ ４ 防毒マスク ５ 

訓練用防護服レベルＡ １ 防塵マスク ５ 

－ － 防塵メガネ ５ 

検索器具 簡易画像探索機プロカム １  － 

探知器具 可燃性ガス測定器 ２ － － 
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５ 美馬西部消防組合消防本部が保有する主要な消防資機材等一覧表（令和５年度末現在） 

区分 資器材名 保有数 資器材名 保有数 

放水 

器具 

消防ホース（４０㎜） １９ スムースノズル ４ 

消防ホース（５０㎜） ９３ 無反動ノズル １ 

消防ホース（６５㎜） １２４ ジェットシューター ２６ 

クアドラフォグノズル １ 可搬ポンプ ２ 

ｅノズルフォルダー  ２ ストレート管鎗 １ 

ダブコンマークⅡ（予備筒先） ７ Ｇ-Ｆｏｒｃｅノズル ２ 

放水補

助器具 

分岐金具 ４ スタンドパイプ  ２ 

低水位用ストレーナー ３ ホースブリッジ  ６ 

照明 

器具 

脚立付投光器 ３ ＬＥＤ照明灯 １ 

発電機 ４ － － 

保安 

器具 

空気呼吸器 １２ 空気呼吸器用ボンベ（３０Ｍ） ２０ 

個人携帯警報器 ４ 訓練用救助マット １ 

空気呼吸器用ボンベ（１５Ｍ） ５ 送排風機 １ 

はしご

類 

二連梯子 １ 鈎付梯子 ２ 

三連梯子 ２ 避難梯子 ２ 

防災 

機器 

熱画像直視装置 １ 消防艇ゴムボート １ 

動力噴霧機一式 １ クボタタンク（５００ℓ） １ 

船外機９．９（トーハツ製） １ － － 

救助 

資機材 

救命策発射銃 １ 小網 １０ 

平担架 ２ ロープ１０ｍ ７ 

カラビナ ３１ ロープ２０ｍ ３ 

スリング ４ ロープ３０ｍ ８ 

レスキュープラッホーム １ ロープ４０ｍ １ 

台車 ２ ロープ５０ｍ １ 

可搬式ジャッキ １ 滑車 １２ 

登山器具一式 ５ バックボード ２ 

バスケット担架 ３ プライバシーシート １ 

救助用縛帯 ５ 車両移動器具 ４ 

グラスソー ４ － － 

重量物

排除器具 

可搬式ウィンチ １ マット型空気ジャッキ ３ 

油圧スプレッダー ２ ワイヤーロープ ６ 
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切断 

器具 

エンジンカッター ３ ガス溶断機 １ 

チェンソー ３ 鉄線カッター １ 

空気鋸 ２ 大型油圧切断機 １ 

破壊 

器具 

万能斧 ４ 削岩機 １ 

ハンマー ２ － － 

隊員 

保護用 

器具 

化学防護服 ５ 耐電ズボン ３ 

耐電手袋 ３ 防毒マスク ３ 

耐電長靴 ３ 防塵メガネ ９ 

帯電衣 ３ － － 

探知器具 可燃性ガス測定器 １ － － 
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６ 徳島県広域消防相互応援協定書  

 

徳島県広域消防相互応援協定書 

 

徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南市長と名西消防組合管理者と海部消防組合管理

者と板野東部消防組合管理者と板野西部消防組合管理者と徳島中央広域連合連合長と美馬

市長と美馬西部消防組合管理者とみよし広域連合連合長と那賀町長(以下それぞれ「管理

者」という。)とは、消防組織法(昭和２２年法律第２２６号 以下「法」という。）第３９

条の規定に基づき、広域消防相互応援について、次のとおり協定を締結する。  

  

（目的） 

第１条 この協定は、徳島県下の市町、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合

（以下「消防機関」という。）相互の消防広域応援体制を確立し、もって大規模又は特殊な

災害に対処することを目的とする。 

（協定区域） 

第２条 この協定の実施区域は、徳島県下の消防機関が管轄する地域（以下「協定区域」

という。）とする。 

（地域区分） 

第３条 協定区域を次のブロックに区分する。 

(1) 第１ブロック 

小松島市消防本部、阿南市消防本部、海部消防組合消防本部、那賀町消防本部 

(2) 第２ブロック 

徳島市消防局、鳴門市消防本部、板野東部消防組合消防本部、板野西部消防組合消

防本部、名西消防組合消防本部 

(3) 第３ブロック 

美馬西部消防組合消防本部、徳島中央広域連合消防本部、美馬市消防本部、みよし

広域連合消防本部 

（災害等） 

第４条 この協定において「災害等」とは、次の各号に定めるもので消防の相互応援を必

要とするものをいう。 

(1) 大規模火災、爆発その他の特殊な災害であって、次に掲げるもの。 

ア 林野、ビル、危険物施設及び高圧ガス施設等で発生した大規模又は特殊な火災 

イ 航空機又は列車事故等で大規模又は特殊な救急・救助事案 

ウ 地震、風水害その他大規模な自然災害 

エ 毒性物質、核物質、生物剤及び化学剤に起因する災害 

オ 上記のほか特に社会的影響が大きいと考えられる災害  

(2) 協定区域内において消防機関相互の境界付近で発生した火災又は救急・救助事案等 

(3) 管轄外の区域において、遭遇した火災又は救急・救助事案等 

（応援） 

第５条 協定区域内において災害等が発生した場合、被災地を管轄する消防本部（以下「被



《美馬市地域防災計画（資料編）  第１１ 消防に関する資料》 

205 

災地消防本部」という。）の管理者又はその委任を受けた消防長（以下「管理者等」という。）

は他の消防本部の管理者等に応援消防隊、救助隊又は救急隊（以下「応援隊」という。）の

派遣を要請することができる。 

２ 応援要請を受けた消防本部の管理者等は、その管轄する地域の消防の任務に重大な支

障を及ぼさない範囲において、要請に基づき必要な応援を迅速に行わなければならない。 

３ 応援を行う消防本部（以下「応援消防本部」という。）の管理者等が、災害等を覚知し、

第１項に定める要請がない場合であっても、緊急のため応援隊を派遣した場合は、これを

要請に基づく応援とみなす。 

（応援の種別） 

第６条 応援の種別は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) ブロック内広域応援 

被災地消防本部が属するブロック内の消防本部が行う応援 

(2) 県内広域応援 

     県内全域の協定消防本部で行う応援 

(3) その他の広域応援 

第４条第２項及び第３項に定めるものに対する応援、又は特殊な消防力を必要とす

る応援 

（応援要請の方法） 

第７条 被災地消防本部の管理者等は、応援消防本部の管理者等に対し次の事項を明らか

にして、応援を要請しなければならない。 

(1) 災害等の種別、概要 

(2) 災害等の発生日時、場所 

(3) 応援消防力 

(4) 応援隊の受入れ場所 

(5) その他必要な事項 

２ 被災地消防本部の管理者等は、応援要請後、速やかに前項各号の事項を明記した文書

を応援消防本部の管理者等に提出しなければならない。 

３ 被災地消防本部の管理者等は、第７条第１項各号と応援内容を徳島県消防保安課に通

報するものとする。 

（応援派遣の方法） 

第８条 応援消防本部の管理者等は、被災地消防本部の管理者等に対し次の事項を明らか

にして、応援隊を派遣しなければならない。  

 (1) 応援隊の出発時刻 

(2) 応援隊の到着（予定）時刻 

(3) 応援隊の隊長名 

(4) 応援隊の消防力 

(5) その他必要な事項 

２ 応援消防本部の管理者等は、応援隊派遣後、速やかに前項各号を明記した文書を被災

地消防本部の管理者等に提出しなければならない。 
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（経費の負担） 

第９条 この協定を実施するために要した経費は、次により負担するものとする。 

(1) 人件費、消費燃料等の経常的経費、公務災害補償費は、応援隊を派遣した管理者等

の負担とする。 

(2) 前号以外の消火薬剤、食料費等の経費は、応援を要請した管理者等の負担とする。 

(3) その他多額の経費を要する場合は、その都度関係管理者等が協議の上、定める。 

（改廃等） 

第１０条 この協定を改正し、又は廃止する場合は、すべての管理者が協議の上、定める。 

（運用） 

第１１条 この協定に定めるもののほか、応援の範囲及び応援消防力等必要な事項につい

ては、徳島県消防長会において協議の上、別途定める。 

（施行日） 

第１２条 この協定は、平成２７年１２月１日から施行する。  

  

附則（最新の附則み）（平成２７年１２月１日協定） 

この協定は、平成２７年１２月１日から施行する。 

平成２６年４月１日徳島市長と鳴門市長と小松島市長と阿南市長と名西消防組合管理者

と海部消防組合管理者と板野東部消防組合管理者と板野西部消防組合管理者と徳島中央広

域連合連合長と美馬市長と美馬西部消防組合管理者とみよし広域連合連合長と那賀町長と

が締結した徳島県広域消防相互応援協定は、この協定の施行と同時に廃止する。  

  

この協定の締結を証するため、本書１３通を作成し、管理者が記名押印の上、各自１通

を保有する。  

  

 

徳島市長                原   秀樹  

鳴門市長                泉   理彦  

小松島市長               濱田  保徳  

阿南市長                岩浅  嘉仁  

みよし広域連合連合長           川原  義朗  

美馬西部消防組合管理者       兼西   茂  

徳島中央広域連合連合長       川真田 哲哉  

美馬市長                牧田   久  

板野東部消防組合管理者       石川  智能  

板野西部消防組合管理者       玉井  孝治  

名西消防組合管理者 石井町長  小林  智仁  

海部消防組合管理者           影治  信良  

那賀町長                  坂口  博文 

 

 



《美馬市地域防災計画（資料編）  第１１ 消防に関する資料》 

207 

７ 徳島県市町村消防相互応援協定 

 

徳島県市町村消防相互応援協定 

 

（目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第２１条の規定に基づき、 

徳島県内において災害が発生した場合に、徳島県内の市町村及び消防の一部事務組合（以 

下「市町村等」という。）がそれぞれの消防力を活用して、消防の相互応援を行うことによ

り、災害による被害を最小限に防止することを目的とする。 

（協定の区域） 

第２条 この協定の実施区域は、徳島県全域とする。 

（災害の範囲） 

第３条 この協定の対象とする災害は、消防組織法第１条に規定する水火災又は地震等の

災害（以下「災害」という。）で、他の市町村等の応援を必要とするものとする。 

（他の応援協定との関係） 

第４条 この協定は、市町村等の長が別に消防組織法第２１条により締結している消防の

相互応援に関する他の協定を排除するものではない。 

（応援要請） 

第５条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町村等（以下「要請市町村等」

という。) の長が、次の各号のいずれかに該当する場合に、他の市町村等の長に対して行

うものとする。 

（１）災害が他の市町村等に拡大し、又は影響を与えるおそれがあると認める場合 

（２）要請市町村等の消防力のみによっては、災害防御が著しく困難であると認める場合 

２ 前項に規定する応援要請は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。 

（１）災害の種別及び被害の状況 

（２）災害の発生日時及び場所 

（３）必要とする車両、資機材等の種別及び数量並びに人員 

（４）応援隊の到着希望日時及び集結場所 

（５）その他必要な事項 

３ 要請市町村等の長は、事後、速やかに前項各号の事項を明記した文書を、応援要請を

した市町村等の長に提出するものとする。 

（応援隊の派遣） 

第６条 前条の規定により応援要請を受けた市町村等（以下「応援市町村等」という。）の 

長は、特別の理由がない限り、その管轄する地域の消防の任務に重大な支障を及ぼさない 

範囲において、応援を行うものとする。 

２ 応援市町村等の長は、応援隊を派遣するときは、出発日時等必要事項を遅滞なく要請

市町村等の長に通報するものとする。 

３ 応援市町村等の長は、応援要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要

請市町村等の長に通報するものとする。 

 



《美馬市地域防災計画（資料編）  第１１ 消防に関する資料》 

208 

（応援の特例） 

第７条 応援要請がない場合であっても、次のいずれかに該当するときは、市町村等の長

は応援隊を派遣して応援することができる。 

（１）市町村等が、当該市町村等の区域外において、当該市町村等に接する地域及び当該

地域周辺部において発生した災害で、その状況から判断して緊急に応援の必要がある

と認めた場合 

（２）通信網の途絶等によって、災害が発生した市町村等との連絡が取れない場合で、応

援の必要があると認めた場合 

２ 前項に規定する応援は、第５条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。また、

応援市町村等の長は、できる限り速やかに災害が発生した市町村等の長に連絡するものと

する。 

（応援隊の指導） 

第８条 応援隊の指揮は、要請市町村等の長が応援隊の長を通じて行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第１項第２号の場合において連絡が復旧するまでの間

は、応援隊の長は、災害が発生した市町村等の長の指示を待たず応援隊を指揮し、活動す

ることができる。 

（報告） 

第９条 応援市町村等の長は、応援活動の結果を速やかに要請市町村等の長に報告するも

のとする。 

２ 要請市町村等の長は、災害活動終了後速やかに災害の概要を応援市町村等の長に報告

するものとする。 

（連絡会議） 

第１０条 この協定に係る事務の円滑な推進を図るため、必要の都度、市町村等間におけ

る連絡会議を開催するものとする。 

（経費負担） 

第１１条 応援に要した経費については、次により負担するものとする。 

（１）人件費、消費燃料等の経常的経費、公務災害補償は、原則として応援市町村等の負

担とする。 

（２）前号以外の消火薬剤、食料費等の経費は、原則として要請市町村等の負担とする｡ 

（３）その他多額の経費を要する場合は､その都度関係市町村等の長が協議の上､定める。 

（疑義の協議） 

第１２条 この協定について疑義を生じたときは、市町村等の長が協議の上、定めるもの

とする。 

（実施細目） 

第１３条 この協定の実施について必要な事項は、市町村等の長が協議の上、別に定める

ことができるものとする。 

（改廃） 

第１４条 この協定の改廃は、市町村等の長が協議の上、行うものとする。 

（適用） 

第１５条 この協定は、平成１０年４月１日から適用する。 
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この協定の締結を証するため、本書５３通を作成し、市町村等の長が記名押印の上、そ

れぞれ１通を保有する。 

 

平成１０年４月１日 

 

徳島市長        小池  正勝   鳴門市長        山本  幸男 

小松島市長       西川  政善   阿南市長        野村   靖 

勝浦町長        川口  幸一   上勝町長        山田  良男 

佐那河内村長      楠   崇宏   石井町長        坂東  忠之 

神山町長        高橋  宏輔   那賀川町長       小泉  隆一 

羽ノ浦町長       生野  善章   鷲敷町長        助岡  克則 

相生町長        久龍  直通   上那賀町長       和田  淳二 

木沢村長        中東  利延   木頭村長        藤田   恵 

由岐町長        松村  靜夫   日和佐町長       近藤  和義 

牟岐町長        皆谷  又男   海南町長        五軒家 憲次 

海部町長        三浦   治   宍喰町長        多田  保政 

板野町長        犬伏  正昭   上板町長        吉岡  義人 

吉野町長        竹重  敦美   土成町長        板東   正 

市場町長        水田  文夫   阿波町長        安友   清 

鴨島町長        戸田   稔   川島町長        内田   昇 

山川町長        山内  正晴   美郷村長        伊井   昇 

脇町長         佐藤   淨   一宇村長        立道  里見 

穴吹町長        佐藤  宏史   木屋平村長       西   正二 

三野町長        竹重  義博   三好町長        真鍋   晃 

池田町長        丸岡  敬幸   山城町長        西    徹 

井川町長        中瀧  清文   三加茂町長       檜    一 

東祖谷山村長      出口   操   西祖谷山村長      尾茂  光男 

阿南消防組合管理者   野村   靖   名西消防組合管理者   坂東  忠之 

海部消防組合管理者   近藤  和義   板野東部消防組合管理者 堀江長 男 

板野西部消防組合管理者 犬伏  正昭   阿北消防組合管理者   戸田   稔 

美馬東部消防組合管理者 佐藤   淨   美馬西部消防組合管理者 藤田  利胤 

三好郡行政組合管理者  丸岡  敬幸  
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８ 災害救助犬の出動に関する協定書 

 

災害救助犬の出動に関する協定書 

 

徳島県（以下「甲」という。）と日本レスキュー協会会長 打間奈津子（以下「乙」とい

う。）とは、災害時における「災害救助犬の出動」に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、徳島県内において災害が発生し、甲の要請により乙が甲に協力して

実施する災害救助犬による被災者の捜索活動（以下「捜索活動」という。）に関して必要な

事項を定める。 

 

（出動の要請） 

第２条 甲は、捜索活動のため必要があると認める場合は、乙に対し、災害救助犬の出動

を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の出動要請を受けたときは、速やかに災害救助犬を出動させるものとする。 

この場合において、災害救助犬の頭数は、災害の種別、規模等を考慮し、甲乙協議の上、

決定するものとする。 

 

（現場指揮） 

第３条 乙は、甲の指名する現場指揮責任者の指揮の下に捜索活動を行うものとする。 

 

（業務の終了） 

第４条 この協定による業務の終了は、次に定めるところによるものとする。 

(1) 甲が捜索活動の終息を告げたとき。 

(2) 乙の都合により検索活動の続行が不可能となったとき。 

 

（訓練） 

第５条 甲及び乙は、定期又は随時に合同して訓練を行うものとする。 

 

（費用負担） 

第６条 第２条第２項に基づく出動に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（損害補償） 

第７条 この協定の実施に伴って生じる損害補償の負担区分については、次に定めるとこ

ろによるものとする。 

(1) 甲が負担するもの 

   乙の会員が、捜索活動中に死亡若しくは負傷し、又は捜索活動に起因した疾病によ

り死亡若しくは障害の状態となった場合の扶助金 

   なお、扶助金の内容については、災害救助法に基づく政令及び規則を準用する。 
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 (2) 乙が負担するもの 

  ア 乙の会員が出動時の往復途上における交通事故により、自ら損害を被り、又は第

三者に損害を与えた場合の損害補償 

  イ 災害救助犬が出動時の往復途上又は捜索作業中に与えた第三者に対する損害補償 

  ウ 災害救助犬の負傷等の損害補償 

 

（実施細目） 

第８条 この協定の実施に必要な具体的な事項については、別に定めるものとする。 

 

（適用） 

第９条 この協定は、締結の日から適用する。 

 

（協議） 

弟１０条 この協定に定めがない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、その都度、甲

乙協議の上、定めるものとする。 

 

 

この協定の締結を証するため、この協定書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自

その１通を保有するものとする。 

 

平成９年８月２５日 

 

 

甲 徳島県 

徳島県知事       圓藤  寿穂 

 

 

乙 大阪市淀川区西中島７－９－２ 

日本レスキュー協会会長 打間 奈津子 
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空 白 
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第１２ 場外離着陸場等に関する資料 

 

１ 場外離着陸場一覧表（市内） 

名称 所在地 管理者 連絡先
着陸可能な
ヘリコプター
の大きさ

避難場所
との重複

UTM座標
（53SMT）

1
美馬リバーサイド
パーク

美馬市美馬町字宮前地先
（四国三郎の郷の南側）

美馬市教育委員会 0883-52-8011 大 079670

2
中鳥地区河川防災ス
テーション

美馬市美馬町中鳥地先
国土交通省四国地
方整備局徳島河川
国道事務所

088-654-2211 小 084673

3 喜来浜グラウンド
美馬市美馬町字大宮西地
先（吉野川北岸・喜来樋門
西側）

美馬市教育委員会 0883-52-8011 中 124677

4
（仮称）道の駅「みま
の里」ヘリポート

美馬市美馬町字願勝寺７７
番地

美馬市 0883-52-5608 中 129686

5
重清北交流館
山人の里グラウンド

美馬市美馬町字狙ヶ内２６
番地３

美馬市
0883-52-5605
0883-52-5609

中 重複 116722

6 美馬竜王の郷
美馬市美馬町字入倉６５７
番地

美馬市 0883-52-5605 小 重複 139732

7 小星園グラウンド
美馬市脇町字小星７４８番
地１

社会福祉法人
徳島県身体障害者
連合会　小星園

0883-52-5280 中 165694

8
脇町吉野川河川敷グ
ラウンド

美馬市脇町大字脇町字中
須地先（コメリ南側）

美馬市教育委員会 0883-52-8011 大 207699

9
ホウエツ病院
ヘリポート

美馬市脇町大字猪尻字八
幡神社下南１３０番地３

医療法人芳越会
院長　林　秀樹

0883-52-1095 中 221695

10 中ノ谷ふれあいの里
美馬市脇町字川原柴２２１
番地

美馬市 0883-52-5605 小 重複 184739

11
江原北小学校
グラウンド

美馬市脇町西赤谷３７４４番
地２

美馬市教育委員会 0883-52-8010 小 重複 236747

12
清水地域活動
センターグラウンド

美馬市脇町字西俣名１０６９
番地

美馬市 0883-52-8009 中 重複 222798

13 東俣ふれあいの里
美馬市脇町字東俣名３２０
番地

美馬市 0883-52-5605 小 重複 256773

14
三島中学校
グラウンド

美馬市穴吹町三島字三谷３
５６番地

美馬市教育委員会 0883-52-8010 中 重複 194686

15
穴吹高等学校
第2グラウンド

美馬市穴吹町三島字舞中
島地先

穴吹高等学校 0883-52-2108 大 217692

16
（仮称）美馬市役所ヘ
リポート

美馬市穴吹町穴吹字九反
地５番地

美馬市 0883-52-1212 中 233684

17
穴吹中学校
グラウンド

美馬市穴吹町井口２３番地 美馬市教育委員会 0883-52-8010 中 重複 231672

18 宮内交流の里
美馬市穴吹町口山字宮内５
２番地

美馬市 0883-52-5605 小 重複 214634

19 貢公園
美馬市木屋平字貢３９７番
地５

美馬市 0883-52-5610 小 264584

20
木屋平複合施設
グラウンド

美馬市木屋平川井２２４番
地

美馬市 0883-68-2111 中 重複 271551

21
中尾山高原
多目的広場

美馬市木屋平太合カケ４４５
番地６８

美馬市 0883-52-5610 中 202515

22 川上ヘリポート
美馬市木屋平字川上９９７
番地

西部総合県民局
地域創生観光部

0883-53-2392 中 202497
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２ 陸上自衛隊ヘリコプター用の「臨時離着陸場」の選定基準 
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３ 徳島県消防防災ヘリコプターの運航要請方法 

『徳島島県消防防災ヘリコプター「うずしお」運航の手引』に基づき、運航要請方法等

は以下のとおり。 

 ① 緊急運航の要件 

   次に掲げる要件を満たす場合に運航することができる。 

  ❶公 共 性：地域住民の生命､身体及び財産を災害から保護することを目的とすること 

  ❷緊 急 性：差し迫った必要性があること 

  ❸非代替性：消防防災ヘリコプター以外に適切な手段がないこと 

 ② 緊急運航の要請基準 

   ①の「緊急運航の要件」を満たし、かつ、次に掲げる「活動別要請基準」に該当する

場合に、災害が発生した市町村等の長及び消防長等が要請できる。 

活 動 区 分 細   部   活   動   内   容 

救 急 活 動 

・ 傷病者の搬送（原則として医師が搭乗できる場合） 

・ 医師及び医療機材等の搬送 

・ 傷病者の転院搬送（医師が搭乗できる場合） 

・ その他救急活動上、特にヘリコプターによる活動が有効と認め

られる場合 

救 助 活 動 

・ 水難事故等の捜索、救助 

・ 中高層建築物火災等の救助 

・ 孤立した被災者等の救出 

・ 大規模事故での救助 

・ その他救助活動上、特にヘリコプターによる活動が有効と認め

られる場合 

災 害 応 急 活 動 

・ 被災状況等の調査及び情報の収集等 

・ 生活必需品及び復旧資材等の救援物資、人員等の搬送 

・ 災害に関する情報、警報等の伝達等広報 

・ その他災害応急活動上、特にヘリコプターによる活動が有効と

認められる場合 

火 災 防 御 活 動 

・ 林野火災等の消火 

・ 消防隊員及び消火資機材等の搬送 

・ 被害状況等の調査及び情報の収集等 

・ 避難誘導等の広報 

・ その他火災防御活動上、特にヘリコプターによる活動が有効と

認められる場合 

広域災害応援対策 
・ 他府県等との災害応援協定等に基づき応援要請があり、出動す

る必要があると認められるとき 
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 ③ 緊急運航の要請及び出動のフローチャート 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 請 先 消 防 防 災 航 空 隊 事 務 所 

電 話 ０８８－６８３－４１１９（代表） 

F A X ０８８－６８３－４１２１ 

勤 務 時 間 外 
(17:15～08:30) ０８８－６２１－２０５７（県庁衛視室） 

要 請 要 領 
❶電話でまず一報 

❷ＦＡＸで緊急運航要請書を提出 

災 害 発 生 地 の 

市 町 村 ・ 消 防 本 部 

１

要

請 

消防防災航空隊事務所 

（ 運 航 管 理 者 ） 

４ 

回

答 

徳 島 県 庁 

 

（運航管理責任者） 

 

 

（ 総 括 管 理 者 ） 

３ 

要

請

等

の

報

告 

２ 出動の決定 ５ 出動 

災 害 現 場 

通 報 
【緊急運航を要請できる者】 

❶市町村長 

❷消防長 

❸運航管理者が適当と認めた者 
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 ④ 消防防災ヘリコプター緊急運航要請書（定型） 
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４ 徳島県消防防災ヘリコプターが市町村等において実施する防災訓練等に出動する場合

の取扱要領 

 

徳島県消防防災ヘリコプターが市町村等において実施する 

防災訓練等に出動する場合の取扱要領 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、徳島県消防防災ヘリコプター運航管理要綱（以下「管理要綱」という。）

第２７条第２項の規定に基づき、徳島県消防防災ヘリコプターが市町村及び総括管理者が適

当と認める機関（以下「市町村等」という。）の主催する訓練等に出動する場合の出動基準

及び申込手続等について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（出動基準） 

第２条 この要領に基づく、消防防災ヘリコプターの出動は、市町村等が主催する防災訓練

及び消防訓練（以下「防災訓練等」という。）とする。 

２ 消防防災ヘリコプターによる訓練は、救急活動訓練、救助活動訓練、災害応急対策活動

訓練及び火災防御活動訓練とし、原則として２種目以内とする。 

 

（申請手続） 

第３条 防災訓練等に消防防災ヘリコプターの参加を希望する市町村等の長は、訓練日の属

する月の３か月前までに別紙「徳島県消防防災ヘリコプター防災訓練等出動申込書」に防災

訓練等の計画書を添えて総括管理者に申請する。 

ただし、消防機関が単独で実施する防災訓練等の場合にあっては、この限りでない。 

 

（出動の決定） 

第４条 総括管理者は、上記の申込書が提出されたときは、管理要綱第１５条の規定に基づ

く運航計画及び他の訓練等との調整並びに訓練場所の飛行条件の調査を行った上、出動の可

否を決定し、その結果を市町村等の長に通知する。 

２ 総括管理者は、前項の通知をする場合、必要な条件を付けることができる。 

 

（出動の中止等） 

第５条 市町村等の防災訓練等への出動又は出動中に管理要綱第１８条の規定に基づく緊

急運航を要する事態が生じた場合は、訓練の出動を中止又は中断する。 

２ 当日の気象条件が消防防災ヘリコプターの運航に適さない場合には、消防防災ヘリコプ

ターを使用する訓練の一部又は全部を中止する。 

 

（市町村等の措置） 

第６条 市町村等の長は、第４条の出動決定の通知があった場合、次の措置を行うものとす

る。 

(1) 消防防災ヘリコプターの離着陸場所を確保し、航空法施行規則第１７２条の２に規定
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する飛行場外離着陸場許可申請に係る場外離着陸場の位置図、周辺詳細図、土地使用承

諾書を作成の上、訓練日の１か月前までに航空隊事務所に提出する。 

(2) 離着陸地帯には所定の標識を設け、散水等必要な措置を講ずる。 

(3) 消防防災ヘリコプターの離着陸に際しては、人員を配置して離着陸地帯及びその周辺

へ の立ち入りを禁止する。 

(4) 消防防災ヘリコプターの離着陸に伴う騒音、砂塵等について、事前に離着陸場周辺住

民に理解を得ておくこと。 

   なお、万一これらの苦情等が発生した場合には、市町村等の責任で処理すること。 

(5) 場外離着陸場確認のため、航空隊が行う事前調査、訓練等に際しては、前第２号から

第４号までの規定に係る措置を講ずること。 

(6) 訓練に必要な資機材の借用、陸上輸送が必要な場合には、所要の協力を行うこと。 

 

（訓練に伴う事故） 

第７条 消防防災ヘリコプターの運航上の事故を除き、市長村等の重大な過失により訓練参

加者及び第三者に損害を与えた事故については、県は責任を負わないものとする。 

 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。 

 

 

附 則 

この要領は、平成１０年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２７年７月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 
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５ 消防防災ヘリコプターＱ＆Ａ   ※出典：『徳島島県消防防災ヘリコプター「うずしお」運航の手引』（巻末） 

No. 問 い （Ｑ） 答 え （Ａ） 

Ｑ１ 

消防防災ヘリコプ

ターが飛行出来る条

件は、どのようになっ

ているのか？ 

  

航空法によって色々な基準がありますが、通常、ヘリ

コプターは「有視界飛行（操縦士が自分の目で、地表、

目標を確認しながら飛行すること）」をしますので、次

の条件があれば安全に飛行することができます。 

❶見通し距離で約３㎞ぐらい見えること 

❷雲の高さは約３００㍍以上であること 

❸風速が約１５㍍／秒以下であること 

また、応援を要請す

る側は、どの程度まで

気象状況を把握し連

絡すればよいのか？ 

 気象条件は、次の例によって連絡してください。 

「著名や山と建物が見えているので、見通しは約何キロ

メートルです。」 

「何々山の中腹に雲がかかっているので、雲の高さは約

何メートルです。」 

「風の方向は何々で、何メートル／秒くらいです。」 

「雨が降っています（雨は降っていません。）。」 等 

Ｑ２ 

 運航時間はどのよ

うになっているの

か？ 

 休日、祝日に関係なく、１年３６５日運航しています。 

 毎日の運航については、通常、午前８時３０分から午

後５時１５分までです。 

 緊急の場合は、日の出から日没まで活動します。 

Ｑ３ 
 応援要請は、どこに

すればよいのか？ 

 勤務時間内（午前８時３０分から午後５時１５分ま

で）は、消防防災航空隊事務所へ、勤務時間外は、県庁

衛視室まで、電話及びファックスで連絡してください。 

Ｑ４ 

 緊急出動中に、他の

地域から応援要請が

あった場合、又は２箇

所以上から同時に応

援要請があった場合

は、どうなるのか？ 

その都度、出動内容等を判断の上、対応することにな

りますが、次のようなケースが考えられます。 

❶一方が、即時に活動を終えることができる場合は、

その後に他の一方の要請に対応する。 

❷他府県及び政令都市等のヘリコプター保有自治体

に応援要請する。徳島県は、災害時の相互応援に関

する協定を、中国・四国の８県及び近畿２府６県と

締結している。 

❸他の機関（自衛隊や県警察など）に応援要請する。 

Ｑ５ 

 応援要請から現場

到着までの所要時間

はどれくらいか？ 

 災害の状況や現場の気象状況等の確認、エンジンの暖

気運転、関係資機材の積み込み等を行う必要があります

ので、離陸までの所要時間は概ね１０～２０分を要しま

す。 

 運航速度は、２００～２２０㎞／h ですから、例えば、

池田町又は宍喰町までの所要時間は、応援要請を受けて

から概ね３０～４０分を目安としてください。 
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Ｑ６ 

 消防防災ヘリコプ

ターとの連絡は、どの

ようにすればよいの

か？ 

 「うずしお」の無線呼び出し名称は、次のとおりです。 

 ❶消防無線 

  主運用波５及び統制波（１～３） 

  『しょうぼうとくしまヘリ１』 

 ❷防災行政無線（眉山系） 

  『ぼうさいとくしまヘリ１』 

 ❸防災相互波 

  『ぼうさいとくしまヘリ１』 

ヘリコプターの誘

導は、どのようにすれ

ばよいのか？ 

消防防災ヘリコプターの誘導は、『徳島島県消防防災

ヘリコプター「うずしお」運航の手引』の別紙「誘導手

信号要領」により、手信号で行ってください。 

Ｑ７ 

 ヘリコプターが整

備点検で運航できな

い期間は、どれくらい

あるのか？ 

通常の整備点検（特別点検や故障修理等を除く。）は、

ヘリコプターの飛行時間に応じて、次のとおりです。 

飛 行 時 間 に よ る 点 検 点検整備に要する期間 

３ ０ 時 間 点 検 半 日 程 度 

５ ０ 時 間 点 検 
２ 日 程 度 

１ ０ ０ 時 間 点 検 

３ ０ ０ 時 間 点 検 ４ ０ 日 程 度 

なお、整備点検のため運航できない期間については、

その都度、各消防本部へ事前に連絡します。 

Ｑ８ 

 応急活動中の指揮

命令系統はどうなっ

ているのか？ 

 消防防災航空隊が消防活動を行う場合は、徳島県消防

防災ヘリコプター応援協定により、災害等が発生した市

町村等の長の定める災害現場の最高指揮者の指揮下に

入ることとなっています。 

Ｑ９ 
 救急患者の搬送基

準はあるのか？ 

 『徳島県消防防災ヘリコプター緊急運航要領』で、救

急活動における出動基準を定めていますが、より具体的

な基準（症状別の搬送基準等）については、装備品の着

脱時間、機内での治療範囲、搬送時間、受入側の支援態

勢等を検討する必要がありますので、今後の運航実例等

を踏まえながら検討することとしています。 

Ｑ10 

 患者発生から病院

収容までの所要時間

はどのくらいか？ 

 次の❶から❼の合計が所要時間となります。 

 ❶覚知からヘリコプター要請までの時間 

 ❷要請から出動までの時間 

 ❸現場ヘリポートまでの飛行時間 

 ❹現場ヘリポートでの機内収容時間（約３分） 

 ❺現場ヘリポートから収容先のヘリポートまでの飛行時間 

 ❻収容先ヘリポートでの救急車への中継時間 

 ❼中継救急車から病院収容までの時間 

Ｑ11 

 市町村や消防本部

が主催する訓練に参

加してくれるのか？ 

 消防防災ヘリコプターが円滑かつ的確に活動するた

めには、市町村や消防本部と連携した訓練が必要不可欠

と考えておりますので、要請があればできるだけ参加す

る方針です。 
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第１３ 協定等に関する資料 

 

１ 締結協定等一覧表 

① 相互応援 

協 定 名 協 定 締 結 先 協 定 内 容 締 結 年 月 日 

災害時における相互 

応援に関する協定書 

兵庫県 

洲本市 

・応急復旧等に必要な資機材、生活物資

等の斡旋提供 

・応急復旧等に必要な職員の派遣 

・ボランティアの斡旋 

H2 3 .  2 .18 

災害時における相互 

応援に関する協定書 

北海道 

新ひだか町 

・応急復旧等に必要な資機材、生活物資

等の斡旋提供 

・応急復旧等に必要な職員の派遣 

・ボランティアの斡旋 

H2 3 .  2 .18 

災害時における相互 

応援に関する協定書 

長野県 

下伊那郡 

高森町 

・応急復旧等に必要な資機材、生活物資

等の斡旋提供 

・応急復旧等に必要な職員の派遣 

・ボランティアの斡旋 

H 2 3 .  7 .  7 

徳島県市長会を構成す

る各市の災害時相互応

援に関する協定書 

県内７市 

・食料、飲料水及び生活必需物資の供給 

・被災者の救出、医療、防疫、施設の応

急復旧等に必要な資器材の供給 

・救護活動に必要な車両の提供 

・被災者、被災児童の一時受入れ 

・救護、応急復旧等の業務継続に必要な

職員の派遣 

H2 4 .1 0 .  5 

徳島県及び市町村の 

災害時相互応援協定 

徳島県 

及び県内２３

市町村 

・応急対策等に必要な職員の派遣 

・食料、飲料水及び生活必需物資の提供 

・避難所及び収容のための施設の提供 

・救助及び救援活動に必要な車両等の提

供 

・被災児童、生徒等の一時受入れ 

・ごみ及びし尿処理のための装備及び施

設の提供 

・遺体の火葬のための施設の提供 

H 2 5 .  4 .  5 

鳥取県市長会と徳島県

市長会との危機事象 

発生時相互応援協定 

鳥取県 

鳥取市、米子

市、倉吉市、境

港市 

・応急対策等に必要な職員の派遣 

・食糧、飲料水及び生活必需物資の提供 

・被災者の救出、医療、防疫、施設の応

急復旧等に必要な資器材の供給 

・被災者の一時受入れ及び必要な施設の

提供 

H25 .12 .25 
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② ライフライン 

協 定 名 協 定 締 結 先 協 定 内 容 締 結 年 月 日 

災害時の協力に 

関する協定 

四国電力 

株式会社 

・電力供給設備の優先復旧（医療機関、官

公署等） 
H 2 5 .  5 .  1 

特設公衆電話の設置・

利用に関する覚書 

西日本電信 

電話株式会社 
・避難所等への特設公衆電話の設置 H25 .11 .18 

災害時における応急 

生活物資の供給に 

関する協定書 

一般社団法人

徳島県エルピ

ーガス協会 

美馬地区会 

・LPガス及び燃焼器具等の優先供給及び

運搬 
H25 .11 .25 

 

③ 情 報 

協 定 名 協 定 締 結 先 協 定 内 容 締 結 年 月 日 

徳島県総合情報通信ネ

ットワークシステム市

町村局に係る協定書 

徳島県 
・徳島県総合情報通信ネットワークシステ

ムの設置及び維持管理 
H 1 8 .  4 .  1 

災害時における 

地図製品等の供給に 

関する協定書 

株式会社 

ゼンリン 

・住宅地図の提供 

・ZNET TOWNの提供 
H2 9 .  2 .20 

SDGs推進に関する 

包括連携協定 

三井住友海上

火災保険 

株式会社 

・スマ保災害時ナビの利用 

・事業所の事業継続に関するサポート 
R  2 .1 1 .1 8 

災害に係る情報発信等

に関する協定 

ヤフー 

株式会社 

・災害時のアクセス負荷軽減のためのキャ

ッシュサイトの利用 

・避難勧告等の防災情報をヤフーアプリ及

びヤフー防災情報等を通じて広く周知 

R  3 .  1 . 1 6 

 

④ 医療・救援 

協 定 名 協 定 締 結 先 協 定 内 容 締 結 年 月 日 

災害・事故等時の医療

救護に関する協定書 

一般社団法人 

美馬市医師会 
・医療救護班の派遣、医療救護活動の実施 H2 0 .  6 .14 

大規模災害時の 

支援に関する協定 

特定非営利活

動法人アムダ 

・医師、看護師、調整員等の派遣による医

療、公衆衛生等の活動 

・被災者の救援、生活再建に関する活動 

H2 7 .  8 .12 
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⑤ 支援等 

協 定 名 協 定 締 結 先 協 定 内 容 締 結 年 月 日 

災害時における 

情報交換及び支援に 

関する協定 

国土交通省 

四国地方 

整備局 

・リエゾンの派遣 

・災害対策用資機材及び人員の派遣 
H23.10 .26 

災害発生時における 

美馬市と美馬市内郵便

局の協力に関する協定 

美馬市内 

１２郵便局 

・緊急車両としての車両の提供 

・被災者の避難所リスト等情報の相互提供 

・郵便局ネットワークを活用した広報活動 

・郵便配達等に発見した道路等の損傷状況

の情報提供 

・避難所における臨時の郵便差出箱の設置 

H28.  6 .  9 

危機事態時における 

ボランティアセンター

の設置・運営等に関す

る協定書 

美馬市社会 

福祉協議会 

・災害ボランティアセンターの設置 

・ボランティアの募集、受付、活動調整 

・ボランティア活動ニーズ把握 

R  3 .  4 .  1 

大規模災害時における 

相談業務の支援に関す

る協定書 

徳島弁護士会 
・法的知見を要する相談等に対する弁護

士派遣等の協力 
R ５ .  ５ .  ９ 

 

⑥ 物 資 

協 定 名 協 定 締 結 先 協 定 内 容 締 結 年 月 日 

災害時における 

飲料の提供協力に 

関する協定書 

大塚製薬株式

会社徳島支店 

・緊急時開放備蓄型自動販売機による飲料

の提供 
H 1 9 .  9 .  1 

災害時における 

生活必需品の調達に関

する協定書 

株式会社 

キョーエイ 

・食料品、飲料水、日用品、医薬品等の物

資の供給 
H21 .11 .30 

災害時における 

生活必需品の調達に関

する協定書 

株式会社 

マルナカ 

・食料品、飲料水、日用品、医薬品等の物

資の供給 
H21 .11 .30 

災害時における 

生活必需品の調達に関

する協定書 

アクサス 

株式会社 

・食料品、飲料水、日用品、医薬品等の物

資の供給 
H21 .11 .30 

災害時における 

レンタル機材の供給に

関する協定書 

株式会社 

矢野商店 

・仮設トイレ、発電機等のレンタル資器材

の供給 
H 2 2 .  9 .  2 

災害時等における食料

品及び飲料水等の提供

に関する協定書 

大塚製薬株式

会社徳島支店 
・食料品、飲料水等の物資の供給 H2 5 .  4 .15 
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災害時における物資供

給に関する協定書 

ＮＰＯ法人コ

メリ災害対策

センター 

・長靴、軍手等の作業用品及び日用品、飲

料水等の物資の供給 

・電気用品及び冷暖房機器等物資の供給 

H2 9 .  2 .1 3 

災害時の避難所等にお

ける外部給電可能な車

両からの電力供給の協

力に関する協定書 

徳島トヨタ自

動車株式会社 

・避難所における外部給電可能な車両の貸

与等 
R  2 .1 0 .2 2 

災害時のおける生活必

需物資の調達に関する

協定書 

美馬農業 

協同組合 

・常時備蓄物資（米）の提供 

・食料品、飲料水、日用品等の物資の供給 
R  3 .  5 . 2 4 

災害時におけるレンタ

ル機材の提供に関する

協定書 

株式会社 

アクティオ 

・車両、水中ポンプ、発電機、照明機器、

仮設トイレ、移動式冷暖房機器等のレンタ

ル機材の供給 

R  3 .1 0 .2 0 

災害時における食品等

の供給及び避難所の 

開設・運営に関する 

協定書 

株式会社 

グリラス 

・株式会社グリラスが所有する食品等の物

資の供給 

・事業所が所在する指定避難所の開設・運

営への協力 

Ｒ ４. ３.１０ 

災害時における図書館

資料の貸出しに関する

協定書 

株式会社 

図書館流通 

センター 

（市立図書館） 

・避難所への図書館資料の貸出し Ｒ  ４ .  ３ .22 

 

⑦ 避 難 

協 定 名 協 定 締 結 先 協 定 内 容 締 結 年 月 日 

災害発生時における 

福祉避難所の開設及び

運営に関する協定書 

社会福祉法人

健祥会 

・福祉避難所の開設及び運営 

（健祥会家康） 

H 2 3 .  6 .  1 

(H31.1.4 改定) 

災害時における 

避難施設の被災建築物

応急危険度判定の 

協力に関する協定 

公益社団法人

徳島県建築士

会美馬地域会 

・避難施設の被災建物応急危険度判定の実

施 

H2 6 .  3 .12 

(H26.4.1 改定) 

災害発生時における施

設利用に関する協定書 

美馬地域 

交流センター 
・施設の一部への避難者の受入れ H3 0 .  7 .17 

災害発生時における施

設利用に関する協定書 

東洋警備保障

株式会社 

西部営業所 

 

・施設の一部への避難者の受入れ 

 

 

R  2 .  7 .  1 

災害発生時における 

福祉避難所の開設及び

運営に関する協定書 

社会福祉法人

徳島県身体障

害者連合会 

・福祉避難所の開設及び運営 

（障害者支援センター小星園） 

 

R  3 .  2 .  1 
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災害発生時における 

福祉避難所の開設及び

運営に関する協定書 

医療法人 

青嵐会 

・福祉避難所の開設及び運営 

（介護老人保健施設センターヴィレッジ） 
R  3 .  2 .  1 

災害発生時における福

祉避難所の開設及び運

営に関する協定書 

社会福祉法人 

健祥会 

・福祉避難所の開設及び運営 

（老人保健施設 健祥会ヘルス） 
R  3 .1 0 .2 0 

災害発生時における福

祉避難所の開設及び運

営に関する協定書 

徳島県立 

池田支援学校 

・福祉避難所の開設及び運営 

（徳島県立池田支援学校 美馬分校） 
R ５ .  ３ .2７ 

災害発生時における 

施設利用に関する 

協定書 

徳島県立 

脇町高校 

美馬市社会 

福祉協議会 

・避難所及び災害ボランティアセンター活

動場所としての施設提供 
R ５ .  ９ .2５ 

 

⑧ 施設応急復旧 

協 定 名 協 定 締 結 先 協 定 内 容 締 結 年 月 日 

災害時における応急対

策業務に関する協定書 

財団法人四国

電気保安協会 

・避難所や公共施設等の電気設備の応急

復旧 
H 2 4 .  2 . 2 0 

大規模災害時に 

おける支援活動に 

関する協定書 

全徳島建設 

労働組合 

美馬支部 

・避難所の設営に係る工作物の設置、軽

微な補修等 
H 2 4 .  2 . 2 4 

大規模災害時に 

おける支援活動に 

関する協定書 

全徳島建設 

労働組合 

脇町支部 

・避難所の設営に係る工作物の設置、軽

微な補修等 
H 2 4 .  2 . 2 4 

災害時における 

電気設備の応急復旧に

関する協定書 

脇町電機工事

協同組合 
・公共施設等の電気設備の応急復旧活動 H 2 5 .  2 .  1 

災害時における 

電気設備の応急復旧に

関する協定書 

池田電機工事

協同組合 
・公共施設等の電気設備の応急復旧活動 H 2 5 .  2 .  1 

大規模災害発生時 

における応急対策業務

に関する協定書 

一般社団法人 

日本石材 

産業協会 

・道路、河川、避難所等の市管理施設に

残置される墓石、石碑等の石材構造物の

撤去及び移設 

Ｒ  ４ .  ３ .  1 
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⑨ 災害廃棄物 

協 定 名 協 定 締 結 先 協 定 内 容 締 結 年 月 日 

災害時における廃棄物

処理等の協力に関する

協定書 

徳島県産業廃

棄物処理協会 
・災害廃棄物の撤去、収集・運搬、処理 H2２ .  ３ .２５ 

災害廃棄物等の処理に

関する基本協定書 

大栄環境 

株式会社 

・災害廃棄物処理を円滑に実施するため

の計画等の策定及び策定支援 

・災害廃棄物の撤去、収集・運搬、処分 

Ｒ  ２ .  ７ .３０ 

災害発生時における廃

棄物処理等の実施に関

する協定書 

一般社団法人 

徳島県産業資

源循環協会 

・災害廃棄物の撤去、収集、運搬、分別、

処分及び仮置場の管理 
Ｒ  4 .  2 . 2 4 
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２－１ 災害派遣に関する徳島県と陸上自衛隊第１４旅団との協定書 

 

災害派遣に関する徳島県と陸上自衛隊第１４旅団との協定書 

 

徳島県（以下「甲」という。）と陸上自衛隊第１４旅団（以下「乙」という。）は、災 害

派遣に関し、その要請の適正と円滑な運営を図るため、次のとおり協定を締結する。 

 

（自衛隊の任務の周知徹底） 

第１条 甲は、自衛隊の実施する災害派遣の目的及び精神を平時から関係公共機関に周知 

徹底し災害派遣要請の適正を期するものとする。 

（平時における連携） 

第２条 甲及び乙は、平素から災害派遣に係わる連絡及び調整を緊密に行うものとする。 

２ 甲は、災害に関し、資料を提供するとともに、自衛隊が行う情報収集活動に対して、 積

極的な援助を行うものとする。 

（甲が行う訓練の支援） 

第３条 乙は、甲が実施する災害救助演習及び水防演習には、業務に支障のない限り部隊 

等を参加させこれを支援する。この場合、甲は、あらかじめ当該演習の計画を通報する と

ともに、必要とする参加部隊の人員、装備等を乙に要請するものとする。 

２ 甲は、各市町村長が計画する防災演習等について、自衛隊の支援を必要とする場合は、 

あらかじめ当該市町村長と調整の上、前項に基づいて要請するものとする。 

（災害発生が予想される場合の連絡） 

第４条 甲は、自衛隊の災害派遣を要請する災害の発生が予想される場合は、速やかに乙 

にその状況及び事後の見通し等を通報するものとする。 

２ 乙は、前項の通報に基づき、所要に応じ連絡班を自主派遣する等の措置を講ずるもの 

とする。 

３ 乙が連絡班を県庁に派遣した場合、甲は、連絡所開設場所に必要な施設及び電話機等 

提供する等、所要の支援を行うものとする。 

（偵察者の派遣） 

第５条 災害の発生が予想され、又は発生し、乙が現地に偵察者を派遣する場合は、甲は 必

要に応じ、関係職員を当該偵察班と同行又は追求させて、現地関係者との連絡調整に 当た

らせるものとする。 

（現地責任者の指定等） 

第６条 甲及び乙は、災害の救援に関し、現地における責任者を指定し、相互の連絡調整 に

当たらせるものとする。 

（合同連絡所等の設置） 

第７条 災害の規模、様相等によって必要がある場合、双方協議の上、現地に合同連絡所 を

設置し業務の円滑及び効果的な実施を図るものとする。 

２ 合同連絡所等に必要な施設等は、甲が準備するものとする。 
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（救援資材の集積、使用及び補償等の責任） 

第８条 災害救援のための使用する資材は、甲が準備及び集積したものを使用するものと 

する。このため甲は、地区ごとの資材等の集積を計画しておくものとする。 

２ 災害派遣に当たり、甲が準備及び集積した救援資材の使用に伴う補償等は、甲が負担 

するものとする。 

（経費の負担） 

第９条 災害派遣部隊が救難に伴い、関係公共機関及び民間の施設等を使用する場合の経 

費負担区分は、次のとおりとする。 

（１） 甲の負担するもの。 施設の借用料及び損料、電気料（施設費を含む。）、水道料、

入浴料、くみ取料等 

（２） 上記以外の経費の負担については、その都度協議するものとする。 

（救難物資の無償貸付け又は譲与） 

第１０条 防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等については、防衛庁の管理に 

属する物品の無償貸付及び譲与等に関する総理府令（昭和３３年総理府令第１号）による

ものとする。 ただし、譲与は県市町村その他公共機関の救助が受けられず、当該物品の譲

与を受け なければ、生命身体が危険であると認められる場合に限るものとする。 

（災害派遣の要請様式及び通信） 

第１１条 災害派遣の要請様式及び通信は、別紙第１及び別紙第２によるものとする。 

（協議事項） 

第１２条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、双方誠意ある協議を 

行うものとする。 

（協定期間） 

第１３条 この協定の期間は、協定締結後１年間とし、甲乙双方又はいずれか一方から何 

らの意思表示がない場合は、協定期間は更に１年間更新されるものとし、その後もまた 同

様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１

通 を保有するものとする。 

 

平成１８年４月１８日 

 

 

甲  徳 島 県 

徳島県知事  飯 泉 嘉 門 

 

 

 

乙  陸上自衛隊第１４旅団長 

陸 将 補  笠 原 直 樹 
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２－２ 徳島県と第１４旅団との協定書の一部を改正する協定 

 

災害派遣に関する徳島県と陸上自衛隊第１４旅団との協定書 

の一部を改正する協定 

 

平成１８年４月１８日に締結した「災害派遣に関する徳島県と陸上自衛隊第１４旅団と

の協定書（以下「災害派遣に関する協定」という。）の一部を改正する協定を締結する。 

 

平成１９年１月９日 

 

徳島県 

徳島県知事  飯 泉 嘉 門 

 

 

 

陸上自衛隊第１４旅団長 

陸 将 補  笠 原 直 樹 

 

 

災害派遣に関する協定の一部を次のように改正する。 

 

第１０条中「防衛庁の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等については、防衛庁の管

理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する総理府令（昭和３３年総理府令第１号）」を

「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等については、防衛省所管に属する物品の

無償貸付及び譲与等に関する省令（平成１９年１月４日内閣府令第２号）」に改正する。 

 

 

附 則 

この協定は、平成１９年１月９日から実施する。 
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３－１ 中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定 

 

中国・四国地方の災害等発生時の広域支援に関する協定 

 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県（以下

［中国・四国９県］という。）は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）の規定す

る災害又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法

律第１１２号）が適用される事態（以下「災害等」という。）が発生し、災害等が発生した

県（以下「被災県」という｡）が独自では十分な応急措置及び国民保護措置等（以下「応急

措置等」という。）が実施できない場合に、迅速かつ的確に被災県における応急措置等の支

援を実施するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（カウンターパート制による支援） 

第１条 中国・四国９県は、被災県に対する支援を行う県を予め定めたカウンターパート

制により、災害等発生当初から円滑かつ迅速に支援を行う。 

２ カウンターパート制により被災県に対する支援を行う県は、災害等発生後、必要に応

じて、速やかに連絡員を被災県に派遣し、情報収集を行うとともに、被災県が必要とする

支援を実施する。 

 

（広域支援本部の設置） 

第２条 中国・四国９県は、被災状況に応じた、より的確な支援を実施するため、中国地

方知事会の会長県（以下「会長県」という。）及び四国知事会の常任世話人県（以下「常任

世話人県」という。）に広域支援本部を設置する。 

２ 広域支援本部は相互に連携し、被災県の被災状況や冬県の支援状況等の情報集約を行

い、被災県に対する支援に係る包括的な調整を行う。 

３ 会長県及び常任世話人県が被災した場合における広域支援本部の設置県については、

別に定める。 

 

（支援の内容） 

第３条 支援の内容は、次のとおりとする。 

（１）食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供 

（２）被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供 

（３）避難、救援、消火、救急活動等に必要な車両、舟艇及び航空機の派遣及びあっ旋並

びに資機材の提供 

（４）医療、救援、応急復旧等に必要な医療職、技術職、技前職等の職員の派遣 

（５）避難者を受け入れるための施設の提供 

（６）前各号に定めるもののほか特に要請のあった事項 

 

（広域支援本部による支援の要請） 

第４条 広域支援本部の設置県の無事は、所属ブロックの構成県だけでは被災県に対して
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十分な支援ができないと判断したときは、中国ブロックにあっては常任世話人県の知事に、

四国ブロックにあっては会長県の知事に対し、文書をもって支援要請する。ただし、その

いとまがない場合は、電話等により支援要請を行い、後日、速やかに文書を提出するもの

とする。 

 

（支援に要する経費の負担等） 

第５条 支援に要した経費は 原則として支援を受けた県（以下「被支援県」という。）の

負担とする。 

２ 被支援県が前項に規定する経費を支弁するいとまがない場合は、支援を実施した県が

一時繰替（国民保護に関しては「立替」と読み替える。以下同じ。）支弁するものとする。  

３ 前２項に定めるもののほか経費の負担等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（平常時の相互交流） 

第６条 中国・四国９県は、この協定に基づいて支援が円滑に行われるよう、毎年１回地

域防災計画、国民保護計画及びその他参考資料を相互に提供するほか、各県が実施する訓

練等に相互に参加するなど、各県間の相互交流を図るものとする。 

 

(他の協定との関係) 

第７条 この協定は、各県が別に締結した災害時等における相互支援に関する協定を排除

するものではない。 

 

(その他)  

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、各県が協議

して定めるものとする。 

 

以上のとおり協定を締結したことを証するため、この協定書９通を作成し、各県が記名・

押印をして、各自その１通を所持する。 

 

附則 

１ この協定は平成 年３月１日から施行する。 

２ 平成７年１２月５日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

平成２４年３月１日 

 

鳥取県代表者 鳥取県知事 平井  伸治  徳島県代表者 徳島県知事 飯泉  嘉門 

島根県代表者 島根県知事 溝口 善兵衛  香川県代表者 香川県知事 浜田  恵造 

岡山県代表者 岡山県知事 石井  正弘  愛媛県代表者 愛媛県知事 中村  時広 

広島県代表者 広島県知事 湯崎  英彦  高知県代表者 高知県知事 尾崎  正直 

山ロ県代表者 山口県知事 二井  関成 
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３－２ 中国・四国ブロックの相互支援体制に関する基本合意書 

 

大 規 模 広 域 的 災 害 に 備 え た 

中国・四国ブロックの相互支援体制に関する基本合意書 

 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県は、東

海・東南海・南海地震などの大規模広域的災害に備え、被災県に対して、効果的な支援活

動が行われるよう連携を密にするため、「カウンターパートによる相互支援」並びに「中国・

四国各ブロックにおける広域支援本部の設置」について、次のとおり合意する。 

 

第１ カウンターパートによる相互支援 

（１）中国・四国に甚大な被害を及ぼす大規模広域的災害が発生した場合、被災県の支援

ニーズを迅速かつ的確に把握し、速やかに対応するため、予め各県をグループ化し、

グループ内の県が被災した際には、直ちに支援を行うカウンターパートによる相互支

援体制を整備する。 

【カウンターパートの各グループ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）グループ内の各県は、カウンターパートによる支援が円滑に行われるよう、平時か

ら防災担当職員の相互交流に努め、効果的な支援活動の実現に努めるものとする。 

 

第２ 中国・四国各ブロックにおける「広域支援本部」の設置 

（１）被災県の被災状況に応じた、より的確な被災地支援を行うため、中国地方知事会の

会長県及び四国知事会の常任世話人県に「広域支援本部」を設置する。 

   なお、会長県及び常任世話人県が被災した場合には、その設置県を調整する。 

（２）「広域支援本部」は相互に連携し、被災県の被災状況や各県の支援状況等の情報集約

を行い、被災地支援に係る包括的な調整を実施する。 

 

 

以上のとおり合意したことを証するため、この基本合意書９通を作成し、各自署名の上、

１通を保有する。 

 

平成２３年１１月２１日 

 

 構  成  県 

グループ１（赤色） 鳥取県、徳島県 

グループ２（黄色） 岡山県、香川県 

グループ３（青色） 広島県、愛媛県 

グループ４（緑色） 島根県、山口県、高知県 
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鳥取県 

鳥取県知事                

 

島根県 

島根県知事                

 

岡山県 

岡山県知事                

 

広島県 

広島県知事                

 

山口県 

山口県知事                

 

徳島県 

徳島県知事                

 

香川県 

香川県知事                

 

愛媛県 

愛媛県知事                

 

高知県 

高知県知事                
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３－３ 鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援協定  

 

鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援協定 

 

（目的） 

第１条 この協定は、鳥取県及び徳島県（以下「両県」という。）のいずれかの県域におい

て、自然災害はもとより、県民の生命、身体及び財産に重大な被害をもたらす危機事象又

はそのおそれのある危機事象が発生した場合（以下「危機事象発生時」という｡）に、危機

事象が発生した県（以下「危機事象発生県」という｡）の市町村、企業、医療施設、福祉施

設及び住民など被災地域全体に対し、応援を実施する県（以下「応援県」という。）の総力

を挙げた、カウンターパート制による効果的な応援及び危機事象発生県における円滑な受

援が行われるよう、必要な事項について定める。  

（県を挙げた協力体制） 

第２条 応援県は、前条の目的を達成するため、応援県の総力を挙げ、県民全体で多面的、

集中的に支援するよう努めるものとする。 

２ 両県は、本協定を円滑に実施するため、両県の市町村における相互応援体制の強化を

促進するとともに、企業、医療施設、福祉施設、住民等の協力を得ながら相互応援体制を

構築するものとする。 

３ 両県は、この協定の趣旨を広く県民に周知するものとする。  

（応援内容） 

第３条 応援の基本的内容については、以下のとおりとする。 

（１）災害対策本部運営等危機事象への応急対策、復旧・復興、通常行政事務等に係る人

的支援 

（２）危機事象発生県の行政事務に係る代替・代行支援 

（３）危機事象発生県に関する情報収集及び広域応援調整 

（４）物資、資機材等の提供及び物資集積拠点の設置、運営支援 

（５）県、市町村、企業、医療施設、福祉施設等の業務継続に係る支援 

（６）一般避難所、福祉避難所の提供及び避難者の受入れ 

（７）応援県内の市町村、企業、医療機関、福祉団体、住民への協力依頼 

（８）風評被害対策 

（９）災害ボランティアの活動に対する支援 

（１０）その他必要とされる応援  

（応援体制） 

第４条 応援県は、危機事象発生県からの要請に基づき、県の組織を挙げて危機事象発生

県を応援する体制を構築し、前条の応援を迅速に行うものとする。 

２ 震度６弱以上の地震が観測された場合又は危機事象発生により両県問の通信途絶等の

緊急事態が生じた場合には、危機事象発生県からの要請がなくとも、応援県の判断により、

現地連絡調整員、医師や保健師、応急危険度判定士等の人的支援、物資や資機材等の提供

などを行うものとする。 

３ 震度７の地震が観測された場合は、危機事象発生県からの要請がなくとも、前項の応

援に加え、広域応援調整、避難所運営、物資集配等への人的支援を行うものとする。  

（受援体制） 

第５条 危機事象発生県は、応援県の支援活動が円滑に実施できるよう情報の提供、活動

拠点の確保、搬送等受入体制の整備に努めるものとする。  
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（平常時からの協力体制） 

第６条 両県は、危機事象発生時において協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平常

時より次に掲げる事項の実施に努めるものとする。 

（１）防災訓練、国民保護訓練等への相互参加、助言、評価等 

（２）業務継続に係る支援体制の構築 

（３）避難者の受入れ並びに被災企業等の業務継続及び風評被害に対する支援の枠組みの

構築 

（４）日本赤十字社、社会福祉協議会、ＮＰＯ等の災害ボランティア活動が円滑に行われ

るための、災害ボランティアの育成、活動環境の整備促進及び相互交流の支援 

（５）職員の相互交流、災害対応業務の標準化等に関する共同研究及び防災・危機管理に

関する 研修等人材育成の共同実施 

（６）災害情報システムによる両県の災害情報の共有及び相互利用  

（相互応援活動要領） 

第７条 両県は､本協定を円滑に実施するため､平常時及び危機事象発生後の時間の経過に

応じ、応急対策等に係る人的支援、物資、資機材等の提供等に係る応援・受援計画を定め

た「相互応援活動要領」を策定するものとする。 

２ 前項の「相互応援活動要領」は、新たな危機事象における教訓や訓練による検証等を

踏まえ、両県で協議の上、随時見直すものとする。  

（経費の負担） 

第８条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた危機事象発生県の負担とする。た

だし、両県の間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りでない。  

（他の協定との関係） 

第９条 両県は、この協定のほか、それぞれの県で自治体、各種団体、民間事業者等と別

に締結している危機事象発生時の支援に関する協定等を効果的に活用して、応急対策及び

復旧・復興を促進するよう努めるものとする。  

（その他） 

第１０条 この協定に定めのない事項については､その都度､両県で協議して定めるものと

する。  

（適用等） 

第１１条 この協定は、平成２８年９月１２日から適用する。 

２ 平成２３年１１月１８日に締結した「鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援協

定」は、これを廃止する。  

上記のとおり協定を締結した証として、この証書２通を作成し、各自署名の上、１通を

保有する。  

  

平成２８年９月１２日  

  

 

鳥取県 

鳥取県知事   平 井  伸 治 

  

徳島県 

徳島県知事   飯 泉  嘉 門 
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４ 市が締結済みの協定等（写し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 区    分 ページ 

０１ 相 互 応 援 ２３９ 

０２ ラ イ フ ラ イ ン ２５４ 

０３ 情  報 ２６２ 

０４ 医 療 ・ 救 援 ２７５ 

０５ 支 援 等 ２８１ 

０６ 物  資 ２９２ 

０７ 避  難 ３１９ 

０８ 施 設 応 急 復 旧 ３４８ 

０９ 災 害 廃 棄 物 ３６１ 

 



 

 

01 相互応援 
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02 ライフライン 

 

 

 

 

 

 

《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

254



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

255



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

256



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

257



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

258



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

259



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

260



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

261



 

 

03 情報 
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災害時における地図製品等の供給等に関する協定書

美馬市（以下 「甲」という。 ）と株式会社ゼンリン（以下「乙」という。）とは、 第1条第(1)
号に定める災害時において、 乙が、 乙の地図製品等 （第2条に定義される）を甲に供給すること等
について、 以下のとおり本協定を締結 する。

（目 的）
第1条 本協定は、 以下各号の事項を目的とする。

(1) 甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、 又はそのおそれがある
場合において、 甲が災害対策基本法第23条の2に基づく災害対策本部（以下「災害対策本部」
という。 ）を設置したときの、 乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定める
こと。

(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、 甲及び乙が連携して、 防災・減災に
寄与する地図の作成を検討・推進することにより、 市 民生活における防災力の向上に努める
こと。

（定 義）
第2条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。

(1) 「住宅地図」とは、 美馬市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。
(2) 「広域図」とは、 美馬市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。

(3) 「ZNETTOWN」とは、 乙の住宅地図インターネット配信サー ビス 「ZNETTOWN」を意
味するものとする。

(4) 「ID 等」とは、 ZNETTOWN を利用するための認証 ID 及びパスワー ドを意味するものと
する。

(5) 「地図製品等」とは、 住宅地図、 広域図及び ZNETTOWN の総称を意味するものとずる。

（地図製品等の供給の要請等）
第3条 乙は、 甲が災害対策本部を設置したときは、 甲からの要請に基づき、 可能な範囲で地図製

品等を供給するものとする。

2 甲は、 地図製品等の供給を求めるときは、 別途定める物資供給要請書（以下「要請書」という。 ）
を乙に提出するものとする。 但し、 緊急を要する場合は、 甲は、電話等により乙に対して要請で
きるものとし、 事後、 速やかに要請書を提出するものとする。

3 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。
4 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、 次のとおりとする。

(1) 乙が供給した地図製品等の代金は、 別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。

(2) 地図製品等の搬送にかかる費用は、 乙が負担するものとする。

（地図製品等の貸与及び保管）
第4条 乙は、 第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、 本協定締結後 、 甲乙別途

定める時期、 方法により乙が別途定める数量の住宅地図、 広域図及び ID 等を甲に貸与するもの
とする。 なお、 当該貸与にかかる対価については無償とする。

2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、 広域図及び ID 等を甲の事 務所内において、 善良
なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。 なお、 乙が、 住宅地図及び広域図の
更新版を発行したときは、 乙は、 甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、 甲から
当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。

3 乙は、 必要に応じ、 甲に対して事前に通知したうえで、 甲による地図製品等の保管·管理状況
等を確認することができるものとする。
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（地図製品等の利用等）
第5条 甲は 、 第1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは 、 災害応急対策、 災害復旧・

復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につ
き、 以下各号に定める利用を行うことができるものとする。
(1 ) 災害対策本部設箇期間中の閲覧
(2 ) 災害対策本部設置期間中、 甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製

2 甲は 、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは 、 速やかに別途定める乙の報告先に報告
するものとする。 また、 当該住宅地図の利用を終了したときは 、 速やかに従前の保管場所にて保
管・管理するものとする。

3 甲は 、 第1項にかかわらず、 災害時以外の平常時において、 防災業務を目的として、 甲の当該
防災業務を統括する部署内において、 広域図及びZNETTOWNを利用することができるものと
する。 なお、 甲は 、 本項に基づき広域図を複製利用する場合は 、 別途乙の許諾を得るものとし 、

ZNETTOWNを利用する場合は 、 本協定添付別紙のZNETTOWN利用約款に記載の条件に従
うものとする。

（情報交換）
第6条 甲及び乙は 、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し 、

災害時に備えるものとする。

（有効期間）
第7条 本協定の有効期間は 、 本協定末尾記載の締結日から1 年間とする。 但し、 当該有効期間満

了の3ヶ月前までに当事 者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協
定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、 以後も同様とする。

（協 議）
第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には 、 両当事 者は誠意を

もって協議し解決に努めるものとする。

以上、 本協定の成立を証するため、 本書2通を作成し、 甲乙それぞれ記名押印のうえ各1通を保
有する。

平成 21年 2 月 2-0日

甲）徳島県美馬市穴吹町穴吹字九反地
5番地
美馬市長 藤田 元治

-
3
 

｀
し

J
 

乙）香川県高松市上福岡町816番1号
株式会社ゼンリン四国エリア統括部/
統括部長 若林 康司

し
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【添付別紙】
ZNETTOWN利用約款

（定 義）
第1条 本約款で次の各号に掲げる用語は 、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとします。

(1) 「ID等」
本サー ビスを利用するための認証 ID及びパスワー ドをいいます。

(2 ) 「アクセス権者」
対象機器を使用する甲の職員であり、 かつ、 ID等を使って本システムにアクセスする者を

いいます。

(3) 「対象機器」
甲の庁内LANに接続された端末機器及び庁内業務での利用に限った端末機器をいいます。

(4) 「本サービス」
乙がアクセス権者からの要求に応じて本システムから対象機器に対して本デー タ を送信す

るサービスをいいます。
(5) 「本システム」

本サービスを提供するための乙が第三者に管理・運用を委託するWWW サーバ 、 回線、 周
辺機器等の一連のシステムをいいます。

(6) 「本デー タ 」
本サー ビスにおいて乙から提供される住宅地図デー タ 、 道路地図デー タ 、 別記デー タ 、 一

般種アイコン、 その他各種デー タ をいいます。

（本約款の適用）
第2条 本約款は 、 本協定書の内容の一部を構成するものとし 、 本サー ビスを甲が利用することに

関する一切に遥用されるものとします。

（本サー ビスの内容）
第3条 乙は 、 本サー ビスの内容を任意に、 甲に事前通知することなく変更することができるもの

とします。

（本サー ビスの中断・中止）
第4条 乙は 、 本サー ビスの改善などの理由により、 甲に対する事前の通知なく本サー ビス内容の

変更、 追加、 削除を行うことができるものとします。
2 乙は 、 乙の事情により本サービスを中止する場合は 、 甲に事前に通知するものとします。
3 乙は 、 甲が本約款に違反したときは 、 事前の催告を要することなく、 本サー ビスの提供を中止

することができるものとします。

（本デー タ の使用許諾）
第5条 乙は、 甲に対して、 本デー タ について、 以下の権利を非独占的に許諾します。

(1 )  対象機器上で閲覧すること。
(2 ) 本サー ビスにおいて予め備えられた機能を用いて、 対象機器にPDF形式でダウンロー ドし、

当該ダウンロー ドした対象機器に保存し、 当該保存した本デー タ を甲の防災業務内で使用す
ること。

(3) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、 前号所定の対象機器が設置された部署
内における防災業務の目的において紙媒体に印刷出力すること （本号に基づき印刷出力した
本デー タ を以下 「印刷地図」という。 ） 。

（甲の遵守事項）
第6条 甲は 、 以下の事項を遵守するものとします。
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(1) アクセス権者に限り、 乙に本デー タ の送信を求めさせること。
(2) ID等を、 善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、 第三者に使用又は利用

させないこと。
(3) 乙の指定する利用環境を確保・維持すること。

(4) 本条第(1)号のために、 アクセス権者の認証にあたり、 その仕組み、 システム等について現
時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。

(5) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、 本デー タ の一部でも複製、 加工、 改変、 出力、
抽出、 転記、 送信その他の使用及び利用をしないこと。

(6) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、 本デー タ （形態の如何を問わず、 その全部又は
一部の複製物、 出力物、 抽出物その他の利用物を含む。 ）の一部でも有償無償を間わず、 又
は譲渡・使用許諾、 送信その他いかなる方法によっても第三者に使用させないこと。

(7) 本デー タ を印刷出力するにあたり以下の事項を遵守すること。 但し、 事前に乙の許諾を得
た場合はこの限りではないものとします。
イ） 印刷地図を第5条第(3)号所定の目的以外の目的で使用又は利用しないこと。
ロ ） 乙の指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。

ハ） 印刷地図を製本、 冊子、 ファイ リング等のまとめた形態又は印刷地図同士を貼り合わ
せた形態にして使用及び利用しないこと。

二） 印刷地図を第三者に配布しないこと。

ホ） 印刷地図のサイズはA3判以下とすること。
(8) 本サービスの利用状況の記録 （対象機器の台数、 設置場所、 アクセス権者の数等）を作成

し、 かつ、 乙が要請した場合には、 これを閲覧又はコピーさせること。

（不保証及び免責）
第7条 乙は、 本サー ビス又は本デー タ が完全性、正確性、 非侵害等を有することを保証するもの

ではないものとします。
2 乙は、甲の本サービスの利用に伴い、 甲又は第三者が被った損害について免責されるものとし

ます。

（権利の帰属）
第8条 本サー ビス及び本デー タ に関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属

するものとします。

（その他）
第9条 甲は、 乙の書面による事前の承諾なくして、 本約款に基づく本サー ビスの利用権を他に譲

渡し又は担保に供してはならないものとします。

以 上
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「災害時における地図製品等の供給等に関する協定」細目

1. 趣旨
本細目は、 美馬市 （以下「甲」という。 ）と株式会社ゼンリン（以下 「乙」という。 ）が締結して
いる「災害時における地図製品等の供給等に関する協定書」に基づき、 地図の数量や提供数 、 連絡
先について定めるものである。
また必要に応じて順次修正をおこなうものとする。

2. 貸与する地図製品等の詳細
←地図製品の名称 1 詳細 数量

住宅地図
広域図
ZNETTOWN 三五［［三三三理室利用 閲覧地区美馬市 1 〗〗

3. 甲及び乙の連絡先
甲乙間の連絡は原則として、 以 下に記載の連絡先を窓口として行われるものとする。

甲 連絡先 1 企画総務部危機管理室 住所：美馬市穴吹町穴吹字九反地 5

番地
電話： 0883·52·1677 

: 0883·52·1212 ( 代表）
FAX: 0883-52-5758 

連絡先 2 空白 住所：
電話：
FAX: 

乙 連絡先 1 第一事 業本部 四国エリ ア統括部 住所：高松市上福岡町 816 番 1 号
電話：087·837·3610 

FAX: 087-837·4638 

連絡先 2 第一事 業本部 四国エリ ア統括部 住所：徳島市幸町 1 番 44 号
徳島サービスセンター 徳島フコク生命ビル lF

電話： 088·622·1308 

FAX: 088·626·3606 

以 上
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04 医療・救援 
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05 支援等 

 

 

 

 

 

 

《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

281



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

282



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

283



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

284



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

285



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

286



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

287



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

288



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

289



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

290



《美馬市地域防災計画（資料編）　第１３　協定等に関する資料》

291



 

 

06 物資 
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災害時における物資供給に関する協定書

美馬市（以下「甲」という。）とNPO 法人コメリ災害対策センター （以下「乙」という。）

は、 災害時における物資の供給に関し、 次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第1条 この協定は、 地震、 風水害その他の災害が発生し、 又は発生するおそれがある場

合（以下「災害時」という。）において、 甲が乙と協力して、 物資を迅速かつ円滑に被災

地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。

（協定事項の発効）

第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、 原則として甲が、 災害対策本部を設置し、

乙に対して要請を行ったときをもって発動する。

（供給等の協力要請）

第3条 甲は、 災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、 乙に調達が可

能な物資の供給を要請することができる。

（調達物資の範囲）

第4条 甲が、 乙に供給を要請する物資の範囲は、 次に掲げるもののうち 、 乙が調達可能

な物資とする。

(1) 別表に掲げる物資

(2) その他甲が指定する物資

（要請の方法）

第5条 第3条の要請は、 調達する物資名、 数量、 規格、 引渡場所等を記載した文書をも

って行うものとする。 ただし、 文書をもって要請するいとまがないときは、 電話等で要

請し、 その後速やかに文書を交付するものとする。

（物資の供給の協力）

第6条 乙は、 前条の規定により甲から要請を受けたときは、 物資の優先供給に努めるも

のとする。

2 乙は、 物資の供給を実施したときは、 その供給の終了後速やかにその実施状況を報告

書により甲に報告するものとする。

（引渡し等）

第7条 物資の引渡場所は、 甲が指定するものとし、 その指定地までの運搬は、 原則とし

て乙が行うものとする。 ただし、 乙が自ら運搬することができない場合は、 甲が定める

輸送手段により運搬するものとする。

2 甲は、 乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配

慮するものとする。
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（費用の負担）

第8条 第6条の規定により、 乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、

甲が負担するものとする。

2 前項に規定する費用は、 災害発生直前における小売価格等を基準とし、 甲と乙が協

議の上速やかに決定する。

（費用の支払い）

第9条 物資の供給に要した費用は、 乙の請求により、 甲が支払うものとする。

2 甲は、 前項の請求があったときは、 その内容を確認し、 速やかに費用を乙に支払うも

のとする。

（情報交換）

第10条 甲と乙は、 平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を

行い、 災害時に備えるものとする。

（協議）

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、 甲乙協議の上

決定するものとする。

（有効期間）

第12条 この協定は、 協定締結の日から効力を有するものとし、 甲又は乙が文書をもって

協定の終了を通知しない限り、 その効力を有するものとする。

この協定の成立を証するため、 本書 2 通を作成し、 甲乙記名押印の上 、 各自1通を保有

する。

平成?9年 2 月 I 3 日

甲

新潟県新潟市南区清水4 5 0 1番地1

乙 NPO法人 コメリ災害対策センター

理事長 捧 雄 一 郎
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別表
災害時における緊急対応可能な物資

大分類
作業関係

日用品等

水関係

冷暖房機器等

電気用品等

トイレ関係等

主な品種
作業シート、 標識ロープ、

ヘルメット、 防塵マスク 、 簡易マスク 、

長靴、軍手、 ゴム手袋、 皮手袋、

雨具、士のう袋、 ガラ袋、

スコップ、 ホースリール

毛布、タオル、
訊箸、使い捨て食器、

ホリ袋、ホイル 、 ラップ、
ウェットティシュ 、 マスク 、 衛生用ポリ手袋（使い捨て）
バケツ、水モップ、 デッキブラシ、 雑巾、

簡易ライター
、 使い捨てカイロ

飲料水（ペットボトル） 、 生活用水用ポリタンク

大型石油ストープ、 木炭、木炭コンロ

投光器、懐中電灯、 乾電池、

カセットコンロ 、 カセットボンベ

救急ミニトイレ
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07 避難 
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08 施設応急復旧 
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09 災害廃棄物 
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第１４ 条例・要綱等に関する資料 

 

１ 美馬市災害対策本部条例 

 

美馬市災害対策本部条例 

 

平成１７年３月１日 

条例第１７号 

 

(趣旨) 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223号)第 23条の 2第 8項の規定

に基づき、美馬市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(組織) 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、

その職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

 

(部及び班) 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部及び班を置くことが

できる。 

２ 部及び班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を、班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部副本部長又は

災害対策本部本部員がこれに当たる。 

４ 部長は部の事務を、班長は班の事務を掌理する。 

 

(雑則) 

第４条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部

長が定める。 

 

附 則 

この条例は、平成１７年３月１日から施行する。 

附 則(平成２４年９月２８日条例第３４号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(令和３年３月１８日条例第４号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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２ 美馬市防災会議条例 

 

美馬市防災会議条例 

平成１７年３月１日 

条例第１６号 

 

(趣旨) 

第１条 この条例は、災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)第１６条第６項の規定

に基づき、美馬市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるもの

とする。 

 

(所掌事務) 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 美馬市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 水防法(昭和２４年法律第１９３号)第３３条に規定する水防計画を作成し、及びそ

の実施を推進すること。 

(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(4) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事

務 

 

(会長及び委員) 

第３条 防災会議は、会長及び委員４０人以内で組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 

(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が任命する者 

(3) 県の職員のうちから市長が任命する者 

(4) 県警察の警察官のうちから市長が任命する者 

(5) 市長が市の職員のうちから指名する者 

(6) 教育長 

(7) 消防長及び消防団長 

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 

６ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間と

する。 

７ 前項の委員は、再任されることができる。 
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(専門委員) 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職

員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 

(議事等) 

第５条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な

事項は、会長が防災会議に諮って定める。 

 

附 則 

この条例は、平成１７年３月１日から施行する。 

 

附 則(平成２４年９月２８日条例第３４号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(令和３年３月１８日条例第３号) 

(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

(美馬市水防協議会条例の廃止) 

２ 美馬市水防協議会条例(平成１７年美馬市条例第１８号)は、廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



《美馬市地域防災計画（資料編）  第１４ 条例・要綱等に関する資料》 

372 

３ 美馬市防災会議構成員名簿 

No 区 分 職        名 条  例  区  分 

１ 会 長 美馬市長 第３条第２項 

２ 

委 員 

国土交通省四国地方整備局 

徳島河川国道事務所 

徳島国道出張所長 

指定地方行政機関の職員 

（第３条第５項第１号） 

３ 吉野川美馬出張所長 

４ 吉野川貞光出張所長 

５ 気象庁徳島地方気象台 次長 

６ 防衛省第１４旅団 第１５即応機動連隊火力支援中隊長 陸上自衛官（第３条第５項第２号）  

７ 

徳島県西部総合県民局 

地域創生観光部長 

県の職員（第３条第５項第３号） 

８ 保健福祉環境部長 

９ 農林水産部長 

10 県土整備部長 

11 美馬保健所長 

12 美馬警察署長 警察官（第３条第５項第４号） 

13 

美 馬 市 

副市長 
市の職員（第３条第５項第５号） 

14 副市長 

15 教育長 教育長（第３条第５項第６号） 

16 消防本部消防長 消防長（第３条第５項第７号） 

17 企画総務部長 

市の職員（第３条第５項第５号） 

18 保険福祉部長 

19 市民環境部長 

20 経済部長 

21 建設部長 

22 水道部長 

23 副教育長 

24 議会事務局長 

25 美馬市消防団長 消防団長（第３条第５項第７号） 

26 
美馬西部消防組合 

消防本部消防長 消 防 長（第３条第５項第７号） 

27 消防団長 消防団長（第３条第５項第７号） 

28 美馬市自主防災組織連絡協議会長 自主防（第３条第５項第９号） 

29 美馬市医師会長 

学識経験者（第３条第５項第 9号） 30 美馬市社会福祉協議会長 

31 美馬市防災士連絡会長 

32 四国電力送配電株式会社池田支社長 指定公共機関の職員 

（第３条第５項第８号） 33 四国旅客鉄道株式会社穴吹駅長 
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４ 災害による美馬市税の減免に関する規則 

 

災害による美馬市税の減免に関する規則 

 

令和２年８月１８日 

規則第４５号 

 

(趣旨) 

第１条 この規則は、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下、「災害」と

いう。)による被害を受けた者(以下「被災者」という。)に対する個人の市民税、固定資産

税及び国民健康保険税の減免について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

 

(市民税の減免) 

第２条 災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当する

こととなった場合においては、当該年度分の市民税のうち災害を受けた日以後の納期に係

る税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。 

事 由 軽減又は免除の割合 

死亡した場合 全部 

生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)の規定によ

る生活扶助を受けることとなった場合 
全部 

障害者(地方税法(昭和２５年法律第２２６号。以下

「法」という。)第２９２条第１項第１０号に規定す

る障害者をいう。)となった場合 

１０分の９ 

２ 被災者が自己又はその扶養親族(法第２９２条第１項第７号に規定する同一生計配偶

者及び同項第９号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害に

より受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、そ

の住宅又は家財の価格の１０分の３以上であるもので、前年中の同項第１３号に規定する

合計所得金額(法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、

法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第３４条第

４項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第３１４条の２の規定の適用がある場合には、そ

の適用前の金額とする。)、法附則第３５条第５項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第

３１４条の２の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第３５条

の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第３５条の４第４項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が 1、000

万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。 

合計所得金額 

軽減又は免除の割合 

損害の程度が 10分の 3以上

10分の 5未満のとき 

損害の程度が 10分の 5以上

のとき 
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500万円以下であるとき 2分の 1 全部 

750万円以下であるとき 4分の 1 2分の 1 

750万円を超えるとき 8分の 1 4分の 1 

 

(固定資産税の減免) 

第３条 災害により損害を受けた農地又は宅地が流失、水没又は崩壊等による作付不能又

は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定

資産税のうち、被害後の納期に係る税額について次の区分により軽減し、又は免除するこ

とができる。 

損害の程度 軽減又は免除の割合 

被害面積が当該土地の面積の 10分の 8以上であるとき 全部 

被害面積が当該土地の面積の 10分の 6以上 10分の 8未満であ

るとき 
10分の 8 

被害面積が当該土地の面積の 10分の 4以上 10分の 6未満であ

るとき 
10分の 6 

被害面積が当該土地の面積の 10分の 2以上 10分の 4未満であ

るとき 
10分の 4 

２ 災害により損害を受けた家屋が使用価値を減じた場合においては、当該家屋に対して

課する当該年度分の固定資産税のうち、被害後の納期に係る税額について、次の区分によ

り軽減し、又は免除することができる。 

損害の程度 軽減又は免除の割合 

全滅、流失、埋没、全焼等により家屋の原形をとどめないとき、

又は復旧不能のとき 
全部 

主要構造物が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該

家屋の価格の 10分の 6以上の価値を減じたとき 
10分の 8 

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を

著しく損じた場合で、当該家屋の価格の 10分の 4以上、10分

の 6未満の価値を減じたとき 

10分の 6 

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取

替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の 10分の 2以上、10

分の 4未満の価値を減じたとき 

10分の 4 

３ 災害により損害を受けた農地又は宅地以外の土地については第１項の、償却資産につ

いては前項の規定に準じて、当該土地又は償却資産に係る税額を軽減し、又は免除するこ

とができる。 

４ 市長は特に必要があると認めたときは、災害を受けた日の属する年度の次年度分の固

定資産税についても前３項の規定を適用することができる。 

 

(国民健康保険税の減免) 

第４条 災害により世帯主又はその世帯に属する被保険者が所有しその居住に供する家屋

又は家財につき、災害により受けた損害の金額が、その住宅又は家財の価格の 10分の 3以
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上であるもので、世帯主及び被保険者の前年中の合計所得金額が 1、000万円以下である者

に対しては、当該年度分の国民健康保険税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額

について、第２条第２項に掲げる表により、減額し、又は免除することができる。 

 

(減免の申請) 

第５条 この規則の規定により市税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載

した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。ただし、著しい災害を受けたもので市長が特に必要と認める者については、申

請書を提出しない場合においても減免することができる。 

(1) 納税義務者の氏名及び住所 

(2) 減免を受けようとする事由及び被害の状況 

(3) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格 

(4) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格 

(5) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格 

 

(減免の決定) 

第６条 市長は、前条の規定による減免申請書の提出があったときは、審査の上、減免の

可否を決定するものとする。 

 

(減免の取消し) 

第７条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により市税の減免を受けた者がある場合に

おいては、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  
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５ 美馬市災害弔慰金の支給等に関する条例 

 

美馬市災害弔慰金の支給等に関する条例 

 

平成１７年３月１日 

条例第１１０号 

 

目次 

第１章 総則(第１条・第２条) 

第２章 災害弔慰金(第３条―第８条) 

第３章 災害障害見舞金の支給(第９条―第１１条) 

第４章 災害援護資金の貸付け(第１２条―第１５条) 

第５章 雑則(第１６条) 

附則 

 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和４８年法律第８２号。以下

「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和４８年政令第３７４号。

以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族

に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体の著しい障害を受けた市

民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対

する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的

とする。 

 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に掲げるところに

よる。 

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象により

被害が生ずることをいう。 

(2)  市民 災害により被害を受けた当時、この市の区域内に住所を有した者をいう。 

 

第２章 災害弔慰金 

(災害弔慰金の支給) 

第３条 市民が、令第１条の規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」とい

う。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、市長は、災害弔慰金の支給を行うもの

とする。 

 

(災害弔慰金を支給する遺族) 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第 3条第 2項の遺族の範囲とし、その順
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位は次に掲げるとおりとする。 

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉

妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。 

(2)  前号の場合において同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

ア 配偶者 

イ 子 

ウ 父母 

エ 孫 

オ 祖父母 

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって

兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生

計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。 

２ 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、

同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父

母を先にし、実父母を後にする。 

３ 遺族が遠隔地にある場合、その他の事情により前２項の規定により難いときは、前２

項の規定にかかわらず、第１項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することがで

きる。 

４ 前３項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上ある

ときは、その１人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。 

 

(災害弔慰金の額) 

第５条 災害により死亡した者１人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時に

おいてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維

持していた場合にあっては 500万円とし、その他の場合にあっては 250万円とする。ただ

し、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受け

ている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

 

(死亡の推定) 

第６条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第４条

の規定によるものとする。 

 

(支給の制限) 

第７条 弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。 

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

(2) 令第２条に規定する場合 

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったこと、その他の特別の事情があるた

め、市長が支給を不適当と認めた場合 
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(支給の手続) 

第８条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定める

ところにより支給を行うものとする。 

２ 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めるこ

とができる。 

 

第３章 災害障害見舞金の支給 

(災害障害見舞金の支給) 

第９条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定

したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」

という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

 

(災害障害見舞金の額) 

第１０条 障害者１人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、

又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあ

っては 250万円とし、その他の場合にあっては 125万円とする。 

 

(準用規定) 

第１１条 第７条及び第８条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

 

第４章 災害援護資金の貸付け 

(災害援護資金の貸付け) 

第１２条 市は、令第３条に掲げる災害により、法第１０条第１項各号に掲げる被害を受

けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立直しに資するため、災害援護資金の貸

付けを行うものとする。 

２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第１０条第１項に規定する要件に該当する

ものでなければならない。 

 

(災害援護資金の限度額等) 

第１３条 災害援護資金の１災害における１世帯当たりの貸付け限度額は、災害による当

該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。 

(1) 療養に要する期間がおおむね１月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」と

いう。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね３分の１以上である損害

(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円 

ウ 住居が半壊した場合 270万円 

エ 住居が全壊した場合 350万円 

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円 
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イ 住居が半壊した場合 170万円 

ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円 

エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350万円 

(3) 第１号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際しその

住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には「270万円」

とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあ

るのは「350万円」と読み替えるものとする。 

２ 災害援護資金の償還期間は１０年とし、据置期間はそのうち３年(令第７条第２項括弧

書の場合は５年)とする。 

 

(保証人及び利率) 

第１４条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。 

２ 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据

置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き、年 1.5パーセン

トとする。 

３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するもの

とし、その保証債務は、令第９条の違約金を包含するものとする。 

 

(償還等) 

第１５条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、い

つでも繰上償還をすることができる。 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第１３条、

第１４条第１項及び第１６条並びに令第８条、第９条及び第１２条の規定によるものとす

る。 

 

第５章 雑則 

(委任) 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成１７年３月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和４

９年脇町条例第１４号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和４９年美馬町条例第２８

号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和４９年穴吹町条例第２６号)又は木屋平村災害

弔慰金の支給等に関する条例(昭和６２年木屋平村条例第６号)の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成３０年３月１３日条例第１１号) 
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この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成３１年３月２０日条例第１０号) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例による改正後の第１４条及び第１５条第３項の規定は、この条例の施行の日

以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについ

て適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の

貸付けについては、なお従前の例による。 

附 則(令和２年３月１８日条例第９号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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６ 美馬市災害見舞金の支給等に関する要綱 

 

美馬市災害見舞金の支給等に関する要綱 

 

平成３１年３月２０日 

告示第５２号 

 

(趣旨) 

第１条 この告示は、本市区域内で発生した災害により市民が被害を受けたとき、災害救

助法(昭和２２年法律第１１８号。以下「法」という。)の適用を受けない被災者に対して

市が支給する見舞金に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(定義) 

第２条  

この告示において各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。 

(1) 災害 風水害、地震等の自然災害及び火災をいう。 

(2) 住家 世帯の構成員が常時起居している建物をいう。 

(3) 市民 本市に現に居住し、住民基本台帳に記録されている者をいう。 

 

(支給対象) 

第３条 次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金をその被災世帯の世帯主又はその

遺族に支給するものとする。 

(1) 災害による死亡又は生死不明 

(2) 風水害、地震等の自然災害による住家の全壊、半壊、流失又は床上浸水 

(3) 火災による住家の全焼又は半焼 

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの 

 

(見舞金) 

第４条 見舞金の額は、次の表のとおりとする。 

種  別 支 給 区 分 金  額 

市  民 死亡又は生死不明 50、000円 

住  家 
全壊、流失及び全焼 30、000円 

半壊、床上浸水及び半焼 10、000円 

そ の 他 市長が特に必要と認めるもの 10、000円 

２ 前項の見舞金の支給は、災害の種別により重複を認めるものとする。 

 

(支給制限) 

第５条 市長は、法の適用を受けた場合、美馬市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成１

７年美馬市条例第１１０号)の規定により災害弔慰金等の支給を受けた場合又は災害が被

災者の故意若しくは重大な過失によるものである場合は、見舞金を支給しない。 
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(判定基準) 

第６条 支給区分の判定基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、判定基準により難い

場合は、警察署、消防署等の関係機関の意見を聴いて市長が決定するものとする。 

(1) 全壊、流失及び全焼 住家の損壊等の床面積が延べ床面積の 70％以上に達し、補修

による再使用が困難なもの 

(2)  半壊及び半焼 住家の損壊等の床面積が延べ床面積の 20％以上 70％未満で補修に

よる再使用できる程度の被害のもの 

 

(その他) 

第７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 
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７ 指定各機関 

機 関 区 分 該 当 機 関 

指 定 行 政 機 関 

（災害対策基本法第 2 条第 3 号） 

【平成 12 年 12 月 15 日総理府告示第 62 号】 

内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、消防庁、法務省、外務

省、財務省、文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、資源エネル

ギー庁、中小企業庁、国土交通省、国土地理院、気象庁、海上保安庁、環境省、原子力

規制委員会、防衛省 

指定地方行政機関 

（災害対策基本法第 2 条第 4 号） 

【平成 27 年 4 月 1 日内閣府告示第 52 号】 

沖縄総合事務局、管区警察局、総合通信局、沖縄総合通信事務所、財務局、地方厚生局、

都道府県労働局、地方農政局、北海道農政事務所、森林管理局、経済産業局、産業保安

監督部、那覇産業保安監督事務所、地方整備局、北海道開発局、地方運輸局、地方航空

局、地方測量部及び沖縄支所、管区気象台、沖縄気象台、管区海上保安本部、地方環境

事務所、地方防衛局 

指 定 公 共 機 関 

（災害対策基本法第 2 条第 5 号）  

【令和 2 年 4 月 1 日付内閣府告示第 28号】 

国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人

地域医療機能推進機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究

開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法

人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術

研究所、独立行政法人水資源機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本高速

道路保有・債務返済機構、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会、電力広域的運営推

進機関、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、

西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、成

田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社、中部国際空港株式会社、北海道旅客鉄

道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会

社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、日本電信

電話株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、日本郵便株式会社、

東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社、東邦瓦斯株式会社、西部瓦斯株式会社、岩谷産

業株式会社、アストモスエネルギー株式会社、株式会社ジャパンガスエナジー、ENEOS

グローブ株式会社、ジクシス株式会社、出光興産株式会社、太陽石油株式会社、コスモ

石油株式会社、富士石油株式会社、ＪＸＴＧエネルギー株式会社、日本通運株式会社、

福山通運株式会社、佐川急便株式会社、ヤマト運輸株式会社、西濃運輸株式会社、北海

道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力株式会社、東北電力ネッ

トワーク株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、東京電力リニューアブルパワ

ー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、

北陸電力株式会社、北陸電力送配電株式会社、中部電力株式会社、中部電力パワーグリ

ッド株式会社、中部電力ミライズ株式会社、関西電力株式会社、関西電力送配電株式会

社、中国電力株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力株式会社、四国電力

送配電株式会社、九州電力株式会社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株式会社、株

式会社 JERA、電源開発株式会社、電源開発送変電ネットワーク株式会社、日本原子力

発電株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ、エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケーションズ株式会社、ソフトバンク株式会社、輸出入・港湾関連情報処理センター

株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、イオン株式会社、ユニー株式会社、株式会社セブ

ン‐イレブン・ジャパン、株式会社ローソン、株式会社ファミリーマート、株式会社セ

ブン＆アイ・ホールディングス、公益社団法人全日本トラック協会、一般社団法人全国

建設業協会、公益社団法人日本医師会、一般社団法人日本建設業連合会、一般社団法人

全国中小建設業協会 

指定地方公共機関 

（災害対策基本法第 2 条第 6 号）  

【平成 30年 6月12日徳島県告示第 418号】  

四国ガス株式会社徳島支店、徳島通運株式会社、四国放送株式会社、社団法人徳島新聞

社、板名用水土地改良区、吉野川土地改良区、那賀川南岸土地改良区、一般社団法人徳

島県医師会、株式会社エフエム徳島、一般社団法人徳島県エルピーガス協会、阿佐海岸

鉄道株式会社、社会福祉法人徳島県社会福祉協議会、一般社団法人徳島県バス協会、一

般社団法人徳島県トラック協会、公益社団法人徳島県看護協会、一般社団法人徳島県助

産師会、一般社団法人徳島県歯科医師会、一般社団法人徳島県建設業協会 
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第１５ その他 

 

１ 火災・災害等即報要領（消防庁長官） 

 

火災・災害等即報要領 

 

昭 和 ５ ９ 年 １ ０ 月 １ ５ 日 

消防災第２６７号消防庁長官 

 

最終改正：令和５年５月消防応第５５号 

 

第１ 総 則 

１ 趣 旨 

この要領は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第４０条の規定に基づき消

防庁長官が求める消防関係報告のうち、火災・災害等に関する即報について、その形

式及び方法を定めるものとする。 

（参考） 

消防組織法第４０条 

消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法によ 

り消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。 

 

 ２ 火災・災害等の定義 

「火災・災害等」とは、火災・災害及びその他の事故をいう。 

なお、本要領における用語の定義については、本要領に特別の定めのない限り、「火

災報告取扱要領（平成６年４月２１日付け消防災第１００号）」、「災害報告取扱要領（昭 

和４５年４月１０日付け消防防第２４６号）」、「救急事故等報告要領（平成６年１０月 

１７日付け消防救第１５８号）」の定めるところによる。 

 

３ 報告手続 

 (1) 「第２ 即報基準」に該当する火災又は事故（(1)において「火災等」という。）

が発生した場合には、当該火災等が発生した地域の属する市町村（当該市町村が消

防の事務を処理する一部事務組合又は広域連合の構成市町村である場合は、当該一

部事務組合又は広域連合を含む。以下第１から第３までにおいて同じ。）は、火災等

に関する即報を都道府県を通じて行うものとする。 

   ただし、２以上の市町村にまたがって火災等が発生した場合又は火災等が発生し 

た地域の属する市町村と当該火災等について主として応急措置（火災の防御、救急

業務、救助活動、事故の処理等）を行った市町村が異なる場合には、当該火災等に

ついて主として応急措置を行った市町村又はこれらの火災等があったことについて
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報告を受けた市町村が都道府県を通じて行うものとする。 

(2) 「第２ 即報基準」に該当する災害が発生した場合（災害が発生するおそれが著

しく大きい場合を含む。以下同じ。）には、当該災害が発生し、又はそのおそれがあ

る地域の属する市町村は、災害に関する即報について都道府県に報告をするものと

する。 

(3) 「第２ 即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、都道府県は、

市町村からの報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報

について消防庁に報告をするものとする。 

(4) 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等が発生した場合には、市町村は、 

第１報を都道府県に加え、消防庁に対しても報告をするものとする。この場合にお

いて、消防庁長官から要請があった場合については、市町村は、第１報後の報告を

引き続き消防庁に対しても行うものとする。 

(5) 市町村は、報告すべき火災・災害等を覚知したときは、迅速性を最優先として可

能な限り早く（原則として、覚知後３０分以内）、分かる範囲でその第１報の報告を

するものとし、以後、各即報様式に定める事項について、判明したもののうちから

逐次報告をするものとする。都道府県は、市町村からの報告を入手後速やかに消防

庁に対して報告を行うとともに、市町村からの報告を待たずして情報を入手したと

きには、直ちに消防庁に対して報告を行うものとする。 

 

４ 報告方法及び様式 

火災・災害等の即報に当たっては、原則として(1)の区分に応じた様式により、電子

メールで報告をするものとする。 

ただし、電子メールが使用不能になるなど当該方法による報告ができない場合には、

迅速性を最優先とし、電話等通信可能な方法による報告に代えることができるものと

する。 

また、第１報後の報告については、各様式で報告が求められている項目が記載され

た既存資料（地方公共団体が独自に作成した資料や災害対策本部会議で使用された資

料など）による報告に代えることができるものとする。 

なお、画像情報を送信することができる地方公共団体は(2)により被害状況等の画像

情報の送信を行うものとする。 

 (1) 様式 

ア 火災等即報・・・・・第１号様式及び第２号様式 

  火災及び特定の事故（火災の発生を伴うものを含む。）を対象とする。 

  特定の事故とは、石油コンビナート等特別防災区域内の事故、危険物等に係る

事故、原子力災害及び可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故とする。 

  なお、火災（特定の事故を除く。）については第１号様式、特定の事故について

は第２号様式により報告をすること。 

イ 救急・救助事故・武力攻撃災害等即報・・・・・第３号様式 

  救急事故及び救助事故並びに武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害を対

象とする。なお、火災等即報を行うべき火災及び特定の事故に起因して生じた救
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急 事故等については、第３号様式による報告を省略することができる。ただし、

消防庁長官から特に求められたものについては、この限りではない。 

ウ 災害即報・・・・・第４号様式 

  災害を対象とする。なお、災害に起因して生じた火災又は事故については、ア

火災等即報、イ 救急・救助事故等即報を省略することができる。ただし、消防

庁長官から特に求められたものについては、この限りではない。 

(2) 画像情報の送信 

    地域衛星通信ネットワーク等を活用して画像情報を送信することができる地方公

共団体（応援団体を含む。）は、原則として次の基準に該当する火災・災害等が発生

したときは、高所監視カメラ、ヘリコプターテレビ電送システム、衛星地球局等を

用いて速やかに被害状況等の画像情報を送信するものとする。 

   ア 「第３ 直接即報基準」に該当する火災・災害等 

   イ 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な火災・災害 

等 

   ウ 報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響が高い火災・災害等 

（テレビのニュース速報のテロップ又はテレビ・新聞等のマスコミの全国版のニ 

ュースにて報道される火災・災害等をいう。以下同じ。） 

   エ 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの 

 

５ 報告に際しての留意事項 

 (1) 都道府県又は市町村は、「第２ 即報基準」又は「第３ 直接即報基準」に該当す 

る火災・災害等か判断に迷う場合には、できる限り広く報告をするものとする。 

(2) 都道府県又は市町村は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困 

難な火災・災害等が発生したときは、速やかにその規模を把握するための概括的な

情報の収集に特に配意し、迅速な報告に努めるものとする。 

    また、都道府県は、通信手段の途絶等が発生し、区域内の市町村が報告を行うこ

とが十分にできないと判断する場合等にあっては、調査のための職員派遣、ヘリコ

プター等の機材や各種通信手段の効果的活用等、あらゆる手段を尽くして、被害情

報等の把握に努めるものとする。 

(3) 都道府県は、被害状況等の把握に当たって、当該都道府県の警察本部等関係機関

と密接な連携を保つものとする。 

特に、人的被害の数（死者・行方不明者）については、都道府県が一元的に集約、 

調整を行うものとする。その際、都道府県は、関係機関が把握している人的被害の

数について積極的に収集し、当該情報が得られた際は、関係機関と連携のもと、整

理・突合・精査を行い、直ちに消防庁へ報告をするものとする。 

(4) 市町村は、都道府県に報告をすることができない場合には、一時的に報告先を消

防庁に変更するものとする。この場合において、都道府県と連絡がとれるようにな

った後は、都道府県に報告をするものとする。 

(5) 上記(1)から(4)にかかわらず、災害等により消防機関への通報が殺到した場合に 

は、市町村はその状況を直ちに消防庁及び都道府県に対し報告をするものとする。 
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第２ 即報基準 

火災・災害等即報を報告すべき火災・災害等は次のとおりとする。 

１ 火災等即報 

 (1) 一般基準 

火災等即報については、次のような人的被害を生じた火災及び事故（該当するお

それがある場合を含む。）等について報告をすること。 

ア 死者が３人以上生じたもの 

イ 死者及び負傷者の合計が１０人以上生じたもの 

ウ 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

(2) 個別基準 

次の火災及び事故については、上記(1)の一般基準に該当しないものにあっても、 

それぞれ各項に定める個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含

む。）について報告をすること。 

ア 火災 

(ア) 建物火災 

a 特定防火対象物で死者の発生した火災 

b 高層建築物の１１階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災 

で利用者等が避難したもの 

c 大使館・領事館及び国指定重要文化財の火災 d 特定違反対象物の火災 e 

建物焼損延べ面積３，０００平方メートル以上と推定される火災 

f 他の建築物への延焼が１０棟以上又は気象状況等から勘案して概ね１０棟 

以上になる見込みの火災 

g 損害額１億円以上と推定される火災 

 (イ) 林野火災 

a 焼損面積１０ヘクタール以上と推定されるもの 

b 空中消火を要請又は実施したもの 

c 住宅等へ延焼するおそれがあるもの 

(ウ) 交通機関の火災 

a 航空機火災 

b タンカー火災 

c 船舶火災であって社会的影響度が高いもの 

d トンネル内車両火災 

e 列車火災 

(エ) その他 

以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等 

（例示） 

・ 消火活動を著しく妨げる毒性ガスの放出を伴う火災 

イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

 (ア) 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故 

（例示） 
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・ 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う 

施設の火災又は爆発事故 

 (イ) 危険物、高圧ガス、毒性ガス等の漏えいで応急措置を必要とするもの 

 (ウ) 特定事業所内の火災（（ア)以外のもの。） 

ウ 危険物等に係る事故 

危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下「危険物等」という。） 

を貯蔵し、又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの 

（イの石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。） 

(ア) 死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの 

(イ) 負傷者が５名以上発生したもの 

(ウ) 周辺地域の住民等が避難行動を起こしたもの又は爆発により周辺の建物等に 

被害を及ぼしたもの 

(エ) ５００キロリットル以上のタンクの火災、爆発又は漏えい事故 

(オ) 海上、河川への危険物等流出事故 

(カ) 高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う火災・危険物等の漏えい 

事故 

エ 原子力災害等 

(ア) 原子力施設において、爆発又は火災の発生したもの及び放射性物質又は放射 

線の漏えいがあったもの 

(イ) 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生したもの及び核燃料物質等の

運搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの 

(ウ) 原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第１０条の規定によ

り、原子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長

にあったもの 

(エ) 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射 

線の漏えいがあったもの 

オ その他特定の事故 

可燃性ガス等の爆発、漏えい及び異臭等の事故であって、社会的に影響度が高い 

と認められるもの 

カ 消防職員及び消防団員の消火活動等に伴う重大事故 

(3) 社会的影響基準 

(1) 一般基準、(2) 個別基準に該当しない火災・事故であっても、報道機関に大き 

く取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること。 

 

２ 救急・救助事故即報 

救急・救助事故については、次に該当する事故（該当するおそれがある場合を含む。） 

について報告をすること。 

(1) 死者５人以上の救急事故 

(2) 死者及び負傷者の合計が１５人以上の救急事故 

(3) 要救助者が５人以上の救助事故 
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(4) 覚知から救助完了までの所要時間が５時間以上の救助事故 

(5) 消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故 

(6) 消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事故 

(7) 自衛隊に災害派遣を要請したもの 

(8) 上記(1)から(7)に該当しない救急・救助事故であっても、報道機関に大きく取り

上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故（社会的影響度が高いことが判明 

した時点での報告を含む。） 

（例示） 

  ・ 列車、航空機、船舶に係る救急・救助事故 

 ・ バスの転落による救急・救助事故 

 ・ ハイジャックによる救急・救助事故 

・ 不特定又は多数の者が利用する建築物及び遊戯施設における設備等において 

発生した救急・救助事故 

・ 全国的に流通している食品の摂取又は製品の利用による事故で、他の地域に

おいて同様の事案が発生する可能性があり、消費者安全の観点から把握される

べき救急・救助事故 

 

３ 武力攻撃災害等即報 

  武力攻撃災害等については、次の災害による火災・災害等（該当するおそれがある

場合を含む。）について報告をすること。 

 (1) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律

第１１２号。以下「国民保護法」という。）第２条第４項に規定する災害、すなわち、

武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質

の放出 その他の人的又は物的災害 

 (2) 国民保護法第１７２条第１項に規定する緊急対処事態における災害、すなわち、

武力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、

放射性物質の放出その他の人的又は物的災害 

 

４ 災害即報 

   災害即報については、次の基準に該当する災害（該当するおそれがある場合を含む。） 

について報告をすること。 

 (1) 一般基準 

ア 災害救助法の適用基準に合致するもの 

イ 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの 

ウ 災害が２都道府県以上にまたがるもので一の都道府県における被害は軽微であ 

っても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

エ 気象業務法第１３条の２に規定する大雨、津波、火山噴火等に係る特別警報が

発表されたもの 

オ 自衛隊に災害派遣を要請したもの 
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(2) 個別基準 

次の災害については(1)の一般基準に該当しないものにあっても、それぞれ各項に 

定める個別基準に該当するもの（該当するおそれがある場合を含む。）について報告 

をすること。 

ア 地震 

(ア) 当該都道府県又は市町村の区域内で震度５弱以上を記録したもの 

(イ) 人的被害又は住家被害を生じたもの 

イ 津波 

(ア) 津波警報又は津波注意報が発表されたもの 

(イ) 人的被害又は住家被害を生じたもの 

ウ 風水害 

(ア) 崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

(イ) 洪水、浸水、河川の溢水、堤防の決壊又は高潮等により、人的被害又は住家

被害を生じたもの 

(ウ) 強風、竜巻などの突風等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

エ 雪害 

(ア) 積雪、雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

(イ) 積雪、道路の凍結、雪崩等により、孤立集落を生じたもの 

オ 火山災害 

(ア) 噴火警報（火口周辺）が発表されたもの 

(イ) 火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

(3) 社会的影響基準 

(1) 一般基準、(2) 個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に大きく取 

り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合には報告をすること。 

 

第３ 直接即報基準 

市町村は、特に迅速に消防庁に報告すべき次の基準に該当する火災・災害等（該当

するおそれがある場合を含む。）については、直接消防庁に報告をするものとする。 

１ 火災等即報 

 (1) 交通機関の火災 

第２の１の(2）のアの(ウ）に同じ。 

(2) 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

第２の１の(2)のイの(ア)、(イ)に同じ。 

(3) 危険物等に係る事故（(2)の石油コンビナート等特別防災区域内の事故を除く。）  

ア 第２の１の（2）のウの(ア)、(イ)に同じ。 

イ 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設

内又は周辺で、５００平方メートル程度以上の区域に影響を与えたもの 

ウ 危険物等を貯蔵し、又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該

当するもの 

(ア) 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの 
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(イ) ５００キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等 

エ 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近 

住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの 

オ 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災 

(4) 原子力災害等 

第２の１の(2)のエに同じ。 

(5) ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災 

(6) 爆発、異臭等の事故であって、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度

が高いもの（武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含

む。） 

 

２ 救急・救助事故即報 

  死者及び負傷者の合計が１５人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの 

 (1) 列車、航空機、船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故 

 (2) バスの転落等による救急・救助事故 

 (3) ハイジャックによる救急・救助事故 

 (4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急・救助事故 

 (5) その他報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高いもの 

 

３ 武力攻撃災害等即報 

第２の３の(1)、(2)に同じ。 

 

４ 災害即報 

 (1) 地震が発生し、当該市町村の区域内で震度５強以上を記録したもの（被害の有無

を問わない。） 

 (2) 第２の４の(2)のイ、ウ及びオのうち、死者又は行方不明者が生じたもの 

 

第４ 記入要領 

第１号、第２号、第３号及び第４号様式の記入要領は、次に定めるもののほか、そ

れぞれの報告要領（「火災報告取扱要領」、「災害報告取扱要領」、「救急事故等報告要領」） 

の定めるところによる。 

 

＜火災等即報＞ 

１ 第１号様式（火災） 

 (1) 火災種別 

「火災種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

 (2) 消防活動状況 

   当該火災の発生した地域の消防機関の活動状況のほか、他の消防機関への応援要

請及び消防機関による応援活動の状況についても記入すること。 

 (3) 救急・救助活動状況 
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   報告時現在の救助活動の状況、救助人員の有無、傷病者の搬送状況等について記

入すること（消防機関等による応援活動の状況を含む。）。 

 (4) 災害対策本部等の設置状況 

   当該火災に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事

故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時を記入すること。 

(5) その他参考事項 

次の火災の場合には、「その他参考事項」欄に、各項に掲げる事項を併せ記入する 

こと。 

ア 死者３人以上生じた火災 

(ア) 死者を生じた建物等（建物、車両、船舶等をいう。アにおいて同じ。）の概要  

a 建物等の用途、構造及び周囲の状況 

b 建物等の消火設備、警報設備、避難設備、防火管理者の有無及びその管理

状況並びに予防査察の経過 

 (イ) 火災の状況 

 a 発見及び通報の状況 

 b 避難の状況 

 イ 建物火災で個別基準の e、f 又は g のいずれかに該当する火災 

 (ア) 発見及び通報の状況 

 (イ) 延焼拡大の理由 

 a 消防事情 

 b 都市構成 

 c 気象条件 

 d その他 

 (ウ) 焼損地域名及び主な焼損建物の名称 

 (エ) り災者の避難保護の状況 

 (オ) 都道府県及び市町村の応急対策の状況（他の地方公共団体の応援活動を含

む。） 

ウ 林野火災 

(ア) 火災概況（火勢、延焼の状況、住家への影響、避難の状況等） 

※ 必要に応じて図面を添付する。 

 (イ) 林野の植生 

 (ウ) 自衛隊の派遣要請、出動状況 

 (エ) 空中消火の実施状況（出動要請日時、消火活動日時、機種（所属）、機数等）  

エ 交通機関の火災 

 (ア) 車両、船舶、航空機等の概要 

 (イ) 焼損状況、焼損程度 
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２ 第２号様式（特定の事故） 

 (1) 事故名（表頭）及び事故種別 

特定の事故のうち、「事故名」及び「事故種別」の欄中、該当するものの記号を○ 

で囲むこと。 

  (2) 事業所名 

    「事業所名」は、「○○（株）○○工場」のように、事業所の名称のすべてを記入 

すること。 

 (3) 特別防災区域 

発災事業所が、石油コンビナート等災害防止法（昭和５０年法律第８４号。以下

この項において「法」という。）第２条第２号に規定する特別防災区域内に存する場

合のみ、当該地区名を記入すること。また、法第２条第４号に規定する第一種事業

所にあっては、「レイアウト第一種」、「第一種」のいずれかを、同条第５号に規定す

る第二種事業所は「第二種」を、その他の事業所は「その他」を○で囲むこと。 

(4) 覚知日時及び発見日時 

「覚知日時」は、消防機関が当該事故を覚知した日時を、「発見日時」は事業者が 

当該事故を発見した日時を記入すること。 

 (5) 物質の区分及び物質名 

事故の発端となった物質で、欄中、該当するものの記号を○で囲み、物質の化学

名を記入すること。なお、当該物質が消防法（昭和２３年法律第１８６号）で定め

る危険物である場合には、危険物の類別及び品名について記入すること。 

 (6) 施設の区分 

欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

(7) 施設の概要 「○○と××を原料とし、触媒を用いて＊＊製品を作る△△製造装置」

のように記入すること。なお、当該施設が危険物施設である場合には、危険物施設

の区分（製造所等の別）についても記入すること。 

(8) 事故の概要 

    事故発生に至る経緯、態様、被害の状況等を記入すること。 

 (9) 消防防災活動状況及び救急救助活動状況 

防災本部、消防機関及び自衛防災組織等の活動状況並びに都道府県又は市町村の 

応急対策の状況を記入すること。また、他の消防機関等への応援要請及び消防機関

等による応援活動の状況についても記入すること。 

 (10) 災害対策本部等の設置状況 

当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事

故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 

(11) その他参考事項 

以上のほか、特記すべき事項があれば、記入すること。 

（例） 

・ 自衛隊の派遣要請、出動状況 

 (12) 原子力災害等の場合 

ア 原子力災害等が発生するおそれがある場合には、「発生」を「発生のおそれ」に
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読み替えること。 

イ 原子力災害等による死傷者については、「負傷者」を「負傷者」、「被ばく者」、「汚 

染者」に区分して記入すること。 

ウ その他参考事項として、付近住民の避難、屋内避難及び安定ヨウ素剤服用の状況 

を記入するとともに、地域防災計画に「原子力発電所異常事態通報様式」等が定め 

られている場合には、当該通報の内容を併せて報告すること。 
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＜救急・救助事故・武力攻撃災害等即報＞ 

３ 第３号様式（救急・救助事故・武力攻撃災害等） 

 (1) 事故災害種別 

    「事故災害種別」の欄中、該当するものの記号を○で囲むこと。 

 (2) 事故等の概要 

「事故等の概要」は、発生した事故等の種別、概略、経過等を記入すること。 

 (3) 死傷者等 

ア 「死傷者等」には、急病人等を含む。 

イ 「不明」とは、行方不明等所在が判明しないものをいう。 

 (4) 救助活動の要否 

救助活動を要する又は要した事故であるか否かを記入すること。 

 (5) 要救護者数（見込） 

救助する必要がある者（行方不明者あるいは救助の要否が不明の者を含む。）で、 

未だ救助されていない者の数を記入すること。 

また、「救助人員」は、報告時点で救助が完了した者の数を記入すること。 

 (6) 消防・救急・救助活動状況 

出動した消防隊、救急隊、救助隊等（応援出動したものを含む。）について、所属 

消防本部名、隊の数、人員、出動車両数等を記入するとともに、傷病者の搬送状況

等活動の状況について記入すること。 

 (7) 災害対策本部等の設置状況 

当該事故に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、事

故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入すること。 

 (8) その他参考事項 

以上のほか、応急措置等について、特記すべき事項があれば記入すること。 

 （例） 

・ 都道府県、市町村、その他関係機関の活動状況 

・ 避難指示の発令状況 

・ 避難所の設置状況 

・ 自衛隊の派遣要請、出動状況 

・ ＮＢＣ検知結果（剤の種類、濃度等） 

・ 被害の要因（人為的なもの） 

不審物（爆発物）の有無 

立てこもりの状況（爆弾、銃器、人物等） 
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＜災害即報＞ 

４ 第４号様式 

 (1) 第４号様式（その１）（災害概況即報） 

災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合や災害の当初の段 

階で被害状況が十分把握できていない場合（例えば、地震時の第１報で、死傷者の

有無、火災、津波の発生の有無等を報告する場合）には、本様式を用いること。 

ア 災害の概況 

 (ア) 発生場所、発生日時 

当該災害が発生した具体的地名（地域名）及び日時を記入すること。 

 (イ) 災害種別概況 

  a 風水害については、降雨の状況及び河川のはん濫、溢水、崖崩れ、地すべ

り、土石流等の概況 

 b 地震については、地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、崖崩れ等の概 

況 

 c 雪害については、降雪の状況並びに雪崩、溢水等の概況 

 d 火山噴火については、噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の概 

況 

 e その他これらに類する災害の概況 

イ 被害の状況 

当該災害により生じた被害の状況について、判明している人的被害及び住家の 

被害に重点を置いて記入すること。 

１１９番通報の件数を記入する欄については、第３ 直接即報基準に該当する 

災害において、市町村から消防庁に直接報告をする際に記入すること。 

なお、１１９番通報件数については、災害対応の初動段階において、災害の規

模を推察する上で重要な情報となるため、集計が困難な場合は、入電の多寡につ 

いて可能な限り報告をすること。 

ウ 応急対策の状況 

 (ア) 当該災害に対して、災害対策本部、現地災害対策本部、事故対策本部等（以

下「災害対策本部等」という。）を設置した場合にはその設置及び廃止の日時を

記入すること。 

   なお、複数の市町村で災害対策本部等を設置するなど、当該欄に記入できな

い場合には、任意の様式を用いて報告をすること。 

   また、庁舎被害等の発生に起因して、予定された場所以外に災害対策本部等

が設置されるなど特記すべき事象がある場合は、その旨を併せて記入すること。 

 (イ) 消防機関等の活動状況については、地元消防本部、消防団、消防防災ヘリコ

プター、消防組織法第 39 条に基づく応援消防本部等について、その出動規模、

活動状況等をわかる範囲で記入すること。 

 (ウ) 自衛隊の災害派遣要請を行った場合には、その日時及び内容を記入すること。 

 (エ) その他都道府県又は市町村が講じた応急対策については、避難所の設置状況、 

他の地方公共団体への応援要請等について記入すること。 
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      また、大雨、津波、火山噴火等に係る特別警報が発表された場合などにおい

ては、警報の伝達、避難指示等の発令状況等の警戒・避難対策について記入す

ること。なお、避難指示等の発令状況については、第４号様式（その１）別紙

を用いて報告すること。 
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  (2) 第４号様式（その２）（被害状況即報） 

管内の被害状況や避難に関する状況等を把握できる段階に至った場合、本様式を 

用いること。 

ア 各被害欄 

原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただし、被害

額については、省略することができる。 

なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、それぞれ報告時点に 

おける断水戸数、通話不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。 

イ 災害対策本部等の設置状況 

当該災害に対して、都道府県又は市町村が災害対策本部、現地災害対策本部、

事故対策本部等を設置した場合には、その設置及び廃止の日時について記入する

こと。 

ウ 災害救助法適用市町村名 

 市町村毎に、適用日時を記入すること。 

エ 災害の概況 

災害の概況欄には次の事項を記入すること。 

(ア) 災害の発生場所 

被害を生じた市町村名又は地域名 

(イ) 災害の発生日時 

被害を生じた日時又は期間 

 (ウ) 災害の種類、概況 

台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過、今後

の見通し等 

オ 応急対策の状況 

消防機関等の活動状況について記入するとともに、自衛隊の災害派遣要請を行 

った場合にはその日時及び内容を記入すること。 

また、その他の欄については、避難所の設置状況、災害ボランティアの活動状

況等を記入すること。 
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２ 災害報告取扱要領（消防庁長官） 

 

災害報告取扱要領 

 

昭 和 ４ ５ 年  ４ 月 １ ０ 日 

消防防第２４６号消防庁長官 

 

最終改正：令和５年５月消防応第５５号 

 

第１ 総 則 

１ 趣 旨 

この要領は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第４０条の規定に基づき消

防庁長官が求める報告のうち災害に関する報告についてその形式及び方法を定めるも

のとする。 

なお、災害即報については、火災・災害等即報要領（昭和５９年１０月１５日付消

防災第２６７号）の定めるところによるものとする。 

 

２ 災害の定義 

「災害」とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津

波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な事故のうち火災（火災報告取

扱要領（平成６年４月２１日付消防災第１００号）に定める火災をいう。）を除いたも

のとする。 

 

３ 被害状況等の報告 

市町村は、把握した被害状況等について必要な事項を都道府県に報告し、都道府県

は、市町村からの報告及び自らの情報収集等により把握した被害状況等を整理して、

必要な事項を消防庁長官に報告するものとする。 

なお、各都道府県は、被害状況の把握にあたって当該都道府県の警察本部等関係機

関と密接な連絡を保つものとする。 

 

 ４ 報告すべき災害 

この要領に基づき報告すべき災害は、おおむね次のとおりとする。 

(1) 災害救助法の適用基準に合致するもの 

(2) 都道府県又は市町村が災害対策本部を設置したもの 

(3) 災害が当初は軽微であっても、２都道府県以上にまたがるもので、一の都道府県 

における被害は軽微であっても、全国的に見た場合に同一災害で大きな被害を生じ 

ているもの 

(4) 災害による被害に対して、国の特別の財政援助を要するもの 

(5) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、報告する必要があると認め 

られるもの 
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 ５ 報告の種類、期日等 

  (1) 報告の種類、提出期限、様式及び提出部数は次の表のとおりとする。 

報 告 の 種 類 提    出    期    限 様 式 提 出 部 数 

災害確定報告 応急対策を終了した後２０日以内 第１号様式 １部 

災害中間年報 １２月２０日 第２号様式 １部 

災 害 年 報  ４月３０日 第３号様式 １部 

  (2) 災害中間年報は、毎年１月１日から１２月１０日までの災害による被害の状況に

ついて、１２月１０日現在で明らかになったものを報告するものとする。 

  (3) 災害年報は、毎年１月１日から１２月３１日までの災害による被害の状況につい 

て、翌年４月１日現在で明らかになったものを報告するものとする。 

 

第２ 記入要領 

   第１号様式、第２号様式及び第３号様式の記入要領は、次に定めるところによるも

のとする。 

 １ 人的被害 

(1) 「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認で

きないが、死亡したことが確実な者とする。また、「災害関連死者」とは、当該災害 

による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災 

害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号）に基づき災害が原因で

死亡したものと認められたもの（実際には災害弔慰金が支給されていないものも含

めるが、当該災害が原因で所在が不明なものは除く。）とする。 

(2) 「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのあ

る者とする。 

(3) 「重傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要の

ある者のうち１月以上の治療を要する見込みのものとする。 

(4) 「軽傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要の

ある者のうち１月未満で治療できる見込みのものとする。 

 

 ２ 住家被害 

 (1) 「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家で

あるかどうかを問わない。 

 (2) 「全壊」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、 住

家全部が倒壊、流失、埋没したもの、又は住家の損壊（ここでいう「損壊」とは、

住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しな

ければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。以下同じ。）が甚だしく、

補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊若し

くは流出した部分の床面積がその住家の延べ床面積の７０％以上に達した程度のも

の又は住家の主要な構成要素（ここでいう「主要な構成要素」とは、住家の構成要

素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。

以下同じ。）の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合
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が５０％以上に達した程度のものとする。 

 (3) 「半壊」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すな

わち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、 具

体的には、損壊部分がその住家の延べ床面積の２０％以上７０％未満のもの、又は

住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家

の損害割合が２０％以上５０％未満のものとする。 

 (4) 「一部破損」とは、全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要

とする程度のものとする（床上浸水及び床下浸水に該当するものを除く）。ただし、 

ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

 (5) 「床上浸水」とは、全壊及び半壊に該当しない場合において、住家の床より上に

浸水したもの及び土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないものと

する。 

 (6) 「床下浸水」とは、全壊及び半壊に該当しない場合において、床上浸水にいたら

ない程度に浸水したものとする。 

 

３ 非住家被害 

 (1) 「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中他の被害個所項目に属さないもの

とする。これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

 (2) 「公共建物」とは、例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用

に供する建物とする。 

 (3) 「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

 (4) 非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。 

 

４ その他 

 (1) 「田の流失、埋没」とは、田の耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため、耕作

が不能になったものとする。 

 (2) 「田の冠水」とは、稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

 (3) 「畑の流失、埋没」及び「畑の冠水」については、田の例に準じて取り扱うもの

とする。 

 (4) 「学校」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校を

いい、具体的には、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育

学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校における教育の用に供する施設とする。 

 (5) 「道路」とは、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第１項に規定する道

路のうち、橋りょうを除いたものとする。 

(6) 「橋りょう」とは、道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とす

る。 

(7) 「河川」とは、河川法（昭和３９年法律第１６７号）が適用され、若しくは準用

される河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、

水利、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする

河岸とする。 
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 (8) 「港湾」とは、港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第２条第５項に規定する水

域施設、外かく施設、けい留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設

とする。 

 (9) 「砂防」とは、砂防法（明治３０年法律第２９号）第１条に規定する砂防施設、

同法第３条の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第３条の

２の規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 

(10) 「清掃施設」とは、ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

(11) 「鉄道不通」とは、汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

(12) 「被害船舶」とは、ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航 

行不能になったもの及び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ 

航行できない程度の被害を受けたものとする。 

(13) 「電話」とは、災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

(14) 「電気」とは、災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸

数とする。 

(15) 「水道」とは、上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した 

時点における戸数とする。 

(16) 「ガス」とは、一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のう 

ち最も多く供給停止となった時点における戸数とする。 

(17) 「ブロック塀」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

(18) 「り災世帯」とは、災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活 

を維持できなくなった生計を一にしている世帯とする。 

   例えば寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んで 

いるものについては、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっ

ても、生活が別であれば分けて扱うものとする。 

 (19) 「り災者」とは、り災世帯の構成員とする。 

 

５ 火災発生 

  火災発生件数については、地震又は火山噴火の場合のみ報告するものであること。 

 

６ 被害金額 

 (1) 「公立文教施設」とは、公立の文教施設とする。 

 (2) 「農林水産業施設」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に

関する法律（昭和２５年法律第１６９号）による補助対象となる施設をいい、具体

的には、農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設及び共同利用施設とする。 

(3) 「公共土木施設」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和２６年法

律第９７号）による国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、

砂防施設、林地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 

(4) 「その他の公共施設」とは、公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以

外の公共施設をいい、例えば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の

用に供する施設とする。 
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(5) 災害中間年報及び災害年報の公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及び 

その他の公共施設については、未査定額（被害見込額）を含んだ金額を記入する。 

(6) 「公共施設被害市町村」とは、公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及

びその他の公共施設の被害を受けた市町村とする。  

(7) 「農産被害」とは、農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウ

ス、農作物等の被害とする。  

(8) 「林産被害」とは、農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等

の被害とする。  

(9) 「畜産被害」とは、農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等

の被害とする。 

(10) 「水産被害」とは、農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、漁具、 

漁船等の被害とする。 

(11) 「商工被害」とは、建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械

器具等とする。 

 

 ７ 備 考 

備考欄には、災害発生場所、災害発生年月日、災害の種類及び概況、消防機関の活

動状況その他について簡潔に記入するものとする。 
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３ 市として把握しておくべき職員が保有する資格・免許等 

区 分 資 格 等 の 名 称 種別 自然災害事態等における想定運用場面 

法 務 
司法書士 国 避難所等における法律相談 

行政書士 国 避難所等における行政手続支援・相談 

語 学 

実用英語技能検定(英検)(級) 民 

避難所等における通訳支援 
ＴＯＥＩＣ(点数) 民 

ＴＯＥＦＬ(点数) 民 

その他(言語名･日常会話以上) 民 

医 療 

医師(専門科) 国 避難所等回診、負傷者初期手当、検案 

看護師 国 避難所等回診、負傷者初期手当 

避難所等における健康指導等 准看護師 公 

薬剤師 国 処方箋に基づく常備薬の調剤 

歯科医師 国 避難所等における歯科回診 

避難所等における歯科衛生指導 歯科衛生士 国 

助産師 国 福祉避難所等における妊産婦支援 

救急救命士 国 負傷者初期手当 

柔道整復師 国 避難所等における柔道整復・針灸施術の実施

（被災ケガ及び避難生活での健康不安の除去）  はり師・きゅう師 国 

福 祉 

介護支援専門員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ) 公 福祉避難所等における介護支援 

社会福祉士(ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ) 国 福祉避難所等における障がい者等支援 

介護福祉士 国 福祉避難所等における介護支援 

サービス介助士 民 福祉避難所等における介助支援 

精神保健福祉士 国 福祉避難所等における精神障がい者支援  

保健師 国 避難所等における健康相談・生活改善指導 

健 康 
衛生管理者 国 避難所等における健康障害防止措置等 

健康運動指導士 民 避難所等における生活不活発病防止運動指導  

心 理 

公認心理士 国 

避難所等におけるメンタルヘルスケア 
臨床心理士 民 

学校心理士 民 

産業カウンセラー 民 

理美容 
理容師 国 被災者に対する理容支援 

美容師 国 被災者に対する美容支援 

建 築 

建築士(級) 国 
建築物の応急危険度判定 

被災建築物応急危険度判定士 公 

被災宅地危険度判定士 公 宅地の危険度判定 

栄養等 

管理栄養士 国 避難所等における炊き出しメニュー作成  

避難所等における栄養指導 栄養士 公 

調理師 公 避難所等における炊き出し支援 

食生活アドバイザー 民 避難所等における栄養指導 
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栄養等 野菜ソムリエ 民 避難所等におけるメニュー作成支援等 

天 気 
気象予報士 

国 災害対策本部における気象等の助言 
気象防災アドバイザー 

生 物 

獣医師 国 
避難所等を巡回してのペット診療等 

愛玩動物看護士 国 

トリマー(動物の美容師) 民 避難所等におけるペットのトリミング 

教 育 

保育士 国 福祉避難所等における保育、保護者保育指導  

発達障害児支援士 民 福祉避難所等における発達障害児の養育支援  

発達障害児の保護者に対する養育指導 児童発達支援士 民 

運輸等 

自動車運転免許(種類) 国 救援物資の端末地輸送等 

自動車整備士(級) 国 故障した公用車の初期修理 

重機・建機運転技能講習(種類) 国 不明者捜索、被災地での応急復旧工事 

クレーン運転士 国 樋門における排水ポンプ投入支援 

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習修了証 民 物資輸送拠点・物資供給拠点での物資管理 

航 空 ドローン操縦士 民 被災情報の収集、市民に対する空中放送  

船 舶 小型船舶操縦士(級) 国 川での不明者捜索、陸路遮断時の河川輸送 

無 線 アマチュア無線技士(級) 国 他通信手段途絶時の無線通信支援 

工 業 

火薬類保安責任者(種類) 国 火薬に関する災害発生時の対応、技術的支援・助言  

危険物取扱者(種類) 国 危険物災害発生時の対応、技術的支援・助言  

毒物劇物取扱責任者 国 毒劇物災害発生時の対応 

毒物劇物対応に係る技術的支援・助言 毒物劇物取扱者 公 

防 災 

・ 

防 犯 

地域防災マネージャー 国 災害対策本部等での応急対策への助言・指導  

避難生活の「質」の向上に関する助言・指導  防災士 民 

防犯設備士 民 
避難所等における防犯活動 

防犯に関する助言・指導 
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４ 災害対策基本法 

 

災 害 対 策 基 本 法 

（昭和３６年１１月１５日 法律第２２３号） 

（最終：令和５年６月１６日 法律第５８号） 

 

災害対策基本法をここに公布する。 

 

目 次 

第１章 総則(第１条～第１０条) 

第２章 防災に関する組織 

第１節 中央防災会議(第１１条～第１３条) 

第２節 地方防災会議(第１４条～第２３条の２) 

第３節 特定災害対策本部、非常災害対策本部及び緊急災害対策本部（第２３条の３～第２８条の６) 

第４節 災害時における職員の派遣(第２９条～第３３条) 

第３章 防災計画(第３４条～第４５条) 

第４章 災害予防 

第１節 通則(第４６条～第４９条の３) 

第２節 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等(第４９条の４～第４９条の９) 

第３節 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等(第４９条の１１～第４９条の１７) 

第５章 災害応急対策 

第１節 通則(第５０条～第５３条) 

第２節 警報の伝達等(第５４条～第５７条) 

第３節 事前措置及び避難(第５８条～第６１条の８) 

第４節 応急措置等(第６２条～第８６条の５) 

第５節 被災者の保護 

第１款 生活環境の整備(第８６条の６・第８６条の７) 

第２款 広域一時滞在(第８６条の８～第８６条の１３) 

第３款 被災者の運送(第８６条の１４) 

第４款 安否情報の提供等(第８６条の１５) 

第６節 物資等の供給及び運送(第８６条の１６～第８６条の１８) 

第６章 災害復旧(第８７条～第９０条) 

第７章 被災者の援護を図るための措置(第９０条の２～第９０条の４) 

第８章 財政金融措置(第９１条～第１０４条) 

第９章 災害緊急事態(第１０５条～第１０９条の２) 

第１０章 雑則(第１１０条～第１１２条) 

第１１章 罰則(第１１３条～第１１７条) 

附 則 
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第１章 総則 

(目的) 

第１条 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防

災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制

を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、

災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、

総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福

祉の確保に資することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、

地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害

の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。 

二 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び

災害の復旧を図ることをいう。 

三 指定行政機関 次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。 

 イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成１１年法律第８９号)第４９条第１項及

び第２項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和２３年法律第１２

０号)第３条第２項に規定する機関 

 ロ 内閣府設置法第３７条及び第５４条並びに宮内庁法(昭和２２年法律第７０号)第

１６条第１項並びに国家行政組織法第８条に規定する機関 

 ハ 内閣府設置法第３９条及び第５５条並びに宮内庁法第１６条第２項並びに国家行

政組織法第８条の２に規定する機関 

 ニ 内閣府設置法第４０条及び第５６条並びに国家行政組織法第８条の３に規定する

機関 

四 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第４３条及び第５

７条(宮内庁法第１８条第１項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第１７

条第１項並びに国家行政組織法第９条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政

機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。 

五 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成１１年法律第１０３)第２

条第１項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会

その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、

内閣総理大臣が指定するものをいう。 

六 指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成１５年法律第１１

８号)第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和２５年法律

第２１８号)第４条第１項の港務局(第８２条第１項において「港務局」という。)、土

地改良法(昭和２４年法律第１９５号)第５条第１項の土地改良区その他の公共的施設

の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業

を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。 
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七 防災計画 防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。 

八 防災基本計画 中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。 

九 防災業務計画 指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第４９条第１

項若しくは第２項若しくは国家行政組織法第３条第２項の委員会若しくは第三号ロに

掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該

指定行政機関。第１２条第８項、第２５条第６項第二号、第２８条第２項、第２８条

の３第６項第三号及び第２８条の６第２項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指

定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任

を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその

所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。 

十 地域防災計画 一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。 

 イ 都道府県地域防災計画 都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県防災会

議が作成するもの 

 ロ 市町村地域防災計画 市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議又は市

町村長が作成するもの 

 ハ 都道府県相互間地域防災計画 二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる

地域につき、都道府県防災会議の協議会が作成するもの 

 ニ 市町村相互間地域防災計画 二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域

につき、市町村防災会議の協議会が作成するもの 

(基本理念) 

第２条の２ 災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。 

一 我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災

害の発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化及びそ

の迅速な回復を図ること。 

二 国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確

保するとともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織

(住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。)その他の地域

における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。 

三 災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること並びに科学的知

見及び過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。 

四 災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難なときであっても、できる

限り的確に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切

に配分することにより、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。 

五 被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、

性別、障害の有無その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を

援護すること。 

六 災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の援護を図り、災害から

の復興を図ること。 

(国の責務) 

第３条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国土並びに国民
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の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全て

を挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。 

２ 国は、前項の責務を遂行するため、災害予防、災害応急対策及び災害復旧の基本とな

るべき計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、地方公共団体、指定公

共機関、指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務の実施の推進とその総

合調整を行ない、及び災害に係る経費負担の適正化を図らなければならない。 

３ 指定行政機関及び指定地方行政機関は、その所掌事務を遂行するにあたっては、第１

項に規定する国の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければなら

ない。 

４ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による都道府県及び

市町村の地域防災計画の作成及び実施が円滑に行なわれるように、その所掌事務について、

当該都道府県又は市町村に対し、勧告し、指導し、助言し、その他適切な措置をとらなけ

ればならない。 

(都道府県の責務) 

第４条 都道府県は、基本理念にのっとり、当該都道府県の地域並びに当該都道府県の住

民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力

を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを

実施するとともに、その区域内の市町村及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事

務又は業務の実施を助け、かつ、その総合調整を行う責務を有する。 

２ 都道府県の機関は、その所掌事務を遂行するにあたっては、前項に規定する都道府県

の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。 

(市町村の責務) 

第５条 市町村は、基本理念にのっとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地

域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び

他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及

び法令に基づきこれを実施する責務を有する。 

２ 市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団その他の組織の整備並び

に当該市町村の区域内の公共的団体その他の防災に関する組織及び自主防災組織の充実を

図るほか、住民の自発的な防災活動の促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発

揮するように努めなければならない。 

３ 消防機関、水防団その他市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたっては、第

１項に規定する市町村の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなけれ

ばならない。 

(地方公共団体相互の協力) 

第５条の２ 地方公共団体は、第４条第１項及び前条第１項に規定する責務を十分に果た

すため必要があるときは、相互に協力するように努めなければならない。 

(国及び地方公共団体とボランティアとの連携) 

第５条の３ 国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果た

す役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければ

ならない。 
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(指定公共機関及び指定地方公共機関の責務) 

第６条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、基本理念にのっとり、その業務に係る防

災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施するとともに、この法律の規定に

よる国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業

務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力する責務を有する。 

２ 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、そ

れぞれその業務を通じて防災に寄与しなければならない。 

(住民等の責務) 

第７条 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規

定による防災に関する責務を有する者は、基本理念にのっとり、法令又は地域防災計画の

定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。 

２ 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業と

する者は、基本理念にのっとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施する

とともに、当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力

するように努めなければならない。 

３ 前２項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのっとり、食品、

飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるととも

に、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承そ

の他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。 

(施策における防災上の配慮等) 

第８条 国及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものである

とを問わず、一体として国土並びに国民の生命、身体及び財産の災害をなくすることに寄

与することとなるように意を用いなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に

次に掲げる事項の実施に努めなければならない。 

一 災害及び災害の防止に関する科学的研究とその成果の実現に関する事項 

二 治山、治水その他の国土の保全に関する事項 

三 建物の不燃堅牢化その他都市の防災構造の改善に関する事項 

四 交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する防災対策に関する事項 

五 防災上必要な気象、地象及び水象の観測、予報、情報その他の業務に関する施設及

び組織並びに防災上必要な通信に関する施設及び組織の整備に関する事項 

六 災害の予報及び警報の改善に関する事項 

七 地震予知情報(大規模地震対策特別措置法(昭和５３年法律第７３号)第２条第３号

の地震予知情報をいう。)を周知させるための方法の改善に関する事項 

八 気象観測網の充実についての国際的協力に関する事項 

九 台風に対する人為的調節その他防災上必要な研究、観測及び情報交換についての国

際的協力に関する事項 

十 火山現象等による長期的災害に対する対策に関する事項 

十一 水防、消防、救助その他災害応急措置に関する施設及び組織の整備に関する事項 

十二 地方公共団体の相互応援、第６１条の４第３項に規定する広域避難及び第８６条
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の８第１項に規定する広域一時滞在に関する協定並びに民間の団体の協力の確保に関

する協定の締結に関する事項 

十三 自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備、過去の災害か

ら得られた教訓を伝承する活動の支援その他国民の自発的な防災活動の促進に関する

事項 

十四 被災者の心身の健康の確保、居住の場所の確保その他被災者の保護に関する事項 

十五 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)

に対する防災上必要な措置に関する事項 

十六 海外からの防災に関する支援の受入れに関する事項 

十七 被災者に対する的確な情報提供及び被災者からの相談に関する事項 

十八 防災上必要な教育及び訓練に関する事項 

十九 防災思想の普及に関する事項 

(政府の措置及び国会に対する報告) 

第９条 政府は、この法律の目的を達成するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置

を講じなければならない。 

２ 政府は、毎年、政令で定めるところにより、防災に関する計画及び防災に関してとっ

た措置の概況を国会に報告しなければならない。 

(他の法律との関係) 

第１０条 防災に関する事務の処理については、他の法律に特別の定めがある場合を除く

ほか、この法律の定めるところによる。 

 

第２章 防災に関する組織 

第１節 中央防災会議 

(中央防災会議の設置及び所掌事務) 

第１１条 内閣府に、中央防災会議を置く。 

２ 中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

二 内閣総理大臣又は内閣府設置法第９条の２に規定する特命担当大臣(以下「防災担当

大臣」という。)の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。 

三 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣又は防災担当大臣に意見を述べるこ

と。 

四 前３号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務 

３ 内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならな

い。 

一 防災の基本方針 

二 防災に関する施策の総合調整で重要なもの 

三 非常災害又は第２３条の３第１項に規定する特定災害に際し一時的に必要とする緊

急措置の大綱 

四 災害緊急事態の布告 

五 その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項 
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(中央防災会議の組織) 

第１２条 中央防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 防災担当大臣 

二 防災担当大臣以外の国務大臣、内閣危機管理監、指定公共機関の代表者及び学識経

験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

６ 中央防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

７ 専門委員は、関係行政機関及び指定公共機関の職員並びに学識経験のある者のうちか

ら、内閣総理大臣が任命する。 

８ 中央防災会議に、幹事を置き、内閣官房の職員又は指定行政機関の長(国務大臣を除

く。)若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

９ 幹事は、中央防災会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

１０ 前各項に定めるもののほか、中央防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政

令で定める。 

(関係行政機関等に対する協力要求等) 

第１３条 中央防災会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長及び関係地方行政機

関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに

その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 中央防災会議は、その所掌事務の遂行について、地方防災会議(都道府県防災会議又は

市町村防災会議をいう。以下同じ。)又は地方防災会議の協議会(都道府県防災会議の協議

会又は市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)に対し、必要な勧告をすることができ

る。 

第２節 地方防災会議 

(都道府県防災会議の設置及び所掌事務) 

第１４条 都道府県に、都道府県防災会議を置く。 

２ 都道府県防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 都道府県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

二 都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の地域に係る防災に関する重要事項を審

議すること。 

三 前号に規定する重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。 

四 当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧

に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関

及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。 

五 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事

務 

(都道府県防災会議の組織) 

第１５条 都道府県防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 
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２ 会長は、当該都道府県の知事をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名

する職員 

二 当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しく

は機関の長 

三 当該都道府県の教育委員会の教育長 

四 警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長 

五 当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者 

六 当該都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから当該都道府

県の知事が任命する者 

七 当該都道府県の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員

又は職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者 

八 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから当該都道府県の知事が

任命する者 

６ 都道府県防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

７ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内

の市町村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験の

ある者のうちから、当該都道府県の知事が任命する。 

８ 前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の組織及び運営に関し必要な事項は、

政令で定める基準に従い、当該都道府県の条例で定める。 

(市町村防災会議) 

第１６条 市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推

進するほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審

議するため、市町村防災会議を置く。 

２ 前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村防災

会議を設置することができる。 

３ 市町村は、前項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときその他市町村防

災会議を設置することが不適当又は困難であるときは、第１項の規定にかかわらず、市町

村防災会議を設置しないことができる。 

４ 市町村は、前項の規定により市町村防災会議を設置しないこととしたとき(第２項の規

定により市町村防災会議を共同して設置したときを除く。)は、速やかにその旨を都道府県

知事に報告しなければならない。 

５ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を

聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村に対し、必要な助言又は勧告をす

ることができる。 

６ 市町村防災会議の組織及び所掌事務は、都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に

準じて、当該市町村の条例(第２項の規定により設置された市町村防災会議にあっては、規
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約)で定める。 

(地方防災会議の協議会) 

第１７条 都道府県相互の間又は市町村相互の間において、当該都道府県又は市町村の区

域の全部又は一部にわたり都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画を

作成することが必要かつ効果的であると認めるときは、当該都道府県又は市町村は、協議

により規約を定め、都道府県防災会議の協議会又は市町村防災会議の協議会を設置するこ

とができる。 

２ 前項の規定により協議会を設置したときは、都道府県防災会議の協議会にあっては内

閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあっては都道府県知事にそれぞれ届け出なけれ

ばならない。 

第１８条及び第１９条 削除 

(政令への委任) 

第２０条 第１７条に規定するもののほか、地方防災会議の協議会に関し必要な事項は、

政令で定める。 

(関係行政機関等に対する協力要求) 

第２１条 都道府県防災会議及び市町村防災会議(地方防災会議の協議会を含む。以下次条

において「地方防災会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認め

るときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行

機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の

提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 

(地方防災会議等相互の関係) 

第２２条 地方防災会議等は、それぞれその所掌事務の遂行について相互に協力しなけれ

ばならない。 

２ 都道府県防災会議は、その所掌事務の遂行について、市町村防災会議に対し、必要な

勧告をすることができる。 

(都道府県災害対策本部) 

第２３条 都道府県の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合

において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県

地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。 

２ 都道府県災害対策本部の長は、都道府県災害対策本部長とし、都道府県知事をもって

充てる。 

３ 都道府県災害対策本部に、都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その

他の職員を置き、当該都道府県の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命する。 

４ 都道府県災害対策本部は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる

事務を行う。 

一 当該都道府県の地域に係る災害に関する情報を収集すること。 

二 当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するた

めの方針を作成し、並びに当該方針に沿って災害予防及び災害応急対策を実施するこ

と。 

三 当該都道府県の地域に係る災害予防及び災害応急対策に関し、当該都道府県並びに
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関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共

機関相互間の連絡調整を図ること。 

５ 都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本

部に、災害地にあって当該都道府県災害対策本部の事務の一部を行う組織として、都道府

県現地災害対策本部を置くことができる。 

６ 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県警察又は当該都道府県の教育委員会に対し、

当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、

必要な指示をすることができる。 

７ 都道府県災害対策本部長は、当該都道府県の地域に係る災害予防又は災害応急対策を

的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方

行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関

並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求め

ることができる。 

８ 前各項に規定するもののほか、都道府県災害対策本部に関し必要な事項は、都道府県

の条例で定める。 

(市町村災害対策本部) 

第２３条の２ 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場

合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域

防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。 

２ 市町村災害対策本部の長は、市町村災害対策本部長とし、市町村長をもって充てる。 

３ 市町村災害対策本部に、市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職

員を置き、当該市町村の職員又は当該市町村の区域を管轄する消防長若しくはその指名す

る消防吏員のうちから、当該市町村の市町村長が任命する。 

４ 市町村災害対策本部は、市町村地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務

を行う。この場合において、市町村災害対策本部は、必要に応じ、関係指定地方行政機関、

関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努めな

ければならない。 

一 当該市町村の地域に係る災害に関する情報を収集すること。 

二 当該市町村の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため

の方針を作成し、並びに当該方針に沿って災害予防及び災害応急対策を実施すること。 

５ 市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部に、災

害地にあって当該市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対

策本部を置くことができる。 

６ 市町村災害対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る

災害予防又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることが

できる。 

７ 前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。この場合において、

同項中「当該都道府県の」とあるのは、「当該市町村の」と読み替えるものとする。 

８ 前各項に規定するもののほか、市町村災害対策本部に関し必要な事項は、市町村の条

例で定める。 
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第３節 特定災害対策本部、非常災害対策本部及び緊急災害対策本部 

(特定災害対策本部の設置) 

第２３条の３ 災害(その規模が非常災害に該当するに至らないと認められるものに限る。

以下この項において同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害

が、人の生命又は身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、当該災害に係る地域の状況その

他の事情を勘案して当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認め

るもの(以下「特定災害」という。)であるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第４０

条第２項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に特定災害対策本部を設置することができる。 

２ 内閣総理大臣は、特定災害対策本部を置いたときは当該本部の名称、所管区域並びに

設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければな

らない。 

(特定災害対策本部の組織) 

第２３条の４ 特定災害対策本部の長は、特定災害対策本部長とし、防災担当大臣その他

の国務大臣をもって充てる。 

２ 特定災害対策本部長は、特定災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督す

る。 

３ 特定災害対策本部に、特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員を置

く。 

４ 特定災害対策副本部長は、特定災害対策本部長を助け、特定災害対策本部長に事故が

あるときは、その職務を代理する。特定災害対策副本部長が２人以上置かれている場合に

あっては、あらかじめ特定災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。 

５ 特定災害対策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員は、内閣官房若しくは内閣

府その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、

内閣総理大臣が任命する。 

６ 特定災害対策本部に、当該特定災害対策本部の所管区域にあって当該特定災害対策本

部長の定めるところにより当該特定災害対策本部の事務の一部を行う組織として、特定災

害現地対策本部を置くことができる。この場合においては、地方自治法(昭和２２年法律第

６７号)第１５６条第４項の規定は、適用しない。 

７ 内閣総理大臣は、前項の規定により特定災害現地対策本部を置いたときは、これを国

会に報告しなければならない。 

８ 前条第２項の規定は、特定災害現地対策本部について準用する。 

９ 特定災害現地対策本部に、特定災害現地対策本部長及び特定災害現地対策本部員その

他の職員を置く。 

１０ 特定災害現地対策本部長は、特定災害対策本部長の命を受け、特定災害現地対策本

部の事務を掌理する。 

１１ 特定災害現地対策本部長及び特定災害現地対策本部員その他の職員は、特定災害対

策副本部長、特定災害対策本部員その他の職員のうちから、特定災害対策本部長が指名す

る者をもって充てる。 

(特定災害対策本部の所掌事務) 

第２３条の５ 特定災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 
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一 災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。 

二 所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長そ

の他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する

災害応急対策の総合調整に関すること。 

三 特定災害に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。 

四 第２３条の７の規定により特定災害対策本部長の権限に属する事務 

五 前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務 

(指定行政機関の長の権限の委任) 

第２３条の６ 指定行政機関の長は、特定災害対策本部が設置されたときは、災害応急対

策に必要な権限の全部又は一部を当該特定災害対策本部員である当該指定行政機関の職員

又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。 

２ 指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示し

なければならない。 

(特定災害対策本部長の権限) 

第２３条の７ 特定災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該特

定災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。 

２ 特定災害対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的

確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関

係指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関並びに指定公共機関及び指

定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。 

３ 特定災害対策本部長は、当該特定災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的

確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行

政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並

びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求める

ことができる。 

４ 特定災害対策本部長は、特定災害現地対策本部が置かれたときは、前３項の規定によ

る権限の一部を特定災害現地対策本部長に委任することができる。 

５ 特定災害対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示

しなければならない。 

(非常災害対策本部の設置) 

第２４条 非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模

その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認め

るときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第４０条第２項の規定にかかわらず、臨時に内

閣府に非常災害対策本部を設置することができる。 

２ 第２３条の３第２項の規定は、非常災害対策本部について準用する。 

３ 第１項の規定により非常災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る特

定災害対策本部が既に設置されているときは、当該特定災害対策本部は廃止されるものと

し、非常災害対策本部が当該特定災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。 

(非常災害対策本部の組織) 

第２５条 非常災害対策本部の長は、非常災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大
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臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。 

２ 非常災害対策本部長は、非常災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督す

る。 

３ 非常災害対策本部に、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員を置

く。 

４ 非常災害対策副本部長は、内閣官房長官、防災担当大臣その他の国務大臣をもって充

てる。 

５ 非常災害対策副本部長は、非常災害対策本部長を助け、非常災害対策本部長に事故が

あるときは、その職務を代理する。非常災害対策副本部長が２人以上置かれている場合に

あっては、あらかじめ非常災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。 

６ 非常災害対策本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 非常災害対策本部長及び非常災害対策副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総

理大臣が任命する者 

二 副大臣、内閣危機管理監又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総

理大臣が任命する者 

７ 非常災害対策副本部長及び非常災害対策本部員以外の非常災害対策本部の職員は、内

閣官房若しくは内閣府その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはそ

の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

８ 非常災害対策本部に、当該非常災害対策本部の所管区域にあって当該非常災害対策本

部長の定めるところにより当該非常災害対策本部の事務の一部を行う組織として、非常災

害現地対策本部を置くことができる。 

９ 第２３条の４第６項後段、第７項及び第８項の規定は、非常災害現地対策本部につい

て準用する。 

１０ 非常災害現地対策本部に、非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員そ

の他の職員を置く。 

１１ 非常災害現地対策本部長は、非常災害対策本部長の命を受け、非常災害現地対策本

部の事務を掌理する。 

１２ 非常災害現地対策本部長及び非常災害現地対策本部員その他の職員は、非常災害対

策副本部長、非常災害対策本部員その他の職員のうちから、非常災害対策本部長が指名す

る者をもって充てる。 

(非常災害対策本部の所掌事務) 

第２６条 非常災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。 

二 所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長そ

の他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する

災害応急対策の総合調整に関すること。 

三 非常災害に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。 

四 第２８条の規定により非常災害対策本部長の権限に属する事務 

五 前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務 
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(指定行政機関の長の権限の委任) 

第２７条 指定行政機関の長は、非常災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に

必要な権限の全部又は一部を当該非常災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員

又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。 

２ 指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示し

なければならない。 

(非常災害対策本部長の権限) 

第２８条 非常災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該非常災

害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。 

２ 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的

確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関

係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任さ

れた当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他

の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることがで

きる。 

３ 非常災害対策本部長は、当該非常災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的

確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行

政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並

びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求める

ことができる。 

４ 非常災害対策本部長は、前３項の規定による権限の全部又は一部を非常災害対策副本

部長に委任することができる。 

５ 非常災害対策本部長は、非常災害現地対策本部が置かれたときは、第１項から第３項

までの規定による権限(第２項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)

の一部を非常災害現地対策本部長に委任することができる。 

６ 非常災害対策本部長は、前２項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告

示しなければならない。 

(緊急災害対策本部の設置) 

第２８条の２ 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるときは、

内閣総理大臣は、内閣府設置法第４０条第２項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時

に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。 

２ 第２３条の３第２項の規定は、緊急災害対策本部について準用する。 

３ 第１項の規定により緊急災害対策本部が設置された場合において、当該災害に係る特

定災害対策本部又は非常災害対策本部が既に設置されているときは、当該特定災害対策本

部又は非常災害対策本部は廃止されるものとし、緊急災害対策本部が当該特定災害対策本

部又は非常災害対策本部の所掌事務を承継するものとする。 

(緊急災害対策本部の組織) 

第２８条の３ 緊急災害対策本部の長は、緊急災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総

理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。 
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２ 緊急災害対策本部長は、緊急災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督す

る。 

３ 緊急災害対策本部に、緊急災害対策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員を置

く。 

４ 緊急災害対策副本部長は、内閣官房長官、防災担当大臣その他の国務大臣をもって充

てる。 

５ 緊急災害対策副本部長は、緊急災害対策本部長を助け、緊急災害対策本部長に事故が

あるときは、その職務を代理する。緊急災害対策副本部長が二人以上置かれている場合に

あっては、あらかじめ緊急災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。 

６ 緊急災害対策本部員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 緊急災害対策本部長及び緊急災害対策副本部長以外のすべての国務大臣 

二 内閣危機管理監 

三 副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する

者 

７ 緊急災害対策副本部長及び緊急災害対策本部員以外の緊急災害対策本部の職員は、内

閣官房若しくは内閣府その他の指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはそ

の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 

８ 緊急災害対策本部に、当該緊急災害対策本部の所管区域にあって当該緊急災害対策本

部長の定めるところにより当該緊急災害対策本部の事務の一部を行う組織として、閣議に

かけて、緊急災害現地対策本部を置くことができる。 

９ 第２３条の４第６項後段、第７項及び第８項の規定は、緊急災害現地対策本部につい

て準用する。 

１０ 緊急災害現地対策本部に、緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員そ

の他の職員を置く。 

１１ 緊急災害現地対策本部長は、緊急災害対策本部長の命を受け、緊急災害現地対策本

部の事務を掌理する。 

１２ 緊急災害現地対策本部長及び緊急災害現地対策本部員その他の職員は、緊急災害対

策副本部長、緊急災害対策本部員その他の職員のうちから、緊急災害対策本部長が指名す

る者をもって充てる。 

(緊急災害対策本部の所掌事務) 

第２８条の４ 緊急災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。 

二 所管区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長そ

の他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関が防災計画に基づいて実施する

災害応急対策の総合調整に関すること。 

三 非常災害に際し必要な緊急の措置の実施に関すること。 

四 第２８条の６の規定により緊急災害対策本部長の権限に属する事務 

五 前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務 

(指定行政機関の長の権限の委任) 

第２８条の５ 指定行政機関の長は、緊急災害対策本部が設置されたときは、災害応急対
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策に必要な権限の全部又は一部を当該緊急災害対策本部の職員である当該指定行政機関の

職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。 

２ 指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示し

なければならない。 

(緊急災害対策本部長の権限) 

第２８条の６ 緊急災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊

急災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。 

２ 緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的

確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関

係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任さ

れた当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他

の執行機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることがで

きる。 

３ 緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的

確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行

政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並

びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求める

ことができる。 

４ 緊急災害対策本部長は、前３項の規定による権限の全部又は一部を緊急災害対策副本

部長に委任することができる。 

５ 緊急災害対策本部長は、緊急災害現地対策本部が置かれたときは、第１項から第３項

までの規定による権限(第２項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)

の一部を緊急災害現地対策本部長に委任することができる。 

６ 緊急災害対策本部長は、前２項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告

示しなければならない。 

第４節 災害時における職員の派遣 

(職員の派遣の要請) 

第２９条 都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」とい

う。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、

指定行政機関の長、指定地方行政機関の長又は指定公共機関(独立行政法人通則法第２条第

４項に規定する行政執行法人に限る。以下この節において同じ。)に対し、当該指定行政機

関、指定地方行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。 

２ 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、災害応

急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定地方行政

機関の長又は指定公共機関(その業務の内容その他の事情を勘案して市町村の地域に係る

災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限って内閣総理大臣

が指定するものに限る。次条において「特定公共機関」という。)に対し、当該指定地方行

政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。 

３ 都道府県又は市町村の委員会又は委員は、前２項の規定により職員の派遣を要請しよ

うとするときは、あらかじめ、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長に協議しな
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ければならない。 

(職員の派遣のあっせん) 

第３０条 都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があ

るときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、

指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行政機関若しくは特

定公共機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。 

２ 都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるとき

は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、地方

自治法第２５２条の１７の規定による職員の派遣について、又は同条の規定による職員の

派遣若しくは地方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による職員(指定地方公共機

関である同法第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人(次条において「特定地方公共

機関」という。)の職員に限る。)の派遣についてあっせんを求めることができる。 

３ 前条第３項の規定は、前２項の規定によりあっせんを求めようとする場合について準

用する。 

(職員の派遣義務) 

第３１条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長等

並びに指定公共機関及び特定地方公共機関は、前２条の規定による要請又はあっせんがあ

ったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を

派遣しなければならない。 

(派遣職員の身分取扱い) 

第３２条 都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害

復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給する

ことができる。 

２ 前項に規定するもののほか、前条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は

指定公共機関から派遣された職員の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。 

(派遣職員に関する資料の提出等) 

第３３条 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長、都道府県知事又は指定公共

機関は、内閣総理大臣に対し、第３１条の規定による職員の派遣が円滑に行われるよう、

定期的に、災害応急対策又は災害復旧に必要な技術、知識又は経験を有する職員の職種別

現員数及びこれらの者の技術、知識又は経験の程度を記載した資料を提出するとともに、

当該資料を相互に交換しなければならない。 

 

第３章 防災計画 

(防災基本計画の作成及び公表等) 

第３４条 中央防災会議は、防災基本計画を作成するとともに、災害及び災害の防止に関

する科学的研究の成果並びに発生した災害の状況及びこれに対して行なわれた災害応急対

策の効果を勘案して毎年防災基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを

修正しなければならない。 

２ 中央防災会議は、前項の規定により防災基本計画を作成し、又は修正したときは、す

みやかにこれを内閣総理大臣に報告し、並びに指定行政機関の長、都道府県知事及び指定
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公共機関に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

第３５条 防災基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

一 防災に関する総合的かつ長期的な計画 

二 防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項 

三 前各号に掲げるもののほか、防災業務計画及び地域防災計画の作成の基準となるべ

き事項で、中央防災会議が必要と認めるもの 

２ 防災基本計画には、次に掲げる事項に関する資料を添付しなければならない。 

一 国土の現況及び気象の概況 

二 防災上必要な施設及び設備の整備の概況 

三 防災業務に従事する人員の状況 

四 防災上必要な物資の需給の状況 

五 防災上必要な運輸又は通信の状況 

六 前各号に掲げるもののほか、防災に関し中央防災会議が必要と認める事項 

(指定行政機関の防災業務計画) 

第３６条 指定行政機関の長は、防災基本計画に基づき、その所掌事務に関し、防災業務

計画を作成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを

修正しなければならない。 

２ 指定行政機関の長は、前項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正したときは、

すみやかにこれを内閣総理大臣に報告し、並びに都道府県知事及び関係指定公共機関に通

知するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

３ 第２１条の規定は、指定行政機関の長が第一項の規定により防災業務計画を作成し、

又は修正する場合について準用する。 

第３７条 防災業務計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 所掌事務について、防災に関しとるべき措置 

二 前号に掲げるもののほか、所掌事務に関し地域防災計画の作成の基準となるべき事

項 

２ 指定行政機関の長は、防災業務計画の作成及び実施にあたっては、他の指定行政機関

の長が作成する防災業務計画との間に調整を図り、防災業務計画が一体的かつ有機的に作

成され、及び実施されるように努めなければならない。 

(他の法令に基づく計画との関係) 

第３８条 指定行政機関の長が他の法令の規定に基づいて作成する次に掲げる防災に関連

する計画の防災に関する部分は、防災基本計画及び防災業務計画と矛盾し、又は抵触する

ものであってはならない。 

一 国土形成計画法(昭和２５年法律第２０５号)第２条第１項に規定する国土形成計画 

二 森林法(昭和２６年法律第２４９号)第４条第１項に規定する全国森林計画及び同条

第５項に規定する森林整備保全事業計画 

三 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和２７年法律第９６号)第３条第１項

に規定する災害防除に関する事業計画 

四 保安林整備臨時措置法(昭和２９年法律第８４号)第２条第１項に規定する保安林整

備計画 
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五 首都圏整備法(昭和３１年法律第８３号)第２条第２項に規定する首都圏整備計画 

六 特定多目的ダム法(昭和３２年法律第３５号)第４条第１項に規定する多目的ダムの

建設に関する基本計画 

七 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和３３年法律第７２号)第

２条第２項に規定する災害防除事業五箇年計画 

八 豪雪地帯対策特別措置法(昭和３７年法律第７３号)第３条第１項に規定する豪雪地

帯対策基本計画 

九 近畿圏整備法(昭和３８年法律第１２９号)第２条第２項に規定する近畿圏整備計画 

十 中部圏開発整備法(昭和４１年法律第１０２号)第２条第２項に規定する中部圏開発

整備計画 

十一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和４５年法律第１３６号)第４３

条の５第１項に規定する排出油等の防除に関する計画 

十二 社会資本整備重点計画法(平成１５年法律第２０号)第２条第１項に規定する社会

資本整備重点計画 

十三 前各号に掲げるもののほか、政令で定める計画 

(指定公共機関の防災業務計画) 

第３９条 指定公共機関は、防災基本計画に基づき、その業務に関し、防災業務計画を作

成し、及び毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しな

ければならない。 

２ 指定公共機関は、前項の規定により防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速

やかに当該指定公共機関を所管する大臣を経由して内閣総理大臣に報告し、及び関係都道

府県知事に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

３ 第２１条の規定は、指定公共機関が第一項の規定により防災業務計画を作成し、又は

修正する場合について準用する。 

(都道府県地域防災計画) 

第４０条 都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道

府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると

認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域防

災計画は、防災業務計画に抵触するものであってはならない。 

２ 都道府県地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄

する指定地方行政機関、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機

関、指定地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施

設の管理者(次項において「管轄指定地方行政機関等」という。)の処理すべき事務又

は業務の大綱 

二 当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育

及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令

及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復

旧に関する事項別の計画 

三 当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設
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備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 

３ 都道府県防災会議は、都道府県地域防災計画を定めるに当たっては、災害が発生し、

又は発生するおそれがある場合において管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を

受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。 

４ 都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正

したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなけれ

ばならない。 

５ 内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県地域防災計画について報告を受けたとき

は、中央防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県防災

会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。 

第４１条 都道府県が他の法令の規定に基づいて作成し、又は協議する次に掲げる防災に

関する計画又は防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画、防災業務計画

又は都道府県地域防災計画と矛盾し、又は抵触するものであってはならない。 

一 水防法(昭和２４年法律第１９３号)第７条第１項及び第６項に規定する都道府県の

水防計画並びに同法第３３条第１項に規定する指定管理団体の水防計画 

二 離島振興法(昭和２８年法律第７２号)第４条第１項に規定する離島振興計画 

三 海岸法(昭和３１年法律第１０１号)第２条の３第１項の海岸保全基本計画 

四 地すべり等防止法(昭和３３年法律第３０号)第９条に規定する地すべり防止工事に

関する基本計画 

五 活動火山対策特別措置法(昭和４８年法律第６１号)第１４条第１項に規定する避難

施設緊急整備計画並びに同法第１９条第１項に規定する防災営農施設整備計画、同条

第２項に規定する防災林業経営施設整備計画及び同条第３項に規定する防災漁業経営

施設整備計画 

六 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置

に関する法律(昭和５５年法律第６３号)第２条第１項に規定する地震対策緊急整備事

業計画 

七 半島振興法(昭和６０年法律第６３号)第３条第１項に規定する半島振興計画 

八 前各号に掲げるもののほか、政令で定める計画 

(市町村地域防災計画) 

第４２条 市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の

市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係

る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要がある

と認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防

災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵

触するものであってはならない。 

２ 市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的

団体その他防災上重要な施設の管理者(第４項において「当該市町村等」という。)の

処理すべき事務又は業務の大綱 

二 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及
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び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及

び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧

に関する事項別の計画 

三 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、

物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 

３ 市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居

住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下この項及び次条において「地区居住者等」

という。)が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の

備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における

防災活動に関する計画(同条において「地区防災計画」という。)について定めることがで

きる。 

４ 市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たっては、災害が発生し、又は

発生するおそれがある場合において当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の

者を応援することができるよう配慮するものとする。 

５ 市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正した

ときは、速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければな

らない。 

６ 都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、

都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会

議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。 

７ 第２１条の規定は、市町村長が第１項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又

は修正する場合について準用する。 

第４２条の２ 地区居住者等は、共同して、市町村防災会議に対し、市町村地域防災計画

に地区防災計画を定めることを提案することができる。この場合においては、当該提案に

係る地区防災計画の素案を添えなければならない。 

２ 前項の規定による提案(以下この条において「計画提案」という。)は、当該計画提案

に係る地区防災計画の素案の内容が、市町村地域防災計画に抵触するものでない場合に、

内閣府令で定めるところにより行うものとする。 

３ 市町村防災会議は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて

市町村地域防災計画に地区防災計画を定める必要があるかどうかを判断し、その必要があ

ると認めるときは、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めなければならない。 

４ 市町村防災会議は、前項の規定により同項の判断をした結果、計画提案を踏まえて市

町村地域防災計画に地区防災計画を定める必要がないと決定したときは、遅滞なく、その

旨及びその理由を、当該計画提案をした地区居住者等に通知しなければならない。 

５ 市町村地域防災計画に地区防災計画が定められた場合においては、当該地区防災計画

に係る地区居住者等は、当該地区防災計画に従い、防災活動を実施するように努めなけれ

ばならない。 

(都道府県相互間地域防災計画) 

第４３条 都道府県防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る都道府

県相互間地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県相互間地域防災計画に検討を加え、必
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要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道

府県相互間地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであってはならない。 

２ 都道府県相互間地域防災計画は、第四十条第二項各号に掲げる事項の全部又は一部に

ついて定めるものとする。 

３ 第４０条第３項から第５項までの規定は、都道府県相互間地域防災計画について準用

する。この場合において、これらの規定中「都道府県防災会議」とあるのは、「都道府県防

災会議の協議会」と読み替えるものとする。 

(市町村相互間地域防災計画) 

第４４条 市町村防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る市町村相

互間地域防災計画を作成し、及び毎年市町村相互間地域防災計画に検討を加え、必要があ

ると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村相互

間地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災

計画に抵触するものであってはならない。 

２ 市町村相互間地域防災計画は、第４２条第２項各号に掲げる事項の全部又は一部につ

いて定めるものとする。 

３ 第４２条第４項から第６項までの規定は、市町村相互間地域防災計画について準用す

る。この場合において、これらの規定中「市町村防災会議」とあるのは、「市町村防災会議

の協議会」と読み替えるものとする。 

(地域防災計画の実施の推進のための要請等) 

第４５条 地方防災会議の会長又は地方防災会議の協議会の代表者は、地域防災計画の的

確かつ円滑な実施を推進するため必要があると認めるときは、都道府県防災会議又はその

協議会にあっては当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長、

当該都道府県及びその区域内の市町村の長その他の執行機関、指定地方公共機関、公共的

団体並びに防災上重要な施設の管理者その他の関係者に対し、市町村防災会議又はその協

議会にあっては当該市町村の長その他の執行機関及び当該市町村の区域内の公共的団体並

びに防災上重要な施設の管理者その他の関係者に対し、これらの者が当該防災計画に基づ

き処理すべき事務又は業務について、それぞれ、必要な要請、勧告又は指示をすることが

できる。 

２ 地方防災会議の会長又は地方防災会議の協議会の代表者は、都道府県防災会議又はそ

の協議会にあっては当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長、

当該都道府県及びその区域内の市町村の長その他の執行機関、指定地方公共機関、公共的

団体並びに防災上重要な施設の管理者その他の関係者に対し、市町村防災会議又はその協

議会にあっては当該市町村の長その他の執行機関及び当該市町村の区域内の公共的団体並

びに防災上重要な施設の管理者その他の関係者に対し、それぞれ、地域防災計画の実施状

況について、報告又は資料の提出を求めることができる。 

 

第４章 災害予防 

第１節 通則 

(災害予防及びその実施責任) 

第４６条 災害予防は、次に掲げる事項について、災害の発生又は拡大を未然に防止する
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ために行うものとする。 

一 防災に関する組織の整備に関する事項 

二 防災に関する教育及び訓練に関する事項 

三 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関する事項 

四 防災に関する施設及び設備の整備及び点検に関する事項 

五 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における相互応援の円滑な実施及び

民間の団体の協力の確保のためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項 

六 要配慮者の生命又は身体を災害から保護するためにあらかじめ講ずべき措置に関す

る事項 

七 前各号に掲げるもののほか、災害が発生した場合における災害応急対策の実施の支

障となるべき状態等の改善に関する事項 

２ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、

指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害予防の実施について責任

を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害予防を実施しなければなら

ない。 

(防災に関する組織の整備義務) 

第４７条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行

機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者

(以下この章において「災害予防責任者」という。)は、法令又は防災計画の定めるところ

により、それぞれ、その所掌事務又は業務について、災害を予測し、予報し、又は災害に

関する情報を迅速に伝達するため必要な組織を整備するとともに、絶えずその改善に努め

なければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところに

より、それぞれ、防災業務計画又は地域防災計画を的確かつ円滑に実施するため、防災に

関する組織を整備するとともに、防災に関する事務又は業務に従事する職員の配置及び服

務の基準を定めなければならない。 

(防災教育の実施) 

第４７条の２ 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又

は他の災害予防責任者と共同して、その所掌事務又は業務について、防災教育の実施に努

めなければならない。 

２ 災害予防責任者は、前項の防災教育を行おうとするときは、教育機関その他の関係の

ある公私の団体に協力を求めることができる。 

(防災訓練義務) 

第４８条 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他

の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。 

２ 都道府県公安委員会は、前項の防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると

認めるときは、政令で定めるところにより、当該防災訓練の実施に必要な限度で、区域又

は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するこ

とができる。 

３ 災害予防責任者の属する機関の職員その他の従業員又は災害予防責任者の使用人その
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他の従業者は、防災計画及び災害予防責任者の定めるところにより、第１項の防災訓練に

参加しなければならない。 

４ 災害予防責任者は、第一項の防災訓練を行おうとするときは、住民その他関係のある

公私の団体に協力を求めることができる。 

(防災に必要な物資及び資材の備蓄等の義務) 

第４９条 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務又

は業務に係る災害応急対策又は災害復旧に必要な物資及び資材を備蓄し、整備し、若しく

は点検し、又はその管理に属する防災に関する施設及び設備を整備し、若しくは点検しな

ければならない。 

(円滑な相互応援の実施のために必要な措置) 

第４９条の２ 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事

務又は業務について、災害応急対策又は災害復旧の実施に際し他の者の応援を受け、又は

他の者を応援することを必要とする事態に備え、相互応援に関する協定の締結、共同防災

訓練の実施その他円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援するために必要な措置を

講ずるよう努めなければならない。 

(物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置) 

第４９条の３ 災害予防責任者は、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事

務又は業務について、災害応急対策又は災害復旧の実施に際し物資供給事業者等(災害応急

対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者その他

災害応急対策又は災害復旧に関する活動を行う民間の団体をいう。以下この条において同

じ。)の協力を得ることを必要とする事態に備え、協定の締結その他円滑に物資供給事業者

等の協力を得るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２節 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等 

(指定緊急避難場所の指定) 

第４９条の４ 市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に

勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

ける円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する

施設又は場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避

難場所として指定しなければならない。 

２ 市町村長は、前項の規定により指定緊急避難場所を指定しようとするときは、当該指

定緊急避難場所の管理者(当該市町村を除く。次条において同じ。)の同意を得なければな

らない。 

３ 市町村長は、第１項の規定による指定をしたときは、その旨を、都道府県知事に通知

するとともに、公示しなければならない。 

(指定緊急避難場所に関する届出) 

第４９条の５ 指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、又は改築

その他の事由により当該指定緊急避難場所の現状に政令で定める重要な変更を加えようと

するときは、内閣府令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。 

(指定の取消し) 

第４９条の６ 市町村長は、当該指定緊急避難場所が廃止され、又は第４９条の４第１項
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の政令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を取り消

すものとする。 

２ 市町村長は、前項の規定により第４９条の４第１項の規定による指定を取り消したと

きは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 

(指定避難所の指定) 

第４９条の７ 市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、

災害が発生した場合における適切な避難所(避難のための立退きを行った居住者、滞在者そ

の他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の

場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を

一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の確保を図るため、政令で定める基準

に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。 

２ 第４９条の４第２項及び第３項並びに前２条の規定は、指定避難所について準用する。

この場合において、第４９条の４第２項中「前項」とあり、及び同条第３項中「第１項」

とあるのは「第４９条の７第１項」と、前条中「第４９条の４第１項」とあるのは「次条

第１項」と読み替えるものとする。 

３ 都道府県知事は、前項において準用する第４９条の４第３項又は前条第２項の規定に

よる通知を受けたときは、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 

(指定緊急避難場所と指定避難所との関係) 

第４９条の８ 指定緊急避難場所と指定避難所とは、相互に兼ねることができる。 

(居住者等に対する周知のための措置) 

第４９条の９ 市町村長は、居住者等の円滑な避難のための立退きに資するよう、内閣府

令で定めるところにより、災害に関する情報の伝達方法、指定緊急避難場所及び避難路そ

の他の避難経路に関する事項その他円滑な避難のための立退きを確保する上で必要な事項

を居住者等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

第３節 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等 

(避難行動要支援者名簿の作成) 

第４９条の１０ 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又

は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑か

つ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)

の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者につい

て避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護する

ために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下こ

の条及び次条第１項において「避難行動要支援者名簿」という。)を作成しておかなければ

ならない。 

２ 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又

は記録するものとする。 

一 氏名 

二 生年月日 

三 性別 
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四 住所又は居所 

五 電話番号その他の連絡先 

六 避難支援等を必要とする事由 

七 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項 

３ 市町村長は、第１項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その

保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たって特定され

た利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

４ 市町村長は、第１項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認

めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求め

ることができる。 

(名簿情報の利用及び提供) 

第４９条の１１ 市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第１項の規定によ

り作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)

を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することが

できる。 

２ 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の

定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法(昭和２３年法律第１９８号)

に定める民生委員、社会福祉法(昭和２６年法律第４５号)第１０９条第１項に規定する市

町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者(次項、第４

９条の１４第３項第一号及び第４９条の１５において「避難支援等関係者」という。)に対

し、名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合

を除き、名簿情報を提供することについて本人(当該名簿情報によって識別される特定の個

人をいう。次項において同じ。)の同意が得られない場合は、この限りでない。 

３ 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支

援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援

等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供すること

ができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ること

を要しない。 

(名簿情報を提供する場合における配慮) 

第４９条の１２ 市町村長は、前条第２項又は第３項の規定により名簿情報を提供すると

きは、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を受ける者に対して名簿情報

の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該名簿情報に係る

避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めな

ければならない。 

(秘密保持義務) 

第４９条の１３ 第４９条の１１第２項若しくは第３項の規定により名簿情報の提供を受

けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該名

簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由

がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。 
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(個別避難計画の作成) 

第４９条の１４ 市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難

行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画(以

下「個別避難計画」という。)を作成するよう努めなければならない。ただし、個別避難計

画を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りで

ない。 

２ 市町村長は、前項ただし書に規定する同意を得ようとするときは、当該同意に係る避

難行動要支援者に対し次条第２項又は第３項の規定による同条第１項に規定する個別避難

計画情報の提供に係る事項について説明しなければならない。 

３ 個別避難計画には、第４９条の１０第２項第一号から第六号までに掲げる事項のほか、

避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 

一 避難支援等実施者(避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支

援者について避難支援等を実施する者をいう。次条第２項において同じ。)の氏名又は

名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先 

二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項 

４ 市町村長は、第１項の規定による個別避難計画の作成に必要な限度で、その保有する

避難行動要支援者の氏名その他の避難行動要支援者に関する情報を、その保有に当たって

特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

５ 市町村長は、第１項の規定による個別避難計画の作成のため必要があると認めるとき

は、関係都道府県知事その他の者に対して、避難行動要支援者に関する情報の提供を求め

ることができる。 

(個別避難計画情報の利用及び提供) 

第４９条の１５ 市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第１項の規定によ

り作成した個別避難計画に記載し、又は記録された情報(以下「個別避難計画情報」という。)

を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することが

できる。 

２ 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の

定めるところにより、避難支援等関係者に対し、個別避難計画情報を提供するものとする。

ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、個別避難計画情報を提供する

ことについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者及び避難支援等実施者(次項、

次条及び第４９条の１７において「避難行動要支援者等」という。)の同意が得られない場

合は、この限りでない。 

３ 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支

援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援

等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画情報を提供

することができる。この場合においては、個別避難計画情報を提供することについて当該

個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等の同意を得ることを要しない。 

４ 前２項に定めるもののほか、市町村長は、個別避難計画情報に係る避難行動要支援者

以外の避難行動要支援者について避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、避難支援



《美馬市地域防災計画（資料編）  第１５ その他》 

445 

等関係者に対する必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。 

(個別避難計画情報を提供する場合における配慮) 

第４９条の１６ 市町村長は、前条第２項又は第３項の規定により個別避難計画情報を提

供するときは、地域防災計画の定めるところにより、個別避難計画情報の提供を受ける者

に対して個別避難計画情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることそ

の他の当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等及び第三者の権利利益を保護する

ために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(秘密保持義務) 

第４９条の１７ 第４９条の１５第２項若しくは第３項の規定により個別避難計画情報の

提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他

の当該個別避難計画情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった

者は、正当な理由がなく、当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

 

第５章 災害応急対策 

第１節 通則 

(災害応急対策及びその実施責任) 

第５０条 災害応急対策は、次に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するため

に行うものとする。 

一 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 

二 消防、水防その他の応急措置に関する事項 

三 被災者の救難、救助その他保護に関する事項 

四 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項 

五 施設及び設備の応急の復旧に関する事項 

六 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生に関する事項 

七 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項 

八 緊急輸送の確保に関する事項 

九 前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関す

る事項 

２ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、

指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を

有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全

の確保に十分に配慮して、災害応急対策を実施しなければならない。 

(情報の収集及び伝達等) 

第５１条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行

機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者

(以下「災害応急対策責任者」という。)は、法令又は防災計画の定めるところにより、災

害に関する情報の収集及び伝達に努めなければならない。 

２ 災害応急対策責任者は、前項の災害に関する情報の収集及び伝達に当たっては、地理
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空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成１９年法律第６３号)第２条第１項に規定す

る地理空間情報をいう。)の活用に努めなければならない。 

３ 災害応急対策責任者は、災害に関する情報を共有し、相互に連携して災害応急対策の

実施に努めなければならない。 

(国民に対する周知) 

第５１条の２ 内閣総理大臣は、非常災害又は特定災害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合において、避難のため緊急の必要があると認めるときは、法令又は防災計画の定

めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、国民

に対し周知させる措置をとらなければならない。 

(防災信号) 

第５２条 市町村長が災害に関する警報の発令及び伝達、警告並びに避難の指示のため使

用する防災に関する信号の種類、内容及び様式又は方法については、他の法令に特別の定

めがある場合を除くほか、内閣府令で定める。 

２ 何人も、みだりに前項の信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。 

(被害状況等の報告) 

第５３条 市町村は、当該市町村の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところ

により、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県(都道

府県に報告ができない場合にあっては、内閣総理大臣)に報告しなければならない。 

２ 都道府県は、当該都道府県の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところに

より、速やかに、当該災害の状況及びこれに対して執られた措置の概要を内閣総理大臣に

報告しなければならない。 

３ 指定公共機関の代表者は、その業務に係る災害が発生したときは、政令で定めるとこ

ろにより、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理

大臣に報告しなければならない。 

４ 指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、政令で定めるとこ

ろにより、すみやかに、当該災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理

大臣に報告しなければならない。 

５ 第１項から前項までの規定による報告に係る災害が非常災害又は特定災害であると認

められるときは、市町村、都道府県、指定公共機関の代表者又は指定行政機関の長は、当

該災害の規模の把握のため必要な情報の収集に特に意を用いなければならない。 

６ 市町村の区域内に災害が発生した場合において、当該災害の発生により当該市町村が

第１項の規定による報告を行うことができなくなったときは、都道府県は、当該災害に関

する情報の収集に特に意を用いなければならない。 

７ 都道府県の区域内に災害が発生した場合において、当該災害の発生により当該都道府

県が第２項の規定による報告を行うことができなくなったときは、指定行政機関の長は、

その所掌事務に係る災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。 

８ 内閣総理大臣は、第１項から第４項までの規定による報告を受けたときは、当該報告

に係る事項を中央防災会議に通報するものとする。 
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第２節 警報の伝達等 

(発見者の通報義務等) 

第５４条 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を

市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。 

２ 何人も、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。 

３ 第１項の通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨をすみやかに市町村長に通報

しなければならない。 

４ 第１項又は前項の通報を受けた市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、そ

の旨を気象庁その他の関係機関に通報しなければならない。 

(都道府県知事の通知等) 

第５５条 都道府県知事は、法令の規定により、気象庁その他の国の機関から災害に関す

る予報若しくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、法令

又は地域防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべ

き措置について、関係指定地方行政機関の長、指定地方公共機関、市町村長その他の関係

者に対し、必要な通知又は要請をするものとする。 

(市町村長の警報の伝達及び警告) 

第５６条 市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けた

とき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知ったとき、法令の規定により自ら災害に関

する警報をしたとき、又は前条の通知を受けたときは、地域防災計画の定めるところによ

り、当該予報若しくは警報又は通知に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私

の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町

村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対し

てとるべき避難のための立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警告をする

ことができる。 

２ 市町村長は、前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たっては、要配慮者に

対して、その円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう必要な情報の提供その他の必要な

配慮をするものとする。 

(警報の伝達等のための通信設備の優先利用等) 

第５７条 前２条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものである場合

において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事又は市町村長は、他の

法律に特別の定めがある場合を除くほか、政令で定めるところにより、電気通信事業法(昭

和５９年法律第８６号)第２条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する

電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信法(昭和２８年法律第９６号)第３

条第４項第四号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は

放送法(昭和２５年法律第１３２号)第２条第二十三号に規定する基幹放送事業者に放送を

行うことを求め、若しくはインターネットを利用した情報の提供に関する事業活動であっ

て政令で定めるものを行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを求める

ことができる。 
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第３節 事前措置及び避難 

(市町村長の出動命令等) 

第５８条 市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、法令又は市町村地域防災計

画の定めるところにより、消防機関若しくは水防団に出動の準備をさせ、若しくは出動を

命じ、又は消防吏員(当該市町村の職員である者を除く。)、警察官若しくは海上保安官の

出動を求める等災害応急対策責任者に対し、応急措置の実施に必要な準備をすることを要

請し、若しくは求めなければならない。 

(市町村長の事前措置等) 

第５９条 市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合におい

てその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管

理者に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、

保安その他必要な措置をとることを指示することができる。 

２ 警察署長又は政令で定める管区海上保安本部の事務所の長(以下この項、第６４条及び

第６６条において「警察署長等」という。)は、市町村長から要求があったときは、前項に

規定する指示を行なうことができる。この場合において、同項に規定する指示を行なった

ときは、警察署長等は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 

(市町村長の避難の指示等) 

第６０条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を

災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町

村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示す

ることができる。 

２ 前項の規定により避難のための立退きを指示する場合において、必要があると認める

ときは、市町村長は、その立退き先として指定緊急避難場所その他の避難場所を指示する

ことができる。 

３ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退き

を行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照

らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者

等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離

れた場所での待避その他の緊急に安全を確保するための措置(以下「緊急安全確保措置」と

いう。)を指示することができる。 

４ 市町村長は、第１項の規定により避難のための立退きを指示し、若しくは立退き先を

指示し、又は前項の規定により緊急安全確保措置を指示したときは、速やかに、その旨を

都道府県知事に報告しなければならない。 

５ 市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければなら

ない。前項の規定は、この場合について準用する。 

６ 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害

の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、当

該市町村の市町村長が第１項から第３項まで及び前項前段の規定により実施すべき措置の

全部又は一部を当該市町村長に代わって実施しなければならない。 

７ 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したと
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きは、その旨を公示しなければならない。 

８ 第６項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。 

(警察官等の避難の指示) 

第６１条 前条第１項又は第３項の場合において、市町村長が同条第１項に規定する避難

のための立退き若しくは緊急安全確保措置を指示することができないと認めるとき、又は

市町村長から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、必要と認める地域の必要と

認める居住者等に対し、避難のための立退き又は緊急安全確保措置を指示することができ

る。 

２ 前条第２項の規定は、警察官又は海上保安官が前項の規定により避難のための立退き

を指示する場合について準用する。 

３ 警察官又は海上保安官は、第１項の規定により避難のための立退き又は緊急安全確保

措置を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 

４ 前条第４項及び第５項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。 

(指定行政機関の長等による助言) 

第６１条の２ 市町村長は、第６０条第１項の規定により避難のための立退きを指示し、

又は同条第３項の規定により緊急安全確保措置を指示しようとする場合において、必要が

あると認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事

に対し、当該指示に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、

助言を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、

その所掌事務に関し、必要な助言をするものとする。 

(避難の指示のための通信設備の優先利用等) 

第６１条の３ 第５７条の規定は、市町村長が第６０条第１項の規定により避難のための

立退きを指示し、又は同条第３項の規定により緊急安全確保措置を指示する場合(同条第６

項の規定により都道府県知事が市町村長の事務を代行する場合を含む。)について準用する。 

(広域避難の協議等) 

第６１条の４ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生するおそれがある場合に

おいて、予想される災害の事態に照らし、第６０条第１項に規定する避難のための立退き

を指示した場合におけるその立退き先を当該市町村内の指定緊急避難場所その他の避難場

所とすることが困難であり、かつ、居住者等の生命又は身体を災害から保護するため当該

居住者等を一定期間他の市町村の区域に滞在させる必要があると認めるときは、当該居住

者等の受入れについて、同一都道府県内の他の市町村の市町村長に協議することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による協議をするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知

事に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の

開始の後、遅滞なく、報告することをもって足りる。 

３ 第１項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「協議先市町村長」

という。)は、同項の居住者等(以下「要避難者」という。)を受け入れないことについて正

当な理由がある場合を除き、要避難者を受け入れるものとする。この場合において、協議

先市町村長は、同項の規定による滞在(以下「広域避難」という。)の用に供するため、受

け入れた要避難者に対し指定緊急避難場所その他の避難場所を提供しなければならない。 

４ 前項の場合において、協議先市町村長は、当該市町村の区域において要避難者を受け
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入れるべき避難場所を決定し、直ちに、その内容を当該避難場所を管理する者その他の内

閣府令で定める者に通知しなければならない。 

５ 協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第１

項の規定により協議した市町村長(以下この条において「協議元市町村長」という。)に通

知しなければならない。 

６ 協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公

示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければなら

ない。 

７ 協議元市町村長は、広域避難の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨

を協議先市町村長及び前項の内閣府令で定める者に通知し、並びに公示するとともに、都

道府県知事に報告しなければならない。 

８ 協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第４

項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。 

(都道府県外広域避難の協議等) 

第６１条の５ 前条第１項に規定する場合において、市町村長は、要避難者を一定期間他

の都道府県内の市町村の区域に滞在させる必要があると認めるときは、都道府県知事に対

し、当該他の都道府県の知事と当該要避難者の受入れについて協議することを求めること

ができる。 

２ 前項の規定による要求があったときは、都道府県知事は、要避難者の受入れについて、

当該他の都道府県の知事に協議しなければならない。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による協議をするときは、あらかじめ、その旨を内閣総

理大臣に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協

議の開始の後、遅滞なく、報告することをもって足りる。 

４ 第２項の場合において、協議を受けた都道府県知事(以下この条において「協議先都道

府県知事」という。)は、要避難者の受入れについて、関係市町村長と協議しなければなら

ない。 

５ 前項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「都道府県外協議先

市町村長」という。)は、要避難者を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除

き、要避難者を受け入れるものとする。この場合において、都道府県外協議先市町村長は、

第１項の規定による滞在(以下「都道府県外広域避難」という。)の用に供するため、受け

入れた要避難者に対し指定緊急避難場所その他の避難場所を提供しなければならない。 

６ 前項の場合において、都道府県外協議先市町村長は、当該市町村の区域において要避

難者を受け入れるべき避難場所を決定し、直ちに、その内容を当該避難場所を管理する者

その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。 

７ 都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その

内容を協議先都道府県知事に報告しなければならない。 

８ 協議先都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容

を第２項の規定により協議した都道府県知事(以下この条において「協議元都道府県知事」

という。)に通知しなければならない。 

９ 協議元都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容
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を第１項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「協議元市町村

長」という。)に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

１０ 協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を

公示するとともに、内閣府令で定める者に通知しなければならない。 

１１ 協議元市町村長は、都道府県外広域避難の必要がなくなったと認めるときは、速や

かに、その旨を協議元都道府県知事に報告し、及び公示するとともに、前項の内閣府令で

定める者に通知しなければならない。 

１２ 協議元都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨

を協議先都道府県知事に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

１３ 協議先都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨

を都道府県外協議先市町村長に通知しなければならない。 

１４ 都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、

その旨を第６項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。 

(市町村長による都道府県外広域避難の協議等) 

第６１条の６ 前条第１項に規定する場合において、市町村長は、事態に照らし緊急を要

すると認めるときは、要避難者の受入れについて、他の都道府県内の市町村の市町村長に

協議することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による協議をするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知

事に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の

開始の後、遅滞なく、報告することをもって足りる。 

３ 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、速やかに、その内容を内閣総理大臣

に報告しなければならない。 

４ 第１項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「都道府県外協議

先市町村長」という。)は、同項の要避難者を受け入れないことについて正当な理由がある

場合を除き、要避難者を受け入れるものとする。この場合において、都道府県外協議先市

町村長は、都道府県外広域避難の用に供するため、受け入れた要避難者に対し指定緊急避

難場所その他の避難場所を提供しなければならない。 

５ 前項の場合において、都道府県外協議先市町村長は、当該市町村の区域において要避

難者を受け入れるべき避難場所を決定し、直ちに、その内容を当該避難場所を管理する者

その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。 

６ 都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その

内容を第１項の規定により協議した市町村長(以下この条において「協議元市町村長」とい

う。)に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。 

７ 協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公

示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければなら

ない。 

８ 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、速やかに、その内容を内閣総理大臣

に報告しなければならない。 

９ 協議元市町村長は、都道府県外広域避難の必要がなくなったと認めるときは、速やか

に、その旨を都道府県外協議先市町村長及び第７項の内閣府令で定める者に通知し、並び
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に公示するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。 

１０ 都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、

その旨を第５項の内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなけれ

ばならない。 

１１ 第９項の規定による報告を受けた都道府県知事は、速やかに、その内容を内閣総理

大臣に報告しなければならない。 

(都道府県知事及び内閣総理大臣による助言) 

第６１条の７ 都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第６１条の４第１項の

規定による協議の相手方その他広域避難に関する事項について助言をしなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、第６１条の５第２項の規定に

よる協議の相手方その他都道府県外広域避難に関する事項又は広域避難に関する事項につ

いて助言をしなければならない。 

(居住者等の運送) 

第６１条の８ 都道府県知事は、都道府県の地域に係る災害が発生するおそれがある場合

であって、居住者等の生命又は身体を当該災害から保護するため緊急の必要があると認め

るときは、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべき人並

びに運送すべき場所及び期日を示して、居住者等の運送を要請することができる。 

２ 指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前項の規定による要請に

応じないときは、都道府県知事は、居住者等の生命又は身体を災害から保護するため特に

必要があると認めるときに限り、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、居住者

等の運送を行うべきことを指示することができる。この場合においては、運送すべき人並

びに運送すべき場所及び期日を書面で示さなければならない。 

第４節 応急措置等 

(市町村の応急措置) 

第６２条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようと

しているときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、消防、水防、救助その他

災害の発生を防禦ぎよし、又は災害の拡大を防止するために必要な応急措置(以下「応急措

置」という。)をすみやかに実施しなければならない。 

２ 市町村の委員会又は委員、市町村の区域内の公共的団体及び防災上重要な施設の管理

者その他法令の規定により応急措置の実施の責任を有する者は、当該市町村の地域に係る

災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、地域防災計画の定めるところに

より、市町村長の所轄の下にその所掌事務若しくは所掌業務に係る応急措置を実施し、又

は市町村長の実施する応急措置に協力しなければならない。 

(市町村長の警戒区域設定権等) 

第６３条 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は

身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域

を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若

しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。 

２ 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の

職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があったときは、
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警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。この場

合において、同項に規定する市町村長の職権を行なったときは、警察官又は海上保安官は、

直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 

３ 第１項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる

者がその場にいない場合に限り、自衛隊法(昭和２９年法律第１６５号)第８３条第２項の

規定により派遣を命ぜられた同法第８条に規定する部隊等の自衛官(以下「災害派遣を命ぜ

られた部隊等の自衛官」という。)の職務の執行について準用する。この場合において、第

１項に規定する措置をとったときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ち

に、その旨を市町村長に通知しなければならない。 

４ 第６１条の２の規定は、第１項の規定により警戒区域を設定しようとする場合につい

て準用する。 

(応急公用負担等) 

第６４条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようと

している場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、政令

で定めるところにより、当該市町村の区域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使

用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。 

２ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしてい

る場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、現場の災害

を受けた工作物又は物件で当該応急措置の実施の支障となるもの(以下この条において「工

作物等」という。)の除去その他必要な措置をとることができる。この場合において、工作

物等を除去したときは、市町村長は、当該工作物等を保管しなければならない。 

３ 市町村長は、前項後段の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の占有

者、所有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「占有者等」

という。)に対し当該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める

事項を公示しなければならない。 

４ 市町村長は、第２項後段の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損する

おそれがあるとき、又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定

めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。 

５ 前３項に規定する工作物等の保管、売却、公示等に要した費用は、当該工作物等の返

還を受けるべき占有者等の負担とし、その費用の徴収については、行政代執行法(昭和２３

年法律第４３号)第５条及び第６条の規定を準用する。 

６ 第３項に規定する公示の日から起算して６月を経過してもなお第２項後段の規定によ

り保管した工作物等(第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)

を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該市町村長の統轄する市

町村に帰属する。 

７ 前条第２項の規定は、第１項及び第２項前段の場合について準用する。 

８ 第１項及び第２項前段の規定は、市町村長その他第１項又は第２項前段に規定する市

町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた

部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、第１項又は第２項前

段に規定する措置をとったときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、
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その旨を市町村長に通知しなければならない。 

９ 警察官、海上保安官又は災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、第７項において準

用する前条第２項又は前項において準用する第２項前段の規定により工作物等を除去した

ときは、当該工作物等を当該工作物等が設置されていた場所を管轄する警察署長等又は内

閣府令で定める自衛隊法第８条に規定する部隊等の長(以下この条において「自衛隊の部隊

等の長」という。)に差し出さなければならない。この場合において、警察署長等又は自衛

隊の部隊等の長は、当該工作物等を保管しなければならない。 

１０ 前項の規定により警察署長等又は自衛隊の部隊等の長が行う工作物等の保管につい

ては、第３項から第６項までの規定の例によるものとする。ただし、第３項の規定の例に

より公示した日から起算して６月を経過してもなお返還することができない工作物等の所

有権は、警察署長が保管する工作物等にあっては当該警察署の属する都道府県に、政令で

定める管区海上保安本部の事務所の長又は自衛隊の部隊等の長が保管する工作物等にあっ

ては国に、それぞれ帰属するものとする。 

第６５条 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようと

している場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該

市町村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務

に従事させることができる。 

２ 第６３条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

３ 第１項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる

者がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行につ

いて準用する。この場合において、同項に規定する措置をとったときは、当該災害派遣を

命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。 

(災害時における漂流物等の処理の特例) 

第６６条 災害が発生した場合において、水難救護法(明治３２年法律第９５号)第２９条

第１項に規定する漂流物又は沈没品を取り除いたときは、警察署長等は、同項の規定にか

かわらず、当該物件を保管することができる。 

２ 水難救護法第２章の規定は、警察署長等が前項の規定により漂流物又は沈没品を保管

した場合について準用する。 

(他の市町村長等に対する応援の要求) 

第６７条 市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村

の市町村長等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応急措置を実施す

るための応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならな

い。 

２ 前項の応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を求めた市町

村長等の指揮の下に行動するものとする。 

(都道府県知事等に対する応援の要求等) 

第６８条 市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知

事等に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合に
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おいて、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された都道府県知事等は、正当

な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。 

(災害派遣の要請の要求等) 

第６８条の２ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しよ

うとしている場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、都道府

県知事に対し、自衛隊法第８３条第１項の規定による要請(次項において「要請」という。)

をするよう求めることができる。この場合において、市町村長は、その旨及び当該市町村

の地域に係る災害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。 

２ 市町村長は、前項の要求ができない場合には、その旨及び当該市町村の地域に係る災

害の状況を防衛大臣又はその指定する者に通知することができる。この場合において、当

該通知を受けた防衛大臣又はその指定する者は、その事態に照らし特に緊急を要し、要請

を待ついとまがないと認められるときは、人命又は財産の保護のため、要請を待たないで、

自衛隊法第八条に規定する部隊等を派遣することができる。 

３ 市町村長は、前二項の通知をしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知し

なければならない。 

(災害時における事務の委託の手続の特例) 

第６９条 市町村は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、応急措置を

実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第２５２条の１４及び第２５２条の

１５の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は市町村長等の権限に

属する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当該地方公共団体の長その他の執行機

関にこれを管理し、及び執行させることができる。 

(都道府県の応急措置) 

第７０条 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生し

ようとしているときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係

る応急措置をすみやかに実施しなければならない。この場合において、都道府県知事は、

その区域内の市町村の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれることとなるように努

めなければならない。 

２ 都道府県の委員会又は委員は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに

発生しようとしているときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、都道府県知

事の所轄の下にその所掌事務に係る応急措置を実施しなければならない。 

３ 第１項の場合において、応急措置を実施するため、又はその区域内の市町村の実施す

る応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるときは、都道府

県知事は、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は当該都道府県の他の執行

機関、指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対し、応急措置の実施を要請し、又は求

めることができる。この場合において、応急措置の実施を要請された指定行政機関の長又

は指定地方行政機関の長は、正当な理由がない限り、応急措置の実施を拒んではならない。 

(都道府県知事の従事命令等) 

第７１条 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第

５０条第１項第四号から第九号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必

要があると認めるときは、災害救助法(昭和２２年法律第１１８号)第７条から第１０条ま
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での規定の例により、従事命令、協力命令若しくは保管命令を発し、施設、土地、家屋若

しくは物資を管理し、使用し、若しくは収用し、又はその職員に施設、土地、家屋若しく

は物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせ、若しくは物

資を保管させた者から必要な報告を取ることができる。 

２ 前項の規定による都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、

その一部を市町村長が行うこととすることができる。 

(都道府県知事の指示等) 

第７２条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の実施する応急措置が的確か

つ円滑に行なわれるようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、応

急措置の実施について必要な指示をし、又は他の市町村長を応援すべきことを指示するこ

とができる。 

２ 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の実施する災害応急対策(応急措置を

除く。以下この項において同じ。)が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があ

ると認めるときは、市町村長に対し、災害応急対策の実施を求め、又は他の市町村長を応

援することを求めることができる。 

３ 前２項の規定による都道府県知事の指示又は要求に係る応援に従事する者は、災害応

急対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。 

(都道府県知事による応急措置の代行) 

第７３条 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当

該災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行なうことができなくなったと

きは、当該市町村の市町村長が第６３条第１項、第６４条第１項及び第２項並びに第６５

条第１項の規定により実施すべき応急措置の全部又は一部を当該市町村長に代わって実施

しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したと

きは、その旨を公示しなければならない。 

３ 第１項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。 

(都道府県知事等に対する応援の要求) 

第７４条 都道府県知事等は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するお

それがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の

都道府県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応急

措置を実施するための応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援

を拒んではならない。 

２ 前項の応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を求めた都道

府県知事等の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあっては、当

該応援を求めた都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。 

(都道府県知事による応援の要求) 

第７４条の２ 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合において、第７２条第１項の規定による指示又は同条第２項の規定によ

る要求のみによっては当該都道府県の区域内の市町村の実施する災害応急対策に係る応援

が円滑に実施されないと認めるときは、他の都道府県知事に対し、当該災害が発生し又は
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発生するおそれがある市町村の市町村長(次項及び次条において「災害発生市町村長」とい

う。)を応援することを求めることができる。 

２ 前項の規定による要求を受けた都道府県知事は、当該要求に応じ応援をする場合にお

いて、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするた

め特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、当

該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。 

３ 前２項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の

実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。 

(内閣総理大臣による応援の要求等) 

第７４条の３ 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合において、第７２条第１項の規定による指示又は同条第２項、第７４条

第１項若しくは前条第１項の規定による要求のみによっては災害応急対策に係る応援が円

滑に実施されないと認めるときは、内閣総理大臣に対し、他の都道府県の知事に対し当該

災害が発生し又は発生するおそれがある都道府県の知事(以下この条において「災害発生都

道府県知事」という。)又は災害発生市町村長を応援することを求めるよう求めることがで

きる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による要求があった場合において、災害発生都道府県知

事及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするた

め特に必要があると認めるときは、当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、

当該災害発生都道府県知事又は当該災害発生市町村長を応援することを求めることができ

る。 

３ 内閣総理大臣は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、災害発生

都道府県知事及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるよ

うにするため特に必要があると認める場合において、その事態に照らし特に緊急を要し、

第１項の規定による要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要求を待たないで、

当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該災害発生都道府県知事又は当

該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。この場合において、内閣総理

大臣は、当該災害発生都道府県知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 

４ 災害発生都道府県知事以外の都道府県知事は、前２項の規定による内閣総理大臣の要

求に応じ応援をする場合において、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ

円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の

市町村の市町村長に対し、当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。 

５ 第２項又は第３項の規定による内閣総理大臣の要求に係る応援に従事する者は、災害

応急対策の実施については、当該応援を受ける都道府県知事の指揮の下に行動するものと

する。 

６ 第４項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の

実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。 

(指定行政機関の長等に対する応援の要求等) 

第７４条の４ 第７０条第３項に規定するもののほか、都道府県知事は、当該都道府県の

地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施
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するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、

応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援

を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機関の長又は指定地方行政機

関の長は、正当な理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。 

(災害時における事務の委託の手続の特例) 

第７５条 都道府県は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、応急措

置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第２５２条の１４及び第２５２

条の１５の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は都道府県知事等

の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託して、当該都道府県の都道府県知事等に

これを管理し、及び執行させることができる。 

(災害時における交通の規制等) 

第７６条 都道府県公安委員会は、当該都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道

府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応

急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認めるときは、政令

で定めるところにより、道路の区間(災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場所

及びこれらの周辺の地域にあっては、区域又は道路の区間)を指定して、緊急通行車両(道

路交通法(昭和３５年法律第１０５号)第３９条第１項の緊急自動車その他の車両で災害応

急対策の的確かつ円滑な実施のためその通行を確保することが特に必要なものとして政令

で定めるものをいう。以下同じ。)以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限する

ことができる。 

２ 前項の規定による通行の禁止又は制限(以下「通行禁止等」という。)が行われたとき

は、当該通行禁止等を行った都道府県公安委員会及び当該都道府県公安委員会と管轄区域

が隣接し又は近接する都道府県公安委員会は、直ちに、それぞれの都道府県の区域内に在

る者に対し、通行禁止等に係る区域又は道路の区間(次条第４項及び第７６条の３第１項に

おいて「通行禁止区域等」という。)その他必要な事項を周知させる措置をとらなければな

らない。 

第７６条の２ 道路の区間に係る通行禁止等が行われたときは、当該道路の区間に在る通

行禁止等の対象とされる車両の運転者は、速やかに、当該車両を当該道路の区間以外の場

所へ移動しなければならない。この場合において、当該車両を速やかに当該道路の区間以

外の場所へ移動することが困難なときは、当該車両をできる限り道路の左側端に沿って駐

車する等緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならない。 

２ 区域に係る通行禁止等が行われたときは、当該区域に在る通行禁止等の対象とされる

車両の運転者は、速やかに、当該車両を道路外の場所へ移動しなければならない。この場

合において、当該車両を速やかに道路外の場所へ移動することが困難なときは、当該車両

をできる限り道路の左側端に沿って駐車する等緊急通行車両の通行の妨害とならない方法

により駐車しなければならない。 

３ 前２項の規定による駐車については、道路交通法第３章第９節及び第７５条の８の規

定は、適用しない。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、通行禁止区域等に在る車両の運転者は、警察

官の指示を受けたときは、その指示に従って車両を移動し、又は駐車しなければならない。 
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５ 第１項、第２項又は前項の規定による車両の移動又は駐車については、前条第１項の

規定による車両の通行の禁止及び制限は、適用しない。 

第７６条の３ 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の

通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認

めるときは、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他

の物件を付近の道路外の場所へ移動することその他当該通行禁止区域等における緊急通行

車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることができる。 

２ 前項の場合において、同項の規定による措置をとることを命ぜられた者が当該措置を

とらないとき又はその命令の相手方が現場にいないために当該措置をとることを命ずるこ

とができないときは、警察官は、自ら当該措置をとることができる。この場合において、

警察官は、当該措置をとるためやむを得ない限度において、当該措置に係る車両その他の

物件を破損することができる。 

３ 前２項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等

の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、第１項中「緊急通行車両の

通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策

の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の通行」と、「緊急通行車

両の円滑な通行」とあるのは「自衛隊用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものと

する。 

４ 第１項及び第２項の規定は、警察官がその場にいない場合に限り、消防吏員の職務の

執行について準用する。この場合において、第１項中「緊急通行車両の通行」とあるのは

「消防用緊急通行車両(消防機関の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運

転中のものをいう。以下この項において同じ。)の通行」と、「緊急通行車両の円滑な通行」

とあるのは「消防用緊急通行車両の円滑な通行」と読み替えるものとする。 

５ 第１項(前２項において準用する場合を含む。)の規定による命令に従って行う措置及

び第２項(前２項において準用する場合を含む。)の規定により行う措置については、第７

６条第１項の規定による車両の通行の禁止及び制限並びに前条第１項、第２項及び第４項

の規定は、適用しない。 

６ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、第３項若しくは第４項におい

て準用する第１項の規定による命令をし、又は第３項若しくは第４項において準用する第

２項の規定による措置をとったときは、直ちに、その旨を、当該命令をし、又は措置をと

った場所を管轄する警察署長に通知しなければならない。 

第７６条の４ 都道府県公安委員会は、通行禁止等を行うため必要があると認めるときは、

道路管理者等に対し、当該通行禁止等を行おうとする道路の区間において、第７６条の６

第１項の規定による指定若しくは命令をし、又は同条第３項若しくは第４項の規定による

措置をとるべきことを要請することができる。 

２ 前項の「道路管理者等」とは、道路管理者(高速自動車国道法(昭和３２年法律第７９

号)第４条第１項に規定する高速自動車国道にあっては国土交通大臣、その他の道路にあっ

ては道路法(昭和２７年法律第１８０号)第１８条第１項に規定する道路管理者をいう。以

下同じ。)、港湾管理者(港湾法第２条第１項に規定する港湾管理者をいい、同条第５項第

四号の道路(同条第６項の規定により同号の道路とみなされたものを含む。)を管理してい
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る者に限る。第７６条の７第２項において同じ。)又は漁港管理者(漁港漁場整備法(昭和２

５年法律第１３７号)第２５条の規定により決定された地方公共団体をいい、同法第３条第

二号イの道路(同法第４０条第１項又は第２項の規定により同号イの道路とみなされたも

のを含む。)を管理している者に限る。第７６条の７第３項において同じ。)をいう。 

３ 会社管理高速道路(道路整備特別措置法(昭和３１年法律第７号)第２条第４項に規定

する会社(第７６条の６第６項及び第７項において「会社」という。)が同法第４条の規定

により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(高速道路株式会社法(平成１６年法律第９

９号)第２条第２項に規定する高速道路をいう。)をいう。第７６条の６において同じ。)

の区間について第１項の規定による要請をする場合における同項の規定の適用については、

同項中「道路管理者等」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下

この項において「機構」という。)」と、「第７６条の６第１項」とあるのは「第７６条の

６第５項の規定により会社管理高速道路の道路管理者に代わって機構が行う同条第１項」

とする。 

４ 公社管理道路(地方道路公社(地方道路公社法(昭和４５年法律第８２号)第１条の地方

道路公社をいう。以下同じ。)が道路整備特別措置法第１４条の規定により維持、修繕及び

災害復旧を行い、又は同法第１５条第１項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う

道路をいう。第７６条の６第８項及び第９項において同じ。)の区間について第１項の規定

による要請をする場合における同項の規定の適用については、同項中「道路管理者等」と

あるのは「地方道路公社(第４項に規定する地方道路公社をいう。以下この項において同

じ。)」と、「第７６条の６第１項」とあるのは「第７６条の６第８項の規定により公社管

理道路の道路管理者に代わって地方道路公社が行う同条第１項」とする。 

第７６条の５ 国家公安委員会は、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするた

め特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、関係都道府県公安委員会

に対し、通行禁止等に関する事項について指示することができる。 

(災害時における車両の移動等) 

第７６条の６ 第７６条の４第２項に規定する道路管理者等(以下この条において「道路管

理者等」という。)は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若しくは近接

する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止

し、又は著しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより

災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ、緊急通行車両の通行を確

保するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その管理する

道路についてその区間を指定して、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者(第

３項第三号において「車両等の占有者等」という。)に対し、当該車両その他の物件を付近

の道路外の場所へ移動することその他当該指定をした道路の区間における緊急通行車両の

通行を確保するため必要な措置をとることを命ずることができる。 

２ 道路管理者等は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、当該指定をした道路

の区間(以下この項において「指定道路区間」という。)内に在る者に対し、当該指定道路

区間を周知させる措置をとらなければならない。 

３ 次に掲げる場合においては、道路管理者等は、自ら第１項の規定による措置をとるこ

とができる。この場合において、道路管理者等は、当該措置をとるためやむを得ない限度
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において、当該措置に係る車両その他の物件を破損することができる。 

一 第一項の規定による措置をとることを命ぜられた者が、当該措置をとらない場合 

二 道路管理者等が、第一項の規定による命令の相手方が現場にいないために同項の規

定による措置をとることを命ずることができない場合 

三 道路管理者等が、道路の状況その他の事情により車両等の占有者等に第一項の規定

による措置をとらせることができないと認めて同項の規定による命令をしないことと

した場合 

４ 道路管理者等は、第１項又は前項の規定による措置をとるためやむを得ない必要があ

るときは、その必要な限度において、他人の土地を一時使用し、又は竹木その他の障害物

を処分することができる。 

５ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、会社管理

高速道路の道路管理者に代わって、第１項から前項までの規定による権限を行うものとす

る。 

６ 機構は、前項の規定により会社管理高速道路の道路管理者に代わってその権限を行っ

た場合においては、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。 

７ 機構は、第５項の規定により会社管理高速道路の道路管理者に代わって行う権限に係

る事務の一部を会社に委託しようとするときは、その委託する事務の円滑かつ効率的な実

施を確保するため、あらかじめ、会社と協議し、当該委託する事務の内容及びこれに要す

る費用の負担の方法を定めておかなければならない。 

８ 地方道路公社は、公社管理道路の道路管理者に代わって、第１項から第４項までの規

定による権限を行うものとする。 

９ 第５項の規定により機構が会社管理高速道路の道路管理者に代わって行う権限は、道

路整備特別措置法第２５条第１項の規定により公告する料金の徴収期間の満了の日までに

限り行うことができるものとする。前項の規定により地方道路公社が公社管理道路の道路

管理者に代わって行う権限についても、同様とする。 

第７６条の７ 国土交通大臣は道路法第１３条第１項に規定する指定区間外の国道(同法

第３条第二号に掲げる一般国道をいう。)、都道府県道(同法第３条第三号に掲げる都道府

県道をいう。)及び市町村道(同法第３条第四号に掲げる市町村道をいう。以下この項にお

いて同じ。)に関し、都道府県知事は地方自治法第２５２条の１９第１項に規定する指定都

市の市道以外の市町村道に関し、緊急通行車両の通行を確保し、災害応急対策が的確かつ

円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところによ

り、それぞれ当該道路の道路管理者に対し、前条第一項の規定による指定若しくは命令を

し、又は同条第３項若しくは第４項の規定による措置をとるべきことを指示することがで

きる。 

２ 国土交通大臣は、港湾管理者が管理する道路に関し、緊急通行車両の通行を確保し、

災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、

政令で定めるところにより、当該港湾管理者に対し、前条第１項の規定による指定若しく

は命令をし、又は同条第３項若しくは第４項の規定による措置をとるべきことを指示する

ことができる。 

３ 農林水産大臣は、漁港管理者が管理する道路に関し、緊急通行車両の通行を確保し、
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災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、

政令で定めるところにより、当該漁港管理者に対し、前条第１項の規定による指定若しく

は命令をし、又は同条第３項若しくは第４項の規定による措置をとるべきことを指示する

ことができる。 

第７６条の８ 第７６条の６に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限並びに前条

第１項及び第２項に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全

部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

(指定行政機関の長等の応急措置) 

第７７条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、災害が発生し、又はまさに発

生しようとしているときは、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務に係

る応急措置をすみやかに実施するとともに、都道府県及び市町村の実施する応急措置が的

確かつ円滑に行なわれるようにするため、必要な施策を講じなければならない。 

２ 前項の場合において、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、指定行政

機関の長及び指定地方行政機関の長は、都道府県知事、市町村長又は指定公共機関若しく

は指定地方公共機関に対し、応急措置の実施を要請し、又は指示することができる。 

(指定行政機関の長等の収用等) 

第７８条 災害が発生した場合において、第５０条第１項第四号から第九号までに掲げる

事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長

及び指定地方行政機関の長は、防災業務計画の定めるところにより、当該応急措置の実施

に必要な物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対し、その取

り扱う物資の保管を命じ、又は当該応急措置の実施に必要な物資を収用することができる。 

２ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前項の規定により物資の保管を命じ、

又は物資を収用するため必要があると認めるときは、その職員に物資を保管させる場所又

は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。 

３ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、第１項の規定により物資を保管させ

た者から、必要な報告を取り、又はその職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り

検査をさせることができる。 

(指定行政機関の長等による応急措置の代行) 

第７８条の２ 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、災害の発生により市町村

及び当該市町村を包括する都道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくな

ったときは、法令又は防災計画の定めるところにより、当該市町村の市町村長が第６４条

第１項及び第２項並びに第６５条第１項の規定により実施すべき応急措置の全部又は一部

を当該市町村長に代わって実施しなければならない。 

２ 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、前項の規定により市町村長の事務の

代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。 

３ 第１項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長の代行に関し必要な

事項は、政令で定める。 

(通信設備の優先使用権) 

第７９条 災害が発生した場合において、その応急措置の実施に必要な通信のため緊急か

つ特別の必要があるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府
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県知事若しくは市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、電気通信事業

法第２条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的

に利用し、又は有線電気通信法第３条第４項第四号に掲げる者が設置する有線電気通信設

備若しくは無線設備を使用することができる。 

(指定公共機関等の応急措置) 

第８０条 指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害が発生し、又はまさに発生しよう

としているときは、法令又は防災計画の定めるところにより、その所掌業務に係る応急措

置をすみやかに実施するとともに、指定地方行政機関の長、都道府県知事等及び市町村長

等の実施する応急措置が的確かつ円滑に行なわれるようにするため、必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その所掌業務に係る応急措置を実施するため

特に必要があると認めるときは、法令又は防災計画の定めるところにより、指定行政機関

の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長に対し、労務、施

設、設備又は物資の確保について応援を求めることができる。この場合において、応援を

求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市

町村長は、正当な理由がない限り応援を拒んではならない。 

(公用令書の交付) 

第８１条 第７１条又は第７８条第１項の規定による処分については、都道府県知事若し

くは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、それぞれ公用令書

を交付して行なわなければならない。 

２ 前項の公用令書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 公用令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事

務所の所在地) 

二 当該処分の根拠となった法律の規定 

三 従事命令にあっては従事すべき業務、場所及び期間、保管命令にあっては保管すべ

き物資の種類、数量、保管場所及び期間、施設等の管理、使用又は収用にあっては管

理、使用又は収用する施設等の所在する場所及び当該処分に係る期間又は期日 

３ 前２項に規定するもののほか、公用令書の様式その他公用令書について必要な事項は、

政令で定める。 

(損失補償等) 

第８２条 国又は地方公共団体(港務局を含む。)は、第６４条第１項(同条第８項において

準用する場合を含む。)、同条第７項において同条第１項の場合について準用する第６３条

第２項、第７１条、第７６条の３第１項後段(同条第３項及び第４項において準用する場合

を含む。)、第７６条の６第３項後段若しくは第四項又は第７８条第１項の規定による処分

が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならな

い。 

２ 機構又は地方道路公社は、第７６条の６第５項又は第８項の規定により同条第３項後

段又は第４項の規定による処分が行われたときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ、

当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

３ 都道府県は、第７１条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者に対
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して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。 

(立入りの要件) 

第８３条 第７１条の規定により都道府県若しくは市町村の職員が立ち入る場合又は第７

８条第２項若しくは第３項の規定により指定行政機関若しくは指定地方行政機関の職員が

立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知し

なければならない。 

２ 前項の場合においては、その職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の

請求があるときは、これを提示しなければならない。 

(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償) 

第８４条 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛

官が、第６５条第１項(同条第３項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第２項

において準用する第６３条第２項の規定により、当該市町村の区域内の住民又は応急措置

を実施すべき現場にある者を応急措置の業務に従事させた場合において、当該業務に従事

した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったとき

は、当該市町村は、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、その者又はそ

の者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならな

い。 

２ 都道府県は、第７１条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者がそ

のため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で

定める基準に従い、条例で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養

者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。 

(被災者の公的徴収金の減免等) 

第８５条 国は、別に法律で定めるところにより、被災者の国税その他国の徴収金につい

て、軽減若しくは免除又は徴収猶予その他必要な措置をとることができる。 

２ 地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、又は当該地方公共団体の条例で定

めるところにより、被災者の地方税その他地方公共団体の徴収金について、軽減若しくは

免除又は徴収猶予その他必要な措置をとることができる。 

(国有財産等の貸付け等の特例) 

第８６条 国は、災害が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認め

る場合において、国有財産又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律

で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、若しくは時価より低く定

めることができる。 

２ 地方公共団体は、災害が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると

認める場合において、その所有に属する財産又は物品を貸し付け、又は使用させるときは、

別に法律で定めるところにより、その貸付け又は使用の対価を無償とし、若しくは時価よ

り低く定めることができる。 

(避難所等に関する特例) 

第８６条の２ 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該災害に係る避難所又は応急

仮設住宅(以下この条において「避難所等」という。)が著しく不足し、被災者に対して住

居を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政



《美馬市地域防災計画（資料編）  第１５ その他》 

465 

令で指定するものとする。 

２ 前項の規定による指定があったときは、政令で定める区域及び期間において地方公共

団体の長が設置する避難所等については、消防法(昭和２３年法律第１８６号)第１７条の

規定は、適用しない。 

３ 地方公共団体の長は、前項の規定にかかわらず、消防法に準拠して、同項に規定する

避難所等についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及

び維持に関する基準を定め、その他当該避難所等における災害を防止し、及び公共の安全

を確保するため必要な措置を講じなければならない。 

(臨時の医療施設に関する特例) 

第８６条の３ 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該災害に係る臨時の医療施設

(被災者に対する医療の提供を行うための臨時の施設をいう。以下この条において同じ。)

が著しく不足し、被災者に対して医療を迅速に提供することが特に必要と認められるもの

が発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。 

２ 前項の規定による指定があったときは、政令で定める区域及び期間において地方公共

団体の長が開設する臨時の医療施設については、医療法(昭和２３年法律第２０５号)第４

章の規定は、適用しない。 

３ 前条第２項及び第３項の規定は、第１項の規定による指定があった場合において、前

項に規定する臨時の医療施設について準用する。 

(埋葬及び火葬の特例) 

第８６条の４ 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該災害により埋葬又は火葬を

円滑に行うことが困難となったため、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要

があると認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による指定があったときは、政令で定めるところにより、

厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律(昭和２３年法律第４８号)

第５条及び第１４条に規定する手続の特例を定めることができる。 

(廃棄物処理の特例) 

第８６条の５ 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該災害による生活環境の悪化

を防止することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定

するものとする。 

２ 環境大臣は、前項の規定による指定があったときは、その指定を受けた災害により生

じた廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和４５年法律第１３７号。以下この条

において「廃棄物処理法」という。)第２条第１項に規定する廃棄物をいう。以下この条に

おいて同じ。)(以下この条において「指定災害廃棄物」という。)の円滑かつ迅速な処理を

図るため、廃棄物処理法第５条の２第１項に規定する基本方針にのつとり、指定災害廃棄

物の処理に関する基本的な指針(以下この条において「処理指針」という。)を定め、これ

を公表するものとする。 

３ 処理指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 指定災害廃棄物の処理の基本的な方向 

二 指定災害廃棄物の処理についての国、地方公共団体、事業者その他の関係者の適切

な役割分担及び相互の連携協力の確保に関する事項 
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三 前二号に掲げるもののほか、指定災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理の確保に関し必

要な事項 

４ 環境大臣は、第１項の規定による指定があったときは、期間を限り、廃棄物の処理を

迅速に行わなければならない地域を廃棄物処理特例地域として指定することができる。 

５ 環境大臣は、前項の規定により廃棄物処理特例地域を指定したときは、廃棄物処理特

例地域において適用する廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下この条において同

じ。)に関する基準並びに廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の

基準を定めるものとする。この場合において、これらの基準(以下この条において「廃棄物

処理特例基準」という。)は、廃棄物処理法第６条の２第２項及び第３項、第１２条第１項

並びに第１２条の２第１項に規定する基準とみなす。 

６ 廃棄物処理特例地域において地方公共団体の委託を受けて廃棄物の収集、運搬又は処

分を業として行う者は、廃棄物処理法第７条第１項若しくは第６項、第１４条第１項若し

くは第６項又は第１４条の４第１項若しくは第６項の規定にかかわらず、これらの規定に

よる許可を受けないで、当該委託に係る廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うこと

ができる。 

７ 前項の場合において、地方公共団体の長は、同項の規定により廃棄物の収集、運搬又

は処分を業として行う者により廃棄物処理特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬又は

処分が行われたときは、その者に対し、期限を定めて、当該廃棄物の収集、運搬又は処分

の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 

８ 環境大臣は、第４項の規定により廃棄物処理特例地域を指定し、又は第五項の規定に

より廃棄物処理特例基準を定めたときは、その旨を公示しなければならない。 

９ 環境大臣は、廃棄物処理特例地域内の市町村の長から要請があり、かつ、次に掲げる

事項を勘案して指定災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため必要があると認めるときは、

その事務の遂行に支障のない範囲内で、処理指針に基づき、当該市町村に代わって自ら当

該市町村の指定災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる。 

一 当該市町村における指定災害廃棄物の処理の実施体制 

二 当該指定災害廃棄物の処理に関する専門的な知識及び技術の必要性 

三 当該指定災害廃棄物の広域的な処理の重要性 

１０ 第６項及び第７項の規定は、前項の規定により指定災害廃棄物の収集、運搬又は処

分を行う環境大臣が当該収集、運搬又は処分を他の者に委託する場合について準用する。

この場合において、第６項中「若しくは第６項、第１４条第１項若しくは第６項又は第１

４条の４第１項若しくは」とあるのは、「又は」と読み替えるものとする。 

１１ 第９項の規定により指定災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行った環境大臣につい

ては、廃棄物処理法第１９条の４第１項の規定は、適用しない。 

１２ 第９項の規定により環境大臣が行う指定災害廃棄物の収集、運搬及び処分に要する

費用は、国の負担とする。この場合において、同項の市町村は、当該費用の額から、自ら

当該指定災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うこととした場合に国が当該市町村に交付

すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。 

１３ 国は、前項後段の規定により市町村が負担する費用について、必要な財政上の措置

を講ずるよう努めるものとする。 
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第５節 被災者の保護 

第１款 生活環境の整備 

(避難所における生活環境の整備等) 

第８６条の６ 災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令又は防災計画の定め

るところにより、遅滞なく、避難所を供与するとともに、当該避難所に係る必要な安全性

及び良好な居住性の確保、当該避難所における食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資

の配布及び保健医療サービスの提供その他避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮) 

第８６条の７ 災害応急対策責任者は、やむを得ない理由により避難所に滞在することが

できない被災者に対しても、必要な生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報

の提供その他これらの者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

第２款 広域一時滞在 

(広域一時滞在の協議等) 

第８６条の８ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、被災住民の生命若し

くは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該

被災住民について同一都道府県内の他の市町村の区域における一時的な滞在(以下「広域一

時滞在」という。)の必要があると認めるときは、当該被災住民の受入れについて、当該他

の市町村の市町村長に協議することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道

府県知事に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、

協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもって足りる。 

３ 第１項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「協議先市町村長」

という。)は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住

民を受け入れるものとする。この場合において、協議先市町村長は、広域一時滞在の用に

供するため、受け入れた被災住民に対し避難所を提供しなければならない。 

４ 第１項の場合において、協議先市町村長は、当該市町村の区域において被災住民を受

け入れるべき避難所を決定し、直ちに、その内容を当該避難所を管理する者その他の内閣

府令で定める者に通知しなければならない。 

５ 協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第１

１項の規定により協議した市町村長(以下この条において「協議元市町村長」という。)に

通知しなければならない。 

６ 協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公

示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければなら

ない。 

７ 第１項の場合において、協議元市町村長は、広域一時滞在の必要がなくなったと認め

るときは、速やかに、その旨を協議先市町村長及び前項の内閣府令で定める者に通知し、

並びに公示するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。 

８ 協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第四
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項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。 

(都道府県外広域一時滞在の協議等) 

第８６条の９ 前条第１項に規定する場合において、市町村長は、都道府県知事と協議を

行い、被災住民について他の都道府県の区域における一時的な滞在(以下「都道府県外広域

一時滞在」という。)の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該他の都道府

県の知事と当該被災住民の受入れについて協議することを求めることができる。 

２ 前項の規定による要求があったときは、都道府県知事は、被災住民の受入れについて、

当該他の都道府県の知事に協議しなければならない。 

３ 都道府県知事は、前項の規定により協議しようとするときは、あらかじめ、その旨を

内閣総理大臣に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なとき

は、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもって足りる。 

４ 第２項の場合において、協議を受けた都道府県知事(以下この条において「協議先都道

府県知事」という。)は、被災住民の受入れについて、関係市町村長と協議しなければなら

ない。 

５ 前項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「都道府県外協議先

市町村長」という。)は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除

き、被災住民を受け入れるものとする。この場合において、都道府県外協議先市町村長は、

都道府県外広域一時滞在の用に供するため、受け入れた被災住民に対し避難所を提供しな

ければならない。 

６ 第４項の場合において、都道府県外協議先市町村長は、当該市町村の区域において被

災住民を受け入れるべき避難所を決定し、直ちに、その内容を当該避難所を管理する者そ

の他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。 

７ 都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その

内容を協議先都道府県知事に報告しなければならない。 

８ 協議先都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容

を第２項の規定により協議した都道府県知事(以下この条において「協議元都道府県知事」

という。)に通知しなければならない。 

９ 協議元都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容

を第１項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協

議元市町村長」という。)に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

１０ 都道府県外協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、

その内容を公示するとともに、内閣府令で定める者に通知しなければならない。 

１１ 第１項の場合において、都道府県外協議元市町村長は、都道府県外広域一時滞在の

必要がなくなったと認めるときは、速やかに、その旨を協議元都道府県知事に報告し、及

び公示するとともに、前項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。 

１２ 協議元都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その旨

を協議先都道府県知事に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

１３ 協議先都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨

を都道府県外協議先市町村長に通知しなければならない。 

１４ 都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、
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その旨を第６項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。 

(都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行) 

第８６条の１０ 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の

発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなった場合であって、

被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な

場合において、当該被災住民について広域一時滞在の必要があると認めるときは、当該市

町村の市町村長が第８６条の８第１項及び第５項から第７項までの規定により実施すべき

措置(同条第６項及び第７項の規定による報告を除く。)の全部又は一部を当該市町村長に

代わって実施しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したと

きは、その旨を公示しなければならない。 

３ 第１項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。 

(都道府県外広域一時滞在の協議等の特例) 

第８６条の１１ 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の

発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなった場合であって、

被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な

場合において、当該被災住民について都道府県外広域一時滞在の必要があると認めるとき

は、第８６条の９第１項の規定による要求がない場合であっても、同条第２項の規定によ

る協議をすることができる。この場合において、同条第９項中「第１項の規定により協議

することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。)」

とあるのは「公示し、及び内閣府令で定める者」と、同条第１１項中「第１項」とあるの

は「第８６条の１１前段」と、「都道府県外協議元市町村長」とあるのは「協議元都道府県

知事」と、「協議元都道府県知事に報告し、及び」とあるのは「協議先都道府県知事及び同

条後段の規定により読み替えて適用する第九項の内閣府令で定める者に通知し、並びに」

と、「前項の内閣府令で定める者に通知しなければ」とあるのは「内閣総理大臣に報告しな

ければ」と、同条第１３項中「前項」とあるのは「第８６条の１１後段の規定により読み

替えて適用する第１１項」とし、同条第１０項及び第１２項の規定は、適用しない。 

(都道府県知事及び内閣総理大臣による助言) 

第８６条の１２ 都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第８６条の８第１項

の規定による協議の相手方その他広域一時滞在に関する事項について助言をしなければな

らない。 

２ 内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、第８６条の９第２項の規定に

よる協議の相手方その他都道府県外広域一時滞在に関する事項又は広域一時滞在に関する

事項について助言をしなければならない。 

(内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行) 

第８６条の１３ 内閣総理大臣は、災害の発生により市町村及び当該市町村を包括する都

道府県がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなった場合であって、被災住民

の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合にお

いて、当該被災住民について広域一時滞在又は都道府県外広域一時滞在の必要があると認

めるときは、当該市町村の市町村長が第８６条の８第１項及び第５項から第７項までの規
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定により実施すべき措置の全部若しくは一部を当該市町村長に代わって実施し、又は当該

都道府県の知事が第８６条の１１前段並びに第８６条の９第８項並びに第８６条の１１後

段の規定により読み替えて適用する第８６条の９第９項及び第１１項の規定により実施す

べき措置(第８６条の１１後段の規定により読み替えて適用する第８６条の９第９項及び

第１１項の規定による報告を除く。)の全部若しくは一部を当該都道府県知事に代わって実

施しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定により市町村長又は都道府県知事の事務の代行を開始し、

又は終了したときは、その旨を告示しなければならない。 

３ 第一項の規定による内閣総理大臣の代行に関し必要な事項は、政令で定める。 

第３款 被災者の運送 

第８６条の１４ 都道府県知事は、被災者の保護の実施のため緊急の必要があると認める

ときは、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべき人並び

に運送すべき場所及び期日を示して、被災者の運送を要請することができる。 

２ 指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前項の規定による要請に

応じないときは、都道府県知事は、被災者の保護の実施のため特に必要があると認めると

きに限り、当該指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、被災者の運送を行うべきこと

を指示することができる。この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならな

い。 

第４款 安否情報の提供等 

第８６条の１５ 都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の地域に係る災

害が発生した場合において、内閣府令で定めるところにより、当該災害の被災者の安否に

関する情報(次項において「安否情報」という。)について照会があったときは、回答する

ことができる。 

２ 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定により安否情報を回答するときは、当該安

否情報に係る被災者又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう配慮するもの

とする。 

３ 都道府県知事又は市町村長は、第１項の規定による回答を適切に行い、又は当該回答

の適切な実施に備えるために必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者に

関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用

することができる。 

４ 都道府県知事又は市町村長は、第１項の規定による回答を適切に行い、又は当該回答

の適切な実施に備えるため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長、消防機関、

都道府県警察その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。 

第６節 物資等の供給及び運送 

(物資又は資材の供給の要請等) 

第８６条の１６ 都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の地域に係る災

害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、災害応急対策の実施に当た

って、その備蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ迅速に実施する

ことが困難であると認めるときは、都道府県知事にあっては指定行政機関の長又は指定地

方行政機関の長に対し、市町村長にあっては都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資又
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は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請し、又は求めることができる。 

２ 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、都道府県又は

市町村の地域に係る災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合であって、当該

都道府県の知事又は当該市町村の市町村長が災害応急対策を実施するに当たって、その備

蓄する物資又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難で

あると認める場合において、その事態に照らし緊急を要し、前項の規定による要請又は要

求を待ついとまがないと認められるときは、当該要請又は要求を待たないで、必要な物資

又は資材の供給について必要な措置を講ずることができる。 

(備蓄物資等の供給に関する相互協力) 

第８６条の１７ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他

の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の

管理者は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、その備蓄する

物資又は資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。 

(災害応急対策必要物資の運送) 

第８６条の１８ 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、

災害応急対策の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定

地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、都道府県知事にあっ

ては運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべき物資又は資

材並びに運送すべき場所及び期日を示して、当該災害応急対策の実施に必要な物資又は資

材(次項において「災害応急対策必要物資」という。)の運送を要請することができる。 

２ 指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前項の規定による要請に

応じないときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、

災害応急対策の実施のため特に必要があると認めるときに限り、当該指定公共機関又は指

定地方公共機関に対し、災害応急対策必要物資の運送を行うべきことを指示することがで

きる。この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならない。 

 

第６章 災害復旧 

(災害復旧の実施責任) 

第８７条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行

機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害復旧の実施につい

て責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害復旧を実施しなけれ

ばならない。 

(災害復旧事業費の決定) 

第８８条 国がその費用の全部又は一部を負担し、又は補助する災害復旧事業について当

該事業に関する主務大臣が行う災害復旧事業費の決定は、都道府県知事の報告その他地方

公共団体が提出する資料及び実地調査の結果等に基づき、適正かつ速やかにしなければな

らない。 

２ 前項の規定による災害復旧事業費を決定するに当たっては、当該事業に関する主務大

臣は、再度災害の防止のため災害復旧事業と併せて施行することを必要とする施設の新設

又は改良に関する事業が円滑に実施されるように十分の配慮をしなければならない。 
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(防災会議への報告) 

第８９条 災害復旧事業に関する主務大臣は、災害復旧事業費の決定を行ったとき、又は

災害復旧事業の実施に関する基準を定めたときは、政令で定めるところにより、それらの

概要を中央防災会議に報告しなければならない。 

(国の負担金又は補助金の早期交付等) 

第９０条 国は、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業の円滑な施行を図る

ため必要があると認めるときは、地方交付税の早期交付を行なうほか、政令で定めるとこ

ろにより、当該災害復旧事業に係る国の負担金若しくは補助金を早期に交付し、又は所要

の資金を融通し、若しくは融通のあっせんをするものとする。 

 

第７章 被災者の援護を図るための措置 

(罹災証明書の交付) 

第９０条の２ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該

災害の被災者から申請があったときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定め

る種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(第４項において

「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。 

２ 市町村長は、前項の規定による調査に必要な限度で、その保有する被災者の住家に関

する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用す

ることができる。 

３ 特別区の区長は、第１項の規定による調査のため必要があると認めるときは、都知事

に対して、被災者の住家に関する情報の提供を求めることができる。 

４ 市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を

図るため、第１項の規定による調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、

当該市町村と他の地方公共団体又は民間の団体との連携の確保その他必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

(被災者台帳の作成) 

第９０条の３ 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該

災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災

者の援護を実施するための基礎とする台帳(以下この条及び次条第１項において「被災者台

帳」という。)を作成することができる。 

２ 被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 

一 氏名 

二 生年月日 

三 性別 

四 住所又は居所 

五 住家の被害その他市町村長が定める種類の被害の状況 

六 援護の実施の状況 

七 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 

３ 市町村長は、第１項の規定による被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被
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災者の氏名その他の被災者に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以

外の目的のために内部で利用することができる。 

４ 市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成のため必要があると認めるときは、

関係地方公共団体の長その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることがで

きる。 

(台帳情報の利用及び提供) 

第９０条の４ 市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第１項

の規定により作成した被災者台帳に記載し、又は記録された情報(以下この条において「台

帳情報」という。)を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために自ら

利用し、又は提供することができる。 

一 本人(台帳情報によって識別される特定の個人をいう。以下この号において同じ。)

の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

二 市町村が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。 

三 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者

が、被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。 

２ 前項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)の規定による台帳情報の提供に関し必要

な事項は、内閣府令で定める。 

 

第８章 財政金融措置 

(災害予防等に要する費用の負担) 

第９１条 法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じてい

る場合を除くほか、災害予防及び災害応急対策に要する費用その他この法律の施行に要す

る費用は、その実施の責めに任ずる者が負担するものとする。 

(指定行政機関の長等又は他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合の災害応急対策に

要する費用の負担) 

第９２条 第６７条第１項、第６８条、第７４条第１項又は第７４条の４の規定により指

定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は他の地方公共団体の長若しくは委員会

若しくは委員(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)の応援を受けた地方

公共団体の長等の属する地方公共団体は、当該応援に要した費用を負担しなければならな

い。 

２ 前項の場合において、当該応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体が

当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、国又は当該応援をする他

の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用の一時繰替え支弁を求める

ことができる。 

(市町村が実施する応急措置に要する経費の都道府県の負担) 

第９３条 第７２条第１項の規定による都道府県知事の指示に基づいて市町村長が実施し

た応急措置のために要した費用及び応援のために要した費用のうち、当該指示又は応援を

受けた市町村長の統轄する市町村に負担させることが困難又は不適当なもので政令で定め

るものについては、次条の規定により国がその一部を負担する費用を除き、政令で定める

ところにより、当該都道府県知事の統轄する都道府県がその全部又は一部を負担する。 
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２ 前項の場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、前項の費用を一時繰替え支

弁させることができる。 

(災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助) 

第９４条 災害応急対策に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範

囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助することができる。 

第９５条 前条に定めるもののほか、第２３条の７第２項の規定による特定災害対策本部

長の指示、第２８条第２項の規定による非常災害対策本部長の指示又は第２８条の６第２

項の規定による緊急災害対策本部長の指示に基づいて、地方公共団体の長が実施した応急

措置のために要した費用のうち、当該地方公共団体に負担させることが困難又は不適当な

もので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国は、その全部又は一

部を補助することができる。 

(災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助) 

第９６条 災害復旧事業その他災害に関連して行なわれる事業に要する費用は、別に法令

で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又

は補助することができる。 

(激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分等) 

第９７条 政府は、著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。)が発生したときは、

別に法律で定めるところにより、応急措置及び災害復旧が迅速かつ適切に行なわれるよう

措置するとともに、激甚じん災害を受けた地方公共団体等の経費の負担の適正を図るため、

又は被災者の災害復興の意欲を振作するため、必要な施策を講ずるものとする。 

第９８条 前条に規定する法律は、できる限り激甚災害の発生のつどこれを制定すること

を避け、また、災害に伴う国の負担に係る制度の合理化を図り、激甚災害に対する前条の

施策が円滑に講ぜられるようなものでなければならない。 

第９９条 第９７条に規定する法律は、次の各号に掲げる事項について規定するものとす

る。 

一 激甚災害のための施策として、特別の財政援助及び助成措置を必要とする場合の基

準 

二 激甚災害の復旧事業その他当該災害に関連して行なわれる事業が適切に実施される

ための地方公共団体に対する国の特別の財政援助 

三 激甚災害の発生に伴う被災者に対する特別の助成 

(災害に対処するための国の財政上の措置) 

第１００条 政府は、災害が発生した場合において、国の円滑な財政運営をそこなうこと

なく災害に対処するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。 

２ 政府は、前項の目的を達成するため、予備費又は国庫債務負担行為(財政法(昭和２２

年法律第３４号)第１５条第２項に規定する国庫債務負担行為をいう。)の計上等の措置に

ついて、十分な配慮をするものとする。 

(地方公共団体の災害対策基金) 

第１０１条 地方公共団体は、別に法令で定めるところにより、災害対策に要する臨時的

経費に充てるため、災害対策基金を積み立てなければならない。 
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(起債の特例) 

第１０２条 次の各号に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定

める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、

地方財政法(昭和２３年法律第１０９号)第５条の規定にかかわらず、地方債をもってその

財源とすることができる。 

一 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものの当該災害のため

の減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生

ずる財政収入の不足を補う場合 

二 災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものに通常要する費用で、

当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合 

２ 前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもって引き受ける

ものとする。 

３ 第１項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利

息の定率、償還の方法その他地方債に関し必要な事項は、政令で定める。 

(国の補助を伴わない災害復旧事業に対する措置) 

第１０３条 国及び地方公共団体は、激甚災害の復旧事業費のうち、国の補助を伴わない

ものについての当該地方公共団体等の負担が著しく過重であると認めるときは、別に法律

で定めるところにより、当該復旧事業費の財源に充てるため特別の措置を講ずることがで

きる。 

(災害融資) 

第１０４条 政府関係金融機関その他これに準ずる政令で定める金融機関は、政令で定め

る災害が発生したときは、災害に関する特別な金融を行ない、償還期限又はすえ置き期間

の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減等実情に応じ適切な措置をと

るように努めるものとする。 

 

第９章 災害緊急事態 

(災害緊急事態の布告) 

第１０５条 非常災害が発生し、かつ、当該災害が国の経済及び公共の福祉に重大な影響

を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、当該災害に係る災害応急対策を推

進し、国の経済の秩序を維持し、その他当該災害に係る重要な課題に対応するため特別の

必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、関係地域の全部又は一部に

ついて災害緊急事態の布告を発することができる。 

２ 前項の布告には、その区域、布告を必要とする事態の概要及び布告の効力を発する日

時を明示しなければならない。 

(国会の承認及び布告の廃止) 

第１０６条 内閣総理大臣は、前条の規定により災害緊急事態の布告を発したときは、こ

れを発した日から２０日以内に国会に付議して、その布告を発したことについて承認を求

めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合は、

その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が災害緊急事
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態の布告の廃止を議決したとき、又は当該布告の必要がなくなったときは、すみやかに、

当該布告を廃止しなければならない。 

(災害緊急事態における緊急災害対策本部の設置) 

第１０７条 内閣総理大臣は、第１０５条の規定による災害緊急事態の布告があったとき

は、当該災害に係る緊急災害対策本部が既に設置されている場合を除き、第２８条の２の

規定により、緊急災害対策本部を設置するものとする。 

(対処基本方針) 

第１０８条 政府は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告があったときは、災害緊

急事態への対処に関する基本的な方針(以下この条において「対処基本方針」という。)を

定めるものとする。 

２ 対処基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 

一 災害緊急事態への対処に関する全般的な方針 

二 災害応急対策に関する重要事項 

三 国の経済の秩序の維持に関する重要事項 

四 前二号に掲げる事項のほか、当該災害に係る重要な課題への対応に関する重要事項 

五 前三号に掲げる事項に係る事務を的確に遂行するための政府の体制に関する重要事

項 

３ 内閣総理大臣は、対処基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、直ちに、対処基本方針を告示し

なければならない。 

５ 内閣総理大臣は、災害緊急事態への対処に当たり、対処基本方針に基づいて、内閣を

代表して行政各部を指揮監督する。 

６ 第３項及び第４項の規定は、対処基本方針の変更について準用する。 

７ 対処基本方針は、第１０６条第２項の規定により災害緊急事態の布告が廃止された時

に、その効力を失う。 

８ 内閣総理大臣は、前項の規定により対処基本方針がその効力を失ったときは、直ちに、

その旨を告示しなければならない。 

(情報の公表) 

第１０８条の２ 内閣総理大臣は、第１０５条の規定による災害緊急事態の布告に係る災

害について、当該災害の状況、これに対してとられた措置の概要その他の当該災害に関す

る情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により公表しなければならない。 

(国民への協力の要求) 

第１０８条の３ 内閣総理大臣は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告があったと

きは、国民に対し、必要な範囲において、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上

重要な物資をみだりに購入しないことその他の必要な協力を求めることができる。 

２ 国民は、前項の規定により協力を求められたときは、これに応ずるよう努めなければ

ならない。 

(災害緊急事態の布告に伴う特例) 

第１０８条の４ 第１０５条の規定による災害緊急事態の布告があったときは、第８６条

の２第１項、第８６条の３第１項、第８６条の４第１項及び第８６条の５第１項の規定に
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より当該災害を指定する政令が定められたものとみなして、第８６条の２第２項及び第３

項、第８６条の３第２項及び第３項、第８６条の４第２項並びに第８６条の５第２項から

第１３項までの規定を適用する。この場合において、第８６条の２第２項及び第８６条の

３第２項中「政令で定める区域及び期間」とあるのは、「当該災害に係る緊急災害対策本部

の所管区域及び当該災害に係る災害緊急事態の布告が発せられた時から当該緊急災害対策

本部が定める日までの間」とする。 

２ 第１０５条の規定による災害緊急事態の布告が発せられる前に第８６条の２第１項、

第８６条の３第１項、第８６条の４第１項又は第８６条の５第１項のいずれかの規定によ

り当該災害を指定する政令が定められたときは、前項(当該政令に係る部分に限る。)の規

定は、適用しない。 

第１０８条の５ 第１０５条の規定による災害緊急事態の布告があったときは、特定非常

災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成８年法律第８

５号。以下この条において「特定非常災害法」という。)第２条の規定により、当該災害を

特定非常災害として指定し、当該災害が発生した日を特定非常災害発生日として定め、及

び当該特定非常災害に対し適用すべき措置として特定非常災害法第３条から第６条までに

規定する措置を指定する政令が定められたものとみなして、特定非常災害法第３条から第

６条まで(特定非常災害法第４条第１項を除く。)の規定を適用する。この場合において、

次の表の上欄に掲げる特定非常災害法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の下欄に掲げる字句とする。 

第３条第１項 
超えない範囲内において政令で定め

る 
経過する 

第３条第４項 延長期日が定められた 

災害対策基本法(昭和３６年法律第

２２３号)第１０５条の規定による

災害緊急事態の布告があった 

第４条第２項 

免責期限が定められた 
災害対策基本法第１０５条の規定に

よる災害緊急事態の布告があった 

免責期限が到来する 
特定非常災害発生日から起算して４

月を経過する 

到来する特定義務 

到来する特定義務(特定非常災害発

生日以後に法令に規定されている履

行期限が到来する義務をいう。以下

同じ。) 

責任 
その不履行に係る行政上及び刑事上

の責任(過料に係るものを含む。) 

第４条第３項 

免責期限が定められた 
災害対策基本法第百五条の規定によ

る災害緊急事態の布告があった 

前２項 前項 

免責期限が到来する 
特定非常災害発生日から起算して４

月を経過する 

前項 同項 
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第４条第４項 前３項 前２項 

第５条第１項 

第２条第１項又は第２項の政令でこ

の条に定める措置を指定するものの

施行の 

災害対策基本法第１０５条の規定に

よる災害緊急事態の布告があった 

超えない範囲内において政令で定め

る 
経過する 

第５条第５項 同項に規定する政令で定める 同日後２年を経過する 

第６条 

政令で定めるもの 法務大臣が告示するもの 

超えない範囲内において政令で定め

る 
経過する 

当該政令で定める 
特定非常災害発生日から起算して１

年を経過する 

２ 第１０５条の規定による災害緊急事態の布告が発せられる前に特定非常災害法第２条

第１項の規定により当該災害を特定非常災害として指定する政令が定められたときは、前

項の規定は、適用しない。 

(緊急措置) 

第１０９条 災害緊急事態に際し国の経済の秩序を維持し、及び公共の福祉を確保するた

め緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時

会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがないときは、

内閣は、次の各号に掲げる事項について必要な措置をとるため、政令を制定することがで

きる。 

一 その供給が特に不足している生活必需物資の配給又は譲渡若しくは引渡しの制限若

しくは禁止 

二 災害応急対策若しくは災害復旧又は国民生活の安定のため必要な物の価格又は役務

その他の給付の対価の最高額の決定 

三 金銭債務の支払(賃金、災害補償の給付金その他の労働関係に基づく金銭債務の支払

及びその支払のためにする銀行その他の金融機関の預金等の支払を除く。)の延期及び

権利の保存期間の延長 

２ 前項の規定により制定される政令には、その政令の規定に違反した者に対して２年以

下の懲役若しくは禁錮、１０万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑を科し、又は

これを併科する旨の規定、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従

業者がその法人又は人の業務に関してその政令の違反行為をした場合に、その行為者を罰

するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金、科料又は没収の刑を科する旨の規定及

び没収すべき物件の全部又は一部を没収することができない場合にその価額を追徴する旨

の規定を設けることができる。 

３ 内閣は、第１項の規定により政令を制定した場合において、その必要がなくなったと

きは、直ちに、これを廃止しなければならない。 

４ 内閣は、第１項の規定により政令を制定したときは、直ちに、国会の臨時会の召集を

決定し、又は参議院の緊急集会を求め、かつ、そのとった措置をなお継続すべき場合には、

その政令に代わる法律が制定される措置をとり、その他の場合には、その政令を制定した
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ことについて承認を求めなければならない。 

５ 第１項の規定により制定された政令は、既に廃止され、又はその有効期間が終了した

ものを除き、前項の国会の臨時会又は参議院の緊急集会においてその政令に代わる法律が

制定されたときは、その法律の施行と同時に、その臨時会又は緊急集会においてその法律

が制定されないこととなったときは、制定されないこととなった時に、その効力を失う。 

６ 前項の場合を除くほか、第一項の規定により制定された政令は、既に廃止され、又は

その有効期間が終了したものを除き、第四項の国会の臨時会が開かれた日から起算して２

０日を経過した時若しくはその臨時会の会期が終了した時のいずれか早い時に、又は同項

の参議院の緊急集会が開かれた日から起算して１０日を経過した時若しくはその緊急集会

が終了した時のいずれか早い時にその効力を失う。 

７ 内閣は、前２項の規定により政令がその効力を失ったときは、直ちに、その旨を告示

しなければならない。 

８ 第１項の規定により制定された政令に罰則が設けられたときは、その政令が効力を有

する間に行なわれた行為に対する罰則の適用については、その政令が廃止され、若しくは

その有効期間が終了し、又は第５項若しくは第６項の規定によりその効力を失った後にお

いても、なお従前の例による。 

第１０９条の２ 災害緊急事態に際し法律の規定によっては被災者の救助に係る海外から

の支援を緊急かつ円滑に受け入れることができない場合において、国会が閉会中又は衆議

院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措

置を待ついとまがないときは、内閣は、当該受入れについて必要な措置をとるため、政令

を制定することができる。 

２ 前条第３項から第７項までの規定は、前項の場合について準用する。 

 

第１０章 雑則 

(特別区についてのこの法律の適用) 

第１１０条 この法律の適用については、特別区は、市とみなす。 

(防災功労者表彰) 

第１１１条 内閣総理大臣及び各省大臣は、防災に従事した者で、防災に関し著しい功労

があると認められるものに対し、それぞれ内閣府令、デジタル庁令又は省令で定めるとこ

ろにより、表彰を行うことができる。 

(政令への委任) 

第１１２条 この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の実施のための手続

その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

第１１章 罰則 

(罰則) 

第１１３条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、６月以

下の懲役又は３０万円以下の罰金に処する。 

一 第７１条第１項の規定による都道府県知事(同条第２項の規定により権限に属する

事務の一部を行う市町村長を含む。)の従事命令、協力命令又は保管命令に従わなかっ
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たとき。 

二 第７８条第１項の規定による指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長(第２３

条の６第１項、第２７条第１項又は第２８条の５第１項の規定により権限の委任を受

けた職員を含む。)の保管命令に従わなかったとき。 

第１１４条 第７６条第１項の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなか

った車両の運転者は、３月以下の懲役又は２０万円以下の罰金に処する。 

第１１５条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、２０万

円以下の罰金に処する。 

一 第７１条第１項(同条第２項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含

む。以下この条において同じ。)、第７８条第２項(第２３条の６第１項、第２７条第

１項又は第２８条の５第１項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含

む。)又は第７８条第３項(第２３条の６第１項、第２７条第１項又は第２８条の５第

１項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同

じ。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

二 第７１条第１項又は第７８条第３項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をし

たとき。 

第１１６条 次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の罰金又は拘留に処する。 

一 第５２条第１項の規定に基づく内閣府令によって定められた防災に関する信号をみ

だりに使用し、又はこれと類似する信号を使用した者 

二 第６３条第１項の規定による市町村長(第７３条第１項の規定により市町村長の事

務を代行する都道府県知事を含む。)の、第６３条第２項の規定による警察官若しくは

海上保安官の又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による災害派遣を命

ぜられた部隊等の自衛官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかった者 

第１１７条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関し、第１１３条又は第１１５条の違反行為をしたときは、行為者を

罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

 

（附則略） 
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５ 災害救助法 

 

災 害 救 助 法 

（昭和２２年１０月１８日 法律第１１８号） 

（最終：令和４年６月１７日 法律第６８号） 

 

災害救助法をここに公布する。 

 

目 次 

第１章 総則(第１条～第２条の３) 

第２章 救助(第３条～第１７条) 

第３章 費用(第１８条～第３０条) 

第４章 雑則(第３１条) 

第５章 罰則(第３２条～第３５条) 

附則 

 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この法律は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方

公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行

い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を

図ることを目的とする。 

(救助の対象) 

第２条 この法律による救助(以下「救助」という。)は、この法律に別段の定めがある場

合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市(特別区を含む。以下同

じ。)町村(第３項及び第１１条において「災害発生市町村」という。)の区域(地方自治法(昭

和２２年法律第６７号)第２５２条の１９第１項の指定都市(次条第２項において「指定都

市」という。)にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。以

下この条並びに次条第１項及び第２項において同じ。)内において当該災害により被害を受

け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。 

２ 災害が発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３

号)第２３条の３第１項に規定する特定災害対策本部、同法第２４条第１項に規定する非常

災害対策本部又は同法第２８条の２第１項に規定する緊急災害対策本部が設置され、同法

第２３条の３第２項(同法第２４条第２項又は第２８条の２第２項において準用する場合

を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該本部の所管区域が告示されたときは、

都道府県知事は、当該所管区域内の市町村(次項及び第１１条において「本部所管区域市町

村」という。)の区域内において当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必

要とする者に対しても、救助を行うことができる。ただし、前項の規定の適用がある場合

又は同法第２３条の３第２項の規定により当該本部の廃止が告示された場合は、この限り

ではない。 
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３ 都道府県知事は、前２項の規定による救助を行うときは、その旨及び当該救助を行う

災害発生市町村又は本部所管区域市町村の区域を公示しなければならない。当該救助を終

了するときも、同様とする。 

(救助実施市の長による救助の実施) 

第２条の２ 救助実施市(その防災体制、財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑

かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する市をいう。以下同

じ。)の区域内において、前条第１項に規定する災害により被害を受け又は同条第２項に規

定する災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対する救助は、

同条第１項及び第２項の規定にかかわらず、当該救助実施市の長が行う。 

２ 救助実施市の長は、前項の規定による救助を行うときは、その旨(指定都市の長にあっ

ては、その旨及び当該救助を行う区域)を公示しなければならない。当該救助を終了すると

きも、同様とする。 

３ 第１項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、内閣府令で定め

るところにより、同項の救助を行おうとする市の申請により行う。 

４ 内閣総理大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする

市を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、指定をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。 

６ 第１項及び前３項に定めるもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、内

閣府令で定める。 

(都道府県知事による連絡調整) 

第２条の３ 都道府県知事は、救助実施市の区域及び当該救助実施市以外の市町村の区域

にわたり、第２条第１項に規定する災害が発生し又は同条第２項に規定する災害が発生す

るおそれがある場合においては、当該都道府県知事及び当該救助実施市の長が行う救助に

おいて必要となる物資の供給又は役務の提供が適正かつ円滑に行われるよう、当該救助実

施市の長及び物資の生産等(生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送をいう。以下同じ。)

を業とする者その他の関係者との連絡調整を行うものとする。 

 

第２章 救助 

(都道府県知事等の努力義務) 

第３条 都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、救助の

万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、

設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。 

(救助の種類等) 

第４条 第２条第１項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。 

一 避難所及び応急仮設住宅の供与 

二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

四 医療及び助産 

五 被災者の救出 

六 被災した住宅の応急修理 
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七 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

八 学用品の給与 

九 埋葬 

十 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの 

２ 第２条第２項の規定による救助の種類は、避難所の供与とする。 

３ 救助は、都道府県知事等が必要があると認めた場合においては、前２項の規定にかか

わらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行

うことができる。 

４ 救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。 

(指定行政機関の長等の収用等) 

第５条 指定行政機関の長(災害対策基本法第２条第三号に規定する指定行政機関の長を

いい、当該指定行政機関が内閣府設置法(平成１１年法律第８９号)第４９条第１項若しく

は第２項若しくは国家行政組織法(昭和２３年法律第１２０号)第３条第２項の委員会若し

くは災害対策基本法第２条第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制の

ものである場合にあっては、当該指定行政機関とする。次条において同じ。)及び指定地方

行政機関の長(同法第２条第四号に規定する指定地方行政機関の長をいう。次条において同

じ。)は、防災業務計画(同法第２条第九号に規定する防災業務計画をいう。)の定めるとこ

ろにより、救助を行うため特に必要があると認めるときは、救助に必要な物資の生産等を

業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は救助に必要な物資を収用する

ことができる。 

２ 前項の場合においては、公用令書を交付しなければならない。 

３ 第１項の処分を行う場合においては、その処分により通常生ずべき損失を補償しなけ

ればならない。 

(指定行政機関の長等の立入検査等) 

第６条 前条第１項の規定により物資の保管を命じ、又は物資を収用するため、必要があ

るときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、当該職員に物資を保管させる

場所又は物資の所在する場所に立ち入り検査をさせることができる。 

２ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第１項の規定により物資を保管

させた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立

ち入り検査をさせることができる。 

３ 前２項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨をその場所の管理者

に通知しなければならない。 

４ 当該職員が第１項又は第２項の規定により立ち入る場合は、その身分を示す証票を携

帯しなければならない。 

５ 第１項及び第２項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

(従事命令) 

第７条 都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土

木建築工事又は輸送関係者を、第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するた

め、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従



《美馬市地域防災計画（資料編）  第１５ その他》 

484 

事させることができる。 

２ 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、都道府県知事等が第１４条の規定に基づく

内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を

救助に関する業務に従事させることができる。 

３ 前２項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令で定める。 

４ 第５条第２項の規定は、第１項及び第２項の場合に準用する。 

５ 第１項又は第２項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償し

なければならない。 

(協力命令) 

第８条 都道府県知事等は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力

させることができる。 

(都道府県知事等の収用等) 

第９条 都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると認めるとき、又は第１４

条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、

診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資

の生産等を業とする者に対して、その取り扱う物資の保管を命じ、又は物資を収用するこ

とができる。 

２ 第５条第２項及び第３項の規定は、前項の場合に準用する。 

(都道府県知事等の立入検査等) 

第１０条 前条第１項の規定により施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物

資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、都道府県知事等は、当該職

員に施設、土地、家屋、物資の所在する場所又は物資を保管させる場所に立ち入り検査を

させることができる。 

２ 都道府県知事等は、前条第一項の規定により物資を保管させた者に対し、必要な報告

を求め、又は当該職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることがで

きる。 

３ 第６条第３項から第５項までの規定は、前２項の場合に準用する。 

(通信設備の優先使用権) 

第１１条 内閣総理大臣、都道府県知事等、第１３条第１項の規定により救助の実施に関

する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う災害発生市町村若しくは本部所管区域

市町村(いずれも救助実施市を除く。以下「災害発生市町村等」という。)の長又はこれら

の者の命を受けた者は、非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、現

に応急的な救助を行う必要があるときは、その業務に関し緊急を要する通信のため、電気

通信事業法(昭和５９年法律第８６号)第２条第五号に規定する電気通信事業者がその事業

の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和２８年法律第９６

号)第３条第４項第四号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用

することができる。 

(扶助金の支給) 

第１２条 第７条又は第８条の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者

が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるとこ
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ろにより扶助金を支給する。 

(事務処理の特例) 

第１３条 都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定

めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を災害発生市町村等

の長が行うこととすることができる。 

２ 前項の規定により災害発生市町村等の長が行う事務を除くほか、災害発生市町村等の

長は、都道府県知事が行う救助を補助するものとする。 

(内閣総理大臣の指示) 

第１４条 内閣総理大臣は、都道府県知事等が行う救助について、他の都道府県知事等に

対し、その応援をすべきことを指示することができる。 

(日本赤十字社の協力義務等) 

第１５条 日本赤十字社は、その使命に鑑み、救助に協力しなければならない。 

２ 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救助に関し地方公共団体以外の団

体又は個人がする協力(第八条の規定による協力を除く。)についての連絡調整を行わせる

ことができる。 

(日本赤十字社への委託) 

第１６条 都道府県知事等は、救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字

社に委託することができる。 

(事務の区分) 

第１７条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次

に掲げるものは、地方自治法第２条第９項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

一 第４条第３項、第７条第１項及び第２項、同条第４項において準用する第５条第２

項、第７条第５項、第８条、第９条第１項、同条第２項において準用する第５条第２

項及び第３項、第１０条第１項及び第２項、同条第３項において準用する第６条第３

項、第１１条、第１２条並びに第１４条の規定により都道府県又は救助実施市(以下「都

道府県等」という。)が処理することとされている事務 

二 第２条及び第１３条第１項の規定により都道府県が処理することとされている事務 

三 第２条の２第１項及び第２項の規定により救助実施市が処理することとされている

事務 

四 第１３条第２項の規定により災害発生市町村等が処理することとされている事務 

 

第３章 費用 

(費用の支弁区分) 

第１８条 第４条の規定による救助に要する費用(救助の事務を行うのに必要な費用を含

む。)は、救助を行った都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。 

２ 第７条第５項の規定による実費弁償及び第１２条の規定による扶助金の支給で、第７

条第１項の規定による従事命令又は第８条の規定による協力命令によって救助に関する業

務に従事し、又は協力した者に係るものに要する費用は、その従事命令又は協力命令を発

した都道府県知事等の統括する都道府県等が、第７条第２項の規定による従事命令によっ

て救助に関する業務に従事した者に係るものに要する費用は、同項の規定による要求をし
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た都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。 

３ 第９条第２項の規定により準用する第５条第３項の規定による損失補償に要する費用

は、管理、使用若しくは収用を行い、又は保管を命じた都道府県知事等の統括する都道府

県等が、これを支弁する。 

(委託費用の補償) 

第１９条 都道府県等は、その都道府県知事等が第１６条の規定により委託した事項を実

施するため、日本赤十字社が支弁した費用に対し、その費用のための寄附金その他の収入

を控除した額を補償する。 

(都道府県等が応援のため支弁した費用) 

第２０条 都道府県等は、他の都道府県等の都道府県知事等により行われた救助につき行

った応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県等に対して、求償することがで

きる。 

２ 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、前項の規定により求償の請

求を受けた都道府県等(以下「被請求都道府県等」という。)は、内閣府令で定めるところ

により、国に対して、国が当該被請求都道府県等に代わって同項に規定する費用について

同項の規定により求償の請求を行った都道府県等(以下「請求都道府県等」という。)に対

して弁済するよう要請することができる。 

３ 国は、前項の規定による被請求都道府県等の要請があった場合において、当該被請求

都道府県等の区域内における被害の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるとき

は、内閣府令で定めるところにより、第１項の規定による求償の請求に係る費用(以下「請

求費用」という。)を、当該被請求都道府県等に代わって請求都道府県等に対して弁済する

ことができる。 

４ 国は、前項の規定により請求費用を弁済したときは、被請求都道府県等に対して、当

該弁済した費用を求償するものとする。 

(国庫負担) 

第２１条 国庫は、都道府県等が第１８条の規定により支弁した費用及び第１９条の規定

による補償に要した費用(前条第１項の規定により求償することができるものを除く。)並

びに同項の規定による求償に対する支払に要した費用(前条第４項の規定による求償に対

する支払に要した費用を含む。)の合計額が政令で定める額以上となる場合において、当該

合計額が、地方税法(昭和２５年法律第２２６号)に定める当該都道府県等の普通税(法定外

普通税を除く。第２３条において同じ。)について同法第１条第１項第五号にいう標準税率

(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)をもって算定した

当該年度の収入見込額(以下この項において「収入見込額」という。)の１００分の２以下

であるときにあっては当該合計額についてその１００分の５０を負担するものとし、収入

見込額の１００分の２を超えるときにあっては次の区分に従って負担するものとする。こ

の場合において、収入見込額の算定方法については、地方交付税法(昭和２５年法律第２１

１号)第１４条の定めるところによるものとする。 

一 収入見込額の１００分の２以下の部分については、その額の１００分の５０ 

二 収入見込額の１００分の２を超え、１００分の４以下の部分については、その額の

１００分の８０ 
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三 収入見込額の１００分の４を超える部分については、その額の１００分の９０ 

２ 国は、前条第２項の規定による被請求都道府県等の要請があった場合において、次の

各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、前項の規定

による国庫の負担額の全部又は一部を、同条第３項の規定による弁済に代えて、請求都道

府県等に対して支払うことができる。 

一 前条第２項の規定により被請求都道府県等から弁済するよう要請された費用の額が

前項の規定による国庫の負担額を上回らないこと。 

二 被請求都道府県等の区域内における被害の状況その他の事情を勘案して請求費用を

当該被請求都道府県等に代わって請求都道府県等に対して弁済する必要があること。 

３ 前項の規定により国が請求費用を支払う場合における第１項の規定の適用については、

同項中「前条第４項の規定による求償に対する支払に要した」とあるのは、「前条第２項の

規定による要請に係る」とする。 

(災害救助基金) 

第２２条 都道府県等は、前条第１項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救

助基金を積み立てておかなければならない。 

第２３条 災害救助基金の各年度における最少額は次の各号に掲げる都道府県等の区分に

応じ当該各号に定める額とし、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府

県等は、政令で定める金額を、当該年度において、積み立てなければならない。 

一 都道府県(次号に掲げる都道府県を除く。) 当該都道府県の当該年度の前年度の前

３年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の１,０００分

の５に相当する額 

二 救助実施市を包括する都道府県 当該都道府県の当該年度の前年度の前３年間にお

ける地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の１,０００分の５に相当

する額から、当該額に救助実施市人口割合(救助実施市を包括する都道府県の人口(官

報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。

以下この号において同じ。)に占める救助実施市ごとの人口の割合をいう。次号におい

て同じ。)の合計を乗じて得た額を減じた額 

三 救助実施市 当該救助実施市を包括する都道府県の当該年度の前年度の前３年間に

おける地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の１,０００分の５に相

当する額に、当該救助実施市に係る救助実施市人口割合を乗じて得た額 

第２４条 災害救助基金から生ずる収入は、全て災害救助基金に繰り入れなければならな

い。 

第２５条 第２１条第１項(同条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下

この条において同じ。)の規定による国庫の負担額が、第２１条第１項に規定する費用を支

弁するために災害救助基金以外の財源から支出された額を超過するときは、その超過額は、

これを災害救助基金に繰り入れなければならない。 

第２６条 災害救助基金の運用は、次の方法によらなければならない。 

一 財政融資資金への預託又は確実な銀行への預金 

二 国債証券、地方債証券その他確実な債券の応募又は買入れ 

三 第四条第一項に規定する給与品の事前購入 
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第２７条 災害救助基金の管理に要する費用は、災害救助基金から支出することができる。 

第２８条 災害救助基金が第２３条の規定による最少額を超えて積み立てられている都道

府県は、区域内の市町村が災害救助の資金を貯蓄しているときは、当該最少額を超える部

分の金額の範囲内において、災害救助基金から補助することができる。 

第２９条 災害救助基金が第２３条の規定による最少額を超えて積み立てられている都道

府県等は、当該最少額を超える部分の金額の範囲内において、災害救助基金を取り崩すこ

とができる。 

(繰替支弁) 

第３０条 都道府県知事は、第１３条第１項の規定により救助の実施に関するその権限に

属する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととした場合又は都道府県が救助に要

する費用を支弁するいとまがない場合においては、当該救助に係る災害発生市町村等に、

救助の実施に要する費用を一時繰替支弁させることができる。 

 

第４章 雑則 

第３１条 都道府県知事は、救助を行った者について、災害対策基本法第９０条の３第４

項の規定により情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての同

条第２項第一号から第四号までに掲げる情報であって自らが保有するものを提供するもの

とする。 

 

第５章 罰則 

第３２条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は３０万円以下の罰金

に処する。 

一 第７条第１項又は第２項の規定による従事命令に従わなかった者 

二 第５条第１項又は第９条第１項の規定による保管命令に従わなかった者 

第３３条 偽りその他不正の手段により救助を受け、又は受けさせた者は、６月以下の懲

役又は３０万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治４０年法律第４５号)に正条があ

るものは、同法による。 

第３４条 第６条第１項若しくは第２項若しくは第１０条第１項若しくは第２項の規定に

よる当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第６条第２項若しくは第１

０条第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、２０万円以下の罰

金に処する。 

第３５条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人

又は人の業務に関し第３２条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 

 

（附則略） 



 

 

 

 

 

 

 

 

災害救助事務取扱要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年６月 

 
 
 
 
 
 

内閣府政策統括官（防災担当） 
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災害救助法第２条の２の規定により、救助実施市が 

行うこととされている事務については「都道府県」と

あるのは「都道府県又は救助実施市」に、「都道府県

知事」とあるのは「都道府県知事又は救助実施市の長」

と読み替えるものとする。 
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                                                        頁 

第１ 法による救助に関する基本的事項  

   １ 法による救助の原則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ２ 法による救助の性格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ３ 法による救助を実施する災害 ・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

第２ 実施体制等の整備に関する事項 

   １ 平常時からの取組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ２ 人的体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ３ 被害情報の収集・連絡体制の整備 ・・・・・・・・・・・・ 

   ４ 市町村長に対する救助の委任（法第１３条）・・・・・・・・ 

   ５ 都道府県相互の救助の応援 ・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ６ 事業者団体等との協定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ７ 住民に対する啓発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ８ 救助の実施体制に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・ 

   ９ 災害救助基金の取扱いに関する事項 ・・・・・・・・・・・ 

 

第３ 法による救助の実施に関する事項 

   １ 被害状況の確認・把握 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ２ 被害の認定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ３ 情報提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ４ 救助の公示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ５ 市町村長に対する救助の委任 ・・・・・・・・・・・・・・ 

   ６ 応援による救助の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ７ 関係職員の派遣 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

８ 国の機関の派遣費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

９ 救助に要した機器・備品等の取扱い ・・・・・・・・・・・ 

 

第４ 救助の程度、方法及び期間に関する事項 

   １ 避難所の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ２ 応急仮設住宅の供与 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ３ 炊き出しその他による食品の給与 ・・・・・・・・・・・・ 

   ４ 飲料水の供給 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ５ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 ・・・・・・・ 

   ６ 医療 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１ 

１ 

２ 

２ 

 

１１ 

１１ 

１２ 

１２ 

１４ 

１５ 

１５ 

１６ 

１６ 

２５ 

 

２８ 

２８ 

２８ 

３０ 

３２ 

３４ 

３５ 

３９ 

３９ 

４０ 

 

４１ 

４１ 

５５ 

７２ 

７５ 

７７ 

８１ 
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   ７ 助産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ８ 被災者の救出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ９ 住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理（被災した住宅 

の応急修理）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  １０ 日常生活に必要な 小限度の部分の修理（被災した住宅の応急

修理）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  １１ 学用品の給与 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  １２ 埋葬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  １３ 死体の捜索 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  １４ 死体の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  １５ 障害物の除去 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  １６ 輸送費及び賃金職員等雇上費 ・・・・・・・・・・・・・・ 

  １７ 実費弁償について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  １８ 特別基準に関する処理について ・・・・・・・・・・・・・ 

 

第５ 救助事務費に関する事項 

   １ 救助事務費の範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ２ 救助事務の処理に必要な帳簿書式に関する事項 ・・・・・・ 

 

第６ 応急救助に当たっての留意事項 

   １ 情報提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ２ ボランティア活動との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・ 

   ３ 救援物資 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【参考】 

別添１－１「新型コロナウイルス感染症対策としての災害時の避難所とし 

てのホテル・旅館等の活用に向けた準備について」（令和２年４ 

月28日付け事務連絡）を踏まえた対応について（令和２年５月27 

日付府政防第1217号、消防災第97号、健感発0527第２号、観観産 

第75号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

別添１－２災害が発生するおそれのある段階から避難所として貸出し得る 

各省庁及び独立行政法人、民間団体等が所有する研修所、宿泊施 

設等の活用等について（令和３年６月 18 日付府政防第 749 号、 

消防災第 85 号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

別添２ 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定（例） 

別添３ 応急仮設住宅（賃貸型応急住宅）の考え方について・・・・・・ 

８８ 

８９ 

 

９１ 

 

９９ 

１１６ 

１１９ 

１２３ 

１２４ 

１２６ 

１３６ 

１４４ 

１４４ 

 

１４６ 

１４６ 

１５４ 
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別添４  「住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理」実施要領

（例） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

別添５ 「日常生活に必要な 小限度の部分の修理」実施要領 

（例） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

別添６ 「障害物の除去」実施要領（例）・・・・・・・・・・・・・・ 

別添７ 令和５年度災害救助基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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第１ 法による救助に関する基本的事項 

 

 １ 法による救助の原則 

 （１）平等の原則 

   ア 災害による混乱は、社会経済機構等を破壊又は麻痺させ、一時的には生活に必要欠

くべからざる衣食住の基本的な要件を脅かすこととなるが、法による救助は、こうし

た事態に行われるものである。 

      イ 事情の如何を問わず現に救助を行わなければ、被災者の保護と社会秩序の保全に欠

けると認められるときには、等しく救助の手をさしのべなければならない。 

      ウ 被災者の経済的な要件等は必ずしも問われず、現に救助を要しているか否かにより

判断されるべきであり、現に救助を要する場合には平等に行われるべきである。 

 （２）必要即応の原則 

   ア 平等の原則は、救助の対象者について必ずしも経済的な要件等を問わないが、法に

よる救助は、被災者への見舞制度ではないので、必ずしも救助を全ての被災者に画一

的、機械的に行わなければならないわけではない。 

   イ 同じ被災者に対する救助であっても、個々に被災者個人にとってどのような救助が、

どの程度必要であるかを判断し、必要なものについては必要な程度行われなければな

らないが、それを超えて救助を行う必要はない。 

      ウ 同じように住家に被害を受けた者であっても、生活必需品等を持ち出すことのでき

た者や、他から生活必需品を得た者に対しては、重ねてこれらを支給する必要はない。 

      エ 現に居住している住家を災害により失った者であっても、比較的経済的に恵まれ、

自ら住家を再建できる者や、別に建物を所有し当面そこに居住できる者に対しては、

応急仮設住宅を供与する必要はない。 

 （３）現物給付の原則 

法による救助は見舞制度ではなく、災害により現に救助を必要とする被災者に対して 

確実に行われる必要がある。 

例えば、金銭を給付した場合には、その金銭が救助と異なる使途で用いられる可能性 

も生じてしまうことから、そのようなことがないよう、物資や食事、住まい等について 

「現物」での給付を原則としている。 

 （４）現在地救助の原則 

   ア 法による救助は緊急時の応急的な救助であり円滑かつ迅速に行われることが極めて

重要であることから、法による救助は被災者の現在地において実施することを原則と

している。 

     イ 住民はもとより、旅行者、一般家庭の訪問客、その他その土地の通過者等を含め、全

ての被災者に対して、その現在地を所管する都道府県知事（又は市町村長）が救助を

行う。 

 （５）職権救助の原則 

法による救助は、応急救助の性質からして被災者の申請を待つことなく、都道府県知

事がその職権によって、救助すべき対象（人）、救助の種類、程度、方法及び期間を調

査、決定の上、実施することとなっている。 

したがって、形式的には、これに対して一般国民の側からの異議申し立てやそれに基

づく救済手段は定められていない。 
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 ２ 法による救助の性格 

 （１）応急救助 

法による救助は災害に際し、食品その他の生活に欠くべからざる物の欠乏、住居の喪

失、傷病等により生活の維持が困難な被災者に対する応急的一時的な救助であり、被災

したことによる経済的損失への支援や、その後に行う災害復旧対策とは性格を異にする

ものである。 

 （２）経済的要件 

   ア 法による救助は、資産又は金銭等の所有の有無にかかわらず、災害等により社会の

混乱又は流通等の供給手段の途絶等により必要なもの等を得られないため行うもので

あるから、原則的には経済的な要件等は課されない。 

     ただし、資産又は金銭の有無等により、救助の必要性やその必要の度合いが異なる

場合もあることから、結果として、経済的な要件が加味されたと同様になることもあ

り得る。 

      イ このような場合であっても、被災によりその状況が大きく変化することも考えられ

るので、単に被災前の状況によることなく、被災後の資産又は金銭の有無等を勘案し

て、その救助が現に必要か否か判断しなければならない。 

 （３）住民・国籍要件 

   ア 法による救助は、現に災害により救助を要する状態の者に対して緊急的かつ一時的

に行われるもので、当該市町村の住民であるか否かは問わない。したがって、国籍要

件等も問われない。 

      イ 住民要件を問わないことから、住民以外の者であっても必要な救助は住民同様に行

わなければならないが、生活の根拠をその地域においているか否かによって、救助の

程度に差が生じることもありうるので留意すること。 

      ウ 生活の根拠を被災地域以外におく者であれば生活の根拠をおく地域に戻れば一応の

生活の維持が図られると考えられることから、被災地における必要な救助は行われな

ければならないが、その期間等は必要 小限とすること。 

         また、その者が、生活の根拠をおく地域においても生活に困窮する場合は、他法他

施策で対応すること。 

   エ 不法滞在者等についても、通常は不法滞在者等であることを確認できないこと、国

籍要件等は問わないこと、また法による救助は緊急的かつ一時的なものであることか

ら、その者に行った救助も法による救助として差し支えないが、不法滞在者等である

ことが明らかになった時点で速やかに関係機関に通報し、その指示に従わなければな

らない。 

 

 ３ 法による救助を実施する災害 

 （１）規模・定義 

     ア 法による救助は、災害の規模が個人の基本的生活権と全体的な社会秩序に影響を与

える程度のものであるときに行われるものである。 

      イ 法が一定程度以上の被害を対象としているのは、災害時の住民の救助は、災害対策

基本法や地方自治法等により先ず市町村等が行うこととなっており、これにより十分

な救助がなし難いときや被災者の保護が社会秩序の保全に重要である場合、国の責任

において救助を実施することとなっているからである。  

      ウ 法で定める災害の定義は特段ないが、災害対策基本法に規定された災害の定義と概
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ね同様になると考えられる。 

   エ Ⅿ８．０以上の南海トラフ地震発生後（半割れ後）の津波及びその後の大規模地震

等発生に備え、避難生活を余儀なくされる場合 

【参考１】災害対策基本法（第２条第１項） 

災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地

滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被

害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。 

【参考２】災害対策基本法施行令（第１条） 

災害対策基本法第２条第１号の政令で定める原因は、放射性物質の大量の放出、

多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。 

 

（２）災害が発生するおそれがある場合の適用条件等【法第２条第２項に基づく適用】 

   ア 法による救助は、災害が発生するおそれがある段階において、国が災害対策基本法

に基づく災害対策本部を設置した場合で、その所管区域の都道府県において、現に救

助を必要とするときに、市町村の区域（市町村には特別区を含み、指定都市について

は、市又は区若しくは総合区のいずれの地域も単位とすることができる。以下、同じ。）

を単位に行うものである。 

法の適用を行った場合には、速やかにその旨を公示すること。 

イ 法を適用するに当たっては、事前に内閣府と連絡調整を図ること。 

ウ 他の法律等の定めるところにより適切な対応がなされる場合は法による救助を行う

必要はない。  

 

【参考】 

○ 国の災害対策本部の設置については、例えば、特別警報級の勢力を維持した 

台風が上陸し、広域避難の実施の調整が必要となる場合など、自治体や関係機 

関との総合調整が必要となる場合が想定される。 

○ 国の災害対策本部が設置された場合には、都道府県知事等の判断により、災 

害救助法の適用が可能となることから、避難指示の発令状況等を踏まえ、避難 

所の供与等が必要な場合には躊躇なく適用の判断をすること。 

○ 上記の考え方については、以下の「施行通知（災害対策基本法等の一部を改 

 正する法律による改正後の災害対策基本法等の運用について）」で示している 

 ので、参照すること。 

 

災害対策基本法等の一部を改正する法律による改正後の災害対策基本法等の 

運用について（ 令和３年５月10日付府政防第601号、消防災第60号） 

（抜粋） 

 

第一 災害対策基本法の一部改正関係 

Ⅲ 災害発生のおそれ段階での国の災害対策本部の設置及び広域避難に係る居 

住者等の受入れに関する規定の措置等 

１．災害が発生するおそれがある段階における特定災害対策本部、非常災害 

対策本部及び緊急災害対策本部の設置（法第23条の３、第24条及び第28条 
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の２関係） 

（１）規定を改正した趣旨 

災害発生前であっても、国、地方公共団体、指定公共機関等が一体とな 

って迅速に住民等の早期避難等の災害応急対策を実施できるよう、災害が 

発生するおそれ段階からこれら関係者との総合調整、指示等を行う国の災 

害対策本部を設置できることとした。 

なお、災害が発生するおそれ段階における国の災害対策本部の所管区域 

については、災害の発生のおそれのある区域が明らかな場合は都道府県単 

位で告示する。ただし、災害発生前においては、災害発生のおそれのある 

区域が時々刻々と変化する可能性があり、対象区域についてあらかじめ具 

体的に特定することは困難な場合、的確かつ柔軟に災害応急対策を行うこ 

とができるよう、「○○（自然現象の名称）によって被災するおそれのあ 

る都道府県」として告示することを想定している。 

また、国から被災するおそれのある都道府県に対して、早期避難等の災 

害応急対策の検討、準備及び実施を行うよう個別に要請を行うことも想定 

している。 

 

第二 災害救助法の一部改正関係 

１．災害が発生するおそれがある段階での救助法による救助（救助法第１条 

から第２条の３まで、第４条、第11条、第13条、第17条及び第30条関係） 

（２）災害が発生するおそれがある段階での救助法の適用について 

救助法による救助は、大規模な災害が発生するおそれがある段階にお 

    いて、国が法に基づく災害対策本部を設置した場合で、現に救助を必要 

    とするときに、市町村の区域を単位に行われるものであり、具体的な適 

    用の流れは次のとおりである。 

・ 気象庁より特別警報を発表するような台風が上陸する予報が出され、 

その進路や進路上の地域の状況等から大規模な災害が発生するおそれ 

がある場合であって、多数の者の避難の実施の調整が必要となるなど、 

地方公共団体、関係機関との総合調整が必要となる場合において、国 

が地域の状況や予想される被害の程度等を総合的に勘案して、特定災 

害対策本部、非常災害対策本部又は緊急災害対策本部のいずれかの災 

害対策本部を設置する。 

・ Ⅲの１．により、国の災害対策本部の所管区域となる都道府県知事 

 等は、管内市町村における避難指示等の発令状況や避難の実施の必要 

 性等を踏まえ、避難所の供与等の救助を必要とすると判断した場合に 

は、救助法の適用を行う。 

なお、救助法を適用するに当たっては、事前に内閣府と連絡調整を図る 

    こと。 

 

 

（３）災害が発生した場合の適用条件・基準等【法第２条第１項に基づく適用】 

ア 適用条件等 

   （ア）法による救助は、同一原因の災害による被害が一定程度に達した場合に市町村の
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区域を単位に、現に救助を要する状態にある者に対して、市町村に代わって、都道

府県知事又は救助実施市長により行われるものである。 

         ただし、同時又は接近して異なる原因による災害が発生したときには、その実情

に応じて、これらの災害を一の災害とみなして認定して差し支えない。  

法による適用を行う場合には、事前に内閣府と連絡調整を図った上で、速やかに 

その旨を公示すること。 

   （イ）現に救助を要する状態にあるときに行われるものであることから、河川、道路、傾  

斜地等の崩壊等があっても、住民等が救助を要するような状態にない場合は、法に

よる救助を行う必要はない。また、事故等でその原因者等が存在し、その者により

適切な対応が行われ、それにより十分な救助がなされると考えられる場合は、法に

よる救助を行う必要はない。 

      （ウ）他の法律等の定めるところにより適切な対応がなされる場合も法による救助を行

う必要はない。  

      （エ）世帯数等被害の確認が遅れたことにより、被災後一定期間が経過して法適用基準

に達したと判明した場合、その時点で現に救助を要する者がいないときは、たとえ

避難所等の救助を実施したとしても、遡って適用することはできない。 

（オ）一般的には、災害発生日と適用日は一致し、発生後間もなく公示する場合が多い

が、次に掲げる場合などに、公示以前の災害発生時からの救助について法による救

助と認定することがある。 

① 堤防の決壊、地震、火山噴火等、災害発生の時点や法による救助が必要となっ

た時点が明確であり、法による救助を公示する以前の救助を含め、災害発生直後

からの救助全体を法による救助とみなすことが妥当な場合。 

② 長雨等で被害が徐々に拡大した場合、通常は、被害が一定程度に達した時点か

らの救助が法による救助となるが、被害が一定程度に達した時点で被害発生時か

ら法による救助とすることが適当と認められる場合。 

③ 事故等が発生し、緊急の救助が必要であるが、原因究明、求償の可否等の判断

を即座にすることが困難であるため、とりあえず必要な救助を実施した場合で、

その後にその救助の一部及び全部を法による救助と認定した場合。 

④ その他、特別な事情があり、一定の時点以前の救助を法による救助と認定した

場合。 

⑤ これらの場合は、救助開始前に内閣府と連絡調整を図り救助を実施する必要が

あるが、それが出来ない場合には、開始後に速やかに行うこと。 

 法適用基準 

   （ア）令第１条の１号に定める災害（第１表） 

当該市町村の区域内の人口に応じそれぞれ下表第１に定める数以上の世帯の住家 

が滅失した場合。 

      第１表 

市町村の区域内の人口 住家が滅失した世帯数 

     5,000人未満          30世帯 

     5,000人以上  15,000人未満          40世帯 

     15,000人以上  30,000人未満          50世帯 
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     30,000人以上  50,000人未満          60世帯 

     50,000人以上 100,000人未満          80世帯 

    100,000人以上  300,000人未満         100世帯 

    300,000人以上         150世帯 

（注１）法の適用の基礎となる都道府県及び市町村の人口は、原則として地方自治法第 254

条、同法施行令第 176 条及び第 177 条の規定によることとなるが、人口の急増又は

急減等により実態と大きく異なる場合は内閣府と連絡調整を図りその他によること

ができる（以下同じ）。 

（注２）住家が滅失した世帯数は、滅失した世帯が１世帯で１世帯、半壊、半焼する等著

しく損傷した世帯が２世帯で１世帯、床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住

することができない状態となった世帯が３世帯で１世帯とする（以下同じ）。 

（注３）住家の被害（滅失した世帯、半壊、半焼する等著しく損傷した世帯、床上浸水、土   

砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となった世帯）の程度は、

第３の２の（３）の「住家の被害」を参照。 

（注４）市町村には、東京都の特別区を含む（以下同じ）。 

（注５）地方自治法第 252 条の 19 第 1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若

しくは総合区のいずれの地域を単位とすることもできる（以下同じ）。 

     （イ）同第２号に定める災害（第２表、第３表） 

当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内 

の人口に応じそれぞれ下表第２に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合であっ 

て、当該市町村の区域内の人口に応じそれぞれ下表第３に定める数以上の世帯の住 

家が滅失した場合。 

      第２表 

都道府県の区域内の人口 住家が滅失した世帯数 

  1,000,000人未満         1,000世帯 

  1,000,000人以上  2,000,000人未満         1,500世帯 

  2,000,000人以上  3,000,000人未満         2,000世帯 

  3,000,000人以上         2,500世帯 

 
      第３表 

市町村の区域内の人口 住家が滅失した世帯数 

     5,000人未満          15世帯 

      5,000人以上  15,000人未満          20世帯 

     15,000人以上   30,000人未満          25世帯 

30,000人以上   50,000人未満          30世帯 

50,000人以上  100,000人未満          40世帯 

100,000人以上  300,000人未満       50世帯 

   300,000人以上       75世帯 
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     （ウ）同第３号の前段で定める災害（第４表） 

当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内 

の人口に応じそれぞれ下表第４に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合。 

      第４表 

都道府県の区域内の人口 住家が滅失した世帯数 

  1,000,000人未満         5,000世帯 

 1,000,000人以上  2,000,000人未満         7,000世帯 

2,000,000人以上  3,000,000人未満         9,000世帯 

  3,000,000人以上        12,000世帯 

          （注）多数の世帯（「多数の世帯」という場合の世帯数） 

① 令第１条第１項第３号で定める災害の多数の世帯（次のエの場合を含む。） 

は、次に掲げる理由から確定数では示していない。 

・ 被害の進行が緩慢か急激か、死傷者が生じているか等の被害態様により異な

ること。 

・ 四囲の状況に応じて個々に判断されるべきものであること。 

・ 現に各市町村の救助活動に任せられない程度の被害か否かで判断されるもの

で、各市町村の人口、その他の規模等だけではなく現実の救助体制等によって

も異なること。 

② ただし、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令等から多数の世帯とは、 低 

５世帯以上は必要と考えられる。 

【参考１】災害弔慰金の支給等に関する法律施行令（第１条第２項） 

内閣総理大臣が定める住居の被害の程度は、住居の被害が生じたこ

とにより災害救助法による救助を行うことができる 小の災害の当該

住居の被害の程度を超えるものであってはならない。 

 

【参考２】災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第１条第２項の内閣総理大

臣が定める住居の被害の程度 

「災害弔慰金の支給が行われる災害の範囲等」（平成25年10月1日内

閣府告示第230号）の１で「住居の滅失した世帯の数が５あること」と

定めている。 

③ なお、住家の滅失が５世帯を下回り、滅失世帯が多数と認められないため、令     

第１条第１項第３号に該当しない災害であっても同第４号の定めるところ等によ

り、法による救助の途は開かれている。 

     （エ）同第３号の後段で定める災害 

     ① 災害が隔絶した地域に発生したものである等、被災者の救護を著しく困難とす

る府令で定める特別の事情がある場合で、かつ、市町村で多数の世帯の住家が滅失

した場合。 

       ② 府令で定める特別な事情とは、被災者に対する食品若しくは生活需品の給与等

について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必

要とする場合であり、具体的には、次のような場合であること。 
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ⅰ 被害地域が他の村落から隔離又は孤立しているため、生活必需品等の補給 

が極めて困難な場合で、被災者の救助に特殊の補給方法を必要とする場合。 

ⅱ 有毒ガスの発生、放射性物質の放出等のため、被災者の救助が極めて困難で

あり、そのために特殊の技術を必要とする場合。 

ⅲ 水害により、被災者が孤立し救助が極めて困難であるため、ボートによる救

出等の特殊の技術を必要とする場合。 

            （注）多数の世帯はウの(注)を参照。 

【参考】 

 平成30年７月豪雨による災害では、被災地域が孤立し、救助が極めて困難とな

り、ボートによる救出等の特殊の技術が必要となったことから、高知県は、令第

１条第１項第３号後段に基づく適用を行った。 

     （オ）同第４号に定める災害 

   ① 発生した災害の程度が、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるお

それが生じた場合であって、府令で定める基準に該当する災害であること。 

       ② 府令で定める基準とは、災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在

する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とする場合であり、具体的には、

次のような場合であること。 

      ⅰ 火山噴火、有毒ガスの発生、放射線物質の放出等のため、多数の住民が避難

の指示を受けて避難生活を余儀なくされる場合 

      ⅱ 船舶の沈没、交通事故、爆発事故等の事故により多数の者が死傷した場合 

ⅲ Ⅿ８．０以上の南海トラフ地震発生後（半割れ後）の津波及びその後の大規

模地震等発生に備え、避難生活を余儀なくされる場合 

       ③ また、被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方

法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とする場合とは、具

体的には、次のような場合であること。 

          ⅰ 交通路の途絶のため多数の登山者等が放置すれば飢餓状態に陥る場合 

      ⅱ 火山噴火、有毒ガス発生等のため多数の者が危険にさらされている場合 

ⅲ 豪雪により多数の者が危険状態となる場合 

ａ．平年に比して、短期間の異常な降雪及び積雪による住家の倒壊等又はその

危険性の増大 

ｂ．平年、孤立したことのない集落の交通途絶による孤立化 

ｃ．雪崩れ発生による人命及び住家被害の発生 

ｄ．大規模な車両の立往生や長期化が想定される停電 

（注１）令第１条第１項第１号～第３号に該当する可能性はあっても、夜間等で被害状況

の確認が困難な場合に、多数の者が死傷し、又は危険にさらされ、迅速な救助が必要で

あれば、第４号に該当することができる。 

（注２）第４号の基準は、災害による被害の発生前に適用することができるものであるた

め、生命又は身体に対する危害のおそれの程度を十分に検討のうえ、適用の判断をす

ること。 
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ウ 事故等の具体的な対応例 

（ア）平成２３年の東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故について 

は、震災による地震や津波の被害が甚大かつ大規模である等により、地震や津波と 

事故による被害を峻別することが難しかったことから、これらを分けることなく一 

【参考】 

・ 新潟県中越地震以降、特に大規模地震が発生した場合には、一定震度以上

を観測した市町村に対して「避難して継続的に救助を必要とする」状態とし

て、速やかに４号適用する運用が行われている。 

・ 大震度７を観測した新潟県中越地震の際には発災時が夕方ということ

もあり、新潟県は、震度６弱以上を観測した市町村に深夜に適用した。その

後、震度５弱以上であって、避難して継続的に救助を必要とする市町村に順

次追加適用した。 

・ 大震度６強を観測した能登半島地震においては、震度５強以上を観測し

た市町に対して直ちに石川県は、災害救助法を適用した。 

・ 大震度６強を観測した新潟県中越沖地震においては、多数の余震が続く

中、震度５強が観測された自治体に対しても、新潟県は避難して継続的に救

助が必要と判断し、災害救助法を追加適用した。 

・ 台風１１号による災害において、秋田県は合併前の人口規模では滅失世帯

数の基準に達するものの、合併後の人口規模では基準に達しない場合にも、

多数の住民が生命、身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合に該当

すると判断し、４号に基づく適用を行った。 

・ 平成２４年５月６日に発生した竜巻災害では、多数の住家被害を生じ、継

続的に救助を必要とする状況が生じたため、栃木県及び茨城県は４号に基づ

く適用を行った。 

・ 平成２５年２月の連日の降雪により、これを放置すれば住宅の倒壊により

多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じたため、新潟県は４号

に基づく適用を行った。 

・ 平成２６年９月２７日に発生した御嶽山の噴火では、多数の被災者（登山

者）の救出を迅速に行う必要があったため、長野県は４号に基づく適用を行

った。 

・ 平成２７年５月２９日に発生した口永良部島の噴火では、噴火警戒レベル

が５（避難）に引き上げられ、全島避難となったことから、鹿児島県は４号

に基づく適用を行った。 

・ 平成２８年１２月２２日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災では、強

風により近隣家屋に延長し、さらに延焼のおそれがあったことから、新潟県

は４号に基づく適用を行った。 

・ 令和元年９月９日の台風第１５号の影響により、千葉県内において約４万

軒の停電が発生した。当初、東京電力の見通しでは、翌日には電力復旧す

るとのことから、適用は行っていなかったが、９月１２日の東京電力の会

見において、９月２７日まで電力復旧の見通しが立たない旨の見解を踏ま

え、停電によって多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じ、

避難して継続的に救助を必要とする４１市町村に対し、千葉県は４号に基

づく適用を判断した。 
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律に法に基づく救助を行った。 

（注）福島県における今般の事故に対する災害救助に要した費用については、今後どのよ

うな形で東京電力に対し求償するかについて、現在調整を行っているところである。 

（イ）平成１１年の茨城県東海村臨界事故では、多くの住民が事故現場から一定の範囲 

外の地域に避難することが必要となり、また、この状況が継続することが予想され 

たことから、法による救助を行った。 

       （注）茨城県における災害救助に要した費用は、後に事業者から全額補償されたため、既

に国から茨城県へ交付していた災害救助費負担金は国庫へ返納された。 

（ウ）平成８年の日本海におけるナホトカ号沈没に伴う重油流失事故では、住民等に対 

する救助が必要ではなかったので、法による救助は行われなかった。 

（エ）平成８年の長野・新潟県境の蒲原沢で発生した土石流災害は、工事現場における 

被害であり、住民等に被害はなく、かつ、工事関係者（発注者の国及び県を含む）が 

対応したので、法による救助は行われなかった。 

（オ）平成８年の北海道豊浜トンネルの崩落事故については、道路（国道）に管理責任を 

有する建設省及び北海道開発庁等が対応したので、法による救助は行われなかった。 

（カ）昭和６０年の日本航空機の墜落事故では、群馬県は救助に要した費用を事故責任 

者と考えられる日本航空に求償することとし、法による救助は行われなかった。 

（キ）昭和５５年の静岡県の静岡駅前ゴールデン街におけるガス爆発事故では、事故責 

任者が直ちに明確に出来ない状況にあり、かつ、十分な救助が期待しがたいと判断 

されたので、法による救助を行った。 

 

（４）費用の支弁及び国庫負担 

ア 費用の支弁 

救助に要する費用は、救助が行われた地の都道府県が支弁する。 

なお、都道府県知事が法第 13 条の規定により救助の実施に関する事務の一部を市町

村長に委任した場合又は急な支払いを必要とするため都道府県知事が救助に要する費

用を支出する暇がない場合等においては、都道府県知事は救助を必要とする者の現在

地の市町村に、救助の実施に要する費用を一時繰替支弁させることができる。 

   イ 費用の求償 

     都道府県は、他の都道府県の地域において行われた救助について応援を行った場合、

都道府県知事相互の協議による応援、また、法第 14 条の規定による内閣総理大臣の指

示による応援であるかを問わず、その応援のため支弁した費用については救助の行わ

れた地の都道府県に対して求償することができる。 

ウ 国庫負担 

ア及びイにより救助に要する費用が 100 万円以上（法第 21 条第１項及び令第 19 条）

となる場合、その額の都道府県の普通税収入見込額の割合に応じ、次の区分により負担

する。  

    （ア）普通税収入見込額の 2/100 以下の部分        50/100 

    （イ）普通税収入見込額の 2/100 をこえ 4/100 以下の部分   80/100 

    （ウ）普通税収入見込額の 4/100 をこえる部分            90/100 
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第２ 実施体制等の整備に関する事項 

１ 平常時からの取組み 

災害の発生のおそれがある場合や災害発生時に迅速かつ適切に対応するため、平常時よ

り次に掲げる点に留意し、災害に備えた対応に努めること。 

ア 市町村からの迅速・的確な情報収集、都道府県庁内部における縦と横の部局間の情報

共有・情報伝達のためのシステム構築を図り、災害の発生のおそれがある場合や発災時

において迅速な意思決定が図られるようにすること。 

イ 都道府県・市町村間で意見交換を行い、災害の発生のおそれがある場合や発災時の役

割分担等を勘案し、市町村に事務委任する救助の内容や手続き等の基本的なルールをあ

らかじめ事前に取り決めておくなど、速やかに必要に応じて事務委任が行えるようにす

るとともに、指定都市がある道府県においては救助実施市制度の活用を検討すること。 

 

○災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）（抜粋） 

（事務処理の特例） 

第十三条 都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令 

で定めるところにより、その権限に属する救助の実施に関する事務の一部を 

災害発生市町村の長が行うこととすることができる。 

２ 前項の規定により災害発生市町村の長が行う事務を除くほか、災害発生市 

町村の長は、都道府県知事が行う救助を補助するものとする。 

 

ウ 被災者の住まいの確保に向けて、建設型の応急仮設住宅における建設候補地の選定、

地域の実情に応じた標準仕様の設定、事業者との協定の締結等や賃貸型の応急仮設住宅

として活用する民間賃貸住宅の空き住戸の把握、関係団体等との協定の締結等に努める

とともに、協定の締結等を行った関係団体等と民間賃貸住宅の空き住戸の把握をするた

めの情報連絡訓練、貸主・自治体・被災者が民間賃貸住宅を応急仮設住宅として契約す

るための契約締結事務など実施する机上訓練を行い、発災時の迅速な運用が図られるよ

う努めること。 

エ 大規模・広域的な災害については、被災都道府県の救助のみならず、他の都道府県の

応援が必要となる場合があるため、発災時に円滑な応援が行われるよう、都道府県間に

おいてあらかじめ援助協定を締結し、応援要請の手続き、費用負担等について可能な限

り詳細に定めること。 

なお、市町村間における援助協定についても同様であるので留意されたい。 

また、これら応援に要した救助費用について、災害救助法に基づく救助に該当するも

のは、災害救助法第２０条により求償することが可能であり、求償に要した経費につい

ても国庫負担の対象となるので積極的な援助締結を図られたい。 

 オ 災害により半壊・半焼した住宅の応急修理については、発災後、修理業者のリスト等

をホームページに掲載できるようリストの作成準備をしておくとともに、関係団体等や

修理業者に対して、応急修理に必要な資料、修理の範囲、請求に必要な書類など説明資

料や説明会を開催し周知を図ること。 
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２ 人的体制の整備 

 （１）要員の確保 

ア 災害が発生し、又は発生するおそれのあるときには、職員が決められた場所に自発

的に参集する体制を整備しておくこと。 

イ 平常時から、災害時を想定した職員の参集訓練を実施しておくこと。 

ウ 交通機関の混乱や途絶の可能性があることを想定し、職員に自転車や徒歩を含む参

集場所への複数の交通手段を確保しておくこと。 

エ 交通機関の混乱や途絶、また、職員自身の被災などによる救助要員の不足が想定さ

れるため、緊急時における当面の間の、他部局や地方機関の職員による応援等の補完

体制を整備しておくこと。 

オ 市町村所管部局においては、膨大な災害関連業務が発生することが予想されること

から、市町村に対し、救助と併せて、要配慮者への支援対策を円滑に実施できる要員

体制を確保しておくよう指導すること。 

カ 要員が不足する場合には、他の都道府県等からの応援の要請等についても検討する

こと。 

キ 民生委員、各種相談員、保健師の訪問等による積極的な需要等の把握に努めること。 

ク できる限りの要員を確保し、できる限り被災者の話を聞くことが、次の観点から重

要であることを認識し、他の都道府県からの応援職員・派遣職員やボランティア等の

活用なども検討すること。 

（ア）できる限り被災者の話を聞くことで被災者の需要を的確に把握することが可能と

なる。 

（イ）精神的な打撃のため需要等が顕在化しない者も想定されることから、できる限り

被災者の話を聞くように努めることが、正常なストレス反応（Normal response）の

消失を図り、急性ストレス障害（Acute Stress Disorder, ASD）や心的外傷後スト

レス障害（Post Traumatic Stress Disorder, PTSD）の未然防止にもつながるもの

である。 

（ウ）心的外傷後ストレス障害等への対応として、中長期的な精神保健対策の実施につ

いても留意すること。 

 （２）資質の向上 

    迅速かつ的確な救助を実施することができるよう、救助担当職員に対し、救助に係る

実践的な研修や訓練を行っておくこと。 

 （３）職員の登録 

    災害を経験した都道府県においては、災害業務の実践を経験して実務に精通した職員

をあらかじめ登録し、災害時に直ちに活用できるようにしておくこと。 

 

 ３ 被害情報の収集・連絡体制の整備 

 （１）体制の整備 

災害は突発的に襲い、平常時には予測できない状況が発生するが、被害状況の把握、

収集及び連絡は、その不足や遅滞等が迅速な救助に支障をきたすことから、平時から次

の点に留意して体制の整備を図っておくこと。 

ア 担当職員の自発的な参集体制の整備、参集訓練の実施を図るほか、代替職員による
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補完体制の整備等についても留意を図る必要があること。 

イ 災害により発生する様々な場合を想定し、職員の参集手段、代替職員による補完体

制及び機関間の通信手段等について、複数の方法を定めておくこと。 

     （ア）想定される事態 

        ① 被害状況把握のための交通手段の途絶 

     ② 連絡のための通信網の途絶等 

     ③ 被害状況の収集及び報告を行う職員自身の被災及び出勤のための交通手段の途

絶等により出勤できない場合等。 

      （イ）検討しておく事項 

     ① 複数の通信手段の確保、複数の職員参集手段の確保 

     ② 情報収集体制の整備方法の複数化 

      ａ 他の部局（出先機関を含む）による補完体制（担当以外の者用のマニュアル

策定等を含む） 

           ｂ 被災市町村への他市町村又は都道府県出先機関による応援体制 

      ｃ 周辺都道府県相互間による応援体制 

ウ 被害状況等の情報は迅速かつ的確に集約し、その結果を都道府県庁の内部関係部局

や幹部等へ伝達・共有する縦と横の連携が行えるシステムを構築し、発災時において

迅速な意思決定ができる体制を整備すること。 

エ 在宅医療患者等、必要な薬剤・器材等（水・電気等を含む）を得られないため、直接 

生命にかかわる者又は日常生活に重大な支障を来す者などの把握及び必要物資の提供 

については、関係部局・団体等と連携を図り配慮すること。 

 （２）多様な通信手段の確保 

ア 都道府県、市町村間の情報収集・連絡を迅速に行うことができるよう、防災業務無

線、衛星通信システム、緊急回線等、地域の実情にあわせ活用できる多様なルートに

よる情報通信手段を確認・整備しておくこと。 

イ 情報通信機器については、耐震対策を進めるとともに、停電のときにも機能するよ

う、必要に応じて非常時の発電システムを整備しておくこと。 

ウ 市町村役場等が被害を受け、都道府県、市町村間の連絡ができなくなる事態も想定

し、都道府県職員等を現地に派遣し、直接情報収集に当たる体制も整備しておくこと。 

 （３）情報担当職員に対する訓練 

情報通信機器を的確に操作できるよう、平常時から担当職員に対し実践的な訓練を行

っておくこと。 

また、担当職員がいない場合も想定し、できる限り幅広く関係職員に訓練を行ってお

くこと。 

 （４）緊急回線の活用 

   ア 災害時には、通信網の途絶等により情報収集が遅れ、応急救助の実施に円滑さを欠

く事例も見られるので、災害時に優先利用できる携帯電話、有線電気通信設備等の確

保に努めること。 

イ 有線通信を利用することができないか、又はこれを利用することが著しく困難なと

きには、日本赤十字社が保有する非常無線等を活用するほか、必要に応じ、警察無

線、又はアマチュア無線等の活用も考慮すること。 
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（５）安否確認・避難誘導 

要配慮者に対する安否確認を可及的速やかに行うことができるよう、市町村に対し「避

難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を踏まえ、要配慮者情報の収集・共

有を図るとともに、避難支援者、避難場所、避難方法等について定めた避難支援計画を

策定し、安否確認、避難誘導を行うように指導すること。 

 

 ４ 市町村長に対する救助の委任（法第１３条） 

 （１）救助の委任の留意点 

   ア 救助の委任は、救助の迅速、的確化が図られ、かつ、市町村において実施し得る範囲

に限り、災害ごとに市町村長へその事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を

通知して行うこと。 

      イ 救助の委任に当たっては、迅速な救助を実施するために事前に市町村に対し、救助

の委任を受けて救助を実施する準備を求めておくこと。 

      ウ あらかじめ市町村に対し、救助の委任を受けて救助を実施する準備を求めておくこ

とが望ましい救助としては次に掲げるものが考えられる。 

（ア）避難所の設置、炊き出しその他による食品の給与及び被災者の救出等、 も緊急

を要する救助。 

（イ）学用品の給与等、都道府県において実施することが困難であると認められる救助。 

      エ 応急仮設住宅の供与については、建設用地や民間賃貸住宅の空き住戸の確保を含め、

提供に当たってどういった役割分担をするか明確にしていただくとともに、あらかじ

め都道府県・市町村間で協議していただくことが望ましい。 

      オ 市町村に対しては、次に掲げる方法などで事前に準備を求めておくことが考えられ

るが、一律に行う必要はなく、実際の救助に実効があがるように定めて差し支えない。 

例えば、市町村の救助体制を勘案し、地方自治法第２５９条の１９に定める指定都

市や中核市等に対しては、その大半について救助を実施する準備を求め、他の市には

一定の救助を、他の町村には緊急を要する一部の救助のみしか実施の準備を求めない

などとして差し支えないということであり、更に都道府県の機関等との遠近を勘案す

るなどし、個々の市町村毎に異なるものとして差し支えないということである。 

 （ア）救助種目毎にその全部の実施について準備を求める方法 

  （イ）救助種目の内の一部の実施について準備を求める方法 

 （ウ）全市町村長に実施についての準備を求める方法 

 （エ）一部の市町村長にのみ実施についての準備を求める方法 

      カ あらかじめ市町村に対して、救助の委任を受けて救助を実施する準備を求めていな

い救助についても、その都度、都道府県の指示により補助機関として市町村が実施で

きる。また、災害の規模・態様及び地域の特性等により、必要に応じてその都度委任す

ることも差し支えない。 

 （２）市町村への助言等 

   ア 都道府県が市町村に救助の委任をする場合は、次の事項について周知徹底を図ると

ともに、市町村における救助事務の取扱要領を作成するほか、市町村の幹部職員及び

実務担当者へ研修を行うなど、一貫した組織を確立しておくこと。 

   （ア）委任する救助の種類とその程度、方法及び期間 
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   （イ）法第２９条の規定により救助の実施に要する費用を一部繰替支弁させる場合の費

用の範囲及びその精算方法等に関する事務 

      イ 都道府県は市町村に対し、救助の委任の有無にかかわらず、迅速かつ的確な救助を

実施するため、次の事項について周知徹底を図るとともに、研修等による一貫した組

織を確立しておくこと。 

    （ア）被害状況等の報告 

   （イ）救助の種類とその程度、方法及び期間 

   （ウ）法第２９条の規定により救助の実施に要する費用を一時繰替支弁させる場合の費

用の範囲及びその精算方法等に関する事務 

   （エ）その他災害救助の実施に必要な事項 

 

 ５ 都道府県相互の救助の応援 

（１）大規模災害等に備え、あらかじめ他の都道府県と救助の応援に関する協定等を締結し

ておくこと。この際、応援協定又は応援協定に基づく細則等に、要請等の手続き、応援を

うける救助の内容、方法、費用負担等について明確にしておくこと。 

（２）大規模災害等、災害の規模・態様によって、被災都道府県による被害状況の把握が遅滞

することもあるので、内閣府と連絡調整を図り、被災都道府県の被害状況の把握につい

て周辺都道府県が協力することを定めておくこと。 

（３）災害の状況によっては、応援要請が遅滞することも考えられるので、次により、緊急を

要する救助について周辺都道府県が自主的な応援ができるように、あらかじめ救助の種

類、程度、方法及び期間並びに費用負担等について定めておくこと。 

     ア あらかじめ定めておく救助の種類は、特に緊急を要する救助とし、その他の救助に

ついては、①被災都道府県の要請を受けた場合、②法第１４条に基づく内閣総理大臣

の応援の指示を受けた場合、又は、③応援協定等に基づく場合等が考えられる。 

      イ 救助費用の負担については、原則として、法第２０条の規定に基づき応援した都道

府県が被災都道府県に求償し、法第２１条の規定に基づき被災都道府県が国庫と精算

すること。 

（４）大規模災害により広域避難が必要となり、被災都道府県から救助の応援要請があった

場合は、応援都道府県は、被災都道府県からの避難者を迅速に受け入れるための体制を

確保すること。 

 

 ６ 事業者団体等との協定 

（１）食料、生活必需品の調達、応急仮設住宅の建設、応急修理の実施等、事業者の協力を得

ることが必要な救助については、あらかじめ事業者団体等と物資供給等に関して協定を

締結しておくこと。 

また、高齢者、障害者等の救助に当たり特別な配慮を要する者（以下、「要配慮者」と

いう。）に必要な福祉避難所や生活必需品等の調達に係る協定も締結しておこくこと。 

（２）この協定では、応援要請又は協力の手続き、応援又は協力を受けるべき救助の内容及

び方法、並びに費用負担のあり方等について明確にしておくこと。 
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 ７ 住民に対する啓発 

   災害に備え、平常時から住民自らが次のことに取り組むよう、広報活動等を通じて啓発

を行うこと。 

 （１）避難場所と避難経路の確認、非常時の持出品の準備、３日分程度の食料・飲料水、生活

必需品等の備蓄に努めること。 

 （２）災害の発生のおそれがある場合や災害が発生した場合には、住民が相互に協力し、負傷

者の救出、安否確認、要配慮者への支援、避難所の運営等に努めること。 

 （３）要配慮者自らも緊急時の連絡先の確認や地域社会との関係づくりに取り組むこと。 

 

 ８ 救助の実施体制に関する事項 

 （１）指定避難所 

   ア 指定避難所の指定 

   （ア）市町村は、災害対策基本法の基準を踏まえて、指定避難所を指定して公示するもの

とする。 

（イ）災害対策基本法施行令第 20 条の６第１号から第４号までに定める基準に適合する

指定避難所（同条第１号から第５号までに定める基準に適合するものを除く。以下

「指定一般避難所」という。）を指定したときは、当該指定一般避難所の名称及び

所在地その他市町村長が必要と認める事項を公示するものとする。 

   （ウ）指定一般避難所の指定にあたっては、当該地域の大多数の住民が避難生活をする

ことも想定し、その必要な量の確保を図っておくこと。 

   （エ）指定一般避難所として指定する施設は、原則として耐震、耐火、鉄筋構造を備え、

できる限り、生活面での物理的障壁の除去（バリアフリー化）された公民館等の集

会施設、学校、福祉センター、スポーツセンター、図書館等の公共施設とすること。 

（オ）上記（イ）に定めるもののほか、災害対策基本法施行令第 20 条の６第１号から第

５号までに定める基準に適合する指定避難所（以下「指定福祉避難所」という。）を

指定したときは、当該指定福祉避難所の名称、所在地及び当該指定福祉避難所に受

け入れる被災者等を特定する場合にはその旨その他市町村長が必要と認める事項を

公示するものとする。 

 

○災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号） 

（指定避難所の指定） 

第四十九条の七 市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘

案し、災害が発生した場合における適切な避難所（避難のための立退きを行つた居

住者、滞在者その他の者（以下「居住者等」という。）を避難のために必要な間滞在

させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民（以下「被災住民」

という。）その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。）の

確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所

として指定しなければならない。 

 

２・３ 略 

 

《美馬市地域防災計画（資料編）　　巻末資料》

509



- 17 -

○災害対策基本法施行令（昭和 37 年政令第 288 号）（抄） 

（指定避難所の基準） 

第二十条の六 法第四十九条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 避難のための立退きを行つた居住者等又は被災者（次号及び次条において「被

災者等」という。）を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。 

二 速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布すること

が可能な構造又は設備を有するものであること。 

三 想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。 

四 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。 

五 主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（以下この号に

おいて「要配慮者」という。）を滞在させることが想定されるものにあつては、要

配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受ける

ことができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項

について内閣府令で定める基準に適合するものであること。 

（カ）指定一般避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な要配慮者のため

に特別な配慮がなされた指定福祉避難所を必要に応じて指定しておくこと。 

   （キ）指定福祉避難所として指定する施設は、原則として耐震、耐火、鉄筋構造を備え、

物理的障壁の除去（バリアフリー化）された施設とし、要配慮者の円滑な利用を確

保するための措置が講じられており、また、災害が発生した場合において要配慮者

が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在さ

せるために必要な居室が可能な限り確保されるものとすること。 

   （ク）指定一般避難所及び指定福祉避難所を指定しようとするときは、当該施設の管理

（所有）者の理解・同意を得て指定するとともに、物資の備蓄、災害時の利用関係、

費用負担等について明確にしておくこと。 

      （ケ）学校を指定一般避難所又は指定福祉避難所として指定する場合には、学校が教育

活動の場であることに配慮し、指定一般避難所及び指定福祉避難所としての機能は

応急的なものであることを認識の上、教育委員会等の関係部局と調整を図ること。 

（コ）市町村が指定一般避難所及び指定福祉避難所の指定又は指定の取り消しをした場

合は、都道府県に通知するとともに、公示すること。都道府県は、市町村から通知

を受けた場合は、消防庁を通じて、遅滞なく内閣府に報告すること。 

   イ 指定一般避難所の周知・運営等 

   （ア）管内の公共施設のみでは避難所を量的に確保することが困難な場合は、旅館、ホテ

ル、企業の社屋の一部（ロビー、会議室等）、企業の研修施設や福利厚生施設（運動

施設、寮・保養所等）、私立学校等を活用できるよう事前に協定を締結するなどして

おくこと。 

   （イ）指定一般避難所を指定した場合は、広報紙等により、地域住民に対し周知を図るほ

か、防災の日等を活用して年１回以上は広報を行うなど、その周知徹底を図ること。 

   （ウ）指定一般避難所として指定した施設については、住民にわかりやすいよう指定一

般避難所である旨を当該施設に表示すること。 

   （エ）指定一般避難所の運営が円滑かつ統一的に行えるよう、あらかじめ指定一般避難

所の運営の手引きを作成し、指定一般避難所の運営基準や方法を明確にしておくこ
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と。なお、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」及び取組指針

に基づく「避難所運営ガイドライン」等を配布しているので、作成する際の参考に

されたい。  

   （オ）手引きは、要員不足にも対応できるよう、災害救助関係職員以外の者の利用を想定

したものとすること。 

（カ）手引きに基づき、関係部局・機関の理解及び協力も得て、平常時から指定一般避難

所の管理責任予定者を対象とした研修を実施すること。 

   （キ）指定一般避難所を指定した場合は、原則として各指定避難所に管理責任者を配置

できる体制の整備に配慮しておくこと。なお、管理責任者は、原則として市町村（都

道府県）職員とすることが望ましいが、必要に応じて、市町村（都道府県）との連携

体制を確保しつつ、施設管理者や近隣住民の代表者等を充てることとして差し支え

ない。 

   （ク）災害発生直後から当面の間、管理責任者の配置が困難なことも予想されるため、当

該施設の管理者又は職員を管理責任者に充てることも考えられるので、事前に関係

部局・機関及び当該施設管理者の理解を十分に得ておくこと。特に、学校等が指定

されていることが多いことから、学校職員等を管理責任者に充てることについて教

育委員会、学校等の理解を十分に得ておく必要がある。 

   （ケ）指定一般避難所を設置した場合は、被災者による自発的な指定避難所での生活の

ルールづくり等、指定一般避難所の自治会等による自主的運営が行われるよう、あ

らかじめ地域の自治会等、地域社会からの理解及び協力を得られるようにしておく

こと。さらに、指定一般避難所の運営に当たっては、女性等の視点を取り入れ、様々

な配慮が行えるよう検討すること。 

      （コ）巡回パトロールによる指定一般避難所における個別的需要の把握及び防犯対策等

のため、あらかじめ警察等と連絡調整を図り、連携を図れる体制を確立しておくこ

と。 

ウ 指定福祉避難所の周知・運営等 

   （ア）指定福祉避難所の指定又は指定の取り消しをした場合は、その施設の情報（場所、

受入可能人数、設備内容等）について、要配慮者を含む地域住民に対し、周知すると

ともに、周辺の福祉関係者の十分な理解を得ておくこと。 

   （イ）指定福祉避難所の運営が円滑かつ統一的に行えるよう、あらかじめ指定福祉避難

所の運営の手引きを作成し、指定福祉避難所の運営基準や方法を明確にしておくこ

と。なお、「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」及び「福祉避

難所の確保・運営ガイドライン」等を配布しているので、作成する際の参考にされ

たい。  

   （ウ）市町村は、指定福祉避難所の対象者をあらかじめ把握することが望ましい。 

   （エ）常時の介護や治療が必要となった者については、速やかに特別養護老人ホーム等

への入所や病院等への入院手続きをとるような状況を想定し、あらかじめ関係機関

と連絡調整しておくこと。 

   （オ）指定福祉避難所として指定された場合には、指定一般避難所と指定福祉避難所間

（指定福祉避難所から指定一般避難所へ、また、指定一般避難所から指定福祉避難

所へ）の対象者の引き渡し方法等についてあらかじめ定めておくことが望ましい。 
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（カ）指定福祉避難所を設置した場合は、要配慮者に配慮した簡易便器等の器物並びに

日常生活上の支援を行うために必要な紙おむつ、ストーマ用装具等の消耗器財が提

供できるよう必要な体制を整備しておくこと。 

   （キ）民間施設を発災後に福祉避難所として使用する場合には、施設との間であらかじ

め協定を締結しておく必要がある。協定の締結に当たっては、手続き、福祉避難所

での援助の内容・方法、費用負担等について明確にしておくこと。（別添２「災害発

生時における福祉避難所の設置運営に関する協定（例）」参照） 

  エ 指定避難所における備蓄 

   （ア）指定避難所として指定した施設には、あらかじめ応急的に必要と考えられる食料・

飲料水・生活必需品等を備蓄しておくことが望ましい。 

         この場合、指定避難所に指定されている施設は、他の用途に使用されていること

から、関係部局・機関及び当該施設の管理者等の理解を得た上で実施すること。 

（イ）指定避難所や備蓄倉庫等が被災した場合、備蓄物資が利用できなくなる可能性も

あることから、備蓄の地域分散についても考慮するとともに、平素から構造等の点

検に努めること。 

   オ トイレ、風呂の整備 

     トイレ、風呂が設置されていなかったり、災害時に不足することが予想される場合

には、あらかじめ、仮設トイレや簡易シャワー・簡易風呂等の調達方法について検討

したり、ポータブルトイレ等の備蓄を進めるなど対策を講じておくこと。また、要配

慮者が使いやすい洋式トイレ等も開発されていることから、あらかじめ事業者と協定

を結ぶなど、事前準備を進めておくこと。 

カ 女性避難者への配慮 

仮設トイレを設置する際には、男性用と女性用とを衝立で仕切る等の女性への配慮

を行うとともに、衛生面についても注意すること。また、更衣室や授乳場所の確保な

ど女性の避難者やボランティアの声を十分に聞き、女性の利用に配慮すること。 

キ 避難所における健康管理・福祉的対応 

   （ア）発災後速やかに保健師等による健康相談やこころのケアの専門家の派遣などの対

策を実施するとともに、あらかじめ他の地方公共団体と保健師等の応援協定を結ん

でおくなど事前準備を進めておくこと。 

   （イ）介護福祉士やホームヘルパーなど、介護・福祉の専門家は被災者の日常の生活リズ

ムを取り戻す支援等の重要な役割を担うものであり、発災後速やかに介護・福祉職

の派遣など福祉的サービスの提供が可能となるよう、あらかじめ福祉関係者と協定

を締結するなど事前準備を進めておくこと。 

   ク ホテル・旅館等との協定 

（ア）発災後にホテル・旅館等と協議等を行うことは、被災者の迅速な避難に支障が生

じるおそれがあることから、あらかじめホテル・旅館等の事業者と、料金・提供され

るサービスの内容等を含めた以下の点などについて事前に協議し、協定を締結して

おくことが望ましい。 

  ①申し込み方法 

  ②実施期間 

  ③利用料金（食事の提供やリネンの交換等提供されるサービスの内容を含む） 
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  ④キャンセル料金などの取扱い 

  ⑤その他の事項 

（イ）ホテル・旅館等事業者との協議等については、地域の実情に詳しいのは市町村で

あるが、救助の実施主体は都道府県であり、又、事業者団体・組合は都道府県単位で

組織されているものもあること等から、都道府県及び市町村は、あらかじめ互いに

連絡調整を図ることが望ましい。 

【参考】ホテル・旅館等の活用に関する通知等 

ホテル・旅館等の活用については、都道府県等の防災担当主管部（局）長等宛に、

別添１－１「「新型コロナウイルス感染症対策としての災害時の避難所としてのホ

テル・旅館等の活用に向けた準備について」（令和２年４月 28 日付け事務連絡）

を踏まえた対応について」（令和２年５月 27 日）が発出されており、平時の事前

準備や災害発生時の対応等が記載されている他、災害時等における宿泊施設の提供

等に関する協定のひな型が添付されている。（別添１－１「「新型コロナウイルス

感染症対策としての災害時の避難所としてのホテル・旅館等の活用に向けた準備に

ついて」（令和２年４月 28 日付け事務連絡）を踏まえた対応について」を参照） 

また、国や独立行政法人、民間団体等が所有する研修所、宿泊施設等の活用につい

ては、各都道府県防災担当主管部（局）長宛に、別添１－２「災害が発生するおそれ

のある段階から避難所として貸出し得る各省庁及び独立行政法人、民間団体等が所有

する研修所、宿泊施設等の活用等について」（令和３年６月 18 日）が発出されてお

り、災害時における施設等の利用に関する協定のひな型が添付されている。（別添１

－２「災害が発生するおそれのある段階から避難所として貸出し得る各省庁及び独立

行政法人、民間団体等が所有する研修所、宿泊施設等の活用等について」を参照） 

 

 （２）応急仮設住宅の供与 

応急仮設住宅については、建設型のみならず、公営住宅や国家公務員宿舎等の一時使

用を行うとともに、民間賃貸住宅の借上げ及び住宅の応急修理等を勘案し、総合的に対

応すること。 

   ア 建設用地の確保・把握 

（ア）応急仮設住宅の建設用地については、大規模災害等、大量な応急仮設住宅の設置

が必要な事態に備え、都道府県は市町村と調整を図り、事前に公有地等のほか、そ

の他の土地を含め、建設可能な土地を選定し、候補地リストを作成しておくこと。 

この場合、応急仮設住宅の建設だけではなく、民間賃貸住宅を借り上げて対応す

ることも可能であるため、借り上げによる供与を想定している場合は、その対応に

よる供給分も踏まえ、土地の選定に努めること。 

また、事業者等と協力し事前点検を行い、土地の状況、周囲の環境（電気、上下水

道などが選定した地域の近傍まできている）等を把握しておくこと。 

   （イ）大規模災害等、大量な応急仮設住宅の設置が必要な事態に備え、都道府県は市町村

の協力を得て、あらかじめ応急仮設住宅の建設用地を量的に選定し、確保しておく

ことが望ましいが、都市化の進んだ人口過密地域等において、量的な確保が困難な

場合は、次によりあらかじめ建設用地としての可能性がある用地を把握しておくこ

と。 
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        ① 都道府県及び市町村は、建設可能な公有地を把握しておくこと。 

     ② 都道府県及び市町村は管内の企業が所有する用地について協力の可能性を把握

しておくこと。 

         ③ 都道府県は都道府県内の市町村間による協力体制を確立しておくこと。 

     ④ 都道府県は他の都道府県との災害援助協定の締結等による協力・連携体制を確

立しておくこと。 

      （ウ）応急仮設住宅の建設用地の選定に当たっては、原則として、①公有地、②国有地、

③企業等の民有地の順に選定すること。 

（エ）応急仮設住宅の建設用地の選定に当たっては、民有地についても、公租公課等の

免除を前提に、無償で提供を受けられる土地を優先して予定すること。 

     イ 立地条件の配慮 

 建設用地の選定に当たっては、上下水道、ガス、電気等の生活関連設備の整備状況、

医療機関、学校、商店、交通、騒音等の立地条件についても配慮すること。 

     ウ 利用関係の明確化 

 建設用地として予定する用地を選定した場合は、当該用地の所有者等と設置期間や

費用負担のあり方等、用地の利用関係についてあらかじめ協定を結ぶ等明確にしてお

くこと。  

     エ 建設事業者団体等との協定 

（ア）応急仮設住宅を迅速に設置することができるよう、あらかじめ建設事業者団体等

と建設及び建設資材の提供等に関する協定を締結しておくこと。 

（イ）協定の締結に当たって、標準的な応急仮設住宅を定める場合は、高齢者・障害者等

の利用に配慮した仕様が誰にとっても利用しやすいことに着目し、通常の応急仮設

住宅についても、できる限り物理的障壁の除去された（バリアフリー）仕様とする

などの配慮をするとともに、国土交通省による「応急仮設住宅建設必携 中間とり

まとめ」（平成 24 年 5 月 21 日）等を参考に寒冷地や積雪地仕様等、地域の気候風

土を考慮した仕様をあらかじめ検討すること。 

      また同様に、標準的な応急仮設住宅を定める場合は、個々の身体状況や生活様式、

単身・多人数の世帯構成等、多様な世帯の入居に対応できるように、できる限り複

数の標準的な規模・仕様を設定すること。 

   オ 一般対策との連携体制 

（ア）応急仮設住宅入居者に対して、保健・医療・福祉、住宅・就職相談等、各種行政サ

ービスが提供されるように関係部局・市町村等と連携が図れる体制を確立しておく

こと。 

特に、民生委員、保健師の訪問等、積極的な需要等の把握に努め、被災者の心的外

傷後ストレス障害（Post Traumatic Stress Disorder, PTSD）等に対応する中長期

的な精神保健対策の実施についても留意すること。 

（イ）大規模な応急仮設住宅団地を整備する場合は、入居者の日常生活の利便性を確保

するため、商業施設の設置、路線バスの増発・新規開設等に配慮する必要があるの

で、関係部局等と連携が図れる体制を確立しておくこと。 

カ 応急仮設住宅の手引き（マニュアル）の作成 

応急仮設住宅の設置が円滑かつ統一的に行えるよう、あらかじめ応急仮設住宅設置
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の手引きを作成し、災害発生時の実務や事前準備（建設、用地の選定確保）等を明確に

しておくこと。なお、応急仮設住宅については、「応急仮設住宅建設必携 中間とりま

とめ」を配布しているので、作成する際の参考にされたい。 

   キ 賃貸型応急住宅の供与に係る事前準備及び訓練実施のための手引き 

     発災後に被災者に賃貸型応急住宅を速やかに供与するためには、行政や民間賃貸住

宅関係団体・事業者等の的確な対応が必要となり、そのためには関係者による平時か

らの準備や訓練が重要である。 

     このため、発災後の業務オペレーションを想定した訓練を実施する等必要な対策を 

講じ、実際に発災した後に一日でも早く、一人でも多くの被災者が賃貸型応急住宅に

入居できるよう、「賃貸型応急住宅の供与に係る事前準備及び訓練実施のための手引

き」（令和 2 年 5月 内閣府政策統括官（防災担当））を作成したので、訓練を実施す

る際の参考とすること。 

   ク 建設型応急住宅の供与に係る事前準備及び発災時対応等のための手引き 

     建設型応急住宅の速やかな供与に係る一層の取組を行うため、平時より行政と建設 

事業者団体等との役割分担の調整を行うとともに、これらを踏まえて発災後の業務オ 

ペレーションを想定した訓練を実施する等の必要な対策を講じ、実際に発災した後に 

迅速に建設し、入居をすることができるよう、「建設型応急住宅の供与に係る事前準 

備及び発災時対応等のための手引き」（令和 3 年 5月 内閣府政策統括官（防災担当）） 

を作成したので、訓練を実施する際の参考とすること。 

（３）その他の救助 

   ア 食料・飲料水等の給与 

（ア）食料・飲料水は避難生活に不可欠であることから、災害が発生したときに直ちに

これらを提供できるよう、備蓄の推進、他の都道府県との災害援助協定の締結、事

業者団体等との物資供給協定の締結等を図っておくこと。 

（イ）事業者団体等の協力、交通状況の把握、必要に応じた緊急輸送路の確保など、食料

・飲料水等を迅速に運搬・支給する体制を準備するため、関係部局による連携体制

を確立しておくこと。 

（ウ）調達物資のほか、義援物資が大量に搬入されてくることも考えられるので、調達

物資と義援物資との調整体制、ボランティアとの連携を含めた受け入れ体制、運搬

・配布体制についても定めておくこと。 

（エ）備蓄食料については、 近の食生活の向上と保存食の多様化を踏まえ、乾パン等

の画一的なものだけにならないよう検討すること。特に高齢者、障害者、乳幼児、病

弱者等の利用にも配慮し、創意工夫をこらすこと。 

（オ）炊き出しその他による食品の給与は、備蓄食料やキッチンカー事業者等の食料提

供業者等によるほか、地域社会の協力、ボランティアとの連携、給食センター等の

集団給食施設の利用等による炊き出し等、多様な供給方法を整備しておくこと。 

     イ 被服、寝具その他生活必需品の給与及び貸与 

（ア）被服、寝具などの生活必需品を確保するため、災害が発生したときに直ちにこれ

を提供できるよう、備蓄の推進、事業者団体等との物資供給協定の締結、他の都道

府県との災害援助協定の締結等を図っておくこと。 

また、要配慮者の日常生活上の支援を行うために必要な消耗器材（例：紙おむつ、
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ストーマ用装具など）についても、同様の対応を図っておくこと。 

また、要配慮者の生活必需品として、紙おむつ、ストーマ用装具などの消耗器材

について法第４条第１項第３号に基づき給与することが可能であるとともに、福祉

避難所においては、これらの消耗器材の費用を特別な配慮のために必要な実費とし

て加算することができることとなっている。このため、これらの消耗器材について

も、備蓄の推進、事業者団体等の物資供給協定の締結等を図っておくこと。 

（イ）物資供給業者の協力、交通状況の把握、必要に応じた救援用物資集積基地の設置

など、生活必需品等の救援用物資を迅速に運搬・支給する体制を整備するため、関

係部局による連携体制を確立しておくこと。 

（ウ）調達物資のほか、義援物資が大量に搬入されてくることも考えられるので、調達

物資と義援物資との調整体制、ボランティアとの連携を含めた受け入れ体制、運搬

・配布体制についても定めておくこと。 

     ウ 医療 

（ア）災害発生直後の混乱期に、迅速に救護班の活動が開始できるよう、あらかじめ公

立病院、日本赤十字社等の協力を得て救護班を編成しておくこと。また、必要に応

じ地域医師会等とも連携を図れる体制を定めておくこと。 

（イ）災害発生後、医療の提供を的確に行う上で、次のような情報が不可欠であるので、

関係部局とあらかじめ役割分担や連絡体制を定めるなどし、被害状況等を速やかに

把握できるよう、関係部局による連携体制を確立しておくこと。 

         ① 被災地域における医療施設及び設備の被害状況 

     ② 被災地域における医療施設の診療機能の可否 

     ③ 医療品及び医療用資器材等の確保状況 

     ④ 被災地域及び周辺地域の交通状況 

（ウ）救護班による応急的な医療のほか、後方医療機関等により的確に医療が提供でき

るよう、患者搬送体制を整備しておくこと。 

また、ヘリコプター等を活用した広域的搬送体制や他都道府県との協力体制につ

いても定めておくこと。 

エ 日常生活に必要な 小限度の部分の修理 

      発災後、速やかに住宅の応急修理を行うことは、避難生活の早期解消の観点からの

みならず、被災者に対し生活再建の道筋を早期に提示する観点からも重要であること

から、あらかじめ応急修理の実施要領等（別添５を参照）を定めるとともに、応急修理

を実施する事業者を指定しておくこと。 

     オ 死体の捜索及び埋葬 

（ア）災害発生直後の遺体検案を円滑に実施するため、検案を担当する医師の確保を図

るほか、警察等と連絡調整を密にし、迅速かつ的確な検案を行うための体制を確立

しておくこと。 

（イ）遺体の処理を円滑に行うため、遺体を一時的に収容する場所、遺体搬送のための

車両、遺体保存のためのドライアイス等の確保を図るため、関係部局による連携体

制を確立しておくこと。 

（ウ）地元火葬場の被災も想定し、広域的な火葬ができるよう、遺体の搬送のための車

両、ドライアイス、棺、骨壺等の確保、ヘリコプター等を活用した広域的搬送、他の
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都道府県との協力等の体制について定めておくこと。 

（エ）災害が発生したときには、直ちに地元火葬場の被害状況、火葬場の処理能力を把

握できるよう、関係部局による連携体制を確立しておくこと。 

（オ）速やかな埋葬を希望する遺族に対する埋葬のための相談窓口の設置など、火葬場、

遺体搬送等の広域的情報を的確に提供できる体制を定めておくこと。 

カ 輸送費及び賃金職員等雇上費 

災害の発生のおそれ段階において、広域避難等の事前避難を実施する必要が生じた

場合において、高齢者や障害者等で避難行動が困難な要配慮者等の輸送を円滑に実施

できるよう、要配慮者の状況把握や避難支援、輸送を担う事業者団体等との調整、交

通状況の把握等に係る関係部局による連携体制を確立しておくとともに、事業者団体

等との輸送支援に係る協定を締結するなど、輸送手段の確保を図っておくこと。 

     キ 関係機関との連携 

     遺体の捜索・処理、被災者の救出、医療等については、消防、警察、自衛隊、海上保

安庁、日本赤十字社等との円滑な連携が必要なので、平常時から緊密な連絡調整を図

り、災害時に十分な連携が図られる体制を確立しておくこと。 

（４）心理的ケア 

   ア 救助の実施に当たっては、次の観点から、民生委員、各種相談員、保健師等のほか、

他の自治体等からの応援・職員派遣及びボランティアの活用等を図るなど要員を確保

し、できる限り被災者の話を聞く体制整備に配慮すること。 

      イ 被災者の需要を的確に把握するために、被災者の相談に十分対応することが重要で

ある。 

      ウ 精神的な打撃のため需要等が顕在化しない者も想定されることから、できる限り被

災者の話を聞くように努めることが、正常なストレス反応（Normal Response）のうち

に消失を図り、急性ストレス障害（Acute Stress Disorder,ASD）や心的外傷後ストレ

ス障害（Post Traumatic Stress Disorder, PTSD）の未然防止にもつながるものであ

る。 

 （５）情報提供体制 

    救助の実施に当たっては、被災者等の住民に対する情報提供の重要性を勘案し、都道

府県及び市町村は、共有すべき情報の種類及び連絡方法などについて検討し、次の点に

留意し、情報提供体制について整備又は検討しておくこと。 

ア 市町村内の放送設備等の配備についての把握、及びこれらを活用した被災者等の住

民に対する情報提供 

     イ 被災時の広報紙等の発行と配布方法 

   ウ パソコン等の情報機器を活用した情報提供方法 

エ 避難所等（福祉避難所、集会所を含む。）における管理責任者配置のルールとこれに

対する情報提供の方法 

     オ 避難所等における掲示板又はパソコン等の情報機器の設置 

   カ その他被災者等の住民に対する十分な情報提供をできる体制の整備 
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 ９ 災害救助基金の取扱いに関する事項 

 （１）規則の制定 

   ア 法第２２条に定める災害救助基金（以下、「基金」という。）の設置、管理及び処分

にかかる細部の取扱いに関しては、都道府県において規則をもって定めること。 

      イ 当該規則を制定又は改正した場合は、速やかにその写しを内閣総理大臣に提出する

こと。 

 （２）基金の管理・運用上の留意点 

   ア 基金から生じる利子収入等は、毎年歳入予算に計上し、基金積立金として歳出予算

に計上して処理することが望ましい。 

      イ 基金から支出することができる費用は、原則として法による救助に要した費用、及

び法第２６条第３号の規定により法第４条第１項に規定する給与品の事前購入に必要

な費用、並びに法第２７条の規定により基金の管理に必要な費用である。 

したがって、災害の際の見舞金品又は平常時の災害救助訓練に要する費用等には原

則として基金から支出できない。 

     ウ 法第２６条第３号の規定による法第４条第１項に規定する給与品の事前購入につい

ては（３）によること。 

      エ 基金から支出することができる基金の管理に要する費用は、基金の管理に直接必要

な手数料、保管料等の費用をいい、都道府県職員の人件費の類は含まれない。ただし、

（３）に定める評価委員会の委員の経費及び物品の保管料に含まれる都道府県職員以

外の経費については認められる。 

      オ 基金が法第２３条に定める 少額を上回る場合に、その範囲で被災者に給与されな

い機器等を購入するなど、本来は基金による支出と認められない費用に充てる場合は、

厳密に言えば、当該相当額を当初から基金に繰り入れず、一般会計の歳出として計上

することが適切な取扱いであろう。 

 （３）基金による備蓄等 

   ア 法第２６条第３号の規定により、事前購入された法第４条第１項に規定する給与品

（以下、「基金による備蓄物資」という。）は、法第４条第１項に規定する給与品に限

られる。 

      イ 具体的には、法による救助を行うために必要となる被災者への給与品であり、応急

的に必要になると考えられる食料、飲料水、毛布、その他の生活必需品等である。 

     したがって、厳密に言えば、救助を行う者が使用する機器の類、救出用の重機等、被

災者に給与されない物品は救助に必要な物資であっても認められない。 

     なお、要配慮者の生活必需品として、紙おむつ、ストーマ用装具等の消耗器材につ

いても基金による備蓄が可能であること。 

   ウ 令和５年度から「住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理」が追加されたこ

とに伴い、災害救助基金の給与品の事前購入にブルーシート、ビニールロープ、土の

う袋等の品目を追加することとし、各自治体が発災直後から被災者に配布できるよう

資材を調達し、各市町村等で備蓄しておくこと。 

      エ 基金による備蓄物資の管理は、善良な管理者の注意をもって行うとともに、毎年度

当初において、次により、公正な評価者により時価による評価をしておくこと。 

（ア）時価評価については、適正な価格を決定するため、評価委員会を組織して行うこ
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となどが望ましい。 

（イ）評価委員会は、物資の品目によっても異なるが、専門業者及び物資取扱いに経験

のある都道府県職員をそれぞれ５名程度で構成することが概ね妥当なものと考えら

れる。 

（ウ）評価委員会による評価の結果なされた価格の増減については、評価調査をもって、

基金の増減を行うことになると考えられる。 

      オ 基金による備蓄物資は、当該都道府県の救助に支障をきたさない範囲で、災害救助

訓練、災害救助法による救助に至らない小災害時の救助及び他の都道府県の応援に一

時的に利用されることなどが考えられる。  

       厳密に言えば、これらの取扱いは好ましいことではないが、現実的には、当該評価

額相当を当該年度内に一般会計から基金に繰り入れた場合には、やむを得ないものと

考える。 

     また、他の都道府県の応援に利用した場合、求償された時点に補充されることも厳

密に言えば好ましくないが、現実的にはやむを得ないだろう。 

      カ 迅速な救助を実施するため、備蓄施設等に非常用物資を分散備蓄しておく場合の備

蓄物資については、法に定める範囲内（法に規定する給与品及びその管理費）におい

て、基金を活用して差し支えない。 

      キ 事業者団体等との協定等に要する経費は、通常、基金による備蓄物資とは認め難い

と考えられるが、ランニングストックに要する経費は、基金による備蓄物資と解釈し

得る考え方もあるので、内閣府と連絡調整を図ること。 

 （４）基金の積立状況の報告 

        各年度における基金の積立状況等について、毎年度６月１５日までに災害救助基金

報告書により内閣総理大臣に情報提供しなければならない。 

 

【参考】「災害救助法による救助の実施について」（昭和 40 年５月 11 日付社施第

99 号、 終改正：令和３年３月 31 日府政防第 429 号）（抄） 

第５ 災害救助基金の取扱いに関する事項 

災害救助基金の管理、運用については、次の点に留意すること。 

１ 規則の制定 

災害救助基金の設置、管理及び処分にかかる細部の取扱いに関しては、都道府 

県等の規則をもって定めることとし、当該規則を制定し又は改正したときは、す 

みやかに、その写を内閣総理大臣に提出すること。 

２ 備蓄物資の管理 

法第 26 条第３号の規定により事前に購入した給与品の管理については、善良 

な管理者の注意をもって行うとともに、毎年度当初において、公正な評価者によ 

り、時価による評価をしておくものとすること。 

なお、法第 26 条第３号の規定により事前に購入した給与品については、当該 

都道府県等の災害時の救助に重大な支障をきたさない範囲で、他の都道府県等の 

応援等に利用してさしつかえないこと。 

この際、当該額相当を一般会計から基金に繰り入れるのが原則であるが、求償 

に応じ、支払がなされた時点において補充する場合はこの限りでないこと。 
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３ 情報提供 

各年度における災害救助基金の積立状況等について、毎年度６月 15 日までに 

災害救助基金報告書（様式２）により内閣総理大臣に情報提供すること。 
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第３ 法による救助の実施に関する事項 

 

 １ 被害状況の確認・把握 

（１）被害状況の確認・把握は、法の適用、救助の種類並びに程度、方法及び期間の決定の根

拠となるものであることから、迅速かつ適正に行わなければならないことは、当然であ

るが、災害は突発的に発生し、平常時には予測できない状況が生じ、被害状況の把握に

手間取ったり、連絡不足・遅滞等から結果として、救助に支障をきたす例も多いので、次

の点に留意して行うこと。 

     ア 平常時から都道府県及び市町村間における被害状況把握の体制整備を十分に図り、

災害が発生したときには、あらかじめ定められた手順に沿って迅速に行動すること。 

     イ 夜間、休日等、都道府県又は市町村の担当職員が非在庁時に災害が発生した場合、

あらかじめ定められた参集体制に基づき、自発的に行動すること。 

     ウ 被害状況の収集及び情報提供については、災害時においては通常の手段が使えない

ことも多いと思われるので、様々な手段を検討しておくこと。 

     エ 都道府県又は市町村の担当職員が災害のため登庁できない等、不在の場合には、当

面の間の連絡者、その他、適宜必要な措置が可能な代替体制の確保を図るとともに、

必要に応じてあらかじめ定められた補完体制に移行すること。 

     オ 情報の混乱を避けるため、被害情報は、できる限り１カ所で速やかに集約し、その

結果を関係部局・機関に伝達し、その後に公表等を行うこと。 

     カ 関係部局・機関に伝達する前に公表することは、被害情報を一元的に集約すること

を困難とするおそれがあるので、遺漏のないよう特に留意すること。 

（２）被害状況等の情報は、随時内閣府に情報提供していただくこと。災害救助法の適用も

視野に入れ、平日・休日を問わず、確実に連絡が取れる体制を整え、緊密に連携を図って

いただくこと。 

   災害救助法による救助が適切に行われるよう、都道府県知事は国や市町村からの情報

収集に努め、収集した事実関係を基に、都道府県知事は躊躇なく救助法の適用について

判断できるよう緊密に連携を図ること。 

（３）大規模な災害が発生した際には、周辺都道府県による応援体制が必要となる場合もあ

るので、周辺都道府県は災害発生時に準じた体制をとり、内閣府と連絡調整を図ること。 

 

 ２ 被害の認定 

   被害の認定に当たっては、次の点に留意し、迅速かつ適正に行われなければならない。 

 （１）住家 

「住家」とは、現実にその建物を居住のために使用している者がいる建物をいい、現

実に居住するために使用している建物であれば、社会通念上の住宅であるかどうかは問

わない。 

（注１）一般に非住家として取り扱われるような土蔵、小屋等であっても、現実に住家として人が

居住している建物であれば住家とする。 

（注２）法による救助を実施するか否かの判断は、住家に被害を受けた世帯数をもって行うことか

ら、一般に住家として取り扱われる住宅であっても、その住宅に居住する者がいない場合は、

世帯数としては数えない。 
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 （２）世帯 

   ア 生計を一にしている実際の生活単位をいうものである。したがって、同一家屋内の

親子夫婦であっても、明らかに生活の実態が別々であれば２世帯として差し支えない。 

      イ マンション、アパート等のように１棟の建物内に、それぞれの世帯が独立した生計

を営んでいる場合は、それぞれ１世帯として取り扱うこと。 

       （注）会社又は学生の寮等は、これを管理する会社又は学校等が適切に対応するのが原則であ

るが、この原則を貫くことが困難な場合は、協議されたい。 

   ウ 台所、浴場又は便所等が別棟であったり、離れが別棟にあったりするような場合は、

建物の被害は複数棟となるが、世帯数は、これら生活に必要な部分を合わせてそこに

生活している世帯が１であれば１世帯となる。 

 （３）住家の被害 

ア 住家が滅失したもの（以下「全壊、全焼又は流失」という。） 

     住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、

流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使

用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の

床面積がその住家の延床面積の 70％以上に達した程度のもの、または住家の主要な構

成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50％

以上に達した程度のもの。 

イ 住家の半壊、半焼する等著しく損傷したもの（以下「半壊又は半焼」という。） 

     住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊

が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部

分がその住家の延床面積の 20％以上 70％未満のもの、または住家の主要な構成要素の

経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20％以上 50％

未満のもの。 

このうち、大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもので、 

具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 50％以上 70％未満、またはその住家の 

損害割合が 40％以上 50％未満のものを大規模半壊とし、大規模半壊に至らないまでも 

住宅に居住するために 低限必要な「居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面す 

る部分」の過半の補修を含む「相当規模の補修」が必要なもので、具体的には、損壊部 

分がその住家の延床面積の 30％以上 50％未満、またはその住家の損害割合が 30％以 

上 40％未満のものを中規模半壊とする。 

ウ 住家が半壊又は半焼に準ずる程度に損傷したもの（以下「準半壊」という。） 

住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分が 

その住家の延床面積の 10％以上 20％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済 

的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 10％以上 20％未満 

のもの。 

エ 住家が床上浸水、土砂竹木の堆積等により一時的に居住することができない状態と 

なったもの。（以下「床上浸水」という。） 

アからウに該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達した程度のもの、 

又は土砂、竹木等の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの。 

（注）「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について」（令和２年 12 月 4 日府
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政防第 1746 号）、「災害の被害認定基準について」（令和３年 6月 24 日府政防第 670 号）

及び「災害報告取扱要領」（昭和 45年 4 月 10 日）通知に基づく。 

 

被害種類 

認定基準（割合％） 
住宅の応急修理 

（基準額） 
損壊部分が延床面積 

の割合 

住家全体に占める 

損害割合 

（経済的被害） 

全   壊 70％以上 50％以上 

告示第 7条第 2号 

イに掲げる額 

大規模半壊 50％以上～70％未満 40％以上～50％未満 

中規模半壊 30％以上～50％未満 30％以上～40％未満 

半   壊 20％以上～30％未満 20％以上～30％未満 

準 半 壊 10％以上～20％未満 10％以上～20％未満 
告示第 7条第 2号 

ロに掲げる額 

準半壊に至らない 10％未満 10％未満 － 

 

 （４）人的被害 

   ア 死者 

     当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの、又は死体を確認することができな

いが、死亡したことが確実なもの。 

イ 災害関連死者 

死者のうち、当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による 

疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号）に基 

づき災害が原因で死亡したものと認められたもの（実際には災害弔慰金が支給されて 

いないものも含めるが、当該災害が原因で所在が不明なものは除く。） 

【参考】平成７年の阪神・淡路大震災では、心的外傷後ストレス障害（Post 

Traumatic Stress Disorder, PTSD）の問題が顕在化し、災害により精神的

に損傷等を受け、それが原因で一定の日時が経過した後に死亡した者も災害

が原因で死亡した者に含んだが、実際の認定にあたっては、各市町における

専門家等による判定委員会に諮り、因果関係が明確なものに限った。 

また、平成31年度以降に発生した災害に関しては、災害関連死の数の把握

は消防庁が、その状況など内容の把握は内閣府が行うことを原則とし、東日

本大震災の災害関連死の数や内容の把握については、引き続き、復興庁が行

うこととした。 

     ウ 行方不明 

     当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのあるもの。 

   エ 負傷 

     災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあるもの。 

 

 ３ 情報提供 

   災害の発生のおそれがある段階や災害の発生時における内閣府に対する情報提供等につ

いて次の点に留意すること。 
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（１）災害が発生するおそれがある場合の情報提供    

ア 情報提供を要する状況 

災害が発生するおそれがある段階で、広域避難等の大規模な避難、その他の事前

避難の実施が必要となり、法による救助として、避難所の供与を行う必要が生じた

場合は、法の適用や救助の実施にあたり必要となる避難や救助の実施状況等につい

て内閣府あて情報提供すること。 

イ 情報提供の種類とその内容 

（ア）事前避難・避難所の供与の実施状況に係る情報 

① 災害が発生するおそれがある段階で、広域避難等の事前避難の実施が必要と

なり、法による救助としての避難所の供与の必要性が明白であるか、又は、その

可能性があると認められるとき行うこと。 

② 事前避難・避難所の供与の実施状況に係る情報の内容は、次の内容を可能な

範囲で情報提供すること。 

ⅰ 市町村別の避難及び救助の実施状況調（概数で差し支えない。） 

a 市町村における避難指示等の発令状況 

b 事前避難に係る避難先の市町村名（広域避難の場合に限る）、避難所数、

避難者数（うち、要配慮者の避難者数） 

 ※見込みを含む 

c 市町村別の法による救助実施（見込含む）市町村名及び実施年月日 

d 救助実施に係る避難先の市町村名（広域避難の場合に限る）、避難所数、

避難者数（うち、要配慮者の避難者数） 

 ※見込みを含む 

ⅱ その他必要事項 

   

（２）災害が発生した場合の情報提供 

    ア 情報提供する災害 

法による救助を実施する必要のある災害又はその可能性がある災害が発生した場

合は、法の適用や救助の実施にあたり必要となる被害状況・救助の実施状況等につ

いて内閣府あて情報提供すること。 

法による救助を実施する可能性のない災害についても、一定規模以上の災害につ

いては、適宜、これに準じた連絡を行うことが望ましい。 

    イ 情報提供の種類とその内容 

（ア） 被害状況・救助の実施状況に係る情報 

① 法による救助の実施の必要性が明白であるか、又は、その可能性があると認  

められる災害が発生したとき行うこと。 

      ② 被害状況・救助の実施状況に係る情報の内容は、被害状況の把握に時間を要

する場合は、次の内容を情報提供すること。 

           ⅰ 災害発生の日時及び場所 

       ⅱ 災害の原因及び被害の概況 

       ⅲ 市町村別被害状況調（概数で差し支えない。） 

        ａ 人的被害 
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          死者数、災害関連死者数、行方不明者数、負傷者数（重傷者数及び軽傷者

数） 

        ｂ 住家の被害 

          全壊、全焼及び流失世帯数及び人員 

          半壊又は半焼世帯数及び人員 

          床上浸水世帯数及び人員 

       ⅳ 法による救助実施（見込含む）市町村名及び実施年月日 

       ⅴ 既にとった措置（救助の種類等）及び今後取ろうとする措置（救助の種類等） 

       ⅵ その他必要事項 

   ウ 通信連絡体制の確保 

      災害時には、通信網の途絶等により情報収集が遅れ、応急救助に円滑さを欠く事

例も見られるので、優先利用できる有線電気通信設備等の確保に努めること。 

   エ 緊急時の補完体制 

    （ア）都道府県の出先機関又は市町村等は、都道府県本庁が被災するなどし、都道府県  

本庁へ連絡が取れないなど、内閣府への情報提供が著しく遅滞する等の緊急事態

にあると想定される場合には、直接内閣府に情報提供されたい。 

       （イ）正確な数値を把握できないが、相当の被害があり、迅速な救助が必要と判断され

る場合は、とりあえず概数を把握し、内閣府へ情報提供のうえ、法に基づく救助を

開始されたい。 

         （注１）法による救助の実施の必要性が明白又はその可能性があると認められた時点にお

いて、被害状況の全貌が判明しない場合は、判明している内容について情報提供さ

れたい。その後、正確な数値等を把握した時点で改めて内閣府まで情報提供された

い。 

         （注２）法による救助は、通常、適用という言い方もするが、本来は、法による救助として

行うか否かということであり、一定規模以上の被害があると判断し、法による救助

として行った後に、被害がそれ以下と判明したとしても、既に実施した救助を後に

法による救助と見なせないと認定することは、通常、担当者等に相当の瑕疵等がな

い場合には困難であると考えられる。 

 

 ４ 救助の公示 

   法による救助は、次により、市町村を単位として指定し、公示するものである。 

     （注）市町村には、特別区を含み、地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては、

当該市又は当該市の区若しくは総合区のいずれの地域を単位とすることができるのは前述の

とおり。 

 （１）公示について 

   ア 災害が発生するおそれがある段階又は実際に災害が発生した場合において、法を適

用し救助を行うに当たっては、その旨及び当該救助を行う災害発生市町村又は国が設

置した災害対策本部（いわゆる、おそれ本部）の所管区域とされた市町村（以下「本部

所管区域市町村」という。）の区域を公示すること。また、当該救助を終了するときも

同様にその旨を公示すること。 

イ 災害が発生するおそれがある段階における救助（法第２条第２項）を行っていたが、
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実際に災害が発生し、災害発生の段階における救助（法第２条第１項）に移行する際

には、災害が発生するおそれがある段階における救助を終了する旨と、災害発生の段

階における救助を行う旨及び当該救助を行う災害発生市町村とを、同時に公示するこ

と。 

公示の方法としては、都道府県等のホームページ等により公表することで差し支え

ない。 

なお、改正法の施行前から既に旧法を適用し、改正法施行後もその状態が継続して

いる都道府県等については、改正法施行後に、改めて当該旧法の適用を開始した旨を

公示する必要はなく、また、当該旧法の適用を終了する旨の公示を省略して差し支え

ない。 

（３）公示年月日 

   ア 法による救助の実施にあたり、その区域を公示する場合、内閣府と被災自治体にお

いて同時に実施する報道機関への発表日時等については、内閣府と連絡調整を図って

行うこと。なお、改めて公文等を発出する必要はない。 

      イ 公示年月日は救助の開始日と同一となるのが通例であるが、市町村において被害状

況等の把握が困難なため公示が遅延したときなどには、内閣府と連絡調整を図り、こ

れらが判明した日に公示することもありうる。 

      ウ 何らかの事情により公示が遅延した場合、内閣府と連絡調整を図り、救助を開始し

た日を、公示した日ではなく、実際に災害が発生し、救助を開始した日とすることが

できる。 

 （４）公示の形式について 

    公示の形式については、住家等への被害が生じた場合（１～３号基準）においては、 

「令和○年台風第○○ 号による災害により、住家に多数の被害が生じたことから、○○ 

県（都道府県名）は○○市（市町村数又は市町村名）に災害救助法の適用を決定した。」 

とし、災害が発生し、生命・身体への危害又はそのおそれが生じた場合（４号基準）にお 

いては、「令和○年○○県○○を震源とする地震により、多数の者が生命又は身体に危 

害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、○○県（都道府県名）は○○市（市 

町村数又は市町村名）に災害救助法の適用を決定した。」とするのが通例である。 

また、災害が発生するおそれがある段階（第２条第２項適用）においては、「令和○年 

台風第 ○○ 号に伴う災害が発生するおそれがあり、災害対策基本法第 ○○条第○項に 

規定する○○災害対策本部が設置され、同法により告示された所管区域内の市町村にお 

いて、災害により被害を受けるおそれが生じていることから、○○県（都道府県名）は○ 

○市（市町村数又は市町村名）に災害救助法の適用を決定した。」とするのが通例であ 

る。 
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 ５ 市町村長に対する救助の委任 

法第 13 条第１項の規定により、都道府県知事が救助の実施に関する事務の一部を市町村

長が行うこととすること（以下「救助の委任」という。）に関しては、次の点に留意するこ

と。 

 （１）災害が発生するおそれがある場合及び災害発生後の事務の委任 

ア 都道府県は、迅速な救助を実施するため、緊急を要する救助等については、あらか

じめ市町村に対し、救助の委任を受けて救助を実施する準備を求めておくことができ

る。 

イ 委任していない救助についても災害が発生するおそれが生じた場合や災害発生後に

必要に応じて市町村へ委任することは可能であるが、いざ災害対応が動き始めると都

道府県や市町村において委任事項の調整を行う余裕すら無くなることから、少なくと

も委任事項の調整については都道府県と市町村で事前の調整及び決定しておくことが

望ましい。 

ウ 法第 13 条第２項の規定により、市町村に対し、救助を実施する準備を委任してい

ない場合は、市町村に対し補助機関として協力させ、都道府県の責任において行うこ

とを原則とすべきであるが、現に市町村に委任し実施させる方が効率的な場合等に限

って、災害が発生するおそれが生じた場合や災害発生後においても委任できることと

する。法の適用後に都道府県が市町村に対して丸投げのような形で委任を行うなどの

ことがないよう特に留意すること。 

 （２）救助の事務の委任の留意点等 

   ア 市町村長へ委任を行った救助は、当該市町村長が統一的かつ計画的に救助を行うの

で、緊急やむを得ない場合を除き、当該市町村から要請がない限り、都道府県知事や

他の市町村長が重ねて救助を行わないことを原則とする。 

      イ 市町村長が行う救助のうち法による救助（都道府県知事が行った救助）と認められ

る範囲は、原則、次に掲げる救助が対象となる。 

（ア）委任された範囲内の救助 

（イ）都道府県知事の指示により実施した救助 

（ウ）市町村長が都道府県知事の補助として行った救助が原則で、事実上、都道府県

知事が認める限りはその全てが対象となる。 

ウ 市町村へ事務を委任した場合であっても、その救助の実施責任は都道府県であるの

で、都道府県は常にその状況把握に努め、万一、市町村において、事務の遂行上不測の

事態が生じた場合等には、都道府県において委任元としての責任を持って市町村に対

する助言を行う等、適切な事務の遂行に努めること。 

エ 都道府県知事は委任した救助について、指定都市及び中核市に対しても、他の市町

村と同様、密接に連絡を取り、状況の把握に努めること。 

オ 救助の委任をした場合には、令第 17 条第１項の規定により、市町村長が行うことと

する事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を当該市町村長に通知すること。 

また、物資や土地の収用等に係る法第７条から第 10 条までに規定する事務につい

て救助の委任をした場合には、令第 17 条第２項の規定により、直ちにその旨を公示す

ること。 

《美馬市地域防災計画（資料編）　　巻末資料》

527



- 35 -

カ 救助の委任をした場合は、法第 30 条の規定により救助の実施に要する費用を一時

繰替支弁させる場合における当該繰替支弁にかかる費用の範囲及びその精算方法等に

関する事務についても遺漏のないよう万全を期されたい。 

 

 ６ 応援による救助の実施 

 （１）救助の応援ができる場合 

   ア 救助の応援は、①法第１４条に基づく内閣総理大臣の応援指示を受けた場合、②被

災都道府県から応援の要請を受けた場合、③あらかじめ締結された応援協定等に基づ

き自発的に行う場合等が考えられる。 

      イ 大規模災害等、災害の規模・態様によっては被災都道府県による被害状況の把握が

遅滞することもあるので、周辺都道府県は、内閣府と連絡調整を図り、被災都道府県

の被害状況の把握に協力することもあり得る。 

      ウ 同様に、被災都道府県による応援要請の遅滞も考えられるので、被災都道府県以外

の都道府県は、次により、緊急を要する救助について、内閣府と連絡調整を図り、自主

的に救助の応援ができる。 

（ア）救助の種類は、原則として特に緊急を要する救助とする。 

（イ）特に緊急を要しない救助については、原則として、被災都道府県の要請を受けた

場合、内閣府と連絡調整を図った場合（法第１４条に基づく内閣総理大臣の応援の

指示を受けた場合を含む。）、又は、応援協定に基づく場合に行うこと。 

（ウ）自主的な応援を行おうとする都道府県は、あらかじめ内閣府と連絡調整を図り、

救助の種類、程度、方法及び期間並びに費用負担等について内閣府と定めてから行

うこと。 

（エ）救助の程度及び方法は原則として基準告示の範囲内で定めること。 

      ただし、被災都道府県からの要請があった場合、又は、内閣府と連絡調整を図っ

た場合には、これを超えて救助できる。 

     エ 自主的な応援について協定が締結されていない場合であっても、周辺の都道府県は

内閣府と連絡調整を図り、必要に応じて法第１４条に基づく内閣総理大臣の応援指示

を受けるなどし、救助の応援を行うことができる。 

 （２）応援要請の手続き 

   ア 都道府県知事は、救助の実施に関して他の都道府県知事の応援を必要とする場合は、

次に掲げる事項を記載した文書をもって、他の都道府県知事に対して救助の応援を要

請し、必要な協議を経た上で、応援を受けること。 

      （ア）被害状況 

   （イ）応援を要請する救助の種類及び期間 

   （ウ）応援の場所 

   （エ）応援を要請する職種別人員 

   （オ）応援を要請する機械器具及び資材の品名並びに数量等 

   （カ）その他応援に関する必要な事項 

      イ 緊急やむを得ないときには、口頭、電話又はファクシミリ等により行うこととし、

事後において文書により処理すること。 

        なお、あらかじめ締結した応援協定に別に定めがある場合はこの限りでないこと。 
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      ウ 都道府県が応援要請を行う場合、次の点を勘案し、内閣府と連絡調整を図り実施す

るよう留意すること。 

（ア）大規模災害のときには、自衛隊、日本赤十字社等による救助も予想されるため、全

国的な調整が必要となる可能性があること。 

（イ）他省庁との連絡調整を図り、救援物資の調達等に全国的な調整が必要となる可能

性があること。 

（ウ）内閣府を窓口とすることにより、全国規模で各都道府県の役割分担等も調整しつ

つ、一度の要請で複数の都道府県へ応援要請が行えること。 

 （３）応援派遣措置 

   ア 救助の応援を行う都道府県知事は、直ちに応援のためのチームの編成を行い、人員

及び物資等を整備し、責任者を定めた上、応援をする都道府県に連絡して出発させる

こと。 

      イ 応援をする都道府県に連絡が取れないときには、内閣府と連絡調整を図り出発させ

ること。 

      ウ 応援派遣されるチームは、被災地での物資調達、その他の便宜供与等が困難な場合

も想定し、食糧、水、テント、その他の日常生活用品、救助に必要な資材等を事前に準

備し、携行するなど、自己完結型装備で被災地に入ること。 

      エ 応援のためのチームの指揮は、原則としてそのチームの責任者が行うこと。 

      オ 応援を受けた都道府県は、他の都道府県からの応援のためのチームが到着した場合、

原則として、そのチームの責任者に対し、直ちに災害の概況を説明し、応援を受ける

救助の程度、方法及び期間等を協議し、職務の分担を明確にすること。 

      カ 応援を受けた都道府県において対応ができないときには、応援のためのチームは、

内閣府又は政府の設置した現地対策本部等と連絡調整を図ること。 

（４）国への情報提供 

    都道府県知事は、他の都道府県知事に対して救助の応援を要請したとき、又は他の都

道府県知事の要請を受け応援隊を派遣する場合は、（２）に定める事項について内閣府

へも情報提供すること。 

 （５）応援に要した費用の負担について 

   ア 応援に要した費用を求償する場合には、救助の種類、期間等を明確にし、そのため

に支弁した費用の明細書、証拠書類等を添付して行うことを原則とすること。 

     なお、証拠書類としては、購入等の際に店舗から提供される請求書や領収書が一般

的であるが、その際は単に「品代」としか記載されていない領収書ではなく、品目が明

らかとなっているものを提供してもらい、証拠書類として添付すること。 

なお、被災地での昼食や夕食代金については、社会通念上、是認できる範囲程度と

すること。（酒類などを含む請求については、当然、国庫の負担の対象外となる。） 

      イ 救助の応援は、法第１４条に基づく応援指示により行うもの、被災都道府県の要請

により行うもの、あらかじめ締結された応援協定により行うもの等が考えられるが、

いずれも法第２０条に基づき被災都道府県に対し求償できること。 

      ウ 法第２０条に基づき求償した経費は、当然、法による救助として国庫負担の対象と

なる。 

   エ 法第２０条に基づき求償しなかった経費は、原則として法による救助に要した費用
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として国庫負担の対象とはならないが、求償とは別に、応援都道府県が「見舞金」等を

支出することは、法外のことであるので、随意に行ってよい。 

 

（参考１）災害救助法第 20 条の求償対象となる具体例（法第４条第１項各号関係） 

応援内容 具体内容例 留意点 

避難所・

福祉避難

所の運営 

人

的

応

援 

○避難所・福祉避難所の運営支援（避難所・福祉避難所の運営

支援活動に限る） 

○DWAT（避難所・福祉避難所における活動に限る）の救護活動
※DWAT=Disaster Welfare Assistance Team の略 

○避難所における感染症対策に関する予防接種 

 

【具体的な求償対象経費】  

応援に係る職員の超過勤務手当（給与除く）、旅費、燃料費 

 

 

 

受援県は避難

所における予

防接種を実施

する際は内閣

府と事前協議 

物

的

応

援 

○救助実施主体の要請に基づき新たに購入した物品を避難所

に提供 

○感染症の予防接種に要した医薬品、器具 

 

【具体的な求償対象物資】 

・毛布、段ボールベッド、パーティション、使い捨てトイレ、

ブルーシート※、予防接種に必要なワクチン、医療器具等 
※ブルーシートは、避難所で床等に敷く際に使用するものに限る。 

 

 

受援県は避難

所における求

償対象物資を

要請する際は

予め内閣府と

事前協議 

応急仮設

住宅の供

与 

人

的

応

援 

○応急仮設住宅（建設型・賃貸型）に係る相談対応 

○建設型応急住宅の建設に係る事務（仕様書、見積額の確認

等） 

 

【具体的な求償対象経費】  

応援に係る職員の超過勤務手当（給与除く）、旅費、燃料費 

 

住宅の応

急修理 

人

的

応

援 

○応急修理に係る相談対応、契約事務（修理箇所、見積額の確

認） 

 

【具体的な求償対象経費】  

応援に係る職員の超過勤務手当（給与除く）、旅費、燃料費 

 

炊き出し

その他食

品の給与 

人

的

応

援 

○避難所・福祉避難所における炊き出し（避難所・福祉避難所

の運営支援活動除く） 

○避難所における被災者への弁当の配布 

○炊き出し用の食材等の管理・調達 

 

【具体的な求償対象経費】  

応援に係る職員の超過勤務手当（給与除く）、旅費、燃料費 

 

物

的

○救助実施主体の要請に基づき購入した食料品・調理器具な

どの提供（日持ちしない食料品を提供する場合は予め被災自
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応

援 

治体とも協議して実施すること。） 

○食料品・調理器具などの輸送（輸送に係る経費が過度な費用

負担にならないよう受援県と応援県において調整を行った上

で実施すること。） 

 

飲料水の

供給 

人

的

応

援 

○救助実施主体の要請に基づき給水支援（避難所における供

給に限る） 

（給水車の運転、被災者の給水支援） 

 

【具体的な求償対象経費】  

応援に係る職員の超過勤務手当（給与除く）、旅費 

 

物

的

応

援 

○給水車の借上げ 

 

【具体的な求償対象経費】  

応援に係る給水車の燃料費、給水車の借上費、修理費※ 

※給水車の修理は災害に起因したものに限る。（例：二次災害

による物損） 

※給水車の運転手の責めによる物損・人身事故等は救助費の

対象外 

 

医療・ 

助産 

 

 

人

的

応

援 

○DMAT(DPAT)、救護班による避難所・福祉避難所における救護

支援※ 

（被災地の医療機関の開設状況を確認・把握しつつ実施する

こと。） 

 

【具体的な求償対象経費】  

医師、看護師、保健師の賃金雇上げ、応援に係る職員の超過勤

務手当（給与除く）、旅費、食糧費、燃料費 

医師の派遣を

伴わない医療

は対象外 

 
※法による医療は
医療機関の機能停
止や想定をはるか
に超える患者が発
生した場合に実施
するものであるこ
とから、医師等の
派遣期間等は予め
被災自治体と協議
して決定した上で
派遣すること。 

物

的

応

援 

○避難所・福祉避難所おける救護活動として使用した医薬品、

医療器具等（医療用消耗品を含む） 

 

【具体的な求償対象経費】  

被災地の実状に応じた医療を実施するための医薬品、医療用

器具、消耗品 

 

災害ボラ

ンティア

センター

の設置・

運営 

人

的

応

援 

○災害ボランティアセンターにおける救助と災害ボランティ

ア活動との調整事務 

 

【具体的な求償対象経費】  

応援に係る職員の超過勤務手当（給与除く）、旅費 

 

 

 

 

《美馬市地域防災計画（資料編）　　巻末資料》

531



- 39 -

（参考２）災害救助法第 20 条の求償対象となる業務の具体例（法第４条第２項関係） 

応援内容 具体内容例 留意事項 

 

 

避難所・

福祉避難

所の運営 

人

的

応

援 

広域避難における 

○避難者の避難所・福祉避難所への避難誘導（添乗） 

（避難行動要支援者の移動の手伝いなど） 

○受入可能な避難所・福祉避難所の開設準備 

○避難所における感染症対策に関する予防接種 

 

【具体的な求償対象経費】  

応援に係る職員の超過勤務手当（給与除く）、燃料費 

おそれ段階の

受援県に対す

る応援は、通常

の応援職員の

派遣とは異な

り、応援県に避

難する被災者

の受入れ調整

（左記の応援

内容）となる。 

物

的

応

援 

○救助実施主体の要請に基づき新たに購入した物品を避難

所に提供 

○感染症の予防接種に要した医薬品・器具 

 

【具体的な求償対象物資】 

・毛布、段ボールベッド、パーティション、使い捨てトイレ、

ブルーシート※、予防接種に必要なワクチン、医療器具等 
※ブルーシートは、避難所内で床に敷く際に使用するものに限る。 

 

 ７ 関係職員の派遣 

      災害対策基本法に基づく災害時における職員の派遣については、次の理由により、災害

救助関係者又は保健・福祉関係職員についても特段の配慮をすることが望まれること。 

（１）災害救助業務の担当職員は数も限られ、かつ、被災経験のない職員が多いと予想され

るので、大規模な災害が発生した場合、比較的近い時期に被災の経験を有する都道府県

知事は、災害救助業務を経験した職員の派遣等に配慮すること。 

（２）大規模な災害が発生した場合、地域・家族等の介護機能等が低下し、福祉需要等の増

加が予想されるが、被災地では災害救助業務に多くの要員が割かれることも想定される

ので、保健・福祉担当職員の派遣等について配慮すること。 

（３）精神的な打撃のため需要等が顕在化しない被災者も想定されることから、できる限り

被災者の話を聞くことが被災者の需要を的確に把握することとなり、また、被災者の精

神面の立ち直り、ひいては生活再建に有効であることもあるので、できる限りの保健・

福祉担当職員等の要員確保が重要であること。 

 

８ 国の機関の派遣費用 

      災害対策基本法に基づく災害時における警察、消防、自衛隊、海上保安庁等の派遣にか

かる費用については、原則として、それぞれの業務の範囲内として考えられ、それぞれが

負担することが通常であるが、特に自衛隊の派遣の際には、その経費の一部を請求される

ことがある。請求される経費については、都道府県知事と派遣元部隊長との間の契約によ

り決定されるが、当該請求経費を法による救助の一環として国に請求する場合には、以下

について注意されたい。 

 （１）自衛隊との契約の際には、応援要請を行ったからと遠慮することなく、県が支払うべき

ものと支払わないものとを判断した上で、契約を行うこと。 

 （２）物品等の購入については、事後に請求書により処理するのではなく、事前に購入につい
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てよく相談するよう要請し、法による国庫負担の対象として処理する必要があれば、事

前に国とも相談すること。 

 （３）自衛隊が隊員のためのみに使用するもの（仮設トイレやカイロ等）は法による国庫負担

の対象外であること。 

 

９ 救助に要した機器・備品等の取扱い 

法による救助は、災害により被災するおそれのある者又は被災した者に対する応急的な

救助であるので、次の点に留意する必要がある。 

（１）機器・備品等については、原則として借上費のみを対象経費とするが、借り上げること

が著しく困難なものについては、購入費等についても対象経費とできる。 

（２）（１）の場合、これらについては、使用後に、換価処分できるものは換価処分をし、当

該収入金額を救助に要する費用から控除することを原則とするが、社会通念上、使用済

みのもので換価が著しく困難と判断されるものについては、換価しないで差し支えない。 

（３）実際に使用されなかった機器等であっても、混乱時の実態把握が困難な時期において、

被災者の救助に万全を期する観点から、真にやむを得ない事情にあるものについては、

支出できる費用として認められることがある。 
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第４ 救助の程度、方法及び期間に関する事項 

 

   救助の程度、方法及び期間については、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が

定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事がこれを定めることとされており、一般的には

次により取り扱うこととしているが、この取扱いはあくまでも原則的な考え方であり、硬直的

な運用に陥らないように留意すること。 

通常、この内閣総理大臣が定める基準を一般基準と言い、一般基準によっては救助の適切な

実施が困難な場合に、都道府県知事が内閣総理大臣に協議し、その同意の上に定める基準を特

別基準と言っている。 

   災害は、その規模、態様、発生地域等により、その対応も大きく異なるので、実際の運用に

当たっては、内閣府と連絡調整を図り、必要に応じて内閣総理大臣に協議し、特別基準を設定

するなど、救助の万全を期する観点から、柔軟に対応する必要があるものである。 

 

 

 １ 避難所の設置 

 （１）趣旨 

   ア 災害が発生するおそれがあり事前避難を実施するとき、又は災害が発生したときには、

あらかじめ指定した指定避難所の被災状況、周辺の火災からなどの延焼の可能性、その他

の二次災害の可能性、危険物の有無などの安全面を直ちに確認の上、法による避難所を設

置すること。 

    イ 災害発生のあるおそれがある段階において、国が災害対策本部を設置した場合には、広

域避難などを円滑に実施するため、災害を受けるおそれがある方に必要となる救助につい

て災害救助法の適用を可能とするものである。 

 このため、主に以下のものを救助の対象とする。 

（ア）大規模な避難、その他避難の実施に必要となる避難所の供与 

（イ）高齢者・障害者等で避難行動が困難な要配慮者の方の輸送（「１５ 輸送費及び賃金

職員等雇上費」参照） 

ウ あらかじめ指定した指定避難所だけでは不足した場合は、次の点に留意して、必要な避

難所の確保を図ること。 

   （ア）法による避難所は、原則として、指定避難所を利用し、指定避難所だけでは受入施設

が量的に不足する場合に公共施設等を利用すること。 

   （イ）これら適当な建物を得難い場合は、その他の既存の建物を利用して差し支えない。 

        ただし、民営の旅館又はホテル等を借り上げて避難所を設置する場合は、緊急やむを

得ない切迫した事情にある場合を除き、内閣府と連絡調整を図り実施すること。 

   （ウ）既存の建物を利用する場合、耐震、耐火、鉄筋構造の建物を優先すること。 

      また、できる限り生活面での物理的障壁の除去（バリアフリー化）された施設を利用

することが望ましいが、物理的障壁の除去（バリアフリー化）がされていない施設を利

用する場合で長期化が予想されるときには、高齢者・障害者等が利用しやすいよう、障

害者用トイレ、スロープ等の仮設に配慮すること。 

   （エ）既存の建物を得られないときには、野外に応急仮設建築物、テント、個々に移動や設

置が可能な、いわゆるトレーラーハウスその他のものといった多様なタイプのものを設
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置あるいは設営して実施して差し支えない。 

   エ 法による避難所の設置に当たっては、円滑な救助を実施するため、救助活動の拠点とな

る施設又は土地の確保にも配慮して設置すること。 

   オ 市町村は、要配慮者の状態に応じて適切に対応することができるよう、福祉避難所や一

般の避難所内に要配慮者のためのスペース（以下「要配慮者スペース」という※。）を設

置するよう努めること。その際、要配慮者は、何らかの特別な配慮を必要とする者である

ことに留意すること。 

※要配慮者スペースは、一般の避難所では避難生活に困難が生じる要配慮者のためのスペース

で、生活相談員を配置しないなど、指定福祉避難所の基準等は満たしていないが、要配慮者の

ために何らかの配慮がなされているスペースをいう。 

   カ 市町村が法による避難所を設置した場合、国や都道府県が円滑に支援を行えるよう、避

難所開設の日時及び場所、設置数及び避難人員、並びに開設見込み期間等を、ただちに電

話又はファクシミリ等により都道府県に連絡（事後において文書により連絡）すること。

都道府県は、市町村から連絡を受けたら、遅滞なく内閣府に報告すること。 

    （注）通常は通知による委任を受けて避難所を設置した場合を想定しているが、通知による委

任を受けていない市町村が都道府県の補助として法による避難所を設置したときには、法

による避難所として設置されたものと認定する必要があるので、速やかに都道府県に連絡

し、その指示を受けなければならない。 

   キ 感染症対策について、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して，必要な措置を講じ

ること。 

   ク 法による避難対象者を具体的に示すと、次に掲げる者が考えられるが、次の者は例示で

あり、現に避難を要する者については、法による救助により避難生活させて差し支えない。 

（ア）災害が発生するおそれがある段階で、国の災害対策本部が設置された場合に、災害救

助法が適用された市町村において、広域避難等の事前避難を実施する者 

（イ）住家が全壊（焼）、流失、半壊（焼）、床上浸水等、災害により現に住家に被害を受

け、居住する場所を失った者（住家に被害を受けたが居住に支障をきたさない者を除

く。） 

     （ウ）自家には被害がないが、ホテル及び旅館等の宿泊者、一般家庭への来客並びに通行人

等で、現実に災害に遭遇し避難生活しなければならない者 

   （エ）市町村長等による避難勧告等が発せられたため避難場所に避難し、その後、避難所で

避難生活しなければならなくなった者 

   （オ）特段の事情（例えば、赤ちゃんがいるため周りに迷惑がかかるなどの理由）により、

避難所に避難をしていない在宅で避難生活を送っている者に対しても、避難所で配布し

ている物資（食料・水等（おむつ、生理用品、乳児用ミルク等も含む））・「住まい」

や「生活環境」に関する行政からの正確な情報等について、避難所に取りに来られた場

合は配布すること。 

      また、避難所に併設される救護所等がある場合は、医師・保健師等による健康相談等

のサービスの提供についても行うこと。 

（注１）法による避難所の対象者は、災害により住家に被害を受け、現に避難を要する状態に
ある者のほか、災害による住家の被害はないが、災害のため現に避難を要する状態にあ
る者とする。 

（注２）現に避難を要する状態にある者としては、住民以外の者（外国人を含む。）もその状
態にある地において対象となる。 
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（注３）現に避難を要する状態とは、通常は、避難者の主観によるものではなく、都道府県又
は市町村の職員等（以下、「地方自治体職員等」という。）の客観的な判断によるもの
でなくてはならない。 

（注４）都道府県知事又は市町村長、あるいは警察、消防等の避難勧告がなく、個々の住民が
自ら危険と判断し避難した場合、通常、それは、都道府県知事又は委任を受けた市町村
長等の行った救助とは見なし難い。 

しかしながら、四囲の状況等を勘案し、都道府県知事又は委任を受けた市町村長が現
に避難を要する状態にある又はあったと認めるときに、それを法による救助として認め
ることは差し支えない。 

 （２）期間 

    法による避難所の開設期間は次により定める。 

ア 災害が発生するおそれ段階においては、災害が発生しなかったと判明し、現に救助の

必要がなくなったときに救助を終了するものとする。 

また、災害が発生し、継続して避難所の供与を行う必要が生じた場合は、法第２条第

２項に定める救助を終了する旨を公示し、同時に法第２条第１項による救助を行う旨を

公示すること（法第４条第２項の避難所の供与は当該公示をもって終了となる。） 

イ 発災後、法第２条第１項による避難所の開設期間が予測できる場合、又は、一定期間

以上の開設が必要であることが明らかな場合は、その期間とする。ただし、この期間が

７日を越える場合は、内閣総理大臣と協議すること。 

ウ イにより開設期間を定められない場合は、とりあえず法による避難所の開設期間を災

害発生の日から７日以内で定めること。 

    エ イ及びウのいずれの場合も、定められた期間内に避難所を閉鎖できない場合は、内閣

総理大臣と協議の上、次により開設期間を延長できる。 

    （ア）延長すべき期間が予測できる場合、又は、延長すべき期間は予測できないが、一定

期間以上の延長が必要であることが明らかな場合は、それぞれその期間とする。 

    （イ）その他の場合には延長する期間を原則として７日以内で定めること。 

（ウ）（ア）及び（イ）のいずれの場合であっても、更に再延長が必要な場合は、同様に

いずれかにより取り扱うこと。 

（３）基準額 

   ア 法による避難所の設置のために支出できる費用は、基準告示に定める額以内の額とする

（基準告示に定める福祉避難所はさらに通常の実費が加算できる）。 

   （ア）計算に当たっては、市町村毎に１人１日当たりの額で計算すること。 

（イ）昼間又は夜間のみの避難生活であっても、（ウ）の場合を除き、原則として１日・１

人して計算して差し支えない。 

（ウ）夜間のみの避難生活で、朝に閉鎖し同日の夜に再び開設した場合等は１日として計算

し、２日とは計算しないこと。 

      また、同様に避難所から朝に退所した者が同日の夜に避難所入所した場合等は１人と

して計算し、２人とは計算しないこと。 

   （エ）１０月から３月の間で特に採暖等のための経費が必要なときには、内閣府と連絡調整

の上、必要額を加算できる。 

   イ 法による避難所の設置のために支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理に必要

な費用で、具体的には、概ね次に掲げる費用である。災害が発生するおそれ段階における

避難所の設置、維持及び管理のための費用については、建物の使用謝金や光熱水費とする
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が、避難所での生活期間は短期間であり、このことに留意して対応すること。なお、夏期

のエアコンや冬期のストーブ、避難者が多数の場合の仮設トイレの設置費や、避難所の警

備等のための賃金職員等雇上費など、やむを得ずその他の費用が必要となる場合は、内閣

府と協議すること。 

   （ア）法による避難所の設置、維持及び管理のために支出できる費用 

     ① 大規模な災害で避難所が足りない場合に急遽避難所として使用せざるを得ない既

存建物の応急補修工事等、避難所の施設等のみでは対応できない場合の応急仮設建築

物建設工事及び閉鎖時の既存建物等の現状復旧工事並びにテント設営に必要な費用、

その他、機器の借料及び消耗器材の購入に必要な費用等である。 

          ② ①に定める経費の外、避難所の維持・管理等のソフト面から必要な各種の費用も考

えられるが、これらについても、基準告示に定める避難所設置のため支出できる費用

の額以内で支出することは差し支えない。 

          ③ 避難所の設置、維持及び管理のために必要な費用であって、基準告示に定める避難

所設置のため支出できる費用の額を超えることが予想される場合は、内閣府と連絡調

整を図ること。 

   （イ）法による避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費 

① 避難所の管理等は、通常は地方自治体職員等が被災者自身を含む地域住民等の協力

を得て行うことから、避難所の設置、維持及び管理のために必要な経費として支出し

ないことが一般的である。 

       この場合の地方自治体職員等の超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当等

（以下、「時間外勤務手当」という。）は、救助の事務を行うのに必要な費用（以下、

「救助事務費」という。）とする。 

     ② 被災者の整理及び受付並びに避難所の警備等は、その様態により判断されるべきも

のであるが、原則として、①の「避難所の管理等」と同様に取り扱うものとする。 

特別な事情にあり、被災者の整理及び受付並びに避難所の警備等のために賃金職員

等を雇い上げたときには、一般的には、避難所の警備等については避難所設置のため

支出できる費用で、被災者の整理及び受付等は、その時期や様態等により、いずれに

なじむかによって判断して差し支えない。 

      ③ 避難所の管理及び警備に当たる者等を地方自治体職員等で対応できないため、施設

管理者を管理責任者とする場合を含め、 小限必要な賃金職員等を雇い、基準告示に

定める避難所設置のため支出できる費用の額以内で支出することは差し支えない。 

       ただし、基準告示に定める避難所設置のため支出できる費用の額を超えると予想さ

れる場合は、内閣府と連絡調整を図ること。 

      ④ その他、基準告示に定める避難所設置のため支出できる費用の額以内で 小限の賃

金職員等を雇い上げることは差し支えないが、これを越えると予想される場合は内閣

府と連絡調整を図ること。 

   （ウ）法による避難所の設置、維持及び管理のための消耗器材費 

           ① 避難所の設置、維持及び管理のための消耗器材費は、避難所として利用する建物

の設置、維持及び管理に必要なものの外、避難者が避難所において共同で利用する性

格のものを購入する経費等である。 

           ② 避難者が避難所において共同で利用する消耗器材としては、具体的には、乾電池、
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ポリ袋、掃除用具（掃除機を除く。）、石鹸、マスク、消毒液、段ボールベッド等が

考えられる。 

      ③ 避難者へ配付する毛布等、避難所において個人の用に供する物品等は、原則とし

て被服、寝具その他の生活必需品の給与又は貸与によることとし、避難所設置のため

支出できる費用には含まれない。 

ただし、大規模災害等により、被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与を早

急にできないため、不特定多数の利用を想定した毛布等、被災者が共同で利用する物

品を準備する場合は、この限りではない。 

     ④ 避難所の管理事務に必要な帳簿、用紙、その他の文房具類等の費用は、原則として

救助事務費によることとし、避難所設置のため支出できる費用には含まれない。 

ただし、例えば、公衆電話等に備え付けるメモ紙、筆記用具等、避難者の便宜のた

め、避難所に備え付ける文房具類は、避難所の設置、維持及び管理のために必要な消

耗器材費として支出できる。 

⑤ 避難所の建物の設置、維持及び管理のために必要な消耗器材は、既存建物の応急補

修、改造及び閉鎖時の原状復旧工事並びに応急仮設建築物及びテント設営等に必要な

消耗器材である。 

⑥ 一般の避難所内に要配慮者スペースを設置して要配慮者を避難させた場合、対象者

の特性に配慮して必要となる消耗品等は、避難所の設置、維持及び管理のために必要

な消耗器材費として支出できる。 

          ⑦ その他、基準告示に定める避難所設置のため支出できる費用の額以内で避難所の設

置、維持及び管理のために 小限必要な消耗器材を購入することは差し支えないが、

これを越えると予想される場合は内閣府と連絡調整を図ること。 

 （エ）法による避難所の設置、維持及び管理のための建物の使用謝金等 

     ① 避難所として利用する既存建物は、通常は、公の施設等を無償で借り上げることを

原則とする。 

     ② 避難所の設置、維持及び管理のための建物の使用謝金等は、謝金を支払わなければ

借り上げることができない私人又は民間企業等の所有する建物を利用せざるを得ない

場合などに支出することを原則とする。ホテル又は旅館等を借り上げて避難所を設置

する場合の借り上げ料等は、緊急やむを得ない切迫した事情にある場合を除き、内閣

府と連絡調整を図り実施すること。 

     ③ 他の地方公共団体等の所有する建物を利用する場合で、当該建物を所有する団体の

条例等の定めにより、使用謝金を支払わざるを得ないときには、定められた額以内の

支出は差し支えない。 

     ④ 被災都道府県又は市町村が所有する公の施設等を利用する場合は、通常、建物の使

用謝金を支出することは考えられないこと。なお、当該施設等の管理等について、当

該都道府県又は市町村が指定する者（以下「指定管理者」という。）が行う場合につ

いても同様であること。 

          ⑤ 基準告示に定める避難所設置のため支出できる費用の額以内で、②、③、④により

建物の使用謝金を支払うことは差し支えないが、これを越えると予想される場合は内

閣府と連絡調整を図ること。 

⑥ 災害が発生するおそれ段階における建物の使用謝金等についても①～⑤によるも
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のとする。なお、避難所での生活期間は短期間であり、このことに留意して対応する

こと。 

     ⑦ 避難所閉鎖時の既存建物の原状復旧工事費は、直接工事を実施し、それに必要な経

費の支出を想定しているが、建物の使用謝金に適正な額を加えて支出し、所有者に工

事させることも差し支えない。 

この場合については、地方公共団体等の所有する建物へ謝金として支出することも

差し支えない。 

   （オ）法による避難所の設置、維持及び管理のための器物の使用謝金、借上費又は購入費 

          ① 器物の使用謝金、借上費又は購入費 

      ａ 避難所の設置、維持及び管理のための器物の使用謝金、借上費又は購入費は、避

難所に整備する機械・器具・備品類の使用謝金、借上料又は購入費（運搬のための

労務費等を含む）である。 

      ｂ 機械・器具・備品類等を具体的に例示すると、畳、カーペット、冷暖房機器、掃

除機、テレビ、ラジオ、懐中電灯、ブルーシート、体温計等が考えられる。なお、

カーペット、毛布等のクリーニング料、リパック料は救助費として認められる。 

      ｃ 避難所として利用する施設等に既に設置されている電話を利用する場合に設備

の使用料として使用謝金を支出して差し支えない。この場合、基本利用料等は（カ）

によることとし、通話料は、個人の利用については利用者負担とし、救助事務に必

要な通話費用は、救助事務費で整理するが、安否確認等、避難所運営に必要と認め

られる通話料は、使用謝金に含めて支出して差し支えない。 

新たに電話を増設する場合の設置費用は、ここでいう借上費又は購入費による

ことも考えられるが、一般的には仮設電話の設置が考えられ、「仮設便所等」の「等」

で読み、仮設設備の設置費で対応することとなるので、（キ）を参照すること。 

           ｄ 冷暖房機器、掃除機、テレビ、ラジオ等は、災害発生直後は既存のもの（使用謝

金等）で対応し、設置期間の長期化等により必要が生じたときには増設していくこ

とが現実的な対応であろう。 

      ｅ 建物の備品等の破損弁償費については、地方公共団体等の所有するものも含め

て、避難所の設置、維持及び管理のための器物の使用謝金又は借上費として支出し

て差し支えない。 

ｆ 災害が発生するおそれ段階については、夏期のエアコンや冬期のストーブの設置

など、やむを得ずその他の救助が必要となる場合は、内閣府と協議すること。なお、

避難所での生活期間は短期間であり、このことに留意して対応すること。 

           なお、使用謝金等の積算内訳に備品等の破損弁償費等が含まれている場合であっ

ても、通常の使用謝金等に含む範囲を超えている破損弁償費等については別に支出

して差し支えない。 

     ② 器物の借上費又は購入費の取扱いの考え方 

      ａ 器物等については、避難所という一時的な性格を勘案し、借り上げを原則とする。 

        ただし、救助の万全を期するため、緊急に借り上げることが困難な場合、あるい

は借上費より購入費が安価な場合等に購入を認めることとしたので留意すること。 

      ｂ 購入した器物は、避難所閉鎖時には、原則として残存資材等として換価処分でき

るもの（社会通念上換価が困難なものを除く。）は換価処分し、当該収入金額は避
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難所設置費用から控除すること。 

      ｃ 長期間の使用等により、事実上換価が困難となったものは、社会通念上換価処分

が困難なものとして差し支えない。 

   （カ）法による避難所の設置、維持及び管理のための光熱水費等 

     ① 避難所の運営に必要な光熱水費については、原則として避難所として利用すること

により必要となった費用のみが対象となる。 

     ② 公の施設等を利用したときの光熱水費は、原則として、基本利用料は対象としない

こととし、使用量に見合う使用料のみ対象とすること。施設等の管理等について、指

定管理者が行う場合についても同様であること。 

          ③ 私人又は民間企業等の所有する施設の建物全体を避難所として利用し、他の目的に

利用していない場合は、基本利用料を含め、その全部を支出しても差し支えない。 

          ④ 私人又は民間企業等の所有する施設の建物の一部を利用して設置した場合は、基本

利用料を含め、合理的な一定の比率（建物面積の割合等）を乗じて得た額について支

出して差し支えない。 

          ⑤ 災害が発生するおそれ段階における光熱水費等についても、①～④によるものとす

る。なお、避難所での生活期間は短期間であり、このことに留意して対応すること。 

⑥ 特別の事情により、以上により難い場合は内閣府と連絡調整を図ること。 

   （キ）法による避難所の設置、維持及び管理のための仮設便所等の設置費  

     ① 仮設便所等の設置費は、必要に応じて整備されるその他の仮設設備の借上料並びに

設置及び撤去のための工事費（工事事務費を含む。以下同じ。）等である。 

② その他の仮設設備を具体的に例示すると、臨時外灯設備、仮設電話、ファクシミリ、

簡易調理室、仮設風呂、仮設洗濯場（洗濯機・乾燥機等の借上料等を含む。）、仮設

スロープ、プライバシー確保用簡易間仕切り設備等が考えられる。 

        （注１）災害発生直後は既存建物の整備等を利用することで対応し、設置期間の長期化

等により必要が生じた場合に新・増設していくことが現実的な対応であろう。 

             （注２）災害の際に避難所に設置する仮設電話の通話料等は、通常はＮＴＴによる無料

サービスの活用が考えられ、その他についても救助事務費や利用者から徴収する

などの方法も考えられるが、これらにより難いときには、内閣府と連絡調整を図

ること。 

          ③ 災害が発生するおそれ段階については、避難者が多数の場合の仮設トイレの設置な

ど、やむを得ずその他の救助が必要となる場合は、内閣府と協議すること。なお、避

難所での生活期間は短期間であり、このことに留意して対応すること。 

④ その他、必要な設備を設置するための既存建物の応急補修・改造工事及びこれに伴

う閉鎖時の原状復旧等の工事費（当該既存建物に隣接するグランドなど建物と直接

関係がない部分の原状復旧等の工事費は含めない。）も含まれる。 

     ⑤ 基準告示に定める避難所設置のため支出できる費用の額以内で、必要に応じて各種

の仮設設備を整備することは差し支えないが、これを越えると予想される場合は、内

閣府と連絡調整を図ること。 

（ク）その他の経費については、その他の救助又は救助事務費で対応すべきものを除き、法

による避難所設置のための費用に含まれると解されるものは、基準告示に定める費用の

額以内で支出して差し支えない。 
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（ケ）法による避難所の設置、維持及び管理のために必要な経費と救助事務費として整理す

べき費用が分かちがたい場合は、その総額を通常各々の経費として利用されると考えら

れる割合で整理して差し支えない。 

（コ）その他、基準告示に定める費用の範囲を超え、法による避難所の設置、維持及び管理

のための費用が必要な場合は、内閣府と連絡調整を図ること。 

   （サ）内閣府と連絡調整の上、特別な事情により基準告示に定める避難所設置のため支出で

きる費用の範囲を超える支出が必要な場合には、次により特別基準を設定すること。 

     ① 特別基準の設定は事前に内閣総理大臣との協議が必要であるが、避難所に係る経費

については、緊急を要する場合が多いことから、内閣府への電話等による連絡を、そ

のまま内閣総理大臣への協議と解し、電話等で回答し、その後に文書等による処理を

行うこともある。  

     ② 突発的な緊急事態が生じ、内閣府と事前に協議する暇がないなど、真にやむを得な

い事情があるものは、事後報告により認められることもあるので、関係書類の収集、

整理、保存を図り、速やかに報告すること。 

   ウ 避難者の整理、受付、管理等に当たる地方自治体職員等の時間外手当は原則的には、救

助事務費として整理すること。 

       （注）その他、賃金職員等雇上費として支出するものを除き、避難所の管理等を行うために直接必

要な経費（精算事務等に係るものを除く）は、原則として法による避難所設置のために必要な

経費に含めて差し支えない。 

（４）留意点 

ア 市町村（都道府県）は、法による避難所の設置や運営管理を適切に行う責務を有するこ 

とから、避難者の協力を得て、運営管理を適切に行うため、管理責任者を配置し、災害発

生時には、当該管理責任者と緊密に連携し、避難所の状況を把握しながら、必要な措置を

講ずるよう努めること。 

なお、管理責任者は、原則として市町村（都道府県）職員とすることが望ましいが、必 

要に応じて、市町村（都道府県）との連携体制を確保しつつ、施設管理者や近隣住民の代 

表者等を充てることとして差し支えない。 

（ア）災害発生直後から当面の間は、管理責任者として予定していた者の配置が困難なこと

も予想されているため、施設管理者等の十分な理解を得た上で、これらの者を管理責任

者に充てて差し支えない。 

（イ）市町村（都道府県）職員が、自らの被災や交通機関の途絶等により出勤できないため

に、十分に確保できない等の特別な理由があり、管理責任者を他に得る手段がない場合

には、臨時職員の雇用も考慮して差し支えないこと。 

（ウ）災害発生直後から当面の間、管理責任者は昼夜での対応が必要になることが予想され

るため、できる限り早急に交替ができるように体制整備には特に配慮すること。 

（エ）避難所の管理責任者は、避難者等の協力を得て、概ね次の業務を行う。 

     ① 避難所に避難した避難者の人数、世帯構成、被害状況、救助に当たり特別な配慮を

要する者の状況等を速やかに把握し、避難者名簿を整備すること。 

     ② 避難者名簿に基づき常に避難者の実態や需要を把握し、救助に特別な配慮を要する

者を把握した場合は、ホームヘルパーの派遣、社会福祉施設への緊急入所又は福祉避

難所への避難等を行うための連絡調整を行うこと。 

          ③ 避難所に必要な食料・飲料水その他必要な生活必需品の過不足を把握し、過不足を
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調整するため、常に、市町村等の行政機関（災害対策本部）や近接する他の避難所と

連絡をとること。 

イ 市町村（都道府県）は、法による避難所を設置した場合、避難して来るすべての被災者 

を適切に受け入れることが望ましいこと。また、地域の実情や他の避難者の心情等も勘案 

しながら、すべての被災者を適切に受け入れる方策を検討することが望ましいこと。 

【参考】 

台風第19号に備えて開設した避難所で、路上生活者を「区民ではない」という理由 

で受け入れを拒否した一方、区外に住む人たちを受け入れていた事案が発生。 

路上生活者も含めた避難計画を策定することが望ましい。 

ウ 市町村（都道府県）は、発災後に法による避難所を設置した場合、速やかに「被服、寝

具その他生活必需品の給与又は貸与」を行い、避難生活に必要な被服、寝具、日用品等を

配付すること。 

エ 市町村（都道府県）は、法による避難所を設置した場合、被災前の地域社会の組織やボ

ランティアの協力を得て、女性の参加に配慮した自治組織を育成し被災者自身による自発

的な避難所における生活のルールづくりを行わせるなど、避難者による自主的な運営が行

われるように、その支援方法について配慮すること。 

オ 市町村（都道府県）は、法による避難所を設置した場合、避難所における個別的な需要

の把握や防犯対策を進めるため、警察等と連携し各避難所への巡回パトロール等について

配慮し、避難所の治安・防犯等の観点から、真に必要やむを得ない理由がある場合は、警

備員等の雇用も考慮して差し支えない。 

カ 市町村（都道府県）は、発災後に法による避難所を設置した場合、高齢者、障害者、妊

産婦、乳幼児、外国人等の要配慮者の特性に配慮し、必要な支援を実施すること。 

キ 市町村（都道府県）は、発災後に法による避難所を設置した場合、被災者への情報提供

や被災者相互の安否確認、避難所外被災者の情報入手を行うため、避難所にラジオ、テレ

ビ、電話、ファクシミリ、パソコン等の通信手段を設置すること。 

  また、機器に不慣れな高齢者・障害者等についても、情報ボランティアとの連携、協力

等により情報に接することができるようにするとともに多様な情報伝達手段を講じるな

どの配慮をすること。 

ク 市町村（都道府県）は、法による避難所を設置した場合、避難所に対して、各種の避難

生活に必要な情報、生活復旧に関する情報等、できる限り被災者に必要な情報の提供が図

られるよう努めること。被災者に対する情報提供は、他の救助と比較して、ややもすれば

緊急性の低いものと考えられがちであるが、被災者の不安感の軽減を図り、円滑な復旧・

復興につなげるために極めて重要であるので、特段の配慮が必要である。 

ケ 発災後に法による避難所を設置する場合に、その設備等として整備できることとされて

いる設備・備品等は、全てを当初から整備する必要はなく、むしろ当面は 低限必要なも

ののみを整備し、迅速に避難所を設置することがより重要である。 

コ 法による避難所を設置した場合は、予想される設置期間、既存の設備の状況及びその利

用状況等を勘案し、衛生管理対策を含めた生活環境の改善策等を速やかに講じること。 

（ア）避難所を設置したときは、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、暑さ寒さ対策、避

難スペースの確保等に配慮すること。 

（イ）避難所の長期化に伴い改善が必要なものとしては、プライバシーの確保、入浴及び洗
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濯の機会の確保、情報提供等があり、原則としてリースで新・増設する設備等の具体例

としては次のようなものがある。 

      ① 畳、マット、カーペット、簡易ベッド、段ボールベッド（代用品等を含む。） 

         ② 間仕切用パーティション、仮設スロープ 

      ③ テレビ、ラジオ、冷暖房機器 

      ④ 公衆電話、公衆ファクシミリ 

      ⑤ 仮設トイレ、障害者用ポータブルトイレ 

      ⑥ 仮設洗濯場（洗濯機、乾燥機等の借上料等を含む。）、簡易シャワー・仮設風呂 

      ⑦ 仮設炊事場（簡易台所、調理用品等） 

      ⑧ その他必要な設備備品 

（ウ）各種設備の新・増設を行うときは、併せて必要な電気容量の確保等についても配慮す

ること。 

   また、情報提供については、機器等の整備も必要であるが、 も重要なのは、必要な

情報が何かを把握し、それを如何に収集し、的確に提供するかにあるので、これらにつ

いて特に留意すること。 

サ 災害発生直後の混乱期を経過した後には、できる限り速やかに、車椅子、簡易トイレ、

おむつ、移動介助を行う者（ガイドヘルパー）の派遣等、要配慮者の要望を把握するため、

避難所等に要配慮者班や要配慮者のための相談窓口を設置すること。 

シ 避難所の設置期間の長期化が見込まれる場合は、避難所の集約に合わせて、小部屋があ

る等生活環境の良好な施設の利用についても配慮すること。 

ス 定められた避難所以外の場所に避難生活した被災者についても、次の点に留意の上、そ

の支援を図ること。 

（ア）連絡先の広報を通じ避難者等から連絡させるなどの方法を講ずるほか、関係機関等と

の連携を図るなどし、定められた避難所以外の場所に避難生活した被災者の状況を把握

し、食料・飲料水、生活必需品等の供給に配慮すること。 

（イ）定められた避難所以外の場所に避難生活した被災者に対し、状況が落ち着いた段階で

安全性への配慮がなされ、仮設トイレ等の仮設設備が整い、各種救助が確実になされる

定められた避難所で避難生活するようあらかじめ周知し、理解を得ること。 

セ 避難所の設置は応急的なものであることから、避難所とした施設が本来の施設機能を回

復できるよう、できるだけ早期解消を図ること。 

（ア）学校については教育機能の早期回復を図ること。 

（イ）避難所の早期解消を円滑に進めるため、住宅の応急修理の実施、応急仮設住宅の設置

又は民間賃貸住宅の借り上げを速やかに行うこと。 

ソ 災害が発生するおそれ段階において避難所を設置する場合については、災害発生のある

おそれのある段階において、国が災害対策本部を設置した場合には、広域避難などを円

滑に実施するため、災害を受けるおそれがある方に必要となる救助について災害救助法

の適用を可能とするものであるため、主に大規模な避難、その他避難の実施に必要とな

る避難所の供与を救助の対象とする。 
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 （５）福祉避難所等 

    福祉避難所及び一般の避難所内に要配慮者スペースを設置した場合の取扱いに当たって

は、次の点に留意すること。    

ア 市町村が法による福祉避難所を設置した場合、国や都道府県が円滑に支援を行えるよ

う、市町村及び都道府県は、福祉避難所である旨の情報を加えた上で、（１）のエの連

絡及び報告を行うこと。 

イ 福祉避難所及び要配慮者スペースの対象者は、高齢者、障害者のほか、妊産婦、乳幼児、

病弱者等、避難所での生活に支障をきたすため、避難所生活において何らかの特別な配慮

を必要とする者とし、その家族まで含めて差し支えない。 

なお、特別養護老人ホーム、老人短期入所施設等の入所対象者は、それぞれ介護保険法

に基づく緊急入所等を含め当該施設で適切に対応すべきであるので、原則として福祉避難

所及び要配慮者スペースの対象者として予定していないこと。 

（ア）特別養護老人ホーム等の入所対象者は、本来入所すべき施設で適切なサービスを受け

られるようにすべきであり、必要であれば緊急入所等を活用し、これら施設が対応すべ

きである。 

   （イ）福祉避難所及び要配慮者スペースで提供できるサービスの水準には限界があり、施設

入所対象者は対象としないという前提でのサービスの水準である。 

     （注）福祉避難所及び要配慮者スペースの対象者を介助する家族等を対象者とともに避難させる

ことは差し支えないが、その者の取扱いに当たっては、原則として福祉避難所及び要配慮者ス

ペースの対象者とは解せず、通常の避難所の対象者として解すること。 

ウ 指定福祉避難所として指定していない特別養護老人ホーム等の介護機能を有する施設

を発災後に福祉避難所として設置した場合には、避難者へ安心感を与えるなどの好ましい

面もあるが、次の点に留意すること。 

① 緊急入所等を行う施設としてその機能をあらかじめ確保しておく必要があること。 

② 緊急入所等を行うのに伴い、施設面及び人的な面からも、受け入れ体制に不足が予 

想されること。 

③ 要介護の緊急入所者と福祉施設の避難者に混同が生じやすいこと。 

④ 入所対象とならないものがそのまま入所し続け、平常時に復した際の施設運営に支

障をきたすおそれがあること。 

エ 指定福祉避難所として指定していない公的な宿泊施設又は旅館、ホテル等を発災後に福

祉避 

難所として設置した場合には、次の理由から、当該施設の通常の利用料金を下回る額で対 

応することを原則とする。 

① 公的な宿泊施設又は旅館等で通常提供されるサービスの全てを提供することを求

めるものではなく、主として避難所としての場所の提供等を受けることを原則とする

からである。 

② 後述のとおり、福祉避難所の設置、維持及び管理を委託することはできるが、この

場合、当該施設で通常提供されるサービスの提供を求めるものではなく、福祉避難所

の運営等を委託するものである。 

オ 福祉避難所において要配慮者の相談等に当たる職員は、避難者の生活状況等を把握し、

他法により提供される介護を行う者（ホームヘルパー）の派遣等、避難者が必要な福祉サ
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ービスや保健医療サービスを受けられるよう配慮すること。 

カ 常時の介護や治療が必要となった者については、速やかに特別養護老人ホーム等への入 

所や病院等への入院手続きをとること。 

キ 福祉避難所及び要配慮者スペースの対象者は固定的でないので、対象者をあらかじめ把

握していないときには勿論、あらかじめ把握しているときにも、被災直後の混乱期から一

定期間を経過した後には、避難所に対象者が避難していないか調査すること。 

ク 福祉避難所及び要配慮者スペースの設置期間は、対象者の特性からできる限り短くする

ことが望ましいことから、福祉仮設住宅等への入居を図るほか、関係部局と連携を図り、

高齢者世話付き住宅（シルバーハウジング）への入居又は社会福祉施設等への入所等を積

極的に活用し、早期退所が図られるように努めること。 

ケ 都道府県知事又は救助の委任を受けた市町村長は、次の考え方により施設等の設置者へ

福祉避難所の運営の一部又は全部を委託できる。 

（ア）災害時における市町村の要員不足等も勘案し、各々の役割や機能等を 大限活用でき

るようにするため、委託できること。 

（イ）老人福祉センター等の場合は、本来的事業又は臨時的に本来的事業に関連した緊急一

時的な事業を受託したものと見なせること。 

（ウ）入所施設等の場合は、災害時に当該施設等が地域社会の一員としての役割を果たすた

め、緊急的かつ一時的に行う地域交流事業の一つを受託したと解せられること。 

コ 都道府県知事又は救助の委任を受けた市町村長は、施設等の設置者へ福祉避難所の運営

の一部又は全部を委託した場合、その他の救助の一部又は全部を併せて委託することがで

きる。 

（ア）福祉避難所の運営と併せて委託する救助として、炊き出しその他による食品の給与の

ほか、被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与の一部又は全部について委託するこ

とが考えられる。 

（イ）その他の救助の一部又は全部を委託する場合、委託先の施設等の被災状況や、利用可

能な設備及び要員の状況を勘案の上、当該施設の設置者に過度の負担を課さないよう留

意すること。 

サ 福祉避難所の精算に当たっては、避難所の供与のほかにも救助の一部又は全部を委託し

た場合、各々の救助種目毎に整理することを原則とすること。 

  ただし、一定の救助の全部を委託し、他の救助との重複が生じないときには、実施した 

救助種目を明記し、福祉避難所の費用として一括して精算することも特例的に認められる。 

  併せて、炊き出しその他による食品の給与及び被服、寝具その他生活必需品の給与等を

委託したときには、当該救助のため支出できる費用の全部又は一部を加算した額でこれら

の救助全体を行って差し支えない。 

シ 福祉避難所の事業内容は、避難所の運営及び日常生活上の支援を含めた生活に関する相

談等であり、福祉避難所を設置した場合は、当該地域において当該特別な配慮のために必

要な通常の実費を加算することができる。 

ス 福祉避難所及び要配慮者スペースの設置のために加算される費用は、一般的には、次に

掲げることを行うために必要な当該地域における通常の実費が考えられる。仮に、介護サ

ービス事業所でショートステイ等の介護サービスの提供を受けていた利用者が、同じ施設

内の福祉避難所に移った場合には、ショートステイ等の延長ではなく、福祉避難所として

《美馬市地域防災計画（資料編）　　巻末資料》

545



- 53 -

の支援を受けることになる。そのため、このような場合には、介護保険の支援限度額を超

えたショートステイ等の費用を災害救助費で支弁するわけではなく、支弁できるのは以下

のとおりである。 

（ア）対象者の特性に配慮し、生活し易い環境整備に必要となる仮設設備並びに機械又は器

具等の借り上げに必要な経費（工事費を含む。）であって、避難所の設置のために支出

できる費用で不足する経費 

（イ）日常生活上の支援を行うために必要な紙おむつ、ストーマ用装具等の消耗器材等の購

入費 

（ウ）概ね１０人の福祉避難所の対象者に１人の相談等に当たる介護員等を配置するために

必要な経費 

なお、相談等に当たる介護員等は、必ずしも福祉避難所に常駐する必要はなく、避難

対象者に応じて確保すること。また、福祉避難所の対象者数に、介助等のために一緒に

避難した家族等の数は含まない。 

セ 福祉避難所及び要配慮者スペースの設置のために加算できる費用の額は、実額をもって

定められていないが、通常、特別な理由がない限り、次により老人短期入所施設等の社会

福祉施設等の運営に要する１人１日当たりの費用を大幅に下回ると想定されている。 

     （ア）加算額が社会福祉施設等の運営費を大幅に下回ると考える理由 

① 特別養護老人ホーム、老人短期入所施設等の対象者は、緊急入所等を含め当該施設

等で対応するので、通常は福祉避難所の対象とならないこと。 

② 下記（イ）の①に定めるとおり、福祉避難所における福祉各法による在宅福祉サー

ビス等の提供は、福祉各法による実施を想定していること。 

③ したがって、災害時であってもこれら施設等の運営に要する費用を上回る費用が必

要になることは考えにくい。 

（イ）福祉避難所における在宅福祉サービス等 

① 福祉避難所におけるホームヘルパーの派遣等、介護保険法等の福祉各法による在宅

福祉サービス等の提供は、福祉各法による実施を想定しており、本法による救助とし

ては予定していない。  

② 福祉避難所及び要配慮者スペースの運営に当たっては、保健福祉部局又は関係機関

等と十分な連携を図り、各々で必要な対応が図られるよう十分に配慮すること。 

ソ 福祉避難所及び要配慮者スペースの設置期間は、対象者の特性から、できる限り短くす

ることが望ましいので、次に掲げる制度等を活用し、早期退所が図られるように努め、通

常の避難所の設置期間内に解消すること。 

   （ア）関係部局と連携を図り、シルバーハウジングへの入居又は社会福祉施設等への入所（緊

急入所等を含む。）等を積極的に活用すること。 

   （イ）基準告示第２条第２項に定める応急仮設住宅（福祉仮設住宅）等への入居を図ること。 

タ 市町村（都道府県）は、福祉避難所や要配慮者スペースの閉鎖に当たっては、避難者の

退所について責任を持って対応することとし、いやしくも施設等に委託したまま放置しな

いこと。 
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（６）ホテル・旅館等 

ア 避難所での避難生活が長期にわたる場合や、あらかじめ指定した指定避難所だけでは避難

所が不足する場合等においては、ホテル・旅館等を避難所として活用することができる。 

イ ホテル・旅館等の利用については、要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮

を有する者）及びその家族が優先的に利用するものとする。 

ウ 利用を認める期間は、上記（２）期間に掲げる期間と同様とする。 

エ 利用できるホテル・旅館等の範囲は、原則として、被災市町村と同一の市町村内のホテ 

ル・旅館等とする。同一の市町村内では必要な部屋数の確保が困難である場合又は要配慮者

向けの施設設備が整っていない場合等には、近隣の市町村のホテル・旅館等を利用すること

も可能である。その場合、遅滞なく内閣府に報告すること。 

オ ホテル・旅館等の利用のために支出できる費用は、室料・食事料等を含めた基準額として、 

１人１泊税込 7,000 円以内とする。 

（ア）ホテル・旅館等で通常提供されるサービスの全てを提供することを求めるものではな 

く、主として避難所としての場所の提供等を受けることを原則とするため、当該ホテル・ 

旅館等の通常の利用料金を下回る額で対応すること。 

（イ）ホテル・旅館等において提供されるサービスは、避難所として適正な程度とすること。

（リネン・石鹸・トイレットペーパー等の交換は毎日必要としない、食事は社会通念上 

是認できる範囲とする等（酒類等を含む請求については、当然、国庫の負担の対象外と 

なる）） 

（ウ）救助に要した費用としては、実際に利用された人数・泊数が対象となること。そのた 

め、例えば一棟借りのような場合は、実際に利用された人数・泊数分以外は対象となら 

ない。 

（エ）基準額以内に収まらない特別の事情がある場合は、内閣府に協議すること。なお、特 

別の事情がある場合とは、以下の場合を想定している。 

① 当該市町村及び近隣の市町村におけるホテル・旅館等と協議等を行い、（イ）に示 

すサービスの内容であっても、基準額以内で宿泊可能なホテル・旅館等がないと都道 

府県が判断する場合 

② その他、特別の事情がある場合 

カ ホテル・旅館等の利用にあたっては、要配慮者が利用することを想定し、物理的障壁の 

除去（バリアフリー化）された施設であることが望ましい。 

 

（７）必要な書類 

      避難所には、原則として次に掲げる書類、帳簿等を整備し、保存すること。ただし、これ

らの整備等が著しく困難な場合には、できる限りこれらに代わるものを整備保存すること。 

   ア 避難者名簿 

   イ 救助実施記録日計票 

   ウ 避難所用物資受払簿 

   エ 避難所設置及び避難生活状況 

   オ 避難所設置に要した支払証拠書類 

   カ 避難所設置に要した物品受払証拠書類  
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２ 応急仮設住宅の供与 

 （１）趣旨 

ア 災害が発生したときには、速やかに法による応急仮設住宅の必要数を把握し、建設事業

者団体等の協力を得て、建設型応急住宅の建設、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの（賃

貸型応急住宅）又はその他による供与によって実施すること。なお、民間賃貸住宅の借上

げについては、優先的に借り上げられるよう、国土交通省及び厚生労働省による「災害時

における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定等について」（平成 24 年 4 月 27 日）

や「災害時における民間賃貸住宅の活用（手引書のとりまとめ）について」（平成 24 年

12 月 4 日）等を参考にあらかじめ民間賃貸住宅の空き住戸の把握や、関係団体等と協議・

協定を行うことにより、円滑な実施を図ること。 

イ 大規模災害時には、応急仮設住宅の早期設置のため、発災後当初は、一定の見込み戸数

をもって一定戸数の早期発注・着工が重要となる。その後、被災住民への意向調査等によ

りニーズ把握を行い、追加で発注・着工することになるので、迅速な対応を図られたいこ

と。 

なお、ある程度の空きが生じることはやむを得ず、その場合は内閣府と協議により災害

救助費等負担金の対象経費となること。 

 

【参考事例】 

被災住民に対する応急仮設住宅等住まいの確保に関する見通しの早期公表 

熊本県では、被災市町村と連携し、罹災証明書の発行件数等から把握した住家の 

被害状況等を踏まえ、被災者の住まい確保の必要戸数を推計した上で、その確保に 

向けて賃貸型応急住宅、建設型応急住宅、公営住宅等の必要戸数を検討し、「住ま 

いの確保が必要な想定戸数」を同県の災害対策本部会議で明らかにした。 

発災後、避難所等で避難生活を送り、住まいに対し不安を抱える被災者にとって、 

自治体が早期に住まいの確保の見通しを示すことは、安心感を与えることにつながる。 

このように、被災者に対する応急仮設住宅等の住まいの確保を図る上では、災害 

時には早期に必要戸数の見通しを立てて、その確保を図っていくことが重要である。 

公表資料に記載すべき項目（例） 

（１）被災市町村名 

（２）住まいの確保が必要な想定戸数 

（３）応急的な住まいの確保 

① 賃貸型応急住宅の利用の想定戸数 

② 公営住宅等の活用（活用予定を含む） 

③ 建設型応急住宅の必要戸数 

・着手済戸数及び今後必要戸数 

（４）既に工事着手している仮設住宅の内容 

・ 仮設団地名称、建設戸数、工事着手日、入居予定月日 
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（２）対象者 

法による応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、

自らの資力では住宅を得ることができない者に対して提供することを原則とする。なお、迅

速な対応が必要であるが、災害による混乱時には十分な審査が困難であり、資産の被害や被災後

の所得の変化等も勘案すると、一定額による厳格な所得制限等はなじまないし、また、実際に行

っていないが、資力要件については制度の趣旨を十分に理解して運用すること。 

ア 当該時点では住家に直接被害はないが、二次災害等により住宅が被害を受けるおそれが

あるなど、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者と同等と見なす必要があ

る場合は、内閣府と連絡調整を図ること。 

（注）ライフライン（水道、電気、ガス、道路等）が途絶している、地滑り又は火山噴火等 

により、市町村長の避難指示等を受け、長期にわたり自らの住居に居住できない者などが 

考えられる。 

イ 特別な事情があり、次のような者等に対して法による応急仮設住宅を提供する必要があ

るときには、事前に内閣総理大臣に協議すること。 

（ア）住宅の被害を受け、居住することが困難となり、現在、避難所にいる者はもとより、

ホテル・旅館、公営住宅等を避難所として利用している者や、親族宅等に身を寄せてい

る者 

（イ）「半壊」（「大規模半壊」、「中規模半壊」を含む。）であっても、水害により流入 

した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方 

ウ 就学・就労等の個人的な生活環境の変化による仮設住宅の住み替えは、応急的な救助の

範囲を超えることから、原則として認められないところである。しかしながら、緊急やむ

を得ない場合については、次の点に留意のうえ、応急的な救助の実施主体である被災県に

おいて、個別に対応して差し支えない 

（ア）家主の都合により賃貸契約の更新を拒否された場合 

（イ）建設型応急住宅への集約等、行政側の都合による移転など本人の責めによらない場合 

（ウ）配偶者からの暴力であるＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害等で同居を続け  

ることにより、身体・生命に危険が及ぶ場合などの世帯分離の場合 

（エ）エレベーターのない公営住宅等で、入居後の健康悪化により昇降が困難となった場合  

の低層階への転居などの場合 

（オ）入居後の健康悪化（重篤な疾病に限る）により、医療機関近傍への転居が望ましいこ 

とが証される場合 

（カ）前各号に掲げるほか、緊急やむを得ない場合については、事前に内閣総理大臣に協議 

すること。 

   （キ）なお、上記（ア）～（カ）において、住み替えを実施する場合の引越費用は災害救助 

費の対象経費とはならないことに留意すること。 

エ 「障害物の除去」との併給は認められないこと。 

（３）期間 

ア 法による建設型応急住宅は災害発生の日から 20 日以内に着工し、賃貸型応急住宅、又

はその他による供与するものについては、災害発生の日から速やかに提供できるよう努め

ること。これにより難いときには内閣総理大臣に協議して延長することを原則とする。 

イ 建設型応急住宅の供与期間の上限については、建築基準法上の応急仮設建築物に係る存
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続期間を踏まえ、原則２年としている（賃貸型応急住宅については建築基準法上の問題は

生じないが、建設型応急住宅との均衡を図るため、供与期間の上限を同じく原則２年とし

ている。）。 

  また、「建築基準法」においては、被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足

することその他の理由により、応急仮設建築物の存続期間を更に延長しようとする際に

は、特定行政庁が個々の応急仮設建築物の安全性等に支障がないことを改めて確認した上

で、公益上、やむを得ないと認める場合には、１年ごとに延長の許可が可能となっている。 

  この場合において、救助法の対象については、「特定非常災害の指定」が行われた災害

などの大規模な災害に限り都道府県知事等と国との協議・同意を通じ、被災地の被災や復

旧・復興の状況、被災者の住まいの確保の状況等を踏まえ、必要が認められた場合には、

１年毎の期間の延長により対応することとしている。 

 （特定行政庁が１年の延長を行ったもの全てが対象となるものではないことに留意願いた

い。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考１】 

 阪神・淡路大震災を契機として「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図る 

ための特別措置に関する法律」が平成８年６月14日に制定された。 

令和４年５月３１日に「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特 

別措置に関する法律」から応急仮設建築物の存続期間の延長を可能とする条項が削除

されるまでの間、「特定非常災害の指定」が行われた災害は以下のとおりであり、いず

れも、罹災者の多数発生、住宅等の倒壊、ライフラインの断絶等の要因等を総合的に勘

案して指定された。（事例は 7 件、災害名は以下のとおり） 

 

 

３カ月 ２年以内 

存続期間：最長で２年３カ月 

１年以内 １年以内 

特定行政庁は１年を超えない範囲内で

許可の期間の延長が可能 

（更に延長する場合も同様） 

建築基準法（第 85 条第 3 項、第 4 項及び第 5 項） 

建築工事の

完了 

特定行政庁 

の許可 

都道府県知事等と 

国との協議・同意 
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災害名 発生日 公布施行日 改正公布施行日 

①阪神・淡路大震災 H７.１.17 H８.12.26 - 

②新潟県中越地震 H16.10.23 H16.11.17 H18.７.26 

③東日本大震災 H23.３.11 H23.３.13 H23.６.１ 

④熊本地震 H28.４.14 H28.５.２ H29.10.12 

⑤平成 30 年７月豪雨 H30.６.28 H30.7.14 R１.12.25 

⑥令和元年東日本台風 R１.10.10 R１.10.18 R３.３.24 

⑦令和２年７月豪雨 R２.７.３ R２.７.14 R２.12.15 

 

【参考２】具体的事例 

上記①～⑦に掲げる災害では、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図る

ための特別措置に関する法律」第８条に基づき、建築基準法上の応急仮設建築物とし

て存続期間が延長され、災害救助法による応急仮設住宅の供与期間の延長について特

別基準の協議が行われ、応急仮設住宅の供与期間の延長が行われた。 

 

 

【参考３】 

建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）（抜粋） 

（「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律」（第 12 次地方分権一括法）（令和４年法律第 44 号）による建築基

準法の一部改正（令和４年５月 20 日公布・同年５月 31 日施行）） 

 

（仮設建築物に対する制限の緩和） 

第八十五条 非常災害があつた場合において、非常災害区域等（非常災害が発生し 

た区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七条 

の三第一項において同じ。）内においては、災害により破損した建築物の応急の 

修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生 

した日から一月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定 

は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りでな 

い。 

一 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの 

二 被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が三十平方メートル以 

内のもの 

 

２ （略） 

 

３ 前二項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後三月を超 

えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日 

前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。ただし、当該許可の申請をし 

た場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされない 
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ときは、当該処分がされるまでの間は、なお当該建築物を存続させることができ 

る。 

４ 特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上及び 

衛生上支障がないと認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をするこ 

とができる。 

 

５ 特定行政庁は、被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足することそ 

の他の理由により前項に規定する期間を超えて使用する特別の必要がある応急仮 

設建築物について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを 

得ないと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない 

範囲内において同項の規定による許可の期間を延長することができる。被災者の 

需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足することその他の理由により当該延長 

に係る期間を超えて使用する特別の必要がある応急仮設建築物についても、同様 

とする。 

 

６・７ （略） 

 

８ 第五項の規定により許可の期間を延長する場合又は前項の規定による許可をす 

る場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。ただ 

し、官公署、病院、学校その他の公益上特に必要なものとして国土交通省令で定 

める用途に供する応急仮設建築物について第五項の規定により許可の期間を延長 

する場合は、この限りでない。 

 

建築基準法施行規則（昭和 25 年建設省令第 40 号）（抜粋） 

（建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 85 条第８項及び第 87 条の３第８項の規定

に基づき建築基準法施行規則の一部を改正する省令（令和４年５月 27日公布・同年

５月 31日施行）） 

 

（公益上特に必要な用途） 

第十条の十五の八 法第八十五条第八項及び第八十七条の三第八項の国土交通省令 

で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。 

一 官公署 

二 病院又は診療所 

三 学校 

四 児童福祉施設等（令第十九条第一項に規定する児童福祉施設等をいう。） 

五 災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号）に基づき地方公共団体が被災者 

 に供与する応急仮設住宅 

六 前各号に掲げるもののほか、被災者の日常生活上の必要性の程度においてこ 

れらに類する用途 
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   ウ 賃貸型応急住宅は、災害発生の日から速やかに民間賃貸住宅を借上げ、提供しなければ

ならないこと。併せて、建設型応急住宅の供与期間との均衡を失する取扱いは認められな

いこと。 

 公営住宅等に長期間入居した後に、応急仮設住宅を２年間利用可能とすることは、公営

住宅に入居した期間分の延長を認めたこととなり、応急仮設住宅の供与の趣旨・目的から

して、応急仮設住宅に当初から入居した被災者との間に不均衡が生ずることから認められ

ないことに留意すること。 

 

【参考事例】  

平成27年９月関東・東北豪雨災害においては、民間企業より住宅の短期の無償提供

の申し出があった。 

このような場合は、被災者に対し、申し出を受けることで自力再建を果たしたとみ

なすことから、災害救助法による応急仮設住宅の提供は受けられない。 

自治体職員は被災者に対して当該事例では応急仮設住宅を提供できないことを説明

するように留意すること。 

 

（４）基準額 

ア 法による応急仮設住宅の１戸当たりの規模及びその設置のため支出できる費用は、基準

告示に定める規模及び額以内とする。 

   （ア）建設型応急住宅１戸当たりの規模及びその設置のため支出できる費用は、１戸当たり

の平均を示したものであり、全体の平均がこの範囲内であれば差し支えない。 

① 個々の建設型応急住宅の建設に当たっては、１戸建て又は共同住宅形式のもの、共

同生活の可能なものなど、多様なタイプのものを供与して差し支えない。 

    また、被災者の家族構成、心身の状況、立地条件等を勘案し、広さ、間取り及び仕

様の異なるものを設置することも差し支えない。 

② 迅速性が要求されることから画一的なものの整備に陥りやすいが、時間的な余裕が

あれば、個々の身体状況や生活様式、単身や多人数世帯等の世帯構成等、様々な世帯

の入居に対応できるよう、多様なタイプの応急仮設住宅を提供することがむしろ望ま

しい。 

  また、災害直後の心理的なケアを考慮し、デザイン、色彩等を工夫することにより、

快適な生活環境を造ることも検討すること。 

③ 大規模災害等で多くの建設型応急住宅を設置する場合、迅速性が要求されるため、

同一敷地に同一規格のものを機械的に設置しがちであるが、長期化も想定されるの

で、できる限り設置後の街並みや地域社会づくりにも配慮し、安全性及び迅速性を損

ねない範囲で、設置位置の工夫や、異なるタイプのものを組み合わせる等の方法を検

討することが望ましい。 

④ 大規模災害等の発生直後においては、個々の需要の把握は極めて困難であることか

ら、当該地域の平均的な家族構成、心身の状況等を勘案し、応急仮設住宅の供与を希

望する世帯を集計し、当面は、それにより、広さ、間取り及び仕様の異なるものの割

合等を定めて建設を始めることが現実的方法と考えられる。 

⑤ 市街地等で十分な建設用地が得られない場合には、省スペース化を図るため、炊事
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場、トイレ、風呂等を共用するタイプの設置も検討すること。 

⑥ 大規模な建設型応急住宅の建設に当たっては、完成までに時間を要するため、ライ

フラインの施工業者と連携を図り、小規模単位での完成・引渡しを行い、入居時期を

早めることを検討すること。 

⑦ 高齢者・障害者等の利用に配慮した住宅の仕様はだれにとっても利用しやすいこと

から、通常の建設型応急住宅にあってもできる限り物理的障壁の除去された（バリア

フリー）仕様とすること及び車椅子等に乗車したままでも日常生活が営めるよう工夫

を施すことが望ましい。 

⑧ 建設型応急住宅の建設に当たっては、相応の理由があるときを除き、規格、規模、

構造、単価等の面で市町村間の格差が生じ、被災者に不公平感を与えないよう、都道

府県は広域的な調整を行うこと。 

 

   （イ）法による建設型応急住宅の設置のため支出できる費用には、資材費、労務費、附帯設

備費、輸送費、建築事務費、解体撤去費等を含むものである。 

① 建築工事関係者を法第７条の規定による従事命令によって従事させた場合、当該従

事者の実費弁償の額は、原則として法による応急仮設住宅の設置のため支出できる費

用に含むものとする。 

② 高齢者、障害者等の安全や利便に配慮した構造・設備とするための費用、暑さ寒さ

対策のための断熱材等の費用、敷地内の建物に附帯する屋内外各種設備の整備費用は

一定程度の範囲で含まれている。 

    なお、基準告示に定める建設型応急住宅の設置のために支出できる費用の算定に当

たっては、地域の実状に応じて次の費用が考えられるので留意願いたい。 

ａ 地域における暑さ寒さ対策のため躯体に使用する断熱材等の費用 

 ・壁、天井、床下への断熱材等の補強 

 ・すきま風防止用のシート等の補強 

       ・窓の二重サッシ化、複層ガラス化等（騒音・防寒対応） 

       ・居室への畳設置 

       ・玄関先への風除室の整備 

（積雪・寒冷地用） 

       ・窓の雪囲いの設置（十手金具及び雪除け板） 

       ・屋根の転落防止アングルの設置（雪降ろし時） 

ｂ 特別な仕様を除く便所、風呂及び給湯器（風呂用、台所可もあり）等の整備費用 

       ・トイレの温水洗浄機能付き暖房便座化 

       ・浴槽の追い炊き機能の設置 

ｃ 建設型応急住宅の周辺の屋外及び屋内の給排水等の衛生設備、電気設備及びガス

設備（ガス台含む）等の整備費用 

       ・エアコンの設置（居間に１台設置） 

        ※極寒冷地ではエアコンの代わりにＦＦ式石油ファンヒーターの設置となる。 

       ・換気扇、換気口の整備（結露対策） 

       ・水道管等の凍結防止（水抜き（ドレン）、断熱材追加、凍結防止ヒーター） 

       ・合併処理浄化槽の設置及び凍結防止処理 
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       ・エアコン室外機の高所設置化（積雪地域対応） 

       ・灯油タンクの設置（防油提が不要となる範囲内） 

・電気設備（単相三線式１００Ｖ ３０Ａ） 

       ・通路、駐車場の舗装及び排水用側溝の整備（除雪対応） 

       ・堆雪場所の確保（積雪・寒冷地用） 

       ・屋外物置（幅 120 ㎝×奥行 75 ㎝×高さ 1960 ㎝以内とする） 

      ｄ 段差解消を図るための手すり、スロープ等を一部に設置する費用 

③ 敷地内の外灯、簡易舗装等の外構整備及び冷暖房機器等の建物に附帯する設備につ

いては、建設型応急住宅の附帯設備として認められるので、次により取り扱うこと。 

ａ 法による建設型応急住宅の設置のため支出できる費用の額以内で整備できる場

合は整備して差し支えない。 

      ｂ 基準告示に定める建設型応急住宅の設置のため支出できる費用の算定上、常時必

要な設備と予定していないので、この費用の額以内で整備できないが、特に必要と

認められる場合は、事前に内閣総理大臣に協議すること。 

④ 建物に附帯しない器具・備品の類は、原則として建設型応急住宅の附帯設備の対象

とならない（ガス台、電灯の傘等は附帯設備とされている。）ので、被服、寝具その

他生活必需品の給与又は貸与等として取り扱うこと。 

 

【参考】「建設型応急住宅の附帯設備」と「被服、寝具その他生活必需品」 

・ 建設型応急住宅の一部となる附帯設備は、原則として設置工事を伴い、躯体に

固定された（持ち運びできない）設備をいう。 

・ 持ち運びできる器具等は原則として被服、寝具その他生活必需品の範囲に含ま

れると解される。 

・ 建設型応急住宅の引き渡し時に整備済みの電球、電灯の傘、ガス台、消火器等

の類は、特例的に法による応急仮設住宅の費用として差し支えない。 

 （注１）法による建設型応急住宅は、通常の住宅と異なり、その性格から、何の準

備もない者が、直ぐに入居して使用できるように、 低限の整備がなされてい

るのが通常だからである。 

 （注２）電球、電灯の傘、ガス台等について、被服、寝具その他生活必需品で対応

することも勿論差し支えないが、この場合、同費用で建設型応急住宅にあらか

じめ整備して入居させるか、入居後に直ちに給与又は貸与するように留意する

こと。 

 

⑤ 建設型応急住宅の防災対策等を強化するために、次の設備、備品を整備した場合に

は、これに要する経費については、災害救助法の国庫負担の対象となるため、具体的

な整備に当たっては、それぞれの必要性を踏まえつつ、優先順位をつけて実施された

い。 

 a 建設型応急住宅の野外に設置されている消火器に加えて、各住戸内への消火器の 

  設置 

 b 集会所、談話室へのＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置（なお、設置に当たって 

  は、必要な場合に活用できるよう、管理者等に定めるなど適切な管理を行うこと。） 

 ｃ 各住戸、集会所及び談話室内への消防法令に定める煙感知器や非常ベルの設置 
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⑥ 法による建設型応急住宅の建設用地は公有地を原則とするほか、特に問題がないと

きの被災者の土地等、無償提供される土地を予定している。ただし、多くの建設型応

急住宅の建設が必要な場合等においては民有地の借上げについても認められる。 

（ウ）賃貸型応急住宅により供与するものである場合の支出できる費用には家賃、共益費、 

敷金、礼金、退去修繕負担金、仲介手数料、火災保険料等、民間賃貸住宅等の貸主、仲 

介業者との契約に不可欠なものを含むものとして、地域の実情に応じた額とする。 

ただし、上記に加えて支払うべき必要のある光熱水費、駐車場料及びペット飼育追加 

料等については自己負担を原則とする。 

（エ）賃貸型応急住宅を退去する際は、賃貸借契約に定められる入居者等からの解約通告 

（一般的に退去の１ヵ月～２ヵ月前）を適切に行うこととし、解約通告が適切に行わ 

れなかった場合には、入居者退去後の家賃、共益費などの費用については、国庫負担の

対象とすることはできないこと。 

（すでに入居者が退去しているにもかかわらず、入居者等の責で解約通告が遅れたこと 

により、不要な家賃等の支払いが発生してしまう事例が見受けられるが、このような事 

例が発生しないように、自治体は入居者と密に連絡を取り、再建予定を把握して適切な 

解約通告が行われるように努めること。） 

（オ）賃貸型応急住宅として発災以降に契約した被災者名義の賃貸借契約であっても、その 

契約時以降、都道府県（その委任を受けた市区町村を含む。以下同じ。）名義の契約に 

置き換えることができる場合（各都道府県の定めた応急仮設住宅の入居基準や家賃額等 

の条件に合致する場合）には、当初契約時に遡って災害救助法の適用となり、国庫負担 

の対象とすることができる。 

なお、契約名義の置換えに当たっては、退去修繕負担金などの入居費用 

の二重払いが行われないように留意されたい。 

 

     イ 建築資材等をリースにより法による建設型応急住宅を設置するとき（以下、「リース方

式」という。）は、次により取り扱うこと。  

   （ア）リース方式の場合は、次年度以降に費用負担が生じる可能性があるが、災害救助費が

翌年度にわたる債務負担を想定していないことから、契約は単年度毎の契約とし、（イ）

により年度毎に必要な経費を支出することが原則であるが、従来（ウ）により取り扱う

事例も多い。 

     （イ）単年度契約とし、年度毎に必要な経費を支出する場合は、各年度の建設型応急住宅の

設置のため支出できる費用の額、次年度以降の設置継続の要否及びその期間、次年度以

降の予算措置、契約の方法等の問題があるので、事前に内閣府と連絡調整を図ること。 

   （ウ）リース方式により法による建設型応急住宅を設置し、建築資材の２年間分のリース料、

解体撤去時の解体撤去費用等を含め、前払として設置年度に支払った場合は、次の理由

からその額を当該年度の費用として差し支えないこととしている。 

      なお、設置年度に前払いできる費用は、原則として契約時に払う２年間分以内の建築

資材等のリース料及び解体時の解体撤去費（ 低限必要な敷地復旧費を含む。）の範囲

内に限る。 

         ① 当該年度に支出したものであること。  

     ② リース方式の場合、経費の大半が建設に伴う工事費であり、このほか、建築資材の
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２年間分のリース料及び解体撤去時の解体撤去費用等を含めて当初に一括払いの契

約が行われているのが通例であること。 

     ③ 入居者の精神的安定を図るため、一定期間の居住期間を確実に確保しておく必要が

あること。 

     （エ）リース方式による法による建設型応急住宅を（ウ）により取り扱い、２年末満で供与

を中止する場合は、原則として次によること。 

     ① ２年間の供与を想定して支出できる費用を定めていることから、原則として、契約

に当たっては、極めて短期間のうちに途中解約した場合には返還金が生じる契約とす

ること。 

         ② 概ね２年程度の供与が予定され、途中解約時に返還を求める契約より返還を求めな

い契約の方が割安となるなどの理由により、返還を求めない契約をする場合は、契約

前に内閣府と十分に調整を図ること。 

       この場合、交付決定時の交付条件が変わるので特に留意すること。 

     ③ リース料に返還金が生じた場合、災害救助費負担金の確定時に精算することができ

る場合は、確定時に精算すること。確定後に返還金が生じた場合には、その返還金の

一部を国庫に返還すること。 

（５）留意点 

     ア 災害救助法による応急仮設住宅設置後の取扱いについて 

法による建設型応急住宅（リース方式によるものは除く）は、その設置後は補助事業に

より取得した都道府県の財産となり、都道府県によって維持・管理されることを原則とす

る。 

     （ア）補助事業により設置した建設型応急住宅は、設置後２年間は、内閣総理大臣の承認を

受けないで、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならな

い。 

【参考】災害救助費負担金交付要綱 

 （財産の処分の制限） 

第１３条 取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加した価

格が単価５０万円以上の機械、器具、備品その他の財産とする。 

 ２ 適正化法第２２条及び適正化法施行令第１４条第１項第２号の規定に基づき

大臣が定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）の別表第１及び第２

に定める期間並びに第４表に定める期間とする。 

 第４表 

種 類 構造又は用途 細 目 処分制限期間 

建 物 応急仮設住宅 附帯設備を含む。 ２年 

３ 都道府県は、本事業によって取得した財産について、前項の規定により定めら

れた期間内において、負担金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け又は担保に供しようとするときは、申請書を大臣に提出し、あらかじめ承

認を受けなければならない。 
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 （イ）財産処分の制限期間内は、内閣総理大臣の承認を得て処分することが必要であるが、

通常、換価処分できるものは換価処分し、その収入は解体撤去等の処分のために必要と

なる経費に充て、なお残余があるときに負担率に応じた国庫返還金が課される。 

   （ウ）解体撤去等に要する費用等は、災害救助費で負担できる。ただし、救助が終了し、内

閣総理大臣の定める処分制限期間経過後においては有償譲渡等を含め都道府県の定め

るところであり、都道府県の判断により救助以外の目的で使用する場合においては、都

道府県が負担する。 

 

イ 建設型仮設住宅、賃貸型応急住宅のほか、その他適切な方法による供与について 

建設型応急住宅の建設、賃貸型応急住宅の借上げのほか、その他適切な方法による応急 

仮設住宅として、次に掲げるものも考えられることから、供与までの期間、方法、建設コ 

スト等を勘案して、その活用の促進を図ること。 

（ア）個々に移動又は設置が可能な、いわゆるコンテナハウス、トレーラーハウス、モバイ

ルハウス及びムービングハウスなど（以下「コンテナハウス等」という。）多様なタイ

プの住宅による提供に当たっては次の点を考慮すること。 

① 建築基準法上の取扱いに準拠させた上で、仕様等が応急仮設住宅として適切かどう 

 か都道府県（特定行政庁）において判断すること。 

     ② 給排水設備、電力等の接続工事、設置する敷地の整地工事などの附帯工事が必要と 

      なることから、応急仮設住宅として設置する際に一体となって実施できるとこ。 

       特に受水槽の手配などにより設置期間要するケースもあることから、発注を行う場 

合は留意すること。 

     ③ 提供期間中、事業者によって維持管理及び補修等が行われる体制を確保できるこ 

と。 

（イ）コンテナハウス等の仕様等については、上記（４）に準ずるものとする。 

（ウ）用途廃止した公営住宅や公有の倉庫等を、基準告示に定める建設型応急住宅設置のた

め支出できる費用を大幅に下回る額の範囲で改造等を行い、法による建設型応急住宅と

して供与することは、特例的に認めることもあるので内閣府及び国土交通省と連絡調整

を図ること。 

   （エ）用途廃止した公営住宅や公有の倉庫等を改造して法による建設型応急住宅として利用

する場合は、改造後の居住性等を十分に勘案するとともに、供与期間終了後の退去等に

も問題が生じないよう十分に配慮する必要があること。 

 

【参考１】 

独立行政法人都市再生機構が所有する賃貸住宅（ＵＲ賃貸住宅）についても、災害時

の「賃貸型応急住宅」として提供を行うことが可能である。 

このため、同機構と都道府県知事等との間で「災害時におけるＵＲ賃貸住宅の活用

に関する協定」の締結を行うことで、災害時に迅速な被災者の住まいの供与が可能と

なることから、事前の協定の締結等を促進しておくことが望ましい。 
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【参考２】 

令和２年７月豪雨災害において、熊本県人吉市では市営住宅の空室160戸を用途廃止

の上改修（浴室の耐水・耐熱塗装、エアコン、換気扇及び浴槽・給湯器の設置、壁紙の

張替え）等を行い、応急仮設住宅として供与を行った。 

    

（オ）被災者自身の所有する建物等を改造し、法による建設型応急住宅として供与すること

は制度の趣旨から原則として認められない。 

 

ウ 国庫負担の対象外経費等の取扱いについて 

法による建設型応急住宅の供与は、通常は行政を経由しない次のような経費を除き、無 

償で提供されるのが通例である。 

    なお、内閣総理大臣が定める処分制限期間内に何らかの収入があった場合は、その内容

によって国庫負担相当額が返還となる場合もあるので、内閣府と事前に連絡調整を図るこ

と。 

  また、内閣総理大臣が定める処分制限期間経過後は、たとえ有償で提供されるなどの場

合であっても、原則として国庫への返還は必要ない。 

   （ア）個人が負担すべき応急仮設住宅の維持及び管理に必要な経費 

      （イ）入居者の自治会等が徴収する共益費等 

 

     エ 応急仮設住宅への入居決定等について 

応急仮設住宅への入居決定に当たっては次の点に留意すること。 

   （ア）応急仮設住宅への入居決定は、個々の世帯の必要度に応じて決定されるべきであるこ

とから抽選等により行わないこと。 

      ただし、入居の順番又は希望する応急仮設住宅への割り当て等については必ずしもこ

の限りではない。 

   （イ）入居決定に当たっては、高齢者・障害者等を優先すべきであるが、応急仮設住宅での

生活の長期化も想定し、地域による互助等ができるように、高齢者・障害者等が一定の

地域の応急仮設住宅に集中しないよう配慮すること。 

      また、従前地区のコミュニティを維持することも必要であり、単一世帯ごとではなく、

従前地区の数世帯単位での入居方法も検討すること。 

   （ウ）応急仮設住宅は、入居者に対し一時的に居住の場を提供するためのものであり、一定

の期間が経過した後は撤去される、あるいは退去すべき性格のものであることを十分説

明し、理解を得ておくこと。 

 

オ 応急仮設住宅団地内及び周辺地域との地域社会づくりへの配慮等について 

応急仮設住宅は、一時的居住の場ではあるが、一定期間はそこで生活が営まれるもので 

あることから、次の点に留意の上、地域社会づくりにも配慮すること。 

   （ア）応急仮設住宅入居者が地域内で孤立しないよう、周辺住民との交流が図られるよう配

慮すること。 

   （イ）大規模な建設型応急住宅団地を設置したときには、団地内の地域社会づくりを進める

ために自治会などの育成を図ること。特に長期化が想定されるときには、これらの拠点
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として建設型応急住宅への集会施設の設置についても検討すること。 

   （ウ）建設型応急住宅の集会施設は住民による自主的運営を原則とし、各種行事等のために

活用されるものであるが、都道府県又は市町村、その他による生活支援情報や保健・福

祉サービス等を提供する場所としての活用も可能である。 

            また、各種の情報入手が可能となるよう、必要に応じ情報通信機器の配備等を図るこ

と。 

   （エ）高齢者や単身入居者等の孤立しがちな者に対しては、自治会等を中心に、民生委員や

ボランティア等の連携体制（ネットワーク）による見守り活動や各種保健・福祉サービ

ス等の提供が行われるよう配慮すること。 

 

カ 応急仮設住宅への入居後の各種行政サービスの提供について 

法による応急仮設住宅への入居後は、一般的に法による救助を必要とする状況は解消さ 

れたと考えられ、法による救助は行われないのが通例であるので、次により、入居者が必 

要とする一般対策（災害復旧対策等を含む。）が十分に行き渡るよう配慮すること。 

   （ア）関係市町村と連携を密にし、応急仮設住宅入居者に対し、保健・医療・福祉、住宅・

就職相談等、各種行政サービスが提供されるよう配慮すること。 

   （イ）特に、大規模災害等の後には、心的外傷後ストレス障害（Post Traumatic Stress 

Disorder, PTSD）に対応するため、中長期的な精神保健対策の実施に留意すること。 

   （ウ）被災者によっては精神的な打撃のため要望等が顕在化しない事例も予想されることか

ら、民生委員、保健師、その他各種行政相談員の訪問等により生活面や保健、医療面で

のニーズの積極的な把握に努めること。 

   （エ）行政サービスの提供に当たっては、（ウ）のような事例に留意し、通常の場合以上に

利用者の便宜を考え、関係者が相互に連絡を取り合い、必要に応じチーム方式で対応す

る等、関係部局の連携が図られるよう配慮すること。 

   （オ）大規模な建設型応急住宅団地には、入居者の日常生活の利便性の向上を図るため、必

要に応じ商業施設の設置、路線バスの増・新設等を行うこと。 

 

キ 被災者の恒久住宅への移転推進及び支援について 

法による応急仮設住宅はあくまでも一時的な仮の住まいであり、経過的な状況にあるこ 

とを認識し、次の点に留意の上、関係部局とも連携を図り、被災者の恒久住宅への移転を 

推進・支援し、応急仮設住宅の早期解消に努めること。 

   （ア）恒久住宅需要の的確な把握 

   （イ）住宅再建に対する支援策の周知徹底 

   （ウ）公営住宅等の建設計画や入居条件等の早期提示とその周知 

   （エ）高齢者等に配慮した公営住宅等の建設、社会福祉施設等への入所等  

   （オ）その他住宅等に関する十分な情報の提供等 

 

ク 福祉仮設住宅（共同生活型）の設置等について 

（ア）介護老人福祉施設や障害者入所支援施設に入所している際に、被災された高齢者、

障害者等、日常の生活上特別な配慮を要する者（以下「要介護高齢者等」という。）

を数名以上応急仮設住宅（以下「福祉仮設住宅」という。）に入居させるため、次の
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点に留意して居宅介護等事業等（ホームヘルプサービス等）を利用しやすい構造及び

設備を有する福祉仮設住宅を設置することができる。 

① 当該住宅は、段差解消のためのスロープの整備及び手すりの設置等に配慮するほ

か、その他の設備・構造面においても、被災者（要介護高齢者等）の安全及び利便

に配慮すること。 

② 当該住宅は、居宅介護等事業等による生活援助員等による支援や居住者の互助が 

図られ易くするため、生活援助員室や共同利用室（食堂含む）を設置できるほか、 

調理室、風呂、便所等の一部又は全部の共同利用を前提とした設備とすることがで 

きる。 

③ 当該住宅に配置する備品類（機械浴室用機器、介護用寝台、室内の間仕切り用カ 

ーテン、家具、家電、調理用機器、会議用机・事務用机・椅子等）は災害救助費の 

対象とならない。 

     ③ 当該住宅は、被災者に提供される部屋数をもって応急仮設住宅の設置戸数として 

差し支えない。 

       したがって、共同で利用する便所、風呂、調理室等の設備は勿論、居宅介護等事 

業等により休憩・休息する生活援助員等の 低限必要なスペース（例：宿直室）は 

設置戸数としては数えないこととして差し支えない。 

     ④ 当該住宅の生活援助員は、必要に応じて老人居宅介護等事業等により配置するこ 

とが予定されており、本法により配置することは予定していないので、次の点につ 

いて担当部局と十分に連携を図る必要がある。 

      ⅰ 必要に応じて保健福祉施策により生活援助員を配置すること。 

      ⅱ その他、居住者が必要とする保健福祉サービス等が適切に提供される体制を整 

備すること。 

   （イ）福祉仮設住宅は、被災者（要介護高齢者等）の仮の住居の確保を目的として建設す 

るものであり、社会福祉法人等が当該住宅を活用し、事業を行うことはできない。 

      また、応急仮設住宅として供与を行っている間は、新規入居者の受入れ、通所 

介護（デイサービス）及び短期入所生活施設（ショートステイ）などの当該住宅を活 

用した福祉サービスを行うこともできない。 

      なお、当該住宅における在宅の要介護高齢者等に対して行う居宅介護等事業等（ホ 

ームヘルプサービス等）を社会福祉法人等に委託することも可能であるが、その委託 

業務費用は災害救助費の対象とはならない。 

（ウ）福祉仮設住宅は、被災者（要介護高齢者等）のための当面の生活拠点となるため、例

えば、ユニット型個室又は４人１部屋の多床室を基本とし、入居した被災者（要介護高

齢者等）の入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び

療養等について生活援助員等が世話を行うことができるよう居室等の配置を行うなど、

居住する要介護高齢者等の状態に配慮の上、福祉施設の設備等に関する基準等を参考に

すること。 

   なお、当該住宅の建設が応急救助として行うものであることに留意し、設備の必要性

等については、被災住宅として真に必要かを十分に考慮すること。 

 

 

《美馬市地域防災計画（資料編）　　巻末資料》

561



- 69 -

福祉仮設住宅（共同生活型）の居室等の設備等の例 

居室 ・１名あたりの居室面積は 10.65 ㎡程度とする 

・４名１部屋の居室面積は 45 ㎡以内とする。 

・生活援助員呼び出しブザー又はこれに代わる設備 

（介護老人福祉施設の基準を参考に設定） 

共同洗面所 要介護高齢者等が使用するのに適した仕様 

（介護老人福祉施設の基準を参考に設定） 

共同便所 ・要介護高齢者等が使用するのに適した仕様 

・生活援助員呼び出しブザー又はこれに代わる設備 

（介護老人福祉施設の基準を参考に設定） 

共同浴室 要介護高齢者等が使用するのに適した仕様 

（介護老人福祉施設の基準を参考に設定） 

共同洗濯室 要件なし 

医務室（診療所） ・要介護高齢者等を診療するために必要な医薬品及び医療機

器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設ける 

（診療するために必要な医薬品、医療機器及び臨床検査設備

等は救助費の対象外） 

（介護老人福祉施設の基準を参考に設定） 

静養室 ・１名あたりの居室面積は 10.65 ㎡程度とする 

・生活援助員室に近接して設置 

（介護老人福祉施設の基準を参考に設定） 

汚物処理室 他の設備と区分されたスペースを確保 

生活援助員室 ・介護職員及び看護職員室（部屋を別々に設ける必要なし） 

・3.3 ㎡×換算人員とする 

（新営一般庁舎面積算定基準を参考に設定） 

共同利用室（食堂） 

兼集会所 

面積は入居者×3㎡程度とする 

（介護老人福祉施設の基準を参考に設定） 

機能訓練室 共同利用室（食堂）と兼ねる 

調理室 特に要件はない 

廊下（通路） ストレッチャーや車椅子の交差等を考慮して原則、1.8ｍ以上

（中廊下は 2.7ｍ以上）とする（※手擦りから手擦りまでの

幅） 

（介護老人福祉施設の基準を参考に設定） 

事務室 3.3 ㎡×換算人員とする 

（新営一般庁舎面積算定基準を参考に設定） 

面会室兼会議室 特に要件はないはないが、過大な面積とならないよう留意す

る 

宿直室 １人まで 10 平方メートル（３坪）とし、１人増すごとに 3.3

平方メートル（１坪）を加算する 

（新営一般庁舎面積算定基準を参考に設定） 
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倉庫 ・事務室面積の 13％とする 

・台帳倉庫等特に業務上必要なものは、別途計上する。 

（新営一般庁舎面積算定基準を参考に設定） 

その他設備 常夜灯、手擦り、滑り止めスロープ、消防法令に基づく消化設

備、煙感知器等、ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 

 

ケ 建設型応急住宅の集会施設及び談話室について 

建設型応急住宅の集会施設は、概ね５０戸以上の建設型応急住宅を概ね一つの敷地内に 

設置した場合に、居住者の集会等に利用するため設置できること。 

また、この場合、地域のコミュニティを確保するなど特別な事情等があると認められる

ときは、内閣総理大臣と協議の上、１０戸以上５０戸未満で集会等に利用できる小規模な

施設を設置できること。 

   （ア）概ね一つの敷地内に設置した場合とは、同一敷地内のほか、近接する地域内に設置す

る場合も含む。 

   （イ）１施設当たりの規模及びその設置のため支出できる費用は内閣府と協議して個別に定

めること。 

   （ウ）光熱水料等の維持管理費は都道府県が負担すること。ただし、市町村が各種サービス

の提供に利用するため、その一部又は全部を負担すること、また、利用者の使用に当た

っての実費徴収を妨げるものではない。 

   （エ）管理運営は原則として都道府県が行うこと。ただし、市町村又は建設型応急住宅入居

者による自治会に委託することは差し支えない。 

   （オ）（ウ）及び（エ）のただし書きによる場合、関係者の協議により定めること。この際、

都道府県は市町村等に過度の負担を課してはならない。 

   （カ）建設型応急住宅の集会施設は、次により、建設型応急住宅の一部として設置できるこ

ととしている。  

     ① 建設型応急住宅の集会施設は、マンション等の集合住宅の共用施設の如きものと考

え、共同生活型の建設型応急住宅の共用設備と同様に、建設型応急住宅の一部として

設けることができることとしたものである。 

         ② 建設型応急住宅の一部であるから、通常は基準告示に定める１戸当たりの規模及び

設置のため支出できる費用の範囲で対応すべきであるが、５０戸以上という比較的大

規模な仮設住宅には、これを超えて別に設置できることとしたものである。 

 

コ 賃貸型応急住宅の集会施設について 

賃貸型応急住宅においては、被災者が様々な賃貸物件に居住していることから、これま 

で被災者のコミュニティ等に利用できる施設を設置していないのが実情である。このた 

め、賃貸型応急住宅に入居中の被災者の孤立防止や日常生活の様々な相談対応等に利用で 

きる地域のコミュニティ等（集会施設）を次により設置できること。 

（ア）賃貸型応急住宅についても、集会施設を設置することを可能とすることとしたので、 

必要に応じて、地域の実情や高齢者・障害者等の利用にも配慮した、集会等に利用する 

ための施設の設置を検討すること。 

（イ）集会施設は、地域の公民館やコミュニティセンター、既存の物件（商店街の空き店舗 
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や古民家等）や民間賃貸住宅の借り上げにより設置すること。（新たな集会施設の建設 

は認めない。） 

   （ウ）集会施設には、地域のコミュニティとしての機能のみならず被災者の支援のため、 

保健に係る指導・相談窓口、自治体・自治会からの連絡事項の掲出、住まいの再建その 

他各種相談窓口の設置などに活用することができること。 

（エ）また、地域の実情に応じて、被災者を受け入れ易いよう駐車場が併設されている施設 

が望ましい。 

   （オ）集会等に利用するための施設を設置する場合の借り上げ経費については、事前に内閣 

総理大臣への協議を行われたい。（集会等に利用するための施設の光熱水料等の維持管 

理費や管理運営については、建設型応急住宅の取扱いと同等とする。） 

 

（６）応急修理期間における応急仮設住宅の使用 

   近年、施工業者不足の問題等により、応急修理の完了までの期間は長期化している。自宅の 

修理完了までの間、避難所での生活を継続せざるを得ない世帯や、親族・知人宅等に一時的に 

入居せざるを得ない世帯が多数存在している実状に鑑み、応急修理期間中の被災者の一時的な 

住まいを確保し、被災者の地元における自宅再建を後押しすることを目的として、応急修理期 

間中に応急仮設住宅を使用することを可能とすることとしたところ、これを行う場合には、次 

の点に留意し、事前に内閣府と協議の上、実施すること。 

ア 応急修理期間において応急仮設住宅を使用する者は、災害のため住家が半壊又は半焼し、 

補修を行わなければ住家としての利用ができず、自らの住家に居住することが困難であり、 

かつ、応急修理の期間が災害発生の日から１カ月を超えると見込まれる者であること。 

イ 応急修理期間における応急仮設住宅を使用する者に提供する応急仮設住宅は、賃貸型応急 

住宅とし、新たな建設型応急住宅を建設することは認められない。 

ウ 応急修理期間における応急仮設住宅を使用できる期間は、災害発生の日から原則として、 

６カ月以内とし、応急修理が完了した場合は速やかに応急仮設住宅を退去すること。 

  エ 応急修理は住まいの再建を図るため、できる限り早期に行うべきものであり、実施主体で 

ある都道府県等や事務委任を受けた市町村は、応急修理期間の短縮化に努めること。 

オ 応急修理期間に供与する賃貸型応急住宅の支出できる費用は、（４）ア（ウ）のとおりと 

すること。 

（７）必要な書類 

法による応急仮設住宅を設置し、被災者を入居させた場合は、原則として次に掲げる書類、

帳簿等を整備し、保存すること。ただし、これらの整備等が著しく困難な場合には、できる

限りこれらに代わるものを整備保存すること。 

    ア 救助実施記録日計票 

   イ 応急仮設住宅台帳 

   ウ 応急仮設住宅用敷地賃借契約書 

   エ 応急仮設住宅使用賃借契約書 

オ 応急仮設住宅建築に係る原材料購入契約書、工事契約書、その他設計書、仕様書等 

   カ 応急仮設住宅建築に係る工事代金等支払証拠書類 
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３ 炊き出しその他による食品の給与 

 （１）趣旨 

   ア 災害が発生したときには、備蓄物資を利用するほか、必要に応じて関係事業者団体等の

協力を得て、避難所に避難生活している者又は住家に被害を受け、若しくは災害により現

に炊事のできない者に対して速やかに法による炊き出しその他による食品の給与を行う

こと。 

   イ 炊き出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食することができる現物によるこ

と。ただし、調理等は可能であるが、原材料等を得られないため食物を得られない者に原

材料等を提供することは差し支えない。 

   （ア）法による炊き出しその他による食品の給与は、災害による流通の支障等により食品が

得られない、また、住家が被災し炊事ができないなど、金銭の有無に関わらず現に食物

を得られない者を対象としていること。 

   （イ）災害により食物を得られないという状況が発生したときに行うものであり、経済的な

理由で食物を得られない者に対して行うものではないことから、現金給付又は食事券の

支給等によることは考えにくい。 

     ① 現金又は食事券等により食事ができるような状態であれば、法による救助を実施し

なければならないような社会的な混乱は発生していないか、おさまったなどと考える

のが基本的な考え方として根底にある。 

     ② このような状態にあれば、法による救助の必要はなく、各自が購入すればよく、単

に経済的な困窮等に対する給与であれば、法による救助とは性格が異なるので、必要

であれば他制度で対応すべきとの考えである。 

  

  （２）期間 

炊き出しその他による食品の給与をできる期間は次によること。 

    ア 法による炊き出しその他による食品の給与が必要な期間が予測できる場合、又は一定

期間以上の給与の必要性が明らかな場合は、その期間とすること。ただし、この期間が

７日を超える場合は、内閣総理大臣と協議して定めること。 

    イ アにより給与期間を定められない場合は、とりあえず法による炊き出しその他による

食品の給与期間を災害発生の日から７日以内で定めること。 

    ウ ア及びイのいずれの場合も、定められた期間を超えて炊き出しその他による食品の給

与が必要な場合は、内閣総理大臣と協議の上、次により給与期間を延長できること。 

（ア）延長すべき期間が予測できる場合、又は、延長すべき期間は予測できないが、一定

期間以上の延長が必要であることが明らかな場合は、それぞれその期間とすること。 

       （イ）その他の場合には延長する期間を原則として７日以内で定めること。 

（ウ）（ア）及び（イ）のいずれの場合であっても、更に再延長が必要な場合は、同様に

いずれかにより取り扱うこと。 

 

 （３）基準額 

ア 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃

料等の経費として基準告示に定める額以内とする。 

（ア）法による炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用の額は、日
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々、個人毎にこの額の範囲内で実施しなければならないということではなく、炊き出し

その他による食品の供与を実施するために要した総費用を１人１日当たりに割り返し

て算出した平均額がこの額の範囲内であればよいということであること。 

（イ）（ア）の１人１日当たりの計算に当たっては、原則として、大人も小人も全て１人と

し、１食は３分の１日として計算すること。 

（ウ）市町村長に救助の委任を行った場合は、原則として市町村毎に基準告示に定める額以

内で実施することになるが、都道府県全体の平均がこの額以内で実施できる場合は、各

市町村間の均衡を失しない範囲で都道府県知事が市町村長に対して基準告示に定める

額を超えて支出することを承認して差し支えない。 

イ 法による炊き出しその他による食品の給与を実施するために支出できる費用は、主食

費、副食費、燃料費のほか、機械、器具及び備品等の使用謝金又は借上費、消耗器材費、

その他の雑費を含む。 

ウ 被災者等に提供されなかった原材料や弁当等の購入費は、法による炊き出しその他によ

る食品の給与を実施するために支出できる費用として認めないことを原則としてきたが、

大規模災害等、実態把握が困難で、かつ、人心の不安定な混乱期については、被災者の救

助に万全を期する観点から、やむを得ない事情のため、被災者に消費されなかったものに

ついても、法による炊き出しその他による食品の給与を実施するために支出できる費用と

して認められることもあるので、内閣府と連絡調整を図って実施すること。 

【参考】 

阪神・淡路大震災では、被災者に配布された全てのものが必ずしも消費されたとは

限らないこと、また、必要数の把握が極めて困難で、不足をきたすことが騒擾へつな

がるおそれもあったことから、避難所へ配布したもの等について被災者に提供された

ものと見なす取扱いとした。 

（注）従来の取扱いにおいても、例えば他に輸送する手段がなく、一刻を争う状況にあり、

航空機等により投下したが、荒天等により誤って海上に落下し紛失したもの等につい

ては、例外的に認められる場合があった。 

エ 握り飯、調理済み食品、パン、弁当等を購入して支給する場合の購入費については、法

による炊き出しその他による食品の給与を実施するために支出できる費用として差し支

えない。 

 

 （４）留意点 

炊き出しその他による食品の給与が長期化したときには次の点に留意の上、食料の質の確

保を図ること。 

ア 長期化に対応し、できる限りメニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスの確保、

高齢者や病弱者に対する配慮等、質の確保について配慮するとともに、状況に応じて管理

栄養士等の専門職の活用についても検討すること。 

イ 被災者やボランティア等の協力が得られたときには、多様なメニューを用意し、その中

から希望に応じたものを給与する方法なども考えられる。 

ウ 適温食の確保を図る観点から、キッチンカー事業者等の食料提供業者等による提供、ボ

ランティア等による炊き出し、集団給食施設の利用による給・配食等、多様な供給方法の

確保にも努めること。 
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エ 一定期間経過後は、被災者自らが生活を再開していくという観点、また、メニューの多

様化や温かく栄養バランスのとれた食事の確保を図るという観点から、被災者自身による

炊事が重要であるので、避難所における炊事場の確保、食材・燃料等の提供、ボランティ

アの協力や被災者による互助の推進等に配慮すること。  

（ア）避難所の簡易調理室の整備等については、原則として避難所設置のため支出できる費

用による。 

（イ）調理に必要な鍋・包丁等の類は、原則として被服、寝具その他生活必需品の給与又は

貸与によることとなるが、共同で利用する器具等の類は、簡易調理室の設備として整備

して差し支えない。 

（ウ）法による炊き出しその他による食品の給与により必要な原材料等の給与又は調理等に

必要な燃料等の提供を行って差し支えない。 

（エ）単に経済的困窮のため原材料等を求められない者に対する給与は法の予定するところ

ではなく、応急救助を超えて、法による炊き出しその他による食品の給与は行えないの

で留意すること。 

オ 一定期間経過後は、被災地の事業者の営業再開状況を勘案し、順次近辺の事業者等へ供

給契約を移行させるなどにより、適温食の確保に配慮すること。 

 

（５）必要な書類 

    炊き出しその他による食品の給与を実施するときには、原則として次に掲げる書類、帳簿

等を整備し、保存すること。ただし、そのことが著しく困難な場合には、できる限りこれら

に代わるものを整備保存すること。 

ア 救助実施記録日計票 

   イ 炊き出しその他による食品給与物品受払簿 

   ウ 炊き出し給与状況 

   エ 炊き出しその他による食品給与のための食料購入代金等支払証拠書類 

   オ 炊き出しその他による食品給与のための物品受払証拠書類 
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４ 飲料水の供給 

（１）趣旨 

    災害が発生したときには、災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して、速や

かに法による飲料水の供給を行うこと。 

 （２）期間 

    法による飲料水の供給を実施できる期間は次により定めること。 

ア 法による飲料水の供給が必要な期間が予測できる場合、又は、一定期間以上の供給の必

要性が明らかな場合は、その期間とする。 

ただし、この期間が７日を超える場合は、内閣総理大臣と協議すること。 

   イ アにより供給期間を定められない場合は、とりあえず法による飲料水の供給期間を災害

発生の日から７日以内で定めること。 

   ウ ア及びイのいずれの場合も、定められた期間を超えて飲料水の供給が必要な場合は、内

閣総理大臣と協議の上、次により供給期間を延長できる。 

（ア）延長すべき期間が予測できる場合、又は、延長すべき期間は予測できないが、一定期

間以上の延長が必要であることが明らかな場合は、それぞれその期間とする。 

（イ）その他の場合には延長する期間を原則として７日以内で定めること。 

（ウ）（ア）及び（イ）のいずれの場合であっても、更に再延長が必要な場合は、同様にい

ずれかにより取り扱うこと。 

 （３）基準額 

ア 法による飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、給水又は浄水に必要な機械、

器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに浄水に必要な薬品及び資材費とし、当該地域にお

ける通常の実費とすること。 

イ 都道府県知事は、災害等により緊急に水道水を補給する必要があると認める場合は、水

道法第４０条の規定に基づき、水道事業者（市町村長等）、又は水道用水供給事業者（一

部事務組合等）に供給を命じることができる。 

（ア）この場合には、供給に要した実費の額が法による飲料水の供給に必要な費用として支

出できる。 

（イ）その他の場合であっても、法による飲料水の供給を実施するために支出できる費用と

して、水の購入費も認められるが、真にやむを得ないときに購入できるものとしたもの

であるので、運用に当たっては慎重を期されたい。 

特に、市町村が自らの所有する水を購入する費用を計上し、一般会計と特別会計で収

支をやりとりするが如きは、特別な理由がない限り認められないので留意すること。 

【参考】阪神・淡路大震災では、水道用水供給事業者が被災地を含む一部事務組合で

あり、水の確保が難しい状況にあったことから、その購入費について対象とした。 

ウ 法による飲料水の供給は、厳密に言えば、飲料水が不足するときに、飲料用の水のみを

供給すべきであるが、法による救助として供給した飲料水を飲料用のみに限定して利用さ

せることは現実的には困難であることから、やむを得ない事情にある場合には、次による

こととして差し支えない。 

（ア）供給した水を飲料用のみに限定して利用させることは実際上困難であり、また、現実

的ではないので、飲料用以外に利用された水も含めて、飲料に適した水の供給全体を法

による飲料水の供給として差し支えない。 
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（イ）「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定により供給され

る生活用水等、他の制度によるべき水の供給は含まない。 

 （４）必要な書類 

法による飲料水の供給を実施するときには、原則として次に掲げる書類、帳簿等を整備し、

保存すること。ただし、これらの整備等が著しく困難な場合には、できる限りこれらに代わ

るものを整備保存すること。 

   ア 救助実施記録日計票 

   イ 給水用機械器具燃料及び浄水用薬品資材受払簿 

   ウ 飲料水の供給簿 

   エ 飲料水供給のための支払証拠書類 
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 ５ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

 （１）配布 

ア 災害が発生したときには、備蓄物資等を利用するほか、必要に応じて関係団体等の協力

を得て、速やかに被災者に対して必要な被服、寝具その他生活必需品を配布すること。 

イ 法による被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害発生の日から１０日以内

に完了するよう努めること。これにより難いときには内閣総理大臣に協議して延長するこ

とを原則とする。 

 （２）対象者 

法による被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、

半焼又は床上浸水（土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの

を含む。以下同じ。）若しくは船舶の遭難等により、生活上必要な被服、寝具その他日用品

等を喪失又は毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行うものである。 

住家の床下浸水等では、一般的に喪失又は毀損は考えられないので、原則として対象とし

ないが、必要な場合は内閣府と連絡調整を図ること。 

 （３）留意点 

   ア 法による被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害により日常生活を営むの 

に 小限必要なものを給与又は貸与し、日常生活に支障をきたさないようにするもので、 

災害により喪失した物の損害を補償したり、被災に対する見舞品というような性格のもの 

ではないことから、次の点に留意して実施すること。 

（ア） 住家の被害が要件を満たしても、別に保管した物があったり、寄贈を受けたりし、

必要 小限のものが得られれば、法により給与又は貸与しないこと。 

ただし、損害を補償するような性格ではないものの、必要 小限という解釈の余り 

に厳格な運用は時代の実情にそぐわないこともあるので留意すること。 

（イ） 被災者による被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与の申請を、より簡便にす 

るため、申請様式（例）を参考として作成したところであり、当該申請様式（例）に 

は、基本的に（５）イに記載されている品目を掲載している。地域の実情に応じて品 

目等を整理の上、活用すること。 

   （ウ） また、各々の世帯から意向及び必要性を確認する際は、対象品目の数量が当面の日 

常生活を営むに当たり必要 小限であるか、世帯人数に対して過大な製品ではないか 

等に留意して運用を行うこと。 

（エ） 住家の被害が要件を満たしていない場合でも、例えば船舶の遭難、旅行中の被災等  

で被害を受け、直ぐには帰来先に戻れないため、当面の被服、寝具その他生活必需品 

を得ることができないときは、給与又は貸与が必要な場合もある。 

イ 法による被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、避難所への避難から新たな生

活を始めるにあたり、その日常生活を営むのに 小限必要なものを給与又は貸与するも 

 のであるから、配送に必要な期間を含めできるだけ迅速な調達に努めること。とりわけ、

応急仮設住宅への入居者は、こうしたものを喪失又は毀損していることが多いので、そ 

 の入居の時期を見据えて調達計画を立てること。 

ウ 法による被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与を迅速に行うため、あらかじめ、

その品目を定め、災害時に被災者に確実に給与又は貸与できるよう供給元となる民間小売

事業者や物流事業者等との協定等を締結しておくこと。 
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また、あらかじめ、運搬の拠点となる救援用物資集積基地などを決定しておくこと。 

エ また、大規模かつ広域的な災害が発生し、地域の被服、寝具その他生活必需品の供給元

だけでは対応しきれない状況や、協定を締結した地域の民間小売事業者・物流事業者等が

被災することも想定し、国や応援自治体に依頼するなど、体制を確保に努めること。 

オ 応急仮設住宅や応急修理の相談・申請時等を捉え、（５）に記載する申請様式（案）等

を同時に配布するなど、積極的な周知に努めること。 

（４）基準額 

ア 法による被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出できる費用は、季別及

び世帯区分により１世帯当たり基準告示に定める額以内とする。 

イ 法による被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害による損失を補填するも

のではなく、当面 低限必要なものを給与又は貸与するもので、そのために通常 低限必

要な額が定められたものであるので、原則として、給与又は貸与に要する費用の平均額が

基準告示に定める額の範囲であればよいということではなく、各々の世帯毎にこの範囲で

実施するというものである。 

  一律に共通のものを配布するような運用は認められないので留意すること。 

        なお、救助を要する期間の長期化等により個々の世帯毎にこれを超える額の給与又は貸

与が必要な場合には内閣総理大臣に協議して実施すること。 

         また、船舶の遭難等により被服、寝具等を喪失又は毀損し、直ちに日常生活を営むこと

が困難な者に対して給与又は貸与を行う必要がある場合は、そのために支出できる費用の

額等について内閣総理大臣に協議して実施すること。 

 （５）現物支給 

ア 法による被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ、次に掲げ

る品目の範囲内において現物をもって行うこと。 

   （ア）被服、寝具及び身の回り品 

   （イ）日用品 

   （ウ）炊事用具及び食器 

     （エ）光熱材料 

イ 被服、寝具その他の生活必需品の品目としては、地域及び時期等により、様々なものが

考えられ、個々の実情において決定するものと考えられるが、参考までに例示的に示すと、

次に掲げるものが考えられる。 

   （ア）タオルケット、毛布、布団等の寝具 

   （イ）洋服上下、子供服等の上着、シャツ、パンツ等の下着 

   （ウ）タオル、靴下、靴、サンダル、傘等の身の回り品 

   （エ）石鹸、歯磨用品、ティッシュペーパー、トイレットペーパー等の日用品 

      （オ）炊飯器、鍋、包丁、ガス器具等の調理道具 

   （カ）茶碗、皿、箸等の食器 

   （キ）マッチ、使い捨てライター、プロパンガス、固形燃料等の光熱材料 

（ク）高齢者、障害者等の日常生活上の支援を行うために必要な紙おむつ、ストーマ用装具

等の消耗器材 
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   （ケ）寒冷地の防寒、ヒートショック等の被災者の健康被害を防止する観点から必要とされ 

る簡易な電気ストーブ又はこれに準ずるもの（電気ストーブ、セラミックヒーターや電 

気カーペット） 

（コ）猛暑による熱中症及び脱水症状等の被災者の健康被害を防止する観点から必要とされ 

る扇風機 

   ウ 認められない物品 

     テレビ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、エアコン、電子レンジ、オーブンレンジ等 

（６）時価評価 

法による被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に当たって法第２６条第３号により

事前購入した給与品を払出した場合は、当該地域における時価をもって精算するものとし、

評価調書を作成しておくこと。この場合、特に著しい物価の変動がない限り、毎年度当初に

行う時価評価によって行うこととして差し支えない。 

なお、評価調書が作成されていないなど、時価での評価が困難な場合については、事前購

入時の価格をもって精算すること。 

また、世帯毎の支出できる費用の額の算定に当たっては、同一品目で価格の異なる場合、

各品目別の平均価格で算定して差し支えない。 

 （７）現金給付は不可 

法による被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、炊き出しその他による食品の給

与と同様の理由で、現物をもって給与又は貸与するものであるから、現金給付は勿論、商品

券等の金券により給付を行うことは考えにくい。 

      なお、義援金品の配分等を法外で行う場合はこの限りでないことは勿論である。 

 （８）運搬・支給体制 

物資供給業者との連携、必要に応じた救援用物資集積基地の設置、交通状況の把握など、

生活必需品等の救援用物資を迅速に運搬・支給する体制を早急に整備すること。 

この際、都道府県等が調整した物資のほか、義援物資が大量に搬入されることも予想され

るので、調達物資との調整や、ボランティアとの連携を含めた受け入れ体制、運搬、配布体

制についても併せて検討すること。 

 （９）必要な書類 

法による被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与を実施するときには、原則として次

に掲げる書類、帳簿等を整備し、保存すること。ただし、これらの整備等が著しく困難な場

合には、できる限りこれらに代わるものを整備保存すること。 

     ア 救助実施記録日計票 

   イ 物資受払簿 

   ウ 物資の給与状況 

   エ 物資購入関係支払証拠書類 

   オ 備蓄物資払出証拠書類 

   （注）法による物資と義援物資は実際上も書類上も明確に区分しておくこと。 
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６ 医療 

 （１）趣旨 

災害が発生した場合には、必要に応じ速やかに救護班を編成・派遣し、次により、災害の

ため医療の途を失った者に対して法による医療を実施すること。 

   ア 法による医療は、災害により医療機関が喪失、機能停止、又は当該医療機関の診療可能

患者数をはるかに超える患者が発生し、現に医療を必要とし、医療を受けられない者がい

るときに、救護班を派遣して行われるものである。 

   イ 簡単な処置等しかできない診療所しかない地域に、複雑な処置等を必要とする重症患者

が発生したときも対象として考えられる。 

        ただし、この場合、救護班による応急的医療と必要な医療が行える医療機関への輸送の

みを法による救助の対象とし、その後の医療機関における医療は法による救助としてでは

なく保険診療等で行うことを原則とする。 

     なお、救急車やドクターヘリによる医療機関への輸送については、災害の発生に関わら

ず平時より運用されているものであることから法の対象とはならない。ただし、ドクター

ヘリについては他の都道府県の応援のため出動した場合に限り費用として認められ、この

費用は、応急救助のための輸送費として整理すること。 

   ウ 被災地における医療であっても、通常の保険診療等が行われている場合、又は行える場

合には、通常、法による医療を行う必要はない。 

     また、災害の混乱時に強いて治療をしなくとも平常時に復してから治療すればよいよう

な疾病については、法の趣旨から原則として対象とならない。 

   エ 法による医療の範囲は、災害時における医療機関の混乱等が回復するまでの空白を一時

的に補填する制度であるということに留意し、真に必要やむを得ない医療は十分になされ

なければならないが、同時に応急的な医療にのみ限定されるものであるため、救護班が要

した費用の全てが必ずしも国庫負担の対象となるものではないことを留意されたい。 

   オ 法による医療は、いわゆる応急的な診療であって、予防的ないし防疫上の措置は原則と

して対象とならないが、避難所生活が相当長期にわたっている場合で、予防的ないし防疫

上の措置が必要と認められる場合においては、避難所に限り認められる。 

（２）対象者 

ア 医療を必要とする者は、その医療を必要とするに至った原因は問われない。 

即ち災害により負傷した場合は勿論、災害とは直接関係のない原因によるものであって

も、また、被災者以外の者でも、災害により医療の途を閉ざされた者には等しく提供され

るものである。 

したがって、災害発生前から継続している疾病等も、災害発生日以降にかかった疾病等

も、等しく医療を受けなければならない必要性に変わりはなく、現に、受けられないとい

う者には提供されなければならない。 

   イ 患者の経済的要件も問われない。 

法による医療は、災害により医療の途が閉ざされたために行われるものであるから、例

え経済的に余裕のある者であっても、現に医療を受ける手段を失っていることには変わり

はないことから、金銭の有無にかかわらず現に医療を受けられない者には提供されるもの

である。 

 

《美馬市地域防災計画（資料編）　　巻末資料》

574



- 82 -

 （３）医療の範囲 

    法による医療は、次の範囲内において行うこと。 

    ア 診療 

    イ 薬剤又は治療材料の支給 

    ウ 処置、手術その他の治療及び施術 

    エ 病院又は診療所への収容 

    オ 看護 

（４）医療の方法 

ア 法による医療は、原則として、救護班で対応した応急的な医療とし、重篤な救急患者等

については、救護班によりできる限りの応急的な医療を行うこととなるが、救護班で対応

できない医療については、速やかに対応可能な病院又は診療所に輸送して対応すること。 

  この場合、原則として、救護班による応急的な医療及び患者の輸送についてのみが法に

よる救助となるのは前述のとおりであり、このうち、輸送に要する費用は、基準告示で定

める応急救助のための輸送費として整理すること。 

    ただし、命に関わるような急迫した事情があり、真にやむを得ない場合には、病院又は

診療所において応急的に行う医療に限り、法による医療として行う途も開けている。 

  この場合、原則として、法による医療と認められる応急的な医療の部分に限り、国民健

康保険の診療報酬（次の（注１）及び（注２）の場合は協定料金）の額以内で法による医

療のために支出できる費用として認められる。 

    （注１）病院又は診療所には、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」

及び「柔道整復師法」に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道

整復師（以下、「施術者」という。）を含む。 

      （注２）医療には施術者が行うことができる範囲の施術を含む。 

イ 法による医療は、被災地の医療機能が混乱又は途絶等から法による医療が必要と判断さ

れる場合に、あらかじめ編成しておいた救護班等を被災地へ派遣し医療活動を行わせるも

のである。 

   （ア）あらかじめ編成しておいた救護班では十分な医療が確保できないときには、都道府県

立又は市町村立の病院、診療所、日本赤十字社等の医師、薬剤師及び看護師等により救

護班を編成すること。 

   （イ）（ア）により十分な要員の確保が困難な場合は、その他の医療機関等から雇い上げる

ことも差し支えない。 

   （ウ）（イ）によるその他の医療機関等からの雇い上げが拒否されるなどのため、要員の確

保が十分にできない場合には、必要に応じて法第７条の規定による従事命令により、こ

れら雇い上げを拒否する医療機関等から医師、薬剤師及び看護師等を確保することもや

むを得ない。 

      ただし、法第７条の規定による従事命令は強制権によるものであるので、できる限り

当該医療機関の理解を得て雇い上げによるように努力するなど、その運用に当たって

は、慎重に取り扱われたい。 

ウ 救護班の医師等のスタッフは、当初は外科・内科系を中心に編成することとなろうが、

災害の規模・態様を勘案の上、突発的な土砂災害等の災害の発生直後における精神的なシ

ョックや長引く避難所生活による心労等に対し、対応することも重要であるので、医療機
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関での治療が困難な場合などについては、必要に応じ適宜口腔ケア、メンタルケア、いわ

ゆる生活不活発病予防等の健康管理に必要な保健医療専門職等のスタッフを加える等、被

災地の医療や保健の需要を踏まえた構成として差し支えないが、内閣府と事前に連絡調整

を図るなど、法による応急的な医療の範囲での適切な実施に努めていただきたい。 

また、一般的には精神保健対策で実施されるものと考えられるが、災害発生直後の混乱

期の応急的な医療として精神保健面から保健師を派遣せざるを得ない事情にある場合に

ついても内閣府と連絡調整を図ること。 

【参考】精神保健についての考え方 

阪神・淡路大震災では、震災による精神的ショック、長期避難生活に伴うストレ

ス、将来への不安による不眠や頭痛等のいわゆる心的外傷後ストレス障害（Post 

Traumatic Stress Disorder, PTSD）の問題が注目され、精神保健面の重要性が認識

された。通常、これらは中長期的に精神保健対策で対応すべきであるが、大規模災害

の被災直後の対策として必要で、他で対応できない場合に法による対応も考えられ

る。 

エ 個々の救護班が長期間にわたる活動を継続することは、個々の救護班に著しい負担を課

することとなるので、できる限り短時間での交代ができるよう、その要員の確保に努める

とともに、短期間交代に対応するため、常に円滑な引き継ぎができるよう配慮して実施さ

せること。 

オ 救護班により提供される医療は、あくまでも災害によって失われた医療機能を応急的に

代替するものであるので、被災地の医療機能が回復し次第、現地の医療機関にその機能を

移行させること。 

  この場合、救護班の撤収に当たっては、現に医療を受けている患者を地元医療機関へ確

実に引き継がせること。 

カ 被災都道府県は、自らが編成し得る救護班では十分な救助がなし得ないと判断した場合

は、速やかに他の都道府県に対し救護班の派遣要請を行うこと。 

  行政機関が混乱し、被災都道府県が自ら救護班の派遣要請を行うことができない場合

は、速やかに内閣府へ連絡し、派遣要請依頼の調整を図ること。 

キ 被災都道府県以外の都道府県は、次により救護班の応援派遣等について配慮すること。 

   （ア）被災都道府県と災害援助協定を締結している都道府県は、被災都道府県の要請に基づ

き救護班を速やかに派遣すること。また、状況に応じて、災害援助協定に基づき自らの

判断により救護班を派遣すること。 

       （イ）災害援助協定を締結していない都道府県にあっても、状況に応じて、被災都道府県の

要請を待たずに救護班を派遣することも考えられる。 

       （ウ）応援派遣される救護班は、初期の医療活動が自己完結的に行えるよう、 低限度の医

薬品や医療器材のほか、食料・飲料水、その他の生活必需品等を携行し、必要に応じて

野営等もできる装備で被災地入りすること。 

ク 被災都道府県は、被災地外の都道府県から派遣された救護班を被災地内の医療需要に応

じて適正に配置するための受け入れ調整を行うこと。 

  救護班の受け入れ調整は、地域の実情に詳しい保健所等において実施することが考えら

れること。 

  行政機能が混乱し、被災都道府県が自ら救護班の受け入れ調整を行うことができない場
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合は、速やかに内閣府に救護班の受け入れ調整を要請すること。 

ケ 被災地外の都道府県から派遣された救護班は、被災地の都道府県の調整に従い救護班の

活動を行うこと。 

コ 被災都道府県は、自らの判断により単独で被災地入りし、医療活動を行う者に対して、

自らの調整の下に活動する救護班となるよう要請すること。 

サ 災害が発生した場合、救護班による医療提供を的確に行う上で、被災地における医療施

設及び設備の被害状況、診療機能の可否の状況、医薬品及び医療用資器材等の需給状況、

交通状況等の情報が不可欠であることから、関係部局と連携を図り、これらの状況を速や

かに把握すること。 

【参考】DMAT（Disaster Medical Assistance Team；災害派遣医療チーム）による災害医

療活動について 

日本DMAT活動要領、都道府県DMAT運用計画等に基づき被災地に派遣されるDMATに

かかる費用については、災害救助法が適用され、かつ以下の要件を満たした場合に、

法による医療として費用支弁を行うものとする。 

１ 都道府県とDMAT指定医療機関の間で締結された事前協定に基づくこと。 

２ 被災都道府県の要請に基づき、DMAT派遣が行われていること。 

３ 災害救助法が適用された市町村で救護（精神的医療ケアを含む）活動を行うこ

と。 

なお、費用の支弁は、都道府県と医療機関との事前の協定、業務計画に基づく

ものとし、国庫負担の対象となる費用は、原則として次による。 

     （１）使用した薬剤、治療材料、破損した医療器具の修繕費等の実費 

   （２）精神的医療ケアを行った際の実費 

     （３）救助のための輸送費及び賃金職員等の雇上費 

（５）期間 

    法による医療を実施できる期間は次により定めること。 

ア 法による医療が必要な期間が予測できる場合、又は、一定期間以上の法による医療の必

要性が明らかな場合は、その期間とすること。ただし、この期間が１４日を超える場合は、

内閣総理大臣と協議すること。 

イ アにより医療を実施する期間を定められない場合は、とりあえず法による医療を実施す

る期間を災害発生の日から１４日以内で定めること。 

ウ ア及びイのいずれの場合も、定められた期間内に法による医療を終えることができない

場合は、内閣総理大臣と協議の上、次により医療を実施する期間を延長できる。 

   （ア）延長すべき期間が予測できる場合、又は、延長すべき期間は予測できないが、一定期

間以上の延長が必要であることが明らかな場合は、それぞれその期間とする。 

（イ）その他の場合には延長する期間を原則として１４日以内で定めること。 

   （ウ）（ア）及び（イ）のいずれかの場合であっても、更に再延長が必要な場合は、同様に

いずれかにより取り扱うこと。 

 （６）基準額 

    法による医療のため支出できる費用は、原則として次による。 

ア 法による医療のため支出できる費用は、基準告示において、救護班による場合は、薬剤、

治療材料及び破損した医療器具の修繕費等の実費とすることと定められていること。 
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このほか、救護班が使用する消耗品の費用等が考えられるが、これらについては「修繕

費等」の「等」に含まれると考えられる。 

イ 救護班の一員として、医師、薬剤師、看護師、事務員、運転手等を医療業務に従事させ

たときの費用については、原則として次により取り扱うこと。 

   （ア）地方公共団体に勤務する者、国立病院機構に勤務する者、その他国の機関に準ずる機

関に勤務する者は、旅費及び時間外勤務手当等の費用について救助事務費として整理す

ること。 

   （イ）日本赤十字社の職員等については、法第１９条の規定により委託費用として日本赤十

字社に対して補償すること。 

   （ウ）法第７条の規定により従事命令を受けた医師、薬剤師及び看護師等は、同条第５項の

規定により、その実費を弁償すること。この場合、救助に関する業務に従事したため負

傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は法第１２条に基づき扶助金の支給が行われる。 

   （エ）その他の者については、応急救助のための賃金職員雇上費で取り扱うこと。この場合、

救助に関する業務に従事したため負傷し、疾病にかかり、又は死亡した者は、都道府県

が雇い上げた通常の賃金職員等の例により取り扱うこととなり、法第１２条による扶助

金の支給対象とはならない。 

   （オ）医療業務に従事した医師、薬剤師、看護師、事務員、運転手等への昼食や夕食の費用

については一般的には、旅費（日当や宿泊費等）に含まれているものと解しているが、

稀に旅費に含まれていない場合がある。旅費に昼食や夕食が含まれていない場合、食事

代を支払うことについては差し支えない。 

      なお、被災地での昼食や夕食代金については、社会通念上、是認できる範囲程度とす

ること。（酒類等を含む請求については、当然、国庫の負担の対象外となる。） 

ウ 法による医療のため支出できる費用は、病院又は診療所による場合は、国民健康保険の

診療報酬の額以内とし、施術者による場合は協定料金の額以内と定められているが、原則

として、これらについては、この額以内なら全て認められるということではなく、法の趣

旨から、当然、特別な理由があり必要と認められる場合に、法による医療と認められる応

急的な医療の部分に限り、この額以内で行うことができるということであるので留意する

こと。 

エ 救護班が所持している薬剤が不足している場合等に、救護所など保険医療機関以外で交

付され、通常の診療報酬による支払いの対象とならない処方箋（以下「災害処方箋」とい

う。）が地域の薬局に持ち込まれ、調剤がなされた場合に要する費用の取扱いは下記のと

おりとなる。なお、災害救助法に規定する医療を行う際には、被災者に現物をもって薬剤

を提供し、救護班が所持している薬剤が不足している場合等にも、患者に交付した災害処

方箋に基づき、救護所内の調剤所で調剤することが原則とされていることに留意された

い。 

（ア）費用支弁対象について 

① 労務費 

薬局において災害処方箋に基づく調剤を行った際の労務費については、災害救助費   

の賃金職員等雇上費（実費）として支弁される。この際、薬局においては、災害処方 

箋が持ち込まれた場合にのみ労務が生じることから、災害に際しての応急救助の実施 

主体である被災都道府県は、地域の実情に応じて関係団体との協議等により、例えば、 
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当該災害処方箋一枚当たりの労務費を規定するなど、その必要となる労務費額を設定 

すること。なお、その設定にあたっては、一日の総支払額が救護班の薬剤師に対する 

人件費を超えない、すなわち救護班の薬剤師に対するものと均衡を失することのない 

よう留意されたい。なお、調合技術料については、救護班の薬剤師についても支払わ 

れているものではないため、薬局の薬剤師も同様に調合技術料を支払うことは不可で 

ある。 

② 薬剤費等 

災害処方箋に基づく調剤のために使用した薬剤等は、実費として支弁される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 救護所を設置したときの借損料（建物、仮設便所及び間仕切り等の設備、機械、器具並

びに備品の使用謝金又は借上料）等は原則として次によること。 

   （ア）日本赤十字社の設置する救護所については、「救助又はその応援の実施に関する必要

な事項の日本赤十字社に対する委託及びその補償について」（昭和３４年８月１８日社

発第４２８号厚生省社会局長通知）の記５の（２）により、法第１６条の規定に基づく

委託が行われ、法第１９条により補償すべき費用となっている。 

   （イ）その他の救護所等については、避難所の設置されることもあり、避難所の設置のため

支弁できる費用と分かち難いことから、避難所の設置のため支出できる費用として整理

されている。 

したがって、避難所の設置のため支出できる費用と別に救護所の設置のための支出が

必要な場合は、事前に内閣府に連絡調整して設置すること。 

カ 救護班以外の者が任意に行った医療活動は、原則として、使用した医薬品衛生材料の実

費等についても支出することは認められない。 

    ただし、DMAT との協定や医療に関する協定で対応できる範囲を超えるような災害の場合

には、任意の医療活動を行うために被災地にいる医師等を近隣の者と解し、法第８条に基

づく協力命令により都道府県知事の管理下に医療を行わせた場合は、当然、使用された医

薬品衛生材料等の実費は支出できる。 

    なお、協力命令は、強制力を伴う従事命令と異なり、公用令書等による必要はない。ま

た、都道府県知事から救助の委任を受けた市町村長の要請で、その調整下に行われた医療

も、都道府県が市町村長に法第８条の権限を委任したことを公示している場合には、協力

命令による救助と解して差し支えないが、従事命令・協力命令等の命令については、基本

的に都道府県が行うことが望ましい。 

キ 通院中（在宅医療を含む。）の患者等で、災害のため薬剤等が得られないため、直接生

命にかかわるような事態を招く者、又は、日常生活に重大な支障をきたす者に、必要な薬

【参考】災害処方箋１枚当たりの報酬１，０００円について（茨城県の例） 

茨城県と薬剤師会との協議の結果、災害処方箋１枚当たりの報酬を以下の考

えにより１，０００円とすることとした。 

① 処方箋に基づく調剤にかかる時間を１枚あたり３０分と想定 

② １６，１００円（茨城県災害救助法施行細則による実費弁償額）は 

    １日（＝８時間）の活動額なので，①により割返し、１枚あたりの単価を算出 

した。 

  １６，１００ ÷ ８ ÷ ２ ＝ １，００６．２５ ≒ １，０００円 

《美馬市地域防災計画（資料編）　　巻末資料》

579



- 87 -

剤、水、電源、機・器材等を給与等した場合、これらの物資の購入・輸送等に要する経費

で、他の制度によることができないものについては法による救助として、医療又は応急救

助のための輸送費として差し支えない。 

（７）必要な書類 

法による医療を実施するときには、原則として次に掲げる書類、帳簿等を整備し、保存す

ること。ただし、これらの整備等が著しく困難な場合には、できる限りこれらに代わるもの

を整備保存すること。 

      ア 救護班 

    （１）救助実施記録日計票 

    （２）医薬品衛生材料受払簿 

    （３）救護班活動状況 

   イ 都道府県又は委任を受けた市町村 

    （１）救助実施記録日計票 

    （２）医薬品衛生材料受払簿 

    （３）救護班活動状況（写） 

    （４）病院、診療所医療実施状況及び診療報酬に関する証拠書類 

    （５）医薬品衛生材料等購入関係支払証拠書類 
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 ７ 助産 

（１）助産の実施 

法による助産については、原則として概ね法による医療の例に準じて取り扱われることと

なるが、医療とは若干異なる点もあるので留意して取り扱うこと。 

（２）期間 

法による助産を実施できる期間は次により定めること。 

ア 法による助産が必要な期間等が予測できる場合、又は、一定期間以上の助産の必要性が

明らかな場合等は、その期間によること。ただし、災害発生の日以前又は以後の７日を超

えた分べんを対象とし、分べんした日から７日を超えて実施する場合は、内閣総理大臣と

協議すること。 

   イ アにより助産を実施する期間等を定められない場合は、とりあえずそれぞれの期間を７

日以内で定めること。 

   ウ ア及びイのいずれの場合も、定められた分べん日又は期間内に法による助産を終えるこ

とができない場合は、内閣総理大臣と協議の上、次により法による助産を実施する期間を

延長できる。 

（ア）延長すべき期間が予測できる場合、又は、延長すべき期間は予測できないが、一定期

間以上の延長が必要であることが明らかな場合は、それぞれその期間とする。 

（イ）その他の場合には延長する期間を原則として７日以内で定めること。 

（ウ）（ア）及び（イ）のいずれの場合であっても、更に再延長が必要な場合は、同様にい

ずれかにより取り扱うこと。 

 （３）基準額 

法による助産は、分べんの介助、分べん前及び分べん後の処置、ガーゼ、脱脂綿、その他

の衛生材料等の支給の範囲内において行うこと。 

なお、法による助産のため支出できる費用は、救護班による場合は使用した衛生材料等の

実費とし、助産師による場合は慣行料金の２割引以内の額とする。 

 （４）必要な書類 

法による助産を実施するときには、原則として次に掲げる書類、帳簿等を整備し、保存す

ること。ただし、これらの整備等が著しく困難な場合には、できる限りこれらに代わるもの

を整備保存すること。 

   ア 救助実施記録日計票  

   イ 衛生材料等受払  

   ウ 助産台帳  

   エ 助産関係支出証拠書類  

      （注）救護班が助産を行った場合は、助産台帳とは別に、救護班活動状況にも明らかにしておく

こと。 
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 ８ 被災者の救出 

（１）趣旨 

災害が発生したときには、災害のため現に生命又は身体が危険な状態にある者又は生死不

明の状態にある者を速やかに捜索し、救出すること。 

   ア 災害のために、現に生命身体が危険な状態とは、必ずしも災害が直接的な原因となって

いることは要しないし、また、その原因も不可抗力か本人の過失かなども問われない。 

（注）被災者とは、厳密には災害を原因とする者のみとも解せられるが、生命等に係わる問題で

厳密な運用を行うことは必ずしも適切ではないので、通常、アにより運用している。 

   イ 現に生命身体が危険な状態とは、客観的に明らかに危険な状態にあり、早急に救い出さ

なければならない状態におかれているような場合をいう。 

   ウ 生死不明の状態とは、生死が判明しない者をいう。 

なお、災害のため生命又は身体が危険な状態にあるような者などの捜索又は救出は、

も緊急を要する救助であり、迅速に行うよう努める必要があるが、一般的な救出の期間で

ある３日間経過後においても、生死が判明しない者がいる場合については、内閣総理大臣

に協議の上、救出期間を延長できる。 

   エ いわゆる通常の避難は、法による被災者の救出には当たらない。 

   オ 法による被災者の救出は、人の救出だけに限定される。 

財産はもとより、救出される者が大切にしている愛玩具、動物等についても、原則とし

て対象とはならない。 

ただし、ともに救出しなければ、本人の救出に支障がある場合又は本人の精神に重大な

支障をきたすおそれのある場合で、被災者全体の救出に特に支障がないときに、本人以外

のものの救出又は運搬を妨げるものではない。 

 

（２）期間 

ア 災害のため生命又は身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索し、  

又は救出することは、 も緊急を要する救助であり、３日（72 時間）以内に救出するよう 

努めなければならない。 

   イ 法による被災者の救出を実施できる期間は次により定めること。 

   （ア）法による被災者の救出に必要な期間が予測できる場合、又は、一定期間以上の救出の 

     必要性が明らかな場合は、その期間とすること。 

ただし、この期間が３日を超える場合は、内閣総理大臣に協議すること。 

   （イ）（ア）により被災者の救出を実施する期間を定められない場合は、法による被災者の 

救出を実施する期間を災害発生の日から３日以内で定めること。 

   （ウ）（ア）及び（イ）のいずれの場合であっても、更に再延長が必要な場合は、同様にい 

ずれかにより取り扱うこと。 

 

（３）基準額 

法による災害にかかった者の救出のため支出できる費用は、舟艇その他救出のための機

械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費として当該地域における通常の実費とす

る。 

   ア 法による被災者の救出は、その性格から、人命の救助に必要であれば、真に必要やむを
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得ない経費は額の限度もなく、様々な方法によるべきである。 

      イ 法による被災者の救出のために支出できる費用は、特に額の限度が定められていない

が、公費の支出という観点から、できる限り適正な程度及び方法で実施しなければならず、

例えば、正当な報酬等の範囲内で救助に協力しないような者がいたときには、法第７条又

は第９条の規定により強制権を発動する等の措置により、正当な価格の維持に努めること

なども検討すべきである。 

   ウ 舟艇その他救出のための機械、器具等が救助の実施において損傷し、これを修理する場

合は、損傷箇所の把握のため、写真や修理・整備記録などの提出を求めること。 

 

（４）必要な書類 

法による被災者の救出に当たっては、原則として次に掲げる書類、帳簿等を整備し、保存

すること。ただし、これらの整備等が著しく困難な場合には、できる限りこれらに代わるも

のを保存すること。 

   ア 救助実施記録日計票 

   イ 被災者救出用機械器具燃料受払簿 

   ウ 被災者救出状況記録簿 

   エ 被災者救出用関係支出証拠書類 
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 ９ 住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理（被災した住宅の応急修理） 

 （１）目的・趣旨 

法による住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理（以下、「緊急の修理」という。） 

は、住家が半壊、半焼又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家 

の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具（玄関、窓やサッシ等）等の必要な部分に 

対して、ブルーシートの展張などの知識・経験を有する建設業者・団体等の協力を得て、速 

やかに緊急の修理を行うことを目的とする。 

    具体的な実施内容については、次に掲げるものとすること。 

・屋根等に被害を受け、雨漏り又は雨漏りのおそれがある住家へのブルーシート等の展張 

・損傷を受けた住宅の外壁や窓硝子へのブルーシートの展張やベニヤ板による簡易補修に 

よる風雨の浸入の防御 

・アパートやマンション等の外壁材（タイルやモルタル等）の剥落に伴う落下防止ネット 

の展張（損傷した住宅前の歩行者の安全確保（２次被害防止）のため）  

などとなる。 

また、円滑に緊急の修理を実施するため、実施要領（別添４「住宅の被害の拡大を防止す 

るための緊急の修理実施要領（例）」参照）を定めるとともに、あらかじめ緊急の修理を実 

施する事業者を指定しておく等手続きの簡素化を図ること。 

 

【参考】「住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理」について 

（令和５年６月１６日公布・令和５年４月１日施行） 

令和元年房総半島台風（第 15 号）や、令和３年・４年と２年続けて発生した福島県沖

を震源とする地震など、住居の屋根等に著しい損傷を発生させ、直後の降雨により住宅の

被害が拡大したケースや、高齢者等が屋根でブルーシートの作業中に誤って転落し、災害

関連死となるケースが発生した。 

これを踏まえ、地震や暴風により住宅の屋根や外壁に被害を受け、その後の降雨等によ

り住宅が浸水するおそれが高い場合について、ブルーシートやべニヤ板、落下防止ネット

等で緊急的に措置し、住宅の損傷が拡充しないよう、恒久的制度として、ブルーシートの

展張等を緊急的に措置するため支援を救助の対象とすることとした。 

 

（２）対象世帯 

ア 緊急の修理は、災害のため住家が半壊、半焼（大規模半壊から半壊までの住家）又はこ 

れに準ずる程度（準半壊程度相当）の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害 

が拡大するおそれがある者に対して行う。 

イ 全壊又は全焼等の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、原則と 

して、緊急の修理の対象とはならないものであるが、全壊等であっても修理すれば居住す 

ることが可能であって、引き続き居住する意思がある場合には、緊急の修理の対象として 

差し支えない。 

ウ 法による緊急の修理は、災害により受けた被害を補償するものではなく、住家（屋根、 

外壁、建具（玄関、窓、サッシ等））について日常生活に必要な 低限度の部分の修理を 

行うまでの間、ブルーシートやべニヤ板、落下防止ネットなどで緊急的に修理し、住宅の 

損傷が拡充しないようにするものであることから、住家のみを対象とし、物置、倉庫や 
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駐車場等は対象とならない。 

エ ブルーシート等の展張などの緊急修理は、発災後の次の降雨までに速やかに実施する必 

要があることから、対象となる住家の損傷状況については、現場における目視による確認 

や被災者が申請のため持参した住宅の被害状況写真等に基づき、準半壊以上（相当）か否 

か判断を行うものとする。なお、判断方法については、原則として、次に掲げるとおりと 

する。また、この判断については、被害認定調査の結果を拘束しないことに留意されたい。 

 

（判断方法） 

・ 被害認定調査における損害割合の算定方法に準じて、自治体職員が判断する。 

・ 現場確認や被災者が持参した写真等に基づき判断すること。 

・ 現場確認を行う場合は判断の客観性確保のために、現場確認を行う者が追加の写真を 

撮影すること。 

・ 写真による判断の場合、判断を不服とされるケースも想定されるが、この場合につい 

ては、現場確認等による再調査を行う。 

・ 例えば、屋根、外壁、窓（建具）等の貫通等の損傷があり、ひとたび降雨があれば浸 

水を免れない場合は、準半壊以上（相当）と判断してよい。 

 

（３）期間 

ア 緊急の修理は、災害発生の日から 10 日以内に完了すること。 

イ ブルーシート等の展張などの緊急の修理については、日常生活に必要な 低限度の部分 

の修理を行うまでの間、ブルーシートやべニヤ板、落下防止ネットなどで緊急的に措置し、 

住宅の損傷が拡充しないように措置するものである。救助の時期を逸しないためにも、発 

災後、速やかに対応する必要がある。このため、被害認定調査の結果を待つことなく、 

現場における目視確認や被災者が申請時に持参する写真等に基づき判断を行い、短期間で 

ブルーシートの展張を完了するよう努めること。 

ウ 災害の規模や被災地の実態等によって、緊急の修理を早期に完了するための方策を可能 

な限り講じた上でも、やむを得ず 10 日以内での救助の適切な実施が困難となる場合には、 

内閣総理大臣と協議を行う必要があることから、実態等に即した必要な実施期間の延長に 

ついて都道府県又は救助実施市（以下「都道府県等」という。）に速やかに連絡すること。 

 

（４）災害救助基金における備蓄物資 

   災害救助基金による給与品の事前購入としてブルーシート等の品目を追加すること。 

また、都道府県等が災害救助基金として購入した資材を市区町村に資源配分し、発災直後 

から迅速に被災者に提供できるよう備蓄を行うこと。 

 災害救助基金で事前購入した備蓄物資を災害救助法が適用された日以降に、対象者に対し 

て緊急の修理で使用した場合は、使用した分は救助費の対象として差し支えない。 

    なお、以下に一世帯当たりの資材の数量の目安を示すので参考とされたい。 
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    ≪一世帯当たりの目安数量≫ 

・ブルーシート ３枚 
♯3000 又はこれに準ずる耐候性を有する製品 

（サイズ：5.4m×7.2m 参考価格：3,000 円程度） 

・ビニールハウス 

ロープ 
１巻 

マイカ線又はこれに準ずる耐久性等を有する製品 

（長さ：300m～500m 参考価格：3,000 円程度） 

・防水テープ ３巻 
エースクロス 011 又はこれと同等の粘着性能を有する製品  

（サイズ:20m×100mm 参考価格 1,000 円程度） 

・土嚢袋 50 枚 
UV ブラック土嚢又はこれに準ずる耐候性を有する製品 

（サイズ:15 ㎏ 参考価格 50 円/枚程度） 

 

    ≪その他、必要に応じて提供可能な資材≫ 

・ベニヤ板 
耐水合板 182cmx91cmx3mm（縦×横×幅は任意） 

（参考価格 2,500 円程度） 

・角材 
角  材 4.5cmx4.5cmx199cm（縦×横×長さは任意） 

（参考価格 2,500 円程度） 

    ※ タイル・モルタル等の落下防止ネットは、建物の大きさによりサイズも異なるため、修理 

業者に依頼して展張すること。 

 

 （５）基準額 

緊急の修理は、現物をもって行う。その修理のため支出できる費用は、ビニールシート、 

ロープ、土のう等の資材費、修理に要する労務費及び修理に係る事務費等一切の経費を含む 

ものとし、基準告示に定める額以内とする。 

ア 自治体が購入して保管・管理している資材（被災者へ給与するビニールシート、ロープ、 

土のう等の資材）については、緊急の修理として使用された分については救助費（国庫負 

担）の対象とする。 

イ 自らの労力又は NPO 団体、ボランティア、消防団等の協力を得て施工する場合は、自治 

体から被災者へ給与するビニールシート、ロープ、土のう等の資材費とする。 

 資材を給与する場合は、受領書を受取り、同一の被災者に複数回提供することがないよ 

うにすること。 

ウ 建設団体・企業に修理を依頼する場合は、資材費及び修理に要する労務費及び修理に係 

る事務費等一切の経費とする。 

     ただし、自治体又は被災者から提供された資材を用いて修理を行う場合は、修理業者に 

対しては労務費及び修理に係る事務費とする。（資材は自治体で購入したものを使用する 

ため、費用の対象とはしない。） 

エ 他の自治体や団体・企業等から無償で提供された資材を配布する場合は、費用の対象と 

はしない。 

オ 上記目的以外に使用された資材費については、救助費（国庫負担）の対象とならないの 

で留意すること。 

カ 同一住家（１戸）に２以上の世帯が居住している場合に緊急の修理のため支出できる費 

用の額は、１世帯当たりの額以内とする。 
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 （６）ブルーシート展張の講習会等の開催 

高齢者等が屋根で作業中に誤って転落するケースが発生していることから、こうした被害 

を防ぐ観点からも屋根の上での作業については、知識・経験を有する建設業者・団体、消防 

団等が施工してもらうことが望ましいと考える。これを踏まえ、各都道府県等においては、 

建設業者・団体、消防団等との「災害時の支援協定」の締結を行うとともに、ブルーシート 

の展張に関する講習会の開催など、安全なブルーシートの展張作業が可能な体制を構築する 

こと。 

 

 （７）申込書類等 

ア 緊急の修理を申込時に必要な資料は以下のとおりであり、都道府県等は次の資料の記載 

内容等を確認の上、受付を行うこと。 

① 住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書（様式第１号） 

② 被害状況報告書（準半壊以上（相当）と判断するための写真）（様式第１号の２） 

③ 受領書（県・市町村から資材の給与を受けた場合に記載）（様式第２号） 

④ 緊急の修理に関する依頼書（県・市町村から修理業者に依頼）（様式第３号） 

⑤ 緊急の修理に関する連絡書（県・市町村から被災者に連絡）（様式第４号） 

⑥ 工事完了報告書（修理業者から県・市町村に報告）（様式第５号の１） 

⑦ 緊急の修理（修理前・修理後）の施工写真（様式第５号の２） 

   イ 原則、施工業者は自治体で指定することとするが、被災者が希望する修理業者が施工す 

る場合には、被災者が持参した施工業者の見積書（様式は任意）で差し支えない。 

   ウ 上記以外に自治体において必要となる資料については、適宜、追加して差し支えない。 

エ その他、会計処理上必要な書類（負担行為・支払いに係る書類、債主登録票）について 

は、各自治体において会計・経理部門と調整を行うこと。  

   オ 「救助の必要性」、「内容の妥当性」を示す事実を確認する必要から。カメラでもスマ 

ートフォン等で構わないので、被害の状況が分かる写真の撮影を行うこと。 

   カ また、施工前、施工後の写真を撮り忘れた場合においては、日常生活に必要な  

低限度の修理を実施する前に必ず写真の撮影すること。 

     なお、申立書については、単に「修理を急いでいたため、写真を撮り忘れた」 

    等の理由は証明にはならないので、留意すること。 

  「申立書」は撮り忘れた証拠写真の代替手段ではあるが、「申立書」を使用する場合 

は、真にやむを得ない場合であり、必ず写真の提出を依頼すること。 

（写真の添付がされておらず、申立書を読んでも被害状況の把握ができない場合は、国 

庫負担の対象とならない場合もあるので、留意すること。） 

 

（８）留意点 

  ア 被災地では災害に便乗した悪質な施工業者による、高齢者を狙った杜撰な工事や高額な 

費用請求などが発生したとの報告がある。こうした業者は被災者の心理に付け入り、言葉 

巧みにしつこく勧誘を行ってくることから、各都道府県及び市町村においては、被災者に 

対して、その場での契約はしないよう広報していただくとともに、ブルーシートの展張等 

を行う際は、まずは、都道府県又は市町村に相談するよう周知すること。 
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イ 都道府県等は、あらかじめ緊急の修理を迅速かつ円滑に実施するため、制度の目的、 

基準額・実施期間、全体の手続の流れ、書類の記入方法、資材の調達・保管、ブルーシ 

ート等の展張の仕方等を建設業者・団体や消防団等に周知し、理解の促進に努めるこ 

と。 

ウ 救助を迅速に実施する観点から、あらかじめ都道府県等が指定した業者等と連携して 

ブルーシートの展張を行うこと。必要に応じて指定業者リスト等の追加削除等の管理を 

行うこと。 

エ 県又は事務委任を受ける市町村は、被災者に対する緊急の修理に関する相談窓口を開 

設し、業者リストの提示と併せて緊急の修理に関する制度概要を説明する。以後の手続き 

は図１－１及び図１－２のとおり。 

 

（９）必要な書類 

緊急の修理に当たっては、都道府県等は原則として次に掲げる書類、帳簿等を整備し、保

存すること。ただし、これらの整備等が著しく困難な場合には、できる限りこれらに代わる

ものを整備保存すること。 

   ア 救助実施記録日計票 

   イ 緊急の修理記録簿 

  ウ 緊急の修理に関する支払のための証拠書類等 
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図１－１ 
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図１－２ 
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１０ 日常生活に必要な最小限度の部分の修理（被災した住宅の応急修理） 

 （１）目的・趣旨 

日常生活に必要な 小限度の部分の修理（以下、「応急修理」という。）は、災害のため 

住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をす 

ることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住 

家が半壊した者（大規模半壊世帯）に対して、居室、炊事場、便所等日常生活に必要な最低 

限度の修理を行うことで、引き続き元の住家で日常生活を営むことができるようにするもの 

である。 

災害が発生したときには、必要に応じて建設事業者団体等の協力を得て、速やかに法によ

る住宅の応急修理が必要な住宅の応急修理を行うこと。 

また、円滑に応急修理を実施するため、実施要領（別添５「（災害名）における日常生活

に必要な 小限度の部分の修理実施要領（例）」参照）を定めるとともに、あらかじめ応急

修理を実施する事業者を指定しておく等手続きの簡素化を図られたい。 

【参考】住宅の応急修理制度の拡充「準半壊」の創設（令和元年８月28日から施行） 

令和元年8月の豪雨災害や台風第15号による災害により、極めて多くの家屋に被害が生

じ、被災者の日常の生活に著しい支障が生じたことから、応急修理制度を拡充し、恒久的

制度として、一部損壊の住家のうち損害割合が10％以上の被害が生じたもの（以下「準半

壊」という。）について支援の対象とすることとした。 

 

（２）期間 

法による応急修理は、災害発生の日から３月以内（災害対策基本法に基づく国の災害対策

本部※が設置された場合は６月以内）に完了することとされている。 

なお、災害の規模や被災地の実態等によって、当該修理を早期に完了するための方策を可

能な限り講じた上でも、やむを得ずこの期間での救助の適切な実施が困難となる場合には、

事態等に即した必要な実施期間の延長について、内閣総理大臣と協議を行うこと。 

 

※ 災害対策基本法第 23 条の 3第 1 項に規定する特定災害対策本部、同法第 24 条第 1項

に規定する非常災害対策本部又は同法第 28 条の 2第 1 項に規定する緊急災害対策本部 

 

【参考１】平成１９年（２００７年）能登半島地震においては、被災地は、産業基盤が他

の地域に比較して低位にある半島振興対策実施地域として指定されており（半島振

興法）、実際に修理業者が不足しており、また、他都市からの修理業者の応援等に

ついても、半島地域であることからそれほど多くは見込めないため、同年３月２５

日から７月２５日迄の期間の延長をあらかじめ特別基準として対応した。 

 

【参考２】災害対策基本法(昭和二十二年法律第百十八号) （抜粋） 

（特定災害対策本部の設置） 

第二十三条の三 災害（その規模が非常災害に該当するに至らないと認められるものに限

る。以下この項において同じ。）が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

当該災害が、人の生命又は身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、当該災害に係る地域
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の状況その他の事情を勘案して当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必

要があると認めるもの（以下「特定災害」という。）であるときは、内閣総理大臣は、

内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に特定災害対策本部を

設置することができる。 

（非常災害対策本部の設置） 

第二十四条 非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規

模その他の状況により当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要がある

と認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、

臨時に内閣府に非常災害対策本部を設置することができる。 

（緊急災害対策本部の設置） 

第二十八条の二 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場

合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めると

きは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけ

て、臨時に内閣府に緊急災害対策本部を設置することができる。 

 

   応急修理の迅速な実施 

近年、施工業者不足の問題等により、応急修理の完了までの期間は長期化している。内閣

府、国土交通省では、被災自治体と連携して、修理期間が可能な限り長期化しないよう、工

務店団体による応急修理等に係る相談体制の支援や修理業者に関する周知などの支援を行

っている。 

被災自治体において、職員による巡回などの被災者個々へのアプローチを図っていただく

など、修理が長期化しないよう努めること。 

具体的には、次のとおり修理期間の短縮化に資すると考えられる取組等について、可能な

限り平時から事前準備を進め、発災時に対応すること。 

  ア 災害発生後、速やかな応急修理の受付体制の構築、審査手続き等の事務の円滑化を図る 

ため、都道府県におかれては、平時から各市町村における体制等にも留意しつつ、事務委 

任の詳細について調整・取決めを進めるとともに、応急修理に係る対応マニュアルの整備 

など、市町村に対して支援を行うこと。 

イ 災害発生後可能な限り早い時期から、被災者に対し応急修理を含む住まいの確保策に係 

る情報提供・意向確認を図るとともに、住まいの再建に関する被災者のニーズ・課題の把 

握等を行うこと。 

ウ 平時から関係団体や修理業者等と調整し、適宜、事業者に対する説明資料の作成や説明 

会の実施等周知を行った上で、災害発生時には住宅の補修等に活用できる事業者リストを 

ホームページ等に掲載し、自治体の相談・申請窓口等において被災者への情報提供・紹 

介等を行うこと。 

この際、業界団体等の協力を得て、被災した住宅の工事に係る相談窓口を開設し、当該 

団体において、被災者からの応急修理に係る相談対応や事業者の情報提供等を実施するこ 

とが有効であると考えられることから、関係省庁とも必要に応じて連携しつつ実施するこ 

と。 

エ 実施主体である都道府県や事務委任を受けた市町村は、チラシ、住民説明会等により、 

被災者に対して応急修理についてわかり易く速やかに周知を図ること。 
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    なお、支援制度等に係るチラシの作成にあたり、地方公共団体に加えて、内閣府、国土 

交通省等のクレジットを入れる等、政府として協力することが可能であるため、適宜、相 

談すること。 

 

（３）対象者 

令和元年 8月の豪雨災害や令和元年房総半島台風による災害により、極めて多くの住家に

被害が生じ、被災者の日常の生活に著しい支障が生じたことから、令和元年内閣府告示第 378

号により「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」（平成 25 年

内閣府告示第 228 号）の一部を改正し、災害のため住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷

を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者についても、恒久的制度として住

宅の応急修理制度の支援の対象とすることとした。 

この「半壊又は半焼に準ずる程度の損傷」については、具体的には、損壊部分がその住家

の延床面積の 10％以上 20％未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家

全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 10％以上 20％未満のものとし、その

被害の程度を「準半壊」とする。 

この改正も踏まえ、法による住宅の応急修理は、災害のため住家が半壊、半焼若しくはこ

れらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない者（「半壊」

及び「準半壊」）又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が

半壊した者（「大規模半壊」）に対して、災害のため住家に被害を受け、そのままでは住む

ことができない状態にあるが、破損箇所に手を加えれば、何とか日常生活を営むことができ

るような場合に、必要 小限の修理を行うものとする。 

また、実施に当たっては、応急修理を行うことによって避難所等への避難を要しなくなる

と見込まれる場合が対象となる。その趣旨は、法に基づく応急修理は、住家が半壊等の被害

を受け、そのままでは住むことはできないが、その破損箇所に手を加えれば、何とか日常生

活を営むことができるようにするものであるのに対し、応急仮設住宅の供与は、住宅が滅失

し、自らの資力では住宅を確保できない者に対し、仮の住まいとして提供されるものである

ので、その対象が異なるためである。 

ア 法による応急修理は、災害により受けた住宅の被害等を補償するものではないので、日

常生活に不可欠な部分の応急的な修理のみを対象とする。 

  ただし、被災者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、

住宅の応急修理の対象として差し支えない。 

イ 住家が半壊、半焼又は準半壊の被害を受けていても、残存した部分において差し当たり

の生活に支障がないときは、応急修理の対象とはならない。 

  （例：１階にトイレがあり災害により破損したが、２階にもトイレがあり、差し当たっ

て２階のトイレの使用が可能な状態であれば、法による応急修理の対象とはならない。） 

ウ 災害のため住家が半壊、半焼又は準半壊の被害を受け、自らの資力では応急修理をする

ことができない者については、都道府県又は市町村において、「資力に関する申出書」（別

紙様式２）を基に、その被災者の資力を把握し、ある程度資力がある場合は、ローン等個

別事情を勘案し、判断する。資力要件については、制度の趣旨を十分理解して運用するこ

と。 
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※ 平成 28 年５月までは前年（又は前前年）の世帯収入について確認を求めていたが、

この要件が撤廃となり、所得証明書等により資力を把握すれば応急修理を実施できる

こととなった。（大規模半壊又は全壊の住家被害を受けた世帯については、資力要件

を問わない。）また、更なる弾力運用を図るため、「資力に関する申出書」（別紙様

式２）を提出するだけでよいこととし、令和元年 10 月には、再度、事務連絡を発出

して、その取扱いについて改めて明確化を図ったところである。 

エ 法による応急修理は、直接災害により住家に被害を受けたもののみを対象とすることを

原則としているが、これは災害以外の理由によるものは、その原因者による賠償等で対応

されるのが原則であるからである。 

したがって、地震等により引き起こされた火災や地滑り等の二次災害、消火活動の破

壊消防による損壊等は対象となり、その他、真にやむを得ない事情がある場合には、内

閣総理大臣と協議の上、実施できることとされている。 

オ 全壊又は全焼等の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、法によ

る住宅の応急修理の対象とはならないものであること。 

ただし、全壊等であっても修理すれば居住することが可能なら、内閣総理大臣と協議の

うえ、住宅の応急修理の対象とすることが可能となっている。 

カ 住宅の応急修理の申請等に必要な資料等の取扱いについて 

（ア）応急修理を申請時に必要な資料は以下のとおりであり、都道府県等は次の資料の記載 

内容等を確認の上、受付を行うこと。 

① 住宅の応急修理申込書（様式１号） 

② り災証明書 

③ 施工前の修理箇所等の被害状況が分かる写真 

④ 修理見積書（様式３号）※後日、提出可だが、工事決定までに必要 

⑤ 資力に関する申出書（様式２号） 

⑥ 上記以外に自治体において必要となる資料 

（イ）応急修理の施工、工事完了、精算に必要な資料として、上記の申請書類のほか、以下 

の書類を保管・管理すること。 

① 応急修理依頼書（様式４号） 

② 応急修理実施連絡書（様式５号） 

③ 工事請書（様式６号） 

④ 修理に関する請求書 

⑤ 施工中、施工後の修理状況が分かる写真（修理箇所毎） 

⑥ 工事完了報告書（様式７号） 

⑦ その他、会計処理上必要な書類（負担行為・支払いに係る書類、債主登録票） 

キ 被災した住宅の写真撮影について 

応急修理の申請時には、被災者の住宅について被災状況のわかる写真等の添付が必須と

なる。被害状況や修理状況の正確な把握を行うため、被災者や修理業者等に対して、応急

修理等の申請書類を配布する際など、修理前、修理中、修理後の写真撮影を行うよう周知

徹底すること。 
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【参考】 応急修理に必要な写真撮影のポイント 

 

（被災者又は修理業者が撮影） 

○ 修理前状況写真の撮影 

風水害等により被災した場合は、破損箇所や修理状況を撮影する際、以下の箇所 

 を必ず撮影すること。 

（１）外観（亀裂、剥がれ、歪みなど） 

① 浸水高が判るようにメジャー等で高さが判るように撮影 

② 屋根瓦などのズレや破損状況を撮影 

③ 玄関、窓（サッシ）、外壁等の破損状況を箇所別に撮影 

（２）室内（めくれ、反り、腐食、脱落、カビなど） 

① 居室など浸水・カビ発生等の状況がわかるよう撮影 

② 廊下、台所、トイレ、浴室、各居室の扉や内壁・間仕切壁など修理の対象と 

 なる箇所を撮影（床材のめくれ、反り、カビ、腐食など） 

③ 浸水した断熱材などが脱落している状況やカビが発生している状況を撮影 

（３）設備（破損、故障など） 

① キッチン、トイレ、浴槽、洗面台、給湯器などの故障箇所・破損箇所がわか 

るように撮影 

② 設備の型番・形式等がわかるように撮影し、修理後に設置した設備と同等品 

であることがわかるようにすること。 

※ 屋根などの撮影を行う際は転落しないよう十分に気を付けること。 

  自分で撮影できない箇所等は修理業者等に撮影してもらう等すること。 

（修理業者が撮影） 

○ 修理中・修理完了後の写真撮影 

  修理箇所を施工段階から完了まで撮影すること。以下、一例を挙げる。 

① 床の修理：根太の交換⇒断熱材交換⇒下地材交換⇒床材（畳）交換 

② 設備交換：故障した設備の取り外し⇒故障箇所確認⇒製品の交換 

③ 屋根修理：足場設置⇒古い屋根材の撤去⇒野地板交換⇒防水シート交換⇒ 

屋根材（瓦）の設置⇒雨樋交換など⇒足場撤去 

※ 修理前又は修理中のいずれかの写真を撮り忘れた場合において、応急修理の申請を行 

う際には、修理業者が修理前の状況、修理を行わなければならない状況等について図面 

に破損箇所等を印した上、破損状況等を記載し、どのような応急修理を施工するか（施 

工したか）を詳細に「申立書」に記載するとともに、修理業者としてこれを証明（例： 

会社の所定の様式を利用して提出することで、証拠写真の代替として差し支えない。な 

お、申立書については、被災者や自治体が代筆することは認めない。（単に「修理を急 

いでいたため、写真を撮り忘れた」等の理由は証明とは見なさないので、留意すること。） 

   「申立書」は撮り忘れた証拠写真の代替手段ではあるが、「申立書」を使用する場合 

は、真にやむを得ない場合であり、必ず写真の提出を依頼すること。 

 被災者又は修理業者が写真の撮り忘れをしないよう、以下に添付する図３「（被災 

者・修理業者向け）写真の撮り忘れ防止のためのチラシ」を参考に申請書等と併せて配 
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布すること。 

（写真の添付がされておらず、申立書を読んでも被害状況の把握ができない場合は、 

国庫負担の対象とならない場合もあるので、留意すること。） 

ク 応急修理の優先順位 

  法による応急修理の対象は、居室、炊事場、便所等日常生活に必要欠くことのできない

部分及び日常生活に欠くことのできない破損箇所（土台、床、壁、窓、戸、天井、屋根等

の如何を問わない。）に限られ、一般的に修理は、屋根、壁、床など、より緊急を要する

部分から実施すべきであること。 

  近年、風水害等により壁や床が浸水被害により損害を被っているにもかかわらず、優先 

 度の低いユニットバスの交換や浸水していないシステムキッチンの吊戸棚等の修理を応 

 急修理の対象として申請をするケースがある。 

緊急を要する床や外壁等を応急修理の対象としない等の事例が多発していることから、 

応急修理の優先度を次のとおり示すこととする。 

都道府県等又は事務委任を受けた市町村は、応急修理の内容を確認の上、緊急性の高い

部位の修理を優先して行うよう被災者や修理業者に促すこと。 

優先度 応急修理の緊急性の高い部位 

① 壊れた屋根の補修、壊れた基礎の補修、柱・梁等の補修、壊れた内・外壁

の補修、壊れた床の補修 

② 壊れたドア、窓等の開口部の補修 

③ 配管・配線の補修（上下水道管の水漏れの補修、壊れた給排気設備（換気

扇などの交換）、電気・ガス・電話等の配管・配線の補修） 

④ 壊れた衛生設備（便器・浴槽などの交換） 

ケ 借家等の取扱いについて 

（ア）借家等は、通常はその所有者が修理を行うものである。（民法第 606 条「賃貸人の修

繕義務」参照） 

（イ）借家等の所有者は、自らの資力をもって応急修理を行うだけの相当額の貯金又は不動

産、応急修理のための一時的な借入れができないとは考えにくい上、火災保険・共済等

により、保険金・共済金が支払われていることも考えられるため、修理ができないとは

考えにくい。 

住宅の修理は前述のとおり住宅の再建又は住宅の損害補償を行うものではなく、生活 

の場を確保するものであるから、借家等であっても、所有者が修理を行えず、また、居 

住者の資力をもってしては修理できないため、現に居住する場所がない場合は、応急修 

理を行って差し支えない。この場合、住宅所有者に対して行うものではないことから、 

そこに居住する世帯の数により行って差し支えない。 

（ウ）１人の者が複数の借家等を所有する場合、通常は所有者に修理する資力がないとは考

え難いが、現に所有者が修理を行わず、居住者の資力をもって修理し難い場合は、そこ

に生活する世帯が複数であれば、それぞれの世帯単位（ただし、２世帯以上で通常の１

戸の住宅に居住していた場合は、原則として１戸とすること。）に、その支出できる費

用の額以内で行って差し支えない。 

   （エ）借家等の所有者の資力の有無については、単に所有者に申立書の提出を求めるのでは 

なく、所得がなく、修理ができない資力状況、災害に伴う保険金・共済金の受領等がな 
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く、所有者の資力では修理ができないことを客観的な証拠により厳格に確認した上で、 

居住者による応急修理の申請を受理すること。 

（オ）また、借家等の所有者が法人（株式会社、（有限会社）、合同・合資・合名会社など） 

  である場合は、その法人に資力がないとは考えにくいため、法による応急修理の対象と 

  はならない。 

コ 公営住宅や公務員宿舎の取扱いについて 

（ア）公営住宅や公務員宿舎の修繕については、所管省庁及び自治体において修理を行うも 

のであり、法による応急修理の対象とはならない。 

（イ）公営住宅では入居者が許可なく増築を行っている場合があり、災害により損壊したた 

め、応急修理として申請を行っていることがある。公営住宅の増築は違法であり、違法 

な建築物を修理の対象とすることはできない。 

   （ウ）一部の公営住宅では、風呂釜や給湯機器等（以下「風呂釜等」という。）について入 

居者自らが持参し、据え付け、また、退去時には自らが風呂釜等を外して転居する場合 

もある。 

このような世帯の風呂釜等については、住宅の設備とは言い難く、公営住宅法の修理 

の対象にならないことと併せて、住宅の応急修理の対象とすることもできない。 

   （エ）公営住宅の退去時修繕負担金等は、応急修理として支払う性質のものではではないこ 

とに留意すること。 

 

 （４）基準額 

法による住宅の応急修理は、居室、炊事場及び便所等日常生活に必要 小限度の部分に対

し、現物をもって行うものとし、その修理のため支出できる費用は、基準告示に定める額以

内とする。 

   ア 法による住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費、輸送費及び修理

事務費等一切の経費を含むものである。 

     したがって、大工、左官等の工事関係者を法第７条の規定による従事命令によって従事

させたときにおいては、これら従事者の実費弁償の額についても、住宅の応急修理のため

に支出できる費用の額に含まれるものである。 

イ 同一住家（１戸）に２以上の世帯が居住している場合に住宅の応急修理のため支出でき

る費用の額は、１世帯当たりの額以内とすることを原則とする。 

 

（５）応急修理期間における応急仮設住宅の使用について 

応急修理期間において応急仮設住宅を使用する者の修理のために支出できる費用は、基準 

告示に定める額以内とする。 

   

（以下再掲） 

   近年、施工業者不足の問題等により、応急修理の完了までの期間は長期化している。自宅の 

修理完了までの間、避難所での生活を継続せざるを得ない世帯や、親族・知人宅等に一時的に 

入居せざるを得ない世帯が多数存在している実状に鑑み、応急修理期間中の被災者の一時的な 

住まいを確保し、被災者の地元における自宅再建を後押しすることを目的として、応急修理期 

間中に応急仮設住宅を使用することを可能とすることとしたところ、これを行う場合には、次 
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の点に留意し、事前に内閣府と協議の上、実施すること。 

ア 応急修理期間において応急仮設住宅を使用する者は、災害のため住家が半壊又は半焼し、 

補修を行わなければ住家としての利用ができず、自らの住家に居住することが困難であり、 

かつ、応急修理の期間が災害発生の日から１カ月を超えると見込まれる者であること。 

イ 応急修理期間における応急仮設住宅を使用する者に提供する応急仮設住宅は、賃貸型応急 

住宅とし、新たな建設型応急住宅を建設することは認められない。 

ウ 応急修理期間における応急仮設住宅を使用できる期間は、災害発生の日から原則として、 

６カ月以内とし、応急修理が完了した場合は速やかに応急仮設住宅を退去すること。 

  エ 応急修理は住まいの再建を図るため、できる限り早期に行うべきものであり、実施主体で 

ある都道府県等や事務委任を受けた市町村は、応急修理期間の短縮化に努めること。 

 

（６）留意点 

ア 応急修理の対象範囲の基本的考え方について「住宅の応急修理に関するＱ＆Ａ」を以 

下のとおり整理した。 

 

 

災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するＱ＆Ａ 

質  問 回  答 

１ 住宅の応急修理とはどの

ような制度なのか。 

災害のため住宅が半壊若しくは一部損壊（準半壊）を受け、自

らの資力では応急修理をすることができない世帯又は大規模半

壊の被害認定を受けた世帯に対し、被災した住宅の屋根や台所・

トイレなど日常生活に必要不可欠な 小限度の部分の応急的な

修理について、市町村が業者に依頼し、修理費用を市町村が直接

業者に支払う制度です。 

２ 住宅の応急修理費用を貰

って自分で業者に発注す

ることは可能か。 

修理に要した経費は自治体が直接、修理業者に支払います。 

ただし、内閣府告示（一般基準）の金額を超える修理を行う場

合には超過した分の修理額について、自己負担で支払っていただ

く必要があります。 

３ 住宅の応急修理の範囲は

どこまでか。 

住宅の応急修理の対象は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、

上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要

な部分です。 

なお、災害の難を逃れ、単に古くなった壁紙や畳の交換は対象

外です。 

４ 応急仮設住宅に入居した

場合、住宅の応急修理はで

きるのか。 

住宅の応急修理は、何とか自宅で日常生活を継続できるように

するための制度です。 

このため、修理期間が１か月を超えると見込まれる者であっ

て、住宅が半壊（住宅としての利用ができない場合）以上の被害

を受け、他の住まいの確保が困難な方については、災害発生の日

から原則６カ月間、賃貸型応急住宅の使用が可能です。 

５ 災害救助法に基づく住宅

の応急修理と被災者生活

再建支援法の支援金は併

給してもよいか。 

 併給は可能です。 

 住宅の応急修理をする場合は、大規模半壊、中規模半壊など支

援法の対象となる被害が生じた世帯であれば、被災者生活再建支

援金も合わせて活用することができます。 

 なお、被災者生活再建支援金を活用する場合は、上記２と同じ

く自己負担分の契約が必要となります。 
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６ 公営住宅、市営住宅、国家

公務員宿舎等や在宅避難

や親戚・知人宅への避難を

していても住宅の応急修

理は可能か。 

在宅避難中や親戚などのお宅に身を寄せていても住宅の応急

修理の実施は可能です。 

また、応急修理が完了するまで左記の住宅等に一時的に避難し

ていた場合でも、応急修理の実施が可能です。 

ただし、応急修理を行った後、住家に戻っていただくことが前

提となります。 

７ 駐車場や倉庫も応急修理

の対象としてよいか。 

住宅の修理が対象となります。 

駐車場や倉庫は対象外です。 

８ 家電製品は応急修理の対

象となるのか。 

家電製品は応急修理の対象外となります。 

エアコンの室外機も応急修理の対象外です。 

９ 住宅の応急修理の完了期

限が３ケ月（国の災害対策

本部が設置された場合は

６ヶ月）とされているが、

延長は可能か。 

内閣府告示においては、住宅の応急修理の完了期限は３ケ月

（国の災害対策本部が設置された場合は６ヶ月）となっています

が、当該修理を早期に完了するための方策を可能な限り講じた上

でも、やむを得ずこの期間での救助の適切な実施が困難となる場

合には、内閣府と協議の上、特別基準により期間の延長をするこ

とが可能です。 

なお、都道府県や事務委任を受けた市町村は、可能な限り早期

の応急修理の完了に努めていただきますようお願いします。 

10 住宅の応急修理の申込み

はいつまでに行わないと

いけないのか。 

修理業者の見積書の作成など順番待ちや修理作業により遅れ

ることもありますが、期限は設けておりません。 

なお、住宅の応急修理の申請受付については、可能な限り速や

かな完了に努めていただきますようお願いします。 

11 被災者の所得に関係なく

対象となるのか。 

世帯の収入要件については、「資力に関する申出書」を基に、

その被災者の資力を把握し、ある程度資力がある場合は、ローン

等個別事情を勘案し、判断することとしています。 

※ 平成 28 年 5 月までは前年（又は前々年）の世帯収入について

確認を求めていたが、この要件は撤廃している。 

12 住宅の応急修理に必要な

書類は何ですか。 

申込みの際に必要な書類等は以下のとおりです。 

① 住宅の応急修理申込書（様式１号） 

② り災証明書の写し 

③ 施工前の被害状況が分かる写真 

④ 修理見積書（様式３号） 

（後日、提出可だが、工事決定までに必要） 

⑤ 資力に関する申出書（様式２号） 

上記以外にも、各自治体において申請に必要な書類が追加され

る場合もありますので、詳しくは 寄りの市町村の住宅相談窓口

に確認してください。 

また、工事完了後には、工事施工中、施工後の施工写真が必要

になりますので留意願います。 

13 大規模半壊、中規模半壊、

半壊、準半壊かどうかは、

どのように確認するのか。 

り災証明書の「被害の程度」欄、又は被災者台帳により確認し

ます。 

また、り災証明書の提出が申込み後となる場合は、自宅の被害

状況が分かる写真などで代用し、り災証明書が交付を受けた段階

で提出いただければ結構です。 

14 応急修理の申請時に提出

する「り災証明書」、「住

民票」は、コピーでも良い

のか。 

コピーで差し支えありません。 
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15 単身赴任等により住民票

を移動せず居住していた

住宅が被災した場合、住宅

の応急修理の対象となる

か。 

今後も引き続き被災した住宅に住み続ける場合には、複数月分

の公共料金の支払証明など、客観的に居住の実態が確認できる資

料により居住の実態が判断できれば問題ありません。 

16 別荘は応急修理の対象と

なるのか。 

 主たる住宅がある場合は、居住実態があったとしても応急修理

の対象とすることはできません。 

17 全壊した住宅は応急修理

の対象とならないのか。 

全壊であっても、応急修理を実施すれば居住することが可能な

ら、応急修理の対象とすることが可能です。 

18 １階が店舗や事務所とし

て利用している併用住宅

は住宅の応急修理の対象

となるか。 

住宅の応急修理は、日常生活を営んでいるところを対象とする

ため、１階が事務所や店舗等である場合には対象となりません。 

ただし、１階の階段が壊れて２階の居住スペースに行けない、

１階にしかトイレがない等理由があれば修理の対象となります。 

19 住民票は一つだが、例えば

「母屋」と「離れ」のよう

に別居している世帯の場

合、「母屋」と「離れ」そ

れぞれで修理を受けるこ

とはできるか。 

世帯・生計が別で、それぞれが独立した住戸を形成していれば、

それぞれで応急修理は可能です。 

20 ＤＩＹの材料費は、住宅の

応急修理の対象となるか。 

ＤＩＹは、自らの資力で実施することから、応急修理の対象外

となります。 

21 複数階建て共同住宅の共

用部分は修理対象となる

か。共用部分が利用できな

いと上層階に行くことが

できない。 

① 分譲住宅の場合、管理組合理事会や各住居世帯主持ち回りな

どにより入居者の正式な同意（同意書）が得られれば、入居世

帯分の費用を合算して共用部分の修理を行うことが可能です。 

② 賃貸住宅の場合、一般的にはその借家の所有者・管理者が修

理を行うこととなります。しかし、所有者・管理者に応急修理

を行う資力がない場合には、入居世帯数分の費用を合算して共

用部分の修理を行うことが可能です。 

  なお、この場合、所有者・管理者に資力がないことを証する

資料が必要となります。 

22 間取りを変更することは

可能か。 

例えば、部屋を６畳間から８畳間に拡張する等の工事を行う場

合でも、修理対象工事が含まれる場合は当該工事を応急修理の対

象として差し支えありません。 

23 仕様がグレードアップに

なる工事は対象となるか。 

建具（玄関扉、戸、サッシ）や設備（キッチン、トイレ、浴槽、

給湯器）等のグレードアップは応急修理の趣旨・目的と合致せず、

応急修理の対象とは言えませんので、必ず、変更する建具や設備

が元々設置されていた製品の後継の製品であることを業者に確

認してください。 

また、交換前の品番、機能等についても写真撮影するなどグレ

ードアップではないことを示すこと。 

24 屋外設置型給湯器は応急

修理の対象となるか。 

浸水等により破損した給湯器（配管、貯湯タンク、室外機）は

対象となります。 

ただし、給湯器の交換に当たっては、故障個所を明確に示すと

ともに、元々設置されていた製品の後継の製品であることを業者

に確認してください。 

（必ず、交換前の写真と交換後の写真を撮影するとともに、写

真には、故障個所や、交換前の品番、機能等を示し、グレード

アップではないことを示すこと。） 
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25 床上浸水により汚泥が堆

積し、洗い流しても悪臭が

取れない、カビが発生する

など、そのままでは生活で

きない場合、破損はなくて

も修理の対象となるか。 

汚泥や悪臭により使用できないと判断した床や壁については、

応急修理の対象として差し支えありません。 

また、床と併せて畳などの修理を行う場合も対象となります。 

26 住居内の土石や木竹の除

去は応急修理の対象とな

るのか。 

住宅内の障害物を除去する場合は、住宅の応急修理に該当しま

せん。 

障害物の除去に関する制度が別途ありますので相談窓口でそ

の旨相談願います。 

27 応急修理に伴い廃棄する

廃材の処分費等は、応急修

理制度の対象となるか。 

応急修理によって搬出される産業廃棄物の運搬、処分費は応急

修理制度の対象となります。 

また、環境省の災害等廃棄物処理事業の対象となる場合もあり

ますので、市町村の廃棄物処理窓口に相談してください。 

28 床の修繕に合わせて畳敷

きをフローリングに変更

してもよいか。 

当該仕様の変更については応急修理の対象として差し支えあ

りません。 

ただし、床暖房などの追加設備（グレードアップ）は自己負担

となりますので留意願います。 

29 畳の交換は対象となるの

か。 

床と併せて畳などの修理を行う場合も対象となります。 

畳だけの交換は対象となりません。 

また、床と併せて交換を行うものであれば畳の枚数に上限設定

はありません。 

30 床板を修理するうえで、床

下断熱材は対象となるか 

浸水した床下断熱材はカビの温床となる可能性が高いため、そ

の交換については応急修理の対象として差し支えありません。 

31 浸水した部分の床壁の修

繕は対象となるか。（断熱

材、石膏ボード張替など） 

一度、浸水した断熱材はカビの温床となる可能性が高いため、

交換の対象として差し支えありません。 

その際、石膏ボードを外す、壊す等せざる得ない場合も張替え

の対象となります。 

32 内部建具（ドア、ふすま、

障子）は対象となるか。 

損傷度合いにもよりますが、ドア類は長時間浸水することで反

ってしまった場合、ふすま、障子類も枠組みが破損している場合

などについては応急修理の対象として差し支えありません。 

なお、ふすま、障子の張替えだけで済むような修理は対象には

なりません。 

33 破損した内壁（土壁）は対

象としてよいか。 

珪藻土や聚楽壁などは一度浸水するとボロボロになってしま

う可能性が高いため、対象として差し支えありません。 

34 内壁が破損した場合は対

象となるか。 

内壁（住家内に面する壁、間仕切壁等）が破損した場合につい

ては、対象として差支えありません。ただし、下地等の破損がな

く、単に壁紙を補修する場合については、対象になりません。 

35 エアコンの室外機は修理

の対象となるか。 

エアコンは家電製品であり、住宅の応急修理の対象とはなりま

せん。 

36 従前、井戸水を使用してい

たが、災害後、井戸が濁っ

て、飲めなくなった。住宅

の前に水道管が通ってお

り、敷地内の配管を行えば

給水が可能であるため配

管を行いたいが、この工事

は応急修理の対象となる

新たに水道を敷設するための工事は元の住宅の応急修理の範

囲とはならないため、対象とはなりません。 

上水道事業を所管する担当窓口に相談願います。 
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のか。 

37 浸水被害により、浄化槽ブ

ロワーが故障した。ブロワ

ーの交換は応急修理の対

象となるか。 

浄化槽ブロワーは住宅設備であり、対象として差し支えありま

せん。 

38 台所の流し台（キッチン）

を交換することは応急修

理の対象となるか。 

また、オール電化のＩＨク

ッキングヒーターは対象

となるか。 

損傷した流し台（キッチン）は住宅の基本設備であり、交換は

応急修理の対象として差し支えありません。 

ただし、浸水していない、損傷していない吊戸棚を交換する場

合は、応急修理の対象外となります。 

ＩＨクッキングヒーターがシステムキッチンと一体となって

いる場合は修理の対象です。 

ただし、ガスコンロからＩＨクッキングヒーターなどの明らか

なグレードアップは応急修理の対象外となります。 

39 ガスコンロは対象となる

か。 

 ガスコンロは家電製品であり、生活必需品として配布している

ことから応急修理の対象外となります。 

 

40 便器が使用できない状態

になった。応急修理の対象

となるか。 

応急修理の対象として差し支えありません。（暖房便座は可。） 

 

・ 被災前から温水洗浄便座が備わっている場合は修理して差支 

えありません。 

・ 被災前、温水洗浄機能が付いていない便器であったにも関わ

らず応急修理において温水洗浄機能を新規で取り付ける場合

は対象外となります。 

・ 和式便器から洋式便器（暖房便座は可。）は対象として差し 

 支えありません。（ただし、温水洗浄便座の新規取付けは対象 

外となります。） 

・ 自宅に大便器と小便器がある場合は、大便器の修理のみ応急

修理の対象となります。両方の便器の修理は制度の趣旨・目的

と合致せず、応急修理の対象とは言えません 

41 住宅の１階と２階の両階

にトイレがあり、１階のト

イレが破損した場合、修理

の対象となるか。 

・ １階にトイレがあり災害により破損したが、２階にもトイレ

があり、差し当たって２階のトイレの使用が可能な状態であれ

ば、応急修理の対象とはなりません。 

・ また、２階のトイレと１階のトイレの交換も応急修理の対象 

となりません。 

42 温水洗浄便座は応急修理

の対象となるか。 

・ 被災前から温水洗浄便座が備わっている場合は修理して差支 

えありません。 

・ただし、新規設置は、修理ではないため対象外となります。 

43 浴槽に汚泥や石が流入し、

破損又はひびが入ってい

る。応急修理の対象となる

か。 

修理・交換の対象として差し支えありません。 

また、破損又はひびもない状態の浴槽であって、なお交換を必

要とする場合については、破損箇所を明確にする必要がありま

す。 

なお、公営住宅の浴槽については応急修理の対象になりませ

ん。 

44 各住戸に設置している防

災行政無線が浸水により

使用不能となった。修理の

対象になるか。 

応急修理の対象外です。個別の受信器の交換・修理については、

各市町村又は都道府県の危機管理部門にお尋ねください。 

45 70 万 6 千円以内あるいは 修理を単一の業者に発注するよりも、複数の業者に分割発注し

《美馬市地域防災計画（資料編）　　巻末資料》

603



- 111 -

34 万 3千円以内であれば、

修理を複数業者へ依頼す

ることは可能か。 

た方が工期短縮も費用節約になる場合は、修理を工種ごとに別の

業者に分割発注することは可能です。修理が長期化する場合は認

められない場合もあります。 

46 住宅の修理の見積を依頼

したら、100 万円の見積書

が提示された。応急修理の

限度額を超える場合は、ど

のように申し込んだらよ

いか。 

 

 

被災者負担分と、応急修理分を含んだ修理見積書（様式第２号）

を作成し、各市町村窓口に提出してください。 

また、基準額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分に

ついては、申請者と業者で別途契約をしていただく必要がありま

す。 

● 修理総額 100.0 万円の場合 

・応急修理 70.6 万円以内 
（注意：応急修理の対象外が多い場合は満額にはなりません。） 

・自己負担  29.4 万円以上 

 なお、自己負担が困難であり、応急修理費用の範囲内で修理を

依頼したい場合は、各市町村窓口で相談いただくようお願いしま

す。 

47 応急修理業者は指定業者

から選択しなければいけ

ないのか。 

自分の家を建ててくれた

業者又は大工に施工して

もらってはいけないのか。 

応急修理指定業者リスト以外の業者に施工してもらうことは

可能です。 

ただし、応急修理の対象等、制度の内容を説明させていただく

必要があるので、手配された業者の方に受付窓口に来ていただく

ようお願いしてください。 

（ほかの市町村で既に登録済みで、応急修理制度を理解されてい

る業者の場合は、その旨を窓口でお知らせください。） 

48 見積書に添付する被害状

況を示す資料として図面

の添付は必要か。数量を示

すために図面は必要か。 

工事実施前については、施工前写真、見積書を添付いただけれ

ば問題ありません。 

図面の添付は必要ありません。 

また、工事完了後については、工事完了報告書、施工中、施工

後の写真等及び請求書が確認できれば、完了図面は不要です。 

49 住宅の応急修理に定める

申請書等の様式を加筆・修

正してもよいか。 

地域の実情に応じて必要があれば加筆・修正して構いません

が、被災者や各自治体の業務の増加に考慮して見直しを行った結

果であること、会計法令上、省略できない書類まで省かないこと

が原則となります。 

50 修理業者が通常使用して

いる見積書に変更しても

よいか。 

住宅の応急修理の指定の様式を使用してください。 

内訳として修理業者が通常使用している見積書を添付いた

だくことは差支えありません。 

なお、令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和

３年 12 月 21 日閣議決定）において、修理事業者が作成する内

訳書の添付をもって修理費用の内訳の記載に代えることができ

る様式を新たに加えました。地方公共団体が使用する場合は、

様式を選択することが可能となります。 

51 被災した翌日に、修理業者

が来て、「屋根が壊れてい

るから、直ぐに修理が必要

だ。」と言って、契約を迫

ってきた。 

どうしたら良いだろうか。 

被災地では災害に便乗した悪質な施工業者による、高齢者を狙

った杜撰な工事や高額な費用請求などが発生したとの報告があ

ります。こうした修理業者は被災者の心理に付け入り、言葉巧み

に勧誘をし、その場で契約を迫ってきます。 

まずは、修理の契約をする前にお住まいの自治体に相談してく

ださい。 

また、契約後、不安に思った場合やトラブルになった場合に

は、直ちに「消費者相談センター」や「国民生活センター」に相

談してください。（焦らず、落ち着いて！） 
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イ 手続きの流れ 

（ア）災害発生前にあらかじめ行っておくこと 

① 都道府県又は事務委任を受ける市町村（以下、「都道府県等」という。）が、応

急修理（全体の手続の流れ、書類の記入方法、修理箇所の範囲等）について、業者

に周知する。 

② 都道府県等が業者指定を行う。必要に応じて追加削除等の指定業者リストの管理

を行うこと。 

（イ）災害発生後の手続き 

都道府県等は、被災者に対する住宅相談窓口を開設し、業者の斡旋と合わせて応急

修理制度の概要を説明する。以後の手続きは図１及び図２のとおり。 

（７）必要な書類 

法による住宅の応急修理に当たっては、原則として次に掲げる書類、帳簿等を整備し、保

存すること。ただし、これらの整備等が著しく困難な場合には、できる限りこれらに代わる

ものを整備保存すること。 

  （ア）救助実施記録日計票 

  （イ）住宅の応急修理記録簿 

  （ウ）住宅の応急修理のための契約書、仕様書等 

  （エ）住宅の応急修理関係支払証拠書類 
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図１ 住宅の応急修理に係る県と市区町村の事務分担 

実施項目 都道府県業務 市区町村業務 

① 県・市町村の担当責任者の確定（土木、住宅、 

建築部局への協力要請含む。） 
○ ○ 

② 内閣府への特別協議の実施 ○ × 

③ 被害認定調査の実施   

④ り災証明書の発行   

⑤ 修理業者への業務内容説明   

⑥ 住宅の応急修理に関する相談窓口の設置 

（障害物の除去等と同一の相談窓口でも可） 
  

⑥ 被災者からの申込様式の作成   

⑦ 県・市町村の申込受領に関する様式等の作成   

⑧ 被災者からの申込受付、受領、審査 

（被災住家の状況の確認（写真等で確認も可）） 

（被災者への十分な説明） 

  

⑨ 修理見積書の確認   

⑩ 修理業者に対し、修理依頼書の発行請書の徴

収 
  

⑪ 修理業者に対し、工事完了報告書の提出の際

に、施行前・施行中・施工後写真の添付について説

明 

  

⑫ 修理業者からの工事完了報告書の受領、完了

検査の実施 
  

⑬ 修理業者からの請求書の提出の確認   

⑭ 修理業者に対する負担行為・支払い   

※ 応急修理は住家が対象であり、店舗、倉庫や駐車場等の非住家は対象外である。 

※ 県・市町村の業務分担を整理し、業務遂行にあたり、実施漏れがないことを確認すること。 
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図２ 住宅の応急修理の手続き及び流れ 
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図３ （被災者・修理業者向け）写真の撮り忘れ防止のためのチラシ（例） 
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 １１ 学用品の給与 

 （１）速やかな給与 

災害が発生した場合には、教育委員会、学校等の協力を得て、速やかに被災状況を確認し、

被災児童に対して必要な学用品の給与を行うこと。 

     ア 法による学用品の給与に当たっては、教育委員会、学校等の協力を得て、学籍簿や被災

者名簿等により、被害別、学年別給与人員を正確に把握し、これらを集計して配分計画表

を作成するなどし、計画的に行うこと。 

       なお、法による救助は、都道府県又は都道府県から救助の委任を受けた市町村が実施す

ることを原則とするものであるが、学用品の給与に当たっては、教科書等が学校毎に異な

ること、また、児童生徒の確実な人員の把握が必要なこと等を勘案し、学校及び教育委員

会の理解及び協力を得て、調達から配分までの実際の支給事務に限り学校が行うこととし

て差し支えない。 

   イ 法による学用品の給与は、災害発生の日から、教科書については１カ月以内、その他の

学用品については１５日以内に完了するよう努めること。これにより難いときには内閣総

理大臣に協議して延長することを原則とする。 

 （２）対象者 

法による学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水（土砂の堆

積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。）により学用品を喪

失又は損傷し、就学上支障のある小学校児童（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の

小学部児童を含む。以下同じ。）、中学校生徒（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の

前期課程及び特別支援学校の中学部生徒を含む。以下同じ。）及び高等学校等生徒（高等学

校（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、中等教育学校の後期課程（定時制の課程及

び通信制の課程を含む。）、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校

の生徒をいう。以下同じ。）に対して行うことを原則とする。 

     ア 法による学用品の給与は、災害により義務教育等の遅滞を防止するものであるから、幼

稚園、専門学校及び大学等に就学中の者は原則として対象としないこととし、特別支援学

校の小学部児童、中学部生徒及び高等部は対象としている。 

     イ 法による学用品の給与については、災害のため住家等に被害を受け、就学上欠くことの

できない学用品を喪失又は毀損し、流通機構等の一時的な混乱により、資力の有無にかか

わらず、これらの学用品をただちに入手することができない小学校児童、中学校生徒又は

高等学校等生徒に対して必要 低限の学用品を給与し、これらの者の就学の便を図るもの

である。 

     ウ 法による学用品の給与は、居住する住家が、全壊、全焼、流失、半壊、半焼及び床上浸

水等の被害を受け、学用品を喪失又は毀損した児童生徒に対して行うことを原則とする

が、通学途中又は学校等で被災した場合あるいは親類縁者の家に滞在中（旅行中等）その

親類縁者の家で被災し喪失又は毀損した場合であっても、都道府県知事が必要と認めたと

きに限り給与して差し支えない。 

ただし、この場合の判断に当たっては、市町村長から状況報告等を受けることは差し支

えないが、認定については市町村長に委任できない。 

     エ 被災後に他市町村へ転出するなどした児童生徒には、特別な事情がない限り、本制度に

より学用品を給与する必要はない（特に必要性が認められる場合は、内閣総理大臣に協議
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して給与すること）。ただし、転出が一時的なものであり、避難元での生活再建をするこ

とが明らかであると認められる場合はこの限りではない。 

オ 法による学用品の給与は、原則として、一律に給与すべきではなく、実際に使用するも

のを喪失又は毀損した場合に 低限必要な量を支給すること。特に、学校等に実務の協力

を得て行うときには、関係者の法の趣旨に対する理解を十分に得て、一律に給与などが行

われないよう周知すること。 

カ 対象となる公・私立諸学校があるが、支給漏れの無いように十分都道府県及び市町村で

連携をとること。 

   キ 長期休み期間中等に災害が発生した場合、支給調査が困難になることが思慮されるが、

始業に極力影響の出ないように配慮すること。 

 （３）対象品目 

    法による学用品の給与は、応急的なものであり、必要の範囲内で行われるものであり、予

備的なものは含まれないことに留意し、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内におい

て現物をもって行うこと。 

    なお、法による学用品の給与として支給できる学用品は、被災状況、程度及び当該地域の

実情に応じて個々に定めて差し支えないこととされている。 

     ア 教科書 

     教科書、教育委員会の承認を受けている準教科書、ワークブック、問題集等の教材 

   イ 文房具 

     ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規等の文房具 

   ウ 通学用品 

     傘、靴、長靴等の通学用品 

エ その他の学用品 

運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、鍵盤付ハーモニカ、工作用具、裁縫 

用具等 

 （４）基準額 

    法による学用品の給与のため支出できる費用は、次の額の範囲内とする。 

ア 教科書代として、「教科書の発行に関する臨時措置法」第２条第１項に規定する教科書

及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承認を受けて使用している教材

を給与するための実費とする。 

         学校法人の設置する学校が使用している教材は公立学校の例による。 

なお、教科書以外の教材とは、当該学校において、有効適切なものとして使用している

教科書に準ずるもの又はワークブック、辞書、図鑑等に類するもの。ただし、個人が学習

用に購入するものは認められない。 

   イ 文房具、通学用品及びその他学用品費は、基準告示に定める額以内とする。 

（ア）文房具及び通学用品費として支出できる費用の額は、当面の就学に通常 低限必要な

ものを積算して定めたものであるので、給与に要した費用の平均額がこの額の範囲であ

ればよいということではなく、個人毎にこの額の範囲で実施することを原則とする。 

   したがって、救助を要する期間の長期化等により、この額を超えた給与が必要な場合

には、内閣総理大臣に協議して実施すること。 

（イ）小学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒の判定の時点は災害発生の日とするが、
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災害が入進学時に発生し、既に個々人が現に所有している入進学後の学用品に被害を受

けたようなときには、個々の実情に応じ、それぞれ小学校児童、中学校生徒又は高等学

校等生徒に準じて取り扱って差し支えない。 

   ウ 同一品目で価格の異なる場合は、平均価格をもって精算しても差し支えない。 

 （５）必要な書類 

    法による学用品の給与に当たっては、原則として次に掲げる書類、帳簿等を整備し、保存

すること。ただし、これらの整備等が著しく困難な場合には、できる限りこれらに代わるも

のを整備保存すること。 

   ア 救助実施記録日計票 

   イ 学用品の給与状況 

   ウ 学用品購入関係支払証拠書類 

   エ 備蓄物資払出証拠書類 
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 １２ 埋葬 

 （１）速やかな実施  

    災害が発生したときには、直ちに地元火葬場の被害状況を調査し、火葬場の処理能力を把

握し、法による埋葬が必要な遺体について速やかに埋葬すること。 

ア 速やかな埋葬を希望する遺族に対し、必要に応じて埋葬のための相談窓口を設置し、火

葬場、遺体の搬送等の広域的な情報を的確に提供すること。 

イ 地元火葬場が被災したときには、広域的な火葬ができるよう、遺体の搬送のための車両、

ドライアイス、棺、骨壺等の確保、ヘリコプターを活用した広域的搬送体制等について検

討すること。 

ウ 火葬場の被災等により地元での火葬が困難なときは、速やかに他の都道府県に応援を要

請し、これらの協力を得るなどし、法による埋葬を円滑に行うこと。 

 （２）留意点 

    災害発生直後の混乱期に遺体が発見されたときには、遺族等の関係者に遺体を引き渡すこ

とが原則であり、遺族等が埋葬をできない場合、又は遺族等に引き渡しをできない場合など

に法による埋葬を行うものであるので留意すること。 

ア 法による埋葬は、災害時の混乱期による応急的な仮葬であるが、遺族の心情を察し、で

きるだけ丁重な埋葬を行うこと。 

イ 法による埋葬は、災害の混乱期のため埋葬ができないときに行うものであるから、その

死因及び場所の如何を問わない。 

（ア）直接災害のため傷病を受け、亡くなった者に限らない。 

（イ）その他の病気等でたまたま災害時に亡くなった者に対しても法による埋葬を実施して

差し支えない。 

（ウ）災害発生以前に死亡した者であっても、埋葬が行われていない遺体については、同様

に取り扱って差し支えない。 

ウ 死亡の原因が犯罪等によるとの疑いがある変死体については、刑事訴訟法及び検視規則

（昭和３３年国家公安委員会規則第３号）等の変死体の取扱いに関する他の法令の規定に

よるべきであるので、ただちに警察署に届けることとし、法による埋葬を行わないこと。 

なお、警察官が発見した遺体又は警察官に届け出がなされた遺体であっても、警察当局

から所要の措置を経た後に引き渡された場合は、法による埋葬を行って差し支えない。 

エ 法による埋葬は、災害の際に亡くなった者に対し、遺族がいないか、遺族がいても、災

害による混乱期等のため、資力の有無にかかわらずその遺族が埋葬を行うことが困難な場

合に実施するものである。 

        なお、埋葬が困難な場合とは、次に掲げる場合等が考えられる。 

（ア）遺族が緊急に避難を要するため、時間的にも、労力的にも、これらを行うことが困難

であるとき。 

（イ）火葬場等が被災するなどして使用できないなど、個人ではこれらを行うことが困難で

あるとき。 

（ウ）流通機構等の混乱のために、資力の有無にかかわらず、棺、骨壺、その他の必要な物

資等が入手できないとき。 

（エ）埋葬を行う遺族がいないか、いても老齢、幼少、傷病等のためこれらを行うことがで

きないとき。 
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オ 法による埋葬を外国人に対して行うことも差し支えないが、火葬を行うことに問題が生

じる国があるなど、風俗・習慣・宗教等の違いから問題が生じるおそれがあることから、

できる限りこれらについて配慮すること。 

 （３）期間 

    法による埋葬ができる期間は次により定めること。 

ア 法による埋葬に要する期間が予測できる場合、又は、一定期間以上の埋葬に要する期間

が必要であることが明らかな場合は、その期間とする。ただし、この期間が１０日を超え

る場合は、内閣総理大臣と協議すること。 

イ アにより埋葬を実施する期間を定められない場合は、とりあえず法による埋葬を実施す

る期間を災害発生の日から１０日以内で定めること。 

ウ ア及びイのいずれの場合も、定められた期間を超えて法による埋葬が必要な場合は、内

閣総理大臣と協議の上、次により埋葬を実施する期間を延長できる。 

（ア）延長すべき期間が予測できる場合、又は、延長すべき期間は予測できないが、一定期

間以上の延長が必要であることが明らかな場合は、それぞれその期間とする。 

（イ）その他の場合には延長する期間を原則として１０日以内で定めること。 

（ウ）更に再延長が必要な場合は、同様にいずれかにより取り扱うこと。 

 （４）支給範囲 

    法による埋葬は、次の範囲内において、なるべく棺又は棺材の現物をもって実際に埋葬を

実施する者に支給すること。 

   ア 棺（付属品を含む。） 

   イ 埋葬又は火葬（賃金職員等雇上費を含む。） 

   ウ 骨壺及び骨箱 

 （５）基準額 

    法による埋葬のため支出できる費用は、基準告示に定める額以内とする。 

ア 基準告示に定める額は、棺及びその附属品等の 小限必要な物品を揃え、 小限必要な

埋葬又は火葬等の措置を行える額により設定されている。 

   したがって、法による埋葬のため支出できる費用は、平均額が基準告示に定める額の範

囲であればよいということではなく、原則として、個々の遺体についてこの額の範囲で実

施するという考え方である。 

イ 法による埋葬の程度は、災害による一時的混乱時期に行うものであって、いわば応急的

な仮葬であり、正式の葬祭ではない。 

ただし、災害発生から一定期間を経て、一定の体制が確保できた段階で、基準告示に定

める額以内で、その地域における 低限の葬祭と認められる範囲の葬祭を仮葬として実施

することを認めないとする趣旨ではない。 

ウ 供花代、酒代等は、非常時の混乱したときに行われる仮葬に必ずしも必要なものとは言

い難いので、法による埋葬の費用として考えていない。 

  ただし、その地域において 低限必要なものを、基準告示に定める額以内で行うことを

認めないとする趣旨ではない。 

エ 埋葬の際の通常の人件費及び輸送費相当は、基準告示に定める額に含まれている。 

   ただし、当該市町村の火葬場が被災により使用できなくなった場合及び他の市町村に運

んで遺体の一時保存を行わなければならないなどの特殊な事情にあり、別途、賃金職員等
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雇上費又は輸送費が特に必要となった場合には、事前に内閣総理大臣に協議の上、特別基

準を設定して、支出すること。 

オ 葬祭等を実施するゆとりのないときであっても、遺族等の心情を斟酌し、遺体の取扱い

にあってはできる限り丁重に取り扱うこと。 

 （６）現物支給 

    埋葬は、いわゆる土葬であっても、火葬であっても差し支えないが、制度の性格から、救

助の実施機関である都道府県又は市町村が現物支給することを原則とする。 

ア 現物支給を原則としているので、救助の実施機関である都道府県又は市町村が火葬、土

葬又は納骨等の役務提供までを含めて行うことも差し支えない。 

イ 現物支給を原則としているが、制度の趣旨から、棺、骨壺等を支給することにより、遺

族等が埋葬を行えるのであれば、これらの支給のみで済ませることも差し支えない。 

ウ 特別な事情があり、原則として第三者により埋葬が行われたときに、例外的にその実費

（基準告示に定められた額を支給するものではなく、実際に支出された実費とするので留

意すること。）を、基準告示に定める埋葬のため支出できる費用の額以内で支出して差し

支えない。 

 （７）法適用市町村以外での埋葬 

    法による救助が適用された市町村以外の市町村の地域に漂着した死体が当該災害による

ものであると推定できる場合は、次により措置すること。 

ア 漂着した地域の市町村が、救助の行われた地の都道府県知事が統括する市町村である場

合は、当該市町村長は、直ちに救助の適用市町村長に連絡して、遺族等の関係者に遺体を

引き取らせること。 

   ただし、引き取る暇のない場合においては当該都道府県知事に遺体の漂着の日時、場所

等を報告するとともに、必要に応じてその指揮を受けて、当該市町村長が法による埋葬を

行うものとし、これに要する費用については都道府県が支弁すること。 

イ 漂着した地域の市町村が、救助の行われた地以外の都道府県知事の統括する地域の市町

村である場合は、当該市町村長は、前号の例により措置することとし、それに要する費用

については、当該市町村を包括する都道府県知事が支弁すること。 

   この場合の埋葬は、救助の行われた地の都道府県知事に対する救助の応援として取り扱

い、当該都道府県は、その支弁した費用について、法第２０条の規定により、救助の行わ

れた地の都道府県に対して求償することができる。 

 （８）災害以外の遺体の取扱い 

    法による救助の適用市町村以外の市町村の地域に漂着した遺体が当該災害によるもので

あると推定できない場合においては、当該市町村長が、行旅病人及び行旅死亡人取扱法（明

治３２年法律第９３号）の定めるところに従って、その遺体を措置すること。 

      当該措置後において、当該救助の実施期間内にその遺体の漂着が当該災害によるものであ

ると判明した場合に限り法による救助の実施とみなして取り扱い、それに要した費用につい

ては前述の例により取り扱って差し支えない。 

 （９）必要な書類 

    法による埋葬を実施するに当たっては、原則として次に掲げる書類、帳簿等を整備し、保

存すること。ただし、これらの整備等が著しく困難な場合には、できる限りこれらに代わる

ものを整備保存すること。 
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      ア 救助実施記録日計票 

   イ 埋葬台帳 

   ウ 埋葬費支出関係証拠書類 
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１３ 死体の捜索 

（１）死体の捜索の実施 

    災害が発生したときには、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、四囲の事情によ

りすでに死亡していると推定される者に対して、速やかに捜索を行うこと。 

 

（２）期間 

    法による死体の捜索を実施できる期間は次により定めること。 

ア 法による死体の捜索に必要な期間が予測できる場合、又は、一定期間以上の捜索の必要

性が明らかな場合は、その期間とすること。ただし、この期間が１０日を超える場合は、

内閣総理大臣と協議すること。 

イ アにより死体の捜索を実施する期間を定められない場合は、とりあえず法による死体の

捜索を実施する期間を災害発生の日から１０日以内で定めること。 

ウ ア及びイのいずれの場合も、定められた期間内に法による死体の捜索を終えることがで

きない場合は、内閣総理大臣と協議の上、次により法による死体の捜索を実施する期間を

延長できる。 

（ア）延長すべき期間が予測できる場合、又は、延長すべき期間は予測できないが、一定期

間以上の延長が必要であることが明らかな場合は、それぞれその期間とする。 

（イ）その他の場合には延長する期間を原則として１０日以内で定めること。 

（ウ）（ア）及び（イ）のいずれの場合であっても、更に再延長が必要な場合は、同様にい

ずれかにより取り扱うこと。 

 

（３）基準額 

法による死体の捜索のため支出できる費用は、舟艇その他捜索のための機械、器具等の借

上費又は購入費、修繕費及び燃料費として当該地域における通常の実費とする。 

    法による死体の捜索は、遺体を回収するために必要であれば、真に必要やむを得ない経費

は額の限度もなく、様々な方法によること ができるが、公費の支出という観点から、できる

限り適正な程度及び方法で実施しなければならない。 

   ただし、舟艇その他捜索のための機械、器具等が救助の実施において損傷し、これを修理 

する場合は、損傷箇所の把握のため、写真や修理・整備記録などの提出を求めること。 

 

（４）必要な書類 

法による死体の捜索に当たっては、原則として次に掲げる書類、帳簿等を整備し、保存す

ること。ただし、これらの整備等が著しく困難な場合には、できる限りこれらに代わるもの

を整備保存すること。 

   ア 救助実施記録日計票 

   イ 捜索用機械器具燃料受払簿 

   ウ 死体の捜索状況記録簿 

   エ 死体捜索用関係支出証拠書類 
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 １４ 死体の処理 

 （１）死体処理の実施 

      災害が発生したときには、速やかに遺体を一時的に収容するための遺体の収容場所、遺体

搬送のための車両等、遺体保存のためのドライアイス等を確保するとともに、遺体の検案に

ついて警察との連携を密にし、検案担当医師を遺体安置所に集中的に配置する等、検案体制

の整備を図り、効率的に検案を行うこと。災害発生直後の混乱期に遺体が発見された場合は、

原則として、次により必要に応じて法による死体の処理を行い、遺族等の関係者に遺体を引

き渡すこと。 

ア 遺体識別のため、また、遺体に対する 低限の措置として、泥土又は汚物等を付着した

まま放置できないこと、原形を止めない程度に変形した遺体をある程度まで修復しなけれ

ばならないことなどから、法による死体の処理として遺体に対して洗浄、縫合、消毒等の

処置等を行うものである。 

イ 遺体の身元を識別するため、また、遺族への引き渡し又は埋葬までに時間を要する場合

に放置したままにできないなどのことから、法による死体の処理として、遺体の一時保存

を行うものである。 

ウ 医師の診療中の患者でない者が死亡した場合、又は医師の診療中の患者が 後の診療後

２４時間以上を経過した後に死亡した場合に、その遺体について死因その他につき医学的

検査をなさなければならないことから、法による死体の処理として、検案を行うものであ

る。 

エ 災害発生直後の混乱期であっても、遺体の取扱いに当たっては、遺族の心情を察し、で

きるだけ丁重に取り扱うこと。 

オ 遺体の検案は原則として救護班が行うこと。ただし、救護班によることができない場合

は他の医師により検案を行って差し支えない。 

カ 法による死体の処理は、災害の混乱期に行うものであるから、その死因及び場所の如何

を問わないことは、埋葬等の場合と同じである。 

  

（２）犯罪等の疑いのある場合 

死亡の原因が犯罪等によるとの疑いがある変死体については、刑事訴訟法及び検視規則

（昭和３３年国家公安委員会規則第３号）等の変死体の取扱いに関する他の法令の規定によ

るべきであるので、ただちに警察署に届けることとし、法による死体の処理は行わないこと

は埋葬の場合と同じである。 

また、同様に、警察官が発見した遺体又は警察官に届け出がなされた遺体であっても、警

察当局から所要の措置を経た後に引き渡されたときには、必要に応じて遺体の一時保存等、

法による死体の処理を行って差し支えない。 

  

（３）期間 

       法による死体の処理ができる期間は次により定めることとする。 

ア 法による死体の処理に要する期間が予測できる場合、又は、一定期間以上、遺体の処理

に要する期間が必要であることが明らかな場合は、その期間とすること。ただし、この期

間が１０日を超える場合は、内閣総理大臣と協議すること。 
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イ アにより死体の処理を実施する期間を定められない場合は、とりあえず法による死体の

処理を実施する期間を災害発生の日から１０日以内で定めること。 

ウ ア及びイのいずれの場合も、定められた期間内に遺体の処理を終えることができない場

合は、内閣総理大臣と協議の上、次により遺体の処理を実施する期間を延長できる。 

（ア）延長すべき期間が予測できる場合、又は、延長すべき期間は予測できないが、一定期

間以上の延長が必要であることが明らかな場合は、それぞれその期間とする。 

（イ）その他の場合には延長する期間を原則として１０日以内で定めること。 

（ウ）（ア）及び（イ）のいずれの場合であっても、更に再延長が必要な場合は、同様にい

ずれかにより取り扱うこと。 

  

（４）基準額 

    法による死体の処理のため支出できる費用は、次によること。 

ア 遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、１体当たり基準告示に定める額以内

とする。 

イ 基準告示に定める額は、 小限必要な措置を行える額により設定されているので、これ

らに要する総費用の平均額がこの額の範囲内であればよいということではなく、個々の遺

体についてこの額の範囲で実施するという考え方である。 

ウ 遺体の一時保存のため支出できる費用は、既存建物を利用する場合は当該施設の借上費

について通常の実費とし、既存建物を利用できない場合はこれらに要する費用の平均額で

１体当たり基準告示に定める額以内とし、ドライアイス等が必要な場合は、各々、当該地

域における通常の実費を加算することができる。 

エ 救護班により検案ができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内とする。 

オ 遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置及び検案については、別途、賃金職員等雇上費又は輸

送費が認められるが、遺体の一時保存のための通常の人件費及び輸送費は、基準告示に定

める既存の建物を利用できない場合の遺体の一時保存のための費用に含まれている。 

   したがって、他の市町村に運んで遺体の一時保存を行わなければならない特殊な事情に

ある場合などには、内閣総理大臣に協議して別途賃金職員等雇上費又は輸送費として支出

する。 

 

 （５）法適用以外の市町村の場合 

    法による救助の適用された市町村以外の市町村の地域に漂着した遺体が当該災害による

ものであると推定できる場合、又は当該災害によるものであると推定できない場合のいずれ

の場合についても埋葬の例によること。 

 

 （６）必要な書類 

    法による死体の処理を実施するに当たっては、原則として次に掲げる書類、帳簿等を整備

し、保存すること。ただし、これらの整備等が著しく困難な場合には、できる限りこれらに

代わるものを整備保存すること。 

      ア 救助実施記録日計票 

   イ 死体処理台帳 

   ウ 死体処理費支出関係証拠書類 
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 １５ 障害物の除去 

 （１）障害物の除去の実施 

    災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼ

しているものの除去（以下、「障害物の除去」という。）が必要な住宅に対して、必要に応

じて関係事業者団体等の協力を得て、速やかにこれらの除去を行うこと。 

    特に、障害物の除去の対象者については、自らの資力をもってしては、障害物の除去を実

施し得ない者をその対象としているところであるので、できる限り適正な判断をするととも

に、対象者の判断に時間をとられることなく迅速な障害物の除去を行うこと。 

法による障害物の除去は、災害発生の日から１０日以内に完了するよう努めること。これ

により難いときには内閣総理大臣に事前に協議すること。 

    また、円滑に障害物の除去を実施するため、実施要領（別添５「障害物の除去実施要領（例）」 

参照）を定めるとともに、あらかじめ障害物の除去を実施する事業者を指定しておく等手続 

の簡素化を図ること。 

 

（２）対象者 

   ア 法による障害物の除去は、住家の一部又は全部に障害物が運びこまれ一時的に居住でき

ない状態にあり、自らの資力では当該障害物を除去し、当面の日常生活に 低限必要な場

所を確保できない者に対して行うものである。 

（ア）法による障害物の除去は、災害により受けた被害を補償するものではなく、障害物の

ために日常生活を営むのに支障をきたす場合に、応急的に 低限必要な場所を確保する

ため行うものであるから、居室、台所、玄関、便所等の日常生活上欠くことのできない

場所を対象とし、物置や倉庫等は対象とならない。 

 また、住家の一部に障害物が運び込まれても、日常生活を営むのに 低限必要な場所

を確保できている場合や、他に被害の少ない建物を所有し、日常生活を営むのに心配の

ない場合には実施する必要はない。 

（イ）法による障害物の除去の程度は、被災前の状態に戻す、いわゆる現状復旧を目的とす

るものではないので、主要な障害物を除去すれば一応は目的を達せられ、その後の室内

の清掃等は、通常、居住者によってなされることとしているので、法による障害物の除

去には含まないことを原則とする。 

（ウ）障害物の除去は、当該災害によって住家が直接被害を受けた場合を想定しているが、

法の適用以前の浸水、火災時の破壊消防等によるものであっても、現に障害物の除去を

必要とし、自らの資力では実施できない者については、対象として差し支えない。 

（エ）自らの資力では障害物の除去を行うことができない者については、都道府県又は市町

村において、「災害救助法「障害物の除去」に関する申込書」（様式第１号）４ 障害

物の除去に関する資力確認（申出）を基に、その被災者の資力を把握し、ある程度資力

がある場合は、ローン等個別事情を勘案し、判断する。資力要件については、制度の趣

旨を十分理解して運用すること。 

（オ）障害物の除去の対象は、この制度の趣旨から、全焼、全壊及び流失の住家や、床下浸

水の住家には実施する意味がないことから、半焼、半壊又は床上浸水の住家とする。 

また、制度の趣旨から、住家が半焼、半壊又は床上浸水したからといって、必ず行わ

なければならないものではない。 
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（カ）障害物の除去は、住宅の応急修理と同様の理由で、そこに居住していた世帯に対して

行うものであり、自らの所有する住家か、借家等かを問わないことは他の救助（応急仮

設住宅及び住宅の応急修理）の場合と同様である。 

 

【参考】佐賀県大町町の油流出被害について 

令和元年８月の前線に伴う大雨においては、大町町の浸水被害により製鉄所の油が流出

し、町中に油が浮流している特殊な状況に鑑み、住宅（住家の敷地（住家に隣接した庭）

を含む）内に入り込んだ油は「日常生活に著しい支障を及ぼしているもの」として、障害

物の除去の対象とし、特別基準として対応した。 

 

   イ 「応急仮設住宅の供与」との併給は認められないこと。 

 

（３）期間 

    法による障害物の除去を実施できる期間は次により定めること。 

   ア 障害物の除去に要する期間が予測できる場合、又は、一定期間以上の障害物の除去が必

要であることが明らかな場合は、その期間とする。ただし、この期間が 10 日を超える場

合は、内閣総理大臣と協議すること。 

     イ アにより障害物の除去を実施する期間を定められない場合は、とりあえず法による障害

物の除去を実施する期間を災害発生の日から 10 日以内で定めること。 

    ウ ア及びイのいずれの場合も、定められた期間内に法による障害物の除去を完了できない

場合は、内閣総理大臣と協議の上、次により障害物の除去を実施する期間を延長できる。 

   （ア）延長すべき期間が予測できる場合、又は、延長すべき期間は予測できないが、一定期

間以上の延長が必要であることが明らかな場合は、それぞれその期間とする。 

   （イ）その他の場合には延長する期間を原則として 10 日以内で定めること。 

   （ウ）（ア）及び（イ）のいずれの場合であっても、更に再延長が必要な場合は、同様にい

ずれかにより取り扱うこと。 

 

 （４）基準額 

    法による障害物の除去のため支出できる費用は、スコップその他除去のため必要な機械、

器具等の借上費又は購入費、並びに輸送費及び賃金職員等雇上費等とし、１世帯当たり基準

告示に定める額以内とする。 

     ア １世帯当たりの障害物の除去のため支出できる費用は、１世帯当たりの平均を示したも

のである。 

イ 特別な事情があり、全体の平均が、法による１世帯当たり障害物の除去のため支出でき

る費用の額以内で対応できない場合は、事前に内閣総理大臣に協議すること。 

         ただし、法による障害物の除去は、（２）のイのとおり、被災前の状態に戻すいわゆる

現状復旧は勿論、災害による住宅の損害を補填するような性格は全くないので、原則とし

て、その場所は被災者が起居する日常生活に不可欠な 低限必要な場所に、また、その程

度は主要な障害物を除去するにとどめること。 

   ウ 法による障害物の除去のため支出できる費用は、機械、器具等の借上費又は購入費、輸

送費及び賃金職員等雇上費、並びに工事等事務費等一切の経費を含むものである。 

《美馬市地域防災計画（資料編）　　巻末資料》

620



- 128 -

       したがって、工事関係者を法第７条の規定による従事命令によって従事させた場合の従

業者の実費弁償の額については、障害物の除去のため支出できる費用の額に含まれるもの

であることは住宅の応急修理の場合と同様である。 

     エ 同一住家（１戸）に２以上の世帯が居住している場合における障害物の除去は、１世帯

当たりの障害物の除去のため支出できる費用の額以内とすることは住宅の応急修理の場

合と同様である。 

  

（５）留意点 

    法による障害物の除去については、災害等廃棄物処理事業（廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律に基づく国庫補助（環境省所管事業））、堆積土砂排除事業（都市災害復旧事業国庫

補助（国土交通省所管事業））、など関連施策に留意して実施すること。 

   ア 法による障害物の除去は、通常、住家内を対象としているが、原則として敷地内につい

ては、住家への出入口等で日常生活に支障をきたすもの、また、放置しておくことが居住

者等の生命に危険を及ぼす可能性のあるものは、実施して差し支えない。 

ただし、道路又は河川等、管理責任者がいる場合は、それら管理責任者が実施すべきで、

通常、他の制度により実施ができるときには他法他施策を優先させることとなるので、法

による救助の対象とならないのが通例である。 

イ 災害による発生したごみ等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等により除去される

こととされているが、同法による除去は公衆衛生の維持向上を目的とし、敷地内は占有者

等が行うこととされているため、これらのものが日常生活に支障をきたす場合、又は、身

体・生命に危険を及ぼす場合等には、通常、敷地内からの搬出に限り、法による障害物の

除去の対象となる。 

 

【参考】阪神・淡路大震災では、廃棄物の処理として、がれきの収集・運搬等に加

え、特例的に損壊した家屋等の解体についても公費で措置することなどとし、

敷地内のがれき等についても措置されたため、法による障害物の除去として

敷地内の建物のがれき処理等は行われなかった。 

 

ウ 住居内や降雪による被害について被害状況の正確な把握を行うため、被災者や施工業者 

等に対して、障害物の除去の申請時など、住居内の障害物の状況、積雪による住家の倒壊 

等について施工前、施工中、施工後の写真撮影を行うよう周知徹底を図ること。 

  また、被災自治体においては申請時の被害状況を写真等により確認した上で、障害物の 

除去を実施すること。 

エ 都道府県ないし市町村が業者に委託して実施する場合においては、対象世帯ごとに委託 

しても、一括で委託しても差し支えない。 
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 （６）屋根雪の除雪 

ア 屋根雪の除雪の実施 

法による障害物の除去において、平年に比して積雪量が多く、若しくは短期間に集中的 

な降雪があり、これを放置すれば、住家の倒壊等により、多数の者の生命又は身体に危害 

を受けるおそれが生じた場合であって、自らの資力及び労力によっては除雪を行うことが 

できない者に対しては、住家の屋根雪の除雪（雪下ろし等）の実施が可能である。除雪を 

行うにあたっては、日常生活に支障がない範囲内で実施するものであること。 

 

   イ 除雪の対象 

（ア）法による屋根雪の除雪は、住家の屋根に雪が積もって放置しておけば住家が倒壊する 

おそれのある場合の雪下ろしや、玄関回りの敷地に積雪があり、除去しなければ家に出 

入りすることができない場合の敷地内の除雪等について、被災者自ら行うことが困難な 

場合に、都道府県（事務委任された市町村）が業者に委託するなどして実施するもので 

ある。 

具体的には、 

  ① 屋根雪の雪下ろし、 

  ② 玄関などの出入口へのアプローチの確保、 

  ③ 屋根から下した雪、玄関前の雪等を重機を使用して積載車に積載し、排雪場に運搬 

  について屋根雪の除雪の対象としている。 

 

  

①住宅が倒壊しないよう 

屋根雪の雪下ろし 

②玄関など出入りが困難な状況、 

出入口へのアプローチの確保 

 

③屋根から下した雪をユンボ等により 

トラックに積載・運搬 
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（イ）日常的な除雪を行うものではなく、あくまで、救助として当面の日常生活に 低限必 

要な場所を対象として実施すべきものであり、駐車場や物置や倉庫等は対象とならな 

い。 

 ただし、高齢者や障害者等で日常的に車椅子等による移動が必要な者が居住する世帯 

や、介護事業者の送迎バス等が停車するスペースなど特に必要となる箇所がある場合は 

除雪の対象として差し支えない。 

（ウ）また、雪害に対する除雪に際しての空き家等の取扱については、空き家等の管理者が 

  除雪を行わないことにより倒壊して、隣接している住家に被害が生じるおそれがある場 

合など、住民の生命又は身体に危害が生じるおそれがあるときは、住家の屋根雪の除雪 

（雪下ろし等）の対象に含めることは可能である。 

 

ウ 除雪の対象となる事例 

法による屋根雪の除雪の必要性が認められるのは、放置しておけば住家が倒壊するおそ 

れがある場合や、生命・身体に危害が及ぶおそれがある場合であるが、個別の世帯ごとに 

具体的状況を確認して判断される必要がある。 

 その判断に当たっては、以下の（ア）及び（イ）のような場合が法の救助の対象となり 

うるものであり、判断の参考とされたい。 

   （ア）具体的な事例として、以下のような兆候が見られる場合 

     ① 短期間の集中的な降雪等により、屋根に積もった雪の重量で住宅に軋みが生じて 

いる 

     ② 大量に降り積もった雪の重みにより、玄関や住宅内の出入口の開閉に支障が生じて 

いる 

     ③ 大量に積もった雪が窓硝子に寄り掛かるように密着して、窓硝子が割れるおそれが 

ある 

     ④ 屋根に降り積もった雪が地面（周囲）に積もった雪と繋がってしまい、放置すると 

軒の折損、窓硝子や壁面を損傷させるおそれがある 

     ⑤ 住宅の側面にあるプロパンガスや給湯器が設置されている場所及び通路が雪によ 

り閉ざされ、設備（プロパンボンベやガスメーター等）の確認・交換作業ができない 

     ⑥ 既に屋根から下した雪が、住宅の側面（周辺）に大量にあり、これ以上、屋根雪を 

下ろすことができない 

※ ここに掲載する具体例は、あくまで「事例」であり、これらに対象が限定されるも 

のではない。 
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①雪の重みにより、 

住宅に軋みが生じている 

②雪の重みにより、住宅の出入口 

の開閉に支障が生じている 

  

③積雪が窓硝子に密着して、 

   窓硝子が割れるおそれがある 

④屋根に降り積もった雪が地面に 

積もった雪と繋がってしまい、 

除雪しないと軒の折損、窓硝子 

や壁面を損傷させるおそれがある 

  

⑤住宅の側面にあるプロパンガスや 

給湯器が設置されている場所及び 

通路が雪により閉ざされ、設備 

（プロパンガスボンベ等）の交換 

作業ができない 

⑥既に屋根から下した雪が、 

住宅の側面に大量にあり、 

これ以上、屋根雪を下ろす 

ことができない 

   

 （イ）また、以下⑦から⑰に記載する様な損壊が生じる又は生じるおそれが迫っている場合 
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⑦軒先の折損 ⑧軒先の変形 

  

⑨軒先の折曲り ⑩屋根の変形 

  

⑪屋根の一部破損 ⑫屋根の崩落（Ｍ字型） 

  

⑬壁の一部剥落及びヒビ割れ ⑭下屋の破損 

  

⑮建物の傾斜 ⑯小屋組の端部崩壊 
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⑰建物の全体崩落  

資料（図）提供：日本建築協会北海道支部「平成 25 年度 特色ある支部活動企画  

大雪による建物倒壊危険度判定方法の策定」（平成 26 年 5月） 

 

   エ 留意点 

   （ア）降雪による被害について「救助の必要性」、「救助内容の妥当性」を示す事実を確認 

     する必要から、原則として、屋根雪の除雪に係る除雪前、除雪中、除雪後の写真撮影を 

お願いしている。住宅の積雪の状況、除雪の状況等について写真撮影を行うよう周知徹 

底を図ること。 

また、被災自治体においては申請時の被害状況を写真等により確認した上で、障害物 

の除去を実施すること。 

 なお、写真が無い場合は、別の方法により「救助の必要性」、「救助内容の妥当性」 

を示す事実を確認することとなるが、その場合、写真の場合と比べて資料収集の面等で 

困難が予想されるので留意すること。 

 

  

屋根の雪下ろしの作業を写真撮影 
屋根から下した雪をトラックに 

積載する様子を写真撮影 

 

（イ）都道府県と市町村が業者に委託して実施する場合においては、対象世帯ごとに委  

託しても、一括で委託しても差し支えない。 

   （ウ）なお、豪雪災害における除雪においては、特別基準を設置して除雪の実施期間を延長 

     するだけでなく、その他の風水害や地震と異なり長期間継続する自然災害であるという 

特殊性を踏まえ、一度除雪が完了して実施期間を延長しなかったとしても、再び除雪の 

必要性が発生した時点で、除雪の実施を再開することが可能である。 
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 （７）障害物の除去に関するＱ＆Ａ 

 法による障害物の除去に関する基本的考え方についてＱ＆Ａを次のとおり整理したの 

で参考とすること。 

 

災害救助法に基づく障害物の除去に関するＱ＆Ａ 

質  問 回  答 

１ 

 強風により自宅の屋根に庭の樹木が

倒れてきた。障害物の除去で取り除いて

もよいか。 

 直ちに倒木を処理しなければ住家がつぶれ

てしまう場合は対象となる。庭に樹木が倒れて

いる、屋根に樹木が寄り掛かっているだけでは

対象とはならない。 

２ 

 自宅の庭に大きな岩石が転がってき

た。障害物の除去で取り除いてもよい

か。 

 障害物の除去は、生活上欠くことのできない

場所が対象であり、庭、軒先は対象外となる。

ただし、岩石が住家の入口（玄関）等を閉ざし

ている場合は対象として差し支えない。 

３ 

 住宅内の家具や畳等を一時的に屋外

に搬出する際、障害物の除去で搬出して

もよいか。 

 住家内に運びこまれた土砂、土石、木竹の除

去を対象としており、家具や畳等の搬出は対象

とはならない。 

４ 

 住宅前の道路に流れてきた土砂が埃

や粉じんとなり、迷惑を被っている。障

害物の除去で実施してもよいか。 

 通常、道路管理者が撤去を実施するものであ

り、障害物の除去の対象とはならない。 

５ 

 大降雪により積もった雪を放置すれ

ば住宅が潰れかねない。屋根の雪を障害

物として除去してよいか。 

 住宅が倒壊するおそれが生じている場合は、

緊急的に障害物の除去により雪降ろしをして

差し支えない。 

６ 

屋根から降ろした雪について排雪す

る場所がなく、やむを得ず排雪場まで運

搬する場合、障害物の除去で対応しても

よいか。 

 雪捨て場への雪の運搬を一律に救助の対象

とすることは困難であるが、雪の運搬をしなけ

れば被災者の生命及び身体、日常生活に支障を

生じる等のやむを得ない事情がある場合など、

個別の事情により判断することとなるので留

意すること。 

７ 

 自宅内の障害物を除去した後、清掃や

消毒は対象となるか。 

 清掃や消毒は、通常、居住者によってなされ

ることとしているものであり、障害物の除去に

は含まない。 

８ 

 市町村職員用に購入したロープ、シャ

ベル、スコップ、レーキ等の器具、障害

物を運搬するために借り上げたトラッ

ク等を社会福祉協議会等を通じてボラ

ンティアに貸し出してもよいか。 

 差し支えない。ただし、ボランティア支援を

名目として購入等した場合については、災害救

助費の対象としないものであることに留意願

いたい。  

９ 
火山灰の除去は災害救助法の対象と

なるのか。 

火山灰の降灰除去事業については、活動火山

対策特別措置法に基づき、道路、下水道、都市
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排水路、公園、宅地に係る降灰除去費用の補助

を行っているものと承知。 

他の制度により実施することができるとき

には法による救助の対象には該当しない。 

 

（８）必要な書類 

    法による障害物の除去を実施するに当たっては、原則として次に掲げる書類、帳簿等を整

備し、保存すること。ただし、これらの整備等が著しく困難な場合には、できる限りこれら

に代わるものを整備保存すること。 

      ア 救助実施記録日計票 

   イ 障害物の除去、屋根雪の除雪の状況 

   ウ 障害物の除去、屋根雪の除雪に関する支出関係証拠書類 
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 １６ 輸送費及び賃金職員等雇上費 

 （１）法による輸送の例 

    法による応急救助を実施するために必要な輸送としては、次に掲げるものが考えられる。 

       しかし、災害はその規模・態様が様々であることから、次に掲げる場合に、ここでいう輸

送を必ず行わなければならないものではなく、また、次に掲げる場合以外であっても、十分

な救助がなし難い場合は、事前に内閣総理大臣の承認を得て、これを行うことができる。 

ア 災害が発生するおそれ段階の要配慮者等の避難のための輸送 

    （ア）災害が発生するおそれ段階の要配慮者等の避難のための輸送とは、高齢者や障害者等

で避難行動が困難な要配慮者、自ら避難することが困難な状況にある者等を避難所へ輸

送するためのバスの借上げ費用料等の費用を対象とする。    

（イ）法による救助として実施する輸送は、要配慮者等の生命の安全を図るための輸送に限

られる。したがって、８の（１）のアの（オ）の救出の場合と同様、ペット、家畜、家

財道具等の運搬は対象とならない。しかしながら、これらの運搬を行わなければ本人の

避難等に支障がある場合に、避難者全体の避難に支障をきたさない範囲で、併せて実施

することを禁じるものではない。 

   イ 被災者の避難のための輸送 

   （ア）被災者の避難のための輸送には、避難者自身を避難させるための輸送と、被災者を誘

導するための要員、資材等の輸送が考えられる。 

   （イ）法による救助として実施する輸送は、被災者の生命の安全を図るための輸送に限られ

る。したがって、８の（１）のアの（オ）の救出の場合と同様、ペット、家畜、家財道

具等の運搬は対象とならない。しかしながら、これらの運搬を行わなければ本人の避難

等に支障がある場合に、被災者全体の避難に支障をきたさない範囲で、併せて実施する

ことを禁じるものではない。 

   （ウ）被災者の避難のために必要な要員及び資材等の輸送の費用であるが、避難所設置のた

めの要員及び資材の輸送は、避難所を設置するための経費に含まれているので、特別な

場合を除き、ここでいう輸送として支出しないこと。 

        特別な場合とは、離島のため空輸等が必要な場合、交通が著しく混乱し通常の方法での

確保が極めて困難な場合等が考えられる。 

   （エ）堤防決壊防止のための資材等の運搬等、災害予防及び被害拡大防止のための費用はそ

の効果が避難と同一効果をもたらすものであっても、法による救助ではなく、他の制度

により費用を負担すべきものであるので、ここでいう輸送に当たらない。 

           ただし、法による救助のために運搬した資材等を、緊急やむを得ない場合に、これら

経費について他制度等で負担することを前提とし、これを利用させることを妨げるもの

ではない。 

   （オ）警察、消防、自衛隊、海上保安庁等の行った被災者の輸送等については、特別な事情

がない限り、それぞれの業務として考えられ、それぞれが負担するのが通常であるから、

原則としてここでいう輸送には当たらないこと。 

         ただし、法による救助の一環としてそれぞれの業務を超える範囲の救助に要した経費

を求償されることがあるので、自衛隊等に派遣要請等を行った場合には、派遣契約の締

結の際によく注意する（第３の８参照）とともに、要求があった際には、内閣府と連絡

調整を図ること。 
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   （カ）輸送の対象となる避難は、原則として次のような場合の避難であって、市町村長の指

示等に従って行われた避難とする。したがって、市町村長の指示等に従わずに、住民等

が勝手に避難した場合の輸送は、原則として、ここでいう輸送には当たらない。 

     ① 都道府県知事、市町村長又は警察官等により避難指示等が発令された場合の避難。 

     ② 緊急時のために都道府県知事、市町村長又は警察官等による避難指示等が発令され

る暇がなかったが、客観的にみて当然避難を要する状況にある場合の避難。 

   （キ）避難を終え、各自が帰宅するときの輸送は、通常、ここでいう輸送に当たらない。 

           ただし、災害直後のことでもあり、橋梁の流失、道路の決壊等があって、帰宅しよう

にも帰宅することが困難な場合等には、帰宅の輸送も認めて差し支えない。 

   イ 医療及び助産のための輸送 

   （ア）医療等のための輸送は、救護班では対応できない重篤な患者を病院又は診療所（以下、

「病院等」という。）へ輸送する場合、又は、救護班を被災地や避難所等へ輸送する場

合などの輸送である。 

   （イ）救護班の医薬品及び衛生材料等の輸送については、原則として救援物資の輸送として

整理すること。 

   （ウ）病院等を退院の際の輸送は、通常、ここでいう輸送に当たらない。 

      ただし、傷病が癒えず、重症ではあるが在宅で療養ができるとの診断がなされ、帰宅

する場合などで、自らの力で帰宅することが著しく困難な場合には、法による輸送を行

って差し支えない。 

   ウ 被災者の救出のための輸送 

   （ア）被災者の避難は被災からの予防的な救助であるのに対して、被災者の救出は も緊急

度の高い応急的な救助と考えられる。 

      避難であるか救出であるかは、被災者の急迫度合いによるものと考えてよいが、その

考え方、手段及び方法はほぼ同一と考えられ、被災者の避難の場合に準じて取り扱って

差し支えない。 

   （イ）法による救助として実施する輸送は、被災者の生命の安全を図るための輸送に限られ、

ペット、家財等の運搬は対象としないが、本人自身の救出に支障をきたすなどの場合に、

被災者全体の輸送に支障をきたさない範囲内で、併せて実施することを禁じるものでは

ないこと、災害の予防、被害拡大の防止のための費用は、救出と同一の効果をもたらす

ものであっても、ここでいう輸送には当たらないこと、また、警察、消防、自衛隊、海

上保安庁等が実施した輸送についても、それぞれで負担するのが通常であり、原則とし

て、ここでいう輸送に当たらないことは、被災者の避難の場合と同様である。 

   エ 飲料水の供給のための輸送 

   （ア）飲料水の供給のための輸送には、飲料水そのものの輸送と、飲料に適する水を確保す

るための輸送とが考えられ、いずれも飲料水の供給のための輸送として差し支えない。 

   （イ）飲料水を確保するための輸送とは、通常の水を飲用に適した水とするために行う各種

処理に必要な要員、機械、器具及び資材の輸送をさす。 

   オ 死体の捜索のための輸送 

     死体の捜索のための輸送は、被災者の救出のための輸送と同様に考えて差し支えない。 

   カ 死体の処理のための輸送 

   （ア）死体の処理のための輸送には、遺体の消毒、縫合、洗浄等の処置及び検案のための救
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護班の輸送、遺体の処理のための衛生材料等の輸送、遺体の発見場所から一時安置所ま

でなどの遺体そのものの輸送、並びに遺体を輸送するための要員等の輸送などが考えら

れる。 

   （イ）遺体の安置所設置のための資材及び要員等の輸送については、基準告示に定める遺体

の一時保存に要する費用の範囲内に含まれているので、特別の事情がない限り、ここで

いう輸送とはならない。 

   キ 救援用物資の輸送 

     救援用物資とは、被災者に給与する毛布、被服及び日用品等の生活必需品だけでなく、

食料、学用品、燃料、医薬品、衛生材料及び義援物資等、被災者の応急救助のために直接

使用されるあらゆる物資の輸送をさす。 

     ただし、他の法令等によりその費用が措置される物資については原則として除かれる。 

         なお、次に掲げる資材等については、基準告示に定める各救助を実施するため支出でき

る費用に通常必要となる額は含まれているので、特別な事情にある場合を除き、対象とな

らない。 

      （ア）避難所設置のための資材等 

   （イ）応急仮設住宅建築のための資材等 

   （ウ）住宅の応急修理のための資材等 

   （エ）埋葬のための棺、壺及び骨箱 

   （オ）死体の一時保存のための資材等 

   （カ）障害物の除去のための資材等 

 

 （２）法による賃金職員等の例 

    法による応急救助を実施するために必要な賃金職員等としては、次に掲げるものが考えら

れる。 

    しかし、災害はその規模、態様が様々であることから、次に掲げる場合に、賃金職員等の

雇い上げを必ず行わなければならないものではなく、また、次に掲げる場合以外であっても、

十分な救助がなし難い場合は、事前に内閣総理大臣の同意を得て、これを行うこと。 

ア 災害が発生するおそれ段階の要配慮者等の避難のための賃金職員等 

 （ア）災害が発生するおそれ段階の要配慮者等の避難のための賃金職員とは、高齢者や障害

者等で避難行動が困難な要配慮者、自ら避難することが困難な状況にある者等を避難所

へ輸送するときに避難者がバス等に乗降するための補助員など、避難支援のために必要

となる賃金職員等雇上費を対象とする。 

   イ 被災者の避難のために必要な賃金職員等 

   （ア）避難の誘導等は、通常、地方自治体職員等（消防又は警察関係職員等を含む。）を中

心として、地域住民の協力の下に行うことが原則であり、災害の突発性を考えたときに

は、これらの要員を賃金職員等で雇い上げて対応することは至難のことと考えられる

が、多数の被災者を避難させるためなど、何らかの事情により地方自治体職員等では十

分な誘導ができない場合、誘導のための要員を賃金職員等として雇い上げることができ

る。 

   （イ）法による救助として実施する避難は、被災者の生命の安全を図るための避難に限られ、

ペット、家畜、家財道具等の運搬は対象としないが、これらの運搬を行わなければ本人
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自身の救助に支障をきたし、被災者全体の避難に支障をきたさない限りは、併せて実施

することを禁じるものではないのは前述のとおりであるが、これを実施するために特別

に賃金職員等を雇い上げることは、原則として認められない。 

   （ウ）避難所の設置及び維持管理のための要員は、避難所を設置するための経費に含まれて

いるので、特別な事情がある場合を除き、ここでいう賃金職員等として支出しないこと。 

     特別な事情がある場合とは、例えば、被害が甚大などの理由により、警察、地方自治

体職員等（学校教職員を含む）の要員が不足し、また、人心も定まらず騒擾のおそれな

どがあり、自治組織、警察、地方自治体職員等（学校教職員を含む）のみで避難所の治

安を維持することが困難なため、警察等にあたる職員を雇い上げることが必要な場合等

が考えられる。 

      これらの場合に、法による避難所設置のため支出できる費用の範囲を超え、特別に賃

金職員等を雇い上げる場合は内閣総理大臣に協議する必要がある。 

   （エ）災害の予防、被害拡大の防止のための費用は、被災者の避難のための輸送の場合と同

様に、ここでいう被災者の避難のために必要な賃金職員等には当たらない。 

           ただし、災害の予防、被害拡大防止のため、法による救助のための賃金職員等を当該

業務に従事させることを妨げるものではないが、費用の負担については、業務時間の割

合等で負担すべきである。 

   （オ）原則として警察、消防（消防団を含む。）、自衛隊、海上保安庁等の直接救出作業に

関係ある官公庁等が行った救助等については、被災者の避難のための輸送の場合と同様

に、ここでいう被災者の避難のために必要な賃金職員等には当たらない。 

      ただし、輸送の場合と同様に、これら業務の範囲を超えた救助に対して求償がなされ

た場合は、内閣府と連絡調整を図ること。 

   （カ）被災者の避難のために必要な賃金職員等とは、避難を命じた市町村長等が、そのため

に雇い上げた賃金職員等に限られ、個々人が避難したときに当該個々人が任意に雇った

人員等は、原則として、ここでいう賃金職員等には当たらない。 

   （キ）避難を終え、各自が帰宅する場合の取扱いは、被災者の避難のための輸送の場合と同

様である。 

   イ 炊き出しその他による食品の給与のために必要な賃金職員等 

   （ア）炊き出しその他による食品の給与のために必要な賃金職員等については、被災者や地

域住民の相互扶助を中心に、地方自治体職員、ボランティア等の協力により行われるの

が通常であるので、特別な事情にない限りは必要ないと考えられる。 

   （イ）特別な事情がある場合には、例えば、ボランティア等への炊き出し等が必要で、これ

に要する経費を救助事務費として計上できないため、内閣総理大臣に協議し、賃金職員

等雇上費として支出する場合等が考えられる。 

   ウ 飲料水の供給のために必要な賃金職員等 

   （ア）飲料水の供給のために必要な賃金職員等には、飲料水そのものの輸送及び配分等と、

飲用に適する水を確保するために必要な要員が考えられるが、いずれも飲料水の供給の

ために必要な賃金職員等と考えて差し支えない。 

   （イ）飲料水を確保するために必要な人員とは、通常の水を飲用に適した水とするために行

う各種処理を行うために必要な人員をいうこと。 

   エ 医療及び助産のために必要な賃金職員等 
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   （ア）救護班で対応できない重篤な患者を運ぶ場合は、警察、消防（消防団を含む。）、自

衛隊及び地域住民等で実施すると考えられ、警察、消防（消防団を含む。）及び自衛隊

が実施した場合の費用は、通常、それぞれで負担することが原則となると考えられる。 

           しかしながら、これらだけでは十分な救助がなし難い場合等に、医療及び助産のため

に必要な賃金職員等として、重篤な患者を運ぶ者を雇い上げる場合が考えられる。 

   （イ）救護班の医師、看護婦及び薬剤師については、公立病院又は日本赤十字社等より派遣

を受け、編成することとしているが、これらだけでは十分な医療スタッフを得られない

場合に、その他の医療機関から必要な要員を雇い上げることが考えられる。 

         また、救護班の事務を行う者又は被災地や避難所等へ医療班を輸送する運転手等につ

いては、官公署、公立病院又は日本赤十字社等の職員等が行うと考えられるが、これら

だけでは十分な救助がなし難い場合に、医療及び助産のために必要な賃金職員等とし

て、救護班の事務を行う者、被災地や避難所等へ救護班を輸送する運転手等を雇い上げ

る場合が考えられる。 

   （ウ）救護班のスタッフに係る費用は、官公署及び公立病院等の職員等については、時間外

勤務手当等について救助事務費で、日本赤十字社の職員については法第１９条の規定に

基づく補償で対応することとなっており、その他の場合に限り、ここでいう賃金職員雇

上費の対象となる。 

          ただし、賃金職員等として雇い上げた者の業務上の傷病又は死亡時の補償等は、雇い

上げた都道府県の責任により当該都道府県の定めるところにより措置されることとな

り、医師、看護師及び薬剤師については、法第７条に基づく従事命令の場合と異なり法

第１２条に定める扶助金の対象とならないことから、これら補償等の問題に特段の支障

がないよう配慮して雇い上げること。 

      なお、医師、看護師及び薬剤師については、必要な職員を雇い上げることができない

場合であって、このため十分な救助がなし難い場合に限り、法第７条に基づく従事命令

により要員を確保することもやむを得ないものである。 

    （エ）退院の際の帰宅する場合等の取扱いは、医療及び助産のための輸送の場合と同様で 

     ある。 

   オ 被災者の救出のために必要な賃金職員等 

   （ア）被災者の救出についての考え方、被災者の避難であるか、救出であるか等は、被災者

の救出のための輸送の場合と同様であり、その考え方、手段及び方法は被災者の避難の

ための輸送の場合と同様とする。 

   （イ）法による救出は、被災者の生命の安全を図るための救出に限られ、例外的に本人自身

の救出に支障をきたすなどの場合に被災者全体の救出に支障をきたさない範囲で、併せ

てペット、愛玩具等のごく限定的なものについて実施することを禁じるものではない

が、このために特別に賃金職員等を雇い上げることは認められないことなどは、被災者

の避難のための賃金職員等の場合と全く同様である。 

（ウ）被災者の避難のための賃金職員等と同様に、災害の予防、被害拡大の防止、また、原

則として警察、消防（消防団を含む。）、自衛隊、海上保安庁等の直接救出作業に関係

ある官公署等にかかる賃金職員等についても、ここでいう被災者の救出に必要な賃金職

員等には当たらない。 

ただし、災害の予防、被害拡大防止のため、法による救助のための賃金職員等を当該
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業務に従事させることを妨げるものではないが、費用の負担については、前述のとおり

業務時間の割合等で負担すべきである。 

   カ 遺体の捜索のために必要な賃金職員等 

         遺体の捜索のための必要な賃金職員等は、被災者の救出と同様に考えて差し支えないこ

と。 

   キ 遺体の処理のために必要な賃金職員等 

（ア）遺体の処理のために必要な賃金職員等は、遺体の消毒、縫合、洗浄等の処置、遺体の

発見場所から一時安置所までの輸送を行うための要員等が考えられる。 

（イ）遺体の安置所設置のための要員等については、基準告示に定める遺体の一時保存に要

する費用の範囲内に含まれているので、原則として、ここでいう遺体の処理のために必

要な賃金職員等として支出しないこと。 

   ク 救援用物資の整理、配分及び輸送に必要な賃金職員等 

     救援用物資とは、救援用物資の輸送で触れたように、被災者の応急救助のために直接使

用されるあらゆる物資をいう。 

        ただし、原則として、他の法令等によりその費用が措置される物資又は基準告示に定め

る各救助を実施するため支出できる費用に含まれる次に掲げる資材等は対象とはならな

い。 

     （ア）避難所設置のための資材等 

   （イ）応急仮設住宅建築のための資材等 

   （ウ）住宅の応急修理のための資材等 

      （エ）埋葬のための棺、壺及び骨箱 

   （オ）死体の一時保存のための資材等 

   （カ）障害物の除去のための資材等 

 

 （３）期間 

    応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用が認められる期間は、原則として、それぞれ

の救助が行われている期間内とする。 

    特別な事情にあり、それぞれの救助が行われている期間を超える場合には、内閣府と連絡

調整を図ること。 

 

 （４）費用 

    応急救助のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実費

とする。 

   ア 応急救助のため支出できる輸送費は、輸送契約による場合の輸送費のほか、自動車等の

輸送用機器等の借上費、燃料費、修繕費及び消耗器材費等である。 

（ア）輸送費については、輸送契約の形態及び内容によって様々な場合が考えられるが、概

ね次により取り扱うこと。 

         ① 輸送業者等との契約については次の点に留意すること。 

      ａ 狭義の運賃のほか、保管料、搬出料、人件費等が輸送費の中に含まれていること

は差し支えない。 

       ｂ 危険地区への輸送であることから、割増料金等が必要となる場合には、平常時の
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料金等を参考に社会通念上許容できる適正な範囲内で契約するよう努めること。 

     ② 輸送業者以外の者から車両又は船舶等を借り上げる場合は次によること。 

      ａ 官公署又はその他の公共的な団体等の有する車両、船舶等の輸送機器等の借り上

げについては、それら団体の性格から、特別の定めがない限りは、無償で借り上げ

ることを原則とするが、故障の修繕費用等については支出しても差し支えない。 

      ｂ ａの場合を除き、輸送業者以外の者から車両又は船舶を借り上げる場合は、輸送

業者等との契約と異なり、通常それによる営業利潤を見込む必要はない。 

        したがって、原則として原価償却費等の実費に、必要に応じて運転手の人件費や

燃料等の実費等を弁償すれば概ね足りると考えられるので、特別な事情がある場合

を除き輸送業者等との契約より安価になるよう留意すること。 

      ｃ ｂの場合、原価償却費の中に一定の修繕費等を積算した場合、通常、故障の際の

修繕費等は必要ないと考えられるが、一般的な修繕費等の中には、特殊な故障は含

まれていないのが通例であるため、修繕費を支払わねばならなくなる場合も考えら

れる。 

              したがって、契約及び借上料の積算はできる限り明確にしておく必要がある。 

（イ）輸送費については、当該都道府県及び都道府県外のいずれも対象となると考えられる

が、通常、物資の価格は着駅価格で、輸送費は物資の価格の中に織り込まれるのが一般

的と考えられることから、この場合には、物資の価格と計上し、別途、輸送費として計

上しないこと。 

（ウ）当該都道府県以外の地区を輸送した費用については、原則として法第４条及び令第３

条に規定する救助を行うために必要な輸送費に限られるので、真にやむを得ない事情に

あり、その他について輸送費が必要な場合は内閣府と連絡調整を図ること。 

   イ 輸送を行った際の通常の実費とは、災害により割引運賃が実施されている場合には、そ

の運賃により、その他の場合は、特別な事情にない限り、国土交通省の許可を受けている

料金によることを原則とする。 

   ウ 炊き出しその他による食品の給与のための輸送については、被災地までは食品販売業 

    者等により行われるのが通例であり、被災地では、被災者や地域住民の相互扶助を中心 

    に、地方自治体職員やボランティア等により行われるのが通常であることから、特別な 

    輸送は想定していない。 

        ただし、離島や孤立した集落等への空輸を行うなど、通常の手段では給与できないよ

うな場合など、真にやむを得ない事情にあるものについては、 低限必要な輸送が認め

られるので、内閣総理大臣に協議すること。 

   エ 災害により利益を上げようとしたり、協力に応じないような者に対しては法第７条によ

る従事命令により実費を弁償するなどし、適正な価格の維持に努めることも必要である

が、できる限り事前の話し合いによって了解の上、協力させるように努力すること。 

 

 （５）対象 

    輸送費及び賃金職員等雇上費は、前述のとおり、原則として、法第４条及び令第３条に定

める救助を行うため、基準告示に定める各救助を行うため支出できる費用にこれらの経費が

含まれていない場合に限り、対象とするものである。 

しかしながら、これらの経費が含まれている場合であっても、特別な事情があり、輸送費
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及び賃金職員等雇上費による支出を行うことができなければ、十分な救助がなし難い場合に

は、事前に内閣総理大臣に協議の上、承認を得て支出すること。 

 

 （６）避難場所への輸送 

    災害のため現に被害を受け又は受けるおそれのある者に対し、人命を保護するため安全な

場所に避難させ、必要な物資などを供給する場合には、警察、消防をはじめ、その他のあら

ゆる機関を動員してなされるものであるが、これらで十分な救助がなし難い場合に、必要な

要員の確保及び輸送並びに被災者及び物資の運搬について、別に輸送費及び賃金職員等雇上

費を支出できる。 

       ただし、法第７条に基づき救助業務従事の命令を発した場合には、同条第５項による実費

弁償が行われるので、ここでいう輸送費の対象とはならない。 

 （７）他制度の輸送 

    法第４条及び令第３条に定める救助以外に使用された機械、器具及び資材等の輸送及び賃

金職員等については、例え真に必要なものであって、法第４条に定める救助と同様の効果が

期待できるものであっても、他の制度等によるものであるので、原則として、法による救助

に必要な輸送及び賃金職員等とは認められない。 

      ただし、法による救助に必要な機械、器具及び資材等として輸送したもの、また、法によ

る救助に必要な賃金職員等として雇い上げた者を、緊急やむを得ない場合でこれを利用する

ことが効果的である場合に、これらを利用することを妨げるものではない。 

     この場合、一応の救助が終了した時点において、速やかに制度間の調整を図ることとなる

が、原則として、当該輸送費については他の制度により費用を負担すべきであり、当該賃金

職員等の雇上費については、原則として、法による救助業務に従事した時間と他の制度等に

よる業務に従事した時間の割合で費用を負担すべきである。 
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 １７ 実費弁償について 

 （１）災害救助法施行令第４条第１号から第４号までに規定する者 

   ア 日当 

     業務に従事させた都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事し

た者に相当するものの給与を考慮して、各都道府県が定めること。 

イ 超過勤務手当、夜勤手当及び宿日直手当 

     職種毎に前記アに定める日当額を基礎とし、常勤職員との均衡を考慮して算定した額以

内とする。 

   ウ 旅費 

     職種毎に前記アに定める日当額を基礎とし、常勤職員との均衡を考慮して、都道府県旅

費支給条例において定める額以内とする。 

 （２）災害救助法施行令第４条第５号から第１０号までに規定する者 

業者のその地域における慣行料金による支出実績に手数料としてその１００分の３の額

を加算した額以内とする。 

 

 

 １８ 特別基準に関する処理について 

特別基準については、文書をもって協議することとなっているが、発災時に直ちに文書を

もって協議することが困難な緊急やむを得ない場合が多いことから、そのような場合には、

電話やファクシミリ、Ｅメールにより申請し、事後速やかに文書をもって処理することとな

っている。 

また、特別協議による救助の期間の延長については、地方公共団体の適切な判断に資する

よう、延長すべき期間が予測できる場合又は延長すべき期間は予測できないものの一定期間

以上の延長が必要であることが明らかな場合は、一般基準で定められた期間にかかわらず延

長できる。この場合、被災自治体は救助期間の延長に必要な具体的な事例を明確化して期間

の設定を行うこと。 

ア この場合の文書番号及び日付については、本来は電話により申請した日のものとすべき

であるが、災害という緊急時でもあるので、その日以降の文書番号及び日付として差し支

えない。 

   ただし、この場合、原則として、申請書の記載にその旨（○年○月○日の電話で申請し、

○年○月○日の電話で承認を得たものについて、文書をもって処理するものであること）

を明記すること。 

   なお、電話により申請した日の文書番号及び日付とする場合には、内閣府においても電

話にて承認した日の文書番号及び日付とする必要がある場合もあることから、事務に遺漏

をきたさぬよう、内閣府と連絡調整を図り、その旨の確認を行うこと。 

イ 特別基準の申請は、次により、いわゆる基準告示に定める救助の期間内に行うことを原

則とする。 

   （ア）基準告示に定める救助の期間内により難い場合 

     ① 基準告示に定める救助の期間内により難い理由 

     ② 必要とする救助期間 

     ③ 期間延長を必要とする市町村別救助対象数 
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     ④  その他必要な事項 

   （イ）避難所の設置、被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与の季別により難い場合 

         ① 季別の変更を要する理由とその季別 

     ② 季別の変更を必要とする市町村別救助対象数 

     ③ その他必要な事項 

   （ウ）輸送費及び賃金職員等雇上費の範囲により難い場合 

         ① 輸送費及び賃金職員等雇上費の範囲により難い理由 

         ②  輸送費及び賃金職員等雇上費の範囲に含める必要のある事項及びその期間 

      ③  その他必要な事項 

   （エ）その他基準告示に定める程度、方法により難い場合 

     ①  基準告示に定める程度、方法により難い理由 

     ② 特別基準の内容 

     ③ その他必要な事項 
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第５ 救助事務費に関する事項  

 

   救助事務費については、交付要綱（平成２６年３月２０日府政防第３３８号内閣府事務次官

通達「災害救助費負担金の国庫負担について」）に示されているところであるが、この取扱い

に当たっては次の事項に留意すること。 

   なお、救助事務費についても、交付要綱に定める手続き・算定基準により難い特別の事情が

ある場合は、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けなければならないが、その手続きについて

は第４の１７の例によること。 

 

 １ 救助事務費の範囲 

（１）実施機関の経費 

救助事務費は、法に基づき実施する救助に当たり、必要やむを得ない経費であって、救助

の実施機関の経費に限る。 

   ア 救助の委任を受けた市町村並びに補助機関としての市町村が応急救助の事務に要した

経費については含まれるものである。 

   イ その他、法による救助の実施に関して協力した団体又は個人が法による救助の実施のた

めに要した事務経費は、イの例に準じて取り扱って差し支えない。 

   ウ 災害の事前対策又は復旧事業等を行うために必要な事務経費等は含まれない。 

   エ 救助事務費は、救助期間内において、救助の事務を行うに直接必要な経費のほか、救助

費の精算の事務を行うのに必要な経費も含まれるものである。 

  

（２）救助事務費として認められる経費 

救助事務費として認められる経費は、次のア～サに掲げる経費であり、その具体的な例と 

しては、各々その次に掲げるものなどが考えられている。 

    したがって、これらの範囲を超えるおそれのある場合には、必要に応じて内閣総理大臣に

協議の上、特別基準を設定することも考えられるので、内閣府と連絡調整を図ること。 

   ア 時間外勤務手当 

   （ア）職員が応急救助の事務に従事した時間外勤務手当（休日勤務、宿日直を含む）の類で

ある。 

   （イ）災害の発生のおそれがある段階や災害時の応急救助のように、突発的な事務を処理す

るためには、平常時の人員及び体制では、その事務の遂行は困難であり、平常時の勤務

時間を超えた勤務を行わざるを得ないため、都道府県及び市町村職員が、救助事務のた

め正規の勤務時間を超えて勤務した場合の超過勤務手当等であること。 

   （ウ）正規の勤務日以外に勤務した場合の休日勤務手当のほか、通常の宿日直以外に宿日直

を行った場合の宿直手当及び日直手当等、法による救助のため通常の勤務以外の勤務に

伴う各種手当等についても、事務処理上、時間外勤務手当として差し支えない。 

   （エ）職員とは、原則として、市町村常勤職員のほか、臨時職員及び非常勤職員も含むもの

と解して差し支えない。 
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ただし、臨時職員及び非常勤職員で賃金による職員の場合は、通常は時間外勤務手当

についても賃金から支弁されることとなると考えられるので、特別な事情にある場合を

除き賃金で整理すること。 

なお、議会議員、各種団体の役職員、消防団員、被災地域の自治会役員等は、原則と

して職員には含まれない。 

   （オ）対象となる時間外勤務手当は、災害の発生のおそれがある段階や災害時の応急救助業

務に限られる。 

したがって、各種施設等の復旧、税務、防疫等に従事した職員は、当然除外され、広

報、財務、医療衛生、福祉等の事務に従事した職員は、その職務の中で、応急救助事務

に従事した時間が時間外に勤務した時間を超えていれば、その全額を対象とし、越えて

いない場合には、応急救助事務に従事した時間に見合う額とする。 

   （カ）法による救助業務を所管する部局以外の職員についても、救助業務に従事すれば対象

となるが、これらの職員の対象時間等の把握及び判定が往々にして困難であることか

ら、従事した事務内容について明確にしておくよう、関係部局長間において事前に協議

の上、調整を図っておくこと。 

   （キ）一般的に、出張中の職員については、時間外勤務手当は支給されないが、例えば、都

道府県職員が被災市町村に赴き、正規の時間を大幅に超えて救助業務に従事しなければ

ならないような特別な場合であって、その事実が明らかな場合には、対象として差し支

えない。 

   イ 賃金 

   （ア）災害の発生のおそれがある段階や災害時の応急救助のように、突発的な事務を処理す

るためには、平常時の人員及び体制では、その事務の遂行は困難であるため、救助事務

を行うため、臨時の賃金職員等を雇い上げた場合の費用である。 

   （イ）災害救助のための救助事務費の対象となる賃金職員と、応急救助を実施するために必

要な賃金職員の区別は、判別が困難な場合もあるが、この場合、主として庁舎内で事務

を行う賃金職員は救助事務費の対象とし、主として被災地において救助に従事する賃金

職員については応急救助のための賃金職員として差し支えない。 

   ウ 旅費 

   （ア）都道府県内の相互の指導連絡旅費、関係都道府県又は本省等への打ち合わせ旅費、救

援物資等の調達・輸送の旅費等、職員が出張した場合において負担した費用に対する実

費弁償である。 

   （イ）この場合の職員とは、原則として、救助業務に従事した都道府県及び市町村職員に限

られる。 

   （ウ）職員とは、原則として、市町村常勤職員のほか、臨時職員及び非常勤職員も含むもの

と解して差し支えない。 

      なお、議会議員、各種団体の役職員、被災地域の自治会役員等は、原則として職員に

含まれない。 
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    エ 消耗品費 

   （ア）応急救助の事務に必要な文房具及び消耗器材等の購入費である。 

   （イ）消耗器材等の購入には、「備品の類」は含まない。 

復興期に入ってからの購入は、通常業務と災害対応業務の境に明確な整理がなく、長

期間の使用が見込まれる「備品」（例えば、シュレッダー、ラベルライター、ファイル

ワゴン、書庫、机、いす、ごみ箱、関連書籍や図書など）などは、自治事務として購入

するべきである。やむを得ず購入が必要な場合は、事前に内閣府と調整を行った上で購

入すること。 

なお、「備品」については、短期間の使用が見込まれる場合には、借り上げにより対

応を行うこと。 

   （ウ）厳密に言えば、応急救助のためにのみ使用した分に限られるが、厳密な適用を行うこ

とは、混乱時の事務手続き上、非常に困難であることから、社会通念上、応急救助の事

務に使用すべきと認められる範囲及び数量内であれば、必要な費用と認められる。 

   オ 燃料費 

   （ア）救助業務を行うのに必要な庁舎等暖房用燃料及び自動車燃料等の購入費である。 

   （イ）庁舎内暖房用燃料については、一般に、災害救助業務に必要となった量と、通常の事

務を行う上で必要となった量との区分は困難であると思われるので、平常時の通常の額

との差額分を計上して差し支えない。 

   （ウ）自動車等の燃料等については、直接応急救助の事務に使用したものに限られる。 

      したがって、議会議員等の視察、応急救助とは関係のない土木、建築、防疫等に要し

た費用は含まれない。 

また、応急救助に使用した分であっても、応急救助そのものに要した費用は、原則と

して、救助費（輸送費等）に計上すべきであり、ここには含まれない。 

   カ 食糧費 

   （ア）職員に対する炊出し等及び応急救助対策打合会等における食料費の類とする。 

   （イ）職員の食事は、本来、自らが用意するものであるが、救助期間中は、資力の如何にか

かわらず食料確保が困難であり、しかも、平常時に比べ、はるかに多忙な時であり、不

眠不休で業務に従事しているようなことが普通であるから、炊き出し又は弁当等の支給

・購入等もやむを得ないものとしている。なお、避難所等で炊き出し又は弁当等の給与

を受けている被災者の状況を踏まえれば、高額あるいは豪華なものの支給及び購入等は

厳に慎むべきである。 

 (ウ）ここでいう救助事務費の対象となる職員に対する炊き出し等は、原則として、市町村

職員等であって、直接応急救助に従事した職員とする。 

   キ 印刷製本費 

   （ア）被災証明書、公用令書、立入検査票、災害報告等の作成に要する費用などであり、通

常、各種の帳簿、台帳、諸用紙類の印刷製本等に要する費用、また、その他、事務必携、

法令通知集及び諸様式等の類の印刷製本等に要する費用等である。 

   （イ）厳密に言えば、応急救助のためにのみ使用した分に限られるが、厳密な適用を行うこ
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とは、混乱時の事務手続き上、非常に困難であることから、社会通念上、応急救助の事

務に使用すべきと認められる範囲及び数量内であれば、必要な費用と認められる。 

   （ウ）災害救助の記録としての書物は、資料としても必要なものであるので、原則として次

の範囲で認められる。 

     ① その内容については、災害救助を中心とした応急救助が記載の大半を占めるような

ものであること。 

     ② 装丁その他については、社会通念上、この種の書物が許容される範囲内のものとす

る。 

     ③ 都道府県一般、農林、土木等を中心としたものは、原則的に認めがたいものである

が、その記載分量の割合の範囲内で負担することはやむを得ないものとして認められ

る。 

   ク 光熱水費 

   （ア）災害救助の事務を行うのに必要な電気料、水道料、ガス代等である。 

   （イ）一般に、災害救助業務に必要となった量と、通常の事務を行う上で必要となった量と

の区分は困難であると思われるので、平常時の通常の額との差額分を計上して差し支え

ない。 

   ケ 修繕費 

   （ア）応急救助の事務に使用し、そのために修繕を要する状態になった自動車、船舶、自転

車等の修繕費である。 

庁舎の修繕、また、机及び椅子等の一般備品の修繕は、応急救助の事務のみのために

修繕を要する状態となったとは言い難いこともあり、原則として認められないものであ

るが、特別な事情がある場合には、内閣府と連絡調整を図ること。 

   （イ）原則として、応急救助に直接従事する職員が、その事務執行上使用したものに限られ、

議会議員等は勿論、応急救助の事務を行う職員以外の者、また、応急救助の事務に直接

従事する職員が使用したものであっても、その事務以外に使用したものは含まれない。 

   （ウ）修繕を要する状態になったもののみが対象となるが、修繕を要する状態とは、修繕を

行わなければ通常の使用に耐えないような状態をいうものであるので、単に美しく塗り

替えるとか、シートを張り替えるといった類は、原則として対象とはならない。 

修繕の程度は、原状回復が原則であり、改良、改善は原則として含まれない。したが

って、新しく買い換えることは、原則として認められない。 

ただし、社会通念上、美的な問題からも修繕が必要とされるもの、一定の改良・改善

も含めて修繕されるもの、及び買い換えが相応しいものについては、特例的に認められ

る場合もあるので内閣府と連絡調整を図ること。 

   （エ）応急救助の事務を行うために使用したものに限られ、救助そのものを行うために使用

したものは救助費に含まれる。 

   コ 使用料及び賃借料 

   （ア）応急救助のために必要な土地、建物又は機器等の借上料であり、具体的には次のよう

なものが考えられる。 
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     ① 庁舎等が利用できないため、又は他に救助対策本部を設置するなどのため、土地又

は建物を借り上げた場合の土地又は建物の借上料。 

         ② 救助対策本部等で使用する机、椅子、ラジオ、テレビ、パソコン、複写機、ファク

シミリ、携帯電話等の借上料。 

     ③ 災害救助の事務を行うために必要な自動車等の輸送機器の類の借上料。 

     ④ その他応急救助事務を行うために必要な機器又は器具等の借上料 等。 

   （イ）応急救助に直接関係のない部局と共同で借り上げる場合には、各々の使用量で明確      

に分けられる場合は、それによること。 

明確に分けられない場合には、全使用（利用）職員数に対する応急救助事務従事職員

数の割合、各々の使用（利用）期間の割合等により按分して算定して差し支えない。 

   （ウ）備品の類は、応急救助の臨時的な性格から、購入費は原則として認められないが、借

り上げることが著しく困難なものについては購入費についても認められる。ただしこの

場合、使用又は利用が終わった時点において、社会通念上、換価処分が可能なものにつ

いては換価処分し、その差額のみを対象経費とする。 

   サ 委託費 

応急救助の事務の執行に必要な業務委託費である 

（ア）救助事務は、本来、救助の実施機関が自ら行うのが基本であるが、発災時において、

円滑な事務を実施するには限界が生じる場合があるため、例えば、大量の民間賃貸住宅

の借り上げにおける被災者への住宅の斡旋や業者との契約、賃金支払いなどの膨大な事

務作業について専門的な業者に事務を委託し、事務の効率化を図るための経費である。 

そのため、あらかじめ委託の可能性があるもの事務を特定し、事前にその事務を受託

可能な業者等と協定を締結するなどの取組みを行うことが望ましい。 

（イ）なお、この委託費は応急救助以外の災害復旧や復興に関係する事務は、対象とはなら

ない。 

シ 通信運搬費 

応急救助の事務を行うのに直接必要な電話（ファクシミリを含む。）料、郵便料、器具

及び備品の運搬料、職員支給用弁当の運搬料等、並びに出張旅費が支給されない程度の市

内バス、電車又は船舶等の乗車料（利用に供された回数券等の購入費を含む。）又はタク

シー料金等の通信料、運搬料及び交通費等である。 

 

（３）救助と災害ボランティアとの調整に要する経費 

   ア 対象事務 

大規模な災害が発生すると被災地に多数のボランティアが駆け付けるが、被災地にお

いて適切な受け入れや調整が行われないと、現場において被災自治体の実施する救助

（以下「救助」という。）やボランティア等による支援が錯綜し、混乱するおそれがあ

る。この場合、被災地での救助や支援のニーズを的確に把握し、円滑にボランティアを

受け入れ、救助とボランティア活動を分担し、被災者とのマッチングをはじめ、それぞ

れの活動が現場で混乱なく進められるよう、救助と災害ボランティア活動との調整（以
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下単に「調整」という。）が実施されることで、救助を円滑かつ効果的に行うことがで

きる。このため、救助を実施する被災自治体が、災害ボランティアセンターの設置・運

営を行う者（以下「設置・運営者」という。）に、こうした調整事務を委託する場合

は、その委託事務に係る経費のうち、以下の対象経費を救助事務費の『サ 委託費』と

して、災害救助費負担金の国庫負担の対象とすることができる。 

なお、この場合の災害ボランティアセンターにおける調整事務に係る経費について

は、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（内閣府告示第

228 号）第 15 条第１項第２号及び第３号の費用とは別枠で請求を行うこと。 

  イ 対象期間 

災害ボランティアセンターの活動中に、調整が実施されている期間が対象となる。た

だし、災害ボランティアセンターの活動中であっても、活動実績を確認できない期間

は、対象期間とすることができない。 

   ウ 対象経費 

救助を実施する被災自治体が、設置・運営者にその調整事務を委託する場合は、次に

掲げる費用が救助事務費の対象となる。 

（ア）調整事務を行う人員の人件費 

① 調整事務職員の時間外勤務手当（休日勤務又は宿日直を含む） 

② 調整事務のため新たに直接雇用する臨時職員及び非常勤職員の賃金 

③ 被災自治体外から災害ボランティアセンターに派遣する職員の時間外勤務手当

（休日勤務又は宿日直を含む） 

なお、①、②については、設置・運営者が支払った実費、又は当該設置・運営者

の給与規程に基づき算出される人件費のうち、いずれか小さい金額（ただし、当該

設置・運営者の規程に基づき算出される額が、委託元である被災自治体の規程に基

づき算出される額と比較して明らかに乖離する場合は、当該設置・運営者が支払っ

た実費、又は委託元の被災自治体の給与規程に基づき算出される人件費のうち、い

ずれか小さい金額）とする。 

       ③については、派遣先の設置・運営者が派遣元に支払った実費、又は派遣元の給

与規程に基づき算出される人件費のうち、いずれか小さい金額（ただし、明らかに

経済的合理性がない場合には、派遣先の設置・運営者が派遣元に支払った実費と、

派遣先の設置・運営者又はその委託元の被災自治体の給与規程に基づき算出される

人件費のうち、いずれか小さい金額） 

    （イ）調整事務を行う人員の旅費 

①  被災自治体外から災害ボランティアセンターに派遣する職員に係る旅費 

派遣先の設置・運営者が派遣元に支払った実費、又は派遣元の旅費規程に基づい

た実費のうち、いずれかの小さい金額（ただし、当該規程が明らかに経済的合理性 

がない場合には、派遣先の設置・運営者が派遣元に支払った実費と、派遣先の設置

・運営者又はその委託元の自治体の旅費規程に基づいた実費のうち、いずれか小さ

い金額） 
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（ウ）なお、調整業務のために臨時職員及び非常勤職員を新たに直接雇用する場合には、

委託元の被災自治体の承認（電子メール等による承認を含む）が必要となることに留

意すること。 

また、再委託業務は、理由の如何に関わらず国庫負担の対象とならないので留意す

ること。 

   エ 委託契約 

災害救助費負担金の国庫負担の対象となるためには、救助を実施する被災自治体か

ら、当該自治体が実施する救助とボランティア活動の調整に関する調整事務が委託され

ていることが求められる。災害ボランティアセンターの設置・運営を複数の者で行う場

合において、それぞれの設置・運営者が国庫負担の対象となるためには、被災自治体か

らそれぞれの設置・運営者に委託されていることが必要である。 

また、委託契約には以下が含まれていることが必要である。 

・ 調整事務が委託されていること。 

・ 支払い対象として、調整事務職員の時間外勤務手当(休日勤務、宿日直を含む)、調

整事務のため新たに直接雇用する臨時職員及び非常勤職員の賃金、被災自治体外から

災害ボランティアセンターに派遣する職員に係る旅費が含まれていること。 

なお、既に自治体と設置・運営者の間で、災害ボランティアセンターの設置・運営に

係る協定書を締結されている場合でも、協定書に関わらず、契約書を作成し、締結する

ことが必要となる。 

  オ 委託契約書等の準備 

委託契約は、被災後速やかに契約書を作成し、締結することが必要となる。そのた 

め、平時より委託契約書、委託仕様書及びその他契約に必要となる資料等を予め作成し

ておき、災害時には即応できるよう準備をしておくこと。 

また、災害救助費負担金の国庫負担の対象となるのは、対象期間における調整に必要

な人員の確保までとなるが、被災自治体の判断で、独自の委託内容を当該委託契約書に

含めることを妨げるものではない。 

 

（４）その他の留意事項 

   ア 救助事務費については、基本的には、応急救助に欠くことのできない種類のものに限定

されるが、どの程度が必要にして十分な範囲であるかについては、個々の災害の特殊事情

によって異なることから、通知（「災害救助法による救助の実施について」（「改正災害

救助法等の施行及び災害救助法等に基づく事務の厚生労働省から内閣府への移管につい

て」（平成２５年１０日１日府政防第９３７号）により内閣府政策統括官（防災担当）通

知に読み替え）（旧 昭和４０年５月１１日社施第９９号））では、その費目のみについ

て制限している。  

   イ 救助事務費の額については、交付要綱において、過去の実績を勘案して定められている

が、これは個々の災害毎のものではなく、年間における各種災害の救助費総額に対する救

助事務費の限度を示したものである。 
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   ウ 災害は、個々の災害によりその事情が異なることから、統括官通知に定める費目、交付

要綱に定める額で対応できない場合には、各種救助種目と同様に、内閣総理大臣に協議し

て、その費目及び額について定めることができる。 
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 ２ 救助事務の処理に必要な帳簿書式に関する事項 

   救助事務の処理に必要な帳簿書式は、原則として次に定めるところによるが、災害直後の混

乱時のため、これらの帳簿書式等の整備ができない場合には、これらに代わる何らかの書類等

を整備・保存しておくこと。 

   なお、法第２１条に規定する費用の求償の対象となった救助については、それぞれ該当する

種目の様式（「災害救助法による救助の実施について（昭和 40 年５月 11 日社施第 99 号）（

終改正：令和３年３月 31 日））様式３～様式 24）に記載すること。 

  

（１）避難所設置及び避難生活状況（様式３） 

（２）応急仮設住宅台帳（建設型仮設住宅）（様式４－１①及び②） 

（３）応急仮設住宅台帳（借上型仮設住宅）（様式４－２） 

（４）炊き出し給与状況（様式５） 

（５）飲料水の供給簿（様式６） 

（６）被服、寝具その他生活必需品の給与状況（様式７） 

（７）救護班活動状況（様式８） 

（８）病院診療所医療実施状況（様式９） 

（９）助産台帳（様式 10） 

（10）被災者救出状況記録簿（様式 11） 

（11）住宅応急修理記録簿（様式 12） 

（12）生業資金貸付台帳（様式 13） 

（13）学用品の給与状況（様式 14） 

（14）埋葬台帳（様式 15） 

（15）死体処理台帳（様式 16） 

（16）障害物除去の状況（様式 17） 

（17）輸送記録簿（様式 18①） 

（18）賃金職員雇上台帳（様式 18②） 

（19）令第４条第１号から第４号までに規定する者の従事状況（様式 19） 

（20）令第４条第５号から第 10 号までに規定する者の従事状況（様式 20） 

（21）扶助金の支給状況（様式 21） 

（22）損失補償の状況（様式 22） 

（23）法第 19 条の補償費の状況（様式 23） 

（24）救助事務費の状況（様式 24①～⑧） 

（25）法第 20 条に規定する費用の求償の対象となった救助については、それぞれ該当する種目 

の様式に記載すること。 

 

《美馬市地域防災計画（資料編）　　巻末資料》

647



 

- 155 -

第６ 応急救助に当たっての留意事項 

 

 １ 情報提供 

救助の実施に当たっては、被災者等に対する情報提供の重要性を勘案し、都道府県及び市町

村は互いに協力し、被災者等に対する情報提供についてできる限り配慮すること。 

 

なお、被災者等の情報に対する需要は時々刻々と変化するものであるから、都道府県及び市

町村は、互いに連絡調整を図り、これら変化する被災者等の要求に応えられるよう、情報の収

集・管理を行い、適時適切に情報提供ができるように努めること。                 

 （１）被災者等の必要性に即した情報提供 

   ア 被災者等が必要とする情報は、避難誘導段階、避難所設置段階、避難所生活段階、応急     

仮設住宅設置段階、応急仮設住宅生活段階等、災害発生からの時間経過に伴い、刻々と変

化していくことから、これら被災者の必要性に即した情報を的確に把握し、提供すること。 

   イ 災害発生直後は、食料、飲料水、生活必需品及び医療等、その欠乏が生命に直接影響     

をきたすおそれのあるものを確実に提供できるような情報提供に配慮すること。 

ウ 災害発生から一定の時間が経過した段階においては、恒久住宅の建設計画等の被災者     

が将来に希望を持って安心して生活ができるような情報を提供すること。 

 （２）多様な情報提供手段の活用 

ア 市町村（都道府県）は、避難所（福祉避難所を含む。）に掲示板等の情報提供手段を確

保するとともに、管理責任者を配置し、これらの者を通じ、被災者等の住民に対して避難

生活に必要な情報についてできる限り提供すること。 

        情報提供手段としては、掲示板等のほか、パソコン等の情報機器の設置等、できる限り

多様かつ広範な手段を用意することが望ましい。 

イ 応急仮設住宅に集会施設を整備した場合には、掲示板又はパソコン等の情報機器の設     

置を図るなど、これらを活用した情報提供についても検討すること。 

ウ 都道府県及び市町村は、次により、広く一般の被災者等の住民に対する情報提供につい

ても十分に配慮すること。 

（ア）市町村は、自治会組織や広報車等を活用するなどし、被災者等に対する情報提供に      

ついて十分に配慮すること。 

（イ）都道府県及び市町村は、互いに連絡調整を図り、必要に応じて地元のマスコミ等と      

連携し、ラジオ（臨時のミニＦＭ局を含む）、テレビ、新聞やインターネット等の多様

な手段により、広く住民等に対する情報提供が行われるよう配慮すること。 

（ウ）都道府県及び市町村は、互いに連絡調整を図り、必要に応じ、広報紙等の発行等を行

うなど、被災者等の住民に対して必要な情報をきめ細かに提供できるよう配慮するこ

と。この場合、住家のない者もいるので、配布方法等についても検討すること。 

（エ）自市町村内に防災無線等の放送設備が配備されている場合には、これらの活用につい

ても検討すること。 

（オ）都道府県及び市町村は、互いに連絡調整を図り、必要に応じ、パソコン等の情報提供

機器を活用した広範な情報提供についても配慮すること。 

（カ）その他、各地方公共団体における事情に応じた創意工夫を図り、被災者等の住民に      

対して十分な情報提供が行われるよう配慮すること。 
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（キ）都道府県は、市町村に対して必要な機器等の提供は勿論、情報の提供等についても      

十分に配慮し、その支援を図ること。 

 （３）障害者や外国人への情報提供 

   ア 障害者への情報提供 

   （ア）障害者には情報が伝達されにくいことから、聴覚障害者に対しては掲示版、ファク      

シミリ、手話通訳、文字放送等により、視覚障害者に対しては点字等による情報提供を

行うこと。 

   （イ）障害者への情報提供に当たっては、障害者（支援）団体やボランティア団体と連携      

し、情報提供を行うこと。 

   イ 外国人への情報提供 

外国人には日本語を解せない者や被災地の地理や事情に不慣れな者もおり、必要な情報

を得ることが困難と考えられることから、必要に応じ、外国語による情報提供、通訳を配

置した外国人向け相談体制等について配慮すること。 

 （４）被災地域外避難者等への情報提供 

ア 情報提供については、被災者のほか、救助に協力するボランティアや、被災地外の被     

災者の関係者に対しても配慮が必要である。 

      イ 被災者の避難先は広く他府県に及ぶことから、被災地域外の避難者が情報過疎に置かれ

ることのないよう、マスコミ等との連携により被災者の居所の把握等情報収集を行うとと

もに、地域外避難者に対し広報紙の送付やインターネット（Ｅメール、ホームページの開

設）等による情報提供を行うこと。 

      ウ 情報提供において影響力の大きいマスコミについては、緊密な連携を図る必要がある     

ことから、マスコミ相互あるいは地方公共団体等との間で平常時から災害発生時の広報     

についての具体的な取決め、協定等を行っておくこと。 

 

 ２ ボランティア活動との連携 

   ボランティア活動との連携方法については、「災害時の福祉救援ボランティア活動に関する

マニュアル」（平成８年 10 月１日）等を参考することとなるが、災害救助担当部局において

も、次の点に留意して、ボランティア等との連携を図るよう努めること。 

 （１）ボランティア活動の受け入れ・連携 

   ア 被災者への救援物資の配付、避難所における炊き出し、要配慮者の安否確認やきめ細か

な在宅生活支援等、災害時においてボランティアが果たす役割は極めて大きいことから、

ボランティア等と積極的に連携すること。 

   イ ボランティアを迅速かつ円滑に受け入れることができるよう、ボランティア担当の行     

政窓口やボランティア活動の連絡・調整（コーディネート）組織を明確に定め、その周知

を図ること。 

   ウ ボランティア活動を支援するため、社会福祉協議会、ボランティア団体等と連携し、     

刻々と変化するボランティアの需要を把握し、活動者に的確な情報を提供すること。 

 （２）連絡・調整機能の強化 

    ボランティアに対する多様な需要に即応したボランティア活動が行われるよう、平常時    

から連絡・調整を行う者（コーディネーター）の養成・配置を行い、連絡・調整（コーディ
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ネート）機能を強化しておくこと。 

 （３）活動基盤の整備 

   ア ボランティアが安心して活動できるよう、平常時からボランティア保険の普及・活動     

拠点の整備、活動資材の提供等に努めること。 

   イ ボランティア活動の大規模化、長期化が予想される場合には、必要に応じ、法第８条の

協力命令や救助事務費等の活用を図るほか、その他の活動費の助成等の方法についても検

討すること。 

 （４）連携体制づくり 

    長期にわたって、継続的かつ効果的なボランティア活動が展開されるよう、平常時から    

ボランティア団体や企業、労働組合等の民間団体相互の連携体制（ネットワーク）づくりを

支援すること。 

 （５）ボランティアへの周知 

    特に被災地以外の都道府県等は、マスコミ及びボランティア団体等と連携を図り、発災    

直後の初期活動を行う場合は、食料、飲料水、生活必需品及び器材等を持参し、野営等もで

きる自己完結的な装備で被災地に赴くよう周知を図ること。 

 

 ３ 救援物資 

 （１）救援物資の受け入れ・配分 

    ア 被災者が必要とする物資の種類・量を速やかに把握し、それらが迅速に被災地に集まる

よう、現地対策本部等を通じて支援を要請すること。 

   イ 救援物資の受け入れを迅速に行うため、被災状況等を踏まえ、速やかに物資の集積基     

地、配送ルート等を確保すること。 

 （２）救援物資の送り方の周知 

    救援物資の円滑な受け入れのため、報道機関等を通じ、救援物資の送り手である国民や    

企業等に、被災地での仕分けが非常に労力を要することの理解を得て、大きな単位で取りま

とめ、次により送付するよう周知を図ること。 

       被災地外の都道府県及び市町村は被災都道府県及び市町村に協力し、これらについて管    

下の住民等に対して周知を図る必要があること。 

     ア 品目別に区分して発送することとし、できるだけ単品で１包みとすること。 

     イ 梱包を開かなくても内容がわかるよう識別表等により内容を表示すること。 

     ウ 品物は新品が望ましいこと。 

   エ 大量の救援物資の受け入れ・配付については、ボランティアの活動が不可欠であること。 

     オ 一定期間経過後は、被災者からは救援物資よりも義援金が望まれること。 
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災害救助事務取扱要領（令和５年６月） 
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別添１－１ 「新型コロナウイルス感染症対策としての災害時の避難所とし 

てのホテル・旅館等の活用に向けた準備について」（令和２年４ 

月28日付け事務連絡）を踏まえた対応について（令和２年５月27 

日付府政防第1217号、消防災第97号、健感発0527第２号、観観産 

第75号） 

 

 

別添１－２ 災害が発生するおそれのある段階から避難所として貸出し得る 

各省庁及び独立行政法人、民間団体等が所有する研修所、宿泊施 

設等の活用等について（令和３年６月 18 日付府政防第 749 号、消 

防災第 85 号） 

 

 

別添２ 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定（例） 

 

 

別添３ 応急仮設住宅（賃貸型応急住宅）の考え方ついて 

 

 

別添４ 「住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理」実施要領（例） 

 

 

別添５ 「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」実施要領（例） 

 

 

別添６ 「障害物の除去」実施要領（例） 

 

 

別添７ 令和５年度災害救助基準 
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府政防第 1217 号 

消 防 災 第 9 7 号 

健感発 0527 第２号 

観 観 産 第 7 5 号 

令和２年５月 27 日 

 

 

各都道府県、保健所設置市、特別区防災担当主管部（局）長 

                衛生主管部（局）長    殿 

観光担当部（局）長 

 

 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（被災者生活再建担当） 

消防庁国民保護・防災部防災課長 

厚生労働省健康局結核感染症課長 

観 光 庁 観 光 産 業 課 長 

 

 

「新型コロナウイルス感染症対策としての災害時の避難所としてのホテル・旅館等の活

用に向けた準備について」（令和２年４月 28 日付け事務連絡）を踏まえた対応について 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染が収束していない状況にあるため、災害が発生し

避難所を開設する場合には、感染症対策に万全を期すことが重要となっており、「新型

コロナウイルス感染症対策としての災害時の避難所としてのホテル・旅館等の活用に

向けた準備について」（令和２年４月 28 日付け事務連絡）を発出したところです。 

この事務連絡において、宿泊団体等と連携してホテル・旅館等の活用の検討を進め

ていただくよう助言したところですが、このたび、当該通知の内容を補充するため、

下記のとおり留意事項をとりまとめました。平時の事前準備及び災害時の対応の参考

として頂きますようお願いします。 

都道府県におかれては、避難所としてのホテル・旅館等の活用にあたり、市町村の

みでは対応が困難な場合も想定されることから、各市町村における避難所の確保が円

滑に進むよう、支援をして頂きますようお願い致します。なお、下記の「８．費用負

担」については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（以下「交付

金」という。）を所管する内閣府地方創生推進室に確認済です。 

貴都道府県内の市町村防災担当主管部局に対しても、その旨周知して頂きますよう

お願い致します。 

本件通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基

づく技術的助言であることを申し添えます。 

別添１－１ 
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記 

 

【平時の事前準備】 

１．ホテル・旅館等を避難所として開設する必要性の検討 

 ・市町村において、可能な限り多くの避難所の開設を検討し、避難所として開設可能

な公共施設等の活用についても十分検討した上で、なお不足が予測される場合は、

ホテル・旅館等の活用を検討すること。 

 ・避難所としてのホテル・旅館等の活用の検討に当たっては、市町村防災担当主管部

局は、都道府県防災担当主管部局を通じて、軽症者及び無症候性病原体保有者のた

めのホテル・旅館等の確保を行っている都道府県の衛生主管部局をはじめとする関

係部局との調整を行うこと。なお、ホテル・旅館等が、市町村、都道府県のいずれ

にも協力を予定している場合は、発災時の対応を事前に協議しておくこと。 

 

２．ホテル・旅館等の活用 

 ・市町村は、１．の検討の結果、ホテル・旅館等の活用が必要であると判断した場合

は、宿泊団体等から情報提供された受入可能なホテル・旅館等のリストも参考にし

ながら、ホテル・旅館等の立地の状況等を踏まえ、災害発生時の避難所としての活

用に適すると思われるホテル・旅館等との間で借上げに係る調整を実施すること。

当該市町村のみでは対応が困難な場合は、都道府県に調整を要請すること。 

 ・都道府県は、市町村から要請があった場合は、当該市町村及び防災担当主管部局と

衛生主管部局をはじめとする関係部局が緊密に連携の上、１．の市町村におけるホ

テル・旅館等の活用の必要性等を踏まえ、借上げに係る相談を実施すること。 

・調整に当たっては、各ホテル・旅館等との間で借上げ開始時期、期間、費用等具体

の借上げ条件及び避難者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合の対応、濃厚

接触者への対応等について調整しておくこと。なお、市町村及び都道府県において

宿泊団体等と協定を締結していない場合は、協定締結に向け調整することが望まし

い。調整に当たっては別添の協定例等を参考にされたい（既に都道府県から市町村

に協定例を示している場合においては、当該協定例を参考に検討されたい。）。 

  

３．ホテル・旅館等の避難所としての開設に向けた準備 

・市町村において、災害発生時においてホテル・旅館等を避難所として開設する場合

の運営体制についてあらかじめ決めておくこと。当該市町村のみでは十分な体制を

構築できない場合は、都道府県等から応援職員の派遣を検討すること。 

・市町村は、ホテル・旅館等の活用が必要となる可能性がある場合は、ホテル・旅館

等へ優先的に避難する者（高齢者・基礎疾患を有する者・障がい者・妊産婦・訪日

外国人旅行者等及びその家族等）を検討し、優先順位の考え方を決めておくととも

に、事前にリストを作成しておくこと。検討結果について都道府県とも共有してお

くこと。 

 ・市町村において、ホテル・旅館等へ優先的に避難する者としてリストに掲載されて
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いる者がどのホテル・旅館等に避難すべきか事前に検討しておくこと。 

 

【災害発生時等】 

４．災害の発生が予想される場合におけるホテル・旅館等へ優先的に避難する者に対す

る避難先の事前周知 

・大型の台風の接近が予想されるなど大規模な災害の発生が見込まれ、事前に確保し

た避難所より多くの避難所が必要となり、避難所としてホテル・旅館等を活用する

ことが予想される場合は、市町村は、事前にホテル・旅館等の施設管理者等に空室

状況等を確認すること。 

・上記確認結果を踏まえ、当該ホテル・旅館等に優先的に避難する者としてリストに

掲載されている者の受入れが可能であり、避難所として当該ホテル・旅館等を開設

することについて調整が整った場合は、当該リストに掲載されている者に対し、避

難が必要となった時は、直接当該ホテル・旅館等に避難すべき旨を事前に周知する

こと。 

 

５．ホテル・旅館等を速やかに避難所として開設 

・ホテル・旅館等を避難所として開設する必要があると判断した場合には、市町村は、

被災状況、二次災害の可能性などの安全面を直ちに施設管理者等に確認の上、ホテ

ル・旅館等を避難所として速やかに開設すること。 

・運営管理を適切に行うため、避難所として開設したホテル・旅館等の管理責任者を

配置すること。なお、ホテル・旅館等の施設管理者等の十分な理解を得た上で、こ

れらの者を管理責任者に充てることとしても差し支えない。 

 

６．ホテル・旅館等における避難者の受入 

 ・４．において事前に周知した場合は、リストに掲載されている者が避難しているか

避難所として開設したホテル・旅館等の管理責任者が確認を行うこと。 

・事前にホテル・旅館等へ優先的に避難する者のリストを作成していない場合又は地

震等の突発的な災害のため４．の事前の周知を行うことができなかった場合は、市

町村の職員等が、速やかにホテル・旅館等の被災状況や空室状況を確認の上、指定

避難所又は指定緊急避難場所等の避難者の受入状況や高齢者・基礎疾患を有する

者・障がい者・妊産婦・訪日外国人旅行者等及びその家族等の避難状況を踏まえ、

事前に設定した優先順位の考え方に基づき、ホテル・旅館等へ避難させるべき者を

判断すること。この際、避難者の生命の安全を図るため輸送を実施する必要がある

場合は、災害救助法の適用を前提に、災害救助法による救助として取り扱って差し

支えない。 

・自宅療養者は、原則として避難所として開設したホテル・旅館等に滞在することは

適当でないことに留意しつつ、人権が侵害されるような事態が生じないよう適切に

取り組むこと。 

・避難者の健康状態の確認について、衛生主管部局と適切な対応を事前に検討の上、
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「避難所における感染対策マニュアル」における症候群サーベイランスの内容も参

考として、避難所への到着時に行うことが望ましい。 

 

７．運営管理 

 ・避難者名簿の整備、炊き出しその他による食品の供与、飲料水の供給、被服、寝具

その他生活必需品の給与、ホテル・旅館等と避難所又は自宅の移動手段の確保等生

活環境の確保に努めること。 

・避難者向けに周知する情報について、指定避難所等と同様に提供すること。 

・ホテル・旅館等において避難者に発熱・咳等の症状が出た場合は、専用のスペース

を確保すること。また、避難者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応

について、都道府県の衛生主管部局をはじめとする関係部局と十分に連携の上で、

事前に検討し、これに沿って対応を行うこと。 

・避難所運営にかかわる職員の健康状態の把握等を行うこと。 

 

８．費用負担 

・災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用される場合においては、同法第４条

第１項に規定する救助として実施するホテル・旅館等や民間施設の借上げ、当該施

設への輸送等を含む避難所の設置、維持及び管理に要する費用については、同法に

よる国庫負担の対象となること。同法第４条第１項に規定する救助に該当しない避

難所における新型コロナウイルス感染症への対応に要する費用については、令和２

年４月１日以降に実施される事業であれば、交付金の活用が可能である。 

・災害救助法が適用されない災害においても、新型コロナウイルス感染症への対応と

して実施するホテル・旅館等や民間施設の借上げ、当該施設への輸送等を含む避難

所の設置、維持及び管理に要する費用については、令和２年４月１日以降に実施さ

れる事業であれば、交付金の活用が可能である。 
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災害時等における宿泊施設の提供等に関する協定（ひな形） 
 

 ○○市・町・村(以下｢甲｣という。)と○○○県旅館ホテル生活衛生同業組合○○支部

(又は個別の○○ホテル・旅館)(以下｢乙｣という。)は、地震・風水害その他の災害又は

武力攻撃事態等(以下｢災害等｣という。)の発生時における宿泊施設、入浴及び食事の提

供等(以下｢宿泊施設の提供等｣という。)に関する協定を次のとおり締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害等発生時又は水害に備えた早期避難時において、高齢者等特

段の配慮が必要な方の避難を甲が速やかに実施するため、乙の甲に対する協力に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、災害等発生時において、特段の配慮が必要な方の避難所の確保及び速や

かな避難について、乙に対し、協力を要請することができる。 

２ 甲の要請の方法は、乙に対し、次に掲げる事項を記載した協力要請書(様式１)をも

って行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話、ＦＡＸ等により要請し、

事後速やかに文書を送付するものとする。 

 （１） 要請を行った者の職・氏名及び担当者の職・氏名 

 （２） 要請理由 

 （３） 要請内容 

 （４） 履行の場所 

 （５） 履行の期日又は期間 

 （６） その他必要な事項 

 

（要請する業務の範囲） 

第３条 前条の規定による要請に基づき、乙が実施する業務の範囲は、概ね次に掲げる

ものとする。ただし、これにより難い場合は、甲乙協議の上別途定めるものとする。 

 （１） 乙の組合員(又は乙)が所有する宿泊施設への宿泊、入浴及び食事の提供 

 （２） 前号の業務を実施するにあたっての空室等の状況の把握及び調整 

 （３） その他必要とする事項 

２ 宿泊施設等への入所者に対する健康状態のモニタリング、体調管理、発熱や咳の症

状が出た方への対応等は、甲が当該宿泊施設等へ職員等を派遣し実施するものとする。

ただし、これにより難い場合は甲乙協議の上別途定めるものとする。 

 

（実施） 

第４条 乙は、甲から第２条の規定による協力の要請を受けたときは、要請事項を実施

するための措置を速やかにとるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により業務を実施した場合は、甲に対し、その状況を次に掲げる

別添 
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事項を記載した業務実施報告書(様式２)により報告するものとする。ただし、緊急を

要する場合は、電話、ＦＡＸ等により報告し、事後速やかに文書を提出するものとす

る。 

 （１） 履行の場所 

 （２） 受入人数、提供部屋数、食事その他の履行内容 

 （３） 履行の期日及び期間 

 （４） その他必要な事項 

 

（受入対象期間） 

第５条 宿泊施設等への受入対象期間は、原則として、甲による避難準備・高齢者等避

難開始の指示を契機として、宿泊施設等へ受入対象者が入所した日から退所する日ま

での間とする。ただし、これにより難い場合は甲乙協議の上別途定めるものとする。 

 

（宿泊施設等への対象者の割振り） 

第６条 宿泊施設等への対象者の割振りは甲が行うものとする。 

２ 甲は、前項の割振りを災害等発生後速やかに行えるよう、受入施設、受入可能人数、

受入手順等について、事前に乙との連絡調整を行うものとする。 

 

（経費） 

第７条 甲は、第３条の規定により乙が実施した業務に係る経費(以下｢経費｣という。)

を負担するものとする。 

２ 前項の規定により甲が負担する経費は、次のとおりとする。 

 （１） １泊３食の場合 

     １人あたり○○○○円(消費税・入湯税別) 

 （２） １泊○食の場合 

     １人あたり○○○○円(消費税・入湯税別) 

 

（受入実績の報告と経費の請求） 

第８条 乙は、業務が完了したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した受入実績報

告書(様式３)を甲に提出するとともに、請求書により甲に対して経費を請求するもの

とする。 

 （１） 氏名、性別及び年齢 

 （２） 住所 

 （３） 宿泊期間及び泊数 

 （４） 金額 

 （５） 対象者の要件(上記第５条) 

 （６） 特記事項 
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（経費の支払い） 

第９条 甲は、前条の規定により乙から経費の請求があった場合は、請求書を収受した

日から○日以内に支払うものとする。 

 

（連絡調整体制の整備） 

第 10 条 甲及び乙は、災害等発生時における円滑な協力体制が図られるよう、平時か

ら受入に関する連絡調整体制の整備に努めるものとする。 

 

（その他） 

第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義や変更が生

じた場合は、甲乙協議の上決定するものとする。 

  

（協定の有効期間・解除） 

第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満

了の日から１か月前までに、甲乙いずれからも文書による協定解除の意思表示がない

ときは、更新されたものとし、その後においても同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２部作成し、甲乙記名押印の上、各自その１部

を保有する。 

 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

甲：住所 

○○市・町・村        

○○市・町・村長 ○○ ○○   印     

 

 

乙：住所 

○○県旅館ホテル生活衛生同業組合○○支部   

支部長 ○○ ○○        印     
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様式１（第２条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

○○○県旅館ホテル生活衛生共同組合○○支部長 様 

 

○○市・町・村長 

 

協力要請書（第    報） 

災害時における宿泊施設の提供等に関する協定第２条の規定により、次のとおり協力

を要請します。 

要請担当者 

職名        （       部     課） 

氏名 

連絡先電話番号 

電話、ファクシミリ 

等による要請の日時 

   年   月   日（ ） 

   時   分頃 

要請理由 

 

要請内容 

 

履行の場所 

 

履行期日又は期間 
期日   年   月   日 

期間  年   月   日～   年   月   日 

備考 

 

（注）備考欄には、受入れを依頼する避難者に関する留意事項（障害者の有無、種類など）

等を記載すること。 
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様式２（第４条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

○○市・町・村長  様 

 

○○○県旅館ホテル生活衛生共同組合○○支部長 

 

業務実施報告書 

 協力要請のあった業務の実施について、災害時等における宿泊施設の提供等に関する

協定第４条の規定により、次のとおり報告します。 

要請書番号及び日時    年   月   日付け 第   号（第   報） 

報告担当者 

職名        （       部     課） 

氏名 

連絡先電話番号 

履行内容 

 

履行の場所 

 

履行期日又は期間 
期日   年   月   日 

期間  年   月   日～   年   月   日 

備考 

 

（注）履行内容欄には、受入人数及び役務の内容等を記載すること。 
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府政防第 749 号 

消 防 災 第 85 号 

令和３年 6月 18 日 

 

各都道府県防災担当主管部（局）長 殿 

 

 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（避難生活担当） 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（調査・企画担当） 

消 防 庁 国 民 保 護 ・ 防 災 部 

防 災 課 長 

 

 

災害が発生するおそれのある段階から避難所として貸出し得る 

各省庁及び独立行政法人、民間団体等が所有する研修所、宿泊施設等の活用等について 

 

 平素より防災行政の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

これまで、地方公共団体における避難所の確保に資するよう、「新型コロナウイルス感染症対策に

係る災害時の避難所として貸出し得る各省庁及び独立行政法人等が所有する研修所、宿泊施設等の

リストについて」（令和２年６月 16 日付け府政防第 1273 号・消防災第 118 号）にて、各省庁から内

閣府に対して提供のあった貸出し得る施設について、情報提供してきたところです。 

今般、災害対策基本法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 30 号。以下「改正法」という。）

において、特別警報級の台風の接近など大規模な災害が発生するおそれのある段階における国の災

害対策本部の設置や、広域避難の協議等の規定の措置等が整備されたことから、それぞれの地方公

共団体の実情に応じ、避難所の確保について検討する必要があります。 

ついては、各都道府県におかれては、下記についてご留意の上、適切に取り組まれるようお願い

いたします。また、これらについて、貴管内市町村に周知するとともに、市町村における避難所の確

保が円滑に進むよう、必要な支援をされるようお願いいたします。 

本件通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基づく技術的助

言であることを申し添えます。 

 

記 

 

１． 改正法の趣旨を踏まえ、災害発生前であっても、広域避難等が必要な大規模な災害が発生す

るおそれのある段階で円滑な早期避難を行うために、被災するおそれのある地方公共団体は、

できるだけ多くの避難所を確保すること。 

 

２．別添「災害が発生するおそれのある段階からの避難所としての研修所、宿泊施設等の貸出の

協力依頼について」（令和３年６月 17 日付け府政防第 741 号）にて、地方公共団体から貸出し

の申し出があった場合には、国及び独立行政法人等の貸出し得る施設並びに各省庁所管の民間

団体等が所有する施設について、貸出しに協力するよう依頼したところであり、可能な限り平

時から各施設に連絡して連携・調整を図ること。 

別添１－２ 
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令和３年６月 17 日 

府政防第 741 号 

 

関係省庁官房長 殿 

 

 

 

内閣府政策統括官（防災担当） 

 

 

 
 災害が発生するおそれのある段階からの避難所としての研修所、宿泊施設等の貸出の協力 

依頼について 

 
 
 
 災害時の避難所としての研修所、宿泊施設等の貸出のご協力に関しては、「新型コロナウイルス感

染症対策に係る災害時の避難所としての研修所、宿泊施設等の貸出の協力依頼について」（令和２年

５月 21 日付け府政防第 931 号）において、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、災害が発生

し避難所を開設する場合には、通常の災害発生時よりも可能な限り多くの避難所を確保するため、

貴省庁、及び所管の独立行政法人等が所有する研修所、宿泊施設、その他施設について、貸出し得る

施設のリストをご提供いただいております。 

今般、災害対策基本法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 30 号。以下「改正法」という。）

において、特別警報級の台風の接近など大規模な災害が発生するおそれのある段階における国の災

害対策本部の設置や、広域避難の協議等の規定の措置等が行われたところです。 

 改正法の趣旨を踏まえ、災害発生前であっても、広域避難等が必要な大規模な災害が発生するお

それのある段階で円滑な早期避難を行うために、被災するおそれのある地方公共団体が、出来るだ

け多くの避難所を確保できるよう、貴省庁、及び所管の独立行政法人、民間団体等が所有する研修

所、宿泊施設、その他施設について、災害が発生するおそれのある段階から避難所としての貸出に

引き続きご協力をいただくとともに、平常時から、地方公共団体が施設の所有者と必要な調整を行

えるよう、ご協力いただきたいと考えています。 

貴省庁におかれては、下記のように、所有する施設の貸出に引き続きご協力いただくとともに、

所管の独立行政法人、民間団体等に対し、所有する施設の貸出への引き続きのご協力を依頼してい

ただくようお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１．国及び独立行政法人等※が所有する研修所、宿泊施設、その他施設の貸出し得る施設のリストの

使用等について 

関係省庁及び独立行政法人等が所有する施設について、災害が発生するおそれのある段階から、

広域避難、その他の避難のための貸出に引き続きご協力をいただけるよう、国の施設について検

討し、独立行政法人等に対してご協力を依頼していただくとともに、「新型コロナウイルス感染症

対策に係る災害時の避難所としての研修所、宿泊施設等の貸出の協力依頼について」（令和２年５

月 21 日付け府政防第 931 号）でご提供をいただいた貸出し得る施設のリストを、災害が発生する

【別添】 
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おそれのある段階から、引き続き使用させていただけるようお願いいたします。 

また、新たに貸出していただける施設があり、リストに修正がある場合などには、下記連絡先ま

で随時ご連絡いただけるようお願いいたします。 

追って、市町村に対しては、リストを参照し、市町村から貸出し得る施設の所有者へ平時から連

絡して連携・調整を図るようお願いするとともに、都道府県に対しては、各市町村における避難

所の確保が円滑に進むよう、必要な場合に支援をしていただくよう改めてお願いすることとして

います。 

関係省庁や独立行政法人等においては、地域で避難所が確保できるよう、市町村への貸出や連

絡・調整にご協力いただけるようお願いいたします。 

 

※特殊法人、認可法人等を含む。 

 

２．民間団体等が所有する研修所、宿泊施設、その他施設の貸出の協力依頼について 

所管の民間団体等に対し、所有する施設について、災害が発生するおそれのある段階から、広域

避難、その他の避難のための貸出への引き続きのご協力を依頼していただき、新たに貸出が可能

な施設がある場合には、民間団体等から、立地する都道府県及び市町村の防災担当主管部局に対

し、平時からその旨お伝えいただき、当該市町村の関係部局とよく連携・調整を図ったうえで、民

間団体等において貸出を進めていただきますようご協力お願いいたします。 

なお、市町村に対しては、平時から各施設に連絡して連携・調整を図るようお願いするととも

に、都道府県に対しては、各市町村における避難所の確保が円滑に進むよう、必要な場合に支援

をしていただくよう改めてお願いすることとしています。 

 

※ 独立行政法人等や民間団体等に対して、施設の貸出のご協力をしていただく際には、別添のご案

内事項を配布して下さい。 

※ 国及び独立行政法人、民間団体等が所有する施設について、市町村や都道府県と避難所としての

利用に関する協定を締結するなど、貸出についての準備が整ったとの情報が関係省庁において得

られた場合には、下記連絡先まで随時ご連絡いただけるようお願いいたします。 
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研修所、宿泊施設等の貸出にご協⼒いただく団体等へのご案内事項 
※（参考）網掛け箇所は、前回（令和２年 5 ⽉）のご案内事項からの主な変更箇所 

 
内閣府政策統括官（防災担当） 

 
【今回のご案内のご趣旨】 
○昨年 5 ⽉に、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、研修所・宿泊施設等の貸出のご協⼒を

いただいておりました。 
○本年 5 ⽉には、災害対策基本法等が改正され、特別警報級の台⾵の接近など⼤規模な災害が発⽣

するおそれのある段階における国の災害対策本部の設置や、地⽅公共団体間の広域避難の協議等
の規定等が設けられたところです。 

○つきましては、避難所としての貸出について、災害が発⽣するおそれのある段階からもご協⼒い
ただきたいと考えております。 

 
【避難所としての貸出の流れ等】 
〇平時において、貸出し得るとご回答いただいている独⽴⾏政法⼈等の皆様には、事前に関係省庁

から提供頂いたリストを基に、市町村や都道府県が使⽤を希望する場合に、申し出がございます。
また、⺠間団体等の皆様は、新たに貸出していただける施設がある場合には、施設が⽴地する都
道府県及び市区町村の防災担当部局へ申し出ていただきます。 

 
〇施設は、災害の発⽣後速やかに避難所として使⽤させていただくことを想定していますが、⾵⽔

害等の場合は、災害が発⽣する前から、指定緊急避難場所としての役割も兼ねる避難所として使
⽤させていただくことを想定しています。特別警報級の台⾵の接近など⼤規模な災害が発⽣する
おそれのある段階で、他の市町村への広域避難やその他の避難のための避難所として使⽤させて
いただくことも考えられます。詳細については、⾃治体とご協議下さい。 

 
〇貸出していただく施設の種類は、以下を想定しています。 

・避難所（注１）として使⽤できる研修所や宿泊施設、福利厚⽣施設、その他施設における、宿泊
室、体育館、講堂、会議室、その他⼤空間の室のある施設 

 ・⾵⽔害に備え、指定緊急避難場所（注２）として避難できる⾼さのある施設（洪⽔等のハザードマ
ップ上、想定浸⽔の⾼さ以上に階があり、避難が可能な施設） 
基本的には、当該組織の活動を BCP（事業継続計画）等に基づき継続することを前提としつつ、

施設の⼀部でも可能な範囲で貸出を⾏えるか検討していただき、災害が発⽣するおそれのある段
階や、災害が発⽣した際には、そのような前提で⾃治体と協議しつつ対応していただくことを想
定しています。最低限必要な設備等は、特段ございません。 

※ （注１）避難所：避難した居住者等が災害の危険がなくなるまで⼀定期間滞在し、⼜は災害により⾃宅へ
戻れなくなった居住者等が⼀時的に滞在する施設 

 （注２）指定緊急避難場所：居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設⼜は場所 
（例：⾵⽔害の襲来時に避難する場所） 

※ 施設の安全性等が確保された施設について、貸出の申し出をお願いします。 
災害時には、施設の安全性等を、申し出ていただいた団体等と⾃治体が適切に確認した上で使⽤します。 

※ 発熱、咳等の症状のある者のための専⽤のスペースや、PCR 検査や抗原検査で陽性となった者を病院や宿
泊療養施設等へ移送するまでの間、⼀時的に滞在するスペースとするため、複数の部屋を貸出していただ
くことが望ましいです。貸出していただける部屋に応じて、⾃治体が団体等と調整して運営管理を⾏うこ
とを想定しています。また、このような避難者に対しては、⾃治体の防災担当部局と保健福祉部局、保健
所等が連携して対応します。 

 

別添 
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〇施設には、基本的に新型コロナウイルス感染者（PCR 検査陽性者⼜は抗原検査陽性者）でない避
難者が利⽤することを想定しています。 

 
〇貸出に当たっては、災害救助法において、公の施設等は無償を原則とし（光熱⽔費は含まず）、私

⼈⼜は⺠間企業等の所有する建物は有償可としていることを参考としつつ、団体等の事情を踏ま
え、⾃治体とご協議下さい。 

 
〇貸出施設の避難所としての運営管理は、開設時を含め、⾃治体が適切に⾏う責務を有します。ま

た、貸出中の施設は、施設管理者の⽀援を受けながら⾃治体が運営管理することを想定しています
（⾃治体とご協議下さい）。 

 
〇貸出の期間は、⾃治体とご協議下さい。（災害の規模によって異なりますが、数⽇〜数か⽉が考え

られます。） 
 
○団体等と⾃治体が協定を締結するに当たって、別紙のひな形（案）をご参考として下さい。 
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災害時における施設等の利用に関する協定 

 

●●市（以下「甲」という。）と○○研修所（以下「乙」という。）は、災害時における

甲が行う災害対策への乙の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、●●市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、甲の協力要請に基づき、甲が乙の敷地及び施設（以下「施設等」という。）を避難

所として利用する際の、必要な事項を定めることを目的とする。なお、利用に当たっては、

甲乙協力しながら対応することとする。 

（範囲） 

第２条 乙が利用することのできる施設等の範囲は次のとおりとする。 

（１） 体育館 

（２） 研修施設 

（３） △△ 

（利用の協力要請） 

第３条 甲は、●●市内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、●●市

地域防災計画に定める施設等だけでは、災害対策業務に支障が生じると判断した場合、避

難所、物資集積場所及び支援車両等の駐車場（以下「避難所等」という。）として利用す

るため、乙に対し、前条に掲げる施設のうち必要な範囲において、利用の協力要請するこ

とができる。 

２ 前項の協力要請は、別記第１号様式の提出により行うものとする。ただし、当該様式を

提出するいとまがないときは、口頭、電話等により協力要請することができるものとし、

後日速やかに書面を提出するものとする。 

（利用の承認） 

第４条 乙は、甲からの第３条第２項の協力要請に基づき、施設の利用が必要と認めるとき

は、別記第２号様式を甲に交付し、甲は、当該様式記載の使用条件に基づき利用するもの

とする。 

２ 乙は、前項の協力要請を承諾する場合は、国有財産法第１９条において準用する同法第

２２条第１項第３号の規定に基づき、使用料を無償とする。 

３ 乙は、前条の協力要請が行われた場合、可能な範囲で、甲に協力するものとする。 

 （利用期間） 

第５条 施設等の利用期間は、甲の被害状況等を考慮した上、甲乙協議により定めるものと

する。 

２ 甲は、乙が実施する通常事業を早期に再開できるよう配慮するものとする。 

（返還） 

第６条 甲は、乙から提供された施設等の利用を終了する場合は、書面により、乙に通知す

るものとする。 

２ 甲は、施設の利用を終了するときは、利用した施設等を原状に復し、乙の確認を受けた

後に引き渡すものとする。 

国の施設等用（案） 別紙 
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３ 前項の原状に復した費用は、甲が負うものとする。 

（費用負担及び物資の調達） 

第７条 避難所等の運営経費は全額を甲が負担することとし、必要となる物資の調達も甲が

行うものとする。 

 （運営管理に関する責任） 

第８条 乙は、施設に地域住民等が避難した際に発生した避難所の運営管理に係る事故等の

責任は負わないものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈について疑義が生じたときは、そ

の都度、甲乙間で協議の上、定めるものとする。 

（有効期限） 

第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の３月３１日までとする。

ただし、期間満了の日の３か月前までに甲乙いずれからも協定解除、又は変更の申出がな

いときは、本協定は同一の条件で自動的に１年間更新されるものとする。 

 

 

甲乙は、本書を２通作成し、それぞれ記名捺印の上、各１通を保管する。 

 

 

 

令和 年 月  日 

 

甲  住所 

●●市 

代表者 ●●市長  

 

乙  住所 

    ○○研修所 

代表者 所長   
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別記第１号様式（第３条関係） 

    

                          年  月  日 

 

 ○○所長 

             殿 

 

                         ●●市長 

 

国有財産使用許可申請書 

 

 下記のとおり、行政財産を使用したく、関係資料を添付して申請します。 

 

記 

 

１ 使用しようとする財産 

（１）所在  

（２）区分 建物及び土地 

（３）数量  

       

 

２ 使用しようとする理由 

  避難所、物資集積場所及び支援車両等の駐車場 

 

３ 使用しようとする期間 

     年 月 日（ ）から    年 月 日（ ）まで 

 

４ その他参考となるべき事項 
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別記第２号様式（第４条関係） 

    

                          年  月  日 

 

 ●●市長         殿 

 

                         ○○所長 

 

 

国有財産使用許可書 

 

    年 月 日付けで申請のありました避難所、物資集積場所及び支援車両等の駐車

場として、当研修所の国有財産を使用することについて、下記のとおり許可します。 

 

記 

 

１ 使用場所 

（１）所在  

（２）区分 建物及び土地 

（３）数量  

       

 

２ 使用内容 

  避難所、物資集積場所及び支援車両等の駐車場 

 

３ 使用期間 

     年 月 日（ ）から    年 月 日（ ）まで 

 

４ その他 

（１）施設等の使用については、既設物等を毀損させないよう注意して使用すること。 

（２）使用期間を変更する場合は、事前に申し出ること。 
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災害時における施設等の利用に関する協定 

 

●●市（以下「甲」という。）と○○研修所（以下「乙」という。）は、災害時における

甲が行う災害対策への乙の協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、●●市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、甲の協力要請に基づき、甲が乙の敷地及び施設（以下「施設等」という。）を避難

所として利用する際の、必要な事項を定めることを目的とする。 

（範囲） 

第２条 乙が利用することのできる施設等の範囲は次のとおりとする。 

（１） 体育館 

（２） 研修施設 

（３） △△ 

（利用の協力要請） 

第３条 甲は、●●市内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、●●市

地域防災計画に定める施設等だけでは、災害対策業務に支障が生じると判断した場合、避

難所、物資集積場所及び支援車両等の駐車場（以下「避難所等」という。）として利用す

るため、乙に対し、前条に掲げる施設のうち必要な範囲において、利用の協力要請するこ

とができる。 

２ 前項の協力要請は、別記第１号様式の提出により行うものとする。ただし、当該様式を

提出するいとまがないときは、口頭、電話等により協力要請することができるものとし、

後日速やかに書面を提出するものとする。 

（利用の承認） 

第４条 乙は、甲からの第３条第２項の協力要請に基づき、施設の利用が必要と認めるとき

は、別記第２号様式を甲に交付し、甲は、当該様式記載の使用条件に基づき利用するもの

とする。 

２ 乙は、前項の協力要請を承諾する場合のこの協定に基づく施設等の借上げ費用の額及び

その支払方法等は、甲乙協議の上別途定めるものとし、借上げ費用は、甲が負担するもの

とする。 

３ 乙は、前条の協力要請が行われた場合、可能な範囲で、甲に協力するものとする。 

 （利用期間） 

第５条 施設等の利用期間は、甲の被害状況等を考慮した上、甲乙協議により定めるものと

する。 

２ 甲は、乙が実施する通常事業を早期に再開できるよう配慮するものとする。 

（返還） 

第６条 甲は、乙から提供された施設等の利用を終了する場合は、書面により、乙に通知す

るものとする。 

２ 甲は、施設の利用を終了するときは、利用した施設等を原状に復し、乙の確認を受けた

後に引き渡すものとする。 

民間施設用（案） 別紙 
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３ 前項の原状に復した費用は、甲が負うものとする。 

（費用負担及び物資の調達） 

第７条 避難所等の運営経費は全額を甲が負担することとし、必要となる物資の調達も甲が

行うものとする。 

 （運営管理に関する責任） 

第８条 乙は、施設に地域住民等が避難した際に発生した避難所の運営管理に係る事故等の

責任は負わないものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈について疑義が生じたときは、そ

の都度、甲乙間で協議の上、定めるものとする。 

（有効期限） 

第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の３月３１日までとする。

ただし、期間満了の日の３か月前までに甲乙いずれからも協定解除、又は変更の申出がな

いときは、本協定は同一の条件で自動的に１年間更新されるものとする。 

 

 

甲乙は、本書を２通作成し、それぞれ記名捺印の上、各１通を保管する。 

 

 

 

令和 年 月  日 

 

甲  住所 

●●市 

代表者 ●●市長  

 

乙  住所 

    ○○研修所 

代表者 所長   
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別記第１号様式（第３条関係） 

    

                          年  月  日 

 

 ○○所長 

             殿 

 

                         ●●市長 

 

施設等使用許可申請書 

 

 下記のとおり、施設等を使用したく、関係資料を添付して申請します。 

 

記 

 

１ 使用しようとする施設等 

（１）所在  

（２）区分 建物及び土地 

（３）数量  

       

 

２ 使用しようとする理由 

  避難所、物資集積場所及び支援車両等の駐車場 

 

３ 使用しようとする期間 

     年 月 日（ ）から    年 月 日（ ）まで 

 

４ その他参考となるべき事項 
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別記第２号様式（第４条関係） 

    

                          年  月  日 

 

 ●●市長         殿 

 

                         ○○所長 

 

 

施設等使用許可書 

 

    年 月 日付けで申請のありました避難所、物資集積場所及び支援車両等の駐車

場として、当研修所の施設等を使用することについて、下記のとおり許可します。 

 

記 

 

１ 使用場所 

（１）所在  

（２）区分 建物及び土地 

（３）数量  

       

 

２ 使用内容 

  避難所、物資集積場所及び支援車両等の駐車場 

 

３ 使用期間 

     年 月 日（ ）から    年 月 日（ ）まで 

 

４ その他 

（１）施設等の使用については、既設物等を毀損させないよう注意して使用すること。 

（２）使用期間を変更する場合は、事前に申し出ること。 
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災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定（例） 

 

○○市（以下「甲」という。）と                （以下「乙」

という。）は、災害発生時において、身体等の状況が特別養護老人ホーム、老人短期

入所施設等へ入所するに至らない程度の者であって、避難所での生活において特別

な配慮を要するもの（以下「要配慮者」という。）を受け入れるための福祉避難所に

ついて、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、災害発生時、乙の運営する福祉施設内において、福祉避難所

を設置し、要配慮者を当該避難所に避難させることにより、要配慮者が日常生活

に支障なく避難生活を送ることができることを目的とする。 

（管理運営） 

第２条 乙は、福祉避難所の設置運営にあっては、第４条第１項各号に掲げる費用

等に関する届出（別記様式）を作成し、これを甲に提出するとともに、次に掲げ

る業務を履行するものとする。 

(1) 要配慮者への相談等に応じる介助員等の配置及び福祉避難所に避難生活し

た要配慮者の日常生活上の支援 

(2) 要配慮者の状況の急変等に対応できる体制の確保 

(3) 福祉避難所の設置運営に係る実績報告及び費用に係る毎月の請求（第４条第

１項第３号に掲げるものについては、領収書を添付すること。） 

（管理運営の期間） 

第３条 この協定における福祉避難所の運営管理の期間は、災害発生時から福祉避

難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、特段の事情のあるときはこの限りで

ない。 

（費用等） 

第４条 甲は、乙に対し、福祉避難所の運営管理に要した費用であって、次に掲げ

るものについて支払をするものとする。 

 (1) 介助員等に要する人件費（夜勤、宿直等に要する費用を含む。） 

 (2) 要配慮者に要する食費 

 (3) その他オムツ代等の乙が直接支払を行ったものに要した費用 

２ 前項各号に掲げるもののほか、洗濯機や乾燥機などの備品等については、事前

に甲に了承を得て購入するものとし、その請求は当該備品等の販売事業者が甲へ

直接行うよう指示するものとする。 

（協力体制） 

第５条 乙は、福祉避難所の介助員等に不足を生じると判断したときは、速やかに

甲に連絡しなければならない。この場合において、甲は、乙以外の協定を締結し

ている法人（以下「協定締結法人」という。）に対し協力要請を行い、乙以外の協

定締結法人は当該協力要請に応えるものとする。 

（注）この例は、市町村において作成された福祉避難所の設置運営に関する協定書をもとに、

例示として示したものです。必要に応じ、修正してご利用下さい。 
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（要配慮者の受入れ等） 

第６条 甲は、○○市地域包括支援センター等において福祉避難所での避難生活が

必要であると判断した要配慮者を紹介し、乙はこれを受け入れるものとする。こ

の場合において、要配慮者は、可能な限り家族等の協力を得て自身の責任におい

て福祉避難所へ避難するものとする。 

（個人情報の保護） 

第７条 甲及び乙並びに介助員等及び協定締結法人は、福祉避難所の管理運営に当

たり業務上知り得た要配慮者又はその家族等の固有の情報を漏らしてはならな

い。 

２ 前項に規定する個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」

を遵守しなければならない。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第８条 乙は、この協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継

承させ、又はその権利を担保に供してはならない。 

（関係書類の保管） 

第９条 乙は、この協定に関する書類等を事業所に整備するほか、事業実施後５年

間はこれを保管しなければならない。 

（協定の解除） 

第10条 甲は、乙がこの協定に基づく指示に違反したことにより、この協定の目的

を達成することができないと認めるときは、これを解除できるものとする。 

（協定締結期間） 

第11条 この協定の締結期間は協定締結後１年間とし、甲乙いずれかより異議の申

し立てがない限り、毎年自動更新されるものとする。 

（疑義の解決） 

第12条 この協定に定める事項その他業務上の必要な事項について疑義が生じた

場合は、甲、乙協議の上、解決に努めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙双方記名押印の上、各

自１通を保有するものとする。 

 

  令和  年  月  日 

 

         （甲）所  在  地  ○○市△△町□□番地 

            名    称  ○○市 

            代表者職氏名   ○○市長 

 

                  （乙）所   在   地 

                     名        称 

                     代表者職氏名 
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応急仮設住宅（賃貸型応急住宅）の考え方ついて 

 

 

 

 

令和○年○月〇日 

○○○県○○○○○○課 

 

「災害名」における応急仮設住宅（賃貸型応急住宅）の考え方ついて 

 

今次、発生した「災害名」においては、災害救助法（昭和 22 年 10 月法律第 118 号）第４

号第１号に規定される応急仮設住宅（賃貸型応急住宅）の供与については、次のとおり。 

 

１．災害救助法における応急仮設住宅（賃貸型応急住宅）の提供にあたっては、民間賃貸住

宅（アパート、貸家等）とする。 

 

２．賃貸借契約については、以下のいずれかの方式により県は借り受けた物件を被災者に提 

供する。 

・ 賃貸住宅の所有者、都道府県知事及び当該賃貸住宅に入居する被災者の３者により締 

結した定期建物賃貸借契約 or 普通建物賃借契約 

 ・ 賃貸住宅の所有者及び都道府県知事の２者により締結した定期建物賃貸借契約 or 普通 

建物賃借契約とこれに併せて都道府県知事及び当該賃貸住宅に入居する被災者の２者に 

より締結した使用貸借契約 

 

３．災害救助法による応急仮設住宅（賃貸型応急住宅）の入居期間は、入居時から２年以内 

とする。（供与期間の延長はないことに留意すること。） 

 

４．賃料については、世帯人数に応じて賃料の上限を設定するため、賃料の範囲内で物件を

選定すること。（賃料に被災者が現金を上乗せ支弁する等については、厳に認めていない。

上限を超える賃料の住家に居住する場合は救助法の範囲外となることに留意。） 

 

５．賃貸型応急住宅の供与にあたっては、○○○県○○○○○○課が所管し実施するものと

する or○○○市（町村）に事務委任を行い実施するものとする。 

 

 

（案） 

【別添３】 

本参考資料は、災害が発生した際、都道府県と関係団体（例えば、ちんたい協会など）にお

いて契約方法や家賃上限額等を設定して、各市町村及び関係団体等と共有を図るための資料と

して使用することを想定している。 
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６．賃貸型応急住宅の供与にあたっては、都道府県の庁舎又は各市区町村の役場等に相談窓

口を開設し、被災者の自宅の状況や今後の見通し等を聞き取りすること。 

 ・被害認定区分（全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊） 

・世帯人数 

・ペットの有無（犬、猫、小鳥など） 

・勤務先や通学先までの時間（勤務先や学校までの経路なども良く検討する） 

・バリアフリー仕様の希望の有無（高齢者や障害者など） 

・復旧・復興に当たって今後の見通し（災害公営の希望、自宅の建て直しなど） 

                                    など 

 

７．賃貸型応急住宅の供与に際し、各区市町村は地域のコミュニティ等（集会施設）を設置 

すること。 

  詳細は、災害救助事務取扱要領 第４ 救助の程度、方法及び期間に関する事項 ２（５） 

コを参照。 

 

８．賃貸型応急住宅の供与に係る各種要件は、別紙のとおりとする。 

   

９．上記に定める基準等によっては救助の適切な実施が困難な場合には、その都度、内閣府

と協議を行うものとする。 
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（別紙） 

「（災害名）」における賃貸型応急住宅の供与に係る要件設定について 

項目 内容 

契約方法 貸主、県（借主）、被災者（入居者）の三者による定期建物賃貸借契約

or 普通建物賃借契約 

供与期間 入居時から２年以内（供与期間の延長はない） 

建物の耐震性 昭和 56 年 6 月１日以降に着工した新耐震基準を満たす民間賃貸住宅又

は耐震診断、耐震改修等により耐震性が確認された民間賃貸住宅を対象と

する。 

規模（面積）・

間取り 

戸建、長屋建て、共同建てを問わない。 

１Ｒ～３ＬＤＫ程度とし、通常の間取りに対応した面積 

車椅子等を利用している者については、可能な限りバリアフリー住宅を

提供すること。（３ＬＤＫの範囲内） 

賃料 

（ 世 帯 人 数

毎 の 賃 料 の

限度額） 

（１）２人以下の世帯 月額 ○○万円以内 

（２）３～４人の世帯 月額 ○○万円以内 

（３）５人以上の世帯 月額 ○○万円以内 

・ 高齢者・障害者等の要配慮者においては、バリアフリー仕様等を考慮 

して上記の賃料に月額 ○○万円を上限として加算することができる。 

・ 支払時期は次のとおり 

（１）初回支払い分：契約成立日の翌月末まで 

（特別な理由がある時を除く） 

（２）第２回支払い分：当月分を当月末まで 

（３）第３回以降支払い分：当月分を前月末まで 

       （ただし、○○月分については当月末までに支払う） 

賃 料 以 外 で

の金員 

・ 共益費 

・ 退去修繕負担金※１（賃料の２箇月分を限度） 

     支払時期は、契約成立日の翌月末までとする。 

・ 礼金（賃料の１箇月分を限度） 

支払時期は、契約成立日の翌月末までとする。 

・ 仲介手数料（月額賃料の 0.54 箇月分を限度） 

支払時期は、契約成立日の翌月末までとする。 

・ 損害保険料※２（包括保険契約を行うこと。） 

１年１戸当り年 ○○○○円（２千～３千円程度）。 

      支払時期は、●●●●● 

・ 入居時負担金（鍵の交換に係る費用、○○○○円） 

入居者負担 光熱水費その他専用設備に係る使用料、入居者の故意又は過失による損

害に対する修繕費、駐車場料金、ペット飼育料、自治会費 

留意点 （１）ペット飼育においては、上記の賃料で入居可能な物件であれ 

  ば入居ができるが、これを理由に賃料の加算はできない。 

（２）駐車料においては、上記の賃料で入居可能な物件であれば入 

居ができるが、これを理由に賃料の加算はできない。 

※１ 退去修繕負担金は、借上げた住宅の明け渡し時における原状回復（通常損耗及び 

経年劣化を含む。）に要する費用に充てるものとする。 

※２ 損害保険料は、○〇○県が包括契約に基づき加入するものとする。 

（案） 
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令和  年  月  日決定 

 

「住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理」実施要領（例） 

 

 

本実施要領は、「（災害名を記載）」における、災害救助法（以下「法」という。）に

基づく住宅の応急修理（住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理）の取扱について

定めるものである。 

なお、本制度の対象は、当該災害により令和○年○月○日に法の適用を受けた市町村（参考１）とす

る。 

 

１．目的 

法による住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理（以下、「緊急の修理」とい

う。）は、住家が半壊、半焼又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置

すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具（玄関、窓やサッシ等）等

の必要な部分に対して、ブルーシートの展張などの知識・経験を有する建設業者・団体

等の協力を得て、速やかに緊急の修理を行うことを目的とする。 

  具体的な実施内容については、次に掲げるものとすること。 

・屋根等に被害を受け、雨漏り又は雨漏りのおそれがある住家へのブルーシート等の 

展張 

・損傷を受けた住宅の外壁や窓硝子へのブルーシートの展張やベニヤ板による簡易補 

 修による風雨の浸入の防御 

・アパートやマンション等の外壁材（タイルやモルタル等）の剥落に伴う落下防止ネ 

ットの展張（損傷した住宅前の歩行者の安全確保（２次被害防止）のため）  

などとなる。 

 

２．対象世帯 

（１）緊急の修理は、災害のため住家が半壊、半焼（大規模半壊から半壊までの住家）又

はこれに準ずる程度（準半壊程度相当）の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住

家の被害が拡大するおそれがある者に対して行う。 

（２）全壊又は全焼等の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、原

則として、緊急の修理の対象とはならないものであるが、全壊等であっても修理すれ

ば居住することが可能であって、引き続き居住する意思がある場合には、緊急の修理

の対象として差し支えない。 

（３）法による緊急の修理は、住家のみを対象とし、物置、倉庫や駐車場等は対象となら 

ない。 

（４）ブルーシート等の展張などの緊急修理は、発災後の次の降雨までに速やかに実施す
る必要があることから、対象となる住家の損傷状況については、現場における目視に

よる確認や被災者が申請のため持参した住宅の被害状況写真等に基づき、準半壊以上
（相当）か否か判断を行うものとする。なお、判断方法については、原則として、次
に掲げるとおりとする。 

別添４－１ 
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【判断方法】 
・ 被害認定調査における損害割合の算定方法に準じて、自治体職員が判断する。 
・ 現場確認や被災者が持参した写真等に基づき判断すること。 

・ 現場確認を行う場合は判断の客観性確保のために、現場確認を行う者が追加 
の写真を撮影すること。 

・ 写真による判断の場合、判断を不服とされるケースも想定されるが、この場 

合については、現場確認等による再調査を行う。 
・ 例えば、屋根、外壁、窓（建具）等の貫通等の損傷があり、ひとたび降雨が 

あれば浸水を免れない場合は、準半壊以上（相当）と判断してよい。 

 

３．救助期間 

（１）緊急の修理は、災害発生の日から 10 日以内に完了すること。 

（２）ブルーシート等の展張などの緊急の修理については、日常生活に必要な最低限度の

部分の修理を行うまでの間、ブルーシートやべニヤ板、落下防止ネットなどで緊急的

に措置し、住宅の損傷が拡充しないように措置するものである。救助の時期を逸しな

いためにも、発災後、速やかに対応する必要がある。したがって、被害認定調査の結

果を待つことなく、現場における目視確認や被災者が申請時に持参する写真等に基づ

き判断を行い、短期間でブルーシートの展張を完了するよう努めること。 

（３）災害の規模や被災地の実態等によって、緊急の修理を早期に完了するための 
方策を可能な限り講じた上でも、やむを得ず 10 日以内での救助の適切な実施が困難 

となる場合には、内閣総理大臣と協議を行う必要があることから、事態等に即した必 
要な実施期間の延長について速やかに連絡すること。 

 

４．基準額 

緊急の修理は、現物をもって行う。その修理のため支出できる費用は、ビニールシー 

ト、ロープ、土のう等の資材費、修理に要する労務費及び修理に係る事務費等一切の経 

費を含むものとし、基準告示に定める額以内とする。 

（１）自治体が購入して保管・管理している資材（被災者へ給与するビニールシート、ロ 

ープ、土のう等の資材）については、緊急の修理として使用された分については救助 

費（国庫負担）の対象とする。 

（２）自らの労力又は NPO 団体、ボランティア、消防団等の協力を得て施工する場合は、 

自治体から被災者へ給与するビニールシート、ロープ、土のう等の資材費とする。 

（３）建設団体・企業に修理を依頼する場合は、資材費及び修理に要する労務費及び修理 

に係る事務費等一切の経費とする。 

   ただし、自治体又は被災者から提供された資材を用いて修理を行う場合は、修理業 

者に対しては労務費及び修理に係る事務費とする。（資材は自治体で購入したものを 

使用するため、費用の対象とはしない。 

（４）他の自治体や団体・企業等から無償で提供された資材を配布する場合は、費用の 

対象とはしない。 

（５）上記目的以外に使用された資材費については、救助費（国庫負担）の対象とならな 

いので留意すること。 
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（６）同一住家（１戸）に２以上の世帯が居住している場合に緊急の修理のため支出でき 

る費用の額は、１世帯当たりの額以内とする。 

 

５．手続の流れ 

県又は事務委任を受ける市町村は、被災者に対する緊急の修理に関する相

談窓口を開設し、業者リストの提示と併せて緊急の修理に関する制度概要を

説明する。以後の手続きは図１－１及び図１－２のとおり。 
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（参考１） 

 

災害救助法が適用市町村一覧 

 

○○○都道府県 

 

○○市、○○市、○○市、○○○市、○○○市、○○○市、○○市、○○市、

○○市、○○市、○○市、○○市、○○市、○○○○町、○○○○町、○○○

○町、○○○○村、○○○○村 

 

（以上令和元年○月○日適用） 
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住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

（申請の流れケース①） 

 

図１－１ 《美馬市地域防災計画（資料編）　　巻末資料》

685



 
 

- 193 - 
 

住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

（申請の流れケース②） 
 

 
 

 

 

 

図１－２ 《美馬市地域防災計画（資料編）　　巻末資料》
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様式第１号 

申込日  令和  年  月  日 

 

住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書 

 

 

 ○○市町村長 様 

 

被害を受けた

住宅の住所 

 

 

連絡先 

（電話番号） 

 

（自宅・携帯・会社） 

御名前 
 

 

 

１ 被災日時   令和  年  月  日 

 

２ 被害を受けた場所（※該当する箇所に○をつけてください。（複数回答可）） 

 

 屋根 ・ 外壁 ・ 建具（窓、玄関、サッシ） 

 

上記以外（具体的に記載                       ） 

      

３ 緊急の修理に関する希望（※以下のいずれかの☐にチェックをしてください。） 

 ☐ ブルーシート、ロープ、土のう等の資材の提供を希望します。 

  ・ブルーシート（＃3000）（最大３枚） 

  ・ビニールロープ（マイカ線）300M～500M（最大１巻） 

  ・土のう（UV ブラック土嚢）（最大５０枚まで） 

  ・防水テープ（20M×100 ㎜）（最大３巻） 

  ※資材の提供を受けた場合には、様式第２号の受領書を提出願います。 

 

☐ 修理業者にブルーシートの展張を希望します。 

  施工業者は自治体で指定しますが、希望する業者がある場合は施工業 

者名、電話番号を記入願います。 

  また、希望する業者の場合には、施工業者が作成した見積書を持参願 

 います。 

  （施工業者名・連絡先：                   ） 

 

 

 

 

 

 

 

受付欄 

市町にて受付⽇・受付番号を記載 

自治体記入欄 

別添４－２ 
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様式第１号の２ 

 

被害状況報告書 
 

 

被害を受けた

住宅の住所 

 

 

御名前 
 

 

 
 

被害状況 被害状況 

  

 
被害状況 被害状況 

  

 
被害状況 被害状況 

  

 

別添４－３ 
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様式第２号 

 

 

受 領 書 
 

 

 ○○市町村長 様 
 
 
 
住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に必要な以下の資材を

受領しました。 
 

ブルーシート（＃3000）  枚 
 

ビニールロープ（マイカ線）300M～500M  巻 
 

土のう（UV ブラック土嚢） 枚 
 

防水テープ（20M×100 ㎜） 巻 
 

 
 
 
 
受領日  令和  年   月  日 
 
 
 

被害を受けた

住宅の住所 

 

 

御名前 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別添４－４ 
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様式第３号 

 

令和  年  月  日 

 

 

緊急の修理に関する依頼書 

 

 
                 様 

 

 

                     ○ ○ 市（町）長  

 

 

 次の被災者住宅について、住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理を行って

いただくよう依頼します。 

 工事完了後には「完了報告書」を提出いただきますようお願いします。 

 

 

１ 被災者住所・氏名 

 

   住所                       

 

   氏名                       

 

２ 受付番号             

 

 

 

３ 依頼した住宅の修理見積額   金           円（上限５万円） 
                 上限額を超える金額は被災者負担になります。 

 

（添付書類）修理見積書（写） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施工業者宛 

別添４－５ 
《美馬市地域防災計画（資料編）　　巻末資料》

691



- 199 - 

 

様式第４号 

 
令和  年  月  日 

 
 

緊急の修理に関する連絡書 
 
 
 
                 様 
 
 
                     ○ ○ 市（町）長  
 
 
 被災された次の住宅について、住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理する

よう依頼しましたので、連絡します。 
 
 
１ 被災された方の住所・氏名 
 
   住所                       
 
   氏名                       
 
 
２ 受付番号             
 
 
３ 依頼工事の見積額   金           円（上限５万円） 
             上限額を超える金額は被災者負担になります。  
 
 
４ 緊急の修理実施予定日 令和  年  月  日（予定） 
 
 
（添付書類）緊急の修理に関する依頼書（写）、修理見積書（写） 
 
 
 
 
 
 
 
 

被災者宛 

別添４－６ 
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様式第５号の１ 

令和  年  月  日 

 

 

工 事 完 了 報 告 書 
 

 

○ ○ 市（町）長 様 

 

                                         

            （施工業者） 

 

                                 

 

 

 次の被災者住宅について、別添修理見積書（写）のとおり緊急の修理を完了しまし

たので、報告します。 

 

 

１ 被災者住所・氏名 

 

   住所                          

 

   氏名                       

 

 

２ 受付番号             

 

 

３ 完了年月日  令和  年  月  日 

 

 

 

 

【添付書類】 

施工写真（施工前、施工後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添４－７ 
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様式第５号の２ 

 

緊急の修理（修理前・修理後）の施工写真 
 

※「救助の必要性」、「内容の妥当性」を判断する上で重要な資料となることから 

 施工業者は、写真の撮影を行うこと。（写真がない場合には、別の方法により説明 

が必要になります。） 

 

施工前 施工後 

  

 
施工前 施工後 

  

 
施工前 施工後 

  

※ 施工前、施工後の写真を撮り忘れた場合においては、日常生活に必要な最低限度 

の修理を実施する前に必ず写真を撮影すること。 

  なお、申立書については、単に「修理を急いでいたため、写真を撮り忘れた」等 

の理由は証明とは見なさないので、留意すること。 

別添４－８ 
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「日常生活に必要な 小限度の部分の修理」実施要領（例） 

（令和  年  月  日決定） 

 

災害救助法（以下「法」という。）では、「応急救助」、「自治体自らが実施する

現物給付」という基本原則の下で住宅の応急修理「日常生活に必要な 小限度の部分

の修理」（以下、「応急修理」という。）を行なうこととされているが、この実施要

領は、（災害名）における、法に基づく住宅の応急修理の取扱について定めるもので

ある。 

なお、本制度の対象となる、法の適用を受けた市町村（参考１）とする。 

 

１ 対象者 

（１）以下の全ての要件を満たす者（世帯） 

① 当該災害により大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊等の住家被害を受 

けたこと。 

災害により大規模半壊、中規模半壊又は半壊（半焼）若しくはこれに準ずる 

程度の住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。 

    ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被 

害があれば、住宅の応急修理の対象として差し支えない。 

※ 全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住 

宅の応急修理の対象とはならないこと。ただし、全壊の場合でも、応急修 

理を実施することにより居住が可能である場合はこの限りでない。 

② 応急修理を行なうことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込ま 

れること。 

対象者（世帯）が、現に、避難所、車等で避難生活を送っており、応急修理 

を行うことで、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれる場合 

を対象とする。 

 

（２）資力等の要件 

災害のため住家が中規模半壊、半壊、半焼若しくはこれに準ずる程度の損傷を 

受け、自らの資力では応急修理をすることができない者については、都道府県又 

は市町村において、「資力に関する申出書」（別添３－３）を基に、その被災者 

の資力を把握 

し、ある程度資力がある場合は、ローン等個別事情を勘案し、判断する。 

資力要件については、制度の趣旨を十分に理解し運用すること。 

 

２ 住宅の応急修理の範囲及び基本的考え方 

（１）住宅の応急修理の範囲 

住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道 

等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分 

別添５－１ 
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であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について、実施することとす 

る。 

（２） 応急修理の対象範囲の基本的考え方について「住宅の応急修理に関するＱ＆ 

Ａ」（参考３）を以下のとおり整理したので留意されたい。 

 

３ 基準額等 

（１）住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費及び修理事務費等一切

の経費を含むものとし、１世帯あたりの限度額は以下のとおりとする。 

① 大規模半壊、中規模半壊又は半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯 

706,000円以内 

② 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯  

343,000 円以内 

 

（２）同一住家（１戸）に２以上の世帯が居住している場合に住宅の応急修理のため 

支出できる費用の額は、（１）の１世帯当たりの額以内とする。 

 

（３）借家の取扱い 

借家は、本来、その所有者が修理を行うものである※が、災害救助法の住宅の 

  応急修理は、住宅の再建や住宅の損害補償を行うものではなく、生活の場を確保 

  するものであるから、借家であっても、所有者が修理を行えず、かつ、居住者の 

  資力をもってしては修理できないために現に居住する場所がない場合は、所有者 

  の同意を得て応急修理を行って差し支えない。 

このため、借家等の所有者の資力の有無については、単に所有者に申立書の提 

出を求めるだけでなく、課税証明書等により、所得がなく、修理ができない財政 

状況、災害に伴う保険金の受領等により所有者の資力では修理ができないことを 

確認した上で、応急修理を実施すること。 

（借家等の所有者の資力がないことを客観的に裏付ける必要がある。） 

 

※ 民法（明治二十九年法律第八十九号）（抄） 

（賃貸人による修繕等） 

第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただ 

し、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限 

りでない。 

２ 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒 

むことができない。 

（賃借人による修繕） 

第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借 

人は、その修繕をすることができる。 

一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知った 

にもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 

二 急迫の事情があるとき。 
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４ 手続の流れ 

県又は事務委任を受ける市町村（以下、「県等」という。）は、被災

者に対する住宅相談窓口を開設し、業者リストの提示と併せて応急修理

制度の概要を説明する。以後の手続きは図１のとおり。 

 

５ 証拠写真の提出 

① 「救助の必要性」、「内容の妥当性」を確認する必要があることか 

ら、修理前、修理中、修理後の写真を撮影し、必ず提出すること。 

② 修理前又は修理中のいずれかの写真を撮り忘れた場合において、応 

急修理の申請を行う際には、修理業者が修理前の状況、修理を行わな 

ければならない状況等について図面に破損箇所等を印した上、破損状 

況等を記載し、どのような応急修理を施工するか（施工したか）を詳 

細に「申立書」に記載するとともに、修理業者としてこれを証明（例 

：会社の所定の様式を利用して提出することで、証拠写真の代替とし 

て差し支えない。）なお、申立書については、被災者や自治体が代筆 

することは認めない。（単に「修理を急いでいたため、写真を撮り忘 

れた」等の理由は証明とは見なさないので、留意すること。） 

   「申立書」は撮り忘れた証拠写真の代替手段ではあるが、「申立 

書」を使用する場合は、真にやむを得ない場合であり、必ず写真の提 

出を依頼すること。 

 

 

（参考１） 

災害救助法が適用市町村一覧 

 

○○○都道府県 

 

○○市、○○市、○○市、○○○市、○○○市、○○○市、○○市、○

○市、○○市、○○市、○○市、○○市、○○市、○○○○町、○○○○

町、○○○○町、○○○○村、○○○○村 

 

（以上令和元年○月○日適用） 
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（参考２） 

住宅の応急修理に係る県と市町村の事務分担 

実施項目 都道府県業務 市町村業務 

① 県・市町村の担当責任者の確定（土木、住宅、 

建築部局への協力要請含む。） 
○ ○ 

② 内閣府への特別協議の実施 ○ × 

③ 被害認定調査の実施   

④ り災証明書の発行 
 

 

⑤ 修理業者への業務内容説明   

⑥ 住宅の応急修理に関する相談窓口の設置 

（障害物の除去等と同一の相談窓口でも可） 
  

⑥ 被災者からの申込様式の作成   

⑦ 県・市町村の申込受領に関する様式等の作成   

⑧ 被災者からの申込受付、受領、審査 

（被災住家の状況の確認（写真等で確認も可）） 

（被災者への十分な説明） 

  

⑨ 修理見積書の確認   

⑩ 修理業者に対し、修理依頼書の発行請書の徴

収 
  

⑪ 修理業者に対し、工事完了報告書の提出の際

に、施行前・施行中・施工後写真の添付について説

明 

  

⑫ 修理業者からの工事完了報告書の受領、完了

検査の実施 
  

⑬ 修理業者からの請求書の提出の確認   

⑭ 修理業者に対する負担行為・支払い   

 

※ 倉庫や駐車場等の非住家は対象外 
※ 県・市町村の業務分担を整理し、実施漏れがないことを確認すること 
 

 
 
 

救助実施主体で

ある都道府県と事

務の一部について

委任を受ける市町

村の分担を予め決

定することで、迅速

な救助の実施を実

現できることから、

平時のうちに調整

を行うことが望ま

しい。 

《美馬市地域防災計画（資料編）　　巻末資料》

698



 
 

- 206 - 
 

図１ 住宅の応急修理の手続き及び流れ 
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（参考３） 

令和５年６月現在 

災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するＱ＆Ａ 

（市町村職員・被災者向け） 

 
質  問 回  答 

１ 住宅の応急修理とはどの

ような制度なのか。 

災害のため住宅が半壊若しくは一部損壊（準半壊）を受け、自

らの資力では応急修理をすることができない世帯又は大規模半

壊の被害認定を受けた世帯に対し、被災した住宅の屋根や台所・

トイレなど日常生活に必要不可欠な 小限度の部分の応急的な

修理について、市町村が業者に依頼し、修理費用を市町村が直接

業者に支払う制度です。 

２ 住宅の応急修理費用を貰

って自分で業者に発注す

ることは可能か。 

修理に要した経費は自治体が直接、修理業者に支払います。 

ただし、内閣府告示（一般基準）の金額を超える修理を行う場

合には超過した分の修理額について、自己負担で支払っていただ

く必要があります。 

３ 住宅の応急修理の範囲は

どこまでか。 

住宅の応急修理の対象は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、

上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要

な部分です。 

なお、災害の難を逃れ、単に古くなった壁紙や畳の交換は対象

外です。 

４ 応急仮設住宅に入居した

場合、住宅の応急修理はで

きるのか。 

住宅の応急修理は、何とか自宅で日常生活を継続できるように

するための制度です。 

このため、修理期間が１か月を超えると見込まれる者であっ

て、住宅が半壊（住宅としての利用ができない場合）以上の被害

を受け、他の住まいの確保が困難な方については、災害発生の日

から原則６カ月間、賃貸型応急住宅の使用が可能です。 

５ 災害救助法に基づく住宅

の応急修理と被災者生活

再建支援法の支援金は併

給してもよいか。 

 併給は可能です。 

 住宅の応急修理をする場合は、大規模半壊、中規模半壊など支

援法の対象となる被害が生じた世帯であれば、被災者生活再建支

援金も合わせて活用することができます。 

 なお、被災者生活再建支援金を活用する場合は、上記２と同じ

く自己負担分の契約が必要となります。 

６ 自宅の損壊により、やむを

得ず、公営住宅、市営住宅、

国家公務員宿舎等や在宅

避難や親戚・知人宅への避

難をしていても住宅の応

急修理は可能か。 

在宅避難中や親戚などのお宅に身を寄せていても住宅の応急

修理の実施は可能です。 

また、応急修理が完了するまで左記の住宅等に一時的に避難し

ていた場合でも、応急修理の実施が可能です。 

ただし、応急修理を行った後、住家に戻っていただくことが前

提となります。 

７ 駐車場や倉庫も応急修理

の対象としてよいか。 

住宅の修理が対象となります。 

駐車場や倉庫は対象外です。 

８ 家電製品は応急修理の対

象となるのか。 

家電製品は応急修理の対象外となります。 

エアコンの室外機も応急修理の対象外です。 

９ 住宅の応急修理の完了期

限が３ケ月（国の災害対策

本部が設置された場合は

６ヶ月）とされているが、

延長は可能か。 

内閣府告示においては、住宅の応急修理の完了期限は３ケ月

（国の災害対策本部が設置された場合は６ヶ月）となっています

が、当該修理を早期に完了するための方策を可能な限り講じた上

でも、やむを得ずこの期間での救助の適切な実施が困難となる場

合には、内閣府と協議の上、特別基準により期間の延長をするこ

とが可能です。 

なお、都道府県や事務委任を受けた市町村は、可能な限り早期

の応急修理の完了に努めていただきますようお願いします。 
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10 住宅の応急修理の申込み

はいつまでに行わないと

いけないのか。 

修理業者の見積書の作成など順番待ちや修理作業により遅れ

ることもありますが、期限は設けておりません。 

なお、住宅の応急修理の申請受付については、可能な限り速や

かな完了に努めていただきますようお願いします。 

11 被災者の所得に関係なく

対象となるのか。 

世帯の収入要件については、「資力に関する申出書」を基に、

その被災者の資力を把握し、ある程度資力がある場合は、ローン

等個別事情を勘案し、判断することとしています。 

※ 平成 28 年 5 月までは前年（又は前々年）の世帯収入につい

て確認を求めていたが、この要件は撤廃している。 

12 住宅の応急修理に必要な

書類は何ですか。 

申込みの際に必要な書類等は以下のとおりです。 

① 住宅の応急修理申込書（様式１号） 

② り災証明書の写し 

③ 施工前の被害状況が分かる写真 

④ 修理見積書（様式３号） 

（後日、提出可だが、工事決定までに必要） 

⑤ 資力に関する申出書（様式２号） 

上記以外にも、各自治体において申請に必要な書類が追加され

る場合もありますので、詳しくは 寄りの市町村の住宅相談窓口

に確認してください。 

また、工事完了後には、工事施工中、施工後の施工写真が必要

になりますので留意願います。 

13 大規模半壊、中規模半壊、

半壊、準半壊かどうかは、

どのように確認するのか。 

り災証明書の「被害の程度」欄、又は被災者台帳により確認し

ます。 

また、り災証明書の提出が申込み後となる場合は、自宅の被害

状況が分かる写真などで代用し、り災証明書が交付を受けた段階

で提出いただければ結構です。 

14 応急修理の申請時に提出

する「り災証明書」、「住

民票」は、コピーでも良い

のか。 

コピーで差し支えありません。 

15 単身赴任等により住民票

を移動せず居住していた

住宅が被災した場合、住宅

の応急修理の対象となる

か。 

今後も引き続き被災した住宅に住み続ける場合には、複数月分

の公共料金の支払証明など、客観的に居住の実態が確認できる資

料により居住の実態が判断できれば問題ありません。 

16 別荘は応急修理の対象と

なるのか。 

 主たる住宅がある場合は、居住実態があったとしても応急修理

の対象とすることはできません。 

17 全壊した住宅は応急修理

の対象とならないのか。 

全壊であっても、応急修理を実施すれば居住することが可能な

ら、応急修理の対象とすることが可能です。 

18 １階が店舗や事務所とし

て利用している併用住宅

は住宅の応急修理の対象

となるか。 

住宅の応急修理は、日常生活を営んでいるところを対象とする

ため、１階が事務所や店舗等である場合には対象となりません。 

ただし、１階の階段が壊れて２階の居住スペースに行けない、

１階にしかトイレがない等理由があれば修理の対象となります。 

19 住民票は一つだが、例えば

「母屋」と「離れ」のよう

に別居している世帯の場

合、「母屋」と「離れ」そ

れぞれで修理を受けるこ

とはできるか。 

世帯・生計が別で、それぞれが独立した住戸を形成していれば、

それぞれで応急修理は可能です。 

20 ＤＩＹの材料費は、住宅の

応急修理の対象となるか。 

ＤＩＹは、自らの資力で実施することから、応急修理の対象外

となります。 

21 複数階建て共同住宅の共 ① 分譲住宅の場合、管理組合理事会や各住居世帯主持ち回りな
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用部分は修理対象となる

か。共用部分が利用できな

いと上層階に行くことが

できない。 

どにより入居者の正式な同意（同意書）が得られれば、入居世

帯分の費用を合算して共用部分の修理を行うことが可能です。 

② 賃貸住宅の場合、一般的にはその借家の所有者・管理者が修

理を行うこととなります。しかし、所有者・管理者に応急修理

を行う資力がない場合には、入居世帯数分の費用を合算して共

用部分の修理を行うことが可能です。 

  なお、この場合、所有者・管理者に資力がないことを証する

資料が必要となります。 

22 間取りを変更することは

可能か。 

例えば、部屋を６畳間から８畳間に拡張する等の工事を行う場

合でも、修理対象工事が含まれる場合は当該工事を応急修理の対

象として差し支えありません。 

23 仕様がグレードアップに

なる工事は対象となるか。 

建具（玄関扉、戸、サッシ）や設備（キッチン、トイレ、浴槽、

給湯器）等のグレードアップは応急修理の趣旨・目的と合致せず、

応急修理の対象とは言えませんので、必ず、変更する建具や設備

が元々設置されていた製品の後継の製品であることを業者に確

認してください。 

また、交換前の品番、機能等についても写真撮影するなどグレ

ードアップではないことを示すこと。 

24 屋外設置型給湯器は応急

修理の対象となるか。 

浸水等により破損した給湯器（配管、貯湯タンク、室外機）は

対象となります。 

ただし、給湯器の交換に当たっては、故障個所を明確に示すと

ともに、元々設置されていた製品の後継の製品であることを業者

に確認してください。 

（必ず、交換前の写真と交換後の写真を撮影するとともに、写

真には、故障個所や、交換前の品番、機能等を示し、グレード

アップではないことを示すこと。） 

25 床上浸水により汚泥が堆

積し、洗い流しても悪臭が

取れない、カビが発生する

など、そのままでは生活で

きない場合、破損はなくて

も修理の対象となるか。 

汚泥や悪臭により使用できないと判断した床や壁については、

応急修理の対象として差し支えありません。 

また、床と併せて畳などの修理を行う場合も対象となります。 

26 住居内の土石や木竹の除

去は応急修理の対象とな

るのか。 

住宅内の障害物を除去する場合は、住宅の応急修理に該当しま

せん。 

障害物の除去に関する制度が別途ありますので相談窓口でそ

の旨相談願います。 

27 応急修理に伴い廃棄する

廃材の処分費等は、応急修

理制度の対象となるか。 

応急修理によって搬出される産業廃棄物の運搬、処分費は応急

修理制度の対象となります。 

また、環境省の災害等廃棄物処理事業の対象となる場合もあり

ますので、市町村の廃棄物処理窓口に相談してください。 

28 床の修繕に合わせて畳敷

きをフローリングに変更

してもよいか。 

当該仕様の変更については応急修理の対象として差し支えあ

りません。 

ただし、床暖房などの追加設備（グレードアップ）は自己負担

となりますので留意願います。 

29 畳の交換は対象となるの

か。 

床と併せて畳などの修理を行う場合も対象となります。 

畳だけの交換は対象となりません。 

また、床と併せて交換を行うものであれば畳の枚数に上限設定

はありません。 

30 床板を修理するうえで、床

下断熱材は対象となるか 

浸水した床下断熱材はカビの温床となる可能性が高いため、そ

の交換については応急修理の対象として差し支えありません。 

31 浸水した部分の床壁の修 一度、浸水した断熱材はカビの温床となる可能性が高いため、
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繕は対象となるか。（断熱

材、石膏ボード張替など） 

交換の対象として差し支えありません。 

その際、石膏ボードを外す、壊す等せざる得ない場合も張替え

の対象となります。 

32 内部建具（ドア、ふすま、

障子）は対象となるか。 

損傷度合いにもよりますが、ドア類は長時間浸水することで反

ってしまった場合、ふすま、障子類も枠組みが破損している場合

などについては応急修理の対象として差し支えありません。 

なお、ふすま、障子の張替えだけで済むような修理は対象には

なりません。 

33 破損した内壁（土壁）は対

象としてよいか。 

珪藻土や聚楽壁などは一度浸水するとボロボロになってしま

う可能性が高いため、対象として差し支えありません。 

34 内壁が破損した場合は対

象となるか。 

内壁（住家内に面する壁、間仕切壁等）が破損した場合につい

ては、対象として差支えありません。ただし、下地等の破損がな

く、単に壁紙を補修する場合については、対象になりません。 

35 エアコンの室外機は修理

の対象となるか。 

エアコンは家電製品であり、住宅の応急修理の対象とはなりま

せん。 

36 従前、井戸水を使用してい

たが、災害後、井戸が濁っ

て、飲めなくなった。住宅

の前に水道管が通ってお

り、敷地内の配管を行えば

給水が可能であるため配

管を行いたいが、この工事

は応急修理の対象となる

のか。 

新たに水道を敷設するための工事は元の住宅の応急修理の範

囲とはならないため、対象とはなりません。 

上水道事業を所管する担当窓口に相談願います。 

37 浸水被害により、浄化槽ブ

ロワーが故障した。ブロワ

ーの交換は応急修理の対

象となるか。 

浄化槽ブロワーは住宅設備であり、対象として差し支えありま

せん。 

38 台所の流し台（キッチン）

を交換することは応急修

理の対象となるか。 

また、オール電化のＩＨク

ッキングヒーターは対象

となるか。 

損傷した流し台（キッチン）は住宅の基本設備であり、交換は

応急修理の対象として差し支えありません。 

損傷した流し台と吊戸棚が一体となっているからといっても、

浸水していない、損傷していない吊戸棚を交換する場合は、応急

修理の対象外となります。 

ＩＨクッキングヒーターがシステムキッチンと一体となって

いる場合は修理の対象です。 

ただし、ガスコンロからＩＨクッキングヒーターなどの明らか

なグレードアップは応急修理の対象外となります。 

39 ガスコンロは対象となる

か。 

 ガスコンロは家電製品であり、生活必需品として配布している

ことから応急修理の対象外となります。 

40 便器が使用できない状態

になった。応急修理の対象

となるか。 

応急修理の対象として差し支えありません。（暖房便座は可。） 

 

・ 被災前から温水洗浄便座が備わっている場合は修理して差支 

えありません。 

・ 被災前、温水洗浄機能が付いていない便器であったにも関わ

らず応急修理において温水洗浄機能を新規で取り付ける場合

は対象外となります。 

・ 和式便器から洋式便器（暖房便座は可。）は対象として差し 

 支えありません。（ただし、温水洗浄便座の新規取付けは対象 

外となります。） 

・ 自宅に大便器と小便器がある場合は、大便器の修理のみ応急

修理の対象となります。両方の便器の修理は制度の趣旨・目的

と合致せず、応急修理の対象とは言えません 
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41 住宅の１階と２階の両階

にトイレがあり、１階のト

イレが破損した場合、修理

の対象となるか。 

・ １階にトイレがあり災害により破損したが、２階にもトイレ

があり、差し当たって２階のトイレの使用が可能な状態であれ

ば、応急修理の対象とはなりません。 

・ また、２階のトイレと１階のトイレの交換も応急修理の対象 

となりません。 

42 温水洗浄便座は応急修理

の対象となるか。 

・ 被災前から温水洗浄便座が備わっている場合は修理して差支 

えありません。 

・ただし、新規設置は、修理ではないため対象外となります。 

43 浴槽に汚泥や石が流入し、

破損又はひびが入ってい

る。応急修理の対象となる

か。 

修理・交換の対象として差し支えありません。 

また、破損又はひびもない状態の浴槽であって、なお交換を必

要とする場合については、破損箇所を明確にする必要がありま

す。 

なお、公営住宅の浴槽については応急修理の対象になりませ

ん。 

44 各住戸に設置している防

災行政無線が浸水により

使用不能となった。修理の

対象になるか。 

応急修理の対象外です。個別の受信器の交換・修理については、

各市町村又は都道府県の危機管理部門にお尋ねください。 

45 65 万５千円以内あるいは

31万８千円以内であれば、

修理を複数業者へ依頼す

ることは可能か。 

修理を単一の業者に発注するよりも、複数の業者に分割発注し

た方が工期短縮も費用節約になる場合は、修理を工種ごとに別の

業者に分割発注することは可能です。修理が長期化する場合は認

められない場合もあります。 

46 住宅の修理の見積を依頼

したら、100 万円の見積書

が提示された。応急修理の

限度額を超える場合は、ど

のように申し込んだらよ

いか。 

 

 

被災者負担分と、応急修理分を含んだ修理見積書（様式第２号）

を作成し、各市町村窓口に提出してください。 

また、基準額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分に

ついては、申請者と業者で別途契約をしていただく必要がありま

す。 

● 修理総額 100.0 万円の場合 

・応急修理   65.5 万円以内（注意：応急修理の対象外が多い場合は 

満額にはなりません。） 

・自己負担  34.5 万円以上 

 なお、自己負担が困難であり、応急修理費用の範囲内で修理を

依頼したい場合は、各市町村窓口で相談いただくようお願いしま

す。 

47 応急修理業者は指定業者

から選択しなければいけ

ないのか。 

自分の家を建ててくれた

業者又は大工に施工して

もらってはいけないのか。 

応急修理指定業者リスト以外の業者に施工してもらうことは

可能です。 

ただし、応急修理の対象等、制度の内容を説明させていただく

必要があるので、手配された業者の方に受付窓口に来ていただく

ようお願いしてください。 

（ほかの市町村で既に登録済みで、応急修理制度を理解されてい

る業者の場合は、その旨を窓口でお知らせください。） 

48 見積書に添付する被害状

況を示す資料として図面

の添付は必要か。数量を示

すために図面は必要か。 

工事実施前については、施工前写真、見積書を添付いただけれ

ば問題ありません。 

図面の添付は必要ありません。 

また、工事完了後については、工事完了報告書、施工中、施工

後の写真等及び請求書が確認できれば、完了図面は不要です。 

49 住宅の応急修理に定める

申請書等の様式を加筆・修

正してもよいか。 

地域の実情に応じて必要があれば加筆・修正して構いません

が、被災者や各自治体の業務の増加に考慮して見直しを行った結

果であること、会計法令上、省略できない書類まで省かないこと

が原則となります。 

50 修理業者が通常使用して

いる見積書に変更しても

住宅の応急修理の指定の様式を使用してください。 

また、修理業者が作成する内訳書の添付をもって修理費用
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よいか。 の内訳の記載に代えることができる様式を新たに加え、地方

公共団体が使用する様式を選択することが可能です。 

51 被災した翌日に、修理業者

が来て、「屋根が壊れてい

るから、直ぐに修理が必要

だ。」と言って、契約を迫

ってきた。 

どうしたら良いだろうか。 

被災地では災害に便乗した悪質な施工業者による、高齢者を狙

った杜撰な工事や高額な費用請求などが発生したとの報告があ

ります。こうした修理業者は被災者の心理に付け入り、言葉巧み

に勧誘をし、その場で契約を迫ってきます。 

まずは、修理の契約をする前にお住まいの自治体に相談してく

ださい。 

 また、契約後、不安に思った場合やトラブルになった場合に

は、直ちに「消費者相談センター」や「国民生活センター」に相

談してください。（焦らず、落ち着いて！） 
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住宅の応急修理にかかる工事例 
 

１ 応急修理の工事例  

（１）壊れた屋根の補修（瓦葺屋根を鋼板葺屋根に変更するなどの屋根瓦材の変更を 

含む） 

（２）傾いた柱の家起こし（筋交の取替、耐震合板の打付等の耐震性確保のための措 

置を伴うものに限る） 

（３）破損した柱梁等の構造部材の取替 

（４）浸水した床の補修（床の補修と併せて行わざるを得ない畳の補修を含む。） 

（５）浸水した壁の補修（土壁を板壁に変更する等の壁材の変更を含む。壁の修理と 

ともに断熱材や壁紙の補修） 

（６）壊れた基礎の補修（無筋基礎の場合には、鉄筋コンクリートによる耐震補強を 

含む。） 

（７）壊れた建具の補修（破損したガラス、アルミサッシ、玄関扉） 

（８）壊れた給排気設備の取替 

（９）上下水道配管の水漏れ部分の補修（配管埋め込み部分の壁等のタイルの補修を 

含む） 

（10）電気、ガス、電話等の配管の配線の補修（スイッチ、コンセント、ブラケット、 

ガス栓、ジャックを含む） 

（11）壊れた便器、浴槽等の衛生設備の取替（設備の取替を行う場合は、同等品であ 

れば差し支えない。設備の取替と併せて行わざるを得ない 小限の床、壁の補修 

を含む。） 

（12）屋外給湯器（エコキュートやエコジョーズ等同等品への交換） 

 

２ 応急修理の基本的考え方 

（１）台風の被害と直接関係ある修理のみが対象となる。 

   （例）○壊れた屋根の補修（屋根葺き材の変更は可） 

      ○壊れた便器の取り替え（被災前から温水洗浄便座が備わっている場合 

は修理可。新規設置は、修理ではないため対象 

外。） 

      ○割れたガラスの取り替え（取り替えるガラスはペアガラスでも可） 

      ×古くなった壁紙の貼り替え 

      ×古くなった屋根葺き材の取り替え 

（２）浸水した内装に関するものは対象として差し支えないが、床や壁の修理と併 

せて畳等や壁紙の補修が行われる場合については、以下の取扱とする。 

    ・壊れた床の修理と合わせて畳等の補修を実施する場合は、日常生活に必要欠

くことのできない部分の破損個所である場合は対象となる。 

 

 

別紙１ 
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   ・壊れた壁の修理とともに断熱材・壁紙の補修を実施する場合には対象とする。 

   （例）×単に古くなった畳や壁紙のみの補修（災害に起因しない修理は対象外） 

（３）畳の部屋を床板の部屋にする等修理の方法は代替措置でも可とする。 

   （例）○柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設 

（４）エアコンや食器洗浄機等の家電製品は対象外である。 

（５）靴箱、収納（床下収納含む）、仏間、床の間は修理の対象外 

（６）障子や襖の張替えは修理の対象外（水害により、骨組みが破損や反りかえって 

しまった場合は対象となる。 

（７）トイレが２箇所以上ある場合で、１個は使用が可能な場合には対象外 

 

 

３．証拠写真の提出 

（１）「救助の必要性」、「内容の妥当性」を確認する必要があることから、修理前、 

修理中、修理後の写真を撮影し、必ず提出すること。 

（２）修理前又は修理中のいずれかの写真を撮り忘れた場合において、応急修理の申 

請を行う際には、修理業者が修理前の状況、修理を行わなければならない状況等 

について図面に破損箇所等を印した上、破損状況等を記載し、どのような応急修 

理を施工するか（施工したか）を詳細に「申立書」に記載するとともに、修理業 

者としてこれを証明（例：会社の所定の様式を利用して提出することで、証拠写 

真の代替として差し支えない。） 

なお、申立書については、被災者や自治体が代筆することは認めない。（単に 

「修理を急いでいたため、写真を撮り忘れた」等の理由は証明とは見なさないの 

で、留意すること。） 

  「申立書」は撮り忘れた証拠写真の代替手段ではあるが、「申立書」を使用す

る場合は、真にやむを得ない場合であり、必ず写真の提出を依頼すること。 
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様式第１号 

申込日：令和  年  月  日 

 

災害救助法の住宅の応急修理申込書 

 

○○○○市町村長 殿 

 

 住宅の応急修理を実施されたく申し込みます。 

 なお、住宅の応急修理の申し込みに関して、世帯員の収入、世帯構成を市の担当者

が調査・確認することに同意します。 

 

【被害を受けた住宅の所在地】                        

 

【現在の住所】                               

 

【現在の連絡先（ＴＥＬ）】          （自宅・携帯・勤務先・その他） 

 

【生年月日】 明治・大正・昭和・平成  年  月  日生（  歳） 

 

【氏  名】                                               

 

１ 被災日時     令和〇年〇〇月〇〇日 

 

２ 災害名      （ 災 害 名 称 ） 

 

３ 住宅の被害の程度  全 壊、 大規模半壊、 中規模半壊、  

 

半 壊、 準半壊 

 

 

 

４ 被害を受けた住宅の部位 

（※該当箇所に○をつけてください。） 

・ 屋根     ・ サッシ 

・ 柱      ・ 上下水道の配管 

・ 床      ・ ガスの配管 

・ 外壁     ・ 給排気設備の配管 

・ 基礎     ・ 電気・電話線・テレビ線の配線 

・ 梁      ・ トイレ 

・ ドア     ・ 浴室 

・ 窓      ・ その他（           ） 

 

 

 

 

○ 市が発行する「り災証明書」に基づき、被害の程度に“○”を付けてください。 
○ 中規模半壊以下の場合は、「資力に係る申出書」（様式第２号）も併せて提出してくださ

別添５－２ 

受付欄 

市町村にて受付日・受付番号を記載 
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様式第２号 

 

 

 

資力に関する申出書 

 

 ○○市（町）長 様 

 

 私、                   は、（ 災 害 名 称 ）のため、

住家が半壊しております。 

 住家を修理する資力が下記の理由のとおり不足するため、応急修理を実施していた

だきますようお願いします。 

 

記 

 

※世帯の収入の状況、資力が不足する理由を具体的にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

申出者   被害を受けた住宅の所在地 

                           

    

現住所                           

 

氏 名                   
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様式第４号 

 

令和  年  月  日 

 

 

応 急 修 理 依 頼 書 

 

 

 

 

                 様 

 

 

                     ○ ○ 市（町）長  

 

 

 次の被災者住宅について、別添修理見積書（写）のとおり応急修理するよう依頼し

ますので、工事完了後、速やかに工事写真（修理前、修理中、修理後の工事写真）と

併せて「工事完了報告書」を提出してください。 

 なお、工事内容の 終確認の結果、経費によっては応急修理の対象外となる場合も

ありますのでご了承願います。 

 

 

１ 被災者住所・氏名 

 

   住所                               

 

   氏名                       

 

２ 対象住宅所在地 

                                    

 

 

３ 受付番号 

                   

 

 

４ 依頼工事の見積額   金              円（応急修理分） 

 

 

 

（添付書類） 

  修理見積書（写） 

 

 

別添５－５ 
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様式第５号 

 

令和  年  月  日 

 

 

応 急 修 理 実 施 連 絡 書 

 

 

 

                 様 

 

 

                     ○ ○ 市（町）長  

 

 

 被災された次の住宅について、別添のとおり応急修理するよう依頼しましたので、

連絡します。 

 なお、工事内容の 終確認の結果、経費によっては応急修理の対象外となる場合も

ありますのでご了承願います。 

 

 

１ 被災された方の住所・氏名 

   住所                               

 

   氏名                       

 

 

２ 対象住宅所在地 

                                    

 

 

３ 受付番号 

                    

 

 

４ 依頼工事の見積額   金              円（応急修理分） 

 

 

５ 応急修理実施予定期間 

令和    年   月   日から 令和    年   月   日まで 

 

 

 

（添付書類） 

  応急修理依頼書（写）、修理見積書（写） 

別添５－７ 
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様式第６号 

請   書 
 

 

 

１ 件  名：○○○○○邸 応急修理業務 

２ 履行場所：○○市△△△ □―○―△ 

３ 履行期間：令和元年  月  日から令和元年  月  日まで 

４ 契約金額：金、         円也    

             （うち取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を含む。） 

５ 契約保証：免除 

６ 請求条件：市の検査に合格したときは、所定の手続きに従い代金の 

       支払を請求する。 

７ 支払方法：完了後払  

８ 申込書受付番号：令和  年  月  日   第     号 

 

 

 ○○市契約規則、関係書類（応急修理見積書、修理依頼書等）、協議

等承諾のうえ上記のとおり引き受けます。 

 

 

令和元年  月  日 

 

 

○○○○市長  ○ ○ ○ ○ 様 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

受注者： 住所  

 氏名  

別添５－８ 

印紙 

貼付 
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応急修理（修理前、修理中、修理後）工事写真台帳 
 

    《      邸 応急修理状況報告》 
（１／  ） 

 工事箇所（記入例） 工事箇所 

修理の 

説明 

外観（屋根損傷、2 階傾き、

建具の損傷、雨樋破損、外

壁剥落等） 

 

修理前 

写真 

  

   

修理中 

写真 

  

   

修理後 

写真 

  

修理前写真 

修理中写真 

修理後写真 
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    《      邸 応急修理状況報告》 
 

（２／  ） 

 工事箇所 工事箇所 

修理の 

説明 

  

修理前 

写真 

  

   

修理中 

写真 

  

   

修理後 

写真 
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    《      邸 応急修理状況報告》 
 

（  ／  ） 

 工事箇所 工事箇所 

修理の 

説明 

  

修理前 

写真 

  

   

修理中 

写真 

  

   

修理後 

写真 

  

適宜、ページは増やしてください。 
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様式第７号 

 

令和  年  月  日 

 

 

工 事 完 了 報 告 書 

 

 

○ ○ 市（町）長 様 

 

                                         

            （施工業者） 

 

                                 

 

 

 次の被災者住宅について、別添修理見積書（写）のとおり応急修理を完了しました

ので、報告します。 

 

 

１ 被災者住所・氏名 

 

   住所                          

 

   氏名                       

 

 

２ 対象住宅所在地 

                          

 

 

３ 受付番号 

              

 

 

４ 完了年月日  令和  年  月  日 

 

 

【添付書類】 
・修理見積書（写） 
・修理写真（修理前、修理中、修理後）報告書 

 

 

 

 

別添５－９ 
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住宅の被害状況に関する申出書 

（住宅の応急修理に関する参考資料） 
 

令和  年  月  日 

○  ○ 市（町）長 あて 

住所                     

 

氏名                     

 

※ 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度とは、自らの資力で修理を行うことがで

きず、当面の日常生活に 低限必要な場所を確保できない方に対して、必要 小限

の修理を行うものです。 

 

１ 応急修理対象箇所について 

  修理を希望する箇所は以下の部分です。 

  ※ この制度で修理できる部分は、日常生活に欠かせない居室（居間・寝室）・ 

   炊事室・便所・浴室これらをつなぐ廊下です 

 

修理対象箇所                                   

 

 

２ 床について １の修理部分の各箇所の状態は以下のとおりです。 

 （※ 床の構造は、床組（床の骨組み）＋床の下地板＋表面の仕上材からなってい 

ます。） 

□ 床組 または 下地板 が壊れている。 

□ 下地材が吸水により変形、床下の湿気・悪臭・汚損がある。 

□ 仕上材のみの不具合 → 制度の対象外です。 

 

 

３ 壁について １の修理部分の各箇所の状態は以下のとおりです。 

（※壁の構造は、 ① 柱・はり＋下地材＋表面材（壁紙など） 

 ② 柱・はり＋仕上板（プリント合板・板など） 

 ③ 柱・はり＋竹組下地＋塗仕上げ   からなっています。） 

□ 柱・はり または 下地板 が壊れている。 

□ 下地板・仕上板が吸水により変形しており、日常生活に支障がある。 

□ 下地板・仕上板が吸水により湿気・悪臭・汚損があり、日常生活に支障がある。 

□ 壁紙がはがれているのみ → 制度の対象外です。 

 

 

４ 屋根について １の修理部分の各箇所の状態は以下のとおりです。 

 （※屋根の構造は、小屋組＋屋根の下地材＋表面の仕上材からなっています。） 

□ 屋根の下地材 が壊れている。 

□ 雨漏りにより、天井・内壁・床に大きな被害があり、１室以上を使用できない。 

□ 屋内に浸水した痕跡がみられない、浸水被害が軽微 → 制度の対象外です。 

別添５－10 の１ 
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※受付後は 後に綴ってください。 

 

 

「住宅の応急修理」申込チェックシート 
 

【必要書類】 

○ 必要書類はそろっていますか？ ※順番どおりに綴ってください。 

□ 申込書（※申込書は「り災証明書」の世帯主になっていますか？） 

□ り災証明書（写し） 

□ 修理前の被害状況が分かる写真 

□ 修理見積書（※後日提出も可ですが、工事決定には必要となります。） 

□ 資力に関する申出書 

   → 借家の場合 □貸主の理由記入・署名・押印がありますか？ 

□ 住宅の被害状況に関する申出書 

 

【対象者要件】 

○「被害の区分」はどれに該当しますか？（り災証明書を確認） 

 □ 全壊   □ 大規模半壊   □ 中規模半壊 

□ 半壊   □ 準半壊 

 

○ 「賃貸型応急住宅」を利用する予定はありますか？ 

 □ 利用しない   □ 申請している 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【修理見積書依頼状況】 

□ 依頼済・・・・・・・・・・・・・・分かる範囲で記載 

□ 未依頼（修理業者の当てはある） 

□ 未依頼（修理業者を探している段階） 

 

 

修理業者名：                          

 

修理業者への応急修理の説明： 未    済 
（修理見積書、写真、誓約書、業者願書、債権者登録の説明を忘れずに） 

 

工事完了：  済    、工事中：     頃に着工、  未定 

 

 

 

受付番号 ○○○第     号 
申込者  

受付担当者  

別添５－10 の２ 
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「障害物の除去」実施要領（例） 

（令和○年○月○日決定） 

 

本実施要領は、「（災害名を記載）」における、災害救助法に基づく障害物の除去

（災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障

を及ぼしているものの除去）の取扱について定めるものである。 

なお、本制度の対象は、当該災害により令和○年○月○日に法の適用を受けた市町村（参考１）

となる。 

 

１．対象世帯 

（１）災害により半壊（半焼）又は床上浸水した住宅であって、住居内又

はその周辺（玄関など住宅の出入口に限る）に運ばれた土石、竹木等

で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去が必要な住宅で

あって、住家の一部又は全部に障害物が運びこまれ一時的に居住でき

ない状態にあり、自らの資力では当該障害物を除去し、当面の日常生

活に最低限必要な場所を確保できない世帯。 

※ 全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるから、障害物

の除去の対象とはならない。しかし、全壊の場合でも、応急修理を実施するこ

とにより居住が可能である場合はこの限りでない。 

（２）また、平年に比して積雪量が多く、若しくは短期間に集中的な降雪

があり、これを放置すれば、住家の倒壊等により、多数の者の生命又

は身体に危害を受けるおそれが生じた場合であって、自らの資力及び

労力によっては除雪を行うことができない世帯。 

なお、除雪を行うにあたっては、日常生活に支障がない範囲内で実 

施するものであること。 

※ 緊急に積雪を除去しなければ住宅の倒壊等する蓋然性があるから、屋根上の 

雪の除雪及び玄関など住宅の出入口について実施することとする。 

※ 住家の倒壊等の危険性がない場合は、除雪の対象とはならない。 

（３）障害物の除去は、生活上欠くことのできない場所の障害物の除去を

行うことで、元の住宅に引き続き住むことを目的としており、「応急

仮設住宅の供与」との併給はできない。 

 

２．資力要件 

都道府県又は市町村において、「資力に関する申出書」を基に、その

被災者の資力を把握し、ある程度資力がある場合は、ローン等個別事情

を勘案し判断する。資力要件については、制度の趣旨を十分に理解し運

用すること。 
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３．救助期間 

災害発生の日から 10 日以内に完了すること。 

なお、障害物の除去に要する期間が予測できる場合、又は、一定期間

以上の障害物の除去が必要であることが明らかな場合は、その期間とす

る。ただし、この期間が 10 日を超える場合は、内閣総理大臣と協議する

こと。 

 

４．基準額 

法による障害物の除去のため支出できる費用は、スコップその他除去

のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、並びに輸送費及び賃金

職員等雇上費等とし、１世帯当たり基準告示に定める額以内とする。 

※ 特別な事情があり、全体の平均が、法による１世帯当たり障害物の除去のため

支出できる費用の額以内で対応できない場合は、事前に内閣総理大臣に協議する

こと。 

ただし、法による障害物の除去は、１．（２）のとおり、被災前の状態に戻すい

わゆる現状復旧は勿論、災害による住宅の損害を補填するような性格は全くない

ので、原則として、その場所は被災者が起居する日常生活に不可欠な最低限必要

な場所に、また、その程度は主要な障害物を除去するに留めること。 

 

５．手続の流れ 

県又は事務委任を受ける市町村（以下、「県等」という。）は、被災

者に対する住宅相談窓口を開設し、業者リストの提示と併せて障害物の

除去制度の概要を説明する。以後の手続きは図１のとおり。 
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（参考１） 

災害救助法が適用市町村一覧 

 

○○○都道府県 

 

○○市、○○市、○○市、○○○市、○○○市、○○○市、○○市、○

○市、○○市、○○市、○○市、○○市、○○市、○○○○町、○○○○

町、○○○○町、○○○○村、○○○○村 

 

（以上令和元年○月○日適用） 

  

《美馬市地域防災計画（資料編）　　巻末資料》

726



 
 

- 234 - 
 

（参考２） 

障害物の除去（半壊又は床上浸水した住家が対象） 

に係る都道府県（救助実施市を含む）と市町村の事務分担 

実施項目 都道府県

の業務 

市町村の

業務 

・県・市町村の担当責任者の確定（土木、住宅、建築部

局への協力要請含む。） 

  

・内閣府への特別協議の実施（完了期間の延長等）   

・障害物の除去に関する相談窓口の設置   

・被災者からの申込様式の作成   

・県・市町村の申込受領に関する様式等の作成   

・被災者からの申込受付、受領、審査 

（被災住家の障害物の状況の確認（写真等で確認も可）） 

（被災者への十分な説明） 

  

・対応業者への業務内容の説明   

・業者の選定、見積依頼、業者提出の見積書の確認   

・被災者に対し、業者への障害物の除去依頼書の発行及

び業者の発注依頼（請書の作成、交付） 

  

・業者に施行前の写真を必ず撮影させること   

・作業（障害物の除去実施）（業者に施行中の写真を必ず

撮影させること。） 

  

・工事の完了確認（写真を必ず撮影すること。）、工事完了

報告書の受領、検査調書の発行 

  

・受注業者に対する請求書の提出   

・受注業者に対する負担行為・支払   

・実施内容の資料の保管・管理   

※ 倉庫や駐車場等の非住家は対象外 
※ 県・市町村の業務分担を整理し、実施漏れがないことを確認すること 
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図１ 障害物の除去の手続き及び流れ 
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様式第１号 

申込日：令和  年  月  日 

 

災害救助法「障害物の除去」に関する申込書 

 

○○○○市町村長 殿 

 

 障害物の除去を実施されたく申し込みます。 

 なお、障害物の除去の申し込みに関して、世帯員の収入、世帯構成を市の担当者が

調査・確認することに同意します。 

 

【被害を受けた住宅の所在地】                        

 

【現在の住所】                               

 

【現在の連絡先（ＴＥＬ）】          （自宅・携帯・勤務先・その他） 

 

【生年月日】 明治・大正・昭和・平成  年  月  日生（  歳） 

 

【氏  名】                                               

 

 

１ 被災日時     令和〇年〇〇月〇〇日 

 

２ 災害名      （ 災 害 名 称 ） 

 

３ 住宅の被害の程度  全 壊、大規模半壊、中規模半壊、半 壊、床上浸水 

            

 

 

４ 障害物の除去に関する資力確認（申出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付欄 

○ 「り災証明書」又は「被災者台帳等」に基づき、被害の程度に“○”を付けてください。 

別添６－２ 

市町村にて受付日・受付番号を記載 

※ 世帯の収入の状況、資力が不足する理由を具体的に記入してください。 
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障害物の除去（除去実施前）写真 
 

 実施箇所 実施箇所 

除去 

理由 

外観（全景） 

 

 

 

 

玄関又は住宅内 

除去前 

写真 

 

 

除去前 

写真 

 

 

除去前 

写真 

 

 

 

 

 

 

除去前写真 

除去前写真 

除去前写真 

除去前写真 

除去前写真 

除去前写真 

別添６－３ 
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障害物の除去（除去前、除去中、除去後）写真台帳 
 

    《      邸 応急修理状況報告》 
（１／  ） 

 実施箇所 実施箇所 

除去 

理由 

外観 玄関 

除去前 

写真 

 

 

 
  

除去中 

写真 

 

 

 
  

除去後 

写真 

 

 

 

除去前写真 

除去中写真 

除去後写真 

別添６－４ 
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    《      邸 応急修理状況報告》 
 

（２／  ） 

 実施箇所 実施箇所 

除去 

理由 

居室 台所、トイレ 

除去前 

写真 

  

 
  

除去中 

写真 

  

 
  

除去後 

写真 

  

台帳のページ等は適宜、増やしてください。 
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様式第４号 

 

令和  年  月  日 

 

 

「障害物の除去」依頼書 

 

 

 

 

                 様 

 

 

                     ○ ○ 市（町）長  

 

 

 次の被災者住宅について、別添修理見積書（写）のとおり障害物の除去を行うよう

依頼しますので、除去完了後、速やかに「完了報告書」を提出してください。 

 なお、除去内容の最終確認の結果、経費によっては障害物の除去の対象外となる場

合もありますのでご了承願います。 

 

 

１ 被災者住所・氏名 

 

   住所                               

 

   氏名                       

 

２ 対象住宅所在地 

                                    

 

 

３ 受付番号 

                   

 

 

４ 依頼工事の見積額   金              円（障害物の除去分） 

 

 

 

（添付書類） 

  実施見積書（写） 

 

 

 

別添６－５ 
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障害物の除去を実施する被災の方並びに事業者の方にお願いです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添６－６ 

障害物の除去を実施する際

は、実施箇所が分かるよう 

  を撮影して下さい。 写 真 

 法による障害物の除去では、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等を自助

・共助では除去ができない状態にある場合において、自治体が施工業者等に依頼

して除去するものであり、被害の状況写真がないと判断ができません。 

 平年に比して積雪量が多く、若しくは短期間に集中的な

降雪があり、これを放置すれば、住家の倒壊等により、危

害を受けるおそれが生じた場合（図２のような状況の住

宅）は、住家の除雪の実施が可能ですが、降雪状況などは

写真でしか判断できません。 

内閣府防災担当
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様式第５号 

 

令和  年  月  日 

 

 

障害物の除去実施連絡書 

 

 

 

                 様 

 

 

                     ○ ○ 市（町）長  

 

 

 被災された次の住宅について、別添のとおり障害物の除去するよう依頼しましたの

で、連絡します。 

 なお、除去内容の最終確認の結果、経費によっては障害物の除去の対象外となる場

合もありますのでご了承願います。 

 

 

１ 被災された方の住所・氏名 

   住所                               

 

   氏名                       

 

 

２ 対象住宅所在地 

                                    

 

 

３ 受付番号 

                    

 

 

４ 依頼工事の見積額   金              円（障害物の除去分） 

 

 

５ 実施予定期間 

令和    年   月   日から 令和    年   月   日まで 

 

 

（添付書類） 

  障害物の除去依頼書（写）、実施見積書（写） 

 

別添６－７ 
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様式第６号 

請   書 
 

 

 

１ 件  名：○○○○○邸 障害物の除去の実施について 

２ 履行場所：○○市△△△ □―○―△ 

３ 履行期間：令和元年  月  日から令和元年  月  日まで 

４ 契約金額：金、         円也    

             （うち取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を含む。） 

５ 契約保証：免除 

６ 請求条件：市の検査に合格したときは、所定の手続きに従い代金の 

       支払を請求する。 

７ 支払方法：完了後払  

８ 申込書受付番号：令和  年  月  日   第     号 

 

 

 ○○市契約規則、関係書類（実施見積書、障害物の除去依頼書等）、

協議等承諾のうえ上記のとおり引き受けます。 

 

 

令和元年  月  日 

 

 

○○○○市長  ○ ○ ○ ○ 様 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

受注者： 住所  

 氏名  

別添６－８ 

印紙 

貼付 
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様式第７号 

 

令和  年  月  日 

 

 

完 了 報 告 書 

 

 

○ ○ 市（町）長 様 

 

                                         

            （施工業者） 

 

                                 

 

 

 次の被災者住宅について、別添実施見積書（写）のとおり障害物の除去を完了しま

したので、報告します。 

 

 

１ 被災者住所・氏名 

 

   住所                          

 

   氏名                       

 

 

２ 対象住宅所在地 

                          

 

 

３ 受付番号 

              

 

 

４ 完了年月日  令和  年  月  日 

 

 

【添付書類】 
・実施見積書（写） 
・除去の写真（除去前、除去中、除去後） 

 

 

 

別添６－９ 
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令 和 ５ 年 度 災 害 救 助 基 準 
 

令和５年６月現在 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

 
避難所の設置 
（法第 4 条第

1 項） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
災害により現に被害を

受け、又は受けるおそ

れのある者に供与す

る。 

 
 
 
 
 
 

 
（基本額） 

避難所設置費 
1 人 1 日当たり 

340 円以内 
高齢者等の要援護者等を収容す

る「福祉避難所」を設置した場

合、当該地域における通常の実

費を支出でき、上記を超える額

を加算できる。 

 
 

 
災害発生の日か

ら 7 日以内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 費用は、避難所の設置、維持及び管理

のための賃金職員等雇上費、消耗器材

費、建物等の使用謝金、借上費又は購

入費、光熱水費 並びに仮設便所等の

設置費を含む。 
2 避難に当たっての輸送費は別途計上 
3 避難所での避難生活が長期にわたる

場合等においては、避難所で避難生活

している者への健康上の配慮等によ

り、ホテル･旅館など宿泊施設を借上

げて実施することが可能。（ホテル・

旅館の利用額は＠7,000 円（食費込・

税込）／泊・人以内とするが、これに

より難い場合は内閣府と事前に調整

を行うこと。） 

 
避難所の設置 
（法第４条第

2 項） 

 
 
 
 
 
 

 
災害が発生するおそれ

のある場合において、

被害を受けるおそれが

あり、現に救助を要す

る者に供与する。 

 
 
 
 
 

 
（基本額） 

避難所設置費 
1 人 1 日当たり 

340 円以内 
高齢者等の要援護者等を収容す

る「福祉避難所」を設置した場

合、当該地域における通常の実

費を支出でき、上記を超える額

を加算できる。 

 
 

 
法第２条第２項

による救助を開

始した日から、

災害が発生しな

かったと判明

し、現に救助の

必要がなくなっ

た日までの期間

（災害が発生

し、継続して避

難所の供与を行

う必要が生じた

場合は、法第２

条第２項に定め

る救助を終了す

る旨を公示した

日までの期間） 

 

 
1 費用は、災害が発生するおそれがあ

る場合において必要となる建物の使

用謝金や光熱水費とする。なお、夏期

のエアコンや冬期のストーブ、避難者

が多数の場合の仮設トイレの設置費

や、避難所の警備等のための賃金職員

等雇上費など、やむを得ずその他の費

用が必要となる場合は、内閣府と協議

すること。 
2 避難に当たっての輸送費は別途計上 

 
応急仮設住宅

の供与 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
住家が全壊、全焼又は

流失し、居住する住家

がない者であって、自

らの資力では住宅を得

ることができない者 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ 建設型応急住宅 

1 規模 
応急救助の趣旨を踏ま

え、実施主体が地域の実情、

世帯構成等に応じて設定 
2 基本額 1 戸当たり 

6,775,000 円以内 
3 建設型応急住宅の供与終

了に伴う解体撤去及び土地

の原状回復のために支出で

きる費用は、当該地域にお

ける実費。 

 

 
災害発生の日か

ら 20 日以内着

工 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 費用は設置にかかる原材料費、労務

費、付帯設備工事費、輸送費及び建築

事 務 費 等 の 一 切 の 経 費 と し て

6,775,000 円以内であればよい。 
2 同一敷地内等に概ね 50 戸以上設置

した場合は、集会等に利用するための

施設を設置できる。（50 戸未満であっ

ても小規模な施設を設置できる） 
3 高齢者等の要援護者等を数人以上収

容する「福祉仮設住宅」を設置できる。 
4 供与期間は 2 年以内 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ 賃貸型応急住宅 

1 規模 建設型仮設住宅に

準じる 
2 基本額 

地域の実情に応じた額 

 
 

 
災害発生の日か

ら速やかに借上

げ、提供 

 
 
 
 

 
1 費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、

仲介手数料、火災保険等、民間賃貸住

宅の貸主、仲介業者との契約に不可欠

なものとして、地域の実情に応じた額

とすること。 
2 供与期間は建設型仮設住宅と同様。 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

 
炊き出しその

他による食品

の給与 

 
 
 
 

 
1 避難所に収容され

た者 
2 住家に被害を受け、

若しくは災害により

現に炊事のできない

者 

 

 
1 人 1 日当たり 

1,230 円以内 

 
 
 
 
 

 
災害発生の日か

ら 7 日以内 

 
 
 
 
 

 
食品給与のための総経費を延給食日数

で除した金額が限度額以内であればよ

い。 
（1 食は 1/3 日） 

 
 
 

 
飲料水の供給 

 
 
 

 
現に飲料水を得ること

ができない者（飲料水

及び炊事のための水で

あること。） 

 
当該地域における通常の実費 

 
 
 
 

 
災害発生の日か

ら 7 日以内 

 
 

 
輸送費、人件費は別途計上 

 
 
 

 
被服、寝具そ

の他生活必需

品の給与又は

貸与 

 
 
 
 

 
全半壊（焼）、流失、床

上浸水等により、生活

上必要な被服、寝具、そ

の他生活必需品を喪

失、若しくは毀損等に

より使用することがで

きず、直ちに日常生活

を営むことが困難な者 

 
1 夏季（4 月～9 月）冬季（10

月～3 月）の季別は災害発生

の日をもって決定する。 
2 下記金額の範囲内 

 
災害発生の日か

ら 10 日以内 

 
 

 
1 備蓄物資の価格は年度当初の評価額 
2 現物給付に限ること 

 

 

区分 1 人世帯 2 人世帯 3 人世帯 4 人世帯 5 人世帯 
6 人以上 

1 人増すごとに加算 

 
全壊 
全焼 
流失 

 
夏 

 
19,200 

 
24,600 

 
36,500 

 
43,600 

 
55,200 

 
8,000 

 
冬 

 
31,800 

 
41,100 

 
57,200 

 
66,900 

 
84,300 

 
11,600 

 
半壊 
半焼 

床上浸水 

 
夏 

 
6,300 

 
8,400 

 
12,600 

 
15,400 

 
19,400 

 
2,700 

 
冬 

 
10,100 

 
13,200 

 
18,800 

 
22,300 

 
28,100 

 
3,700 

 

救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

 
医療 

 
 
 
 
 
 

 
医療の途を失った者 
（応急的処置） 

 
 
 
 
 

 
1 救護班 … 使用した薬剤、治

療材料、医療器具破損等の実

費 
2 病院又は診療所 … 国民健

康保険診療報酬の額以内 
3 施術者 

協定料金の額以内 

 
災害発生の日か

ら 14 日以内 

 
 
 
 
 

 
患者等の移送費は、別途計上 

 
 
 
 
 
 

 
助産 

 
 
 
 
 
 
 

 
災害発生の日以前又は

以後 7 日以内に分べん

した者であって災害の

ため助産の途を失った

者（出産のみならず、死

産及び流産を含み現に

助産を要する状態にあ

る者） 

 
1 救護班等による場合は、使用

した衛生材料等の実費 
2 助産師による場合は、慣行料

金の 100 分の 80 以内の額 

 
 
 

 
分べんした日か

ら 7 日以内 

 
 
 
 
 
 

 
妊婦等の移送費は、別途計上 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

 
被災者の救出 

 
 
 
 

 
1 現に生命、身体が危

険な状態にある者 
2 生死不明な状態に

ある者 

 

 
当該地域における通常の実費 

 
 
 
 

 
災害発生の日か

ら 3 日以内 

 
 
 

 
輸送費、人件費は、別途計上 

 
住家の被害の

拡大を防止す

るための緊急

の修理 

 
災害のため住家が半壊

（焼）又はこれに準ず

る程度の損傷を受け、

雨水の浸入等を放置す

れば住家の被害が拡大

するおそれがある者 

 

 
住家の被害の拡大を防止する

ための緊急の修理が必要な部

分に対して、 
１世帯当たり 50,000 円以内 

 
災害発生の日

から 10 日以内 

 

 
日常生活に必

要な最小限度

の部分の修理 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  住家が半壊（焼）若

しくはこれらに準ずる

程度の損傷を受け、自

らの資力により応急修

理をすることができな

い者 
2 大規模な補修を行

わなければ居住するこ

とが困難である程度に

住家が半壊（焼）した者 

 
居室、炊事場及び便所等日常生

活に必要最小限度の部分 1 世帯

当り 

 
①大規模半壊、中規模半壊又は

半壊若しくは半焼の被害を受

けた世帯 
706,000 円以内 

②半壊又は半焼に準ずる程度の

損傷により被害を受けた世帯 
  343,000 円以内 

 

 
災害発生の日か

ら３ヵ月以内

（災害対策基本

法第 23 条の 3
第 1 項に規定す

る特定災害対策

本部、同法第 24
条第 1 項に規定

する非常災害対

策本部又は同法

第 28 条の 2 第

1 項に規定する

緊急災害対策本

部が設置された

災害にあって

は、６ヵ月以内） 

 

 
 
 

 
学用品の給与 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
住家の全壊（焼）流失半

壊（焼）又は床上浸水に

より学用品を喪失又は

毀損等により使用する

ことができず、就学上

支障のある小学校児

童、中学校生徒、義務教

育学校生徒及び高等学

校等生徒。 

 

 
1 教科書及び教科書以外の 教

材で教育委員会に届出又はそ

の承認を受けて使用している

教材、又は正規の授業で使用

している教材実費 
2 文房具及び通学用品は、1 人

当たり次の金額以内 
小学生児童  4,800 円 
中学生生徒  5,100 円 
高等学校等生徒 5,600 円 

 

 
災害発生の日か

ら 
（教科書） 

1 ヵ月以内 
（文房具及び通

学用品） 
15 日以内 

 
 
 

 
1 備蓄物資は評価額 
2 入進学時の場合は個々の実情に応じ

て支給する。 

 
 
 
 
 
 
 

 
埋葬 

 
 
 
 

 
災害の際死亡した者を

対象にして実際に埋葬

を実施する者に支給 

 
 

 
1 体当たり 

大人（12 歳以上） 
219,100 円以内 

小人（12 歳未満） 
175,200 円以内 

 
 

 
災害発生の日か

ら 10 日以内 

 
 
 

 
災害発生の日以前に死亡した者であっ

ても対象となる。 

 
 
 

 
死体の捜索 

 
 
 
 

 
行方不明の状態にあ

り、かつ、四囲の事情に

よりすでに死亡してい

ると推定される者 

 

 
当該地域における通常の実費 

 
 
 
 

 
災害発生の日か

ら 10 日以内 

 
 
 

 
輸送費、人件費は、別途計上 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

死体の処理 災害の際死亡した者に

ついて、死体に関する

処理（埋葬を除く。）を

する。 

 
（洗浄、消毒等） 
１体当たり、3,500 円以内 

 
 
一時保存： 
○既存建物借上費：通常の実費 
○既存建物以外：１体当たり

5,400 円以内 

 
検案、救護班以外は慣行料金 

 
 
 
 
 

 
災害発生の日か

ら 10 日以内 

 
 

 
1 検案は原則として救護班 
2 輸送費、人件費は、別途計上 
3 死体の一時保存にドライアイス 
 の購入費等が必要な場合は当該地 

域における通常の実費を加算でき 
る。 

 
障害物の除去 

 
 
 
 
 

 
居室、炊事場、玄関等に

障害物が運びこまれて

いるため生活に支障を

きたしている場合で自

力では除去することの

できない者 

 
市町村内において障害物の除去

を行った一世帯当たりの平均 
138,300 円以内 

 

 
災害発生の日か

ら 10 日以内 

 

 

 
輸送費及び賃

金 
職員等雇上費 
（法第４条第

1 項） 

 
 
 
 

 
1 被災者の避難に係

る支援 
2 医療及び助産 
3 被災者の救出 
4 飲料水の供給 
5 死体の捜索 
6 死体の処理 
7 救済用物資の整理

配分 

 
当該地域における通常の実費 

 
救助の実施が認

められる期間以

内 

 
 

 
 

 
輸送費及び賃

金 
職員等雇上費 
（法第４条第

2 項） 

 
 
 
 

 
避難者の避難に係る支

援 

 

 
当該地域における通常の実費 

 
救助の実施が認

められる期間以

内 

 
 

 
災害が発生するおそれ段階の救助は、高

齢者・障害者等で避難行動が困難な要配

慮者の方の輸送であり、以下の費用を対

象とする。 
・避難所へ輸送するためのバス借上げ等

に係る費用 
・避難者がバス等に乗降するための補助

員など、避難支援のために必要となる賃

金職員等雇上費 

 
実費弁償 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
災害救助法施行令第 4
条第 1 号から第 4 号ま

でに規定する者 

 
 
 
 
 
 
 

 
災害救助法第 7 条第 1 項の規定

により救助に関する業務に従事

させた都道府県知事等（法第 3
条に規定する都道府県知事等を

いう。）の総括する都道府県等

（法第 17 条第 1 号に規定する

都道府県等をいう。）の常勤の

職員で当該業務に従事した者に

相当するものの給与を考慮して

定める 

 
救助の実施が認

められる期間以

内 

 
 
 
 
 
 
 

 
時間外勤務手当及び旅費は別途に定め

る額 
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救助の種類 対象 費用の限度額 期間 備考 

 
救助の事務を

行うのに必要

な費用 

 

 
1 時間外勤務手当 
2 賃金職員等雇上費 
3 旅費 
4 需用費（消耗品費、

燃料費、食糧費、印刷

製本費、光熱水費、修

繕料） 
5 使用料及び賃借料 
6 通信運搬費 
7 委託費 

 

 
救助事務費に支出できる費用

は、法第 21 条に定める国庫負担

を行う年度（以下「国庫負担対

象年度」という。）における各

災害に係る左記 1 から 7 までに

掲げる費用について、地方自治

法施行令（昭和 22 年政令第 16
号）第 143 条に定める会計年度

所属区分により当該年度の歳出

に区分される額を合算し、各災

害の当該合算した額の合計額

が、国庫負担対象年度に支出し

た救助事務費以外の費用の額の

合算額に、次のイからトまでに

掲げる区分に応じ、それぞれイ

からトまでに定める割合を乗じ

て得た額の合計額以内とするこ

と。 

 

 
救助の実施が認

められる期間及

び災害救助費の

精算する事務を

行う期間以内 

 
災害救助費の精算事務を行うのに要し

た経費も含む。 

     

※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上

で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 

イ 3 千万円以下の部分の金額については 100 分の 10 

ロ 3 千万円を超え 6 千万円以下の部分の金額については 100 分の 9 

ハ 6 千万円を超え 1 億円以下の部分の金額については 100 分の 8 

ニ 1 億円を超え 2 億円以下の部分の金額については 100 分の 7 

ホ 2 億円を超え 3 億円以下の部分の金額については 100 分の 6 

ヘ 3 億円を超え 5 億円以下の部分の金額については 100 分の 5 

ト 5 億円を超える部分の金額については 100 分の 4 
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美馬市地域防災計画 

（ 資 料 編 ） 
 

 

    

 

 

この美馬市地域防災計画にご意見やご質問等が 

ある場合は、以下までご連絡をお願いいたします。 

【危機管理課  ０８８３－５２－１６７７】 

 

 

作成：美 馬 市 防 災 会 議 

編集：美馬市企画総務部危機管理課 
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